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ID: 1   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
土 地 へ の 立 入 等 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
入 会 林 野 等 に 係 る 権 利 関 係 の 近 代 化 の 助 長 に 関 す る 法 律  第 25条 第 2項  

法 令 番 号 昭 和41年 法 律 第126号  

【基準】 

 法 第25条 第1項 か ら 第3項 ま で の 規 定 に よ る 。  
 (測 量 、 実 地 調 査 及 び 簿 書 の 閲 覧 等 ) 
第25条  都 道 府 県 又 は 市 町 村 の 職 員 は 第 2章 の 規 定 に よ る 入 会 林 野 整 備 又 は 前 章 の 規 定 に

よ る 旧 慣 使 用 林 野 整 備 に 関 し 、当 該 入 会 林 野 整 備 を 行 な お う と す る 入 会 権 者 は 当 該 入会
林 野 整 備 に 関 し 、土 地 又 は 土 地 に 定 着 す る 物 件 の 測 量 又 は 実 地 調 査 を す る た め 必 要 があ
る と き は 、そ の 必 要 の 限 度 内 に お い て 、他 人 の 土 地 に 立 ち 入 り 、又 は 測 量 若 し く は 実地
調 査 の 支 障 と な る 立 木 竹 を 伐 採 す る こ と が で き る 。  

2 前 項 の 入 会 権 者 が 同 項 の 行 為 を す る に は 、 あ ら か じ め 、 当 該 土 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る
市 町 村 長 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

3 市 町 村 長 は 、 前 項 の 許 可 の 申 請 が あ つ た と き は 、 当 該 土 地 の 占 有 者 及 び 立 木 竹 の 所 有
者 に そ の 旨 を 通 知 し 、 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 2   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
海 岸 保 全 区 域 の 占 用 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
海 岸 法  第7条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第101号  

【基準】 

 法 第7条 の 規 定 に よ る 。  
 (海 岸 保 全 区 域 の 占 用 ) 
第 7条  海 岸 管 理 者 以 外 の 者 が 海 岸 保 全 区 域 (公 共 海 岸 の 土 地 に 限 る 。 )内 に お い て 、 海 岸

保 全 施 設 以 外 の 施 設 又 は 工 作 物 (以 下 次 条 、第 9条 及 び 第 12条 に お い て「 他 の 施 設 等 」と
い う 。 )を 設 け て 当 該 海 岸 保 全 区 域 を 占 用 し よ う と す る と き は 、 主 務 省 令 で 定 め る と こ
ろ に よ り 、 海 岸 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 海 岸 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 そ の 申 請 に 係 る
事 項 が 海 岸 の 防 護 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、こ れ を 許 可 して
は な ら な い 。  

 
 行 政 手 続 法 に 伴 う 海 岸 法 に お け る 処 分 の 審 査 基 準 等 の 策 定 に つ い て (平 成 6年 9月29日六

構 改 D第551号 、 六 水 港 第3274号 、 港 海 第770号 、 建 設 省 河 政 発 第 55号 )及 び 海 岸 法 の 施
行 に つ い て (昭 和 31年11月 10日  32農 地 第4822号 ・ 建 発 河 第 107号 ・ 港 管 第 2739号 都 道
府 県 知 事 等 あ て 建 設 ・ 運 輸 ・ 農 林 事 務 次 官 通 知 )に よ る 。  

 
 第4 海 岸 保 全 区 域 の 占 用 及 び 海 岸 保 全 区 域 に お け る 行 為 の 制 限  
1 法 第7条 第 1項 の 規 定 に よ る 占 用 の 許 可 は 、 国 有 財 産 法 上 の 公 共 用 財 産 た る 国 有 海 浜 地

に つ い て 行 う も の で あ る の で 、そ の 許 可 に 際 し て は 、当 該 公 共 用 財 産 た る 土 地 の 公 共 的
性 格 に 十 分 留 意 の 上 、そ の 用 途 又 は 目 的 を 妨 げ な い 限 度 に お い て 、か つ 、海 岸 の 保 全に
著 し い 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 許 可 を す る よ う 、そ の 運 営の
適 切 を 期 せ ら れ た い こ と 。  

2 海 岸 保 全 施 設 以 外 の 施 設 又 は 工 作 物 を 設 け て 占 用 す る こ と と は 、 一 定 の 区 画 の 土 地 を
排 他 的 独 占 的 に 継 続 し て 使 用 す る こ と で あ り 、耕 作 の 用 に 供 す る 場 合 、材 料 置 場 と す る
場 合 等 も 含 ま れ る も の で あ る こ と 。な お 、漁 具 、漁 獲 物 の 乾 場 、船 揚 場 、穀 物 乾 場、牛
馬 の け い 留 の た め の 施 設 等 簡 易 軽 微 な も の に つ い て は 許 可 を 要 し な い も の と す る こ と。 
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3 占 用 の 許 可 の 際 に は 、規 則 第3条 に 規 定 す る 申 請 書 の 記 載 事 項 に 関 す る 条 件 の ほ か 、占
用 に 伴 う 第 三 者 と の 関 係 に 関 す る 条 件 、附 帯 工 事 に 要 す る 費 用 に 関 す る 条 件 、原 状 回 復
に 関 す る 条 件 、許 可 の 効 力 が 失 効 す る 場 合 の 条 件 等 、個 々 具 体 的 な 場 合 に お い て 種 々 の
条 件 を 附 す る こ と に よ り 占 用 が 海 岸 の 保 全 に 支 障 を 与 え な い よ う 措 置 す る こ と 。 な お、
右 の 条 件 を 附 す る に 当 つ て は 、占 用 の 許 可 を 受 け た 者 の 権 利 を 不 当 に 制 限 す る よ う な義
務 を 課 す る こ と の な い よ う 十 分 配 慮 さ れ 遺 憾 の な い よ う に 期 せ ら れ た い こ と 。  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 3   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
海 岸 保 全 区 域 内 の 行 為 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
海 岸 法  第8条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第101号  

【基準】 

 法 第8条 の 規 定 に よ る 。  
 (海 岸 保 全 区 域 に お け る 行 為 の 制 限 ) 
第 8条  海 岸 保 全 区 域 内 に お い て 、 次 に 掲 げ る 行 為 を し よ う と す る 者 は 、 主 務 省 令 で 定 め

る と こ ろ に よ り 、海 岸 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、政 令 で 定 め る行
為 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 土 石 (砂 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 )を 採 取 す る こ と 。  
(2) 水 面 又 は 公 共 海 岸 の 土 地 以 外 の 土 地 に お い て 、 他 の 施 設 等 を 新 設 し 、 又 は 改 築 す

る こ と 。  
(3) 土 地 の 掘 削 、 盛 土 、 切 土 そ の 他 政 令 で 定 め る 行 為 を す る こ と 。  

2 前 条 第 2項 の 規 定 は 、 前 項 の 許 可 に つ い て 準 用 す る 。  
 
 行 政 手 続 法 に 伴 う 海 岸 法 に お け る 処 分 の 審 査 基 準 等 の 策 定 に つ い て (平 成 6年 9月29日六

構 改 D第551号 、 六 水 港 第3274号 、 港 海 第770号 、 建 設 省 河 政 発 第 55号 )及 び 海 岸 法 の 施
行 に つ い て (昭 和 31年11月 10日  32農 地 第4822号 ・ 建 発 河 第 107号 ・ 港 管 第 2739号 都 道
府 県 知 事 等 あ て 建 設 ・ 運 輸 ・ 農 林 事 務 次 官 通 知 )に よ る 。  

 
4 海 岸 保 全 区 域 に お け る 制 限 行 為 は 、 法 第 8条 第1項 各 号 に 掲 げ る と お り で あ る が 、 こ れ

ら に 該 当 す る 行 為 の う ち 、 令 第 3条 に 掲 げ る も の は 許 可 を 要 し な い の で あ る か ら 次 の 要
領 に 従 つ て 措 置 さ れ た い こ と 。  
(1) 他 の 法 律 の 許 可 等 を 受 け た 行 為 は 、許 可 等 の 内 容 と な つ て い る 行 為 の み に 限 ら れ 、

許 可 等 を 受 け た 行 為 に 関 連 す る 他 の 行 為 又 は 許 可 等 を 受 け た 行 為 を す る た め の 他 の
行 為 を 含 ま な い も の で あ る こ と 。従 つ て 、例 え ば 、公 有 水 面 埋 立 の 場 合 、当 該 埋 立 と
い う 行 為 そ の も の は こ れ に 該 当 す る が 、埋 立 を す る た め の 土 石 の 掘 採 は 含 ま な い も の
で あ る こ と 。  
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(2) 令 第 3条 第 9号 、 第12号 及 び 第13号 の 規 定 に よ り 指 定 す る 深 さ 及 び 載 荷 重 は 、 関 係
行 政 機 関 の 意 見 を 聞 い た 上 、海 岸 の 保 全 に 支 障 の な い と 認 め ら れ る も の を 定 め る も の
と し 、 不 当 に 国 民 の 権 利 を 制 限 し な い よ う 考 慮 す る も の と す る こ と 。  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 4   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
海 岸 管 理 者 以 外 の 者 が 施 行 す る 工 事 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
海 岸 法  第13条 第1項  

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第101号  

【基準】 

 法 第13条 の 規 定 に よ る 。  
 (海 岸 管 理 者 以 外 の 者 の 施 行 す る 工 事 ) 
第13条  海 岸 管 理 者 以 外 の 者 が 海 岸 保 全 施 設 に 関 す る 工 事 を 施 行 し よ う と す る と き は 、あ

ら か じ め 当 該 海 岸 保 全 施 設 に 関 す る 工 事 の 設 計 及 び 実 施 計 画 に つ い て 海 岸 管 理 者 の 承
認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、第 6条 第 1項 の 規 定 に よ る 場 合 は 、こ の 限 り で な い 。 

2 第 10条 第2項 に 規 定 す る 者 は 、前 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、海 岸 保 全 施 設 に 関 す る 工
事 の 設 計 及 び 実 施 計 画 に つ い て 海 岸 管 理 者 に 協 議 す る こ と を も つ て 足 り る 。  

 
 行 政 手 続 法 に 伴 う 海 岸 法 に お け る 処 分 の 審 査 基 準 等 の 策 定 に つ い て (平 成 6年 9月29日六

構 改 D第551号 、 六 水 港 第3274号 、 港 海 第770号 、 建 設 省 河 政 発 第 55号 )及 び 海 岸 法 の 施
行 に つ い て (昭 和 31年11月 10日  32農 地 第4822号 ・ 建 発 河 第 107号 ・ 港 管 第 2739号 都 道
府 県 知 事 等 あ て 建 設 ・ 運 輸 ・ 農 林 事 務 次 官 通 知 )に よ る 。  

 
 第6 海 岸 保 全 施 設 の 保 全  

(1) 法 第 13条 の 規 定 に 基 き 、 海 岸 管 理 者 以 外 の 者 が 施 行 す る 海 岸 保 全 施 設 に 関 す る 工
事 の 設 計 及 び 実 施 計 画 に つ い て 、承 認 し 、又 は 協 議 し よ う と す る と き は 、法 第14条 に
規 定 す る 築 造 の 基 準 に 基 い て 行 う こ と 。な お 、当 該 海 岸 保 全 施 設 が 土 地 改 良 事 業 そ の
他 他 の 法 律 に 基 く 事 業 に 係 る も の で あ る と き は 、 当 該 事 業 を 考 慮 し て 行 う こ と 。  

(2) 公 衆 電 気 通 信 法 第 101条 第 1項 に 規 定 す る 保 護 区 域 内 に お い て 、 海 岸 管 理 者 又 は 主
務 大 臣 が 海 岸 保 全 施 設 に 関 す る 工 事 を 施 行 す る 場 合 及 び 法 第 13条 第 1項 及 び 第 2項 の
規 定 に よ り 海 岸 管 理 者 以 外 の 者 が 当 該 保 護 区 域 内 に お い て 施 行 す る 工 事 に 関 し 承 認
を 与 え 又 は 協 議 に 応 じ よ う と す る 場 合 に は 、水 底 線 路 の 保 護 に つ い て 必 要 な 配 慮 を す
る も の と す る こ と 。  

標 準 処 理 期

間 
30日  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 5   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
河 川 管 理 者 以 外 の 者 の 施 行 す る 工 事 等 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 20条  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第20条 の 規 定 に よ る 。  
(河 川 管 理 者 以 外 の 者 の 施 行 す る 工 事 等 ) 

第20条  河 川 管 理 者 以 外 の 者 は 、第 11条 、第 16条 の 3第1項 、第 16条 の4第 1項 、第16条 の5
第1項 、第17条 第1項 及 び 第18条 の 規 定 に よ る 場 合 の ほ か 、あ ら か じ め 、政 令 で 定 め る と
こ ろ に よ り 河 川 管 理 者 の 承 認 を 受 け て 、 河 川 工 事 又 は 河 川 の 維 持 を 行 う こ と が で き る。
た だ し 、政 令 で 定 め る 軽 易 な も の に つ い て は 、河 川 管 理 者 の 承 認 を 受 け る こ と を 要 し な
い 。  

 
 政 令 第12条  
 (河 川 管 理 者 以 外 の 者 の 施 行 す る 工 事 等 で 承 認 を 要 し な い も の ) 
第12条  法 第 20条 た だ し 書 の 政 令 で 定 め る 軽 易 な も の は 、草 刈 り 、軽 易 な 障 害 物 の 処 分 そ

の 他 こ れ ら に 類 す る 小 規 模 な 維 持 と す る 。  
 
 河 川 法 に お け る 申 請 に 対 す る 処 分 に 係 る 審 査 基 準 及 び 標 準 処 理 期 間 に つ い て (平 成 13年

3月30日 河 第866号 各 土 木 事 務 所 (支 所)長 あ て 河 川 課 長 通 知 )に よ る 。 (埼 玉 県 資 料) 
 
1 第 20条(河 川 管 理 者 以 外 の 者 の 施 行 す る 工 事 等 の 承 認 ) 

(1)審 査 基 準  
  河 川 工 事 等 の 承 認 を 行 う に 当 た っ て は 、以 下 の 基 準 に 該 当 す る か ど う か を 審 査 し た上

で 承 認 す る こ と が で き る 。  
ア  工 事 実 施 基 本 計 画 に 基 づ き 実 施 さ れ る 改 良 工 事 に 関 す る 具 体 的 な 計 画 が 策 定 さ

れ て い る 場 合 に は 、 当 該 計 画 に 反 し な い こ と 。  
イ  河 川 工 事 が 上 下 流 及 び 左 右 岸 の 改 修 状 況 と 比 較 し て 不 調 和 で な い こ と 。  
ウ  周 辺 の 河 川 管 理 施 設 等 へ の 支 障 を 及 ぼ さ な い も の で あ る こ と 。  

標 準 処 理 期

間 
15日  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
流 水 占 用 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 23条  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第23条 の 規 定 に よ る 。  
 (流 水 の 占 用 の 許 可 ) 
第23条  河 川 の 流 水 を 占 用 し よ う と す る 者 は 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、河川

管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、次 条 に 規 定 す る 発 電 の た め に 河 川 の 流
水 を 占 用 し よ う と す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 
 河 川 法 に お け る 申 請 に 対 す る 処 分 に 係 る 審 査 基 準 及 び 標 準 処 理 期 間 に つ い て (平 成 13年

3月30日 河 第866号 各 土 木 事 務 所 (支 所)長 あ て 河 川 課 長 通 知 )に よ る 。 (埼 玉 県 資 料) 
 
2 第 23条(流 水 の 占 用 の 許 可 ) 

(1)審 査 基 準  
  河 川 の 流 水 の 占 用 並 び に こ れ に 関 す る 第 24条 、第 26条 第1項 、第 27条 第 1項 、第55条 第

1項 等 の 許 可 を 行 う に 当 た っ て は 、 以 下 の 基 準 に 該 当 す る か ど う か を 審 査 し た 上 で 許 可
す る こ と が で き る 。  

ア  水 利 使 用 の 目 的 及 び 事 業 内 容 が 、 国 民 経 済 の 発 展 及 び 国 民 生 活 の 向 上 に 寄 与 し、
公 共 の 福 祉 の 増 進 に 資 す る も の で あ る こ と 。  

イ  申 請 者 の 事 業 計 画 が 妥 当 で あ る と と も に 、関 係 法 令 の 許 可 、申 請 者 の 事 業 を 遂 行
す る た め の 能 力 及 び 信 用 な ど 、 水 利 使 用 の 実 行 の 確 実 性 が 確 保 さ れ て い る こ と 。  

ウ  河 川 の 流 況 等 に 照 ら し 、河 川 の 適 正 な 利 用 及 び 流 水 の 正 常 な 機 能 の 維 持 に 支 障 を
与 え る こ と な く 安 定 的 に 水 利 使 用 の 許 可 に 係 る 取 水 を 行 え る も の で あ る こ と 。  

エ  流 水 の 占 用 の た め の ダ ム 、堰 、水 門 等 の 工 作 物 の 新 築 等 が 第 26条 第1項 (工 作 物 の
新 築 等 の 許 可 )の 審 査 基 準 を 満 た し て い る な ど 、 水 利 使 用 に よ り 治 水 そ の 他 の 公 益
上 の 支 障 を 生 じ る お そ れ が な い こ と 。  

オ  新 規 の 場 合 は 、 新 た な 水 源 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と (慣 行 水 利 権 を 法 定 化 す る
場 合 及 び 取 水 量 と 同 量 を 河 川 に 放 流 す る 場 合 を 除 く 。 ) 
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担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
土 地 占 用 の 許 可 (河 川 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 24条  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第24条 の 規 定 に よ る 。  
 (土 地 の 占 用 の 許 可 ) 
第 24条  河 川 区 域 内 の 土 地 (河 川 管 理 者 以 外 の 者 が そ の 権 原 に 基 づ き 管 理 す る 土 地 を 除

く 。 以 下 次 条 に お い て 同 じ 。 )を 占 用 し よ う と す る 者 は 、 国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ
に よ り 、 河 川 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 
 河 川 法 に お け る 申 請 に 対 す る 処 分 に 係 る 審 査 基 準 及 び 標 準 処 理 期 間 に つ い て (平 成 13年

3月30日 河 第866号 各 土 木 事 務 所 (支 所)長 あ て 河 川 課 長 通 知 )に よ る 。 (埼 玉 県 資 料) 
 
3 第 24条(土 地 の 占 用 の 許 可 ) 

(1)審 査 基 準  
  河 川 区 域 に お け る 土 地 の 占 用 の 許 可 を 行 う に 当 た っ て は  「 河 川 敷 地 占 用 許 可 準 則  

(平 成 17年 3月28日 付 け 国 土 交 通 事 務 次 官 通 達 )を 基 準 と し て 審 査 し た 上 で 」 許 可 す る こ
と が で き る 。  

標 準 処 理 期

間 
20日  

備
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担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
土 石 等 の 採 取 の 許 可 (河 川 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 25条  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第25条 の 規 定 に よ る 。  
 (土 石 等 の 採 取 の 許 可 ) 
第25条  河 川 区 域 内 の 土 地 に お い て 土 石 (砂 を 含 む 。以 下 同 じ 。)を 採 取 し よ う と す る 者 は 、

国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、河 川 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。河 川
区 域 内 の 土 地 に お い て 土 石 以 外 の 河 川 の 産 出 物 で 政 令 で 指 定 し た も の を 採 取 し よ う と
す る 者 も 、 同 様 と す る 。  

 
 河 川 法 に お け る 申 請 に 対 す る 処 分 に 係 る 審 査 基 準 及 び 標 準 処 理 期 間 に つ い て (平 成 13年

3月30日 河 第866号 各 土 木 事 務 所 (支 所)長 あ て 河 川 課 長 通 知 )に よ る 。 (埼 玉 県 資 料) 
 
4 第 25条(土 石 等 の 採 取 の 許 可 ) 

(1)審 査 基 準  
  河 川 区 域 に お け る 土 石 等 の 採 取 の 許 可 を 行 う に 当 た っ て は 、以 下 の 基 準 に 該 当 す るか

ど う か を 審 査 し た 上 で 許 可 す る こ と が で き る 。  
ア  河 川 管 理 施 設 若 し く は 許 可 工 作 物 を 損 傷 し 、又 は 河 川 の 流 水 に 著 し い 汚 濁 を 生 じ

さ せ る な ど 、 河 川 管 理 上 著 し い 障 害 が 生 じ る も の で は な い こ と 。  
イ  申 請 者 の 事 業 計 画 が 妥 当 で あ る と と も に 、土 石 等 の 採 取 を 行 う こ と に つ い て の 関

係 法 令 の 許 可 、申 請 者 の 事 業 を 遂 行 す る た め の 能 力 及 び 信 用 な ど 、事 業 の 実 施 の 確
実 性 が 確 保 さ れ て い る こ と 。  

ウ  砂 利 等 の 採 取 に つ い て は  「 砂 利 等 採 取 許 可 準 則 」  (昭 和 41年 6月1日 付 け 建 設
事 務 次 官 通 達 )を 基 準 と す る こ と 。  

エ  竹 木 、あ し 、か や 、埋 も れ 木 、笹 、じ ゅ ん 菜 、芝 草 、そ の 他 の 産 出 物 に つ い て は 、
そ の 採 取 に 係 る 地 域 の 慣 行 や 、 慣 行 に 基 づ く 権 利 性 の 度 合 い を 考 慮 す る こ と 。  

標 準 処 理 期

間 
15日  
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担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
工 作 物 の 新 築 等 の 許 可 (河 川) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 26条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第26条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (工 作 物 の 新 築 等 の 許 可 ) 
第26条  河 川 区 域 内 の 土 地 に お い て 工 作 物 を 新 築 し 、改 築 し 、又 は 除 却 し よ う と す る 者 は 、

国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、河 川 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。河 川
の 河 口 附 近 の 海 面 に お い て 河 川 の 流 水 を 貯 留 し 、 又 は 停 滞 さ せ る た め の 工 作 物 を 新 築
し 、 改 築 し 、 又 は 除 却 し よ う と す る 者 も 、 同 様 と す る 。  

 
 河 川 法 に お け る 申 請 に 対 す る 処 分 に 係 る 審 査 基 準 及 び 標 準 処 理 期 間 に つ い て (平 成 13年

3月30日 河 第866号 各 土 木 事 務 所 (支 所)長 あ て 河 川 課 長 通 知 )に よ る 。 (埼 玉 県 資 料) 
 
5 第 26条 第1項 (工 作 物 の 新 築 等 の 許 可 ) 

(1)審 査 基 準  
  河 川 区 域 に お け る 工 作 物 の 新 築 等 の 許 可 を 行 う に 当 た っ て は 、以 下 の 基 準 に 該 当 する

か ど う か を 審 査 し た 上 で 許 可 す る こ と が で き る 。  
ア  治 水 上 及 び 利 水 上 の 支 障 を 生 じ る お そ れ が な い こ と 。  

  こ の 場 合 に お い て 、治 水 上 及 び 利 水 上 の 支 障 の 有 無 を 検 討 す る に 当 た っ て は 、そ れ ぞ
れ 次 に 定 め る 基 準 に よ り 、水 位 、流 量 、地 形・地 質 そ の 他 の 河 川 の 状 況 及 び 自 重 、水 圧
そ の 他 の 予 想 さ れ る 荷 重 な ど か ら 総 合 的 に 検 討 す る こ と 。  

(ア )工 作 物 の 一 般 的 な 技 術 基 準 「 河 川 管 理 施 設 等 構 造 令  」 (平 成 12年 6月 7日 政 令
第312号) 

(イ)工 作 物 の 設 置 基 準「 工 作 物 設 置 許 可 基 準  」(平 成10年6月19日 付 け 建 設 省 河 川
局 治 水 課 長 通 達 ) 

イ  社 会 経 済 上 必 要 や む を 得 な い と 認 め ら れ る も の で あ る こ と 。  
ウ  河 川 の 利 用 の 実 態 か ら み て 、工 作 物 の 設 置 に よ り 他 の 河 川 使 用 者 の 河 川 の 使 用 を

著 し く 阻 害 し な い こ と 。  



law_0009.docx 

 

エ  工 作 物 の 新 築 等 を 行 う こ と に つ い て の 権 原 の 取 得 又 は そ の 見 込 み 、関 係 法 令 の許
可 、申 請 者 の 事 業 を 遂 行 す る た め の 能 力 及 び 信 用 な ど 、事 業 の 実 施 の 確 実 性 が 確 保
さ れ て い る こ と 。  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 10   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
土 地 の 掘 削 等 の 許 可 (河 川 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 27条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第27条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (土 地 の 掘 削 等 の 許 可 ) 
第27条  河 川 区 域 内 の 土 地 に お い て 土 地 の 掘 削 、盛 土 若 し く は 切 土 そ の 他 土 地 の 形 状 を 変

更 す る 行 為 (前 条 第 1項 の 許 可 に 係 る 行 為 の た め に す る も の を 除 く 。 )又 は 竹 木 の 栽 植 若
し く は 伐 採 を し よ う と す る 者 は 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、河 川 管 理 者 の 許
可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、政 令 で 定 め る 軽 易 な 行 為 に つ い て は 、こ の 限 りで
な い 。  

 
 河 川 法 に お け る 申 請 に 対 す る 処 分 に 係 る 審 査 基 準 及 び 標 準 処 理 期 間 に つ い て (平 成 13年

3月30日 河 第866号 各 土 木 事 務 所 (支 所)長 あ て 河 川 課 長 通 知 )に よ る 。 (埼 玉 県 資 料) 
 
6 第 27条 第1項 (土 地 の 掘 削 等 の 許 可 ) 

(1)審 査 基 準  
  河 川 区 域 に お け る 土 地 の 掘 削 等 の 許 可 を 行 う に 当 た っ て は 、以 下 の 基 準 に 該 当 す るか

ど う か を 審 査 し た 上 で 許 可 す る こ と が で き る 。  
ア  掘 削 等 に 係 る 行 為 に よ り 生 じ る 河 川 の 流 水 の 方 向 、流 速 等 の 変 化 に よ り 、河 川 管

理 施 設 若 し く は 許 可 工 作 物 を 損 傷 す る お そ れ や 、河 川 の 流 水 に 著 し い 汚 濁 を 生 じ さ
せ 、他 の 河 川 使 用 者 の 河 川 の 使 用 を 著 し く 阻 害 す る な ど 、河 川 管 理 上 著 し い 支 障 を
生 じ る も の で は な い こ と 。  

イ  土 地 の 掘 削 等 を 行 う こ と に つ い て の 権 原 の 取 得 又 は そ の 見 込 み 、 関 係 法 令 の 許
可 、申 請 者 の 事 業 を 遂 行 す る た め の 能 力 及 び 信 用 な ど 、事 業 の 実 施 の 確 実 性 が 確 保
さ れ て い る こ と 。  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
河 川 管 理 上 支 障 の あ る 行 為 の 許 可 等  

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 29条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第29条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (河 川 の 流 水 等 に つ い て 河 川 管 理 上 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 行 為 の 禁 止 、 制 限 又 は 許

可 ) 
第29条  第 23条 か ら 前 条 ま で に 規 定 す る も の を 除 く ほ か 、河 川 の 流 水 の 方 向 、清 潔 、流 量 、

幅 員 又 は 深 浅 等 に つ い て 、河 川 管 理 上 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 行 為 に つ い て は 、政 令
で 、こ れ を 禁 止 し 、若 し く は 制 限 し 、又 は 河 川 管 理 者 の 許 可 を 受 け さ せ る こ と が で き る 。 

 
 河 川 法 に お け る 申 請 に 対 す る 処 分 に 係 る 審 査 基 準 及 び 標 準 処 理 期 間 に つ い て (平 成 13年

3月30日 河 第866号 各 土 木 事 務 所 (支 所)長 あ て 河 川 課 長 通 知 )に よ る 。 (埼 玉 県 資 料) 
 
8 第 29条 第1項 (河 川 管 理 上 支 障 の あ る 行 為 の 許 可 ) 

(1)審 査 基 準  
  第 29条 第 1項 の 規 定 に 基 づ く 河 川 法 施 行 令 (昭 和 40年 政 令 第 14号 )第 16条 の 8第 1項 の

河 川 の 流 水 等 に つ い て 河 川 管 理 上 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 行 為 の 許 可 を 行 う に 当 た
っ て は 、 以 下 の 基 準 に 該 当 す る か ど う か を 審 査 し た 上 で 許 可 す る こ と が で き る 。  

ア  河 川 区 域 内 の 土 地 に お い て 土 、汚 物 、染 料 そ の 他 河 川 の 流 水 を 汚 濁 す る お そ れ の
あ る も の が 付 着 し た 物 件 を 洗 浄 す る 場 合  
(ア)人 体 や 生 物 に 有 害 で な い こ と 。  
(イ)流 水 を 著 し く 汚 濁 す る お そ れ が な い こ と 。  

イ  河 川 区 域 内 の 土 地 に お い て 、土 石 、竹 木 そ の 他 の 物 件 を 堆 積 し 又 は 設 置 す る 場 合 
(ア)相 当 程 度 の 期 間 継 続 し て 堆 積 若 し く は 設 置 す る も の で は な い こ と 。  
(イ)河 川 区 域 内 に 、河 川 工 事 又 は 他 の 行 為 に よ っ て や む を 得 ず 一 時 的 に 残 土 、土 石 、

竹 木 そ の 他 の 物 件 を 仮 置 き す る 場 合 は 、出 水 時 へ の 対 応 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ
と 。  

標 準 処 理 期

間 
30日  
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担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
許 可 工 作 物 の 完 成 検 査 (河 川) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 30条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第30条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (許 可 工 作 物 の 使 用 制 限 ) 
第30条  第 26条 第1項 の 許 可 を 受 け て ダ ム そ の 他 の 政 令 で 定 め る 工 作 物 を 新 築 し 、又 は 改

築 す る 者 は 、当 該 工 事 に つ い て 河 川 管 理 者 の 完 成 検 査 を 受 け 、こ れ に 合 格 し た 後 で な け
れ ば 、 当 該 工 作 物 を 使 用 し て は な ら な い 。  

 
 河 川 法 に お け る 申 請 に 対 す る 処 分 に 係 る 審 査 基 準 及 び 標 準 処 理 期 間 に つ い て (平 成 13年

3月30日 河 第866号 各 土 木 事 務 所 (支 所)長 あ て 河 川 課 長 通 知 )に よ る 。 (埼 玉 県 資 料) 
 
9 第 30条 第1項 (許 可 工 作 物 の 完 成 検 査 ) 

(1)審 査 基 準  
  完 成 検 査 を 行 う に 当 た っ て は 、完 成 検 査 を 受 け よ う と す る 施 設 が 、そ の 設 置 さ れ た 位

置 、 構 造 、 規 模 、 そ の 他 の 第 26条 第 1項 の 許 可 の 内 容 又 は 当 該 許 可 に 付 さ れ た 条 件 に 適
合 し て い る か ど う か を 確 認 し 、 そ れ ら に 適 合 し て い る 場 合 に つ い て 合 格 さ せ る 。 な お、
第44条 第 1項 の ダ ム に つ い て は  「 ダ ム 検 査 規 程  (昭 和43年 建 設 省 訓 令 第2号 )を 標 準 と
す る こ と 。  

標 準 処 理 期

間 
15日  
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担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
許 可 工 作 物 の 完 成 前 の 使 用 の 承 認 (河 川) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 30条 第 2項  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第30条 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (許 可 工 作 物 の 使 用 制 限 ) 
第30条  
2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 特 別 の 事 情 が あ る と き は 、 同 項 に 規 定 す る 者 は 、 当 該 工 作

物 の 工 事 の 完 成 前 に お い て も 、河 川 管 理 者 の 承 認 を 受 け て 、当 該 工 作 物 の 一 部 を 使 用 す
る こ と が で き る 。  

 
 河 川 法 に お け る 申 請 に 対 す る 処 分 に 係 る 審 査 基 準 及 び 標 準 処 理 期 間 に つ い て (平 成 13年

3月30日 河 第866号 各 土 木 事 務 所 (支 所)長 あ て 河 川 課 長 通 知 )に よ る 。 (埼 玉 県 資 料) 
 
10 第30条 第 2項(完 成 前 の 許 可 工 作 物 の 一 部 使 用 の 承 認 ) 

(1)審 査 基 準  
  完 成 前 の 許 可 工 作 物 の 一 部 使 用 を 承 認 す る に 当 た っ て は 、工 作 物 の 一 部 を 使 用 す るこ

と に よ っ て も そ の 機 能 を 発 揮 す る こ と が 可 能 で あ る 場 合 に お い て 、そ の 設 置 に つ い て工
期 が 長 い こ と に よ り 全 体 の 工 事 が 完 成 す る ま で 相 当 の 年 月 を 要 し 、か つ 完 成 前 の 一 部使
用 に 対 す る 社 会 的 要 請 が 強 い 場 合 、又 は 工 事 の 施 行 方 法 か ら み て や む を 得 な い も の であ
る 場 合 に 、 以 下 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の に つ い て 承 認 す る こ と が で き る 。  

ア  使 用 を し よ う と す る 部 分 に つ い て 、 第 30条 第 1項 の 完 成 検 査 の 例 に よ り 検 査 を 受
け 、 検 査 に 合 格 し た も の で あ る こ と 。  

イ  一 部 使 用 す る こ と に よ る 河 川 管 理 上 の 支 障 が 生 じ な い よ う 必 要 な 措 置 が 講 じ ら
れ て い る こ と 。  

ウ  一 部 使 用 し よ う と す る 目 的 が 、工 作 物 全 体 に つ い て 受 け た 許 可 の 目 的 に 反 し な い
こ と 。  

標 準 処 理 期

間 
15日  
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担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
権 利 譲 渡 の 承 認 (河 川 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 34条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第34条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (権 利 の 譲 渡) 
第34条  第 23条 、第 24条 若 し く は 第 25条 の 許 可 又 は 第23条 の2の 登 録 に 基 づ く 権 利 は 、河

川 管 理 者 の 承 認 を 受 け な け れ ば 、 譲 渡 す る こ と が で き な い 。  
2 前 項 に 規 定 す る 許 可 又 は 登 録 に 基 づ く 権 利 を 譲 り 受 け た 者 は 、 譲 渡 人 が 有 し て い た そ

の 許 可 又 は 登 録 に 基 づ く 地 位 を 承 継 す る 。  
 
 河 川 法 に お け る 申 請 に 対 す る 処 分 に 係 る 審 査 基 準 及 び 標 準 処 理 期 間 に つ い て (平 成 13年

3月30日 河 第866号 各 土 木 事 務 所 (支 所)長 あ て 河 川 課 長 通 知 )に よ る 。 (埼 玉 県 資 料) 
 
11 第34条 第 1項(権 利 の 譲 渡 の 承 認 ) 

(1)審 査 基 準  
  第 23条 か ら 第 25条 ま で の 規 定 に よ る 許 可 に 基 づ く 権 利 の 譲 渡 を 承 認 す る に 当 た っ て

は 、必 要 や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 で あ っ て 、以 下 の 基 準 に 該 当 す る 場 合 に 承 認 す
る こ と が で き る 。  

ア  譲 渡 の 前 後 に お い て 、承 認 の 申 請 に 係 る 許 可 に 基 づ く 権 利 の 同 一 性 が 確 保 さ れ て
い る こ と 。  

イ  申 請 者 の 事 業 計 画 の 妥 当 性 、関 係 法 令 の 許 可 、譲 り 受 け よ う と す る 者 の 事 業 を 遂
行 す る た め の 能 力 及 び 信 用 な ど 、 事 業 の 実 施 の 確 実 性 が 確 保 さ れ て い る こ と 。  

標 準 処 理 期

間 
15日  
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担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
損 失 補 償 前 の 流 水 の 貯 留 又 は 取 水 の 決 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 43条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第43条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (流 水 の 貯 留 又 は 取 水 の 制 限 ) 
第 43条  水 利 使 用 の 許 可 を 受 け た 者 は 、 第 39条 の 申 出 を し た 関 係 河 川 使 用 者 に 係 る 前 条

第 1項 の 協 議 又 は 同 条 第 2項 の 裁 定 に 係 る 損 失 を 補 償 し た 後 (損 失 の 補 償 が 損 失 防 止 施 設
の 設 置 に 係 る も の で あ る と き は 、当 該 施 設 を 設 置 し 、か つ、河 川 管 理 者 の 確 認 を 得 た 後 )
で な け れ ば 、流 水 を 貯 留 し 、又 は 取 水 し て は な ら な い 。た だ し 、第 39条 の 申 出 を し た 関
係 河 川 使 用 者 の 受 け る 損 失 で あ つ て 河 川 管 理 者 が 当 該 水 利 使 用 の 許 可 に 係 る 流 水 の 貯
留 若 し く は 取 水 の 後 で な け れ ば そ の 程 度 を 確 定 す る こ と が で き な い 旨 の 決 定 を し 、若し
く は 当 該 水 利 使 用 の 許 可 に 係 る 工 作 物 が 完 成 し な け れ ば 当 該 損 失 防 止 施 設 を 設 置 す る
こ と が で き な い こ と そ の 他 当 該 損 失 防 止 施 設 の 種 類 、構 造 等 に つ い て 特 別 の 事 情 が ある
こ と に よ り 、損 失 防 止 施 設 の 設 置 の 時 期 に つ い て 当 該 水 利 使 用 の 許 可 に 係 る 流 水 の 貯留
若 し く は 取 水 の 後 で よ い 旨 の 決 定 を し た も の 又 は 当 該 水 利 使 用 の 許 可 に 係 る 流 水 の 貯
留 若 し く は 取 水 に つ き 同 意 を し た 関 係 河 川 使 用 者 の 受 け る 損 失 に つ い て は 、こ の 限 りで
な い 。  

 

標 準 処 理 期
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担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
ダ ム 操 作 規 程 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 47条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第47条 第1項 及 び 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (ダ ム の 操 作 規 程) 
第47条  ダ ム を 設 置 す る 者 は 、当 該 ダ ム を 流 水 の 貯 留 又 は 取 水 の 用 に 供 し よ う と す る と き

は 、あ ら か じ め 、政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 ダ ム の 操 作 の 方 法 に つ い て 操 作 規程
を 定 め 、 河 川 管 理 者 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 こ れ を 変 更 し よ う と す る と き も、
同 様 と す る 。  

2 河 川 管 理 者 は 、 ダ ム で 政 令 で 定 め る も の に つ い て 前 項 の 承 認 を し よ う と す る と き は 、
あ ら か じ め 、 関 係 都 道 府 県 知 事 の 意 見 を き か な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期
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担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
渇 水 時 に お け る 水 利 使 用 の 特 例 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 53条 の 2第1項  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第53条 の2第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (渇 水 時 に お け る 水 利 使 用 の 特 例 ) 
第53条 の 2 水 利 使 用 者 は 、 河 川 管 理 者 の 承 認 を 受 け て 、 異 常 な 渇 水 に よ り 許 可 に 係 る 水

利 使 用 が 困 難 と な つ た 他 の 水 利 使 用 者 に 対 し て 、当 該 異 常 な 渇 水 が 解 消 す る ま で の 間に
限 り 、 自 己 が 受 け た 第 23条 及 び 第 24条 の 許 可 に 基 づ く 水 利 使 用 の 全 部 又 は 一 部 を 行 わ
せ る こ と が で き る 。  

 
 河 川 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 等 の 運 用 に つ い て  
 (平 成10年1月 23日 建 設 省 河 政 発 第 5号・建 設 省 河 計 発 第 3号・建 設 省 河 環 発 第 4号・建 設

省 河 治 発 第2号 ・ 建 設 省 河 開 発 第5号 )に よ る 。  
 
2) 水 利 使 用 の 特 例 の 承 認 に つ い て  
 河 川 管 理 者 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 が 満 た さ れ る 場 合 に は 、直 ち に 法 第53条 の2第1項

の 承 認 を 行 う こ と 。  
イ  水 利 使 用 の 特 例 を 受 け よ う と す る 水 利 使 用 者 が 申 請 に 係 る 水 利 使 用 の 特 例 に 同

意 し て い る こ と 。  
ロ  水 利 使 用 の 特 例 の 期 間 が 異 常 渇 水 時 に 限 っ た も の で あ る こ と 。  
ハ  水 利 使 用 の 特 例 に 係 る 水 量 、取 水 方 法 等 が 、水 利 使 用 の 特 例 を 行 わ せ よ う と す る

水 利 使 用 者 が 受 け た 法 第 23条 及 び 第 24条 の 許 可 に 基 づ く 水 利 使 用 の 範 囲 内 で あ る
こ と 。  

ニ  水 利 使 用 の 特 例 に 係 る 水 量 が 、水 利 使 用 の 特 例 を 受 け よ う と す る 水 利 使 用 者 が 取
水 を 困 難 と し て い る 量 の 範 囲 内 で あ る こ と 。  

標 準 処 理 期

間 
審 査 基 準 を 満 た し て い る 場 合 に は 直 ち に 承 認 (通 知 に よ る 。) 

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 24   

担当部署 : 教育委員会事務局  学校教育課  

処 分 の 概

要 
小 学 校 又 は 中 学 校 の 変 更  

法 令 名 

根 拠 条 項 
学 校 教 育 法 施 行 令  第 8条  

法 令 番 号 昭 和28年 政 令 第340号  

【基準】 

 政 令 第8条 の 規 定 に よ る 。  
第8条  市 町 村 の 教 育 委 員 会 は 、第 5条 第2項 (第6条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)の 場 合

に お い て 、相 当 と 認 め る と き は 、保 護 者 の 申 立 て に よ り 、そ の 指 定 し た 小 学 校 、中 学 校
又 は 義 務 教 育 学 校 を 変 更 す る こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て は 、速 や か に 、そ の 保護
者 及 び 前 条 の 通 知 を し た 小 学 校 、中 学 校 又 は 義 務 教 育 学 校 の 校 長 に 対 し 、そ の 旨 を 通 知
す る と と も に 、新 た に 指 定 し た 小 学 校 、中 学 校 又 は 義 務 教 育 学 校 の 校 長 に 対 し 、同 条の
通 知 を し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 25   

担当部署 : 教育委員会事務局  学校教育課  

処 分 の 概

要 
区 域 外 就 学 等  

法 令 名 

根 拠 条 項 
学 校 教 育 法 施 行 令  第 9条  

法 令 番 号 昭 和28年 政 令 第340号  

【基準】 

 政 令 第9条 第 1項 の 規 定 に よ る 。  
 (区 域 外 就 学 等) 
第9条  児 童 生 徒 等 を そ の 住 所 の 存 す る 市 町 村 の 設 置 す る 小 学 校 、中 学 校 (併 設 型 中 学 校 を

除 く 。 )又 は 義 務 教 育 学 校 以 外 の 小 学 校 、 中 学 校 、 義 務 教 育 学 校 又 は 中 等 教 育 学 校 に 就
学 さ せ よ う と す る 場 合 に は 、そ の 保 護 者 は 、就 学 さ せ よ う と す る 小 学 校 、中 学 校 、義 務
教 育 学 校 又 は 中 等 教 育 学 校 が 市 町 村 又 は 都 道 府 県 の 設 置 す る も の で あ る と き は 当 該 市
町 村 又 は 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 の 、そ の 他 の も の で あ る と き は 当 該 小 学 校 、中 学 校 、義
務 教 育 学 校 又 は 中 等 教 育 学 校 に お け る 就 学 を 承 諾 す る 権 限 を 有 す る 者 の 承 諾 を 証 す る
書 面 を 添 え 、そ の 旨 を そ の 児 童 生 徒 等 の 住 所 の 存 す る 市 町 村 の 教 育 委 員 会 に 届 け 出 なけ
れ ば な ら な い 。  

2 市 町 村 の 教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 承 諾 (当 該 市 町 村 の 設 置 す る 小 学 校 、 中 学 校 (併 設 型 中
学 校 を 除 く 。)又 は 義 務 教 育 学 校 へ の 就 学 に 係 る も の に 限 る 。)を 与 え よ う と す る 場 合に
は 、あ ら か じ め 、児 童 生 徒 等 の 住 所 の 存 す る 市 町 村 の 教 育 委 員 会 に 協 議 す る も の と す る 。 

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 35   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
事 業 の 転 換 に 関 す る 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 

下 水 道 の 整 備 等 に 伴 う 一 般 廃 棄 物 処 理 業 等 の 合 理 化 に 関 す る 特 別 措 置 法 
第7条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和50年 法 律 第31号  

【基準】 

 法 第7条 の 規 定 に よ る 。  
 (事 業 の 転 換 に 関 す る 計 画 の 認 定 ) 
第 7条  一 般 廃 棄 物 処 理 業 等 を 行 う 者 で あ つ て 、 合 理 化 事 業 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 事

業 の 転 換 を 行 お う と す る も の は 、 そ の 事 業 の 転 換 に 関 す る 計 画 を 市 町 村 長 に 提 出 し て、
そ の 計 画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

2 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 同 項 の 認 定 及 び そ の 取 消 し に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 環 境 省
令 で 定 め る 。  

 
 省 令 第5条 第 1項 及 び 第2項 の 規 定  
 (転 換 計 画 の 認 定 等 ) 
第 5条  法 第 7条 第 1項 の 事 業 の 転 換 に 関 す る 計 画 (以 下 「 転 換 計 画 」 と い う 。 )に は 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 事 業 の 転 換 の 内 容  
(2) 事 業 の 転 換 の 実 施 時 期  
(3) 事 業 の 転 換 に 伴 う 設 備 そ の 他 の 物 件 の 設 置 、 譲 渡 、 廃 棄 等 に 関 す る 事 項  
(4) 事 業 の 転 換 を 行 う の に 必 要 な 資 金 の 額 及 び そ の 調 達 方 法  
(5) そ の 他 事 業 の 転 換 に 関 し 重 要 な 事 項  

2 市 町 村 長 は 、 法 第 7条 第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 そ の 転 換 計 画 が 次 の
各 号 に 該 当 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 同 項 の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 法 第 3条 第 1項 の 承 認 に 係 る 合 理 化 事 業 計 画 (法 第 4条 第 1項 の 規 定 に よ る 変 更 の 承

認 が あ つ た と き は 、 そ の 変 更 後 の 合 理 化 事 業 計 画 )に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(2) 転 換 後 の 事 業 の 経 営 が 適 切 に 行 わ れ る 見 通 し が あ る こ と 。  
(3) 前 項 第 2号 か ら 第 5号 ま で に 掲 げ る 事 項 が 当 該 事 業 の 転 換 を 円 滑 に 行 う た め に 適 切

な も の で あ る こ と 。  
 
 省 令 第6条 の 規 定  
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 (転 換 計 画 の 認 定 の 申 請 ) 
第 6条  法 第 7条 第1項 の 規 定 に よ り 転 換 計 画 の 認 定 を 受 け よ う と す る 一 般 廃 棄 物 処 理 業 等

を 行 う 者 (以 下「 事 業 者 」と い う 。)は、申 請 書 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、こ れ を 市 町
村 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 当 該 事 業 者 (法 人 で あ る 場 合 に 限 る 。 )の 定 款  
(2) 当 該 事 業 者 の 最 近3期 間 の 事 業 報 告 書 、貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書 並 び に 最 終 の財

産 目 録 (こ れ ら の 書 類 が な い 場 合 に あ つ て は 、最 近 2年 間 の 営 業 状 況 及 び 事 業 用 資 産 の
概 要 を 記 載 し た 書 類 ) 

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 36   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
事 業 転 換 計 画 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 

下 水 道 の 整 備 等 に 伴 う 一 般 廃 棄 物 処 理 業 等 の 合 理 化 に 関 す る 特 別 措 置 法 施
行 規 則  第5条 第 3項  

法 令 番 号 昭 和50年 厚 生 省 令 第37号  

【基準】 

 法 第7条 第 1項 の 「 事 業 の 転 換 に 関 す る 計 画 の 認 定 」 に 準 ず る 。  
 法 第7条 の 規 定 に よ る 。  
 (事 業 の 転 換 に 関 す る 計 画 の 認 定 ) 
第 7条  一 般 廃 棄 物 処 理 業 等 を 行 う 者 で あ つ て 、 合 理 化 事 業 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 事

業 の 転 換 を 行 お う と す る も の は 、 そ の 事 業 の 転 換 に 関 す る 計 画 を 市 町 村 長 に 提 出 し て、
そ の 計 画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

2 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 同 項 の 認 定 及 び そ の 取 消 し に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 環 境 省
令 で 定 め る 。  

 
 省 令 第5条 第 1項 及 び 第2項 の 規 定  
 (転 換 計 画 の 認 定 等 ) 
第 5条  法 第 7条 第 1項 の 事 業 の 転 換 に 関 す る 計 画 (以 下 「 転 換 計 画 」 と い う 。 )に は 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 事 業 の 転 換 の 内 容  
(2) 事 業 の 転 換 の 実 施 時 期  
(3) 事 業 の 転 換 に 伴 う 設 備 そ の 他 の 物 件 の 設 置 、 譲 渡 、 廃 棄 等 に 関 す る 事 項  
(4) 事 業 の 転 換 を 行 う の に 必 要 な 資 金 の 額 及 び そ の 調 達 方 法  
(5) そ の 他 事 業 の 転 換 に 関 し 重 要 な 事 項  

2 市 町 村 長 は 、 法 第 7条 第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 そ の 転 換 計 画 が 次 の
各 号 に 該 当 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 同 項 の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 法 第 3条 第 1項 の 承 認 に 係 る 合 理 化 事 業 計 画 (法 第 4条 第 1項 の 規 定 に よ る 変 更 の 承

認 が あ つ た と き は 、 そ の 変 更 後 の 合 理 化 事 業 計 画 )に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(2) 転 換 後 の 事 業 の 経 営 が 適 切 に 行 わ れ る 見 通 し が あ る こ と 。  
(3) 前 項 第 2号 か ら 第 5号 ま で に 掲 げ る 事 項 が 当 該 事 業 の 転 換 を 円 滑 に 行 う た め に 適 切

な も の で あ る こ と 。  
 



law_0036.docx 

 

 省 令 第6条 の 規 定  
 (転 換 計 画 の 認 定 の 申 請 ) 
第 6条  法 第 7条 第1項 の 規 定 に よ り 転 換 計 画 の 認 定 を 受 け よ う と す る 一 般 廃 棄 物 処 理 業 等

を 行 う 者 (以 下「 事 業 者 」と い う 。)は、申 請 書 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、こ れ を 市 町
村 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 当 該 事 業 者 (法 人 で あ る 場 合 に 限 る 。 )の 定 款  
(2) 当 該 事 業 者 の 最 近3期 間 の 事 業 報 告 書 、貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書 並 び に 最 終 の財

産 目 録 (こ れ ら の 書 類 が な い 場 合 に あ つ て は 、最 近 2年 間 の 営 業 状 況 及 び 事 業 用 資 産 の
概 要 を 記 載 し た 書 類 ) 

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 37   

担当部署 : 水道課  

処 分 の 概

要 
排 水 設 備 設 置 義 務 の 免 除 に 係 る 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
下 水 道 法  第 10条 第1項 た だ し 書  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第10条 第1項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 。  
 (排 水 設 備 の 設 置 等 ) 
第10条  公 共 下 水 道 の 供 用 が 開 始 さ れ た 場 合 に お い て は 、当 該 公 共 下 水 道 の 排 水 区 域 内 の

土 地 の 所 有 者 、使 用 者 又 は 占 有 者 は 、遅 滞 な く 、次 の 区 分 に 従 つ て 、そ の 土 地 の 下 水 を
公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ る た め に 必 要 な 排 水 管 、 排 水 渠 そ の 他 の 排 水 施 設 (以 下 「 排 水 設
備 」と い う 。)を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、特 別 の 事 情 に よ り 公 共 下 水 道 管 理 者
の 許 可 を 受 け た 場 合 そ の 他 政 令 で 定 め る 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 建 築 物 の 敷 地 で あ る 土 地 に あ つ て は 、 当 該 建 築 物 の 所 有 者  
(2) 建 築 物 の 敷 地 で な い 土 地 (次 号 に 規 定 す る 土 地 を 除 く 。)に あ つ て は 、当 該 土 地 の 所

有 者  
(3) 道 路 (道 路 法 (昭 和 27年 法 律 第 180号 )に よ る 道 路 を い う 。 )そ の 他 の 公 共 施 設 (建 築

物 を 除 く 。 )の 敷 地 で あ る 土 地 に あ つ て は 、 当 該 公 共 施 設 を 管 理 す べ き 者  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 38   

担当部署 : 水道課  

処 分 の 概

要 
公 共 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 の 工 事 ・ 維 持 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
下 水 道 法  第 16条  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第16条 の 規 定 に よ る 。  
 (公 共 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 の 行 う 工 事 等 ) 
第16条  公 共 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 は 、 前 2条 の 規 定 に よ る 場 合 の ほ か 、 公 共 下 水 道 管 理

者 の 承 認 を 受 け て 、公 共 下 水 道 の 施 設 に 関 す る 工 事 又 は 公 共 下 水 道 の 施 設 の 維 持 を 行う
こ と が で き る 。た だ し 、公 共 下 水 道 の 施 設 の 維 持 で 政 令 で 定 め る 軽 微 な も の に つ い て は 、
承 認 を 受 け る こ と を 要 し な い 。  
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担当部署 : 水道課  

処 分 の 概

要 
公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 へ の 物 件 設 置 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
下 水 道 法  第 24条 第1項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第24条 第1項 及 び 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (行 為 の 制 限 等) 
第24条  次 に 掲 げ る 行 為 (政 令 で 定 め る 軽 微 な 行 為 を 除 く 。)を し よ う と す る 者 は 、条 例 で

定 め る と こ ろ に よ り 、公 共 下 水 道 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。許 可 を 受 け た
事 項 の 変 更 (条 例 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。 )を し よ う と す る と き も 、 同 様 と す る 。  
(1) 公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 の 開 渠 で あ る 構 造 の 部 分 に 固 着 し 、 若 し く は 突 出 し 、 又 は

こ れ を 横 断 し 、 若 し く は 縦 断 し て 施 設 又 は 工 作 物 そ の 他 の 物 件 を 設 け る こ と (第 10条
第1項 の 規 定 に よ り 排 水 設 備 を 当 該 部 分 に 固 着 し て 設 け る 場 合 を 除 く 。 )。  

(2) 公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 の 開 渠 で あ る 構 造 の 部 分 の 地 下 に 施 設 又 は 工 作 物 そ の 他 の
物 件 を 設 け る こ と 。  

(3) 公 共 下 水 道 の 排 水 施 設 の 暗 渠 で あ る 構 造 の 部 分 に 固 着 し て 排 水 施 設 を 設 け る こ と
(第10条 第1項 の 規 定 に よ り 排 水 設 備 を 設 け る 場 合 を 除 く 。 )。  

2 公 共 下 水 道 管 理 者 は 、 前 項 の 許 可 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 そ の 申 請 に 係 る 事 項
が 必 要 や む を 得 な い も の で あ り 、か つ 、政 令 で 定 め る 技 術 上 の 基 準 に 適 合 す る も の であ
る と き は 、 こ れ を 許 可 し な け れ ば な ら な い 。  
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担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
流 域 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 の 工 事 ・ 維 持 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
下 水 道 法  第 25条 の30第1項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第25条 の30第1項 に お い て 準 用 す る 法 第 16条 の 規 定 に よ る 。  
 (公 共 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 の 行 う 工 事 等 ) 
第16条  公 共 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 は 、 前 2条 の 規 定 に よ る 場 合 の ほ か 、 公 共 下 水 道 管 理

者 の 承 認 を 受 け て 、公 共 下 水 道 の 施 設 に 関 す る 工 事 又 は 公 共 下 水 道 の 施 設 の 維 持 を 行う
こ と が で き る 。た だ し 、公 共 下 水 道 の 施 設 の 維 持 で 政 令 で 定 め る 軽 微 な も の に つ い て は 、
承 認 を 受 け る こ と を 要 し な い 。  
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担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
雨 水 流 域 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 の 工 事 ・ 維 持 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
下 水 道 法  第 25条 の30第2項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第25条 の30第2項 に お い て 準 用 す る 法 第 16条 の 規 定 に よ る 。  
 (公 共 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 の 行 う 工 事 等 ) 
第16条  公 共 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 は 、 前 2条 の 規 定 に よ る 場 合 の ほ か 、 公 共 下 水 道 管 理

者 の 承 認 を 受 け て 、公 共 下 水 道 の 施 設 に 関 す る 工 事 又 は 公 共 下 水 道 の 施 設 の 維 持 を 行う
こ と が で き る 。た だ し 、公 共 下 水 道 の 施 設 の 維 持 で 政 令 で 定 め る 軽 微 な も の に つ い て は 、
承 認 を 受 け る こ と を 要 し な い 。  
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担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
都 市 下 水 路 へ の 物 件 設 置 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
下 水 道 法  第 29条 第1項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第29条 第1項 及 び 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (行 為 の 制 限 等) 
第29条  次 に 掲 げ る 行 為 (政 令 で 定 め る 軽 微 な 行 為 を 除 く 。)を し よ う と す る 者 は 、条 例 で

定 め る と こ ろ に よ り 、都 市 下 水 路 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。許 可 を 受 け た
事 項 の 変 更 (条 例 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。 )を し よ う と す る と き も 、 同 様 と す る 。  
(1) 都 市 下 水 路 に 固 着 し 、 若 し く は 突 出 し 、 又 は こ れ を 横 断 し 、 若 し く は 縦 断 し て 施

設 又 は 工 作 物 そ の 他 の 物 件 を 設 け る こ と 。  
(2) 都 市 下 水 路 の 地 下 に 施 設 又 は 工 作 物 そ の 他 の 物 件 を 設 け る こ と 。  

2 都 市 下 水 路 管 理 者 は 、 前 項 の 許 可 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 そ の 申 請 に 係 る 事 項
が 必 要 や む を 得 な い も の で あ り 、か つ 、政 令 で 定 め る 技 術 上 の 基 準 に 適 合 す る も の であ
る と き は 、 こ れ を 許 可 し な け れ ば な ら な い 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
都 市 下 水 路 管 理 者 以 外 の 者 の 工 事 ・ 維 持 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
下 水 道 法  第 31条  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第31条 の 規 定 に お い て 準 用 す る 法 第 16条 の 規 定 に よ る 。  
 (公 共 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 の 行 う 工 事 等 ) 
第16条  公 共 下 水 道 管 理 者 以 外 の 者 は 、 前 2条 の 規 定 に よ る 場 合 の ほ か 、 公 共 下 水 道 管 理

者 の 承 認 を 受 け て 、公 共 下 水 道 の 施 設 に 関 す る 工 事 又 は 公 共 下 水 道 の 施 設 の 維 持 を 行う
こ と が で き る 。た だ し 、公 共 下 水 道 の 施 設 の 維 持 で 政 令 で 定 め る 軽 微 な も の に つ い て は 、
承 認 を 受 け る こ と を 要 し な い 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
被 保 険 者 証 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法  第 9条 第2項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第192号  

【基準】 

 法 第5条 か ら 第 7条 ま で の 規 定 に よ る 。  
 (被 保 険 者) 
第 5条  都 道 府 県 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は 、 当 該 都 道 府 県 が 当 該 都 道 府 県 内 の 市 町 村

と と も に 行 う 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 と す る 。  
 (適 用 除 外) 
第 6条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 都 道 府 県 が 当 該

都 道 府 県 内 の 市 町 村 と と も に 行 う 国 民 健 康 保 険 (以 下「 都 道 府 県 等 が 行 う 国 民 健 康 保 険 」
と い う 。 )の 被 保 険 者 と し な い 。  
(1) 健 康 保 険 法 (大 正 11年 法 律 第 70号 )の 規 定 に よ る 被 保 険 者 。 た だ し 、 同 法 第 3条 第 2

項 の 規 定 に よ る 日 雇 特 例 被 保 険 者 を 除 く 。  
(2) 船 員 保 険 法 (昭 和 14年 法 律 第 73号 )の 規 定 に よ る 被 保 険 者  
(3) 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 (昭 和 33年 法 律 第 128号 )又 は 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 (昭 和

37年 法 律 第 152号 )に 基 づ く 共 済 組 合 の 組 合 員  
(4) 私 立 学 校 教 職 員 共 済 法 (昭 和 28年 法 律 第 245号 )の 規 定 に よ る 私 立 学 校 教 職 員 共 済

制 度 の 加 入 者  
(5) 健 康 保 険 法 の 規 定 に よ る 被 扶 養 者 。 た だ し 、 同 法 第 3条 第 2項 の 規 定 に よ る 日 雇 特

例 被 保 険 者 の 同 法 の 規 定 に よ る 被 扶 養 者 を 除 く 。  
(6) 船 員 保 険 法 、国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 (他 の 法 律 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)又 は

地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 の 規 定 に よ る 被 扶 養 者  
(7) 健 康 保 険 法 第 126条 の 規 定 に よ り 日 雇 特 例 被 保 険 者 手 帳 の 交 付 を 受 け 、そ の 手 帳 に

健 康 保 険 印 紙 を は り 付 け る べ き 余 白 が な く な る に 至 る ま で の 間 に あ る 者 及 び 同 法 の
規 定 に よ る そ の 者 の 被 扶 養 者 。た だ し 、同 法 第3条 第 2項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 承 認 を
受 け て 同 項 の 規 定 に よ る 日 雇 特 例 被 保 険 者 と な ら な い 期 間 内 に あ る 者 及 び 同 法 第 126
条 第 3項 の 規 定 に よ り 当 該 日 雇 特 例 被 保 険 者 手 帳 を 返 納 し た 者 並 び に 同 法 の 規 定 に よ
る そ の 者 の 被 扶 養 者 を 除 く 。  

(8) 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 (昭 和57年 法 律 第 80号 )の 規 定 に よ る 被 保 険 者  
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(9) 生 活 保 護 法 (昭 和 25年 法 律 第 144号 )に よ る 保 護 を 受 け て い る 世 帯 (そ の 保 護 を 停 止
さ れ て い る 世 帯 を 除 く 。 )に 属 す る 者  

(10) 国 民 健 康 保 険 組 合 の 被 保 険 者  
(11) そ の 他 特 別 の 理 由 が あ る 者 で 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の  (資 格 取 得 の 時 期 ) 

第 7条  都 道 府 県 等 が 行 う 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 は 、 都 道 府 県 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る
に 至 つ た 日 又 は 前 条 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な く な つ た 日 か ら 、 そ の 資 格 を 取 得 す る。 
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
療 養 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法  第 54条 第1項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第192号  

【基準】 

 法 第54条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (療 養 費) 
第54条  市 町 村 及 び 組 合 は 、療 養 の 給 付 若 し く は 入 院 時 食 事 療 養 費 、入 院 時 生 活 療 養 費若

し く は 保 険 外 併 用 療 養 費 の 支 給 (以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て「 療 養 の 給 付 等 」と い う 。)
を 行 う こ と が 困 難 で あ る と 認 め る と き 、又 は 被 保 険 者 が 保 険 医 療 機 関 等 以 外 の 病 院 、診
療 所 若 し く は 薬 局 そ の 他 の 者 に つ い て 診 療 、薬 剤 の 支 給 若 し く は 手 当 を 受 け た 場 合 にお
い て 、市 町 村 又 は 組 合 が や む を 得 な い も の と 認 め る と き は 、療 養 の 給 付 等 に 代 え て 、療
養 費 を 支 給 す る こ と が で き る 。た だ し 、当 該 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合員
が 当 該 被 保 険 者 に 係 る 被 保 険 者 資 格 証 明 書 の 交 付 を 受 け て い る 間 は 、 こ の 限 り で な い。 
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law_0159.docx 

 

ID: 159   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 別 療 養 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法  第 54条 の3第 1項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第192号  

【基準】 

 法 第54条 の3第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 別 療 養 費) 
第54条 の 3 市 町 村 及 び 組 合 は 、 世 帯 主 又 は 組 合 員 が そ の 世 帯 に 属 す る 被 保 険 者 に 係 る 被

保 険 者 資 格 証 明 書 の 交 付 を 受 け て い る 場 合 に お い て 、当 該 被 保 険 者 が 保 険 医 療 機 関 等又
は 指 定 訪 問 看 護 事 業 者 に つ い て 療 養 を 受 け た と き は 、当 該 世 帯 主 又 は 組 合 員 に 対 し 、そ
の 療 養 に 要 し た 費 用 に つ い て 、 特 別 療 養 費 を 支 給 す る 。  
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ID: 160   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
移 送 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法  第 54条 の4第 1項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第192号  

【基準】 

 法 第54条 の4の 規 定 に よ る 。  
 (移 送 費) 
第54条 の 4 市 町 村 及 び 組 合 は 、被 保 険 者 が 療 養 の 給 付 (保 険 外 併 用 療 養 費 に 係 る 療 養 及 び

特 別 療 養 費 に 係 る 療 養 を 含 む 。 )を 受 け る た め 病 院 又 は 診 療 所 に 移 送 さ れ た と き は 、 当
該 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 に 対 し 、移 送 費 と し て 、厚 生 労 働 省 令 で 定
め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 を 支 給 す る 。  

2 前 項 の 移 送 費 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 市 町 村 又 は 組 合 が 必 要 で あ る と
認 め る 場 合 に 限 り 、 支 給 す る も の と す る 。  

 
 省 令 第27条 の10及 び 第27条 の 11の 規 定 に よ る 。  
 (移 送 費 の 支 給 要 件 ) 
第 27条 の 10 市 町 村 及 び 組 合 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と 認 め る 場 合 に 移 送 費

を 支 給 す る 。  
(1) 移 送 に よ り 法 に 基 づ く 適 切 な 療 養 を 受 け た こ と 。  
(2) 移 送 の 原 因 で あ る 疾 病 又 は 負 傷 に よ り 移 動 を す る こ と が 著 し く 困 難 で あ つ た こ

と 。  
(3) 緊 急 そ の 他 や む を 得 な か つ た こ と 。  

 
(移 送 費 の 支 給 申 請) 

第27条 の 11 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 は 、法 第 54条 の4の 規 定 に よ り 移
送 費 の 支 給 を 受 け よ う と す る と き は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 移 送 費 支 給 申 請 書 を当
該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 又 は 組 合 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 移 送 を 受 け た 被 保 険 者 の 氏 名 、 生 年 月 日 及 び 個 人 番 号  
(2) 傷 病 名 及 び そ の 原 因 並 び に 発 病 又 は 負 傷 の 年 月 日  
(3) 移 送 経 路 、 移 送 方 法 及 び 移 送 年 月 日  
(4) 付 添 い が あ つ た と き は 、 そ の 付 添 人 の 氏 名 及 び 住 所  
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(5) 移 送 に 要 し た 費 用 の 額  
(6) 被 保 険 者 記 号 ・ 番 号  

2 前 項 の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 意 見 書 及 び 同 項 第
5号 の 事 実 を 証 す る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 移 送 を 必 要 と 認 め た 理 由 (付 添 い が あ つ た と き は 、併 せ て そ の 付 添 い を 必 要 と 認 め

た 理 由 ) 
(2) 移 送 経 路 、 移 送 方 法 及 び 移 送 年 月 日  

3 前 項 の 意 見 書 に は 、 こ れ を 証 す る 当 該 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 診 断 年 月 日 及 び 氏 名 を 記 載
し な け れ ば な ら な い 。  

 
 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 等 の 施 行 に 伴 う 国 民 健 康 保 険 関 係 法 令 の 改 正 及 び

施 行 上 の 留 意 事 項 に つ い て (平 成6.9.9保 険 発 第114号)参 照  

標 準 処 理 期

間 
90日  
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ID: 161   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 別 療 養 給 付 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法  第 55条 第1項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第192号  

【基準】 

 法 第55条 の 規 定 に よ る 。  
 (被 保 険 者 が 日 雇 労 働 者 又 は そ の 被 扶 養 者 と な つ た 場 合 ) 
第 55条  被 保 険 者 が 第 6条 第 7号 に 該 当 す る に 至 つ た た め そ の 資 格 を 喪 失 し た 場 合 に お い

て 、そ の 資 格 を 喪 失 し た 際 現 に 療 養 の 給 付 、入 院 時 食 事 療 養 費 に 係 る 療 養 、入 院 時 生活
療 養 費 に 係 る 療 養 、保 険 外 併 用 療 養 費 に 係 る 療 養 、訪 問 看 護 療 養 費 に 係 る 療 養 若 し く は
特 別 療 養 費 に 係 る 療 養 又 は 介 護 保 険 法 (平 成 9年 法 律 第 123号 )の 規 定 に よ る 居 宅 介 護 サ
ー ビ ス 費 に 係 る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス (同 法 第 41条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス を い
う 。)(療 養 に 相 当 す る も の に 限 る 。)、特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に 係 る 居 宅 サ ー ビ ス (同
法 第8条 第 1項 に 規 定 す る 居 宅 サ ー ビ ス を い う 。)若 し く は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス (こ れ
ら の サ ー ビ ス の う ち 療 養 に 相 当 す る も の に 限 る 。 )、 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 に 係 る
指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス (同 法 第 42条 の 2第 1項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス を い
う 。)(療 養 に 相 当 す る も の に 限 る 。)、特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 に 係 る 地 域 密 着 型
サ ー ビ ス (同 法 第 8条 第 14項 に 規 定 す る 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス を い う 。 )若 し く は こ れ に 相
当 す る サ ー ビ ス (こ れ ら の サ ー ビ ス の う ち 療 養 に 相 当 す る も の に 限 る 。)、施 設 介 護 サ ー
ビ ス 費 に 係 る 指 定 施 設 サ ー ビ ス 等 (同 法 第 48条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 施 設 サ ー ビ ス 等 を
い う 。 )(療 養 に 相 当 す る も の に 限 る 。 )、 特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 に 係 る 施 設 サ ー ビ ス
(同 法 第8条 第26項 に 規 定 す る 施 設 サ ー ビ ス を い う 。)(療 養 に 相 当 す る も の に 限 る 。)、介
護 予 防 サ ー ビ ス 費 に 係 る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス (同 法 第 53条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 介 護
予 防 サ ー ビ ス を い う 。 )(療 養 に 相 当 す る も の に 限 る 。 )若 し く は 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス
費 に 係 る 介 護 予 防 サ ー ビ ス (同 法 第 8条 の 2第 1項 に 規 定 す る 介 護 予 防 サ ー ビ ス を い う 。 )
若 し く は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス (こ れ ら の サ ー ビ ス の う ち 療 養 に 相 当 す る も の に 限
る 。 )を 受 け て い た と き は 、 そ の 者 は 、 当 該 疾 病 又 は 負 傷 及 び こ れ に よ つ て 発 し た 疾 病
に つ い て 当 該 市 町 村 又 は 組 合 か ら 療 養 の 給 付 、入 院 時 食 事 療 養 費 の 支 給 、入 院 時 生 活 療
養 費 の 支 給 、保 険 外 併 用 療 養 費 の 支 給 、訪 問 看 護 療 養 費 の 支 給 、特 別 療 養 費 の 支 給 又は
移 送 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 。  
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2 前 項 の 規 定 に よ る 療 養 の 給 付 、 入 院 時 食 事 療 養 費 の 支 給 、 入 院 時 生 活 療 養 費 の 支 給 、
保 険 外 併 用 療 養 費 の 支 給 、訪 問 看 護 療 養 費 の 支 給 、特 別 療 養 費 の 支 給 又 は 移 送 費 の 支 給
は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た と き は 、 行 わ な い 。  
(1) 当 該 疾 病 又 は 負 傷 に つ き 、健 康 保 険 法 第5章 の 規 定 に よ る 療 養 の 給 付 、入 院 時 食 事

療 養 費 の 支 給 、入 院 時 生 活 療 養 費 の 支 給 、保 険 外 併 用 療 養 費 の 支 給 、訪 問 看 護 療 養 費
の 支 給 、移 送 費 の 支 給 、家 族 療 養 費 の 支 給 、家 族 訪 問 看 護 療 養 費 の 支 給 又 は 家 族 移 送
費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る に 至 つ た と き 。  

(2) そ の 者 が 、第 6条 第1号 か ら 第 6号 ま で 、第8号 、第 9号 又 は 第11号 の い ず れ か に 該 当
す る に 至 つ た と き 。  

(3) そ の 者 が 、 当 該 疾 病 又 は 負 傷 に つ き 、 他 の 市 町 村 又 は 組 合 か ら 療 養 の 給 付 、 入 院
時 食 事 療 養 費 の 支 給 、入 院 時 生 活 療 養 費 の 支 給 、保 険 外 併 用 療 養 費 の 支 給 、訪 問 看 護
療 養 費 の 支 給 、特 別 療 養 費 の 支 給 又 は 移 送 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る に 至 つ た と
き 。  

(4) 被 保 険 者 の 資 格 を 喪 失 し た 日 か ら 起 算 し て6箇 月 を 経 過 し た と き 。  
3 第 1項 の 規 定 に よ る 療 養 の 給 付 、 入 院 時 食 事 療 養 費 の 支 給 、 入 院 時 生 活 療 養 費 の 支 給 、

保 険 外 併 用 療 養 費 の 支 給 、訪 問 看 護 療 養 費 の 支 給 、特 別 療 養 費 の 支 給 又 は 移 送 費 の 支 給
は 、 当 該 疾 病 又 は 負 傷 に つ き 、 健 康 保 険 法 第 5章 の 規 定 に よ る 特 別 療 養 費 の 支 給 又 は 移
送 費 の 支 給 若 し く は 家 族 移 送 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 間 は 、 行 わ な い 。  

4 第 1項 の 規 定 に よ る 療 養 の 給 付 、 入 院 時 食 事 療 養 費 の 支 給 、 入 院 時 生 活 療 養 費 の 支 給 、
保 険 外 併 用 療 養 費 の 支 給 、訪 問 看 護 療 養 費 の 支 給 又 は 特 別 療 養 費 の 支 給 は 、当 該 疾 病 又
は 負 傷 に つ き 、介 護 保 険 法 の 規 定 に よ り そ れ ぞ れ の 給 付 に 相 当 す る 給 付 を 受 け る こ とが
で き る 場 合 に は 、 行 わ な い 。  

 
標 準 処 理 期

間 
90日  

備

考 
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ID: 162   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
高 額 療 養 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法  第 57条 の2第 1項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第192号  

【基準】 

 法 第57条 の2第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (高 額 療 養 費) 
第57条 の 2 市 町 村 及 び 組 合 は 、 療 養 の 給 付 に つ い て 支 払 わ れ た 一 部 負 担 金 の 額 又 は 療 養

(食 事 療 養 及 び 生 活 療 養 を 除 く 。次 項 に お い て 同 じ 。)に 要 し た 費 用 の 額 か ら そ の 療 養 に
要 し た 費 用 に つ き 保 険 外 併 用 療 養 費 、療 養 費 、訪 問 看 護 療 養 費 若 し く は 特 別 療 養 費 と し
て 支 給 さ れ る 額 若 し く は 第 56条 第 2項 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る 差 額 に 相 当 す る 額 を 控 除
し た 額 (次 条 第1項 に お い て「 一 部 負 担 金 等 の 額 」と い う 。)が 著 し く 高 額 で あ る と き は 、
世 帯 主 又 は 組 合 員 に 対 し 、高 額 療 養 費 を 支 給 す る 。た だ し 、当 該 療 養 に つ い て 療 養 の給
付 、保 険 外 併 用 療 養 費 の 支 給 、療 養 費 の 支 給 、訪 問 看 護 療 養 費 の 支 給 若 し く は 特 別 療養
費 の 支 給 又 は 第 56条 第 2項 の 規 定 に よ る 差 額 の 支 給 を 受 け な か つ た と き は 、 こ の 限 り で
な い 。  

2 高 額 療 養 費 の 支 給 要 件 、 支 給 額 そ の 他 高 額 療 養 費 の 支 給 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 療 養
に 必 要 な 費 用 の 負 担 の 家 計 に 与 え る 影 響 及 び 療 養 に 要 し た 費 用 の 額 を 考 慮 し て 、政 令で
定 め る 。  
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ID: 163   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
食 事 療 養 減 額 認 定 証 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第26条 の3第2項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第26条 の3第1項 か ら 第4項 ま で の 規 定 に よ る 。  
(食 事 療 養 標 準 負 担 額 の 減 額 に 係 る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 ) 

第 26条 の 3 市 町 村 又 は 組 合 は 、 被 保 険 者 が 、 令 第 29条 の 3第 1項 第 5号 イ 及 び ロ の 区 分 に
従 い 、 そ れ ぞ れ 同 号 イ 及 び ロ に 定 め る 者 (第 3項 第 1号 に お い て 「 食 事 療 養 減 額 認 定 世 帯
員 」 と い う 。 )の 全 て に つ い て 前 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 健 康 保 険 法 施 行 規
則 第58条 第1号 に 定 め る 者 で あ る と き は 、有 効 期 限 を 定 め て 、健 康 保 険 法 (大 正11年 法 律
第 70号 )第 85条 第 2項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 者 と し て 前 条 の 規 定 に よ り 読 み
替 え て 適 用 す る 健 康 保 険 法 施 行 規 則 第 58条 第 1号 の 規 定 に よ る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定
(第27条 の14の 2及 び 第 27条 の 14の5に 規 定 す る 認 定 を 除 く 。以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い
て 「 認 定 」 と い う 。 )を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

2 市 町 村 又 は 組 合 は 、認 定 を 受 け た 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 で あ つ て 、
次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ て 、当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ る 食 事 療 養 標 準 負 担 額 減額
認 定 証 (以 下「 食 事 療 養 減 額 認 定 証 」と い う 。)の 交 付 を 受 け よ う と す る も の か ら 申 請 書
の 提 出 が あ つ た と き は 、食 事 療 養 減 額 認 定 証 を 当 該 世 帯 主 又 は 組 合 員 に 交 付 し な け れば
な ら な い 。  
(1) 市 町 村  様 式 第 1号 の6に よ る 食 事 療 養 標 準 負 担 額 減 額 認 定 証  
(2) 組 合  様 式 第 1号 の6の 2に よ る 食 事 療 養 標 準 負 担 額 減 額 認 定 証  

3 認 定 を 受 け た 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 が 前 項 の 規 定 に よ り 食 事 療 養
減 額 認 定 証 の 交 付 を 受 け た 場 合 で あ つ て 、認 定 を 受 け た 被 保 険 者 が 次 の 各 号 の い ず れか
に 該 当 す る に 至 つ た と き は 、当 該 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 は 、遅 滞 な
く 、食 事 療 養 減 額 認 定 証 を 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 又 は 組 合 に 返 還 し な け れば
な ら な い 。  
(1) 食 事 療 養 減 額 認 定 世 帯 員 の い ず れ か が 前 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 健 康

保 険 法 施 行 規 則 第 58条 第1号 に 定 め る 者 で な く な つ た と き 。  
(2) 食 事 療 養 減 額 認 定 証 の 有 効 期 限 に 至 つ た 場 合 で あ つ て 、 当 該 市 町 村 又 は 組 合 か ら

食 事 療 養 減 額 認 定 証 の 返 還 の 求 め が あ つ た と き 。  
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4 第 7条 の2(第 3項 た だ し 書 を 除 く 。)の 規 定 は 、食 事 療 養 減 額 認 定 証 の 検 認 及 び 更 新 に つ
い て 準 用 す る 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 164   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
食 事 療 養 標 準 負 担 額 減 額 の 特 例  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第26条 の5第1項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第26条 の5の 規 定 に よ る 。  
(食 事 療 養 標 準 負 担 額 の 減 額 に 関 す る 特 例 ) 

第26条 の 5 市 町 村 又 は 組 合 は 、 被 保 険 者 が 、 保 険 医 療 機 関 に お い て 、 前 条 の 認 定 を 受 け
て い る こ と の 確 認 を 受 け る こ と な く 減 額 し な い 額 の 食 事 療 養 標 準 負 担 額 を 支 払 つ た 場
合 に お い て 、当 該 確 認 を 受 け な か つ た こ と が や む を 得 な い も の と 市 町 村 又 は 組 合 が 認め
る と き は 、当 該 食 事 療 養 に つ い て 支 払 つ た 食 事 療 養 標 準 負 担 額 か ら 食 事 療 養 標 準 負 担額
の 減 額 が あ つ た な ら ば 支 払 う べ き 食 事 療 養 標 準 負 担 額 を 控 除 し た 額 に 相 当 す る 額 を 入
院 時 食 事 療 養 費 と し て 支 給 す る こ と が で き る 。  

2 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 給 付 を 受 け よ う と す
る と き は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 又 は組
合 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 食 事 療 養 を 受 け た 被 保 険 者 の 氏 名 、 生 年 月 日 及 び 個 人 番 号  
(2) 食 事 療 養 を 受 け た 保 険 医 療 機 関 の 名 称 及 び 所 在 地  
(3) 食 事 療 養 に つ い て 支 払 つ た 食 事 療 養 標 準 負 担 額  
(4) 食 事 療 養 を 受 け た 被 保 険 者 の 入 院 期 間  
(5) 前 条 の 認 定 を 受 け て い る こ と の 確 認 を 受 け な か つ た 理 由  
(6) 被 保 険 者 記 号 ・ 番 号  

3 前 項 の 申 請 書 に は 同 項 第 3号 に 掲 げ る 費 用 の 額 及 び 食 事 療 養 標 準 負 担 額 の 減 額 の 認 定
に 関 す る 事 実 を 証 す る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、市 町 村 は 、当 該 事 実を
公 簿 等 に よ つ て 確 認 す る こ と が で き る と き は 、 当 該 書 類 を 省 略 さ せ る こ と が で き る 。  
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ID: 165   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 定 疾 病 に 係 る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 令  第29条 の2第8項  

法 令 番 号 昭 和33年 政 令 第362号  

【基準】 

 政 令 第29条 の2第8項 の 規 定 に よ る 。  
 (月 間 の 高 額 療 養 費 の 支 給 要 件 及 び 支 給 額 ) 
第29条 の 2 
8 被 保 険 者 が 健 康 保 険 法 施 行 令 第 41条 第 9項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 疾 病 に 係

る 療 養 (食 事 療 養 及 び 生 活 療 養 を 除 く 。)を 受 け た 場 合 に お い て 、当 該 療 養 を 受 け た 被 保
険 者 が 厚 生 労 働 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 を 受 け た も の で あ り、
か つ 、 当 該 被 保 険 者 が 同 一 の 月 に そ れ ぞ れ 一 の 病 院 等 に つ き 受 け た 当 該 療 養 に 係 る 第 1
項 第 1号 イ か ら ヌ ま で に 掲 げ る 額 が 高 額 療 養 費 算 定 基 準 額 を 超 え る と き は 、 当 該 同 号 イ
か ら ヌ ま で に 掲 げ る 額 か ら 高 額 療 養 費 算 定 基 準 額 を 控 除 し た 額 を 高 額 療 養 費 と し て 支
給 す る 。  

 
 省 令 第27条 の13第1項 及 び 第2項 の 規 定 に よ る 。  

(特 定 疾 病 に 係 る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 ) 
第 27条 の 13 令 第 29条 の 2第 8項 の 規 定 に よ る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 (以 下 こ の 条 に お い

て「 認 定 」と い う 。)を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 は 、次
に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 特 定 疾 病 認 定 申 請 書 を 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 又 は
組 合 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 認 定 を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 の 氏 名 、 生 年 月 日 及 び 個 人 番 号  
(2) 認 定 を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 の か か つ て い る 令 第 29条 の 2第 8項 に 規 定 す る 疾 病

の 名 称  
(3) 被 保 険 者 記 号 ・ 番 号  

2 前 項 の 申 請 書 に は 、同 項 第2号 に 掲 げ る 疾 病 に か か つ て い る こ と に 関 す る 医 師 又 は 歯科
医 師 の 意 見 書 そ の 他 当 該 疾 病 に か か つ て い る こ と を 証 す る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら
な い 。  
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 健 康 保 険 法 施 行 令 第 41条 第 9項 の 規 定 に 基 づ き 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 治 療 及 び 疾 病 (昭
和59年 厚 生 省 告 示 第 156号 )参 照  
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ID: 166   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
児 童 手 当 の 受 給 資 格 、 額 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 手 当 法  第 7条 第1項 及 び 第2項  

法 令 番 号 昭 和46年 法 律 第73号  

【基準】 

 法 第4条 及 び 第 5条 の 規 定 に よ る 。  
(支 給 要 件) 

第4条  児 童 手 当 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 支 給 す る 。  
(1) 次 の イ 又 は ロ に 掲 げ る 児 童 (以 下「 支 給 要 件 児 童 」と い う 。)を 監 護 し 、か つ 、こ れ

と 生 計 を 同 じ く す る そ の 父 又 は 母 (当 該 支 給 要 件 児 童 に 係 る 未 成 年 後 見 人 が あ る と き
は 、そ の 未 成 年 後 見 人 と す る 。以 下 こ の 項 に お い て「 父 母 等 」と い う 。)で あ つ て 、日
本 国 内 に 住 所 (未 成 年 後 見 人 が 法 人 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 と
す る 。 )を 有 す る も の  
イ  15歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 3月 31日 ま で の 間 に あ る 児 童 (施 設 入 所 等 児 童 を 除

く 。 以 下 こ の 章 及 び 附 則 第2条 第 2項 に お い て 「 中 学 校 修 了 前 の 児 童 」 と い う 。 ) 
ロ  中 学 校 修 了 前 の 児 童 を 含 む2人 以 上 の 児 童 (施 設 入 所 等 児 童 を 除 く 。 ) 

(2) 日 本 国 内 に 住 所 を 有 し な い 父 母 等 が そ の 生 計 を 維 持 し て い る 支 給 要 件 児 童 と 同 居
し 、 こ れ を 監 護 し 、 か つ 、 こ れ と 生 計 を 同 じ く す る 者 (当 該 支 給 要 件 児 童 と 同 居 す る
こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 支 給 要 件 児 童 を 監 護 し 、 か つ 、
こ れ と 生 計 を 同 じ く す る 者 と す る 。 )の う ち 、 当 該 支 給 要 件 児 童 の 生 計 を 維 持 し て い
る 父 母 等 が 指 定 す る 者 で あ つ て 、 日 本 国 内 に 住 所 を 有 す る も の (当 該 支 給 要 件 児 童 の
父 母 等 を 除 く 。 以 下 「 父 母 指 定 者 」 と い う 。 ) 

(3) 父 母 等 又 は 父 母 指 定 者 の い ず れ に も 監 護 さ れ ず 又 は こ れ ら と 生 計 を 同 じ く し な い
支 給 要 件 児 童 を 監 護 し 、か つ 、そ の 生 計 を 維 持 す る 者 で あ つ て 、日 本 国 内 に 住 所 を 有
す る も の  

(4) 15歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 3月 31日 ま で の 間 に あ る 施 設 入 所 等 児 童 (以 下 「 中 学
校 修 了 前 の 施 設 入 所 等 児 童 」 と い う 。 )が 委 託 さ れ て い る 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業
を 行 う 者 若 し く は 里 親 又 は 中 学 校 修 了 前 の 施 設 入 所 等 児 童 が 入 所 若 し く は 入 院 を し
て い る 障 害 児 入 所 施 設 、指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 、乳 児 院 等 、障 害 者 支 援 施 設 、の ぞ み
の 園 、 救 護 施 設 、 更 生 施 設 、 日 常 生 活 支 援 住 居 施 設 若 し く は 女 性 自 立 支 援 施 設 (以 下
「 障 害 児 入 所 施 設 等 」 と い う 。 )の 設 置 者  
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2 前 項 第 1号 の 場 合 に お い て 、児 童 を 監 護 し 、か つ、こ れ と 生 計 を 同 じ く す る そ の 未 成 年
後 見 人 が 数 人 あ る と き は 、当 該 児 童 は 、当 該 未 成 年 後 見 人 の う ち い ず れ か 当 該 児 童 の生
計 を 維 持 す る 程 度 の 高 い 者 に よ つ て 監 護 さ れ 、か つ、こ れ と 生 計 を 同 じ く す る も の とみ
な す 。  

3 第 1項 第1号 又 は 第2号 の 場 合 に お い て 、父 及 び 母 、未 成 年 後 見 人 並 び に 父 母 指 定 者 の う
ち い ず れ か 2以 上 の 者 が 当 該 父 及 び 母 の 子 で あ る 児 童 を 監 護 し 、 か つ 、 こ れ と 生 計 を 同
じ く す る と き は 、当 該 児 童 は 、当 該 父 若 し く は 母 、未 成 年 後 見 人 又 は 父 母 指 定 者 の うち
い ず れ か 当 該 児 童 の 生 計 を 維 持 す る 程 度 の 高 い 者 に よ つ て 監 護 さ れ 、か つ、こ れ と 生計
を 同 じ く す る も の と み な す 。  

4 前 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、児 童 を 監 護 し 、か つ、こ れ と 生 計 を 同 じ く す る そ の 父 若 し
く は 母 、 未 成 年 後 見 人 又 は 父 母 指 定 者 の う ち い ず れ か 1の 者 が 当 該 児 童 と 同 居 し て い る
場 合 (当 該 い ず れ か1の 者 が 当 該 児 童 を 監 護 し 、か つ 、こ れ と 生 計 を 同 じ く す る そ の 他 の
父 若 し く は 母 、 未 成 年 後 見 人 又 は 父 母 指 定 者 と 生 計 を 同 じ く し な い 場 合 に 限 る 。 )は 、
当 該 児 童 は 、当 該 同 居 し て い る 父 若 し く は 母 、未 成 年 後 見 人 又 は 父 母 指 定 者 に よ つ て 監
護 さ れ 、 か つ 、 こ れ と 生 計 を 同 じ く す る も の と み な す 。  

 
第5条  児 童 手 当 (施 設 入 所 等 児 童 に 係 る 部 分 を 除 く 。)は 、前 条 第 1項 第1号 か ら 第 3号 ま で

の い ず れ か に 該 当 す る 者 の 前 年 の 所 得 (1月 か ら 5月 ま で の 月 分 の 児 童 手 当 に つ い て は 、
前 々 年 の 所 得 と す る 。 )が 、 そ の 者 の 所 得 税 法 (昭 和 40年 法 律 第 33号 )に 規 定 す る 同 一 生
計 配 偶 者 及 び 扶 養 親 族 (施 設 入 所 等 児 童 を 除 く 。以 下「 扶 養 親 族 等 」と い う 。)並 び に 同
項 第 1号 か ら 第 3号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 の 扶 養 親 族 等 で な い 児 童 で 同 項 第 1号 か
ら 第 3号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 が 前 年 の 12月 31日 に お い て 生 計 を 維 持 し た も の
の 有 無 及 び 数 に 応 じ て 、政 令 で 定 め る 額 以 上 で あ る と き は 、支 給 し な い 。た だ し 、同 項
第1号 に 該 当 す る 者 が 未 成 年 後 見 人 で あ り 、か つ 、法 人 で あ る と き は 、こ の 限 り で な い 。 

2 前 項 に 規 定 す る 所 得 の 範 囲 及 び そ の 額 の 計 算 方 法 は 、 政 令 で 定 め る 。  
 
標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
児 童 手 当 の 増 額 改 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 手 当 法  第 9条 第1項  

法 令 番 号 昭 和46年 法 律 第73号  

【基準】 

 法 第9条 の 規 定 に よ る 。  
 (児 童 手 当 の 額 の 改 定 ) 
第 9条  児 童 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 者 に つ き 、 児 童 手 当 の 額 が 増 額 す る こ と と な る に 至

つ た 場 合 に お け る 児 童 手 当 の 額 の 改 定 は 、そ の 者 が そ の 改 定 後 の 額 に つ き 認 定 の 請 求を
し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 か ら 行 う 。  

2 前 条 第 3項 の 規 定 は 、 前 項 の 改 定 に つ い て 準 用 す る 。  
3 児 童 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 者 に つ き 、 児 童 手 当 の 額 が 減 額 す る こ と と な る に 至 つ た

場 合 に お け る 児 童 手 当 の 額 の 改 定 は 、 そ の 事 由 が 生 じ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 か ら 行 う。 
 

標 準 処 理 期

間 
14日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
市 民 農 園 の 開 設 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
市 民 農 園 整 備 促 進 法  第7条 第 1項  

法 令 番 号 平 成2年 法 律 第 44号  

【基準】 

 法 第7条 第 3項 の 規 定 に よ る 。  
 (市 民 農 園 の 開 設 の 認 定 ) 
第7条  
3 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、そ の 申 請 が 次 に 掲 げ る 要 件 に該

当 す る と 認 め る と き は 、 農 業 委 員 会 の 決 定 を 経 て 、 そ の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 整 備 運 営 計 画 の 内 容 が 基 本 方 針 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(2) 市 民 農 園 の 適 正 か つ 円 滑 な 利 用 を 確 保 す る 見 地 か ら み て 、 市 民 農 園 の 用 に 供 す る

農 地 及 び 市 民 農 園 施 設 が 適 切 な 位 置 に あ り 、 か つ 、 妥 当 な 規 模 で あ る こ と 。  
(3) 市 民 農 園 の 用 に 供 す る 農 地 及 び 市 民 農 園 施 設 の 位 置 及 び 規 模 か ら み て 、 周 辺 の 道

路 、下 水 道 等 の 公 共 施 設 の 有 す る 機 能 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が な く 、か つ 、周 辺 の 地
域 に お け る 営 農 条 件 及 び 生 活 環 境 の 確 保 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が な い も の で あ る こ
と 。  

(4) 利 用 者 の 募 集 及 び 選 考 の 方 法 が 公 平 か つ 適 正 な も の で あ る こ と 。  
(5) 前 項 第 5号 か ら 第 8号 ま で に 掲 げ る 事 項 が 市 民 農 園 の 確 実 な 整 備 及 び 適 正 か つ 円 滑

な 利 用 を 確 保 す る た め に 有 効 か つ 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(6) そ の 他 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

 
 政 令 第4条 の 規 定 に よ る 。  
 (市 民 農 園 の 開 設 の 認 定 の 基 準 ) 
第4条  法 第 7条 第3項 第6号 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 申 請 の 手 続 又 は 整 備 運 営 計 画 の 内 容 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(2) 市 民 農 園 の 用 に 供 す る 農 地 が 法 第 2条 第 2項 第 1号 イ に 掲 げ る 農 地 で あ る 場 合 に あ

っ て は 、当 該 農 地 が 所 有 権 以 外 の 権 原 に 基 づ い て 耕 作 の 事 業 に 供 さ れ て い る も の で な
い こ と 。  
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担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
市 民 農 園 整 備 運 営 計 画 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
市 民 農 園 整 備 促 進 法  第7条 第 5項  

法 令 番 号 平 成2年 法 律 第 44号  

【基準】 

 法 第7条 第 1項(市 民 農 園 の 開 設 の 認 定 )と 同 様 に 法 第7条 第 3項 の 規 定 に よ る 。  
 (市 民 農 園 の 開 設 の 認 定 ) 
第7条  
3 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、そ の 申 請 が 次 に 掲 げ る 要 件 に該

当 す る と 認 め る と き は 、 農 業 委 員 会 の 決 定 を 経 て 、 そ の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 整 備 運 営 計 画 の 内 容 が 基 本 方 針 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(2) 市 民 農 園 の 適 正 か つ 円 滑 な 利 用 を 確 保 す る 見 地 か ら み て 、 市 民 農 園 の 用 に 供 す る

農 地 及 び 市 民 農 園 施 設 が 適 切 な 位 置 に あ り 、 か つ 、 妥 当 な 規 模 で あ る こ と 。  
(3) 市 民 農 園 の 用 に 供 す る 農 地 及 び 市 民 農 園 施 設 の 位 置 及 び 規 模 か ら み て 、 周 辺 の 道

路 、下 水 道 等 の 公 共 施 設 の 有 す る 機 能 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が な く 、か つ 、周 辺 の 地
域 に お け る 営 農 条 件 及 び 生 活 環 境 の 確 保 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が な い も の で あ る こ
と 。  

(4) 利 用 者 の 募 集 及 び 選 考 の 方 法 が 公 平 か つ 適 正 な も の で あ る こ と 。  
(5) 前 項 第 5号 か ら 第 8号 ま で に 掲 げ る 事 項 が 市 民 農 園 の 確 実 な 整 備 及 び 適 正 か つ 円 滑

な 利 用 を 確 保 す る た め に 有 効 か つ 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(6) そ の 他 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

 
 政 令 第4条 の 規 定 に よ る 。  
 (市 民 農 園 の 開 設 の 認 定 の 基 準 ) 
第4条  法 第 7条 第3項 第6号 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 申 請 の 手 続 又 は 整 備 運 営 計 画 の 内 容 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(2) 市 民 農 園 の 用 に 供 す る 農 地 が 法 第 2条 第 2項 第 1号 イ に 掲 げ る 農 地 で あ る 場 合 に あ

っ て は 、当 該 農 地 が 所 有 権 以 外 の 権 原 に 基 づ い て 耕 作 の 事 業 に 供 さ れ て い る も の で な
い こ と 。  
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担当部署 : 教育委員会事務局  教育総務課  

処 分 の 概

要 
学 校 施 設 利 用 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
社 会 教 育 法  第 45条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和24年 法 律 第207号  

【基準】 

 法 第45条 の 規 定 に よ る 。  
 (学 校 施 設 利 用 の 許 可 ) 
第45条  社 会 教 育 の た め に 学 校 の 施 設 を 利 用 し よ う と す る 者 は 、当 該 学 校 の 管 理 機 関 の 許

可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
2 前 項 の 規 定 に よ り 、 学 校 の 管 理 機 関 が 学 校 施 設 の 利 用 を 許 可 し よ う と す る と き は 、 あ

ら か じ め 、 学 校 の 長 の 意 見 を 聞 か な け れ ば な ら な い 。  
 

標 準 処 理 期

間 
7日  

備
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ID: 175   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
特 殊 車 両 の 通 行 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
車 両 制 限 令  第 12条  

法 令 番 号 昭 和36年 政 令 第265号  

【基準】 

 政 令 第12条 の 規 定 に よ る 。  
 (特 殊 な 車 両 の 特 例 ) 
第12条  幅 、総 重 量 、軸 重 又 は 輪 荷 重 が 第 3条 に 規 定 す る 最 高 限 度 を こ え ず 、か つ 、第 5条

か ら 第 7条 ま で に 規 定 す る 基 準 に 適 合 し な い 車 両 で 、 当 該 車 両 を 通 行 さ せ よ う と す る 者
の 申 請 に よ り 、道 路 管 理 者 が そ の 基 準 に 適 合 し な い こ と が 車 両 の 構 造 又 は 車 両 に 積 載す
る 貨 物 が 特 殊 で あ る た め や む を 得 な い と 認 定 し た も の は 、当 該 認 定 に 係 る 事 項 に つ いて
は 、第5条 か ら 第7条 ま で に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す る も の と み な す 。た だ し 、道 路 管 理 者
が 運 転 経 路 又 は 運 転 時 間 の 指 定 等 道 路 の 構 造 の 保 全 又 は 交 通 の 安 全 を 図 る た め 必 要 な
条 件 を 附 し た と き は 、 当 該 条 件 に 従 つ て 通 行 す る 場 合 に 限 る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
7日  

備
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担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
障 害 物 の 伐 除 及 び 土 地 の 試 掘 等 に 係 る 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
住 宅 地 区 改 良 法  第 21条 第1項 及 び 第 3項  

法 令 番 号 昭 和35年 法 律 第84号  

【基準】 

 法 第21条 の 規 定 に よ る 。  
 (障 害 物 の 伐 除 及 び 土 地 の 試 掘 等 ) 
第 21条  前 条 第 1項 の 規 定 に よ り 他 人 の 占 有 す る 土 地 に 立 ち 入 .つ て 測 量 又 は 調 査 を 行 う

者 は 、そ の 測 量 又 は 調 査 を 行 う に 当 た り 、や む を 得 な い 必 要 が あ つ て 、障 害 と な る 植物
若 し く は 垣 、柵 等 (以 下「 障 害 物 」と い う 。)を 伐 除 し よ う と す る 場 合 又 は 当 該 土 地 に 試
掘 若 し く は ボ ー リ ン グ 若 し く は こ れ ら に 伴 う 障 害 物 の 伐 除 (以 下「 試 掘 等 」と い う 。)を
行 お う と す る 場 合 に お い て 、当 該 障 害 物 又 は 当 該 土 地 の 所 有 者 及 び 占 有 者 の 同 意 を 得る
こ と が で き な い と き は 、当 該 障 害 物 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町 村 長 の 許 可 を 受 け て 当 該障
害 物 を 伐 除 し 、又 は 当 該 土 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 知 事 等 の 許 可 を 受 け て 当 該土
地 に 試 掘 等 を 行 う こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 長 が 許 可 を 与 え よ う と す る
と き は 障 害 物 の 所 有 者 及 び 占 有 者 に 、都 道 府 県 知 事 等 が 許 可 を 与 え よ う と す る と き は土
地 又 は 障 害 物 の 所 有 者 及 び 占 有 者 に 、あ ら か じ め 、意 見 を 述 べ る 機 会 を 与 え な け れ ば な
ら な い 。  

2 前 項 の 規 定 に よ り 障 害 物 を 伐 除 し よ う と す る 者 又 は 土 地 に 試 掘 等 を 行 な お う と す る 者
は 、 伐 除 し よ う と す る 日 又 は 試 掘 等 を 行 な お う と す る 日 の 3日 前 ま で に 、 当 該 障 害 物 又
は 当 該 土 地 若 し く は 障 害 物 の 所 有 者 及 び 占 有 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

3 第 1項 の 規 定 に よ り 障 害 物 を 伐 除 し よ う と す る 場 合 (土 地 の 試 掘 又 は ボ ー リ ン グ に 伴 う
障 害 物 の 伐 除 を し よ う と す る 場 合 を 除 く 。 )に お い て 、 当 該 障 害 物 の 所 有 者 及 び 占 有 者
が そ の 場 所 に い な い た め そ の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 で あ り 、か つ 、そ の 現 状 を 著 し く損
傷 し な い と き は 、都 道 府 県 知 事 若 し く は 市 町 村 長 又 は そ の 命 じ た 者 若 し く は 委 任 し た者
は 、 前 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 障 害 物 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町 村 長 の 許 可 を 受 け
て 、た だ ち に 、当 該 障 害 物 を 伐 除 す る こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て は 、当 該 障 害 物
を 伐 除 し た 後 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を そ の 所 有 者 及 び 占 有 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い。 
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ID: 177   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
農 用 地 の 保 全 等 に 関 す る 協 定 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
集 落 地 域 整 備 法  第 8条 第1項  

法 令 番 号 昭 和62年 法 律 第63号  

【基準】 

 法 第9条 第 1項 の 規 定 に よ る 。  
 (協 定 の 認 定 等) 
第9条  市 町 村 長 は 、前 条 第1項 の 認 定 の 申 請 が 次 の 各 号 の す べ て に 該 当 す る と き は 、同 項

の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 申 請 の 手 続 又 は 協 定 の 内 容 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(2) 協 定 の 内 容 が 土 地 の 利 用 を 不 当 に 制 限 す る も の で な い こ と そ の 他 妥 当 な も の で あ

る こ と 。  
(3) 協 定 の 内 容 が 集 落 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 達 成 に 資 す る と 認 め ら れ る も の で あ る

こ と 。  
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ID: 181   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
浄 化 槽 清 掃 業 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
浄 化 槽 法  第 35条  

法 令 番 号 昭 和58年 法 律 第43号  

【基準】 

 法 第36条 の 規 定 に よ る 。  
 (許 可 の 基 準) 
第36条  市 町 村 長 は 、 前 条 第 1項 の 許 可 の 申 請 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 し て い る と 認

め る と き で な け れ ば 、 同 項 の 許 可 を し て は な ら な い 。  
(1) そ の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 及 び 清 掃 業 許 可 申 請 者 の 能 力 が 環 境 省 令 で 定 め る 技 術

上 の 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(2) 清 掃 業 許 可 申 請 者 が 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。  

イ  こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 処 分 に 違 反 し て 罰 金 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の執
行 を 終 わ り 、 又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ た 日 か ら2年 を 経 過 し な い 者  

ロ  第 41条 第 2項 の 規 定 に よ り 許 可 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 2年 を 経 過 し
な い 者  

ハ  浄 化 槽 清 掃 業 者 で 法 人 で あ る も の が 第 41条 第 2項 の 規 定 に よ り 許 可 を 取 り 消 さ れ
た 場 合 に お い て 、そ の 処 分 の あ つ た 日 前 30日 以 内 に そ の 浄 化 槽 清 掃 業 者 の 役 員 で あ
つ た 者 で そ の 処 分 の あ つ た 日 か ら2年 を 経 過 し な い も の  

ニ  第 41条 第 2項 の 規 定 に よ り 事 業 の 停 止 を 命 ぜ ら れ 、 そ の 停 止 の 期 間 が 経 過 し な い
者  

ホ  そ の 業 務 に 関 し 不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 を す る お そ れ が あ る と 認 め る に 足 り る 相
当 の 理 由 が あ る 者  

ヘ  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 7条 第1項 若 し く は 第 6項 の 規 定 、第7条 の2
第 1項 の 規 定 若 し く は 同 法 第 16条 の 規 定 (一 般 廃 棄 物 に 係 る も の に 限 る 。 )又 は 同 法
第 7条 の 3の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し て 罰 金 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ
り 、 又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ た 日 か ら2年 を 経 過 し な い 者  

ト  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 7条 の4の 規 定 に よ り 許 可 を 取 り 消 さ れ 、そ
の 取 消 し の 日 か ら 2年 を 経 過 し な い 者  

チ  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 7条 第 1項 又 は 第 6項 の 許 可 を 受 け て 一 般 廃
棄 物 の 収 集 、運 搬 又 は 処 分 を 業 と し て 行 う 者 (以 下「 一 般 廃 棄 物 処 理 業 者 」と い う 。)
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で 法 人 で あ る も の が 同 法 第7条 の 4の 規 定 に よ り 許 可 を 取 り 消 さ れ た 場 合 に お い て 、
そ の 処 分 の あ つ た 日 前 30日 以 内 に そ の 一 般 廃 棄 物 処 理 業 者 の 役 員 で あ つ た 者 で そ
の 処 分 の あ つ た 日 か ら 2年 を 経 過 し な い も の  

リ  浄 化 槽 清 掃 業 に 係 る 営 業 に 関 し 成 年 者 と 同 一 の 行 為 能 力 を 有 し な い 未 成 年 者 で
そ の 法 定 代 理 人 が イ か ら チ ま で 又 は ヌ の い ず れ か に 該 当 す る も の  

ヌ  法 人 で そ の 役 員 の う ち に イ か ら リ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 が あ る も の  
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ID: 191   

担当部署 : 総務課  

処 分 の 概

要 
職 員 団 体 等 の 規 約 の 認 証  

法 令 名 

根 拠 条 項 
職 員 団 体 等 に 対 す る 法 人 格 の 付 与 に 関 す る 法 律  第5条  

法 令 番 号 昭 和53年 法 律 第80号  

【基準】 

 法 第5条 の 規 定 に よ る 。  
 (認 証) 
第 5条  認 証 機 関 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 当 該 規 約 が 次 の 各 号

に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る と き は 、次 条 の 規 定 に よ り 認 証 を 拒 否 す る 場 合 を 除 き 、命 令 で
定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 規 約 を 認 証 し 、当 該 職 員 団 体 等 に そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な
ら な い 。  
(1) 少 な く と も 次 に 掲 げ る 事 項 が 記 載 さ れ て い る こ と 。  

イ  名 称  
ロ  目 的 及 び 業 務  
ハ  主 た る 事 務 所 の 所 在 地  
ニ  構 成 員 の 範 囲 及 び そ の 資 格 の 得 喪 に 関 す る 事 項  
ホ  重 要 な 財 産 の 得 喪 そ の 他 資 産 に 関 す る 事 項  
ヘ  理 事 そ の 他 の 役 員 に 関 す る 事 項  
ト  業 務 執 行 、 会 議 及 び 投 票 に 関 す る 事 項  
チ  経 費 及 び 会 計 に 関 す る 事 項  
リ  規 約 の 変 更 に 関 す る 事 項  
ヌ  解 散 に 関 す る 事 項  

(2) 規 約 の 変 更 、 役 員 の 選 挙 及 び 解 散 が 、 す べ て の 構 成 員 が 平 等 に 参 加 す る 機 会 を 有
す る 直 接 か つ 秘 密 の 投 票 に よ る 全 員 の 過 半 数 (役 員 の 選 挙 に つ い て は 、 投 票 者 の 過 半
数 )に よ つ て 決 定 さ れ る 旨 の 手 続 が 定 め ら れ て い る こ と 。 た だ し 、 連 合 団 体 で な い 職
員 団 体 等 で 全 国 的 規 模 を も つ も の 又 は 連 合 団 体 で あ る 職 員 団 体 等 に あ つ て は 、す べ て
の 構 成 員 が 平 等 に 参 加 す る 機 会 を 有 す る 地 域 若 し く は 職 域 ご と 又 は 構 成 団 体 ご と の
直 接 か つ 秘 密 の 投 票 に よ る 投 票 者 の 過 半 数 で 代 議 員 を 選 挙 し 、こ の 代 議 員 の 全 員 が 平
等 に 参 加 す る 機 会 を 有 す る 直 接 か つ 秘 密 の 投 票 に よ る 全 員 の 過 半 数 (役 員 の 選 挙 に つ
い て は 、 投 票 者 の 過 半 数 )に よ つ て 決 定 さ れ る 旨 の 手 続 が 定 め ら れ て い る こ と を も つ
て 足 り る 。  
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(3) 会 計 報 告 は 、構 成 員 に よ つ て 委 嘱 さ れ た 公 認 会 計 士 (外 国 公 認 会 計 士 を 含 む 。)又 は
監 査 法 人 の 監 査 証 明 と と も に 少 な く と も 毎 年 1回 構 成 員 に 公 表 さ れ る こ と と さ れ て い
る こ と 。  
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ID: 192   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
測 量 標 識 移 転 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
新 住 宅 市 街 地 開 発 法  第34条 の 2第2項  

法 令 番 号 昭 和38年 法 律 第134号  

【基準】 

 法 第34条 の2の 規 定 に よ る 。  
 (測 量 の た め の 標 識 の 設 置 ) 
第34条 の 2 新 住 宅 市 街 地 開 発 事 業 を 施 行 し よ う と す る 者 又 は 施 行 者 は 、 新 住 宅 市 街 地 開

発 事 業 の 施 行 の 準 備 又 は 施 行 に 必 要 な 測 量 を 行 な う た め 必 要 が あ る 場 合 に お い て は 、国
土 交 通 省 令 で 定 め る 標 識 を 設 け る こ と が で き る 。  

2 何 人 も 、 前 項 の 規 定 に よ り 設 け ら れ た 標 識 を 設 置 者 の 承 諾 を 得 な い で 移 転 し 、 若 し く
は 除 却 し 、 又 は 汚 損 し 、 若 し く は 損 壊 し て は な ら な い 。  
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ID: 193   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
現 施 行 中 事 業 地 内 で の 事 業 実 施 の 同 意  

法 令 名 

根 拠 条 項 
新 住 宅 市 街 地 開 発 法  第36条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和38年 法 律 第134号  

【基準】 

 法 第36条 第1項 の 規 定 に よ る 。   
 (新 住 宅 市 街 地 開 発 事 業 の 引 継 ぎ ) 
第 36条  現 に 施 行 さ れ て い る 新 住 宅 市 街 地 開 発 事 業 の 事 業 地 と な つ て い る 区 域 に つ い て

は 、そ の 施 行 者 の 同 意 を 得 な け れ ば 、そ の 施 行 者 以 外 の 者 は 、新 住 宅 市 街 地 開 発 事 業を
施 行 す る こ と が で き な い 。  

2 現 に 施 行 さ れ て い る 新 住 宅 市 街 地 開 発 事 業 の 事 業 地 と な つ て い る 区 域 に つ い て 、 前 項
の 同 意 を 得 て 、新 た に 施 行 者 と な つ た 者 が あ る 場 合 に お い て は 、そ の 新 住 宅 市 街 地 開 発
事 業 は 、 新 た に 施 行 者 と な つ た 者 に 引 き 継 が れ る も の と す る 。  

3 前 項 の 規 定 に よ り 新 住 宅 市 街 地 開 発 事 業 を 引 き 継 い で 施 行 す る こ と と な つ た 施 行 者
は 、引 き 継 が れ る こ と と な つ た 施 行 者 が 新 住 宅 市 街 地 開 発 事 業 の 施 行 に 関 し て 有 し てい
た 権 利 義 務 (そ の 者 が そ の 施 行 す る 新 住 宅 市 街 地 開 発 事 業 に 関 し 、 行 政 庁 の 許 可 、 認 可
そ の 他 の 処 分 に 基 づ い て 有 す る 権 利 義 務 を 含 む 。 )を 承 継 す る 。  

4 第 2項 の 場 合 に お い て は 、こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ り 従 前 の 施 行
者 が し た 処 分 、手 続 そ の 他 の 行 為 は 、新 た に 施 行 者 と な つ た 者 が し た も の と み な し 、従
前 の 施 行 者 に 対 し て し た 処 分 、手 続 そ の 他 の 行 為 は 、新 た に 施 行 者 と な つ た 者 に 対 し て
し た も の と み な す 。  
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ID: 202   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
特 用 林 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
森 林 法  第10条 の8第1項 第7号  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第249号  

【基準】 

 法 第10条 の8第1項 第 7号 の 規 定 に よ る 。  
 (伐 採 及 び 伐 採 後 の 造 林 の 届 出 等 ) 
第 10条 の 8 森 林 所 有 者 等 は 、 地 域 森 林 計 画 の 対 象 と な つ て い る 民 有 林 (第 25条 又 は 第 25

条 の 2の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 保 安 林 及 び 第 41条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 保 安 施 設 地 区
の 区 域 内 の 森 林 を 除 く 。)の 立 木 を 伐 採 す る に は 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、
あ ら か じ め 、市 町 村 の 長 に 森 林 の 所 在 場 所 、伐 採 面 積 、伐 採 方 法 、伐 採 齢 、伐 採 後 の 造
林 の 方 法 、期 間 及 び 樹 種 そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 伐 採 及 び 伐 採 後の
造 林 の 届 出 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合
は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1)〜 (6) 略  
(7) 法 令 に よ り そ の 立 木 の 伐 採 に つ き 制 限 が あ る 森 林 で 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の 以

外 の 森 林 (次 号 に お い て「 普 通 林 」と い う 。)で あ つ て 、立 木 の 果 実 の 採 取 そ の 他 農 林
水 産 省 令 で 定 め る 用 途 に 主 と し て 供 さ れ る も の と し て 市 町 村 の 長 が 当 該 森 林 所 有 者
の 申 請 に 基 づ き 指 定 し た も の に つ き 伐 採 す る 場 合  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
 



law_0202.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_0203.docx 

 

ID: 203   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
自 家 用 林 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
森 林 法  第10条 の8第1項 第8号  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第249号  

【基準】 

 法 第10条 の8第1項 第 8号 の 規 定 に よ る 。  
 (伐 採 及 び 伐 採 後 の 造 林 の 届 出 等 ) 
第 10条 の 8 森 林 所 有 者 等 は 、 地 域 森 林 計 画 の 対 象 と な つ て い る 民 有 林 (第 25条 又 は 第 25

条 の 2の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 保 安 林 及 び 第 41条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 保 安 施 設 地 区
の 区 域 内 の 森 林 を 除 く 。)の 立 木 を 伐 採 す る に は 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、
あ ら か じ め 、市 町 村 の 長 に 森 林 の 所 在 場 所 、伐 採 面 積 、伐 採 方 法 、伐 採 齢 、伐 採 後 の 造
林 の 方 法 、期 間 及 び 樹 種 そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 伐 採 及 び 伐 採 後の
造 林 の 届 出 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合
は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1)〜 (7) 略  
(8) 普 通 林 で あ つ て 、 自 家 の 生 活 の 用 に 充 て る た め 必 要 な 木 材 そ の 他 の 林 産 物 の 採 取

の 目 的 に 供 す べ き も の の う ち 、市 町 村 の 長 が 当 該 森 林 所 有 者 の 申 請 に 基 づ き 農 林 水 産
省 令 で 定 め る 基 準 に 従 い 指 定 し た も の に つ き 伐 採 す る 場 合  
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ID: 204   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
施 業 実 施 協 定 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
森 林 法  第10条 の11第 1項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第249号  

【基準】 

 法 第10条 の11第1項 及 び 第10条 の11の4第 1項 の 規 定 に よ る 。  
 (施 業 実 施 協 定) 
第10条 の 11 市 町 村 の 区 域 内 に 存 す る 一 団 の 民 有 林 で 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の (以

下 こ の 項 に お い て 「 対 象 森 林 」 と い う 。 )の 森 林 所 有 者 等 又 は 当 該 対 象 森 林 の 土 地 の 所
有 者 は 、 当 該 市 町 村 の 長 の 認 可 を 受 け て 、 森 林 施 業 の 実 施 に 関 す る 協 定 (以 下 「 施 業 実
施 協 定 」 と い う 。 )で あ つ て 当 該 対 象 森 林 に つ い て 行 う 間 伐 又 は 保 育 そ の 他 の 森 林 施 業
の 共 同 化 及 び そ の た め に 必 要 な 施 設 の 整 備 に 関 す る 措 置 を 内 容 と す る も の を 締 結 す る
こ と が で き る 。  
(1) 地 域 森 林 計 画 の 対 象 と な つ て い る 森 林 で あ る こ と 。  
(2) 森 林 の 保 続 培 養 及 び 森 林 生 産 力 の 増 進 を 期 す る た め に は 一 体 と し て 整 備 す る こ と

が 相 当 と 認 め ら れ る 森 林 で あ る こ と 。  
 
 (施 業 実 施 協 定 の 認 可 ) 
第10条 の 11の4 市 町 村 の 長 は 、第 10条 の11第1項 又 は 第 2項 の 認 可 の 申 請 が 次 の 各 号 の 全

て に 該 当 す る と き は 、 当 該 施 業 実 施 協 定 を 認 可 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 の 手 続 又 は 施 業 実 施 協 定 の 内 容 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(2) 施 業 実 施 協 定 の 内 容 が 森 林 の 利 用 を 不 当 に 制 限 す る も の で な い こ と 。  
(3) 施 業 実 施 協 定 の 内 容 が 市 町 村 森 林 整 備 計 画 の 達 成 に 資 す る と 認 め ら れ る も の で あ

る こ と 。  
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ID: 205   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
施 業 実 施 協 定 の 変 更 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
森 林 法  第10条 の11の 5第1項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第249号  

【基準】 

 準 用 す る 法 第 10条 の 11第 1項 (施 業 実 施 協 定 の 認 可 )と 同 様 に 法 第 10条 の 11第 1項 及 び 第
10条 の 11の4第1項 の 規 定 に よ る 。  

 (施 業 実 施 協 定) 
第10条 の 11 市 町 村 の 区 域 内 に 存 す る 一 団 の 民 有 林 で 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の (以

下 こ の 項 に お い て 「 対 象 森 林 」 と い う 。 )の 森 林 所 有 者 等 又 は 当 該 対 象 森 林 の 土 地 の 所
有 者 は 、 当 該 市 町 村 の 長 の 認 可 を 受 け て 、 森 林 施 業 の 実 施 に 関 す る 協 定 (以 下 「 施 業 実
施 協 定 」 と い う 。 )で あ つ て 当 該 対 象 森 林 に つ い て 行 う 間 伐 又 は 保 育 そ の 他 の 森 林 施 業
の 共 同 化 及 び そ の た め に 必 要 な 施 設 の 整 備 に 関 す る 措 置 を 内 容 と す る も の を 締 結 す る
こ と が で き る 。  
(1) 地 域 森 林 計 画 の 対 象 と な つ て い る 森 林 で あ る こ と 。  
(2) 森 林 の 保 続 培 養 及 び 森 林 生 産 力 の 増 進 を 期 す る た め に は 一 体 と し て 整 備 す る こ と

が 相 当 と 認 め ら れ る 森 林 で あ る こ と 。  
 
 (施 業 実 施 協 定 の 認 可 ) 
第10条 の 11の4 市 町 村 の 長 は 、第 10条 の11第1項 又 は 第 2項 の 認 可 の 申 請 が 次 の 各 号 の 全

て に 該 当 す る と き は 、 当 該 施 業 実 施 協 定 を 認 可 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 の 手 続 又 は 施 業 実 施 協 定 の 内 容 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(2) 施 業 実 施 協 定 の 内 容 が 森 林 の 利 用 を 不 当 に 制 限 す る も の で な い こ と 。  
(3) 施 業 実 施 協 定 の 内 容 が 市 町 村 森 林 整 備 計 画 の 達 成 に 資 す る と 認 め ら れ る も の で あ

る こ と 。  
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ID: 206   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
施 業 実 施 協 定 の 廃 止 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
森 林 法  第10条 の11の 7第1項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第249号  

【基準】 

 法 第10条 の11の7第 1項 の 規 定 に よ る 。  
 (施 業 実 施 協 定 の 廃 止 ) 
第10条 の 11の7 施 業 実 施 協 定 に 係 る 森 林 所 有 者 等 、森 林 の 土 地 の 所 有 者 及 び 特 定 非 営 利

活 動 法 人 等 は 、 第 10条 の 11第 1項 若 し く は 第 2項 又 は 第 10条 の 11の 5第 1項 の 認 可 を 受 け
た 施 業 実 施 協 定 を 廃 止 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、そ の 過 半 数 の 合 意 を も つ て そ の旨
を 定 め 、 市 町 村 の 長 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 207   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
森 林 経 営 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
森 林 法  第11条 第5項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第249号  

【基準】 

 法 第11条 第5項 の 規 定 に よ る 。  
 (森 林 経 営 計 画) 
第11条   
5 市 町 村 の 長 は 、第 1項 の 規 定 に よ る 認 定 の 請 求 が あ つ た 場 合 に お い て 、当 該 森 林 経 営計

画 の 内 容 が 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て を 満 た す と き は 、当 該 森 林 経 営 計 画 が 適 当 で あ る 旨の
認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 第 2項 第 1号 に 掲 げ る 長 期 の 方 針 が 、 森 林 経 営 計 画 の 対 象 と す る 森 林 の 整 備 を 図 る

た め に 有 効 か つ 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) 第 2項 第3号 か ら 第6号 ま で に 掲 げ る 事 項 が 、次 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、そ れ ぞ れ 次 に

定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  
イ  公 益 的 機 能 別 施 業 森 林 区 域 以 外 の 区 域 内 に 存 す る 森 林  森 林 生 産 の 保 続 及 び 森

林 生 産 力 の 増 進 を 図 る た め に 必 要 な も の と し て 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る 植 栽 、間 伐
そ の 他 の 森 林 施 業 の 合 理 化 に 関 す る 基 準  

ロ  公 益 的 機 能 別 施 業 森 林 区 域 内 に 存 す る 森 林  森 林 の 有 す る 公 益 的 機 能 の 維 持 増
進 を 特 に 図 る た め に 必 要 な も の と し て 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る 公 益 的 機 能 別 森 林 施
業 の 実 施 に 関 す る 基 準  

(3) 市 町 村 森 林 整 備 計 画 の 内 容 に 照 ら し て 適 当 で あ る と 認 め ら れ る こ と 。  
(4) 当 該 森 林 経 営 計 画 の 対 象 と す る 森 林 の 施 業 を 実 施 す る た め に 必 要 な 作 業 路 網 の 整

備 の 状 況 そ の 他 の 事 情 に 照 ら し て 、当 該 認 定 の 請 求 を し た 者 に よ り 当 該 森 林 経 営 計 画
に 従 つ た 森 林 の 施 業 及 び 保 護 が 適 正 か つ 確 実 に 実 施 さ れ る と 認 め ら れ る こ と 。  

(5) 第 2項 第 4号 又 は 第 8号 に 掲 げ る 事 項 に 火 入 れ に 関 す る 事 項 が 記 載 さ れ て い る 場 合
に は 、そ の 火 入 れ を す る 目 的 が 第21条 第2項 第1号 又 は 第 3号 に 該 当 す る も の で あ る こ
と 。  

(6) 当 該 森 林 経 営 計 画 の 対 象 と す る 森 林 の 全 部 又 は 一 部 が 鳥 獣 害 防 止 森 林 区 域 内 に 存
す る 場 合 に は 、第2項 第 7号 の 鳥 獣 害 の 防 止 の 方 法 が 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 鳥 獣 害 の 防
止 の 方 法 に 関 す る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  
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(7) 当 該 森 林 経 営 計 画 に 第3項 に 規 定 す る 事 項 が 記 載 さ れ て い る 場 合 に は 、当 該 森 林 経
営 計 画 の 対 象 と す る 森 林 の 周 辺 の 森 林 の 森 林 所 有 者 の 申 出 に 応 じ て 当 該 認 定 の 請 求
を し た 者 が 森 林 の 経 営 の 委 託 を 受 け る こ と が 確 実 で あ る と 見 込 ま れ る こ と そ の 他 の
森 林 の 経 営 の 規 模 の 拡 大 が 図 ら れ る こ と が 確 実 で あ る と 認 め ら れ る も の と し て 農 林
水 産 省 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

(8) 当 該 森 林 経 営 計 画 の 対 象 と す る 森 林 の 全 部 又 は 一 部 が 第 39条 の 4第 1項 第 1号 に 規
定 す る 要 整 備 森 林 で あ る 場 合 に は 、同 項 の 規 定 に よ り 地 域 森 林 計 画 に 定 め ら れ て い る
事 項 に 照 ら し て 適 当 で あ る と 認 め ら れ る こ と 。  
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ID: 208   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
森 林 経 営 計 画 の 変 更 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
森 林 法  第12条 第2項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第249号  

【基準】 

 法 第11条 第5項(森 林 経 営 計 画 の 認 定 )と 同 様 に 法 第11条 第5項 の 規 定 に よ る 。  
 (森 林 経 営 計 画) 
第11条   
5 市 町 村 の 長 は 、第 1項 の 規 定 に よ る 認 定 の 請 求 が あ つ た 場 合 に お い て 、当 該 森 林 経 営計

画 の 内 容 が 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て を 満 た す と き は 、当 該 森 林 経 営 計 画 が 適 当 で あ る 旨の
認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 第 2項 第 1号 に 掲 げ る 長 期 の 方 針 が 、 森 林 経 営 計 画 の 対 象 と す る 森 林 の 整 備 を 図 る

た め に 有 効 か つ 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) 第 2項 第3号 か ら 第6号 ま で に 掲 げ る 事 項 が 、次 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、そ れ ぞ れ 次 に

定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  
イ  公 益 的 機 能 別 施 業 森 林 区 域 以 外 の 区 域 内 に 存 す る 森 林  森 林 生 産 の 保 続 及 び 森

林 生 産 力 の 増 進 を 図 る た め に 必 要 な も の と し て 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る 植 栽 、間 伐
そ の 他 の 森 林 施 業 の 合 理 化 に 関 す る 基 準  

ロ  公 益 的 機 能 別 施 業 森 林 区 域 内 に 存 す る 森 林  森 林 の 有 す る 公 益 的 機 能 の 維 持 増
進 を 特 に 図 る た め に 必 要 な も の と し て 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る 公 益 的 機 能 別 森 林 施
業 の 実 施 に 関 す る 基 準  

(3) 市 町 村 森 林 整 備 計 画 の 内 容 に 照 ら し て 適 当 で あ る と 認 め ら れ る こ と 。  
(4) 当 該 森 林 経 営 計 画 の 対 象 と す る 森 林 の 施 業 を 実 施 す る た め に 必 要 な 作 業 路 網 の 整

備 の 状 況 そ の 他 の 事 情 に 照 ら し て 、当 該 認 定 の 請 求 を し た 者 に よ り 当 該 森 林 経 営 計 画
に 従 つ た 森 林 の 施 業 及 び 保 護 が 適 正 か つ 確 実 に 実 施 さ れ る と 認 め ら れ る こ と 。  

(5) 第 2項 第 4号 又 は 第 8号 に 掲 げ る 事 項 に 火 入 れ に 関 す る 事 項 が 記 載 さ れ て い る 場 合
に は 、そ の 火 入 れ を す る 目 的 が 第21条 第2項 第1号 又 は 第 3号 に 該 当 す る も の で あ る こ
と 。  

(6) 当 該 森 林 経 営 計 画 の 対 象 と す る 森 林 の 全 部 又 は 一 部 が 鳥 獣 害 防 止 森 林 区 域 内 に 存
す る 場 合 に は 、第2項 第 7号 の 鳥 獣 害 の 防 止 の 方 法 が 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 鳥 獣 害 の 防
止 の 方 法 に 関 す る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  
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(7) 当 該 森 林 経 営 計 画 に 第3項 に 規 定 す る 事 項 が 記 載 さ れ て い る 場 合 に は 、当 該 森 林 経
営 計 画 の 対 象 と す る 森 林 の 周 辺 の 森 林 の 森 林 所 有 者 の 申 出 に 応 じ て 当 該 認 定 の 請 求
を し た 者 が 森 林 の 経 営 の 委 託 を 受 け る こ と が 確 実 で あ る と 見 込 ま れ る こ と そ の 他 の
森 林 の 経 営 の 規 模 の 拡 大 が 図 ら れ る こ と が 確 実 で あ る と 認 め ら れ る も の と し て 農 林
水 産 省 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

(8) 当 該 森 林 経 営 計 画 の 対 象 と す る 森 林 の 全 部 又 は 一 部 が 第 39条 の 4第 1項 第 1号 に 規
定 す る 要 整 備 森 林 で あ る 場 合 に は 、同 項 の 規 定 に よ り 地 域 森 林 計 画 に 定 め ら れ て い る
事 項 に 照 ら し て 適 当 で あ る と 認 め ら れ る こ と 。  

 

標 準 処 理 期

間 
20日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 209   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
火 入 れ の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
森 林 法  第21条 第1項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第249号  

【基準】 

 法 第21条 第1項 及 び 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (火 入 れ) 
第21条  森 林 又 は 森 林 に 接 近 し て い る 政 令 で 定 め る 範 囲 内 に あ る 原 野 、山 岳 、荒 廃 地 そ の

他 の 土 地 に お い て は 、そ の 森 林 又 は 土 地 の 所 在 す る 市 町 村 の 長 の 許 可 を 受 け て そ の 指示
す る と こ ろ に 従 つ て で な け れ ば 火 入 れ を し て は な ら な い 。た だ し 、国 又 は 地 方 公 共 団体
が 火 入 れ を す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

2 前 項 の 市 町 村 の 長 は 、 火 入 れ を す る 目 的 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 で な け れ ば 同
項 の 許 可 を し て は な ら な い 。  
(1) 造 林 の た め の 地 ご し ら え  
(2) 開 墾 準 備  
(3) 害 虫 駆 除  
(4) 焼 畑  
(5) 前 各 号 に 準 ず る 事 項 で あ つ て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 210   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 

森 林 施 業 に 関 す る 測 量 又 は 実 地 調 査 の た め の 他 人 の 土 地 へ の 立 入 又 は 立 木
竹 伐 採 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
森 林 法  第49条 第1項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第249号  

【基準】 

 法 第49条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (立 入 調 査 等) 
第49条  森 林 所 有 者 等 は 、 森 林 施 業 に 関 す る 測 量 又 は 実 地 調 査 の た め 必 要 が あ る と き は 、

市 町 村 の 長 の 許 可 を 受 け て 、他 人 の 土 地 に 立 ち 入 り 、又 は 測 量 若 し く は 実 地 調 査 の 支 障
と な る 立 木 竹 を 伐 採 す る こ と が で き る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 



law_0210.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 211   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
森 林 病 害 虫 等 の 駆 除 ・ 予 防 の た め の 他 人 の 土 地 へ の 立 入 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
森 林 法  第49条 第6項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第249号  

【基準】 

 法 第49条 第6項 の 規 定 に よ る 。  
 (立 入 調 査 等) 
第49条  
6 森 林 所 有 者 等 は 、 森 林 に 重 大 な 損 害 を 与 え る お そ れ の あ る 害 虫 、 獣 類 、 菌 類 又 は ウ イ

ル ス が 森 林 に 発 生 し 、又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に お い て 、そ の 駆 除 又 は 予 防 の た
め 必 要 が あ る と き は 、 市 町 村 の 長 の 許 可 を 受 け て 他 人 の 土 地 に 立 ち 入 る こ と が で き る。
こ の 場 合 に は 、 第 2項 か ら 前 項 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 215   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
保 護 の 開 始 の 申 請 に 対 す る 処 分  

法 令 名 

根 拠 条 項 
生 活 保 護 法  第 24条 第 3項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第144号  

【基準】 

 法 第24条 第3項 の 規 定 に よ る 。  
 (申 請 に よ る 保 護 の 開 始 及 び 変 更 ) 
第24条   
3 保 護 の 実 施 機 関 は 、 保 護 の 開 始 の 申 請 が あ つ た と き は 、 保 護 の 要 否 、 種 類 、 程 度 及 び

方 法 を 決 定 し 、 申 請 者 に 対 し て 書 面 を も つ て 、 こ れ を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  
 

標 準 処 理 期

間 

申 請 の あ っ た 日 か ら 14日 以 内 。た だ し 、特 別 な 理 由 が あ る と き は 30日 ま
で 延 長 可 能 (法 第24条 第5項 ) 

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 216   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
保 護 の 変 更 の 申 請 に 対 す る 処 分  

法 令 名 

根 拠 条 項 
生 活 保 護 法  第 24条 第 9項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第144号  

【基準】 

 法 第24条 第9項 に よ り 準 用 す る 法 第 24条 第 3項 の 規 定 に よ る 。  
 (申 請 に よ る 保 護 の 開 始 及 び 変 更 ) 
第24条   
3 保 護 の 実 施 機 関 は 、 保 護 の 開 始 の 申 請 が あ つ た と き は 、 保 護 の 要 否 、 種 類 、 程 度 及 び

方 法 を 決 定 し 、 申 請 者 に 対 し て 書 面 を も つ て 、 こ れ を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  
 
 
 

標 準 処 理 期

間 

申 請 の あ っ た 日 か ら 14日 以 内 。た だ し 、特 別 な 理 由 が あ る と き は 30日 ま
で 延 長 可 能 (法 第24条 第5項 ) 

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 229   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
測 量 標 の 移 転 の 請 求 (公 共 測 量 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
測 量 法  第39条 に お い て 準 用 す る 第 24条 第1項  

法 令 番 号 昭 和24年 法 律 第188号  

【基準】 

 準 用 す る 法 第 24条 の 規 定 に よ る 。  
 (測 量 標 の 移 転 の 請 求 ) 
第 24条  基 本 測 量 の 永 久 標 識 又 は 一 時 標 識 の 汚 損 そ の 他 そ の 効 用 を 害 す る お そ れ が あ る

行 為 を 当 該 永 久 標 識 若 し く は 一 時 標 識 の 敷 地 又 は そ の 付 近 で し よ う と す る 者 は 、理 由を
記 載 し た 書 面 を も つ て 、国 土 地 理 院 の 長 に 当 該 永 久 標 識 又 は 一 時 標 識 の 移 転 を 請 求 する
こ と が で き る 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 (国 又 は 都 道 府 県 が 行 う も の を 除 く 。 )は 、 当 該 永 久 標 識 又 は 一
時 標 識 の 所 在 地 の 都 道 府 県 知 事 を 経 由 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て、
都 道 府 県 知 事 は 、当 該 請 求 に 係 る 事 項 に 関 す る 意 見 を 付 し て 、国 土 地 理 院 の 長 に 送 付 す
る も の と す る 。  

3 国 土 地 理 院 の 長 は 、第1項 の 規 定 に よ る 請 求 に 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、当 該 永 久 標
識 又 は 一 時 標 識 を 移 転 し 、理 由 が な い と 認 め る と き は 、そ の 旨 を 移 転 を 請 求 し た 者 に 通
知 し な け れ ば な ら な い 。  

4 前 項 の 規 定 に よ る 永 久 標 識 又 は 一 時 標 識 の 移 転 に 要 し た 費 用 は 、 移 転 を 請 求 し た 者 が
負 担 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 230   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
測 量 成 果 の 複 製 の 承 認 (公 共 測 量) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
測 量 法  第43条  

法 令 番 号 昭 和24年 法 律 第188号  

【基準】 

 法 第43条 の 規 定 に よ る 。  
 (測 量 成 果 の 複 製) 
第43条  公 共 測 量 の 測 量 成 果 の う ち 図 表 等 を 測 量 の 用 に 供 し 、刊 行 し 、又 は 電 磁 的 方 法で

あ つ て 国 土 交 通 省 令 で 定 め る も の に よ り 不 特 定 多 数 の 者 が 提 供 を 受 け る こ と が で き る
状 態 に 置 く 措 置 を と る た め に 複 製 し よ う と す る 者 は 、あ ら か じ め 、当 該 測 量 成 果 を 得た
測 量 計 画 機 関 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 231   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
測 量 成 果 の 使 用 の 承 認 (公 共 測 量) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
測 量 法  第44条 第1項  

法 令 番 号 昭 和24年 法 律 第188号  

【基準】 

 法 第44条 の 規 定 に よ る 。  
 (測 量 成 果 の 使 用) 
第44条  公 共 測 量 の 測 量 成 果 を 使 用 し て 測 量 を 実 施 し よ う と す る 者 は 、あ ら か じ め 、当 該

測 量 成 果 を 得 た 測 量 計 画 機 関 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  
2 測 量 計 画 機 関 は 、 前 項 の 承 認 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該

当 し な い と 認 め る と き は 、 そ の 承 認 を し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 手 続 が 法 令 に 違 反 し て い る こ と 。  
(2)当 該 測 量 成 果 を 使 用 す る こ と が 測 量 の 正 確 さ を 確 保 す る 上 で 適 切 で な い こ と 。  

3 第 1項 の 承 認 を 得 て 測 量 を 実 施 し た 者 は 、そ の 実 施 に よ り 得 ら れ た 測 量 成 果 に 公 共 測 量
の 測 量 成 果 を 使 用 し た 旨 を 明 示 し な け れ ば な ら な い 。  

4 公 共 測 量 の 測 量 成 果 を 使 用 し て 刊 行 物 を 刊 行 し 、 又 は 当 該 刊 行 物 の 内 容 で あ る 情 報 に
つ い て 電 磁 的 方 法 で あ つ て 国 土 交 通 省 令 で 定 め る も の に よ り 不 特 定 多 数 の 者 が 提 供 を
受 け る こ と が で き る 状 態 に 置 く 措 置 を と ろ う と す る 者 は 、当 該 刊 行 物 に そ の 旨 を 明 示し
な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 241   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
基 礎 調 査 の た め の 障 害 物 の 伐 除 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法  第 6条 第1項  

法 令 番 号 昭 和36年 法 律 第191号  

【基準】 

 法 第6条 第 1項 の 規 定 に よ る 。  
 (基 礎 調 査 の た め の 障 害 物 の 伐 除 及 び 土 地 の 試 掘 等 ) 
第 6条  前 条 第 1項 の 規 定 に よ り 他 人 の 占 有 す る 土 地 に 立 ち 入 つ て 測 量 又 は 調 査 を 行 う 者

は 、そ の 測 量 又 は 調 査 を 行 う に 当 た り 、や む を 得 な い 必 要 が あ つ て 、障 害 と な る 植 物若
し く は 垣 、 柵 そ の 他 の 工 作 物 (以 下 こ の 条 、 次 条 第 2項 及 び 第 58条 第 2号 に お い て 「 障 害
物 」 と い う 。 )を 伐 除 し よ う と す る 場 合 又 は 当 該 土 地 に 試 掘 若 し く は ボ ー リ ン グ 若 し く
は こ れ に 伴 う 障 害 物 の 伐 除 (以 下 こ の 条 、次 条 第2項 及 び 同 号 に お い て「 試 掘 等 」と い う 。)
を 行 お う と す る 場 合 に お い て 、当 該 障 害 物 又 は 当 該 土 地 の 所 有 者 及 び 占 有 者 の 同 意 を得
る こ と が で き な い と き は 、当 該 障 害 物 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町 村 長 の 許 可 を 受 け て 当該
障 害 物 を 伐 除 し 、又 は 当 該 土 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 知 事 の 許 可 を 受 け て 当 該土
地 に 試 掘 等 を 行 う こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 長 が 許 可 を 与 え る と き は 障
害 物 の 所 有 者 及 び 占 有 者 に 、都 道 府 県 知 事 が 許 可 を 与 え る と き は 土 地 又 は 障 害 物 の 所有
者 及 び 占 有 者 に 、 あ ら か じ め 、 意 見 を 述 べ る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 



law_0241.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
 



law_0244.docx 

 

ID: 244   

担当部署 : 総務課  

処 分 の 概

要 
職 員 団 体 の 登 録  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 公 務 員 法  第 53条 第5項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第261号  

【基準】 

 法 第53条 第2項 か ら 第5項 ま で の 規 定 に よ る 。 そ の 他 条 例 の 定 め に よ る 。  
 (職 員 団 体 の 登 録) 
第53条   
2 前 項 に 規 定 す る 職 員 団 体 の 規 約 に は 、少 く と も 左 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 す る も の と す る 。 

(1) 名 称  
(2) 目 的 及 び 業 務  
(3) 主 た る 事 務 所 の 所 在 地  
(4) 構 成 員 の 範 囲 及 び そ の 資 格 の 得 喪 に 関 す る 規 定  
(5) 理 事 そ の 他 の 役 員 に 関 す る 規 定  
(6) 第 3項 に 規 定 す る 事 項 を 含 む 業 務 執 行 、 会 議 及 び 投 票 に 関 す る 規 定  
(7) 経 費 及 び 会 計 に 関 す る 規 定  
(8) 他 の 職 員 団 体 と の 連 合 に 関 す る 規 定  
(9) 規 約 の 変 更 に 関 す る 規 定  
(10) 解 散 に 関 す る 規 定  

3 職 員 団 体 が 登 録 さ れ る 資 格 を 有 し 、 及 び 引 き 続 き 登 録 さ れ て い る た め に は 、 規 約 の 作
成 又 は 変 更 、役 員 の 選 挙 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 重 要 な 行 為 が 、す べ て の 構 成 員 が 平 等 に
参 加 す る 機 会 を 有 す る 直 接 且 つ 秘 密 の 投 票 に よ る 全 員 の 過 半 数 (役 員 の 選 挙 に つ い て
は 、投 票 者 の 過 半 数 )に よ つ て 決 定 さ れ る 旨 の 手 続 を 定 め 、且 つ 、現 実 に 、そ の 手 続 に よ
り こ れ ら の 重 要 な 行 為 が 決 定 さ れ る こ と を 必 要 と す る 。但 し 、連 合 体 で あ る 職 員 団 体に
あ つ て は 、す べ て の 構 成 員 が 平 等 に 参 加 す る 機 会 を 有 す る 構 成 団 体 ご と の 直 接 且 つ 秘密
の 投 票 に よ る 投 票 者 の 過 半 数 で 代 議 員 を 選 挙 し 、す べ て の 代 議 員 が 平 等 に 参 加 す る 機会
を 有 す る 直 接 且 つ 秘 密 の 投 票 に よ る そ の 全 員 の 過 半 数 (役 員 の 選 挙 に つ い て は 、 投 票 者
の 過 半 数 )に よ つ て 決 定 さ れ る 旨 の 手 続 を 定 め 、 且 つ 、 現 実 に 、 そ の 手 続 に よ り 決 定 さ
れ る こ と を も つ て 足 り る も の と す る 。  

4 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 職 員 団 体 が 登 録 さ れ る 資 格 を 有 し 、 及 び 引 き 続 き 登 録 さ れ
て い る た め に は 、 当 該 職 員 団 体 が 同 一 の 地 方 公 共 団 体 に 属 す る 前 条 第 5項 に 規 定 す る 職
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員 以 外 の 職 員 の み を も つ て 組 織 さ れ て い る こ と を 必 要 と す る 。た だ し 、同 項 に 規 定 す る
職 員 以 外 の 職 員 で あ つ た 者 で そ の 意 に 反 し て 免 職 さ れ 、若 し く は 懲 戒 処 分 と し て の 免職
の 処 分 を 受 け 、 当 該 処 分 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1年 以 内 の も の 又 は そ の 期 間 内
に 当 該 処 分 に つ い て 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 審 査 請 求 を し 、 若 し く は 訴 え を 提 起 し、
こ れ に 対 す る 裁 決 若 し く は 裁 判 が 確 定 す る に 至 ら な い も の を 構 成 員 に と ど め て い る こ
と 、 及 び 当 該 職 員 団 体 の 役 員 で あ る 者 を 構 成 員 と し て い る こ と を 妨 げ な い 。  

5 人 事 委 員 会 又 は 公 平 委 員 会 は 、登 録 を 申 請 し た 職 員 団 体 が 前 3項 の 規 定 に 適 合 す る も の
で あ る と き は 、 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 規 約 及 び 第 1項 に 規 定 す る 申 請 書 の 記 載 事
項 を 登 録 し 、当 該 職 員 団 体 に そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、職
員 で な い 者 の 役 員 就 任 を 認 め て い る 職 員 団 体 を 、そ の ゆ え を も つ て 登 録 の 要 件 に 適 合し
な い も の と 解 し て は な ら な い 。  
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担当部署 : 財政課  

処 分 の 概

要 
行 政 財 産 の 使 用 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法  第 238条 の4第 7項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第67号  

【基準】 

 法 第238条 の4第7項 の 規 定 に よ る 。  
(行 政 財 産 の 管 理 及 び 処 分 ) 

第238条 の4 
7 行 政 財 産 は 、 そ の 用 途 又 は 目 的 を 妨 げ な い 限 度 に お い て そ の 使 用 を 許 可 す る こ と が で

き る 。  
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担当部署 : まちづくり推進課  

処 分 の 概

要 
地 縁 に よ る 団 体 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法  第 260条 の2第 1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第67号  

【基準】 

 法 第260条 の2第1項 及 び 第2項 の 規 定 に よ る 。  
第 260条 の 2 町 又 は 字 の 区 域 そ の 他 市 町 村 内 の 一 定 の 区 域 に 住 所 を 有 す る 者 の 地 縁 に 基

づ い て 形 成 さ れ た 団 体 (以 下 本 条 に お い て「 地 縁 に よ る 団 体 」と い う 。)は 、地 域 的 な 共
同 活 動 を 円 滑 に 行 う た め 市 町 村 長 の 認 可 を 受 け た と き は 、そ の 規 約 に 定 め る 目 的 の 範囲
内 に お い て 、 権 利 を 有 し 、 義 務 を 負 う 。  

2 前 項 の 認 可 は 、 地 縁 に よ る 団 体 の う ち 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の に つ い て 、 そ の
団 体 の 代 表 者 が 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 行 う 申 請 に 基 づ い て 行 う 。  
(1) そ の 区 域 の 住 民 相 互 の 連 絡 、 環 境 の 整 備 、 集 会 施 設 の 維 持 管 理 等 良 好 な 地 域 社 会

の 維 持 及 び 形 成 に 資 す る 地 域 的 な 共 同 活 動 を 行 う こ と を 目 的 と し 、現 に そ の 活 動 を 行
つ て い る と 認 め ら れ る こ と 。  

(2) そ の 区 域 が 、 住 民 に と つ て 客 観 的 に 明 ら か な も の と し て 定 め ら れ て い る こ と 。  
(3) そ の 区 域 に 住 所 を 有 す る す べ て の 個 人 は 、 構 成 員 と な る こ と が で き る も の と し 、

そ の 相 当 数 の 者 が 現 に 構 成 員 と な つ て い る こ と 。  
(4) 規 約 を 定 め て い る こ と 。  
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ID: 247   

担当部署 : まちづくり推進課  

処 分 の 概

要 
告 示 事 項 に 関 す る 証 明 書 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法  第 260条 の2第 12項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第67号  

【基準】 

 法 第260条 の2第12項 の 規 定 に よ る 。  
12 何 人 も 、市 町 村 長 に 対 し 、総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、第 10項 の 規 定 に よ り 告 示

し た 事 項 に 関 す る 証 明 書 の 交 付 を 請 求 す る こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、当 該 請 求
を し よ う と す る 者 は 、郵 便 又 は 信 書 便 に よ り 、当 該 証 明 書 の 送 付 を 求 め る こ と が で き る 。 
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ID: 248   

担当部署 : まちづくり推進課  

処 分 の 概

要 
地 縁 に よ る 団 体 の 規 約 の 変 更 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法  第 260条 の3第 2項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第67号  

【基準】 

 法 第260条 の3の 規 定 に よ る 。  
第260条 の3 認 可 地 縁 団 体 の 規 約 は 、総 構 成 員 の4分 の 3以 上 の 同 意 が あ る と き に 限 り 、変

更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 規 約 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い。 
2 前 項 の 規 定 に よ る 規 約 の 変 更 は 、 市 町 村 長 の 認 可 を 受 け な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な

い 。  
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ID: 249   

担当部署 : まちづくり推進課  

処 分 の 概

要 
地 縁 に よ る 団 体 の 解 散 後 の 財 産 の 処 分 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法  第 260条 の31第 2項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第67号  

【基準】 

 法 第260条 の31の 規 定 に よ る 。  
第260条 の31 解 散 し た 認 可 地 縁 団 体 の 財 産 は 、破 産 手 続 開 始 の 決 定 及 び 合 併 に よ る 解 散

の 場 合 を 除 き 、 規 約 で 指 定 し た 者 に 帰 属 す る 。  
2 規 約 で 権 利 の 帰 属 す べ き 者 を 指 定 せ ず 、 又 は そ の 者 を 指 定 す る 方 法 を 定 め な か つ た と

き は 、代 表 者 は 、市 町 村 長 の 認 可 を 得 て 、そ の 認 可 地 縁 団 体 の 目 的 に 類 似 す る 目 的 のた
め に 、 そ の 財 産 を 処 分 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 総 会 の 決 議 を 経 な け れ ば な ら な い。 

3 前 2項 の 規 定 に よ り 処 分 さ れ な い 財 産 は 、 市 町 村 に 帰 属 す る 。  
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ID: 250   

担当部署 : 総務課  

処 分 の 概

要 
条 例 制 定 又 は 改 廃 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法 施 行 令  第 91条 第 2項  

法 令 番 号 昭 和22年 政 令 第16号  

【基準】 

 政 令 第91条 第2項 の 規 定 に よ る 。  
第91条  
2 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ つ た と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 直 ち に 市 町 村

の 選 挙 管 理 委 員 会 に 対 し 、条 例 制 定 又 は 改 廃 請 求 代 表 者 が 選 挙 人 名 簿 に 登 録 さ れ た 者で
あ る か ど う か の 確 認 を 求 め 、 そ の 確 認 が あ つ た と き は 、 こ れ に 同 項 の 証 明 書 を 交 付 し、
か つ 、 そ の 旨 を 告 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_0251.docx 

 

ID: 251   

担当部署 : 監査委員事務局  

処 分 の 概

要 
事 務 の 監 査 の 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付 (第91条 第2項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法 施 行 令  第 99条  

法 令 番 号 昭 和22年 政 令 第16号  

【基準】 

 準 用 す る 政 令 第 91条 第2項 の 規 定 に よ る 。  
第91条  
2 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ つ た と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 直 ち に 市 町 村

の 選 挙 管 理 委 員 会 に 対 し 、条 例 制 定 又 は 改 廃 請 求 代 表 者 が 選 挙 人 名 簿 に 登 録 さ れ た 者で
あ る か ど う か の 確 認 を 求 め 、 そ の 確 認 が あ つ た と き は 、 こ れ に 同 項 の 証 明 書 を 交 付 し、
か つ 、 そ の 旨 を 告 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_0252.docx 
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担当部署 : 議会事務局  

処 分 の 概

要 
議 会 の 解 散 の 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付 (第91条 第2項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法 施 行 令  第 100条  

法 令 番 号 昭 和22年 政 令 第16号  

【基準】 

 準 用 す る 政 令 第 91条 第2項 の 規 定 に よ る 。  
第91条  
2 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ つ た と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 直 ち に 市 町 村

の 選 挙 管 理 委 員 会 に 対 し 、条 例 制 定 又 は 改 廃 請 求 代 表 者 が 選 挙 人 名 簿 に 登 録 さ れ た 者で
あ る か ど う か の 確 認 を 求 め 、 そ の 確 認 が あ つ た と き は 、 こ れ に 同 項 の 証 明 書 を 交 付 し、
か つ 、 そ の 旨 を 告 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 253   

担当部署 : 選挙管理委員会事務局  

処 分 の 概

要 
施 設 の 使 用 に 要 す る 費 用 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法 施 行 令  第 107条 第3項  

法 令 番 号 昭 和22年 政 令 第16号  

【基準】 

 政 令 第107条 第3項 の 規 定 に よ る 。  
第107条  
3 第 1項 に 規 定 す る 演 説 会 等 の 開 催 の た め の 施 設 の 使 用 に 要 す る 費 用 の 額 は 、そ の 管 理 者

に お い て 市 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会 の 承 認 を 経 て こ れ を 定 め 、あ ら か じ め 、公 示 し て お か
な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 254   

担当部署 : 議会事務局  

処 分 の 概

要 
議 会 の 議 員 の 解 職 の 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付 (第91条 第2項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法 施 行 令  第 110条  

法 令 番 号 昭 和22年 政 令 第16号  

【基準】 

 準 用 す る 政 令 第 91条 第2項 の 規 定 に よ る 。  
第91条  
2 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ つ た と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 直 ち に 市 町 村

の 選 挙 管 理 委 員 会 に 対 し 、条 例 制 定 又 は 改 廃 請 求 代 表 者 が 選 挙 人 名 簿 に 登 録 さ れ た 者で
あ る か ど う か の 確 認 を 求 め 、 そ の 確 認 が あ つ た と き は 、 こ れ に 同 項 の 証 明 書 を 交 付 し、
か つ 、 そ の 旨 を 告 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 255   

担当部署 : 選挙管理委員会事務局  

処 分 の 概

要 
施 設 の 使 用 に 要 す る 費 用 の 承 認 (第107条 第 3項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法 施 行 令  第 113条  

法 令 番 号 昭 和22年 政 令 第16号  

【基準】 

 準 用 す る 政 令 第 107条 第3項 の 規 定 に よ る 。  
第107条  
3 第 1項 に 規 定 す る 演 説 会 等 の 開 催 の た め の 施 設 の 使 用 に 要 す る 費 用 の 額 は 、そ の 管 理 者

に お い て 市 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会 の 承 認 を 経 て こ れ を 定 め 、あ ら か じ め 、公 示 し て お か
な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 



law_0255.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 256   

担当部署 : 選挙管理委員会事務局  

処 分 の 概

要 
長 の 解 職 の 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付 (第91条 第2項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法 施 行 令  第 116条  

法 令 番 号 昭 和22年 政 令 第16号  

【基準】 

 準 用 す る 政 令 第 91条 第2項 の 規 定 に よ る 。  
第91条  
2 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ つ た と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 直 ち に 市 町 村

の 選 挙 管 理 委 員 会 に 対 し 、条 例 制 定 又 は 改 廃 請 求 代 表 者 が 選 挙 人 名 簿 に 登 録 さ れ た 者で
あ る か ど う か の 確 認 を 求 め 、 そ の 確 認 が あ つ た と き は 、 こ れ に 同 項 の 証 明 書 を 交 付 し、
か つ 、 そ の 旨 を 告 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
 



law_0256.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 257   

担当部署 : 選挙管理委員会事務局  

処 分 の 概

要 
施 設 の 使 用 に 要 す る 費 用 の 承 認 (第107条 第 3項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法 施 行 令  第 116条 の2 

法 令 番 号 昭 和22年 政 令 第16号  

【基準】 

 準 用 す る 政 令 第 107条 第3項 の 規 定 に よ る 。  
第107条  
3 第 1項 に 規 定 す る 演 説 会 等 の 開 催 の た め の 施 設 の 使 用 に 要 す る 費 用 の 額 は 、そ の 管 理 者

に お い て 市 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会 の 承 認 を 経 て こ れ を 定 め 、あ ら か じ め 、公 示 し て お か
な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 



law_0257.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 258   

担当部署 : 選挙管理委員会事務局  

処 分 の 概

要 
施 設 の 使 用 に 要 す る 費 用 の 承 認 (第116条 の 2・ 第107条 第3項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法 施 行 令  第 120条  

法 令 番 号 昭 和22年 政 令 第16号  

【基準】 

 準 用 す る 政 令 第 116条 の2に お い て 準 用 す る 政 令 第107条 第3項 の 規 定 に よ る 。  
第107条  
3 第 1項 に 規 定 す る 演 説 会 等 の 開 催 の た め の 施 設 の 使 用 に 要 す る 費 用 の 額 は 、そ の 管 理 者

に お い て 市 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会 の 承 認 を 経 て こ れ を 定 め 、あ ら か じ め 、公 示 し て お か
な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 



law_0258.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 259   

担当部署 : 選挙管理委員会事務局  

処 分 の 概

要 
副 知 事 等 の 解 職 の 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付 (第91条 第 2項 の 準 用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法 施 行 令  第 121条  

法 令 番 号 昭 和22年 政 令 第16号  

【基準】 

 準 用 す る 政 令 第 91条 第2項 の 規 定 に よ る 。  
第91条  
2 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ つ た と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 直 ち に 市 町 村

の 選 挙 管 理 委 員 会 に 対 し 、条 例 制 定 又 は 改 廃 請 求 代 表 者 が 選 挙 人 名 簿 に 登 録 さ れ た 者で
あ る か ど う か の 確 認 を 求 め 、 そ の 確 認 が あ つ た と き は 、 こ れ に 同 項 の 証 明 書 を 交 付 し、
か つ 、 そ の 旨 を 告 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
臨 時 運 行 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
道 路 運 送 車 両 法  第 34条 第2項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第185号  

【基準】 

 法 第34条 及 び 第35条 の 規 定 に よ る 。  
 (臨 時 運 行 の 許 可) 
第34条  臨 時 運 行 の 許 可 を 受 け た 自 動 車 を 、当 該 自 動 車 に 係 る 臨 時 運 行 許 可 証 に 記 載 さ れ

た 目 的 及 び 経 路 に 従 つ て 運 行 の 用 に 供 す る と き は 、第4条 、第19条 、第58条 第 1項 及 び 第
66条 第 1項 の 規 定 は 、 当 該 自 動 車 に つ い て 適 用 し な い 。  

2 前 項 の 臨 時 運 行 の 許 可 は 、 地 方 運 輸 局 長 、 市 及 び 特 別 区 の 長 並 び に 政 令 で 定 め る 町 村
の 長 (「 行 政 庁 」 と い う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 )が 行 う 。  

 (許 可 基 準 等) 
第35条  前 条 の 臨 時 運 行 の 許 可 は 、当 該 自 動 車 の 試 運 転 を 行 う 場 合 、新 規 登 録 、新 規 検 査

又 は 当 該 自 動 車 検 査 証 が 有 効 で な い 自 動 車 に つ い て の 継 続 検 査 そ の 他 の 検 査 の 申 請 を
す る た め に 必 要 な 提 示 の た め の 回 送 を 行 う 場 合 そ の 他 特 に 必 要 が あ る 場 合 に 限 り 、行う
こ と が で き る 。  

2 臨 時 運 行 の 許 可 は 、 有 効 期 間 を 附 し て 行 う 。  
3 前 項 の 有 効 期 間 は 、5日 を こ え て は な ら な い 。但 し 、長 期 間 を 要 す る 回 送 の 場 合 そ の 他

特 に や む を 得 な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  
4 行 政 庁 は 、 臨 時 運 行 の 許 可 を し た と き は 、 臨 時 運 行 許 可 証 を 交 付 し 、 且 つ 、 臨 時 運 行

許 可 番 号 標 を 貸 与 し な け れ ば な ら な い 。  
5 前 項 の 臨 時 運 行 許 可 証 に は 、臨 時 運 行 の 目 的 及 び 経 路 並 び に 第 2項 の 有 効 期 間 を 記 載 し

な け れ ば な ら な い 。  
6 臨 時 運 行 の 許 可 を 受 け た 者 は 、 第 2項 の 有 効 期 間 が 満 了 し た と き は 、 そ の 日 か ら 5日 以

内 に 、 当 該 行 政 庁 に 臨 時 運 行 許 可 証 及 び 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 を 返 納 し な け れ ば な ら な
い 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
道 路 管 理 者 以 外 の 者 が 行 う 工 事 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
道 路 法  第24条  

法 令 番 号 昭 和27年 法 律 第180号  

【基準】 

 法 第24条 の 規 定 に よ る 。  
(道 路 管 理 者 以 外 の 者 の 行 う 工 事 ) 

第24条  道 路 管 理 者 以 外 の 者 は 、第 12条 、第 13条 第 3項 、第17条 第 4項 若 し く は 第 6項 か ら
第 8項 ま で 、 第 19条 か ら 第 22条 の 2ま で 、 第 48条 の19第 1項 又 は 第 48条 の 22第 1項 の 規 定
に よ る 場 合 の ほ か 、道 路 に 関 す る 工 事 の 設 計 及 び 実 施 計 画 に つ い て 道 路 管 理 者 の 承 認を
受 け て 道 路 に 関 す る 工 事 又 は 道 路 の 維 持 を 行 う こ と が で き る 。た だ し 、道 路 の 維 持 で 政
令 で 定 め る 軽 易 な も の に つ い て は 、 道 路 管 理 者 の 承 認 を 受 け る こ と を 要 し な い 。  

 
 政 令 第3条  
 (道 路 管 理 者 以 外 の 者 の 行 う 軽 易 な 道 路 の 維 持 ) 
第 3条  法 第 24条 但 書 に 規 定 す る 道 路 の 維 持 で 政 令 で 定 め る 軽 易 な も の は 、 道 路 の 損 傷 を

防 止 す る た め に 必 要 な 砂 利 又 は 土 砂 の 局 部 的 補 充 そ の 他 道 路 の 構 造 に 影 響 を 与 え な い
道 路 の 維 持 と す る 。  

 
 道 路 法 第 24条 の 承 認 及 び 第 91条 第 1項 の 許 可 に 係 る 審 査 基 準 に つ い て (平 成 6年 9月 30日

建 設 省 道 政 発 第 49号)参 照  

標 準 処 理 期

間 
15日  

備
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ID: 264   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
道 路 の 占 用 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
道 路 法  第32条 第1項  

法 令 番 号 昭 和27年 法 律 第180号  

【基準】 

 法 第32条 第1項 及 び 第2項 並 び に 第 33条 の 規 定 に よ る 。  
(道 路 の 占 用 の 許 可) 

第32条  道 路 に 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 工 作 物 、物 件 又 は 施 設 を 設 け 、継 続 し て 道路
を 使 用 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、 道 路 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
(1) 電 柱 、電 線 、変 圧 塔 、郵 便 差 出 箱 、公 衆 電 話 所 、広 告 塔 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 工 作

物  
(2) 水 管 、 下 水 道 管 、 ガ ス 管 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 物 件  
(3) 鉄 道 、 軌 道 、 自 動 運 行 補 助 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
(4) 歩 廊 、 雪 よ け そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
(5) 地 下 街 、 地 下 室 、 通 路 、 浄 化 槽 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
(6) 露 店 、 商 品 置 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
(7) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 道 路 の 構 造 又 は 交 通 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 工

作 物 、 物 件 又 は 施 設 で 政 令 で 定 め る も の  
2 前 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 左 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 道 路 管

理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 道 路 の 占 用 (道 路 に 前 項 各 号 の 一 に 掲 げ る 工 作 物 、物 件 又 は 施 設 を 設 け 、継 続 し て

道 路 を 使 用 す る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 目 的  
(2) 道 路 の 占 用 の 期 間  
(3) 道 路 の 占 用 の 場 所  
(4) 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 の 構 造  
(5) 工 事 実 施 の 方 法  
(6) 工 事 の 時 期  
(7) 道 路 の 復 旧 方 法  

 
(道 路 の 占 用 の 許 可 基 準 ) 
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第33条  道 路 管 理 者 は 、 道 路 の 占 用 が 前 条 第 1項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の で あ つ て
道 路 の 敷 地 外 に 余 地 が な い た め に や む を 得 な い も の で あ り 、か つ 、同 条 第2項 第 2号 か ら
第7号 ま で に 掲 げ る 事 項 に つ い て 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る 場 合 に 限 り 、同 条 第1項 又
は 第3項 の 許 可 を 与 え る こ と が で き る 。  

2 次 に 掲 げ る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 で 前 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る
も の の た め の 道 路 の 占 用 に つ い て は 、同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、前 条 第1項 又 は 第 3項 の
許 可 を 与 え る こ と が で き る 。  
(1) 前 条 第 1項 第5号 か ら 第7号 ま で に 掲 げ る 工 作 物 、物 件 又 は 施 設 の う ち 、高 架 の 道 路

の 路 面 下 に 設 け ら れ る 工 作 物 又 は 施 設 で 、当 該 高 架 の 道 路 の 路 面 下 の 区 域 を そ の 合 理
的 な 利 用 の 観 点 か ら 継 続 し て 使 用 す る に ふ さ わ し い と 認 め ら れ る も の  

(2) 前 条 第 1項 第5号 か ら 第7号 ま で に 掲 げ る 工 作 物 、物 件 又 は 施 設 の う ち 、高 速 自 動 車
国 道 又 は 第48条 の4に 規 定 す る 自 動 車 専 用 道 路 の 連 結 路 附 属 地 (こ れ ら の 道 路 の う ち 、
こ れ ら の 道 路 と 当 該 道 路 以 外 の 交 通 の 用 に 供 す る 通 路 そ の 他 の 施 設 と を 連 結 す る 部
分 で 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 交 通 の 用 に 供 す る も の に 附 属 す る 道 路 の 区 域 内 の 土 地 を
い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )に 設 け ら れ る こ れ ら の 道 路 の 通 行 者 の 利 便 の 増 進
に 資 す る 施 設 で 、当 該 連 結 路 附 属 地 を そ の 合 理 的 な 利 用 の 観 点 か ら 継 続 し て 使 用 す る
に ふ さ わ し い と 認 め ら れ る も の  

(3) 前 条 第 1項 第 1号 又 は 第 4号 か ら 第 7号 ま で に 掲 げ る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 の う ち 、
歩 行 者 の 利 便 の 増 進 に 資 す る も の と し て 政 令 で 定 め る も の (以 下 「 歩 行 者 利 便 増 進 施
設 等 」と い う。)で 、第48条 の 20第1項 に 規 定 す る 歩 行 者 利 便 増 進 道 路 (第48条 の21の
技 術 的 基 準 に 適 合 す る も の に 限 る 。第 48条 の 23第 1項 、第3項 及 び 第 5項 、第 48条 の24
第1項 並 び に 第 48条 の27第2項 第 2号 に お い て 同 じ 。)の 区 域 の う ち 、道 路 管 理 者 が 歩 行
者 利 便 増 進 施 設 等 の 適 正 か つ 計 画 的 な 設 置 を 誘 導 す る た め に 指 定 し た 区 域 (以 下 「 利
便 増 進 誘 導 区 域 」と い う 。)内 に 設 け ら れ る も の (道 路 の 機 能 又 は 道 路 交 通 環 境 の 維 持
及 び 向 上 を 図 る た め の 清 掃 そ の 他 の 措 置 で あ つ て 当 該 歩 行 者 利 便 増 進 施 設 等 の 設 置
に 伴 い 必 要 と な る も の が 併 せ て 講 じ ら れ る も の に 限 る 。 ) 

(4) 前 条 第 1項 第 1号 、 第 5号 又 は 第7号 に 掲 げ る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 の う ち 、 第 48条
の 29の 2第 1項 に 規 定 す る 防 災 拠 点 自 動 車 駐 車 場 内 に 設 け ら れ る 工 作 物 又 は 施 設 で 、
災 害 応 急 対 策 (災 害 対 策 基 本 法 (昭 和 36年 法 律 第 223号 )第50条 第1項 に 規 定 す る 災 害 応
急 対 策 を い う 。第 48条 の29の 2第1項 及 び 第48条 の29の5第1項 に お い て 同 じ 。)に 資 す
る も の と し て 政 令 で 定 め る も の  

(5) 前 条 第 1項 第 1号 、 第 4号 又 は 第 7号 に 掲 げ る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 の う ち 、 並 木 、
街 灯 そ の 他 道 路 (高 速 自 動 車 国 道 及 び 第 48条 の4に 規 定 す る 自 動 車 専 用 道 路 を 除 く 。以
下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )の 管 理 上 当 該 道 路 の 区 域 内 に 設 け る こ と が 必 要 な も の と し
て 政 令 で 定 め る 工 作 物 又 は 施 設 で 、道 路 交 通 環 境 の 向 上 を 図 る 活 動 を 行 う こ と を 目 的
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と す る 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 (平 成 10年 法 律 第 7号 )第 2条 第 2項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利
活 動 法 人 そ の 他 の 営 利 を 目 的 と し な い 法 人 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 国 土 交 通 省
令 で 定 め る 者 が 設 け る も の  

(6) 前 条 第 1項 第 3号 に 掲 げ る 自 動 運 行 補 助 施 設 で 、 自 動 車 の 自 動 運 転 に 係 る 技 術 の 活
用 に よ る 地 域 に お け る 持 続 可 能 な 公 共 交 通 網 の 形 成 又 は 物 資 の 流 通 の 確 保 、自 動 車 技
術 の 発 達 そ の 他 安 全 か つ 円 滑 な 道 路 の 交 通 の 確 保 を 図 る 活 動 を 行 う こ と を 目 的 と す
る 法 人 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 者 が 設 け る も の  

3 道 路 管 理 者 は 、 利 便 増 進 誘 導 区 域 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 利 便
増 進 誘 導 区 域 を 管 轄 す る 警 察 署 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

4 道 路 管 理 者 は 、 利 便 増 進 誘 導 区 域 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を
公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

5 前 2項 の 規 定 は 、 利 便 増 進 誘 導 区 域 の 指 定 の 変 更 又 は 解 除 に つ い て 準 用 す る 。  
6 第 2項 の 規 定 に よ る 許 可 (同 項 第3号 に 係 る も の に 限 る 。)に 係 る 前 条 第2項 及 び 第 87条 第

1項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、前 条 第 2項 中「 申 請 書 を 」と あ る の は「 申 請 書 に 、次 条 第
2項 第 3号 の 措 置 を 記 載 し た 書 面 を 添 付 し て 、」と 、第87条 第 1項 中「 円 滑 な 交 通 を 確 保 す
る 」と あ る の は「 円 滑 な 交 通 を 確 保 し 、又 は 道 路 の 機 能 若 し く は 道 路 交 通 環 境 の 維 持及
び 向 上 を 図 る 」 と す る 。  

 
 「 行 政 手 続 の 公 正 及 び 透 明 性 の 確 保 に 関 す る 調 査 結 果 に 基 づ く 勧 告 」 に つ い て (平 成 11

年7月 26日)建 設 省 道 利 第3号 )参 照  

標 準 処 理 期

間 
7日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 265   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
道 路 の 占 用 の 変 更 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
道 路 法  第32条 第3項  

法 令 番 号 昭 和27年 法 律 第180号  

【基準】 

 法 第 32条 第 1項 の 道 路 の 占 用 の 許 可 と 同 様 に 法 第 32条 第 1項 及 び 第 2項 並 び に 第 33条 の
規 定 に よ る 。  
(道 路 の 占 用 の 許 可) 

第32条  道 路 に 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 工 作 物 、物 件 又 は 施 設 を 設 け 、継 続 し て 道路
を 使 用 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、 道 路 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
(1) 電 柱 、電 線 、変 圧 塔 、郵 便 差 出 箱 、公 衆 電 話 所 、広 告 塔 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 工 作

物  
(2) 水 管 、 下 水 道 管 、 ガ ス 管 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 物 件  
(3) 鉄 道 、 軌 道 、 自 動 運 行 補 助 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
(4) 歩 廊 、 雪 よ け そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
(5) 地 下 街 、 地 下 室 、 通 路 、 浄 化 槽 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
(6) 露 店 、 商 品 置 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
(7) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 道 路 の 構 造 又 は 交 通 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 工

作 物 、 物 件 又 は 施 設 で 政 令 で 定 め る も の  
2 前 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 左 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 道 路 管

理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 道 路 の 占 用 (道 路 に 前 項 各 号 の 一 に 掲 げ る 工 作 物 、物 件 又 は 施 設 を 設 け 、継 続 し て

道 路 を 使 用 す る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 目 的  
(2) 道 路 の 占 用 の 期 間  
(3) 道 路 の 占 用 の 場 所  
(4) 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 の 構 造  
(5) 工 事 実 施 の 方 法  
(6) 工 事 の 時 期  
(7) 道 路 の 復 旧 方 法  

3 第 1項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け た 者 (以 下「 道 路 占 用 者 」と い う 。)は 、前 項 各 号 に 掲 げ
る 事 項 を 変 更 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、そ の 変 更 が 道 路 の 構 造 又 は 交 通 に 支 障 を及
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ぼ す 虞 の な い と 認 め ら れ る 軽 易 な も の で 政 令 で 定 め る も の で あ る 場 合 を 除 く 外 、あ らか
じ め 道 路 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 
(道 路 の 占 用 の 許 可 基 準 ) 

第33条  道 路 管 理 者 は 、 道 路 の 占 用 が 前 条 第 1項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の で あ つ て
道 路 の 敷 地 外 に 余 地 が な い た め に や む を 得 な い も の で あ り 、か つ 、同 条 第2項 第 2号 か ら
第7号 ま で に 掲 げ る 事 項 に つ い て 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る 場 合 に 限 り 、同 条 第1項 又
は 第3項 の 許 可 を 与 え る こ と が で き る 。  

2 次 に 掲 げ る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 で 前 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る
も の の た め の 道 路 の 占 用 に つ い て は 、同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、前 条 第1項 又 は 第 3項 の
許 可 を 与 え る こ と が で き る 。  
(1) 前 条 第 1項 第5号 か ら 第7号 ま で に 掲 げ る 工 作 物 、物 件 又 は 施 設 の う ち 、高 架 の 道 路

の 路 面 下 に 設 け ら れ る 工 作 物 又 は 施 設 で 、当 該 高 架 の 道 路 の 路 面 下 の 区 域 を そ の 合 理
的 な 利 用 の 観 点 か ら 継 続 し て 使 用 す る に ふ さ わ し い と 認 め ら れ る も の  

(2) 前 条 第 1項 第5号 か ら 第7号 ま で に 掲 げ る 工 作 物 、物 件 又 は 施 設 の う ち 、高 速 自 動 車
国 道 又 は 第48条 の4に 規 定 す る 自 動 車 専 用 道 路 の 連 結 路 附 属 地 (こ れ ら の 道 路 の う ち 、
こ れ ら の 道 路 と 当 該 道 路 以 外 の 交 通 の 用 に 供 す る 通 路 そ の 他 の 施 設 と を 連 結 す る 部
分 で 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 交 通 の 用 に 供 す る も の に 附 属 す る 道 路 の 区 域 内 の 土 地 を
い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )に 設 け ら れ る こ れ ら の 道 路 の 通 行 者 の 利 便 の 増 進
に 資 す る 施 設 で 、当 該 連 結 路 附 属 地 を そ の 合 理 的 な 利 用 の 観 点 か ら 継 続 し て 使 用 す る
に ふ さ わ し い と 認 め ら れ る も の  

(3) 前 条 第 1項 第 1号 又 は 第 4号 か ら 第 7号 ま で に 掲 げ る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 の う ち 、
歩 行 者 の 利 便 の 増 進 に 資 す る も の と し て 政 令 で 定 め る も の (以 下 「 歩 行 者 利 便 増 進 施
設 等 」と い う。)で 、第48条 の 20第1項 に 規 定 す る 歩 行 者 利 便 増 進 道 路 (第48条 の21の
技 術 的 基 準 に 適 合 す る も の に 限 る 。第 48条 の 23第 1項 、第3項 及 び 第 5項 、第 48条 の24
第1項 並 び に 第 48条 の27第2項 第 2号 に お い て 同 じ 。)の 区 域 の う ち 、道 路 管 理 者 が 歩 行
者 利 便 増 進 施 設 等 の 適 正 か つ 計 画 的 な 設 置 を 誘 導 す る た め に 指 定 し た 区 域 (以 下 「 利
便 増 進 誘 導 区 域 」と い う 。)内 に 設 け ら れ る も の (道 路 の 機 能 又 は 道 路 交 通 環 境 の 維 持
及 び 向 上 を 図 る た め の 清 掃 そ の 他 の 措 置 で あ つ て 当 該 歩 行 者 利 便 増 進 施 設 等 の 設 置
に 伴 い 必 要 と な る も の が 併 せ て 講 じ ら れ る も の に 限 る 。 ) 

(4) 前 条 第 1項 第 1号 、 第 5号 又 は 第7号 に 掲 げ る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 の う ち 、 第 48条
の 29の 2第 1項 に 規 定 す る 防 災 拠 点 自 動 車 駐 車 場 内 に 設 け ら れ る 工 作 物 又 は 施 設 で 、
災 害 応 急 対 策 (災 害 対 策 基 本 法 (昭 和 36年 法 律 第 223号 )第50条 第1項 に 規 定 す る 災 害 応
急 対 策 を い う 。第 48条 の29の 2第1項 及 び 第48条 の29の5第1項 に お い て 同 じ 。)に 資 す
る も の と し て 政 令 で 定 め る も の  
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(5) 前 条 第 1項 第 1号 、 第 4号 又 は 第 7号 に 掲 げ る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 の う ち 、 並 木 、
街 灯 そ の 他 道 路 (高 速 自 動 車 国 道 及 び 第 48条 の4に 規 定 す る 自 動 車 専 用 道 路 を 除 く 。以
下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )の 管 理 上 当 該 道 路 の 区 域 内 に 設 け る こ と が 必 要 な も の と し
て 政 令 で 定 め る 工 作 物 又 は 施 設 で 、道 路 交 通 環 境 の 向 上 を 図 る 活 動 を 行 う こ と を 目 的
と す る 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 (平 成 10年 法 律 第 7号 )第 2条 第 2項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利
活 動 法 人 そ の 他 の 営 利 を 目 的 と し な い 法 人 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 国 土 交 通 省
令 で 定 め る 者 が 設 け る も の  

(6) 前 条 第 1項 第 3号 に 掲 げ る 自 動 運 行 補 助 施 設 で 、 自 動 車 の 自 動 運 転 に 係 る 技 術 の 活
用 に よ る 地 域 に お け る 持 続 可 能 な 公 共 交 通 網 の 形 成 又 は 物 資 の 流 通 の 確 保 、自 動 車 技
術 の 発 達 そ の 他 安 全 か つ 円 滑 な 道 路 の 交 通 の 確 保 を 図 る 活 動 を 行 う こ と を 目 的 と す
る 法 人 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 者 が 設 け る も の  

3 道 路 管 理 者 は 、 利 便 増 進 誘 導 区 域 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 利 便
増 進 誘 導 区 域 を 管 轄 す る 警 察 署 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

4 道 路 管 理 者 は 、 利 便 増 進 誘 導 区 域 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を
公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

5 前 2項 の 規 定 は 、 利 便 増 進 誘 導 区 域 の 指 定 の 変 更 又 は 解 除 に つ い て 準 用 す る 。  
6 第 2項 の 規 定 に よ る 許 可 (同 項 第3号 に 係 る も の に 限 る 。)に 係 る 前 条 第2項 及 び 第 87条 第

1項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、前 条 第 2項 中「 申 請 書 を 」と あ る の は「 申 請 書 に 、次 条 第
2項 第 3号 の 措 置 を 記 載 し た 書 面 を 添 付 し て 、」と 、第87条 第 1項 中「 円 滑 な 交 通 を 確 保 す
る 」と あ る の は「 円 滑 な 交 通 を 確 保 し 、又 は 道 路 の 機 能 若 し く は 道 路 交 通 環 境 の 維 持及
び 向 上 を 図 る 」 と す る 。  

 
標 準 処 理 期

間 
7日  

備

考 
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ID: 266   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
限 度 超 過 車 両 の 通 行 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
道 路 法  第47条 の2第1項  

法 令 番 号 昭 和27年 法 律 第180号  

【基準】 

 法 第47条 の2第1項 の 規 定 に よ る 。  
(限 度 超 過 車 両 の 通 行 の 許 可 等 ) 

第47条 の 2 道 路 管 理 者 は 、 車 両 の 構 造 又 は 車 両 に 積 載 す る 貨 物 が 特 殊 で あ る た め や む を
得 な い と 認 め る と き は 、前 条 第2項 の 規 定 又 は 同 条 第3項 の 規 定 に よ る 禁 止 若 し く は 制限
に か か わ ら ず 、当 該 車 両 を 通 行 さ せ よ う と す る 者 の 申 請 に 基 づ い て 、通 行 経 路 、通 行時
間 等 に つ い て 、道 路 の 構 造 を 保 全 し 、又 は 交 通 の 危 険 を 防 止 す る た め 必 要 な 条 件 を 付 し
て 、 同 条 第 1項 の 政 令 で 定 め る 最 高 限 度 又 は 同 条 第 3項 に 規 定 す る 限 度 を 超 え る 車 両 (以
下 「 限 度 超 過 車 両 」 と い う 。 )の 通 行 を 許 可 す る こ と が で き る 。  

 
 車 両 の 通 行 の 制 限 に つ い て (昭 和53年12月1日 建 設 省 道 交 発 第 96号 ) 
 特 殊 な 車 両 の 通 行 の 許 可 に 関 す る 事 務 の 具 体 的 処 理 に つ い て (昭 和 53年 12月 1日 建 設 省

道 交 発 第97号)参 照  

標 準 処 理 期

間 
7日  

備

考 
 



law_0266.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_0269.docx 

 

ID: 269   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
区 域 決 定 後 、 権 原 取 得 前 の 形 質 変 更 等 の 許 可 (道 路) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
道 路 法  第91条 第1項  

法 令 番 号 昭 和27年 法 律 第180号  

【基準】 

 法 第91条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (道 路 予 定 区 域) 
第 91条  第 18条 第 1項 の 規 定 に よ り 道 路 の 区 域 が 決 定 さ れ た 後 道 路 の 供 用 が 開 始 さ れ る

ま で の 間 は 、 何 人 も 、 道 路 管 理 者 (国 土 交 通 大 臣 が 自 ら 道 路 の 新 設 又 は 改 築 を 行 う 場 合
に お け る 国 土 交 通 大 臣 を 含 む 。以 下 こ の 条 及 び 第96条 第5項 後 段 に お い て 同 じ 。)が 当 該
区 域 に つ い て の 土 地 に 関 す る 権 原 を 取 得 す る 前 に お い て も 、道 路 管 理 者 の 許 可 を 受 けな
け れ ば 、 当 該 区 域 内 に お い て 土 地 の 形 質 を 変 更 し 、 工 作 物 を 新 築 し 、 改 築 し 、 増 築 し、
若 し く は 大 修 繕 し 、 又 は 物 件 を 付 加 増 置 し て は な ら な い 。  

 
 道 路 法 第 24条 の 承 認 及 び 第 91条 第 1項 の 許 可 に 係 る 審 査 基 準 に つ い て (平 成 6年 9月 30日

建 設 省 道 政 発 第 49号)参 照  

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
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ID: 270   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 

道 路 予 定 区 域 に お け る 占 用 許 可 、 占 用 の 変 更 許 可 (第 32条 第 1項 及 び 第 3項 の
準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
道 路 法  第91条 第2項  

法 令 番 号 昭 和27年 法 律 第180号  

【基準】 

 準 用 す る 法 第 32条 第 1項 及 び 第 3項 と 同 様 に 法 第 32条 第 1項 及 び 第 2項 並 び に 第 33条 の 規
定 に よ る 。  
(道 路 の 占 用 の 許 可) 

第32条  道 路 に 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 工 作 物 、物 件 又 は 施 設 を 設 け 、継 続 し て 道路
を 使 用 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、 道 路 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
(1) 電 柱 、電 線 、変 圧 塔 、郵 便 差 出 箱 、公 衆 電 話 所 、広 告 塔 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 工 作

物  
(2) 水 管 、 下 水 道 管 、 ガ ス 管 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 物 件  
(3) 鉄 道 、 軌 道 、 自 動 運 行 補 助 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
(4) 歩 廊 、 雪 よ け そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
(5) 地 下 街 、 地 下 室 、 通 路 、 浄 化 槽 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
(6) 露 店 、 商 品 置 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
(7) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 道 路 の 構 造 又 は 交 通 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 工

作 物 、 物 件 又 は 施 設 で 政 令 で 定 め る も の  
2 前 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 左 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 道 路 管

理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 道 路 の 占 用 (道 路 に 前 項 各 号 の 一 に 掲 げ る 工 作 物 、物 件 又 は 施 設 を 設 け 、継 続 し て

道 路 を 使 用 す る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 目 的  
(2) 道 路 の 占 用 の 期 間  
(3) 道 路 の 占 用 の 場 所  
(4) 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 の 構 造  
(5) 工 事 実 施 の 方 法  
(6) 工 事 の 時 期  
(7) 道 路 の 復 旧 方 法  

3 第 1項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け た 者 (以 下「 道 路 占 用 者 」と い う 。)は 、前 項 各 号 に 掲 げ
る 事 項 を 変 更 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、そ の 変 更 が 道 路 の 構 造 又 は 交 通 に 支 障 を及
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ぼ す 虞 の な い と 認 め ら れ る 軽 易 な も の で 政 令 で 定 め る も の で あ る 場 合 を 除 く 外 、あ らか
じ め 道 路 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 
(道 路 の 占 用 の 許 可 基 準 ) 

第33条  道 路 管 理 者 は 、 道 路 の 占 用 が 前 条 第 1項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の で あ つ て
道 路 の 敷 地 外 に 余 地 が な い た め に や む を 得 な い も の で あ り 、か つ 、同 条 第2項 第 2号 か ら
第7号 ま で に 掲 げ る 事 項 に つ い て 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る 場 合 に 限 り 、同 条 第1項 又
は 第3項 の 許 可 を 与 え る こ と が で き る 。  

2 次 に 掲 げ る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 で 前 項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る
も の の た め の 道 路 の 占 用 に つ い て は 、同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、前 条 第1項 又 は 第 3項 の
許 可 を 与 え る こ と が で き る 。  
(1) 前 条 第 1項 第5号 か ら 第7号 ま で に 掲 げ る 工 作 物 、物 件 又 は 施 設 の う ち 、高 架 の 道 路

の 路 面 下 に 設 け ら れ る 工 作 物 又 は 施 設 で 、当 該 高 架 の 道 路 の 路 面 下 の 区 域 を そ の 合 理
的 な 利 用 の 観 点 か ら 継 続 し て 使 用 す る に ふ さ わ し い と 認 め ら れ る も の  

(2) 前 条 第 1項 第5号 か ら 第7号 ま で に 掲 げ る 工 作 物 、物 件 又 は 施 設 の う ち 、高 速 自 動 車
国 道 又 は 第48条 の4に 規 定 す る 自 動 車 専 用 道 路 の 連 結 路 附 属 地 (こ れ ら の 道 路 の う ち 、
こ れ ら の 道 路 と 当 該 道 路 以 外 の 交 通 の 用 に 供 す る 通 路 そ の 他 の 施 設 と を 連 結 す る 部
分 で 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 交 通 の 用 に 供 す る も の に 附 属 す る 道 路 の 区 域 内 の 土 地 を
い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )に 設 け ら れ る こ れ ら の 道 路 の 通 行 者 の 利 便 の 増 進
に 資 す る 施 設 で 、当 該 連 結 路 附 属 地 を そ の 合 理 的 な 利 用 の 観 点 か ら 継 続 し て 使 用 す る
に ふ さ わ し い と 認 め ら れ る も の  

(3) 前 条 第 1項 第 1号 又 は 第 4号 か ら 第 7号 ま で に 掲 げ る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 の う ち 、
歩 行 者 の 利 便 の 増 進 に 資 す る も の と し て 政 令 で 定 め る も の (以 下 「 歩 行 者 利 便 増 進 施
設 等 」と い う。)で 、第48条 の 20第1項 に 規 定 す る 歩 行 者 利 便 増 進 道 路 (第48条 の21の
技 術 的 基 準 に 適 合 す る も の に 限 る 。第 48条 の 23第 1項 、第3項 及 び 第 5項 、第 48条 の24
第1項 並 び に 第 48条 の27第2項 第 2号 に お い て 同 じ 。)の 区 域 の う ち 、道 路 管 理 者 が 歩 行
者 利 便 増 進 施 設 等 の 適 正 か つ 計 画 的 な 設 置 を 誘 導 す る た め に 指 定 し た 区 域 (以 下 「 利
便 増 進 誘 導 区 域 」と い う 。)内 に 設 け ら れ る も の (道 路 の 機 能 又 は 道 路 交 通 環 境 の 維 持
及 び 向 上 を 図 る た め の 清 掃 そ の 他 の 措 置 で あ つ て 当 該 歩 行 者 利 便 増 進 施 設 等 の 設 置
に 伴 い 必 要 と な る も の が 併 せ て 講 じ ら れ る も の に 限 る 。 ) 

(4) 前 条 第 1項 第 1号 、 第 5号 又 は 第7号 に 掲 げ る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 の う ち 、 第 48条
の 29の 2第 1項 に 規 定 す る 防 災 拠 点 自 動 車 駐 車 場 内 に 設 け ら れ る 工 作 物 又 は 施 設 で 、
災 害 応 急 対 策 (災 害 対 策 基 本 法 (昭 和 36年 法 律 第 223号 )第50条 第1項 に 規 定 す る 災 害 応
急 対 策 を い う 。第 48条 の29の 2第1項 及 び 第48条 の29の5第1項 に お い て 同 じ 。)に 資 す
る も の と し て 政 令 で 定 め る も の  
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(5) 前 条 第 1項 第 1号 、 第 4号 又 は 第 7号 に 掲 げ る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 の う ち 、 並 木 、
街 灯 そ の 他 道 路 (高 速 自 動 車 国 道 及 び 第 48条 の4に 規 定 す る 自 動 車 専 用 道 路 を 除 く 。以
下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )の 管 理 上 当 該 道 路 の 区 域 内 に 設 け る こ と が 必 要 な も の と し
て 政 令 で 定 め る 工 作 物 又 は 施 設 で 、道 路 交 通 環 境 の 向 上 を 図 る 活 動 を 行 う こ と を 目 的
と す る 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 (平 成 10年 法 律 第 7号 )第 2条 第 2項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利
活 動 法 人 そ の 他 の 営 利 を 目 的 と し な い 法 人 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 国 土 交 通 省
令 で 定 め る 者 が 設 け る も の  

(6) 前 条 第 1項 第 3号 に 掲 げ る 自 動 運 行 補 助 施 設 で 、 自 動 車 の 自 動 運 転 に 係 る 技 術 の 活
用 に よ る 地 域 に お け る 持 続 可 能 な 公 共 交 通 網 の 形 成 又 は 物 資 の 流 通 の 確 保 、自 動 車 技
術 の 発 達 そ の 他 安 全 か つ 円 滑 な 道 路 の 交 通 の 確 保 を 図 る 活 動 を 行 う こ と を 目 的 と す
る 法 人 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 者 が 設 け る も の  

3 道 路 管 理 者 は 、 利 便 増 進 誘 導 区 域 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 利 便
増 進 誘 導 区 域 を 管 轄 す る 警 察 署 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

4 道 路 管 理 者 は 、 利 便 増 進 誘 導 区 域 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を
公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

5 前 2項 の 規 定 は 、 利 便 増 進 誘 導 区 域 の 指 定 の 変 更 又 は 解 除 に つ い て 準 用 す る 。  
6 第 2項 の 規 定 に よ る 許 可 (同 項 第3号 に 係 る も の に 限 る 。)に 係 る 前 条 第2項 及 び 第 87条 第

1項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、前 条 第 2項 中「 申 請 書 を 」と あ る の は「 申 請 書 に 、次 条 第
2項 第 3号 の 措 置 を 記 載 し た 書 面 を 添 付 し て 、」と 、第87条 第 1項 中「 円 滑 な 交 通 を 確 保 す
る 」と あ る の は「 円 滑 な 交 通 を 確 保 し 、又 は 道 路 の 機 能 若 し く は 道 路 交 通 環 境 の 維 持及
び 向 上 を 図 る 」 と す る 。  

 
標 準 処 理 期

間 
7日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 271-1   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
農 業 経 営 の 改 善 及 び 安 定 の た め の 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 

特 定 農 山 村 地 域 に お け る 農 林 業 等 の 活 性 化 の た め の 基 盤 整 備 の 促 進 に 関 す
る 法 律  第5条  

法 令 番 号 平 成5年 法 律 第 72号  

【基準】 

 法 第5条 の 規 定 に よ る 。  
 (農 業 経 営 の 改 善 及 び 安 定 の た め の 計 画 の 認 定 ) 
第5条  基 盤 整 備 計 画 を 作 成 し た 市 町 村 (以 下「 計 画 作 成 市 町 村 」と い う 。)は 、農 業 者 の 組

織 す る 団 体 か ら 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 作 成 し た 新 規 の 作 物 の 導 入
そ の 他 生 産 方 式 の 改 善 に よ る 当 該 団 体 の 構 成 員 の 農 業 経 営 の 改 善 及 び 安 定 を 図 る た め
の 措 置 の 実 施 並 び に 当 該 措 置 の 実 施 に 必 要 な 施 設 (農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。
以 下 「 特 定 施 設 」 と い う 。 )の 整 備 に 関 す る 計 画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 の 申 請 が あ っ た
場 合 に お い て 、そ の 計 画 が 、基 盤 整 備 計 画 に 即 し た も の で あ る こ と 、そ の 計 画 に 従 って
農 業 経 営 の 改 善 及 び 安 定 を 図 ろ う と す る 構 成 員 (以 下「 参 加 構 成 員 」と い う 。)の 農 業 経
営 の 改 善 及 び 安 定 を 図 る 上 で 有 効 か つ 適 切 で あ る こ と そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 基
準 に 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、そ の 計 画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を す る も のと
す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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【 共 通 担 当 部 署 】  
農 政 課  
耕 地 林 務 課  
 
設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 271-2   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
農 業 経 営 の 改 善 及 び 安 定 の た め の 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 

特 定 農 山 村 地 域 に お け る 農 林 業 等 の 活 性 化 の た め の 基 盤 整 備 の 促 進 に 関 す
る 法 律  第5条  

法 令 番 号 平 成5年 法 律 第 72号  

【基準】 

 法 第5条 の 規 定 に よ る 。  
 (農 業 経 営 の 改 善 及 び 安 定 の た め の 計 画 の 認 定 ) 
第5条  基 盤 整 備 計 画 を 作 成 し た 市 町 村 (以 下「 計 画 作 成 市 町 村 」と い う 。)は 、農 業 者 の 組

織 す る 団 体 か ら 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 作 成 し た 新 規 の 作 物 の 導 入
そ の 他 生 産 方 式 の 改 善 に よ る 当 該 団 体 の 構 成 員 の 農 業 経 営 の 改 善 及 び 安 定 を 図 る た め
の 措 置 の 実 施 並 び に 当 該 措 置 の 実 施 に 必 要 な 施 設 (農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。
以 下 「 特 定 施 設 」 と い う 。 )の 整 備 に 関 す る 計 画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 の 申 請 が あ っ た
場 合 に お い て 、そ の 計 画 が 、基 盤 整 備 計 画 に 即 し た も の で あ る こ と 、そ の 計 画 に 従 って
農 業 経 営 の 改 善 及 び 安 定 を 図 ろ う と す る 構 成 員 (以 下「 参 加 構 成 員 」と い う 。)の 農 業 経
営 の 改 善 及 び 安 定 を 図 る 上 で 有 効 か つ 適 切 で あ る こ と そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 基
準 に 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、そ の 計 画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を す る も のと
す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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【 共 通 担 当 部 署 】  
農 政 課  
耕 地 林 務 課  
 
設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 272-1   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
農 林 業 等 活 性 化 基 盤 施 設 設 置 事 業 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 

特 定 農 山 村 地 域 に お け る 農 林 業 等 の 活 性 化 の た め の 基 盤 整 備 の 促 進 に 関 す
る 法 律  第7条  

法 令 番 号 平 成5年 法 律 第 72号  

【基準】 

 法 第7条 の 規 定 に よ る 。  
 (農 林 業 等 活 性 化 基 盤 施 設 設 置 事 業 計 画 の 認 定 ) 
第 7条  計 画 作 成 市 町 村 は 、 農 林 業 等 活 性 化 基 盤 施 設 (特 定 施 設 を 除 く 。 )の 設 置 に 係 る 事

業 を 行 お う と す る 者 か ら 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 作 成 し た そ の 事 業 に 関
す る 計 画 (以 下「 事 業 計 画 」と い う 。)が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い
て 、そ の 事 業 計 画 が 基 盤 整 備 計 画 に 即 し た も の で あ る こ と そ の 他 主 務 省 令 で 定 め る 基準
に 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、そ の 事 業 計 画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を す る もの
と す る 。  

 
 省 令 第5条 の 規 定 に よ る 。  
 (農 林 業 等 活 性 化 基 盤 施 設 設 置 事 業 計 画 の 認 定 基 準 ) 
第5条  法 第 7条 の 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 は 、当 該 農 林 業 等 活 性 化 基 盤 施 設 設 置 事 業 計 画 の

達 成 さ れ る こ と が 確 実 で あ る こ と と す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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【 共 通 担 当 部 署 】  
農 政 課  
耕 地 林 務 課  
 
設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 272-2   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
農 林 業 等 活 性 化 基 盤 施 設 設 置 事 業 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 

特 定 農 山 村 地 域 に お け る 農 林 業 等 の 活 性 化 の た め の 基 盤 整 備 の 促 進 に 関 す
る 法 律  第7条  

法 令 番 号 平 成5年 法 律 第 72号  

【基準】 

 法 第7条 の 規 定 に よ る 。  
 (農 林 業 等 活 性 化 基 盤 施 設 設 置 事 業 計 画 の 認 定 ) 
第 7条  計 画 作 成 市 町 村 は 、 農 林 業 等 活 性 化 基 盤 施 設 (特 定 施 設 を 除 く 。 )の 設 置 に 係 る 事

業 を 行 お う と す る 者 か ら 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 作 成 し た そ の 事 業 に 関
す る 計 画 (以 下「 事 業 計 画 」と い う 。)が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い
て 、そ の 事 業 計 画 が 基 盤 整 備 計 画 に 即 し た も の で あ る こ と そ の 他 主 務 省 令 で 定 め る 基準
に 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、そ の 事 業 計 画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を す る もの
と す る 。  

 
 省 令 第5条 の 規 定 に よ る 。  
 (農 林 業 等 活 性 化 基 盤 施 設 設 置 事 業 計 画 の 認 定 基 準 ) 
第5条  法 第 7条 の 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 は 、当 該 農 林 業 等 活 性 化 基 盤 施 設 設 置 事 業 計 画 の

達 成 さ れ る こ と が 確 実 で あ る こ と と す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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【 共 通 担 当 部 署 】  
農 政 課  
耕 地 林 務 課  
 
設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 273   

担当部署 : 農業委員会事務局  

処 分 の 概

要 
特 定 農 地 貸 付 け に 関 す る 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 定 農 地 貸 付 け に 関 す る 農 地 法 等 の 特 例 に 関 す る 法 律  第 3条 第3項  

法 令 番 号 平 成 元 年 法 律 第 58号  

【基準】 

 法 第3条 の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 農 地 貸 付 け の 承 認 ) 
第 3条  特 定 農 地 貸 付 け を 行 お う と す る 者 は 、 そ の 特 定 農 地 貸 付 け に つ い て 、 申 請 書 に 貸

付 規 程 (地 方 公 共 団 体 及 び 農 業 協 同 組 合 以 外 の 者 に あ っ て は 、貸 付 規 程 及 び 貸 付 協 定 )を
添 え て そ の 特 定 農 地 貸 付 け に 係 る 農 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 農 業 委 員 会 (農 業 委 員 会 等 に
関 す る 法 律 (昭 和 26年 法 律 第 88号 )第3条 第 1項 た だ し 書 又 は 第 5項 の 規 定 に よ り 農 業 委 員
会 を 置 か な い 市 町 村 に あ っ て は 、市 町 村 長 。以 下 同 じ 。)に 提 出 し て 、第 3項 の 規 定 に よ
る 承 認 を 求 め る こ と が で き る 。  

2 前 項 の 貸 付 規 程 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 特 定 農 地 貸 付 け の 用 に 供 す る 農 地 の 所 在 、 地 番 及 び 面 積  
(2) 特 定 農 地 貸 付 け を 受 け る 者 の 募 集 及 び 選 考 の 方 法  
(3) 特 定 農 地 貸 付 け に 係 る 農 地 の 貸 付 け の 期 間 そ の 他 の 条 件  
(4) 特 定 農 地 貸 付 け に 係 る 農 地 の 適 切 な 利 用 を 確 保 す る た め の 方 法  
(5) そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項  

3 農 業 委 員 会 は 、第 1項 の 承 認 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、そ の 申 請 が 次 に 掲 げ る 要件
に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 そ の 旨 の 承 認 を す る も の と す る 。  
(1) 前 項 第 1号 に 規 定 す る 農 地 の 周 辺 の 地 域 に お け る 農 用 地 (耕 作 の 目 的 又 は 主 と し て

耕 作 若 し く は 養 畜 の 事 業 の た め の 採 草 若 し く は 家 畜 の 放 牧 の 目 的 に 供 さ れ る 土 地 を
い う 。 )の 農 業 上 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 を 確 保 す る 見 地 か ら み て 、 当 該 農 地 が 適
切 な 位 置 に あ り 、 か つ 、 妥 当 な 規 模 を 超 え な い も の で あ る こ と 。  

(2) 特 定 農 地 貸 付 け を 受 け る 者 の 募 集 及 び 選 考 の 方 法 が 公 平 か つ 適 正 な も の で あ る こ
と 。  

(3) 前 項 第 3号 か ら 第 5号 ま で に 掲 げ る 事 項 が 特 定 農 地 貸 付 け の 適 正 か つ 円 滑 な 実 施 を
確 保 す る た め に 有 効 か つ 適 切 な も の で あ る こ と 。  

(4) そ の 他 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
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4 前 3項 に 規 定 す る も の の ほ か 、前 項 の 承 認 及 び そ の 取 消 し に 関 し 必 要 な 事 項 は 、政 令で
定 め る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 274   

担当部署 : 農業委員会事務局  

処 分 の 概

要 
特 定 農 地 貸 付 け の 変 更 の 承 認 (第3条 第3項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 定 農 地 貸 付 け に 関 す る 農 地 法 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 施 行 令  第 4条 第1項  

法 令 番 号 平 成 元 年 政 令 第 258号  

【基準】 

 準 用 す る 法 第 3条 第3項 と 同 様 に 法 第 3条 の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 農 地 貸 付 け の 承 認 ) 
第 3条  特 定 農 地 貸 付 け を 行 お う と す る 者 は 、 そ の 特 定 農 地 貸 付 け に つ い て 、 申 請 書 に 貸

付 規 程 (地 方 公 共 団 体 及 び 農 業 協 同 組 合 以 外 の 者 に あ っ て は 、貸 付 規 程 及 び 貸 付 協 定 )を
添 え て そ の 特 定 農 地 貸 付 け に 係 る 農 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 農 業 委 員 会 (農 業 委 員 会 等 に
関 す る 法 律 (昭 和 26年 法 律 第 88号 )第3条 第 1項 た だ し 書 又 は 第 5項 の 規 定 に よ り 農 業 委 員
会 を 置 か な い 市 町 村 に あ っ て は 、市 町 村 長 。以 下 同 じ 。)に 提 出 し て 、第 3項 の 規 定 に よ
る 承 認 を 求 め る こ と が で き る 。  

2 前 項 の 貸 付 規 程 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 特 定 農 地 貸 付 け の 用 に 供 す る 農 地 の 所 在 、 地 番 及 び 面 積  
(2) 特 定 農 地 貸 付 け を 受 け る 者 の 募 集 及 び 選 考 の 方 法  
(3) 特 定 農 地 貸 付 け に 係 る 農 地 の 貸 付 け の 期 間 そ の 他 の 条 件  
(4) 特 定 農 地 貸 付 け に 係 る 農 地 の 適 切 な 利 用 を 確 保 す る た め の 方 法  
(5) そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項  

3 農 業 委 員 会 は 、第 1項 の 承 認 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、そ の 申 請 が 次 に 掲 げ る 要件
に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 そ の 旨 の 承 認 を す る も の と す る 。  
(1) 前 項 第 1号 に 規 定 す る 農 地 の 周 辺 の 地 域 に お け る 農 用 地 (耕 作 の 目 的 又 は 主 と し て

耕 作 若 し く は 養 畜 の 事 業 の た め の 採 草 若 し く は 家 畜 の 放 牧 の 目 的 に 供 さ れ る 土 地 を
い う 。 )の 農 業 上 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 を 確 保 す る 見 地 か ら み て 、 当 該 農 地 が 適
切 な 位 置 に あ り 、 か つ 、 妥 当 な 規 模 を 超 え な い も の で あ る こ と 。  

(2) 特 定 農 地 貸 付 け を 受 け る 者 の 募 集 及 び 選 考 の 方 法 が 公 平 か つ 適 正 な も の で あ る こ
と 。  

(3) 前 項 第 3号 か ら 第 5号 ま で に 掲 げ る 事 項 が 特 定 農 地 貸 付 け の 適 正 か つ 円 滑 な 実 施 を
確 保 す る た め に 有 効 か つ 適 切 な も の で あ る こ と 。  

(4) そ の 他 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
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4 前 3項 に 規 定 す る も の の ほ か 、前 項 の 承 認 及 び そ の 取 消 し に 関 し 必 要 な 事 項 は 、政 令で
定 め る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 275   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 建 設 に 要 す る 費 用 の 補 助  

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 供 給 の 促 進 に 関 す る 法 律  第12条  

法 令 番 号 平 成5年 法 律 第 52号  

【基準】 

 法 第12条 の 規 定 に よ る 。  
 (建 設 に 要 す る 費 用 の 補 助 ) 
第12条  地 方 公 共 団 体 は 、認 定 事 業 者 に 対 し て 、特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 建 設 に 要 す る 費 用の

一 部 を 補 助 す る こ と が で き る 。  
2 国 は 、 地 方 公 共 団 体 が 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 を 交 付 す る 場 合 に は 、 予 算 の 範 囲 内 に

お い て 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 費 用 の 一 部 を 補 助 す る こ と が で き る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 276   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
家 賃 の 減 額 に 要 す る 費 用 の 補 助  

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 供 給 の 促 進 に 関 す る 法 律  第15条  

法 令 番 号 平 成5年 法 律 第 52号  

【基準】 

 法 第15条 の 規 定 に よ る 。  
 (家 賃 の 減 額 に 要 す る 費 用 の 補 助 ) 
第15条  地 方 公 共 団 体 は 、認 定 事 業 者 が 、認 定 管 理 期 間 に お い て 、入 居 者 の 居 住 の 安 定 を

図 る た め 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 家 賃 を 減 額 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 認 定 事 業 者 に 対 し、
そ の 減 額 に 要 す る 費 用 の 一 部 を 補 助 す る こ と が で き る 。  

2 国 は 、 地 方 公 共 団 体 が 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 を 交 付 す る 場 合 に は 、 予 算 の 範 囲 内 に
お い て 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 費 用 の 一 部 を 補 助 す る こ と が で き る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 285   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
公 園 管 理 者 以 外 の 公 園 施 設 の 設 置 管 理 の 許 可 ・ 変 更 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 公 園 法  第 5条 第2項  

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第5条 第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 に よ る 。  
 (公 園 管 理 者 以 外 の 者 の 公 園 施 設 の 設 置 等 ) 
第 5条  第 2条 の 3の 規 定 に よ り 都 市 公 園 を 管 理 す る 者 (以 下 「 公 園 管 理 者 」 と い う 。 )以 外

の 者 は 、都 市 公 園 に 公 園 施 設 を 設 け 、又 は 公 園 施 設 を 管 理 し よ う と す る と き は 、条 例(国
の 設 置 に 係 る 都 市 公 園 に あ つ て は 、 国 土 交 通 省 令 )で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 公
園 管 理 者 に 提 出 し て そ の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。許 可 を 受 け た 事 項 を 変 更 し よう
と す る と き も 、 同 様 と す る 。  

2 公 園 管 理 者 は 、 公 園 管 理 者 以 外 の 者 が 設 け る 公 園 施 設 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す
る 場 合 に 限 り 、 前 項 の 許 可 を す る こ と が で き る 。  
(1) 当 該 公 園 管 理 者 が 自 ら 設 け 、 又 は 管 理 す る こ と が 不 適 当 又 は 困 難 で あ る と 認 め ら

れ る も の  
(2) 当 該 公 園 管 理 者 以 外 の 者 が 設 け 、 又 は 管 理 す る こ と が 当 該 都 市 公 園 の 機 能 の 増 進

に 資 す る と 認 め ら れ る も の  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 286   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
都 市 公 園 の 占 用 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 公 園 法  第 6条 第1項  

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第6条 及 び 第 7条 の 規 定 に よ る 。  
 (都 市 公 園 の 占 用 の 許 可 ) 
第 6条  都 市 公 園 に 公 園 施 設 以 外 の 工 作 物 そ の 他 の 物 件 又 は 施 設 を 設 け て 都 市 公 園 を 占 用

し よ う と す る と き は 、 公 園 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
2 前 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 占 用 の 目 的 、 占 用 の 期 間 、 占 用 の 場 所 、 工 作 物 そ

の 他 の 物 件 又 は 施 設 の 構 造 そ の 他 条 例 (国 の 設 置 に 係 る 都 市 公 園 に あ つ て は 、 国 土 交 通
省 令 )で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 公 園 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

3 第 1項 の 許 可 を 受 け た 者 は 、許 可 を 受 け た 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、当 該 事 項を
記 載 し た 申 請 書 を 公 園 管 理 者 に 提 出 し て そ の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、そ
の 変 更 が 、条 例(国 の 設 置 に 係 る 都 市 公 園 に あ つ て は 、政 令)で 定 め る 軽 易 な も の で ある
と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

4 第 1項 の 規 定 に よ る 都 市 公 園 の 占 用 の 期 間 は 、 10年 を こ え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で
定 め る 期 間 を こ え る こ と が で き な い 。こ れ を 更 新 す る と き の 期 間 に つ い て も 、同 様 と す
る 。  

 
第 7条  公 園 管 理 者 は 、 前 条 第 1項 又 は 第 3項 の 許 可 の 申 請 に 係 る 工 作 物 そ の 他 の 物 件 又 は

施 設 が 次 の 各 号 に 掲 げ る も の に 該 当 し 、都 市 公 園 の 占 用 が 公 衆 の そ の 利 用 に 著 し い 支障
を 及 ぼ さ ず 、か つ 、必 要 や む を 得 な い と 認 め ら れ る も の で あ つ て 、政 令 で 定 め る 技 術的
基 準 に 適 合 す る 場 合 に 限 り 、 前 条 第 1項 又 は 第3項 の 許 可 を 与 え る こ と が で き る 。  
(1) 電 柱 、 電 線 、 変 圧 塔 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  
(2) 水 道 管 、 下 水 道 管 、 ガ ス 管 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  
(3) 通 路 、 鉄 道 、 軌 道 、 公 共 駐 車 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設 で 地 下 に 設 け ら れ る も

の  
(4) 郵 便 差 出 箱 、 信 書 便 差 出 箱 又 は 公 衆 電 話 所  
(5) 非 常 災 害 に 際 し 災 害 に か か つ た 者 を 収 容 す る た め 設 け ら れ る 仮 設 工 作 物  
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(6) 競 技 会 、 集 会 、 展 示 会 、 博 覧 会 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 催 し の た め 設 け ら れ る 仮 設
工 作 物  

(7) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 政 令 で 定 め る 工 作 物 そ の 他 の 物 件 又 は 施 設  
2 公 園 管 理 者 は 、 前 条 第 1項 又 は 第 3項 の 許 可 の 申 請 に 係 る 施 設 が 保 育 所 そ の 他 の 社 会 福

祉 施 設 で 政 令 で 定 め る も の (通 所 の み に よ り 利 用 さ れ る も の に 限 る 。)に 該 当 し 、都 市 公
園 の 占 用 が 公 衆 の そ の 利 用 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ さ ず 、か つ 、合 理 的 な 土 地 利 用 の 促 進を
図 る た め 特 に 必 要 で あ る と 認 め ら れ る も の で あ つ て 、政 令 で 定 め る 技 術 的 基 準 に 適 合す
る 場 合 に つ い て は 、前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、同 条 第1項 又 は 第 3項 の 許 可 を 与 え る こ と
が で き る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 287   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
都 市 公 園 の 占 用 許 可 の 変 更  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 公 園 法  第 6条 第3項  

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第6条 第 1項 の 許 可 の 基 準 と 同 様 に 法 第 6条 及 び 第7条 の 規 定 に よ る 。  
 (都 市 公 園 の 占 用 の 許 可 ) 
第 6条  都 市 公 園 に 公 園 施 設 以 外 の 工 作 物 そ の 他 の 物 件 又 は 施 設 を 設 け て 都 市 公 園 を 占 用

し よ う と す る と き は 、 公 園 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
2 前 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 占 用 の 目 的 、 占 用 の 期 間 、 占 用 の 場 所 、 工 作 物 そ

の 他 の 物 件 又 は 施 設 の 構 造 そ の 他 条 例 (国 の 設 置 に 係 る 都 市 公 園 に あ つ て は 、 国 土 交 通
省 令 )で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 公 園 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

3 第 1項 の 許 可 を 受 け た 者 は 、許 可 を 受 け た 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、当 該 事 項を
記 載 し た 申 請 書 を 公 園 管 理 者 に 提 出 し て そ の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、そ
の 変 更 が 、条 例(国 の 設 置 に 係 る 都 市 公 園 に あ つ て は 、政 令)で 定 め る 軽 易 な も の で ある
と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

4 第 1項 の 規 定 に よ る 都 市 公 園 の 占 用 の 期 間 は 、 10年 を こ え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で
定 め る 期 間 を こ え る こ と が で き な い 。こ れ を 更 新 す る と き の 期 間 に つ い て も 、同 様 と す
る 。  

 
第 7条  公 園 管 理 者 は 、 前 条 第 1項 又 は 第 3項 の 許 可 の 申 請 に 係 る 工 作 物 そ の 他 の 物 件 又 は

施 設 が 次 の 各 号 に 掲 げ る も の に 該 当 し 、都 市 公 園 の 占 用 が 公 衆 の そ の 利 用 に 著 し い 支障
を 及 ぼ さ ず 、か つ 、必 要 や む を 得 な い と 認 め ら れ る も の で あ つ て 、政 令 で 定 め る 技 術的
基 準 に 適 合 す る 場 合 に 限 り 、 前 条 第 1項 又 は 第3項 の 許 可 を 与 え る こ と が で き る 。  
(1) 電 柱 、 電 線 、 変 圧 塔 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  
(2) 水 道 管 、 下 水 道 管 、 ガ ス 管 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  
(3) 通 路 、 鉄 道 、 軌 道 、 公 共 駐 車 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設 で 地 下 に 設 け ら れ る も

の  
(4) 郵 便 差 出 箱 、 信 書 便 差 出 箱 又 は 公 衆 電 話 所  
(5) 非 常 災 害 に 際 し 災 害 に か か つ た 者 を 収 容 す る た め 設 け ら れ る 仮 設 工 作 物  
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(6) 競 技 会 、 集 会 、 展 示 会 、 博 覧 会 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 催 し の た め 設 け ら れ る 仮 設
工 作 物  

(7) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 政 令 で 定 め る 工 作 物 そ の 他 の 物 件 又 は 施 設  
2 公 園 管 理 者 は 、 前 条 第 1項 又 は 第 3項 の 許 可 の 申 請 に 係 る 施 設 が 保 育 所 そ の 他 の 社 会 福

祉 施 設 で 政 令 で 定 め る も の (通 所 の み に よ り 利 用 さ れ る も の に 限 る 。)に 該 当 し 、都 市 公
園 の 占 用 が 公 衆 の そ の 利 用 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ さ ず 、か つ 、合 理 的 な 土 地 利 用 の 促 進を
図 る た め 特 に 必 要 で あ る と 認 め ら れ る も の で あ つ て 、政 令 で 定 め る 技 術 的 基 準 に 適 合す
る 場 合 に つ い て は 、前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、同 条 第1項 又 は 第 3項 の 許 可 を 与 え る こ と
が で き る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 288   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 

公 園 予 定 地 に お け る 公 園 管 理 者 以 外 の 公 園 施 設 の 設 置 管 理 の 許 可・変 更 の 許
可 (第5条 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 公 園 法  第 33条 第 4項  

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第79号  

【基準】 

 準 用 す る 法 第 5条 第1項 及 び 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (公 園 管 理 者 以 外 の 者 の 公 園 施 設 の 設 置 等 ) 
第 5条  第 2条 の 3の 規 定 に よ り 都 市 公 園 を 管 理 す る 者 (以 下 「 公 園 管 理 者 」 と い う 。 )以 外

の 者 は 、都 市 公 園 に 公 園 施 設 を 設 け 、又 は 公 園 施 設 を 管 理 し よ う と す る と き は 、条 例(国
の 設 置 に 係 る 都 市 公 園 に あ つ て は 、 国 土 交 通 省 令 )で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 公
園 管 理 者 に 提 出 し て そ の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。許 可 を 受 け た 事 項 を 変 更 し よう
と す る と き も 、 同 様 と す る 。  

2 公 園 管 理 者 は 、 公 園 管 理 者 以 外 の 者 が 設 け る 公 園 施 設 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す
る 場 合 に 限 り 、 前 項 の 許 可 を す る こ と が で き る 。  
(1) 当 該 公 園 管 理 者 が 自 ら 設 け 、 又 は 管 理 す る こ と が 不 適 当 又 は 困 難 で あ る と 認 め ら

れ る も の  
(2) 当 該 公 園 管 理 者 以 外 の 者 が 設 け 、 又 は 管 理 す る こ と が 当 該 都 市 公 園 の 機 能 の 増 進

に 資 す る と 認 め ら れ る も の  
 

標 準 処 理 期
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 289   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
公 園 予 定 地 の 占 用 許 可 ・ 変 更 の 許 可 (第6条 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 公 園 法  第 33条 第 4項  

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第79号  

【基準】 

 準 用 す る 法 第 6条 及 び 第7条 の 規 定 に よ る 。  
 (都 市 公 園 の 占 用 の 許 可 ) 
第 6条  都 市 公 園 に 公 園 施 設 以 外 の 工 作 物 そ の 他 の 物 件 又 は 施 設 を 設 け て 都 市 公 園 を 占 用

し よ う と す る と き は 、 公 園 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
2 前 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 占 用 の 目 的 、 占 用 の 期 間 、 占 用 の 場 所 、 工 作 物 そ

の 他 の 物 件 又 は 施 設 の 構 造 そ の 他 条 例 (国 の 設 置 に 係 る 都 市 公 園 に あ つ て は 、 国 土 交 通
省 令 )で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 公 園 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

3 第 1項 の 許 可 を 受 け た 者 は 、許 可 を 受 け た 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、当 該 事 項を
記 載 し た 申 請 書 を 公 園 管 理 者 に 提 出 し て そ の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、そ
の 変 更 が 、条 例(国 の 設 置 に 係 る 都 市 公 園 に あ つ て は 、政 令)で 定 め る 軽 易 な も の で ある
と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

4 第 1項 の 規 定 に よ る 都 市 公 園 の 占 用 の 期 間 は 、 10年 を こ え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で
定 め る 期 間 を こ え る こ と が で き な い 。こ れ を 更 新 す る と き の 期 間 に つ い て も 、同 様 と す
る 。  

 
第 7条  公 園 管 理 者 は 、 前 条 第 1項 又 は 第 3項 の 許 可 の 申 請 に 係 る 工 作 物 そ の 他 の 物 件 又 は

施 設 が 次 の 各 号 に 掲 げ る も の に 該 当 し 、都 市 公 園 の 占 用 が 公 衆 の そ の 利 用 に 著 し い 支障
を 及 ぼ さ ず 、か つ 、必 要 や む を 得 な い と 認 め ら れ る も の で あ つ て 、政 令 で 定 め る 技 術的
基 準 に 適 合 す る 場 合 に 限 り 、 前 条 第 1項 又 は 第3項 の 許 可 を 与 え る こ と が で き る 。  
(1) 電 柱 、 電 線 、 変 圧 塔 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  
(2) 水 道 管 、 下 水 道 管 、 ガ ス 管 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  
(3) 通 路 、 鉄 道 、 軌 道 、 公 共 駐 車 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設 で 地 下 に 設 け ら れ る も

の  
(4) 郵 便 差 出 箱 、 信 書 便 差 出 箱 又 は 公 衆 電 話 所  
(5) 非 常 災 害 に 際 し 災 害 に か か つ た 者 を 収 容 す る た め 設 け ら れ る 仮 設 工 作 物  
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(6) 競 技 会 、 集 会 、 展 示 会 、 博 覧 会 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 催 し の た め 設 け ら れ る 仮 設
工 作 物  

(7) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 政 令 で 定 め る 工 作 物 そ の 他 の 物 件 又 は 施 設  
2 公 園 管 理 者 は 、 前 条 第 1項 又 は 第 3項 の 許 可 の 申 請 に 係 る 施 設 が 保 育 所 そ の 他 の 社 会 福

祉 施 設 で 政 令 で 定 め る も の (通 所 の み に よ り 利 用 さ れ る も の に 限 る 。)に 該 当 し 、都 市 公
園 の 占 用 が 公 衆 の そ の 利 用 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ さ ず 、か つ 、合 理 的 な 土 地 利 用 の 促 進を
図 る た め 特 に 必 要 で あ る と 認 め ら れ る も の で あ つ て 、政 令 で 定 め る 技 術 的 基 準 に 適 合す
る 場 合 に つ い て は 、前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、同 条 第1項 又 は 第 3項 の 許 可 を 与 え る こ と
が で き る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 290   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
障 害 物 の 伐 除 及 び 土 地 の 試 掘 等 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 再 開 発 法  第 61条 第1項 及 び 第 3項  

法 令 番 号 昭 和44年 法 律 第38号  

【基準】 

 法 第61条 の 規 定 に よ る 。  
 (障 害 物 の 伐 除 及 び 土 地 の 試 掘 等 ) 
第61条  前 条 第 1項 の 規 定 に よ り 他 人 の 占 有 す る 土 地 に 立 ち 入 つ て 測 量 又 は 調 査 を 行 う 者

は 、そ の 測 量 又 は 調 査 を 行 う に 当 た り 、や む を 得 な い 必 要 が あ つ て 、障 害 と な る 植 物若
し く は 垣 、柵 等 (以 下「 障 害 物 」と い う 。)を 伐 除 し よ う と す る 場 合 又 は 当 該 土 地 に 試 掘
若 し く は ボ ー リ ン グ 若 し く は こ れ ら に 伴 う 障 害 物 の 伐 除 (以 下「 試 掘 等 」と い う 。)を 行
お う と す る 場 合 に お い て 、当 該 障 害 物 又 は 当 該 土 地 の 所 有 者 及 び 占 有 者 の 同 意 を 得 るこ
と が で き な い と き は 、当 該 障 害 物 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町 村 長 の 許 可 を 受 け て 当 該 障害
物 を 伐 除 し 、 又 は 当 該 土 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 知 事 (市 の 区 域 内 に お い て 施 行
者 (第 2条 の 2第 4項 の 規 定 に よ り 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 を 施 行 す る 地 方 公 共 団 体 を 除
く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 )と な ろ う と す る 者 若 し く は 組 合 を 設 立 し よ う と す る 者
若 し く は 施 行 者 が 試 掘 等 を 行 お う と し 、 又 は 第 2条 の2第 4項 の 規 定 に よ り 第 一 種 市 街 地
再 開 発 事 業 を 施 行 し 、若 し く は 施 行 し よ う と す る 市 が 試 掘 等 を 行 お う と す る 場 合 に あつ
て は 、 当 該 市 の 長 。 以 下 こ の 項 、 次 条 第2項 及 び 第142条 第3号 に お い て 「 試 掘 等 許 可 権
者 」 と い う 。 )の 許 可 を 受 け て 当 該 土 地 に 試 掘 等 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い
て 、市 町 村 長 が 許 可 を 与 え よ う と す る と き は 障 害 物 の 所 有 者 及 び 占 有 者 に 、試 掘 等 許 可
権 者 が 許 可 を 与 え よ う と す る と き は 土 地 又 は 障 害 物 の 所 有 者 及 び 占 有 者 に 、 あ ら か じ
め 、 意 見 を 述 べ る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 規 定 に よ り 障 害 物 を 伐 除 し よ う と す る 者 又 は 土 地 に 試 掘 等 を 行 な お う と す る 者
は 、 伐 除 し よ う と す る 日 又 は 試 掘 等 を 行 な お う と す る 日 の 3日 前 ま で に 、 そ の 旨 を 当 該
障 害 物 又 は 当 該 土 地 若 し く は 障 害 物 の 所 有 者 及 び 占 有 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

3 第 1項 の 規 定 に よ り 障 害 物 を 伐 除 し よ う と す る 場 合 (土 地 の 試 掘 又 は ボ ー リ ン グ に 伴 う
障 害 物 の 伐 除 を し よ う と す る 場 合 を 除 く 。 )に お い て 、 当 該 障 害 物 の 所 有 者 及 び 占 有 者
が そ の 場 所 に い な い た め そ の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 で あ り 、か つ 、そ の 現 状 を 著 し く損
傷 し な い と き は 、施 行 者 と な ろ う と す る 者 、組 合 を 設 立 し よ う と す る 者 若 し く は 施 行 者
又 は そ の 命 じ た 者 若 し く は 委 任 し た 者 は 、 前 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 障 害 物 の 所
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在 地 を 管 轄 す る 市 町 村 長 の 許 可 を 受 け て 、た だ ち に 、当 該 障 害 物 を 伐 除 す る こ と が で き
る 。こ の 場 合 に お い て は 、当 該 障 害 物 を 伐 除 し た 後 、遅 滞 な く 、そ の 旨 を そ の 所 有 者 及
び 占 有 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 
 都 市 再 開 発 法 の 認 可 に 関 す る 適 正 な 手 続 の 確 保 に つ い て (平 成 10年 7月7日 建 設 省 都 再 発

第75号 ・ 建 設 省 住 街 発 第73号 )参 照  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 291   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
施 行 地 区 内 の 権 利 の 処 分 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 再 開 発 法  第 70条 第2項  

法 令 番 号 昭 和44年 法 律 第38号  

【基準】 

 法 第70条 第1項 か ら 第3項 ま で の 規 定 に よ る 。  
 (権 利 変 換 手 続 開 始 の 登 記 ) 
第70条  施 行 者 は 、第 60条 第 2項 各 号 に 掲 げ る 公 告 が あ つ た と き は 、遅 滞 な く 、登 記 所 に 、

施 行 地 区 内 の 宅 地 及 び 建 築 物 並 び に そ の 宅 地 に 存 す る 既 登 記 の 借 地 権 に つ い て 、権 利変
換 手 続 開 始 の 登 記 を 申 請 し 、 又 は 嘱 託 し な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 登 記 が あ つ た 後 に お い て は 、 当 該 登 記 に 係 る 宅 地 若 し く は 建 築 物 の 所 有 権 を 有
す る 者 又 は 当 該 登 記 に 係 る 借 地 権 を 有 す る 者 は 、こ れ ら の 権 利 を 処 分 す る に は 、国 土 交
通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 施 行 者 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

3 施 行 者 は 、 事 業 の 遂 行 に 重 大 な 支 障 が 生 ず る こ と そ の 他 正 当 な 理 由 が な け れ ば 、 前 項
の 承 認 を 拒 む こ と が で き な い 。  

 
 都 市 再 開 発 法 の 認 可 に 関 す る 適 正 な 手 続 の 確 保 に つ い て (平 成 10年 7月7日 建 設 省 都 再 発

第75号 ・ 建 設 省 住 街 発 第73号 )参 照  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 292   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
建 築 計 画 変 更 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 再 開 発 法  第 99条 の7 

法 令 番 号 昭 和44年 法 律 第38号  

【基準】 

 法 第99条 の7の 規 定 に よ る 。  
 (建 築 計 画 の 変 更) 
第99条 の 7 特 定 建 築 者 は 、 建 築 計 画 に 従 い 当 該 特 定 施 設 建 築 物 を 建 築 す る こ と が で き な

い や む を 得 な い 事 情 が あ る と き は 、事 業 計 画 及 び 権 利 変 換 計 画 に 適 合 す る 範 囲 内 に おい
て 、 施 行 者 の 承 認 を 受 け て 、 建 築 計 画 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

 
 都 市 再 開 発 法 の 認 可 に 関 す る 適 正 な 手 続 の 確 保 に つ い て (平 成 10年 7月7日 建 設 省 都 再 発

第75号 ・ 建 設 省 住 街 発 第73号 )参 照  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 293   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
債 務 の 弁 済 に 関 す る 計 画 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 再 開 発 法  第 117条 第3項  

法 令 番 号 昭 和44年 法 律 第38号  

【基準】 

 法 第117条 第3項 の 規 定 に よ る 。  
 (事 業 代 行 終 了 の 公 告 等 ) 
第117条  事 業 代 行 者 は 、 個 人 施 行 者 、 組 合 又 は 再 開 発 会 社 の 事 業 の 継 続 が 困 難 と な る お

そ れ が な く な つ た と き 、又 は 第 101条 第1項 の 規 定 に よ る 登 記 が 完 了 し た と き は 、都 道 府
県 知 事 に あ つ て は 事 業 代 行 終 了 の 旨 を 公 告 し 、市 町 村 長 に あ つ て は そ の 旨 を 都 道 府 県知
事 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

2 都 道 府 県 知 事 は 、 前 項 の 通 知 を 受 け た と き は 、 事 業 代 行 終 了 の 旨 を 公 告 し な け れ ば な
ら な い 。  

3 個 人 施 行 者 、 組 合 又 は 再 開 発 会 社 は 、 事 業 代 行 終 了 の 公 告 後 遅 滞 な く 、 そ の 財 産 の 処
分 及 び 債 務 の 弁 済 に 関 す る 計 画 を 作 成 し て 事 業 代 行 者 で あ つ た 者 の 承 認 を 求 め な け れ
ば な ら な い 。  

 
 都 市 再 開 発 法 の 認 可 に 関 す る 適 正 な 手 続 の 確 保 に つ い て (平 成 10年 7月7日 建 設 省 都 再 発

第75号 ・ 建 設 省 住 街 発 第73号 )参 照  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 294   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
施 行 地 区 内 の 土 地 等 の 処 分 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 再 開 発 法  第 118条 の3第 1項  

法 令 番 号 昭 和44年 法 律 第38号  

【基準】 

 法 第118条 の3の 規 定 に よ る 。  
 (譲 受 け 希 望 の 申 出 に 係 る 宅 地 等 の 処 分 制 限 ) 
第 118条 の 3 譲 受 け 希 望 の 申 出 を し た 者 (前 条 第 4項 の 規 定 に よ り 譲 受 け 希 望 の 申 出 を し

た も の と み な さ れ た 者 を 含 む 。以 下 同 じ 。)は 、そ の 者 が 施 行 地 区 内 に 有 す る 宅 地 、借 地
権 又 は 建 築 物 の 処 分 を す る に は 、 施 行 者 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

2 施 行 者 は 、 事 業 の 遂 行 に 重 大 な 支 障 が 生 ず る こ と そ の 他 正 当 な 理 由 が な け れ ば 、 前 項
の 承 認 を 拒 む こ と が で き な い 。  

3 前 2項 の 規 定 は 、土 地 収 用 法 第45条 の2に 規 定 す る 裁 決 手 続 開 始 の 登 記 が あ つ た 後 に お
け る 当 該 登 記 に 係 る 宅 地 に つ い て は 、 適 用 し な い 。  

 
 都 市 再 開 発 法 の 認 可 に 関 す る 適 正 な 手 続 の 確 保 に つ い て (平 成 10年 7月7日 建 設 省 都 再 発

第75号 ・ 建 設 省 住 街 発 第73号 )参 照  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 295   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
譲 受 け 希 望 の 申 出 等 の 撤 回 の 同 意  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 再 開 発 法  第 118条 の5第 1項  

法 令 番 号 昭 和44年 法 律 第38号  

【基準】 

 法 第118条 の5の 規 定 に よ る 。  
 (譲 受 け 希 望 の 申 出 等 の 撤 回 ) 
第 118条 の 5 譲 受 け 希 望 の 申 出 を し た 者 又 は 賃 借 り 希 望 の 申 出 を し た 者 は 、 第 118条 の 2

第 1項 の 期 間 (事 業 計 画 を 変 更 し て 新 た に 編 入 し た 施 行 地 区 に 係 る 譲 受 け 希 望 の 申 出 を
し た 者 又 は 賃 借 り 希 望 の 申 出 を し た 者 に あ つ て は 、 同 条 第 6項 に お い て 準 用 す る 同 条 第
1項 の 期 間 )が 経 過 し た 後 に お い て は 、施 行 者 の 同 意 を 得 た 場 合 に 限 り 、そ の 譲 受 け 希 望
の 申 出 又 は 賃 借 り 希 望 の 申 出 を 撤 回 す る こ と が で き る 。  

2 施 行 者 は 、 事 業 の 遂 行 に 重 大 な 支 障 が な い 限 り 、 前 項 の 同 意 を し な け れ ば な ら な い 。  
3 第 118条 の 2第 8項 の 規 定 は 、 譲 受 け 希 望 の 申 出 又 は 賃 借 り 希 望 の 申 出 の 撤 回 に つ い て

準 用 す る 。  
4 第 118条 の 2第 2項 又 は 第 3項 の 規 定 に よ り 譲 受 け 希 望 の 申 出 が さ れ た 場 合 に お け る 譲

受 け 希 望 の 申 出 の 撤 回 は 、 争 い の 当 事 者 が 共 同 し て し な け れ ば な ら な い 。  
 
 都 市 再 開 発 法 の 認 可 に 関 す る 適 正 な 手 続 の 確 保 に つ い て (平 成 10年 7月7日 建 設 省 都 再 発

第75号 ・ 建 設 省 住 街 発 第73号 )参 照  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 307   

担当部署 : 農業委員会事務局  

処 分 の 概

要 
農 用 地 に 係 る 土 地 改 良 事 業 の 参 加 資 格 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
土 地 改 良 法  第 3条 第1項 第2号  

法 令 番 号 昭 和24年 法 律 第195号  

【基準】 

 法 第3条 第 1項 第2号 の 規 定 に よ る 。  
 (土 地 改 良 事 業 に 参 加 す る 資 格 ) 
第 3条  土 地 改 良 事 業 に 参 加 す る 資 格 を 有 す る 者 は 、 そ の 事 業 の 施 行 に 係 る 地 域 内 に あ る

土 地 に つ い て の 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。  
(1) 農 用 地 で あ つ て 所 有 権 に 基 づ き 耕 作 又 は 養 畜 の 業 務 の 目 的 に 供 さ れ る も の に つ い

て は 、 そ の 所 有 者  
(2) 農 用 地 で あ つ て 所 有 権 以 外 の 権 原 に 基 づ き 耕 作 又 は 養 畜 の 業 務 の 目 的 に 供 さ れ る

も の に つ い て は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 農 業 委 員 会 (農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法
律 (昭 和26年 法 律 第 88号 )第3条 第 1項 た だ し 書 又 は 第 5項 の 規 定 に よ り 農 業 委 員 会 を 置
か な い 市 町 村 に あ つ て は 、 市 町 村 長 。 以 下 同 じ 。 )に 対 し そ の 所 有 者 か ら 当 該 土 地 改
良 事 業 に 参 加 す べ き 旨 の 申 出 が あ り 、か つ 、そ の 申 出 が 相 当 で あ つ て 農 業 委 員 会 が こ
れ を 承 認 し た 場 合 に あ つ て は 、そ の 所 有 者 、そ の 他 の 場 合 に あ つ て は 、そ の 農 用 地 に
つ き 当 該 権 原 に 基 づ き 耕 作 又 は 養 畜 の 業 務 を 営 む 者  

 
 申 請 に 当 た っ て は 、 政 令 第1条 の 3第1項 及 び 省 令 第2条 第 2項 の 手 続 に よ る 。  
 
 政 令 第1条 の 3第1項  
 (土 地 改 良 事 業 に 参 加 す る 資 格 の 申 出 等 ) 
第1条 の 3 法 第3条 第1項 第2号 の 規 定 に よ る 申 出 を し よ う と す る 者 は 、農 林 水 産 省 令 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を 農 業 委 員 会 (農 業 委
員 会 等 に 関 す る 法 律 (昭 和26年 法 律 第88号)第3条 第 1項 た だ し 書 又 は 第 5項 の 規 定 に よ り
農 業 委 員 会 を 置 か な い 市 町 村 に あ つ て は 、市 町 村 長 。以 下 こ の 条 か ら 第1条 の 7ま で に お
い て 同 じ 。 )に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 
 省 令 第2条 第 2項  
 (事 業 参 加 の 申 出) 
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第2条  
2 土 地 改 良 法 施 行 令 (昭 和24年 政 令 第295号 。以 下「 令 」と い う 。)第1条 の3第1項 の 農 林

水 産 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  
(1) 申 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所  
(2) 当 該 農 用 地 に つ き 権 原 に 基 づ き 耕 作 又 は 養 畜 の 業 務 を 営 む 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び

住 所  
(3) 当 該 農 用 地 の 所 在 、地 番 、地 目 (登 記 簿 の 地 目 が 現 況 と 異 な る と き は 、登 記 簿 の 地

目 及 び 現 況 に よ る 地 目 。 以 下 同 じ 。 )、 用 途 及 び 地 積  
(4) 申 出 の 理 由  
(5) そ の 他 必 要 な 事 項  

 

標 準 処 理 期

間 
7日 (省 令 第2条 第3項 ) 

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 308   

担当部署 : 農業委員会事務局  

処 分 の 概

要 
農 用 地 に 係 る 土 地 改 良 事 業 の 参 加 資 格 交 替 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
土 地 改 良 法  第 3条 第2項  

法 令 番 号 昭 和24年 法 律 第195号  

【基準】 

 法 第3条 第 2項 の 規 定 に よ る 。  
 (土 地 改 良 事 業 に 参 加 す る 資 格 ) 
第3条  
2 前 項 第 2号 に 規 定 す る 農 用 地 に つ き 所 有 権 以 外 の 権 原 に 基 づ き 耕 作 又 は 養 畜 の 業 務 を

営 む 者 で 土 地 改 良 事 業 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い も の が 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り、
当 該 農 用 地 の 所 有 者 の 同 意 を 得 て 農 業 委 員 会 に 対 し そ の 資 格 を 交 替 す べ き 旨 を 申 し 出
た と き は 、 そ の 資 格 が 交 替 す る も の と す る 。 同 項 第 4号 に 規 定 す る 土 地 の 所 有 者 で 土 地
改 良 事 業 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い も の が 、政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 土 地 に つ
き 所 有 権 以 外 の 権 原 に 基 づ き 使 用 及 び 収 益 を す る 者 の 同 意 を 得 て 農 業 委 員 会 に 対 し そ
の 資 格 を 交 替 す べ き 旨 を 申 し 出 た と き も 、 同 様 と す る 。  

 
 申 請 に 当 た っ て は 、 政 令 第 1条 の 5の 準 用 規 定 に よ り 政 令 第 1条 の 3第 1項 及 び 省 令 第 2条

第2項 の 手 続 に よ る 。  
 
 政 令 第1条 の 3第1項  
 (土 地 改 良 事 業 に 参 加 す る 資 格 の 申 出 等 ) 
第1条 の 3 法 第3条 第1項 第2号 の 規 定 に よ る 申 出 を し よ う と す る 者 は 、農 林 水 産 省 令 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を 農 業 委 員 会 (農 業 委
員 会 等 に 関 す る 法 律 (昭 和26年 法 律 第88号)第3条 第 1項 た だ し 書 又 は 第 5項 の 規 定 に よ り
農 業 委 員 会 を 置 か な い 市 町 村 に あ つ て は 、市 町 村 長 。以 下 こ の 条 か ら 第1条 の 7ま で に お
い て 同 じ 。 )に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 
 省 令 第2条 第 2項  
 (事 業 参 加 の 申 出) 
第2条  
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2 土 地 改 良 法 施 行 令 (昭 和24年 政 令 第295号 。以 下「 令 」と い う 。)第1条 の3第1項 の 農 林
水 産 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  
(1) 申 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所  
(2) 当 該 農 用 地 に つ き 権 原 に 基 づ き 耕 作 又 は 養 畜 の 業 務 を 営 む 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び

住 所  
(3) 当 該 農 用 地 の 所 在 、地 番 、地 目 (登 記 簿 の 地 目 が 現 況 と 異 な る と き は 、登 記 簿 の 地

目 及 び 現 況 に よ る 地 目 。 以 下 同 じ 。 )、 用 途 及 び 地 積  
(4) 申 出 の 理 由  
(5) そ の 他 必 要 な 事 項  

 

標 準 処 理 期

間 
7日 (前 段 の み)(省 令 第 2条 第 3項 ・ 令 第1条 の5準 用 ) 

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 309   

担当部署 : 農業委員会事務局  

処 分 の 概

要 
農 用 地 の 一 時 貸 付 に 係 る 事 業 参 加 資 格 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
土 地 改 良 法  第 3条 第3項  

法 令 番 号 昭 和24年 法 律 第195号  

【基準】 

 法 第3条 第 3項 の 規 定 に よ る 。  
 (土 地 改 良 事 業 に 参 加 す る 資 格 ) 
第3条  
3 前 2項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、賃 貸 人 又 は 貸 主 が 、疾 病 そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 める

事 由 に よ つ て 当 該 農 用 地 に つ き 自 ら 耕 作 又 は 養 畜 の 業 務 を 営 む こ と が で き な い た め 、一
時 そ の 農 用 地 を 他 人 に 貸 し 付 け 、 そ の 耕 作 又 は 養 畜 の 業 務 の 目 的 に 供 し た 場 合 に お い
て 、農 業 委 員 会 が 、政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 賃 貸 人 又 は 貸 主 が 近 く 自 ら 耕 作又
は 養 畜 の 業 務 を 営 む も の と 認 め 、か つ 、こ れ を 相 当 と 認 め る と き は 、そ の 賃 貸 人 又 は貸
主 を そ の 農 用 地 に つ き 権 原 に 基 づ き 耕 作 又 は 養 畜 の 業 務 を 営 む 者 と み な す 。  

 
 省 令 第5条  
 (一 時 耕 作 の 場 合 の 自 作 不 能 の 事 由 ) 
第5条  法 第 3条 第3項 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 由 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

(1) 就 学  
(2) 選 挙 に よ る 公 務 就 任 そ の 他 の 事 由 で 農 業 委 員 会 が 自 ら 耕 作 又 は 養 畜 の 業 務 を 営 ま

な い こ と を や む な く さ せ た 事 由 と 認 め た も の  
 
 政 令 第1条 の 6 
 (一 時 耕 作 の 場 合 の 認 定 ) 
第1条 の 6 農 業 委 員 会 は 、法 第 3条 第3項 の 規 定 に よ る 認 定 を し た と き は 、遅 滞 な く 、そ の

旨 を 公 告 し 、 か つ 、 当 該 認 定 に 係 る 賃 貸 人 又 は 貸 主 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  
 
標 準 処 理 期

間 
7日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 310   

担当部署 : 農業委員会事務局  

処 分 の 概

要 
農 地 中 間 管 理 機 構 の 借 受 農 用 地 に 係 る 事 業 参 加 資 格 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
土 地 改 良 法  第 3条 第4項  

法 令 番 号 昭 和24年 法 律 第195号  

【基準】 

 法 第3条 第 4項 の 規 定 に よ る 。  
(土 地 改 良 事 業 に 参 加 す る 資 格 ) 

第3条  
4 第 1項 又 は 第2項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、農 地 中 間 管 理 機 構 (農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進

に 関 す る 法 律 (平 成 25年 法 律 第 101号 )第2条 第4項 に 規 定 す る 農 地 中 間 管 理 機 構 を い う 。
以 下 同 じ 。 )が そ の 借 り 受 け て い る 農 用 地 を ま だ 貸 し 付 け て い な い と き 、 又 は 農 地 中 間
管 理 機 構 が そ の 借 り 受 け て い る 農 用 地 を 農 地 中 間 管 理 事 業 (同 条 第 3項 に 規 定 す る 農 地
中 間 管 理 事 業 を い う 。 )の 実 施 に よ り 一 時 他 人 に 貸 し 付 け 、 そ の 耕 作 若 し く は 養 畜 の 業
務 の 目 的 に 供 し た 場 合 に お い て 農 業 委 員 会 が 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り そ の 旨 の 認 定
を し た と き は 、そ の 農 地 中 間 管 理 機 構 を そ の 農 用 地 に つ き 権 原 に 基 づ き 耕 作 又 は 養 畜の
業 務 を 営 む 者 と み な す 。  

 

標 準 処 理 期

間 
7日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 316   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
障 害 物 の 伐 除 及 び 土 地 の 試 掘 等 の た め の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
土 地 収 用 法  第 14条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第219号  

【基準】 

 法 第14条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (障 害 物 の 伐 除 及 び 土 地 の 試 掘 等 ) 
第14条  起 業 者 又 は そ の 命 を 受 け た 者 若 し く は 委 任 を 受 け た 者 は 、 第 3条 各 号 の 一 に 掲 げ

る 事 業 の 準 備 の た め に 他 人 の 占 有 す る 土 地 に 立 ち 入 つ て 測 量 又 は 調 査 を 行 う に 当 り 、や
む を 得 な い 必 要 が あ つ て 、 障 害 と な る 植 物 若 し く は か き 、 さ く 等 (以 下 「 障 害 物 」 と い
う 。 )を 伐 除 し よ う と す る 場 合 又 は 当 該 土 地 に 試 掘 若 し く は 試 す い 若 し く は こ れ に 伴 う
障 害 物 の 伐 除 (以 下「 試 掘 等 」と い う 。)を 行 お う と す る 場 合 に お い て 、当 該 障 害 物 又 は
当 該 土 地 の 所 有 者 及 び 占 有 者 の 同 意 を 得 る こ と が で き な い と き は 、当 該 障 害 物 の 所 在地
を 管 轄 す る 市 町 村 長 の 許 可 を 受 け て 当 該 障 害 物 を 伐 除 し 、又 は 当 該 土 地 の 所 在 地 を 管轄
す る 都 道 府 県 知 事 の 許 可 を 受 け て 当 該 土 地 に 試 掘 等 を 行 う こ と が で き る 。こ の 場 合 にお
い て 、市 町 村 長 が 許 可 を 与 え よ う と す る と き は 障 害 物 の 所 有 者 及 び 占 有 者 に 、都 道 府 県
知 事 が 許 可 を 与 え よ う と す る と き は 土 地 の 所 有 者 及 び 占 有 者 に 、あ ら か じ め 、意 見 を 述
べ る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。  

 
 行 政 手 続 法 の 施 行 に 伴 う 土 地 収 用 法 に 基 づ く 事 業 認 定 等 に 関 す る 事 務 の 運 用 上 の 留 意

事 項 に つ い て (平 成6年 9月28日 建 設 省 経 収 発 第191号)に よ る 。  
 (別 添2) 
 申 請 に 対 す る 処 分 に 関 す る 審 査 基 準 に つ い て の 指 針  
2 土 地 収 用 法 第 14条 第1項 に 基 づ く 許 可 (障 害 物 の 伐 除 、 土 地 の 試 掘 等 の た め の 許 可 ) 

(1) 土 地 収 用 法 第 11条 及 び 第12条 の 手 続 が な さ れ て い る こ と 。(当 該 土 地 の 所 有 者 は 占
有 者 が 立 入 り に つ い て 同 意 し て い る 場 合 は 、こ の 限 り で は な い が 、申 請 さ れ た 事 業 が
土 地 収 用 法 第 11条 の 許 可 要 件 に 適 合 し て い る こ と 。 ) 

(2) 許 可 申 請 者 が 土 地 収 用 法 第 8条 第 1項 に 定 義 さ れ る 起 業 者 又 は そ の 命 を 受 け た 者 若
し く は 委 任 を 受 け た 者 で あ る こ と 。 (1)事 業 の 施 行 に 先 立 っ て 行 政 庁 の 許 可 等 の 手 続
が 必 要 な 場 合 に 、こ の 許 可 等 を 受 け て い な く て も よ い が 、学 校 法 人 や 社 会 福 祉 法 人 等
に つ い て は 、設 立 の 許 可 手 続 が な さ れ て い る こ と 、2)代 理 人 の 申 請 に よ る 場 合 は 代 理
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権 限 証 書 が 添 付 さ れ て い る こ と 、3)受 任 者 等 の 申 請 に よ る 場 合 は 、委 任 状 等 が 添 付 さ
れ て い る こ と 。 ) 

(3) 第 3号 各 号 の 一 に 掲 げ る 事 業 の 準 備 の た め に 他 人 の 占 有 す る 土 地 に 立 ち 入 っ て 測
量 又 は 調 査 を す る に 当 た っ て 、障 害 物 の 伐 除 、土 地 の 試 掘 等 を 行 う や む を 得 な い 必 要
が あ る こ と 。 (事 業 の 準 備 に は 、 土 地 収 用 法 第35条 に 基 づ く 調 査 も 含 ま れ る 。 ) 

(4) 当 該 障 害 物 又 は 当 該 土 地 の 所 有 者 及 び 占 有 者 が 正 当 な 理 由 な く 拒 否 し て い る 場
合 、 所 有 者 が 所 在 不 明 の 場 合 等 同 意 を 得 る こ と が で き な い 合 理 的 な 理 由 が あ る こ と 。 

(5) 土 地 の 所 有 者 及 び 占 有 者 に 、 あ ら か じ め 、 意 見 を 述 べ る 機 会 が 与 え ら れ る こ と 。  
(6) 申 請 書 、 添 付 書 類 及 び 図 面 等 に よ り 、 対 象 と な る 障 害 物 及 び 土 地 の 数 量 、 範 囲 等

が 特 定 さ れ て お り 、障 害 物 の 伐 除 、土 地 の 試 掘 等 の 方 法 、規 模 、区 域 、期 間 が 技 術 的 、
社 会 的 に も 妥 当 で あ る こ と 等 必 要 な 範 囲 内 で あ る こ と 。 (測 量 又 は 調 査 の 必 要 性 、 土
地 所 有 者 及 び 占 有 者 が 受 け る べ き 不 利 益 の 程 度 等 か ら 判 断 す る こ と 。 ) 

標 準 処 理 期

間 
1箇 月 (通 知 に よ る 平 均 日 ) 

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 317   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
山 林 原 野 等 の 伐 除 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
土 地 収 用 法  第 14条 第 3項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第219号  

【基準】 

 法 第14条 第3項 の 規 定 に よ る 。  
 (障 害 物 の 伐 除 及 び 土 地 の 試 掘 等 ) 
第14条  
3 障 害 物 が 山 林 、 原 野 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 土 地 に あ つ て 、 あ ら か じ め 所 有 者 及 び 占 有

者 の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 で あ り 、且 つ 、障 害 物 の 現 状 を 著 し く 損 傷 し な い 場 合 に おい
て は 、 起 業 者 又 は そ の 命 を 受 け た 者 若 し く は 委 任 を 受 け た 者 は 、 前 2項 の 規 定 に か か わ
ら ず 、当 該 障 害 物 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町 村 長 の 許 可 を 受 け て 、直 ち に 、障 害 物 を 伐除
す る こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て は 、障 害 物 を 伐 除 し た 後 、遅 滞 な く 、そ の 旨 を 所
有 者 及 び 占 有 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 
 行 政 手 続 法 の 施 行 に 伴 う 土 地 収 用 法 に 基 づ く 事 業 認 定 等 に 関 す る 事 務 の 運 用 上 の 留 意

事 項 に つ い て (平 成6年 9月28日 建 設 省 経 収 発 第191号)に よ る 。  
 (別 添2) 
 申 請 に 対 す る 処 分 に 関 す る 審 査 基 準 に つ い て の 指 針  
3 土 地 収 用 法 第 14条 第3項 に 基 づ く 許 可 (山 林 、 原 野 等 の 障 害 物 の 伐 除 の 許 可 ) 

(1) 土 地 収 用 法 第 11条 及 び 第12条 の 手 続 が な さ れ て い る こ と 。(当 該 土 地 の 所 有 者 又 は
占 有 者 が 立 入 り に つ い て 同 意 し て い る 場 合 は 、こ の 限 り で は な い が 、申 請 さ れ た 事 業
が 土 地 収 用 法 第 11条 の 許 可 要 件 に 適 合 し て い る こ と 。 ) 

(2) 許 可 申 請 者 が 土 地 収 用 法 第 8条 第 1項 に 定 義 さ れ る 起 業 者 又 は そ の 命 を 受 け た 者 若
し く は 委 任 し た 者 で あ る こ と 。 (1)事 業 の 施 行 に 先 立 っ て 行 政 庁 の 許 可 等 の 手 続 が 必
要 な 場 合 に 、こ の 許 可 等 を 受 け て い な く て も よ い が 、学 校 法 人 や 社 会 福 祉 法 人 等 に つ
い て は 、設 立 の 許 可 手 続 が な さ れ て い る こ と 、2)代 理 人 の 申 請 に よ る 場 合 は 代 理 権 限
証 書 が 添 付 さ れ て い る こ と 、3)受 任 者 等 の 申 請 に よ る 場 合 は 、委 任 状 等 が 添 付 さ れ て
い る こ と 。 ) 
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(3) 第 3条 各 号 の 一 に 掲 げ る 事 業 の 準 備 の た め に 他 人 の 占 有 す る 土 地 に 立 ち 入 っ て 測
量 又 は 調 査 を す る に 当 た っ て 、障 害 物 の 伐 除 、土 地 の 試 掘 等 を 行 う や む を 得 な い 必 要
が あ る こ と 。 (事 業 の 準 備 に は 、 土 地 収 用 法 第35条 に 基 づ く 調 査 も 含 ま れ る 。 ) 

(4) 障 害 物 が 山 林 、 原 野 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 土 地 に あ る こ と 。  
(5) 伐 除 を 行 う こ と に よ り 障 害 物 の 現 状 を 著 し く 損 傷 し な い こ と 。  
(6) 第 3条 各 号 の 一 に 掲 げ る 事 業 の 準 備 の た め の 測 量 又 は 調 査 を 行 う に 当 た っ て 、当 該

障 害 物 の 伐 除 を 緊 急 に 施 行 す る 必 要 が あ り 、し か も 、必 要 な 範 囲 内 で 行 う も の で あ る
こ と 。 (土 地 の 立 入 り に 伴 う 障 害 物 の 伐 除 に 限 定 さ れ て い る こ と 。 ) 

(7) あ ら か じ め 所 有 者 及 び 占 有 者 の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 で あ る こ と 。(所 有 者 及 び占
有 者 が 不 明 、所 在 不 明 、あ る い は 多 数 に 及 ぶ 等 の た め 、あ ら か じ め 意 見 を 述 べ る 機 会
を 付 与 し た り 、 障 害 物 の 伐 除 の 3日 前 ま で に 通 知 す る な ど の 事 前 手 続 き を と る 時 間 的
な 余 裕 が な い 場 合 が 想 定 さ れ る 。 ) 

標 準 処 理 期

間 
14日 (通 知 に よ る 平 均 日 ) 

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 318   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
非 常 災 害 の 際 の 土 地 の 使 用 に 係 る 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
土 地 収 用 法  第 122条 第1項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第219号  

【基準】 

 法 第122条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (非 常 災 害 の 際 の 土 地 の 使 用 ) 
第 122条  非 常 災 害 に 際 し 公 共 の 安 全 を 保 持 す る た め に 第 3条 各 号 の 一 に 規 定 す る 事 業 を

特 に 緊 急 に 施 行 す る 必 要 が あ る 場 合 に お い て は 、起 業 者 は 、事 業 の 種 類 、使 用 し よ うと
す る 土 地 の 区 域 並 び に 使 用 の 方 法 及 び 期 間 に つ い て 市 町 村 長 の 許 可 を 受 け 、直 ち に 、他
人 の 土 地 を 使 用 す る こ と が で き る 。但 し 、起 業 者 が 国 で あ る と き は 当 該 事 業 の 施 行 につ
い て 権 限 を 有 す る 行 政 機 関 又 は そ の 地 方 支 分 部 局 の 長 が 、起 業 者 が 都 道 府 県 で あ る とき
は 都 道 府 県 知 事 が 、事 業 の 種 類 、使 用 し よ う と す る 土 地 の 区 域 並 び に 使 用 の 方 法 及 び 期
間 を 市 町 村 長 に 通 知 す る こ と を も つ て 足 り 、 許 可 を 受 け る こ と を 要 し な い 。  

 
 行 政 手 続 法 の 施 行 に 伴 う 土 地 収 用 法 に 基 づ く 事 業 認 定 等 に 関 す る 事 務 の 運 用 上 の 留 意

事 項 に つ い て (平 成6年 9月28日 建 設 省 経 収 発 第191号)に よ る 。  
 (別 添2) 
 申 請 に 対 す る 処 分 に 関 す る 審 査 基 準 に つ い て の 指 針  
7  土 地 収 用 法 第 122 条 第 1 項 に 基 づ く 許 可 ( 第 138 条 第 1 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 )(非 常 災 害 の 際 の 土 地 の 使 用 に 係 る 許 可 ) 
(1) 既 に 被 害 が 発 生 し て い る 場 合 、 若 し く は 被 害 の 発 生 が 確 実 に 予 見 さ れ る 場 合 等 非

常 災 害 に 際 し た も の で あ る こ と 。  
(2) 事 業 が 非 常 防 止 、 被 害 の 除 去 及 び 拡 大 防 止 と い っ た 公 共 の 安 全 の 保 持 を 目 的 と す

る も の で あ る こ と 。 (公 共 の 安 全 に 対 す る 侵 害 の 排 除 又 は 阻 止 を い い 、 公 共 の 福 祉 の
増 進 は 含 ま な い 。 ) 

(3) 第 3条 各 号 の 一 に 掲 げ る 事 業 を 特 に 緊 急 に 施 行 す る 必 要 が あ る こ と 。 (形 式 的 に 収
用 法 第 3条 各 号 に 該 当 し て い れ ば 足 り 、 具 体 的 に 土 地 収 用 法 第 20条 の 各 号 の 要 件 を 満
た し て い る 必 要 は な い 。 し た が っ て 、 事 業 認 定 を 受 け て い る 必 要 は な い 。 ) 

(4) 使 用 す る 土 地 の 区 域 並 び に 使 用 の 方 法 及 び 期 間 (6月 を こ え な い こ と 。)が 必 要 な 範
囲 内 で あ る こ と 。 (公 益 上 の 必 要 性 と 土 地 所 有 者 の 被 る 被 害 と 比 較 衡 量 す る こ と 。 ) 
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(5) 許 可 申 請 者 が 土 地 収 用 法 第8条 第 1項 に 定 義 さ れ る 起 業 者 で あ る こ と 。(1)事 業 の 施
行 に 先 立 っ て 行 政 庁 の 許 可 等 の 手 続 が 必 要 な 場 合 に 、こ の 許 可 等 を 受 け て い な く て も
よ い が 、学 校 法 人 や 社 会 福 祉 法 人 等 に つ い て は 、設 立 の 許 可 手 続 が な さ れ て い る こ と 、
2)代 理 人 の 申 請 に よ る 場 合 は 代 理 権 限 証 書 が 添 付 さ れ て い る こ と 。 ) 

標 準 処 理 期

間 
設 定 な じ ま な い (通 知 よ り ) 

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 320   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
農 業 経 営 改 善 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法  第12条 第1項  

法 令 番 号 昭 和55年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第12条 第1項 及 び 第5項 の 規 定 に よ る 。  
(農 業 経 営 改 善 計 画 の 認 定 等 ) 

第12条  第 6条 第5項 の 同 意 を 得 た 市 町 村 (以 下「 同 意 市 町 村 」と い う 。)の 区 域 内 に お い て
農 業 経 営 を 営 み 、又 は 営 も う と す る 者 は 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、農 業経
営 改 善 計 画 を 作 成 し 、こ れ を 同 意 市 町 村 に 提 出 し て 、当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 が 適 当 で あ
る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

2〜4 略  
5 同 意 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、そ の 農 業 経 営 改 善 計 画 が次

に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 基 本 構 想 に 照 ら し 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) 農 用 地 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 を 図 る た め に 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(3) そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

 
 省 令 第14条 の 規 定 に よ る 。  

(農 業 経 営 改 善 計 画 の 認 定 基 準 ) 
第14条  法 第 12条 第5項 第3号 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) そ の 農 業 経 営 改 善 計 画 の 達 成 さ れ る 見 込 み が 確 実 で あ る こ と 。  
(2) そ の 農 業 経 営 改 善 計 画 に 法 第 13条 第 2項 に 規 定 す る 関 連 事 業 者 等 (耕 作 又 は 養 畜 の

事 業 を 行 う 個 人 又 は 農 地 所 有 適 格 法 人 を 除 く 。)が 法 第12条 第4項 に 規 定 す る 措 置 と し
て 当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者 (農 地 所 有 適 格 法 人 で あ る も の に 限 る 。)に 出 資
を す る 計 画 が 含 ま れ る 場 合 に あ つ て は 、当 該 出 資 が 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の で
あ る こ と 。  
イ  当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者 の 農 業 経 営 の 安 定 性 の 確 保 に 支 障 を 生 じ る

お そ れ が な い こ と 。  
ロ  当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者 が 株 式 会 社 で あ る 場 合 に あ つ て は 、農 地 法第

2条 第 3項 第2号 イ か ら チ ま で に 掲 げ る 者 以 外 の 者 (法 第13条 第 2項 に 規 定 す る 関 連 事
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業 者 等 (耕 作 又 は 養 畜 の 事 業 を 行 う 個 人 又 は 農 地 所 有 適 格 法 人 に 限 る 。)を 除 く 。ハ
に お い て 同 じ 。 )の 有 す る 議 決 権 の 合 計 が 総 株 主 の 議 決 権 の 2分 の 1以 上 と な る も の
で な い こ と 。  

ハ  当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者 が 持 分 会 社 (会 社 法 (平 成 17年 法 律 第 86号 )第
575条 第1項 に 規 定 す る 持 分 会 社 を い う 。 )で あ る 場 合 に あ つ て は 、 農 地 法 第 2条 第3
項 第 2号 イ か ら チ ま で に 掲 げ る 者 以 外 の 者 の 数 が 社 員 の 総 数 の 2分 の 1以 上 と な る も
の で な い こ と 。  

(3) そ の 農 業 経 営 改 善 計 画 に 、 法 第 12条 第 4項 に 規 定 す る 措 置 と し て 、 法 第 13条 第 2項
に 規 定 す る 関 連 事 業 者 等 (法 第12条 第1項 の 認 定 を 受 け た 農 地 所 有 適 格 法 人 で あ つ て 、
当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者 (農 地 所 有 適 格 法 人 で あ る 株 式 会 社 に 限 る 。)の 総
株 主 の 議 決 権 の 過 半 を 占 め て い る も の に 限 る 。 )の 役 員 が 当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作
成 し た 者 の 農 業 経 営 の 改 善 に 寄 与 す る 者 と し て 当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者
の 理 事 等 (農 地 法 第 2条 第 3項 第 3号 に 規 定 す る 理 事 等 を い う 。 )を 兼 ね る 計 画 が 含 ま れ
る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 役 員 が 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  
イ  当 該 役 員 が 当 該 関 連 事 業 者 等 の 行 う 農 業 に 常 時 従 事 す る 者 で あ り 、か つ 、当 該関

連 事 業 者 等 の 株 主 で あ る こ と 。  
ロ  当 該 役 員 が 当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者 の 行 う 農 業 に 年 間 30日 以 上 従 事

す る こ と 。  
2 同 意 市 町 村 が 農 業 経 営 改 善 計 画 が 前 項 第 2号 若 し く は 第 3号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る か

ど う か を 判 断 し よ う と す る と き 又 は 同 項 第 2号 若 し く は 第 3号 に 規 定 す る 計 画 が 含 ま れ
る 農 業 経 営 改 善 計 画 に つ い て 法 第 13条 の 2第 3項 の 規 定 に よ り 意 見 を 述 べ よ う と す る と
き は 、 当 該 同 意 市 町 村 の 長 は 、 農 業 委 員 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

 
標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 321   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
農 業 経 営 改 善 計 画 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法  第13条 第1項  

法 令 番 号 昭 和55年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第12条 第1項(農 業 経 営 改 善 計 画 の 認 定 )と 同 様 に 法 第 12条 第1項 、第5項 、第13条 及 び
省 令 第14条 の 規 定 に よ る 。  
(農 業 経 営 改 善 計 画 の 認 定 等 ) 

第12条  第 6条 第5項 の 同 意 を 得 た 市 町 村 (以 下「 同 意 市 町 村 」と い う 。)の 区 域 内 に お い て
農 業 経 営 を 営 み 、又 は 営 も う と す る 者 は 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、農 業経
営 改 善 計 画 を 作 成 し 、こ れ を 同 意 市 町 村 に 提 出 し て 、当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 が 適 当 で あ
る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

2〜4 略  
5 同 意 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、そ の 農 業 経 営 改 善 計 画 が次

に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 基 本 構 想 に 照 ら し 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) 農 用 地 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 を 図 る た め に 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(3) そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(農 業 経 営 改 善 計 画 の 変 更 等 ) 

第 13条  前 条 第 1項 の 認 定 を 受 け た 者 (以 下 「 認 定 農 業 者 」 と い う 。 )は 、 当 該 認 定 に 係 る
農 業 経 営 改 善 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、同 意 市 町 村 の 認 定 を 受 け な け れ ば な らな
い 。  

2 同 意 市 町 村 は 、 前 条 第 1項 の 認 定 に 係 る 農 業 経 営 改 善 計 画 (前 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 認
定 が あ つ た と き は 、そ の 変 更 後 の も の 。以 下「 認 定 計 画 」と い う 。)が 同 条 第5項 各 号 に
掲 げ る 要 件 に 該 当 し な い も の と 認 め ら れ る に 至 つ た と き 、又 は 認 定 農 業 者 若 し く は 当該
認 定 農 業 者 に 係 る 同 条 第4項 に 規 定 す る 者 (第 14条 の 2に お い て「 関 連 事 業 者 等 」と い う 。)
が 認 定 計 画 に 従 つ て そ の 農 業 経 営 を 改 善 す る た め に と る べ き 措 置 を 講 じ て い な い と 認
め る と き は 、 そ の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

3 前 条 第 5項 か ら 第 14項 ま で の 規 定 は 、 第 1項 の 規 定 に よ る 変 更 の 認 定 に つ い て 準 用 す
る 。  

 



law_0321.docx 

 

 省 令 第14条 の 規 定 に よ る 。  
(農 業 経 営 改 善 計 画 の 認 定 基 準 ) 

第14条  法 第 12条 第5項 第3号 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  
(1) そ の 農 業 経 営 改 善 計 画 の 達 成 さ れ る 見 込 み が 確 実 で あ る こ と 。  
(2) そ の 農 業 経 営 改 善 計 画 に 法 第 13条 第 2項 に 規 定 す る 関 連 事 業 者 等 (耕 作 又 は 養 畜 の

事 業 を 行 う 個 人 又 は 農 地 所 有 適 格 法 人 を 除 く 。)が 法 第12条 第4項 に 規 定 す る 措 置 と し
て 当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者 (農 地 所 有 適 格 法 人 で あ る も の に 限 る 。)に 出 資
を す る 計 画 が 含 ま れ る 場 合 に あ つ て は 、当 該 出 資 が 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の で
あ る こ と 。  
イ  当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者 の 農 業 経 営 の 安 定 性 の 確 保 に 支 障 を 生 じ る

お そ れ が な い こ と 。  
ロ  当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者 が 株 式 会 社 で あ る 場 合 に あ つ て は 、農 地 法第

2条 第 3項 第2号 イ か ら チ ま で に 掲 げ る 者 以 外 の 者 (法 第13条 第 2項 に 規 定 す る 関 連 事
業 者 等 (耕 作 又 は 養 畜 の 事 業 を 行 う 個 人 又 は 農 地 所 有 適 格 法 人 に 限 る 。)を 除 く 。ハ
に お い て 同 じ 。 )の 有 す る 議 決 権 の 合 計 が 総 株 主 の 議 決 権 の 2分 の 1以 上 と な る も の
で な い こ と 。  

ハ  当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者 が 持 分 会 社 (会 社 法 (平 成 17年 法 律 第 86号 )第
575条 第1項 に 規 定 す る 持 分 会 社 を い う 。 )で あ る 場 合 に あ つ て は 、 農 地 法 第 2条 第3
項 第 2号 イ か ら チ ま で に 掲 げ る 者 以 外 の 者 の 数 が 社 員 の 総 数 の 2分 の 1以 上 と な る も
の で な い こ と 。  

(3) そ の 農 業 経 営 改 善 計 画 に 、 法 第 12条 第 4項 に 規 定 す る 措 置 と し て 、 法 第 13条 第 2項
に 規 定 す る 関 連 事 業 者 等 (法 第12条 第1項 の 認 定 を 受 け た 農 地 所 有 適 格 法 人 で あ つ て 、
当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者 (農 地 所 有 適 格 法 人 で あ る 株 式 会 社 に 限 る 。)の 総
株 主 の 議 決 権 の 過 半 を 占 め て い る も の に 限 る 。 )の 役 員 が 当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作
成 し た 者 の 農 業 経 営 の 改 善 に 寄 与 す る 者 と し て 当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者
の 理 事 等 (農 地 法 第 2条 第 3項 第 3号 に 規 定 す る 理 事 等 を い う 。 )を 兼 ね る 計 画 が 含 ま れ
る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 役 員 が 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  
イ  当 該 役 員 が 当 該 関 連 事 業 者 等 の 行 う 農 業 に 常 時 従 事 す る 者 で あ り 、か つ 、当 該関

連 事 業 者 等 の 株 主 で あ る こ と 。  
ロ  当 該 役 員 が 当 該 農 業 経 営 改 善 計 画 を 作 成 し た 者 の 行 う 農 業 に 年 間 30日 以 上 従 事

す る こ と 。  
2 同 意 市 町 村 が 農 業 経 営 改 善 計 画 が 前 項 第 2号 若 し く は 第 3号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る か

ど う か を 判 断 し よ う と す る と き 又 は 同 項 第 2号 若 し く は 第 3号 に 規 定 す る 計 画 が 含 ま れ
る 農 業 経 営 改 善 計 画 に つ い て 法 第 13条 の 2第 3項 の 規 定 に よ り 意 見 を 述 べ よ う と す る と
き は 、 当 該 同 意 市 町 村 の 長 は 、 農 業 委 員 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 322   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
農 用 地 利 用 規 程 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法  第23条 第1項  

法 令 番 号 昭 和55年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第23条 第1項 及 び 第3項 の 規 定 に よ る 。  
 (農 用 地 利 用 規 程) 
第 23条  農 業 協 同 組 合 法 第 72条 の 10第 1項 第 1号 の 事 業 を 行 う 農 事 組 合 法 人 そ の 他 の 団 体

(政 令 で 定 め る 基 準 に 従 つ た 定 款 又 は 規 約 を 有 し て い る も の に 限 る 。 )で あ つ て 、 第 6条
第2項 第 6号 ロ に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す る 区 域 を そ の 地 区 と し 、か つ 、当 該 地 区 内 の 農 用
地 の 所 有 者 等 の 3分 の2以 上 が 構 成 員 と な つ て い る も の は 、そ の 行 お う と す る 農 用 地 利 用
改 善 事 業 の 準 則 と な る 農 用 地 利 用 規 程 を 定 め 、こ れ を 同 意 市 町 村 に 提 出 し て 、当 該 農 用
地 利 用 規 程 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

2 略   
3 同 意 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、そ の 申 請 に 係 る 農 用 地 利用

規 程 が 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る と き は 、 同 項 の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 農 用 地 利 用 規 程 の 内 容 が 基 本 構 想 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(1)の 2 前 項 第 2号 の 実 施 区 域 が 地 域 計 画 の 区 域 内 に あ る と き は 、 農 用 地 利 用 規 程 の 内

容 が 当 該 地 域 計 画 の 達 成 に 資 す る も の で あ る こ と 。  
(2) 農 用 地 利 用 規 程 の 内 容 が 農 用 地 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 を 図 る た め に 適 切 な も

の で あ る こ と 。  
(2)の 2 前 項 第 4号 に 掲 げ る 役 割 分 担 が 認 定 農 業 者 の 農 業 経 営 の 改 善 に 資 す る も の で あ

る こ と 。  
(3) 農 用 地 利 用 規 程 が 適 正 に 定 め ら れ て お り 、 か つ 、 申 請 者 が 当 該 農 用 地 利 用 規 程 で

定 め る と こ ろ に 従 い 農 用 地 利 用 改 善 事 業 を 実 施 す る 見 込 み が 確 実 で あ る こ と 。  
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ID: 323   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
農 用 地 利 用 規 程 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法  第24条 第1項  

法 令 番 号 昭 和55年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第23条 第1項(農 用 地 利 用 規 程 の 認 定 )と 同 様 に 法 第23条 第1項 、第3項 及 び 第24条 の 規
定 に よ る 。  
(農 用 地 利 用 規 程) 

第 23条  農 業 協 同 組 合 法 第 72条 の 10第 1項 第 1号 の 事 業 を 行 う 農 事 組 合 法 人 そ の 他 の 団 体
(政 令 で 定 め る 基 準 に 従 つ た 定 款 又 は 規 約 を 有 し て い る も の に 限 る 。 )で あ つ て 、 第 6条
第2項 第 6号 ロ に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す る 区 域 を そ の 地 区 と し 、か つ 、当 該 地 区 内 の 農 用
地 の 所 有 者 等 の 3分 の2以 上 が 構 成 員 と な つ て い る も の は 、そ の 行 お う と す る 農 用 地 利 用
改 善 事 業 の 準 則 と な る 農 用 地 利 用 規 程 を 定 め 、こ れ を 同 意 市 町 村 に 提 出 し て 、当 該 農 用
地 利 用 規 程 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

2 略   
3 同 意 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、そ の 申 請 に 係 る 農 用 地 利用

規 程 が 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る と き は 、 同 項 の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 農 用 地 利 用 規 程 の 内 容 が 基 本 構 想 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(1)の 2 前 項 第 2号 の 実 施 区 域 が 地 域 計 画 の 区 域 内 に あ る と き は 、 農 用 地 利 用 規 程 の 内

容 が 当 該 地 域 計 画 の 達 成 に 資 す る も の で あ る こ と 。  
(2) 農 用 地 利 用 規 程 の 内 容 が 農 用 地 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 を 図 る た め に 適 切 な も

の で あ る こ と 。  
(2)の 2 前 項 第 4号 に 掲 げ る 役 割 分 担 が 認 定 農 業 者 の 農 業 経 営 の 改 善 に 資 す る も の で あ

る こ と 。  
(3) 農 用 地 利 用 規 程 が 適 正 に 定 め ら れ て お り 、 か つ 、 申 請 者 が 当 該 農 用 地 利 用 規 程 で

定 め る と こ ろ に 従 い 農 用 地 利 用 改 善 事 業 を 実 施 す る 見 込 み が 確 実 で あ る こ と 。  
(農 用 地 利 用 規 程 の 変 更 等 ) 

第24条  認 定 団 体 は 、前 条 第1項 の 認 定 に 係 る 農 用 地 利 用 規 程 を 変 更 し よ う と す る と き は 、
同 意 市 町 村 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、特 定 農 用 地 利 用 規 程 で 定 め ら れ た
特 定 農 業 団 体 が 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 組 織 を 変 更 し て 、そ の 構成
員 を 主 た る 組 合 員 、社 員 若 し く は 株 主 と す る 農 業 経 営 を 営 む 法 人 と な つ た 場 合 に お いて
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当 該 特 定 農 用 地 利 用 規 程 を 変 更 し て 当 該 農 業 経 営 を 営 む 法 人 を 特 定 農 業 法 人 と し て 定
め よ う と す る と き 又 は 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を し よ う と す る 場 合 は 、こ の限
り で な い 。  

2 認 定 団 体 は 、前 項 た だ し 書 の 場 合 (同 項 た だ し 書 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を
し よ う と す る 場 合 を 除 く 。)は 、そ の 変 更 を し た 後 、遅 滞 な く 、そ の 変 更 し た 農 用 地 利 用
規 程 を 同 意 市 町 村 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

3 同 意 市 町 村 は 、認 定 団 体 が 前 条 第 1項 の 認 定 に 係 る 農 用 地 利 用 規 程 (前2項 の 規 定 に よ る
変 更 の 認 定 又 は 届 出 が あ つ た と き は 、 そ の 変 更 後 の も の )に 従 つ て 農 用 地 利 用 改 善 事 業
を 行 つ て い な い こ と そ の 他 政 令 で 定 め る 事 由 に 該 当 す る と 認 め る と き は 、そ の 認 定 を取
り 消 す こ と が で き る 。  

4 前 条 第 3項 及 び 第6項 の 規 定 は 第 1項 の 規 定 に よ る 変 更 の 認 定 に つ い て 、同 条 第 8項 の 規
定 は 第1項 又 は 第 2項 の 規 定 に よ る 変 更 の 認 定 又 は 届 出 に つ い て 準 用 す る 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 324   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
特 定 農 用 地 利 用 規 程 の 有 効 期 間 の 延 長 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 施 行 令  第 12条 た だ し 書  

法 令 番 号 昭 和55年 政 令 第219号  

【基準】 

 政 令 第12条 の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 農 用 地 利 用 規 程 の 有 効 期 間 ) 
第12条  特 定 農 用 地 利 用 規 程 の 有 効 期 間 は 、法 第23条 第1項 の 認 定 を 受 け た 日 か ら 起 算 し

て 5年 と す る 。 た だ し 、 同 項 の 認 定 を 受 け た 団 体 は 、 当 該 特 定 農 用 地 利 用 規 程 で 定 め ら
れ た 特 定 農 業 法 人 又 は 特 定 農 業 団 体 の 同 意 を 得 た 場 合 に は 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る とこ
ろ に よ り 、 同 意 市 町 村 の 承 認 を 得 て 、 そ の 有 効 期 間 を 5年 を 超 え な い 範 囲 内 で 延 長 す る
こ と が で き る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 325   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
施 設 の 維 持 運 営 に 関 す る 協 定 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律  第 18条 の 2第1項  

法 令 番 号 昭 和44年 法 律 第58号  

【基準】 

 法 第18条 の2第1項 及 び 第18条 の5第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (協 定 の 締 結 等) 
第 18条 の 2 農 用 地 利 用 計 画 に お い て 第 3条 第 4号 に 掲 げ る 土 地 と し て そ の 用 途 が 指 定 さ

れ た 土 地 に お い て 同 号 に 規 定 す る 施 設 を 適 切 に 配 置 し 、農 業 生 産 を 円 滑 か つ 効 率 的 に進
め る た め 、同 号 に 規 定 す る 施 設 の う ち 適 切 に 配 置 さ れ る こ と が 営 農 環 境 の 確 保 上 特 に必
要 と 認 め ら れ る 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 施 設 の 用 に 供 す る こ と を 予 定 す る 土 地 を 含 む 農
業 振 興 地 域 内 に あ る 相 当 規 模 の 一 団 の 土 地 (公 共 施 設 の 用 に 供 す る 土 地 そ の 他 政 令 で 定
め る 土 地 を 除 く 。)に つ い て 所 有 権 、地 上 権 又 は 賃 借 権 を 有 す る 者 (国 及 び 地 方 公 共 団 体
を 除 く 。以 下「 土 地 所 有 者 等 」と い う 。)は 、市 町 村 長 の 認 可 を 受 け て 、こ れ ら の 土 地 に
つ い て の 当 該 施 設 の 用 に 供 す る こ と を 予 定 す る 土 地 の 区 域 の 設 定 及 び こ れ と 併 せ て 行
う 当 該 施 設 の 用 に 供 し な い こ と を 予 定 す る 土 地 の 区 域 の 設 定 に 関 す る 協 定 (以 下 第 18条
の11ま で に お い て 「 協 定 」 と い う 。 )を 締 結 す る こ と が で き る 。  

 
 (協 定 の 認 可) 
第18条 の 5 市 町 村 長 は 、第18条 の2第1項 の 認 可 の 申 請 が 次 の 各 号 の す べ て に 該 当 す る と

き は 、 当 該 協 定 を 認 可 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 の 手 続 又 は 協 定 の 内 容 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(2) 協 定 区 域 (協 定 に お い て 協 定 区 域 予 定 地 を 定 め る 場 合 に は 、当 該 協 定 区 域 予 定 地 の

区 域 を 含 む 。 )が 協 定 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 相 当 の 規 模 を 有 し 、 か つ 、 協 定
に 係 る 施 設 に よ る 営 農 環 境 へ の 影 響 の 及 ぶ 範 囲 を 超 え な い 一 団 の 土 地 で あ る と 認 め
ら れ る こ と 。  

(3) 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 協 定 の 内 容 が 土 地 の 利 用 を 不 当 に 制 限 す る も の で な い
こ と そ の 他 妥 当 な も の で あ る こ と 。  

(4) 協 定 の 内 容 が 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 達 成 に 資 す る と 認 め ら れ る も の で あ る こ
と 。  
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ID: 326   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
施 設 の 維 持 運 営 に 関 す る 協 定 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律  第 18条 の 12第 1項  

法 令 番 号 昭 和44年 法 律 第58号  

【基準】 

 法 第18条 の12第1項 及 び 第3項 の 規 定 に よ る 。  
 (施 設 の 維 持 運 営 に 関 す る 協 定 の 締 結 等 ) 
第 18条 の 12 農 業 者 そ の 他 の 土 地 所 有 者 等 に 係 る 土 地 が 利 益 を 受 け 、 又 は 農 業 者 そ の 他

の 者 の 共 同 の 利 用 に 供 さ れ て い る 農 業 振 興 地 域 に お け る 農 業 用 用 排 水 施 設 (政 令 で 定 め
る 施 設 を 除 く 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)そ の 他 の 第8条 第 2項 第2号 に 掲 げ る 事 項 に 係
る 施 設 又 は 同 項 第 4号 若 し く は 第6号 に 規 定 す る 施 設 で あ つ て 、農 業 用 用 排 水 施 設 に よ り
利 益 を 受 け る 土 地 に 係 る 土 地 所 有 者 等 又 は 農 業 用 用 排 水 施 設 以 外 の 施 設 の 利 用 者 が 共
同 し て 行 う 維 持 、運 営 そ の 他 の 行 為 (以 下 こ の 条 に お い て「 維 持 運 営 」と い う 。)に よ り
機 能 の 保 持 を 図 る 必 要 が あ る も の と し て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の に つ い て 、農 業 者そ
の 他 の 土 地 所 有 者 等 又 は 利 用 者 は 、そ の 施 設 の 適 正 な 維 持 運 営 を 確 保 す る た め 、当 該 施
設 に つ い て 設 置 者 又 は 管 理 者 が あ る 場 合 に は 当 該 設 置 者 又 は 管 理 者 の 同 意 を 得 て 、当該
施 設 の 維 持 運 営 に 関 す る 協 定 (以 下 こ の 条 に お い て「 協 定 」と い う 。)を 締 結 し 、当 該 協
定 が 適 当 で あ る 旨 の 市 町 村 長 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

2 略  
3 市 町 村 長 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が 次 の 各 号 の す べ て に 該 当 す る と き は 、同 項 の 認 定を

す る も の と す る 。  
(1) 農 業 用 用 排 水 施 設 に 係 る 協 定 に あ つ て は 当 該 農 業 用 用 排 水 施 設 に よ り 利 益 を 受 け

る 土 地 の 区 域 に 係 る 土 地 所 有 者 等 の 、そ の 他 の 協 定 に あ つ て は 協 定 の 目 的 と な る 施 設
の 利 用 者 の 相 当 部 分 が 協 定 に 参 加 し て い る こ と 。  

(2) 協 定 に お い て 定 め る 施 設 の 維 持 運 営 に 関 す る 事 項 の 内 容 が 適 切 で あ り 、 か つ 、 農
業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 達 成 に 資 す る も の で あ る こ と 。  

(3) 協 定 に お い て 定 め る 前 項 第 3号 か ら 第 6号 ま で に 掲 げ る 事 項 の 内 容 が 妥 当 な も の で
あ る こ と 。  
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ID: 327   

担当部署 : 農業委員会事務局  

処 分 の 概

要 
農 地 利 用 規 約 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 住 組 合 法  第 13条 第 3項  

法 令 番 号 昭 和55年 法 律 第86号  

【基準】 

 法 第13条 第3項 及 び 第4項 の 規 定 に よ る 。  
 (農 地 利 用 規 約) 
第13条  
3 組 合 は 、 農 地 利 用 規 約 を 定 め た と き は 、 主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ れ を 市 町

村 長 (特 別 区 の 区 長 を 含 む 。以 下 同 じ 。)に 提 出 し て 、当 該 農 地 利 用 規 約 が 営 農 地 区 に お
け る 当 面 の 営 農 の 円 滑 な 継 続 に 資 す る も の で あ る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

4 市 町 村 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 申 請 に 係 る 農 地 利
用 規 約 の 設 定 手 続 又 は 申 請 手 続 が 法 令 に 違 反 し て い る と 認 め る と き は 、同 項 の 認 定 をし
て は な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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ID: 328   

担当部署 : 農業委員会事務局  

処 分 の 概

要 
農 地 等 の 権 利 移 動 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 地 法  第3条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和27年 法 律 第229号  

【基準】 

 法 第3条 第 1項 か ら 第 3項 ま で の 規 定 に よ る 。  
(農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 権 利 移 動 の 制 限 ) 

第 3条  農 地 又 は 採 草 放 牧 地 に つ い て 所 有 権 を 移 転 し 、 又 は 地 上 権 、 永 小 作 権 、 質 権 、 使
用 貸 借 に よ る 権 利 、 賃 借 権 若 し く は そ の 他 の 使 用 及 び 収 益 を 目 的 と す る 権 利 を 設 定 し、
若 し く は 移 転 す る 場 合 に は 、政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 事 者 が 農 業 委 員 会 の 許 可 を
受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 及 び 第5条 第 1項 本
文 に 規 定 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 第 46条 第1項 又 は 第47条 の 規 定 に よ つ て 所 有 権 が 移 転 さ れ る 場 合  
(2) 削 除  
(3) 第 37条 か ら 第 40条 ま で の 規 定 に よ つ て 農 地 中 間 管 理 権 (農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進

に 関 す る 法 律 第 2条 第 5項 に 規 定 す る 農 地 中 間 管 理 権 を い う 。 以 下 同 じ 。 )が 設 定 さ れ
る 場 合  

(4) 第 41条 の 規 定 に よ つ て 同 条 第 1項 に 規 定 す る 利 用 権 が 設 定 さ れ る 場 合  
(5) こ れ ら の 権 利 を 取 得 す る 者 が 国 又 は 都 道 府 県 で あ る 場 合  
(6) 土 地 改 良 法 (昭 和 24年 法 律 第 195号 )、 農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 (昭 和 44年

法 律 第 58号 )、 集 落 地 域 整 備 法 (昭 和 62年 法 律 第 63号 )又 は 市 民 農 園 整 備 促 進 法 (平 成 2
年 法 律 第 44号 )に よ る 交 換 分 合 に よ つ て こ れ ら の 権 利 が 設 定 さ れ 、 又 は 移 転 さ れ る 場
合  

(7) 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 18条 第 7項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た 農
用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 同 条 第 1項 の 権 利 が 設 定 さ れ 、 又 は
移 転 さ れ る 場 合  

(8) 特 定 農 山 村 地 域 に お け る 農 林 業 等 の 活 性 化 の た め の 基 盤 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律
(平 成 5年 法 律 第 72号 )第 9条 第 1項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た 所 有 権 移 転 等 促 進 計 画 の
定 め る と こ ろ に よ つ て 同 法 第2条 第 3項 第3号 の 権 利 が 設 定 さ れ 、 又 は 移 転 さ れ る 場 合  
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(9) 農 山 漁 村 の 活 性 化 の た め の 定 住 等 及 び 地 域 間 交 流 の 促 進 に 関 す る 法 律 (平 成 19年
法 律 第 48号 )第 9条 第 1項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た 所 有 権 移 転 等 促 進 計 画 の 定 め る と
こ ろ に よ つ て 同 法 第 5条 第10項 の 権 利 が 設 定 さ れ 、 又 は 移 転 さ れ る 場 合  

(9)の 2 農 林 漁 業 の 健 全 な 発 展 と 調 和 の と れ た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の 発 電 の 促 進
に 関 す る 法 律 (平 成 25年 法 律 第 81号 )第 17条 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た 所 有 権 移 転 等
促 進 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 同 法 第 5条 第4項 の 権 利 が 設 定 さ れ 、又 は 移 転 さ れ る
場 合  

(10) 民 事 調 停 法 (昭 和 26年 法 律 第 222号 )に よ る 農 事 調 停 に よ つ て こ れ ら の 権 利 が 設 定
さ れ 、 又 は 移 転 さ れ る 場 合  

(11) 土 地 収 用 法 (昭 和 26年 法 律 第 219号 )そ の 他 の 法 律 に よ つ て 農 地 若 し く は 採 草 放 牧
地 又 は こ れ ら に 関 す る 権 利 が 収 用 さ れ 、 又 は 使 用 さ れ る 場 合  

(12) 遺 産 の 分 割 、民 法 (明 治29年 法 律 第89号 )第768条 第 2項(同 法 第749条 及 び 第771条
に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定 に よ る 財 産 の 分 与 に 関 す る 裁 判 若 し く は 調 停
又 は 同 法 第 958条 の 2の 規 定 に よ る 相 続 財 産 の 分 与 に 関 す る 裁 判 に よ つ て こ れ ら の 権
利 が 設 定 さ れ 、 又 は 移 転 さ れ る 場 合  

(13) 農 地 中 間 管 理 機 構 が 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り あ ら か じ め 農 業 委 員 会
に 届 け 出 て 、農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 7条 第1号 に 掲 げ る 事 業 の 実 施 に よ り こ れ ら の
権 利 を 取 得 す る 場 合  

(14) 農 業 協 同 組 合 法 第 10条 第 3項 の 信 託 の 引 受 け の 事 業 又 は 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法
第7条 第 2号 に 掲 げ る 事 業 (以 下 こ れ ら を「 信 託 事 業 」と い う 。)を 行 う 農 業 協 同 組 合 又
は 農 地 中 間 管 理 機 構 が 信 託 事 業 に よ る 信 託 の 引 受 け に よ り 所 有 権 を 取 得 す る 場 合 及
び 当 該 信 託 の 終 了 に よ り そ の 委 託 者 又 は そ の 一 般 承 継 人 が 所 有 権 を 取 得 す る 場 合  

(14)の 2 農 地 中 間 管 理 機 構 が 、 農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り あ ら か じ め 農 業 委
員 会 に 届 け 出 て 、 農 地 中 間 管 理 事 業 (農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 2条 第 3
項 に 規 定 す る 農 地 中 間 管 理 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 実 施 に よ り 農 地 中 間 管 理 権 又
は 経 営 受 託 権 (同 法 第 8条 第 3項 第 3号 ロ に 規 定 す る 経 営 受 託 権 を い う 。 )を 取 得 す る 場
合  

(14)の 3 農 地 中 間 管 理 機 構 が 引 き 受 け た 農 地 貸 付 信 託 (農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関
す る 法 律 第2条 第 5項 第 2号 に 規 定 す る 農 地 貸 付 信 託 を い う 。)の 終 了 に よ り そ の 委 託 者
又 は そ の 一 般 承 継 人 が 所 有 権 を 取 得 す る 場 合  

(15) 地 方 自 治 法 (昭 和22年 法 律 第67号)第 252条 の19第 1項 の 指 定 都 市 (以 下 単 に 「 指 定
都 市 」と い う 。)が 古 都 に お け る 歴 史 的 風 土 の 保 存 に 関 す る 特 別 措 置 法 (昭 和41年 法 律
第1号 )第19条 の 規 定 に 基 づ い て す る 同 法 第 11条 第1項 の 規 定 に よ る 買 入 れ に よ つ て 所
有 権 を 取 得 す る 場 合  

(16) そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 場 合  
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2 前 項 の 許 可 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 す る こ と が で き な い 。 た だ
し 、民 法 第 269条 の2第 1項 の 地 上 権 又 は こ れ と 内 容 を 同 じ く す る そ の 他 の 権 利 が 設 定さ
れ 、 又 は 移 転 さ れ る と き 、 農 業 協 同 組 合 法 第 10条 第2項 に 規 定 す る 事 業 を 行 う 農 業 協 同
組 合 又 は 農 業 協 同 組 合 連 合 会 が 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 所 有 者 か ら 同 項 の 委 託 を 受 け る
こ と に よ り 第 1号 に 掲 げ る 権 利 が 取 得 さ れ る こ と と な る と き 、同 法 第11条 の 50第1項 第 1
号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 農 業 協 同 組 合 又 は 農 業 協 同 組 合 連 合 会 が 使 用 貸 借 に よ る 権 利
又 は 賃 借 権 を 取 得 す る と き 、 並 び に 第 1号 、 第 2号 及 び 第 4号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 政 令
で 定 め る 相 当 の 事 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 所 有 権 、地 上 権 、永 小 作 権 、質 権 、使 用 貸 借 に よ る 権 利 、賃 借 権 若 し く は そ の 他 の

使 用 及 び 収 益 を 目 的 と す る 権 利 を 取 得 し よ う と す る 者 又 は そ の 世 帯 員 等 の 耕 作 又 は
養 畜 の 事 業 に 必 要 な 機 械 の 所 有 の 状 況 、農 作 業 に 従 事 す る 者 の 数 等 か ら み て 、こ れ ら
の 者 が そ の 取 得 後 に お い て 耕 作 又 は 養 畜 の 事 業 に 供 す べ き 農 地 及 び 採 草 放 牧 地 の 全
て を 効 率 的 に 利 用 し て 耕 作 又 は 養 畜 の 事 業 を 行 う と 認 め ら れ な い 場 合  

(2) 農 地 所 有 適 格 法 人 以 外 の 法 人 が 前 号 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ う と す る 場 合  
(3) 信 託 の 引 受 け に よ り 第1号 に 掲 げ る 権 利 が 取 得 さ れ る 場 合  
(4) 第 1号 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ う と す る 者 (農 地 所 有 適 格 法 人 を 除 く 。)又 は そ の 世

帯 員 等 が そ の 取 得 後 に お い て 行 う 耕 作 又 は 養 畜 の 事 業 に 必 要 な 農 作 業 に 常 時 従 事 す
る と 認 め ら れ な い 場 合  

(5) 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 に つ き 所 有 権 以 外 の 権 原 に 基 づ い て 耕 作 又 は 養 畜 の 事 業 を 行
う 者 が そ の 土 地 を 貸 し 付 け 、 又 は 質 入 れ し よ う と す る 場 合 (当 該 事 業 を 行 う 者 又 は そ
の 世 帯 員 等 の 死 亡 又 は 第2条 第 2項 各 号 に 掲 げ る 事 由 に よ り そ の 土 地 に つ い て 耕 作 、採
草 又 は 家 畜 の 放 牧 を す る こ と が で き な い た め 一 時 貸 し 付 け よ う と す る 場 合 、当 該 事 業
を 行 う 者 が そ の 土 地 を そ の 世 帯 員 等 に 貸 し 付 け よ う と す る 場 合 、そ の 土 地 を 水 田 裏 作
(田 に お い て 稲 を 通 常 栽 培 す る 期 間 以 外 の 期 間 稲 以 外 の 作 物 を 栽 培 す る こ と を い う 。
以 下 同 じ 。 )の 目 的 に 供 す る た め 貸 し 付 け よ う と す る 場 合 及 び 農 地 所 有 適 格 法 人 の 常
時 従 事 者 た る 構 成 員 が そ の 土 地 を そ の 法 人 に 貸 し 付 け よ う と す る 場 合 を 除 く 。 ) 

(6) 第 1号 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ う と す る 者 又 は そ の 世 帯 員 等 が そ の 取 得 後 に お い
て 行 う 耕 作 又 は 養 畜 の 事 業 の 内 容 並 び に そ の 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 位 置 及 び 規 模 か
ら み て 、農 地 の 集 団 化 、農 作 業 の 効 率 化 そ の 他 周 辺 の 地 域 に お け る 農 地 又 は 採 草 放 牧
地 の 農 業 上 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 の 確 保 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら
れ る 場 合  

3 農 業 委 員 会 は 、 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 に つ い て 使 用 貸 借 に よ る 権 利 又 は 賃 借 権 が 設 定 さ
れ る 場 合 に お い て 、 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て を 満 た す と き は 、 前 項 (第 2号 及 び 第 4号 に 係
る 部 分 に 限 る 。 )の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 1項 の 許 可 を す る こ と が で き る 。  
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(1) こ れ ら の 権 利 を 取 得 し よ う と す る 者 が そ の 取 得 後 に お い て そ の 農 地 又 は 採 草 放 牧
地 を 適 正 に 利 用 し て い な い と 認 め ら れ る 場 合 に 使 用 貸 借 又 は 賃 貸 借 の 解 除 を す る 旨
の 条 件 が 書 面 に よ る 契 約 に お い て 付 さ れ て い る こ と 。  

(2) こ れ ら の 権 利 を 取 得 し よ う と す る 者 が 地 域 の 農 業 に お け る 他 の 農 業 者 と の 適 切 な
役 割 分 担 の 下 に 継 続 的 か つ 安 定 的 に 農 業 経 営 を 行 う と 見 込 ま れ る こ と 。  

(3) こ れ ら の 権 利 を 取 得 し よ う と す る 者 が 法 人 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 法 人 の 業
務 を 執 行 す る 役 員 又 は 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 使 用 人 (次 条 第 1項 第 3号 に お い て 「 業 務
執 行 役 員 等 」と い う 。)の う ち 、1人 以 上 の 者 が そ の 法 人 の 行 う 耕 作 又 は 養 畜 の 事 業 に
常 時 従 事 す る と 認 め ら れ る こ と 。  

 

標 準 処 理 期

間 
40日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 333   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
一 般 廃 棄 物 収 集 ・ 運 搬 業 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律  第 7条 第1項  

法 令 番 号 昭 和45年 法 律 第137号  

【基準】 

 法 第7条 第 1項 及 び 第 5項 の 規 定 に よ る 。  
(一 般 廃 棄 物 処 理 業) 

第 7条  一 般 廃 棄 物 の 収 集 又 は 運 搬 を 業 と し て 行 お う と す る 者 は 、 当 該 業 を 行 お う と す る
区 域 (運 搬 の み を 業 と し て 行 う 場 合 に あ つ て は 、 一 般 廃 棄 物 の 積 卸 し を 行 う 区 域 に 限
る 。)を 管 轄 す る 市 町 村 長 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、事 業 者 (自 ら そ の 一
般 廃 棄 物 を 運 搬 す る 場 合 に 限 る 。 )、 専 ら 再 生 利 用 の 目 的 と な る 一 般 廃 棄 物 の み の 収 集
又 は 運 搬 を 業 と し て 行 う 者 そ の 他 環 境 省 令 で 定 め る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

2〜4 略  
5 市 町 村 長 は 、第 1項 の 許 可 の 申 請 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 し て い る と 認 め る と きで

な け れ ば 、 同 項 の 許 可 を し て は な ら な い 。  
(1) 当 該 市 町 村 に よ る 一 般 廃 棄 物 の 収 集 又 は 運 搬 が 困 難 で あ る こ と 。  
(2) そ の 申 請 の 内 容 が 一 般 廃 棄 物 処 理 計 画 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(3) そ の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 及 び 申 請 者 の 能 力 が そ の 事 業 を 的 確 に 、 か つ 、 継 続 し

て 行 う に 足 り る も の と し て 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(4) 申 請 者 が 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。  

イ  心 身 の 故 障 に よ り そ の 業 務 を 適 切 に 行 う こ と が で き な い 者 と し て 環 境 省 令 で 定
め る も の  

ロ  破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者  
ハ  禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ

た 日 か ら5年 を 経 過 し な い 者  
ニ  こ の 法 律 、浄 化 槽 法 (昭 和58年 法 律 第43号 )そ の 他 生 活 環 境 の 保 全 を 目 的 と す る 法

令 で 政 令 で 定 め る も の 若 し く は こ れ ら の 法 令 に 基 づ く 処 分 若 し く は 暴 力 団 員 に よ
る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 (平 成 3年 法 律 第 77号 。 第 32条 の 3第 7項 及 び 第
32条 の 11第1項 を 除 く 。)の 規 定 に 違 反 し 、又 は 刑 法 (明 治40年 法 律 第45号 )第204条 、
第206条 、 第 208条 、 第 208条 の 2、 第 222条 若 し く は 第 247条 の 罪 若 し く は 暴 力 行 為
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等 処 罰 ニ 関 ス ル 法 律 (大 正15年 法 律 第60号 )の 罪 を 犯 し 、罰 金 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の
執 行 を 終 わ り 、 又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ た 日 か ら 5年 を 経 過 し な い 者  

ホ  第7条 の 4第1項(第 4号 に 係 る 部 分 を 除 く 。)若 し く は 第 2項 若 し く は 第14条 の3の2
第 1項 (第 4号 に 係 る 部 分 を 除 く 。 )若 し く は 第 2項 (こ れ ら の 規 定 を 第 14条 の 6に お い
て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)又 は 浄 化 槽 法 第41条 第2項 の 規 定 に よ り 許 可 を
取 り 消 さ れ 、そ の 取 消 し の 日 か ら5年 を 経 過 し な い 者 (当 該 許 可 を 取 り 消 さ れ た 者 が
法 人 で あ る 場 合 (第 7条 の 4第 1項 第 3号 又 は 第 14条 の 3の 2第 1項 第 3号 (第 14条 の 6に
お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )に 該 当 す る こ と に よ り 許 可 が 取 り 消 さ れ た 場 合 を 除
く 。)に お い て は 、当 該 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 (平 成5年 法 律 第88号 )第15条
の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 法 人 の 役 員 (業 務 を 執 行 す る 社 員 、
取 締 役 、執 行 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 を い い 、相 談 役 、顧 問 そ の 他 い か な る 名 称 を
有 す る 者 で あ る か を 問 わ ず 、法 人 に 対 し 業 務 を 執 行 す る 社 員 、取 締 役 、執 行 役 又 は
こ れ ら に 準 ず る 者 と 同 等 以 上 の 支 配 力 を 有 す る も の と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。以 下こ
の 号 、第8条 の 5第6項 及 び 第14条 第5項 第2号 ニ に お い て 同 じ 。)で あ つ た 者 で 当 該 取
消 し の 日 か ら 5年 を 経 過 し な い も の を 含 む 。 ) 

ヘ  第 7条 の 4若 し く は 第 14条 の 3の 2(第 14条 の 6に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を
含 む 。)又 は 浄 化 槽 法 第 41条 第 2項 の 規 定 に よ る 許 可 の 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手 続
法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ た 日 か ら 当 該 処 分 を す る 日 又 は 処 分 を し な い こ
と を 決 定 す る 日 ま で の 間 に 次 条 第 3項 (第 14条 の 2第 3項 及 び 第 14条 の 5第 3項 に お い
て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )の 規 定 に よ る 一 般
廃 棄 物 若 し く は 産 業 廃 棄 物 の 収 集 若 し く は 運 搬 若 し く は 処 分 (再 生 す る こ と を 含
む 。)の 事 業 の い ず れ か の 事 業 の 全 部 の 廃 止 の 届 出 又 は 浄 化 槽 法 第 38条 第5号 に 該 当
す る 旨 の 同 条 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ
る 者 を 除 く 。 )で 、 当 該 届 出 の 日 か ら 5年 を 経 過 し な い も の  

ト  ヘ に 規 定 す る 期 間 内 に 次 条 第 3項 の 規 定 に よ る 一 般 廃 棄 物 若 し く は 産 業 廃 棄 物 の
収 集 若 し く は 運 搬 若 し く は 処 分 の 事 業 の い ず れ か の 事 業 の 全 部 の 廃 止 の 届 出 又 は
浄 化 槽 法 第 38条 第 5号 に 該 当 す る 旨 の 同 条 の 規 定 に よ る 届 出 が あ つ た 場 合 に お い
て 、 ヘ の 通 知 の 日 前 60日 以 内 に 当 該 届 出 に 係 る 法 人 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当
の 理 由 が あ る 法 人 を 除 く 。 )の 役 員 若 し く は 政 令 で 定 め る 使 用 人 で あ つ た 者 又 は 当
該 届 出 に 係 る 個 人 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)の 政 令 で
定 め る 使 用 人 で あ つ た 者 で 、 当 該 届 出 の 日 か ら5年 を 経 過 し な い も の  

チ  そ の 業 務 に 関 し 不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 を す る お そ れ が あ る と 認 め る に 足 り る 相
当 の 理 由 が あ る 者  
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リ  営 業 に 関 し 成 年 者 と 同 一 の 行 為 能 力 を 有 し な い 未 成 年 者 で そ の 法 定 代 理 人 (法 定
代 理 人 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、そ の 役 員 を 含 む 。第 14条 第5項 第2号 ハ に お い
て 同 じ 。 )が イ か ら チ ま で の い ず れ か に 該 当 す る も の  

ヌ  法 人 で そ の 役 員 又 は 政 令 で 定 め る 使 用 人 の う ち に イ か ら チ ま で の い ず れ か に 該
当 す る 者 の あ る も の  

ル  個 人 で 政 令 で 定 め る 使 用 人 の う ち に イ か ら チ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ
る も の  

 
 
 省 令 第2条 の 2の 規 定 に よ る 。  
 (一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 の 許 可 の 基 準 ) 
第 2条 の 2 法 第 7条 第 5項 第 3号 (法 第 7条 の 2第 2項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定

に よ る 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  
(1) 施 設 に 係 る 基 準  

イ  一 般 廃 棄 物 が 飛 散 し 、及 び 流 出 し 、並 び に 悪 臭 が 漏 れ る お そ れ の な い 運 搬 車 、運
搬 船 、 運 搬 容 器 そ の 他 の 運 搬 施 設 を 有 す る こ と 。  

ロ  積 替 施 設 を 有 す る 場 合 に は 、 一 般 廃 棄 物 が 飛 散 し 、 流 出 し 、 及 び 地 下 に 浸 透 し、
並 び に 悪 臭 が 発 散 し な い よ う に 必 要 な 措 置 を 講 じ た 施 設 で あ る こ と 。  

(2) 申 請 者 の 能 力 に 係 る 基 準  
イ  一 般 廃 棄 物 の 収 集 又 は 運 搬 を 的 確 に 行 う に 足 り る 知 識 及 び 技 能 を 有 す る こ と 。  
ロ  一 般 廃 棄 物 の 収 集 又 は 運 搬 を 的 確 に 、か つ 、継 続 し て 行 う に 足 り る 経 理 的 基 礎 を

有 す る こ と 。  
 
 
標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 334   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
一 般 廃 棄 物 処 分 業 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律  第 7条 第6項  

法 令 番 号 昭 和45年 法 律 第137号  

【基準】 

 法 第7条 第 6項 及 び 第 10項 の 規 定 に よ る 。  
(一 般 廃 棄 物 処 理 業) 

第7条  
6 一 般 廃 棄 物 の 処 分 を 業 と し て 行 お う と す る 者 は 、 当 該 業 を 行 お う と す る 区 域 を 管 轄 す

る 市 町 村 長 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 事 業 者 (自 ら そ の 一 般 廃 棄 物 を 処
分 す る 場 合 に 限 る 。 )、 専 ら 再 生 利 用 の 目 的 と な る 一 般 廃 棄 物 の み の 処 分 を 業 と し て 行
う 者 そ の 他 環 境 省 令 で 定 め る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

7〜9 略  
10 市 町 村 長 は 、 第 6項 の 許 可 の 申 請 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 し て い る と 認 め る と き

で な け れ ば 、 同 項 の 許 可 を し て は な ら な い 。  
(1) 当 該 市 町 村 に よ る 一 般 廃 棄 物 の 処 分 が 困 難 で あ る こ と 。  
(2) そ の 申 請 の 内 容 が 一 般 廃 棄 物 処 理 計 画 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(3) そ の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 及 び 申 請 者 の 能 力 が そ の 事 業 を 的 確 に 、 か つ 、 継 続 し

て 行 う に 足 り る も の と し て 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(4) 申 請 者 が 第 5項 第 4号 イ か ら ル ま で の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。  

 
 省 令 第2条 の 4の 規 定 に よ る 。  
 (一 般 廃 棄 物 処 分 業 の 許 可 の 基 準 ) 
第2条 の 4 法 第7条 第10項 第 3号(法 第7条 の 2第2項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)の 規 定

に よ る 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  
(1) 処 分 (埋 立 処 分 を 除 く 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )を 業 と し て 行 う 場 合  

イ  施 設 に 係 る 基 準  
(1) 浄 化 槽 (浄 化 槽 法 第 2条 第 1号 に 規 定 す る 浄 化 槽 (同 法 第 3条 の 2第 2項 又 は 浄 化

槽 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 (平 成 12年 法 律 第 106号 )附 則 第 2条 の 規 定 に よ り 浄 化
槽 と み な さ れ た も の を 含 む 。)を い う 。以 下 同 じ 。)に 係 る 汚 泥 又 は し 尿 の 処 分 を
業 と し て 行 う 場 合 に は 、 当 該 汚 泥 又 は し 尿 の 処 分 に 適 す る し 尿 処 理 施 設 (浄 化 槽
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を 除 く 。第 13条 第5号 を 除 き 以 下 同 じ 。)、焼 却 施 設 そ の 他 の 処 理 施 設 を 有 す る こ
と 。  

(2) そ の 他 の 一 般 廃 棄 物 の 処 分 を 業 と し て 行 う 場 合 に は 、 そ の 処 分 を 業 と し て 行
お う と す る 一 般 廃 棄 物 の 種 類 に 応 じ 、当 該 一 般 廃 棄 物 の 処 分 に 適 す る 処 理 施 設 を
有 す る こ と 。  

(3) 保 管 施 設 を 有 す る 場 合 に は 、 搬 入 さ れ た 一 般 廃 棄 物 が 飛 散 し 、 流 出 し 、 及 び
地 下 に 浸 透 し 、並 び に 悪 臭 が 発 散 し な い よ う に 必 要 な 措 置 を 講 じ た 施 設 で あ る こ
と 。  

ロ  申 請 者 の 能 力 に 係 る 基 準  
(1) 一 般 廃 棄 物 の 処 分 を 的 確 に 行 う に 足 り る 知 識 及 び 技 能 を 有 す る こ と 。  
(2) 一 般 廃 棄 物 の 処 分 を 的 確 に 、 か つ 、 継 続 し て 行 う に 足 り る 経 理 的 基 礎 を 有 す

る こ と 。  
(2) 埋 立 処 分 を 業 と し て 行 う 場 合  

イ  施 設 に 係 る 基 準  
(1) 埋 立 処 分 を 業 と し て 行 う 場 合 に は 、 一 般 廃 棄 物 の 埋 立 処 分 に 適 す る 最 終 処 分

場 及 び ブ ル ド ー ザ ー そ の 他 の 施 設 を 有 す る こ と 。  
(2) 削 除  

ロ  申 請 者 の 能 力 に 係 る 基 準  
(1) 一 般 廃 棄 物 の 埋 立 処 分 を 的 確 に 行 う に 足 り る 知 識 及 び 技 能 を 有 す る こ と 。  
(2) 一 般 廃 棄 物 の 埋 立 処 分 を 的 確 に 、 か つ 、 継 続 し て 行 う に 足 り る 経 理 的 基 礎 を

有 す る こ と 。  
 
標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 335   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
一 般 廃 棄 物 収 集 ・ 運 搬 業 の 変 更 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律  第 7条 の2第 1項  

法 令 番 号 昭 和45年 法 律 第137号  

【基準】 

 法 第 7条 の 2第 2項 に お い て 準 用 す る 法 第 7条 第 5項 (第 3号 の 規 定 に よ る 省 令 第 2条 の 2を
含 む 。 )の 規 定 に よ る 。  
(一 般 廃 棄 物 処 理 業) 

第7条  
5 市 町 村 長 は 、第 1項 の 許 可 の 申 請 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 し て い る と 認 め る と きで

な け れ ば 、 同 項 の 許 可 を し て は な ら な い 。  
(1) 当 該 市 町 村 に よ る 一 般 廃 棄 物 の 収 集 又 は 運 搬 が 困 難 で あ る こ と 。  
(2) そ の 申 請 の 内 容 が 一 般 廃 棄 物 処 理 計 画 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(3) そ の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 及 び 申 請 者 の 能 力 が そ の 事 業 を 的 確 に 、 か つ 、 継 続 し

て 行 う に 足 り る も の と し て 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(4) 申 請 者 が 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。  

イ  心 身 の 故 障 に よ り そ の 業 務 を 適 切 に 行 う こ と が で き な い 者 と し て 環 境 省 令 で 定
め る も の  

ロ  破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者  
ハ  禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ

た 日 か ら5年 を 経 過 し な い 者  
ニ  こ の 法 律 、浄 化 槽 法 (昭 和58年 法 律 第43号 )そ の 他 生 活 環 境 の 保 全 を 目 的 と す る 法

令 で 政 令 で 定 め る も の 若 し く は こ れ ら の 法 令 に 基 づ く 処 分 若 し く は 暴 力 団 員 に よ
る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 (平 成 3年 法 律 第 77号 。 第 32条 の 3第 7項 及 び 第
32条 の 11第1項 を 除 く 。)の 規 定 に 違 反 し 、又 は 刑 法 (明 治40年 法 律 第45号 )第204条 、
第206条 、 第 208条 、 第 208条 の 2、 第 222条 若 し く は 第 247条 の 罪 若 し く は 暴 力 行 為
等 処 罰 ニ 関 ス ル 法 律 (大 正15年 法 律 第60号 )の 罪 を 犯 し 、罰 金 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の
執 行 を 終 わ り 、 又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ た 日 か ら 5年 を 経 過 し な い 者  

ホ  第7条 の 4第1項(第 4号 に 係 る 部 分 を 除 く 。)若 し く は 第 2項 若 し く は 第14条 の3の2
第 1項 (第 4号 に 係 る 部 分 を 除 く 。 )若 し く は 第 2項 (こ れ ら の 規 定 を 第 14条 の 6に お い
て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)又 は 浄 化 槽 法 第41条 第2項 の 規 定 に よ り 許 可 を
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取 り 消 さ れ 、そ の 取 消 し の 日 か ら5年 を 経 過 し な い 者 (当 該 許 可 を 取 り 消 さ れ た 者 が
法 人 で あ る 場 合 (第 7条 の 4第 1項 第 3号 又 は 第 14条 の 3の 2第 1項 第 3号 (第 14条 の 6に
お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )に 該 当 す る こ と に よ り 許 可 が 取 り 消 さ れ た 場 合 を 除
く 。)に お い て は 、当 該 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 (平 成5年 法 律 第88号 )第15条
の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 法 人 の 役 員 (業 務 を 執 行 す る 社 員 、
取 締 役 、執 行 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 を い い 、相 談 役 、顧 問 そ の 他 い か な る 名 称 を
有 す る 者 で あ る か を 問 わ ず 、法 人 に 対 し 業 務 を 執 行 す る 社 員 、取 締 役 、執 行 役 又 は
こ れ ら に 準 ず る 者 と 同 等 以 上 の 支 配 力 を 有 す る も の と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。以 下こ
の 号 、第8条 の 5第6項 及 び 第14条 第5項 第2号 ニ に お い て 同 じ 。)で あ つ た 者 で 当 該 取
消 し の 日 か ら 5年 を 経 過 し な い も の を 含 む 。 ) 

ヘ  第 7条 の 4若 し く は 第 14条 の 3の 2(第 14条 の 6に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を
含 む 。)又 は 浄 化 槽 法 第 41条 第 2項 の 規 定 に よ る 許 可 の 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手 続
法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ た 日 か ら 当 該 処 分 を す る 日 又 は 処 分 を し な い こ
と を 決 定 す る 日 ま で の 間 に 次 条 第 3項 (第 14条 の 2第 3項 及 び 第 14条 の 5第 3項 に お い
て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )の 規 定 に よ る 一 般
廃 棄 物 若 し く は 産 業 廃 棄 物 の 収 集 若 し く は 運 搬 若 し く は 処 分 (再 生 す る こ と を 含
む 。)の 事 業 の い ず れ か の 事 業 の 全 部 の 廃 止 の 届 出 又 は 浄 化 槽 法 第 38条 第5号 に 該 当
す る 旨 の 同 条 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ
る 者 を 除 く 。 )で 、 当 該 届 出 の 日 か ら 5年 を 経 過 し な い も の  

ト  ヘ に 規 定 す る 期 間 内 に 次 条 第 3項 の 規 定 に よ る 一 般 廃 棄 物 若 し く は 産 業 廃 棄 物 の
収 集 若 し く は 運 搬 若 し く は 処 分 の 事 業 の い ず れ か の 事 業 の 全 部 の 廃 止 の 届 出 又 は
浄 化 槽 法 第 38条 第 5号 に 該 当 す る 旨 の 同 条 の 規 定 に よ る 届 出 が あ つ た 場 合 に お い
て 、 ヘ の 通 知 の 日 前 60日 以 内 に 当 該 届 出 に 係 る 法 人 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当
の 理 由 が あ る 法 人 を 除 く 。 )の 役 員 若 し く は 政 令 で 定 め る 使 用 人 で あ つ た 者 又 は 当
該 届 出 に 係 る 個 人 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)の 政 令 で
定 め る 使 用 人 で あ つ た 者 で 、 当 該 届 出 の 日 か ら5年 を 経 過 し な い も の  

チ  そ の 業 務 に 関 し 不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 を す る お そ れ が あ る と 認 め る に 足 り る 相
当 の 理 由 が あ る 者  

リ  営 業 に 関 し 成 年 者 と 同 一 の 行 為 能 力 を 有 し な い 未 成 年 者 で そ の 法 定 代 理 人 (法 定
代 理 人 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、そ の 役 員 を 含 む 。第 14条 第5項 第2号 ハ に お い
て 同 じ 。 )が イ か ら チ ま で の い ず れ か に 該 当 す る も の  

ヌ  法 人 で そ の 役 員 又 は 政 令 で 定 め る 使 用 人 の う ち に イ か ら チ ま で の い ず れ か に 該
当 す る 者 の あ る も の  

ル  個 人 で 政 令 で 定 め る 使 用 人 の う ち に イ か ら チ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ
る も の  
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 省 令 第2条 の 2 
 (一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 の 許 可 の 基 準 ) 
第 2条 の 2 法 第 7条 第 5項 第 3号 (法 第 7条 の 2第 2項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定

に よ る 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  
(1) 施 設 に 係 る 基 準  

イ  一 般 廃 棄 物 が 飛 散 し 、及 び 流 出 し 、並 び に 悪 臭 が 漏 れ る お そ れ の な い 運 搬 車 、運
搬 船 、 運 搬 容 器 そ の 他 の 運 搬 施 設 を 有 す る こ と 。  

ロ  積 替 施 設 を 有 す る 場 合 に は 、 一 般 廃 棄 物 が 飛 散 し 、 流 出 し 、 及 び 地 下 に 浸 透 し、
並 び に 悪 臭 が 発 散 し な い よ う に 必 要 な 措 置 を 講 じ た 施 設 で あ る こ と 。  

(2) 申 請 者 の 能 力 に 係 る 基 準  
イ  一 般 廃 棄 物 の 収 集 又 は 運 搬 を 的 確 に 行 う に 足 り る 知 識 及 び 技 能 を 有 す る こ と 。  
ロ  一 般 廃 棄 物 の 収 集 又 は 運 搬 を 的 確 に 、か つ 、継 続 し て 行 う に 足 り る 経 理 的 基 礎 を

有 す る こ と 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 336   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
一 般 廃 棄 物 処 分 業 の 変 更 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律  第 7条 の2第 1項  

法 令 番 号 昭 和45年 法 律 第137号  

【基準】 

 法 第 7条 の 2第 2項 に お い て 準 用 す る 法 第 7条 第 10項 (第 3号 の 規 定 に よ る 省 令 第 2条 の 4を
含 む 。 )の 規 定 に よ る 。  

 (一 般 廃 棄 物 処 理 業 ) 
第7条  
10 市 町 村 長 は 、 第 6項 の 許 可 の 申 請 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 し て い る と 認 め る と き

で な け れ ば 、 同 項 の 許 可 を し て は な ら な い 。  
(1) 当 該 市 町 村 に よ る 一 般 廃 棄 物 の 処 分 が 困 難 で あ る こ と 。  
(2) そ の 申 請 の 内 容 が 一 般 廃 棄 物 処 理 計 画 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(3) そ の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 及 び 申 請 者 の 能 力 が そ の 事 業 を 的 確 に 、 か つ 、 継 続 し

て 行 う に 足 り る も の と し て 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(4) 申 請 者 が 第 5項 第 4号 イ か ら ル ま で の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。  

 
 省 令 第2条 の 4 
 (一 般 廃 棄 物 処 分 業 の 許 可 の 基 準 ) 
第2条 の 4 法 第7条 第10項 第 3号(法 第7条 の 2第2項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)の 規 定

に よ る 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  
(1) 処 分 (埋 立 処 分 を 除 く 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )を 業 と し て 行 う 場 合  

イ  施 設 に 係 る 基 準  
(1) 浄 化 槽 (浄 化 槽 法 第 2条 第 1号 に 規 定 す る 浄 化 槽 (同 法 第 3条 の 2第 2項 又 は 浄 化

槽 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 (平 成 12年 法 律 第 106号 )附 則 第 2条 の 規 定 に よ り 浄 化
槽 と み な さ れ た も の を 含 む 。)を い う 。以 下 同 じ 。)に 係 る 汚 泥 又 は し 尿 の 処 分 を
業 と し て 行 う 場 合 に は 、 当 該 汚 泥 又 は し 尿 の 処 分 に 適 す る し 尿 処 理 施 設 (浄 化 槽
を 除 く 。第 13条 第5号 を 除 き 以 下 同 じ 。)、焼 却 施 設 そ の 他 の 処 理 施 設 を 有 す る こ
と 。  
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(2) そ の 他 の 一 般 廃 棄 物 の 処 分 を 業 と し て 行 う 場 合 に は 、 そ の 処 分 を 業 と し て 行
お う と す る 一 般 廃 棄 物 の 種 類 に 応 じ 、当 該 一 般 廃 棄 物 の 処 分 に 適 す る 処 理 施 設 を
有 す る こ と 。  

(3) 保 管 施 設 を 有 す る 場 合 に は 、 搬 入 さ れ た 一 般 廃 棄 物 が 飛 散 し 、 流 出 し 、 及 び
地 下 に 浸 透 し 、並 び に 悪 臭 が 発 散 し な い よ う に 必 要 な 措 置 を 講 じ た 施 設 で あ る こ
と 。  

ロ  申 請 者 の 能 力 に 係 る 基 準  
(1) 一 般 廃 棄 物 の 処 分 を 的 確 に 行 う に 足 り る 知 識 及 び 技 能 を 有 す る こ と 。  
(2) 一 般 廃 棄 物 の 処 分 を 的 確 に 、 か つ 、 継 続 し て 行 う に 足 り る 経 理 的 基 礎 を 有 す

る こ と 。  
(2) 埋 立 処 分 を 業 と し て 行 う 場 合  

イ  施 設 に 係 る 基 準  
(1) 埋 立 処 分 を 業 と し て 行 う 場 合 に は 、 一 般 廃 棄 物 の 埋 立 処 分 に 適 す る 最 終 処 分

場 及 び ブ ル ド ー ザ ー そ の 他 の 施 設 を 有 す る こ と 。  
(2) 削 除  

ロ  申 請 者 の 能 力 に 係 る 基 準  
(1) 一 般 廃 棄 物 の 埋 立 処 分 を 的 確 に 行 う に 足 り る 知 識 及 び 技 能 を 有 す る こ と 。  
(2) 一 般 廃 棄 物 の 埋 立 処 分 を 的 確 に 、 か つ 、 継 続 し て 行 う に 足 り る 経 理 的 基 礎 を

有 す る こ と 。  
 

標 準 処 理 期

間 
14日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 337   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
再 生 利 用 一 般 廃 棄 物 ・ 運 送 業 者 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 規 則  第2条 第 2号  

法 令 番 号 昭 和46年 厚 生 省 令 第35号  

【基準】 

 省 令 第2条 第 2号 の 規 定 に よ る 。  
 (一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 の 許 可 を 要 し な い 者 ) 
第2条  法 第 7条 第1項 た だ し 書 の 環 境 省 令 で 定 め る 者 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 略  
(2) 再 生 利 用 さ れ る こ と が 確 実 で あ る と 市 町 村 長 が 認 め た 一 般 廃 棄 物 の み の 収 集 又 は

運 搬 を 業 と し て 行 う 者 で あ つ て 市 町 村 長 の 指 定 を 受 け た も の  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 338   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
再 生 利 用 一 般 廃 棄 物 処 分 業 者 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 規 則  第2条 の 3第2号  

法 令 番 号 昭 和46年 厚 生 省 令 第35号  

【基準】 

 省 令 第2条 の 3第2号 の 規 定 に よ る 。  
 (一 般 廃 棄 物 処 分 業 の 許 可 を 要 し な い 者 ) 
第 2条 の 3 法 第 7条 第 6項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 環 境 省 令 で 定 め る 者 は 、 次 の と お り と す

る 。  
(1) 略  
(2) 再 生 利 用 さ れ る こ と が 確 実 で あ る と 市 町 村 長 が 認 め た 一 般 廃 棄 物 の み の 処 分 を 業

と し て 行 う 者 で あ つ て 市 町 村 長 の 指 定 を 受 け た も の  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 339   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
埋 葬 、 火 葬 又 は 改 葬 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
墓 地 、 埋 葬 等 に 関 す る 法 律  第5条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和23年 法 律 第48号  

【基準】 

 法 第5条 の 規 定 に よ る 。  
第 5条  埋 葬 、 火 葬 又 は 改 葬 を 行 お う と す る 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

市 町 村 長 (特 別 区 の 区 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 )の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
2 前 項 の 許 可 は 、埋 葬 及 び 火 葬 に 係 る も の に あ つ て は 死 亡 若 し く は 死 産 の 届 出 を 受 理 し 、

死 亡 の 報 告 若 し く は 死 産 の 通 知 を 受 け 、又 は 船 舶 の 船 長 か ら 死 亡 若 し く は 死 産 に 関 する
航 海 日 誌 の 謄 本 の 送 付 を 受 け た 市 町 村 長 が 、改 葬 に 係 る も の に あ つ て は 死 体 又 は 焼 骨の
現 に 存 す る 地 の 市 町 村 長 が 行 な う も の と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
1日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 341   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
障 害 年 金 等 の 給 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
予 防 接 種 法  第 15条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和23年 法 律 第68号  

【基準】 

 法 第15条 か ら 第17条 ま で の 規 定 に よ る 。  
 (健 康 被 害 の 救 済 措 置 ) 
第 15条  市 町 村 長 は 、 当 該 市 町 村 の 区 域 内 に 居 住 す る 間 に 定 期 の 予 防 接 種 等 を 受 け た 者

が 、疾 病 に か か り 、障 害 の 状 態 と な り 、又 は 死 亡 し た 場 合 に お い て 、当 該 疾 病 、障 害 又
は 死 亡 が 当 該 定 期 の 予 防 接 種 等 を 受 け た こ と に よ る も の で あ る と 厚 生 労 働 大 臣 が 認 定
し た と き は 、 次 条 及 び 第17条 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 給 付 を 行 う 。  

2 厚 生 労 働 大 臣 は 、 前 項 の 認 定 を 行 う に 当 た っ て は 、 審 議 会 等 (国 家 行 政 組 織 法 (昭 和 23
年 法 律 第120号)第 8条 に 規 定 す る 機 関 を い う 。)で 政 令 で 定 め る も の の 意 見 を 聴 か な けれ
ば な ら な い 。  
(給 付 の 範 囲) 

第 16条  A類 疾 病 に 係 る 定 期 の 予 防 接 種 等 又 は B類 疾 病 に 係 る 臨 時 の 予 防 接 種 を 受 け た こ
と に よ る 疾 病 、 障 害 又 は 死 亡 に つ い て 行 う 前 条 第 1項 の 規 定 に よ る 給 付 は 、 次 の 各 号 に
掲 げ る と お り と し 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 者 に 対 し て 行 う 。  
(1) 医 療 費 及 び 医 療 手 当  予 防 接 種 を 受 け た こ と に よ る 疾 病 に つ い て 医 療 を 受 け る 者  
(2) 障 害 児 養 育 年 金  予 防 接 種 を 受 け た こ と に よ り 政 令 で 定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 に

あ る18歳 未 満 の 者 を 養 育 す る 者  
(3) 障 害 年 金  予 防 接 種 を 受 け た こ と に よ り 政 令 で 定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 に あ る 18

歳 以 上 の 者  
(4) 死 亡 一 時 金  予 防 接 種 を 受 け た こ と に よ り 死 亡 し た 者 の 政 令 で 定 め る 遺 族  
(5) 葬 祭 料  予 防 接 種 を 受 け た こ と に よ り 死 亡 し た 者 の 葬 祭 を 行 う 者  

2 B類 疾 病 に 係 る 定 期 の 予 防 接 種 を 受 け た こ と に よ る 疾 病 、 障 害 又 は 死 亡 に つ い て 行 う
前 条 第 1項 の 規 定 に よ る 給 付 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と し 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定
め る 者 に 対 し て 行 う 。  
(1) 医 療 費 及 び 医 療 手 当  予 防 接 種 を 受 け た こ と に よ る 疾 病 に つ い て 政 令 で 定 め る 程

度 の 医 療 を 受 け る 者  
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(2) 障 害 児 養 育 年 金  予 防 接 種 を 受 け た こ と に よ り 政 令 で 定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 に
あ る18歳 未 満 の 者 を 養 育 す る 者  

(3) 障 害 年 金  予 防 接 種 を 受 け た こ と に よ り 政 令 で 定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 に あ る 18
歳 以 上 の 者  

(4) 遺 族 年 金 又 は 遺 族 一 時 金  予 防 接 種 を 受 け た こ と に よ り 死 亡 し た 者 の 政 令 で 定 め
る 遺 族  

(5) 葬 祭 料  予 防 接 種 を 受 け た こ と に よ り 死 亡 し た 者 の 葬 祭 を 行 う 者  
(政 令 へ の 委 任 等) 

第17条  前 条 に 定 め る も の の ほ か 、第15条 第 1項 の 規 定 に よ る 給 付 (以 下「 給 付 」と い う 。)
の 額 、 支 給 方 法 そ の 他 給 付 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 政 令 で 定 め る 。  

2 前 条 第 2項 第 1号 か ら 第 4号 ま で の 政 令 及 び 同 項 の 規 定 に よ る 給 付 に 係 る 前 項 の 規 定 に
基 づ く 政 令 は 、 独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 構 法 (平 成 14年 法 律 第 192号 )第15条
第 1項 第 1号 イ に 規 定 す る 副 作 用 救 済 給 付 に 係 る 同 法 第 16条 第 1項 第 1号 か ら 第 4号 ま で
の 政 令 及 び 同 条 第 3項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 の 規 定 を 参 酌 し て 定 め る も の と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 342   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
経 営 改 善 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
酪 農 及 び 肉 用 牛 生 産 の 振 興 に 関 す る 法 律  第 2条 の 5 

法 令 番 号 昭 和29年 法 律 第182号  

【基準】 

 法 第2条 の 5及 び 省 令 第2条 の 5の 規 定 に よ る 。  
 (経 営 改 善 計 画) 
第2条 の 5 市 町 村 計 画 を 作 成 し た 市 町 村 長 は 、当 該 市 町 村 の 区 域 内 に お い て 酪 農 経 営 又 は

肉 用 牛 経 営 を 営 む 者 か ら 農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り そ の 作 成 し た 経 営 改 善 計
画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、そ の 経 営 改 善 計 画 が 市 町 村 計画
の 内 容 に 照 ら し 適 切 な も の で あ る こ と そ の 他 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る
も の で あ る と 認 め る と き は 、 そ の 経 営 改 善 計 画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を す る も の と す
る 。  

 
 (経 営 改 善 計 画 の 認 定 基 準 ) 
第2条 の 5 法 第2条 の5の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 当 該 経 営 改 善 計 画 が 市 町 村 計 画 の 内 容 に 照 ら し 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) 当 該 経 営 改 善 計 画 が 適 正 に 作 成 さ れ て お り 、 か つ 、 申 請 者 が こ れ を 達 成 す る 見 込

み が 確 実 で あ る こ と 。  
(3) 当 該 経 営 改 善 計 画 に 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 又 は 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 か ら 借

入 れ を 必 要 と す る 資 金 の 額 及 び 計 画 が 記 載 さ れ て い る も の に つ い て は 、当 該 借 入 れ が
必 要 で あ つ て 、 他 に 適 当 な 方 法 が な い こ と 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 353   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
犬 の 登 録 及 び 鑑 札 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
狂 犬 病 予 防 法  第 4条 第2項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第247号  

【基準】 

 法 第4条 第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 に よ る 。  
 (登 録) 
第4条  犬 の 所 有 者 は 、犬 を 取 得 し た 日 (生 後 90日 以 内 の 犬 を 取 得 し た 場 合 に あ つ て は 、生

後90日 を 経 過 し た 日 )か ら 30日 以 内 に 、 厚 生 労 働 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 犬 の
所 在 地 を 管 轄 す る 市 町 村 長 (特 別 区 に あ つ て は 、区 長 。以 下 同 じ 。)に 犬 の 登 録 を 申 請 し
な け れ ば な ら な い 。た だ し 、こ の 条 の 規 定 に よ り 登 録 を 受 け た 犬 に つ い て は 、こ の 限り
で な い 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 登 録 の 申 請 が あ つ た と き は 、 原 簿 に 登 録 し 、 そ の 犬 の 所 有 者 に 犬
の 鑑 札 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
1日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 354   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
犬 の 予 防 注 射 済 票 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
狂 犬 病 予 防 法  第 5条 第2項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第247号  

【基準】 

 法 第5条 第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 に よ る 。  
 (予 防 注 射) 
第5条  犬 の 所 有 者 (所 有 者 以 外 の 者 が 管 理 す る 場 合 に は 、そ の 者 。以 下 同 じ 。)は 、そ の 犬

に つ い て 、 厚 生 労 働 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 狂 犬 病 の 予 防 注 射 を 毎 年 1回 受 け さ せ
な け れ ば な ら な い 。  

2 市 町 村 長 は 、 政 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 項 の 予 防 注 射 を 受 け た 犬 の 所 有 者 に 注 射
済 票 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
1日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 355   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
犬 の 鑑 札 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
狂 犬 病 予 防 法 施 行 令  第1条 の 2 

法 令 番 号 昭 和28年 政 令 第236号  

【基準】 

 政 令 第1条 の 2の 規 定 に よ る 。  
 (鑑 札 の 再 交 付) 
第1条 の 2 市 町 村 長(特 別 区 に あ つ て は 、区 長 。以 下 同 じ 。)は 、鑑 札 を 亡 失 し 、又 は 損 傷

し た 犬 の 所 有 者 か ら 鑑 札 の 再 交 付 の 申 請 が あ つ た と き は 、鑑 札 を 交 付 し な け れ ば な らな
い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
1日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
犬 の 予 防 注 射 済 票 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
狂 犬 病 予 防 法 施 行 令  第3条  

法 令 番 号 昭 和28年 政 令 第236号  

【基準】 

 政 令 第3条 の 規 定 に よ る 。  
 (注 射 済 票 の 再 交 付 ) 
第 3条  市 町 村 長 は 、 注 射 済 票 を 亡 失 し 、 又 は 損 傷 し た 犬 の 所 有 者 か ら 注 射 済 票 の 再 交 付

の 申 請 が あ つ た と き は 、 注 射 済 票 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  
 

標 準 処 理 期

間 
1日  

備

考 
 



law_0356.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
障 害 児 福 祉 手 当 の 受 給 資 格 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律  第 19条  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第134号  

【基準】 

 法 第17条 の 規 定 に よ る 。  
 (支 給 要 件) 
第 17条  都 道 府 県 知 事 、 市 長 (特 別 区 の 区 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 )及 び 福 祉 事 務 所 (社 会 福

祉 法 (昭 和 26年 法 律 第 45号 )に 定 め る 福 祉 に 関 す る 事 務 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 )を 管 理 す
る 町 村 長 は 、そ の 管 理 に 属 す る 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 重 度 障 害 児 に対
し 、障 害 児 福 祉 手 当 (以 下 こ の 章 に お い て「 手 当 」と い う。)を 支 給 す る 。た だ し 、そ の
者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 障 害 を 支 給 事 由 と す る 給 付 で 政 令 で 定 め る も の を 受 け る こ と が で き る と き 。 た だ

し 、 そ の 全 額 に つ き そ の 支 給 が 停 止 さ れ て い る と き を 除 く 。  
(2) 児 童 福 祉 法 (昭 和 22年 法 律 第 164号 )に 規 定 す る 障 害 児 入 所 施 設 そ の 他 こ れ に 類 す

る 施 設 で 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の に 収 容 さ れ て い る と き 。  
 
 障 害 児 童 福 祉 手 当 及 び 特 別 障 害 者 手 当 の 障 害 程 度 認 定 基 準 に つ い て (昭 和60年12月28日

社 更 第162号)参 照  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
 



law_0366.docx 

 

ID: 366   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
障 害 児 福 祉 手 当 の 受 給 資 格 の 再 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律  第 26条  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第134号  

【基準】 

 法 第26条 に お い て 準 用 す る 法 第5条 第 2項 の 規 定 に よ る 。  
 (認 定) 
第5条  
2 前 項 の 認 定 を 受 け た 者 が 、 手 当 の 支 給 要 件 に 該 当 し な く な つ た 後 再 び そ の 要 件 に 該 当

す る に 至 つ た 場 合 に お い て 、そ の 該 当 す る に 至 つ た 後 の 期 間 に 係 る 手 当 の 支 給 を 受 けよ
う と す る と き も 、 同 項 と 同 様 と す る 。  

 
 障 害 児 童 福 祉 手 当 及 び 特 別 障 害 者 手 当 の 障 害 程 度 認 定 基 準 に つ い て (昭 和60年12月28日

社 更 第162号)参 照  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 367   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 別 障 害 者 手 当 の 受 給 資 格 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律  第 26条 の 5 

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第134号  

【基準】 

 法 第26条 の2の 規 定 に よ る 。  
 (支 給 要 件) 
第26条 の 2 都 道 府 県 知 事 、 市 長 及 び 福 祉 事 務 所 を 管 理 す る 町 村 長 は 、 そ の 管 理 に 属 す る

福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 特 別 障 害 者 に 対 し 、 特 別 障 害 者 手 当 (以 下 こ の
章 に お い て「 手 当 」と い う 。)を 支 給 す る 。た だ し 、そ の 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当
す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 (平 成 17年 法 律 第

123号)に 規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設 (次 号 に お い て「 障 害 者 支 援 施 設 」と い う 。)に 入 所
し て い る と き (同 法 に 規 定 す る 生 活 介 護 (次 号 に お い て「 生 活 介 護 」と い う。)を 受 け て
い る 場 合 に 限 る 。 )。  

(2) 障 害 者 支 援 施 設 (生 活 介 護 を 行 う も の に 限 る 。 )に 類 す る 施 設 で 厚 生 労 働 省 令 で 定
め る も の に 入 所 し て い る と き 。  

(3) 病 院 又 は 診 療 所 (前 号 に 規 定 す る 施 設 を 除 く 。)に 継 続 し て3月 を 超 え て 入 院 す る に
至 つ た と き 。  

 
 障 害 児 童 福 祉 手 当 及 び 特 別 障 害 者 手 当 の 障 害 程 度 認 定 基 準 に つ い て (昭 和60年12月28日

社 更 第162号)参 照  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 368   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
未 熟 児 に 対 す る 養 育 医 療 の 給 付 の 決 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
母 子 保 健 法  第 20条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和40年 法 律 第141号  

【基準】 

 法 第20条 の 規 定 に よ る 。  
 (養 育 医 療) 
第 20条  市 町 村 は 、 養 育 の た め 病 院 又 は 診 療 所 に 入 院 す る こ と を 必 要 と す る 未 熟 児 に 対

し 、そ の 養 育 に 必 要 な 医 療 (以 下「 養 育 医 療 」と い う 。)の 給 付 を 行 い 、又 は こ れ に 代 え
て 養 育 医 療 に 要 す る 費 用 を 支 給 す る こ と が で き る 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 費 用 の 支 給 は 、 養 育 医 療 の 給 付 が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 限
り 、 行 な う こ と が で き る 。  

3 養 育 医 療 の 給 付 の 範 囲 は 、 次 の と お り と す る 。  
(1) 診 察  
(2) 薬 剤 又 は 治 療 材 料 の 支 給  
(3) 医 学 的 処 置 、 手 術 及 び そ の 他 の 治 療  
(4) 病 院 又 は 診 療 所 へ の 入 院 及 び そ の 療 養 に 伴 う 世 話 そ の 他 の 看 護  
(5) 移 送  

4 養 育 医 療 の 給 付 は 、 都 道 府 県 知 事 が 次 項 の 規 定 に よ り 指 定 す る 病 院 若 し く は 診 療 所 又
は 薬 局 (以 下 「 指 定 養 育 医 療 機 関 」 と い う 。 )に 委 託 し て 行 う も の と す る 。  

5 都 道 府 県 知 事 は 、病 院 若 し く は 診 療 所 又 は 薬 局 の 開 設 者 の 同 意 を 得 て 、第1項 の 規 定 に
よ る 養 育 医 療 を 担 当 さ せ る 機 関 を 指 定 す る 。  

6 第 1項 の 規 定 に よ り 支 給 す る 費 用 の 額 は 、 次 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 児 童 福 祉 法 第 19
条 の 12の 規 定 に よ り 指 定 養 育 医 療 機 関 が 請 求 す る こ と が で き る 診 療 報 酬 の 例 に よ り 算
定 し た 額 の う ち 、 本 人 及 び そ の 扶 養 義 務 者 (民 法 (明 治 29年 法 律 第 89号 )に 定 め る 扶 養 義
務 者 を い う 。 第 21条 の 4第1項 に お い て 同 じ 。 )が 負 担 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る
額 と す る 。  

7 児 童 福 祉 法 第 19条 の12、第19条 の20及 び 第21条 の 3の 規 定 は 養 育 医 療 の 給 付 に つ い て 、
同 法 第 20条 第 7項 及 び 第 8項 並 び に 第 21条 の 規 定 は 指 定 養 育 医 療 機 関 に つ い て 、 そ れ ぞ
れ 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、同 法 第 19条 の12中「 診 療 方 針 」と あ る の は「 診 療 方 針
及 び 診 療 報 酬 」 と 、 同 条 第 2項 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 と あ る の は 「 内 閣 総 理 大 臣 」 と 、 同
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法 第 19条 の 20(第 2項 を 除 く 。 )中 「 小 児 慢 性 特 定 疾 病 医 療 費 の 」 と あ る の は 「 診 療 報 酬
の 」と 、同 条 第1項 中「 第19条 の 3第10項 」と あ る の は「 母 子 保 健 法 第20条 第7項 に お い
て 読 み 替 え て 準 用 す る 第19条 の 12」と 、同 条 第4項 中「 都 道 府 県 」と あ る の は「 市 町 村 」
と 、「 厚 生 労 働 省 令 」と あ る の は「 内 閣 府 令 」と 、同 法 第 21条 の3第2項 中「 都 道 府 県 の 」
と あ る の は 「 市 町 村 の 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 374   

担当部署 : 総務課  

処 分 の 概

要 
合 併 協 議 会 設 置 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 施 行 令  第 1条 第 2項  

法 令 番 号 平 成17年 政 令 第55号  

【基準】 

 政 令 第1条 の 規 定 に よ る 。  
 (代 表 者 証 明 書 の 交 付 等 ) 
第 1条  市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 (以 下 「 法 」 と い う 。 )第 4条 第 1項 の 規 定 に よ り

合 併 協 議 会 を 置 く よ う 請 求 し よ う と す る 代 表 者 (以 下「 請 求 代 表 者 」と い う 。)は 、合 併
対 象 市 町 村 の 名 称 及 び 請 求 の 内 容 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 書 面 (以 下 「 合 併 協 議 会
設 置 請 求 書 」と い う 。)を 添 え て 、そ の 者 の 属 す る 市 町 村 の 長 に 対 し 、請 求 代 表 者 で あ る
こ と を 証 明 す る 書 面 (以 下「 代 表 者 証 明 書 」と い う 。)の 交 付 を 文 書 で 申 請 し な け れ ば な
ら な い 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 市 町 村 の 長 は 、 直 ち に 、 市 町 村 の 選 挙 管
理 委 員 会 に 対 し 、 請 求 代 表 者 が 選 挙 人 名 簿 に 登 録 さ れ た 者 で あ る か ど う か の 確 認 を 求
め 、そ の 確 認 が あ っ た と き は 、そ の 者 に 代 表 者 証 明 書 を 交 付 し 、か つ 、そ の 旨 を 告 示 し
な け れ ば な ら な い 。  

3 代 表 者 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 請 求 代 表 者 が2人 以 上 あ る 場 合 に お い て 、そ の 一 部 の 請 求
代 表 者 が 法 第 5条 第 30項 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 (昭 和 22年 法 律 第 67号 )第 74条 第 6
項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、他 の 請 求 代 表 者 は 、当 該 代 表 者 証 明 書を
添 え て 、当 該 市 町 村 の 長 に 届 け 出 て 、当 該 代 表 者 証 明 書 に 請 求 代 表 者 の 変 更 に 係 る 記 載
を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

4 市 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会 は 、 代 表 者 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 請 求 代 表 者 が 法 第 5条 第 30
項 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 第 74条 第6項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 知 っ た と
き は 、 直 ち に そ の 旨 を 当 該 市 町 村 の 長 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

5 当 該 市 町 村 の 長 は 、第3項 の 届 出 又 は 前 項 の 通 知 を 受 け た 場 合 そ の 他 当 該 請 求 代 表 者が
法 第 5条 第 30項 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 第 74条 第 6項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ
と を 知 っ た と き は 、 直 ち に そ の 旨 を 告 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 
標 準 処 理 期

間 
7日  
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ID: 375   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
景 観 地 区 内 の 建 築 物 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
景 観 法  第63条 第1項  

法 令 番 号 平 成16年 法 律 第110号  

【基準】 

 法 第62条 、 第63条 第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 に よ る 。  
 (建 築 物 の 形 態 意 匠 の 制 限 ) 
第62条  景 観 地 区 内 の 建 築 物 の 形 態 意 匠 は 、都 市 計 画 に 定 め ら れ た 建 築 物 の 形 態 意 匠 の 制

限 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。た だ し 、政 令 で 定 め る 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 義
務 付 け ら れ た 建 築 物 又 は そ の 部 分 の 形 態 意 匠 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 (計 画 の 認 定) 
第63条  景 観 地 区 内 に お い て 建 築 物 の 建 築 等 を し よ う と す る 者 は 、あ ら か じ め 、そ の 計画

が 、前 条 の 規 定 に 適 合 す る も の で あ る こ と に つ い て 、申 請 書 を 提 出 し て 市 町 村 長 の 認 定
を 受 け な け れ ば な ら な い 。当 該 認 定 を 受 け た 建 築 物 の 計 画 を 変 更 し て 建 築 等 を し よ うと
す る 場 合 も 、 同 様 と す る 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 申 請 書 を 受 理 し た 場 合 に お い て は 、 そ の 受 理 し た 日 か ら 30日 以 内
に 、申 請 に 係 る 建 築 物 の 計 画 が 前 条 の 規 定 に 適 合 す る か ど う か を 審 査 し 、審 査 の 結 果 に
基 づ い て 当 該 規 定 に 適 合 す る も の と 認 め た と き は 、当 該 申 請 者 に 認 定 証 を 交 付 し な けれ
ば な ら な い 。  

 
 景 観 法 運 用 指 針 (平 成16年 12月 国 土 交 通 省・農 林 水 産 省・環 境 省 、令 和 4年3月28日 改 正 )

参 照  

標 準 処 理 期

間 
30日 以 内 (法 第63条 第2項 ) 

備

考 
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担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
被 保 険 者 証 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 12条 第 3項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 省 令 第26条 の 規 定 に よ る 。  
(被 保 険 者 証 の 交 付) 

第26条  市 町 村 は 、 第 1号 被 保 険 者 並 び に 第 2号 被 保 険 者 (法 第9条 第 2号 に 規 定 す る 被 保 険
者 を い う 。 以 下 同 じ 。 )の う ち 法 第27条 第 1項 又 は 第32条 第1項 の 規 定 に よ る 申 請 を 行 っ
た も の 及 び 法 第 12条 第 3項 の 規 定 に 基 づ き 被 保 険 者 証 の 交 付 を 求 め た も の に 対 し 、 様 式
第1号 に よ る 被 保 険 者 証 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

2 第 2号 被 保 険 者 は 、前 項 の 規 定 に よ り 被 保 険 者 証 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、氏 名 、
生 年 月 日 、 住 所 及 び 個 人 番 号 を 記 載 し た 申 請 書 を 市 町 村 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

3 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 第 2号 被 保 険 者 は 、 医 療 保 険 各 法 に よ る 被 保 険 者 証 (日 雇 特
例 被 保 険 者 手 帳 (健 康 保 険 印 紙 を 貼 り 付 け る べ き 余 白 が あ る も の に 限 る 。)を 含 む 。)、組
合 員 証 又 は 加 入 者 証 (組 合 員 証 及 び 加 入 者 証 に つ い て は 、 被 扶 養 者 証 を 含 む 。 以 下 「 医
療 保 険 被 保 険 者 証 等 」と い う 。)を 提 示 す る も の と す る 。た だ し 、市 町 村 が 当 該 第 2号 被
保 険 者 が 医 療 保 険 加 入 者 で あ る こ と を 公 簿 等 に よ っ て 確 認 す る こ と が で き る と き は 、こ
の 限 り で な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
3日  

備

考 
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ID: 378   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
要 介 護 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 27条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第27条 第1項 及 び 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (要 介 護 認 定) 
第27条  要 介 護 認 定 を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

申 請 書 に 被 保 険 者 証 を 添 付 し て 市 町 村 に 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い
て 、 当 該 被 保 険 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 46条 第 1項 に 規 定 す る 指
定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 、地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 若 し く は 介 護 保 険 施 設 で あ っ て厚
生 労 働 省 令 で 定 め る も の 又 は 第 115条 の 46第 1項 に 規 定 す る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 、
当 該 申 請 に 関 す る 手 続 を 代 わ っ て 行 わ せ る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 職 員 を し て 、 当 該 申 請 に 係 る 被 保 険 者 に
面 接 さ せ 、そ の 心 身 の 状 況 、そ の 置 か れ て い る 環 境 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に
つ い て 調 査 を さ せ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 は 、当 該 被 保 険 者 が 遠 隔の
地 に 居 所 を 有 す る と き は 、 当 該 調 査 を 他 の 市 町 村 に 嘱 託 す る こ と が で き る 。  

 
 省 令 第36条 の 規 定 に よ る 。  
第 36条  法 第 27条 第 2項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 同 条 第 1項 の 申 請 に 係 る 被 保 険

者 の 病 状 及 び 当 該 者 が 現 に 受 け て い る 医 療 の 状 況 と す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日 以 内 (法 第27条 第11項 ) 

備
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ID: 379   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
要 介 護 認 定 の 更 新  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 28条 第 2項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第 28条 第 4項 に お い て 準 用 す る 法 第 27条 第 2項 及 び 法 第 27条 第 2項 の 規 定 に よ る 省 令
第36条 の 規 定 に よ る 。  

 (要 介 護 認 定 の 更 新 ) 
第28条  
2 要 介 護 認 定 を 受 け た 被 保 険 者 は 、有 効 期 間 の 満 了 後 に お い て も 要 介 護 状 態 に 該 当 す る と

見 込 ま れ る と き は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 に 対 し 、当 該 要 介 護認
定 の 更 新 (以 下 「 要 介 護 更 新 認 定 」 と い う 。 )の 申 請 を す る こ と が で き る 。  

3 略   
4 前 条(第 8項 を 除 く 。)の 規 定 は 、前 2項 の 申 請 及 び 当 該 申 請 に 係 る 要 介 護 更 新 認 定 に つい

て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、同 条 の 規 定 に 関 し 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、政 令 で 定め
る 。  

 
 (要 介 護 認 定) 
第27条  要 介 護 認 定 を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

申 請 書 に 被 保 険 者 証 を 添 付 し て 市 町 村 に 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い
て 、 当 該 被 保 険 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 46条 第 1項 に 規 定 す る 指
定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 、地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 若 し く は 介 護 保 険 施 設 で あ っ て厚
生 労 働 省 令 で 定 め る も の 又 は 第 115条 の 46第 1項 に 規 定 す る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 、
当 該 申 請 に 関 す る 手 続 を 代 わ っ て 行 わ せ る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 は 、前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、当 該 職 員 を し て 、当 該 申 請 に 係 る 被 保 険 者 に 面
接 さ せ 、そ の 心 身 の 状 況 、そ の 置 か れ て い る 環 境 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に つ
い て 調 査 を さ せ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 は 、当 該 被 保 険 者 が 遠 隔 の地
に 居 所 を 有 す る と き は 、 当 該 調 査 を 他 の 市 町 村 に 嘱 託 す る こ と が で き る 。  

第3項 か ら 第 12項 ま で  略   
 
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
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第 36条  法 第 27条 第 2項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 同 条 第 1項 の 申 請 に 係 る 被 保 険
者 の 病 状 及 び 当 該 者 が 現 に 受 け て い る 医 療 の 状 況 と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日 以 内 (法 第28条 第4項 に お い て 準 用 す る 法 第27条 第 11項 ) 

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 380   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
要 介 護 状 態 区 分 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 29条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第 29条 第 2項 に お い て 準 用 す る 法 第 27条 第 2項 及 び 法 第 27条 第 2項 の 規 定 に よ る 省 令
第36条 の 規 定 に よ る 。  

 (要 介 護 状 態 区 分 の 変 更 の 認 定 ) 
第29条  要 介 護 認 定 を 受 け た 被 保 険 者 は 、そ の 介 護 の 必 要 の 程 度 が 現 に 受 け て い る 要 介 護

認 定 に 係 る 要 介 護 状 態 区 分 以 外 の 要 介 護 状 態 区 分 に 該 当 す る と 認 め る と き は 、厚 生 労働
省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 に 対 し 、要 介 護 状 態 区 分 の 変 更 の 認 定 の 申 請 を する
こ と が で き る 。  

2 第 27条 及 び 前 条 第 5項 か ら 第 8項 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 申 請 及 び 当 該 申 請 に 係 る 要 介 護
状 態 区 分 の 変 更 の 認 定 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、こ れ ら の 規 定 に 関 し 必 要
な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

 
 (要 介 護 認 定) 
第27条  要 介 護 認 定 を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

申 請 書 に 被 保 険 者 証 を 添 付 し て 市 町 村 に 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い
て 、 当 該 被 保 険 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 46条 第 1項 に 規 定 す る 指
定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 、地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 若 し く は 介 護 保 険 施 設 で あ っ て厚
生 労 働 省 令 で 定 め る も の 又 は 第 115条 の 46第 1項 に 規 定 す る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 、
当 該 申 請 に 関 す る 手 続 を 代 わ っ て 行 わ せ る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 は 、前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、当 該 職 員 を し て 、当 該 申 請 に 係 る 被 保 険 者 に 面
接 さ せ 、そ の 心 身 の 状 況 、そ の 置 か れ て い る 環 境 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に つ
い て 調 査 を さ せ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 は 、当 該 被 保 険 者 が 遠 隔 の地
に 居 所 を 有 す る と き は 、 当 該 調 査 を 他 の 市 町 村 に 嘱 託 す る こ と が で き る 。  

第3項 か ら 第 12項 ま で  略   
 
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
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第 36条  法 第 27条 第 2項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 同 条 第 1項 の 申 請 に 係 る 被 保 険
者 の 病 状 及 び 当 該 者 が 現 に 受 け て い る 医 療 の 状 況 と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日 以 内 (法 第29条 第2項 に お い て 準 用 す る 法 第27条 第 11項 ) 

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 381   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
要 支 援 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 32条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第 32条 第 2項 に お い て 準 用 す る 法 第 27条 第 2項 及 び 法 第 27条 第 2項 の 規 定 に よ る 省 令
第36条 の 規 定 に よ る 。  

 (要 支 援 認 定) 
第32条  要 支 援 認 定 を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

申 請 書 に 被 保 険 者 証 を 添 付 し て 市 町 村 に 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い
て 、 当 該 被 保 険 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 46条 第 1項 に 規 定 す る 指
定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 、地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 若 し く は 介 護 保 険 施 設 で あ っ て厚
生 労 働 省 令 で 定 め る も の 又 は 第 115条 の 46第 1項 に 規 定 す る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 、
当 該 申 請 に 関 す る 手 続 を 代 わ っ て 行 わ せ る こ と が で き る 。  

2 第 27条 第2項 及 び 第 3項 の 規 定 は 、前 項 の 申 請 に 係 る 調 査 並 び に 同 項 の 申 請 に 係 る 被 保
険 者 の 主 治 の 医 師 の 意 見 及 び 当 該 被 保 険 者 に 対 す る 診 断 命 令 に つ い て 準 用 す る 。  

以 下  略  
 
 (要 介 護 認 定) 
第27条  要 介 護 認 定 を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

申 請 書 に 被 保 険 者 証 を 添 付 し て 市 町 村 に 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い
て 、 当 該 被 保 険 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 46条 第 1項 に 規 定 す る 指
定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 、地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 若 し く は 介 護 保 険 施 設 で あ っ て厚
生 労 働 省 令 で 定 め る も の 又 は 第 115条 の 46第 1項 に 規 定 す る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 、
当 該 申 請 に 関 す る 手 続 を 代 わ っ て 行 わ せ る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 職 員 を し て 、 当 該 申 請 に 係 る 被 保 険 者 に
面 接 さ せ 、そ の 心 身 の 状 況 、そ の 置 か れ て い る 環 境 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に
つ い て 調 査 を さ せ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 は 、当 該 被 保 険 者 が 遠 隔の
地 に 居 所 を 有 す る と き は 、 当 該 調 査 を 他 の 市 町 村 に 嘱 託 す る こ と が で き る 。  

第3項 か ら 第 12項 ま で  略   
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 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
第 36条  法 第 27条 第 2項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 同 条 第 1項 の 申 請 に 係 る 被 保 険

者 の 病 状 及 び 当 該 者 が 現 に 受 け て い る 医 療 の 状 況 と す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日 以 内 (法 第32条 第9項 に お い て 準 用 す る 法 第27条 第 11項 ) 

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 382   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
要 支 援 認 定 の 更 新  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 33条 第 2項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第 33条 第 4項 に お い て 準 用 す る 法 第 32条 第 2項 に て 準 用 す る 法 第 27条 第 2項 及 び 法 第
27条 第 2項 の 規 定 に よ る 省 令 第36条 の 規 定 に よ る 。  

 
 (要 支 援 認 定 の 更 新 ) 
第33条   
2 要 支 援 認 定 を 受 け た 被 保 険 者 は 、有 効 期 間 の 満 了 後 に お い て も 要 支 援 状 態 に 該 当 す る と

見 込 ま れ る と き は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 に 対 し 、当 該 要 支 援認
定 の 更 新 (以 下 「 要 支 援 更 新 認 定 」 と い う 。 )の 申 請 を す る こ と が で き る 。  

3 前 項 の 申 請 を す る こ と が で き る 被 保 険 者 が 、災 害 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 当 該 申
請 に 係 る 要 支 援 認 定 の 有 効 期 間 の 満 了 前 に 当 該 申 請 を す る こ と が で き な か っ た と き は、
当 該 被 保 険 者 は 、 そ の 理 由 の や ん だ 日 か ら 1月 以 内 に 限 り 、 要 支 援 更 新 認 定 の 申 請 を す
る こ と が で き る 。  

4 前 条(第 7項 を 除 く 。)及 び 第28条 第5項 か ら 第8項 ま で の 規 定 は 、前 2項 の 申 請 及 び 当 該 申
請 に 係 る 要 支 援 更 新 認 定 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、こ れ ら の 規 定 に 関 し 必
要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

第5項 及 び 第 6項  略  
 
 (要 支 援 認 定) 
第32条   
2 第 27条 第 2項 及 び 第 3項 の 規 定 は 、 前 項 の 申 請 に 係 る 調 査 並 び に 同 項 の 申 請 に 係 る 被 保

険 者 の 主 治 の 医 師 の 意 見 及 び 当 該 被 保 険 者 に 対 す る 診 断 命 令 に つ い て 準 用 す る 。  
以 下  略  
 
 (要 介 護 認 定) 
第27条  要 介 護 認 定 を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

申 請 書 に 被 保 険 者 証 を 添 付 し て 市 町 村 に 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い
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て 、 当 該 被 保 険 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第 46条 第 1項 に 規 定 す る 指
定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 、地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 若 し く は 介 護 保 険 施 設 で あ っ て厚
生 労 働 省 令 で 定 め る も の 又 は 第 115条 の 46第 1項 に 規 定 す る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 、
当 該 申 請 に 関 す る 手 続 を 代 わ っ て 行 わ せ る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 は 、前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、当 該 職 員 を し て 、当 該 申 請 に 係 る 被 保 険 者 に 面
接 さ せ 、そ の 心 身 の 状 況 、そ の 置 か れ て い る 環 境 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に つ
い て 調 査 を さ せ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 は 、当 該 被 保 険 者 が 遠 隔 の地
に 居 所 を 有 す る と き は 、 当 該 調 査 を 他 の 市 町 村 に 嘱 託 す る こ と が で き る 。  

第3項 か ら 第 12項 ま で  略   
 
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
第 36条  法 第 27条 第 2項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 同 条 第 1項 の 申 請 に 係 る 被 保 険

者 の 病 状 及 び 当 該 者 が 現 に 受 け て い る 医 療 の 状 況 と す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日 以 内 (法 第33条 第4項 に お い て 準 用 す る 法 第27条 第 11項 ) 

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 383   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
介 護 保 険 サ ー ビ ス の 種 類 の 指 定 変 更  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 37条 第 2項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第37条 第4項 及 び 省 令 第59条 第3項 の 規 定 に よ る 。  
 (介 護 給 付 等 対 象 サ ー ビ ス の 種 類 の 指 定 ) 
第37条   
4 市 町 村 は 、 第 2項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

認 定 審 査 会 の 意 見 を 聴 き 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 指 定 に 係 る 居 宅 サ ー ビ ス、
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 、施 設 サ ー ビ ス 、介 護 予 防 サ ー ビ ス 又 は 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ
ス の 種 類 の 変 更 を す る こ と が で き る 。  

5 市 町 村 は 、前 項 の 規 定 に よ り 第2項 の 申 請 に 係 る 被 保 険 者 に つ い て 第1項 前 段 の 規 定 に よ
る 指 定 に 係 る 居 宅 サ ー ビ ス 、地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 、施 設 サ ー ビ ス 、介 護 予 防 サ ー ビ ス又
は 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 種 類 を 変 更 し た と き は 、そ の 結 果 を 当 該 被 保 険 者 に通
知 す る と と も に 、当 該 被 保 険 者 の 被 保 険 者 証 に 変 更 後 の 居 宅 サ ー ビ ス 、地 域 密 着 型 サ ー
ビ ス 、施 設 サ ー ビ ス 、介 護 予 防 サ ー ビ ス 又 は 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 種 類 を 記載
し 、 こ れ を 返 付 す る も の と す る 。  

  
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  

(介 護 給 付 等 対 象 サ ー ビ ス の 種 類 の 指 定 の 変 更 の 申 請 ) 
第59条  
3 市 町 村 は 、第 1項 の 申 請 を 受 け た と き は 、同 項 第1号 に 掲 げ る 事 項 (個 人 番 号 及 び 医 療 保

険 被 保 険 者 番 号 等 を 除 く 。 )及 び 同 項 の 申 請 に 係 る 被 保 険 者 が 第 二 号 被 保 険 者 で あ る 場
合 に あ っ て は そ の 旨 を 認 定 審 査 会 に 通 知 し 、当 該 申 請 に 係 る 被 保 険 者 が 受 け る べ き 居宅
サ ー ビ ス 、地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 、施 設 サ ー ビ ス 、介 護 予 防 サ ー ビ ス 又 は 地 域 密 着 型 介護
予 防 サ ー ビ ス の 種 類 に つ い て 審 査 及 び 判 定 を 求 め る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、当
該 審 査 及 び 判 定 に 係 る 手 続 は 、 法 第 27条 第 3項 か ら 第 6項 ま で (第 5項 後 段 を 除 く 。 )の 規
定 の 例 に よ る 。  
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ID: 384   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 41条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第41条 第2項 及 び 省 令 第62条 の 規 定 に よ る 。  
 (居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第41条  市 町 村 は 、要 介 護 認 定 を 受 け た 被 保 険 者 (以 下「 要 介 護 被 保 険 者 」と い う 。)の う

ち 居 宅 に お い て 介 護 を 受 け る も の (以 下「 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 」と い う 。)が 、都 道 府 県
知 事 が 指 定 す る 者 (以 下「 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 」と い う 。)か ら 当 該 指 定 に 係 る 居 宅
サ ー ビ ス 事 業 を 行 う 事 業 所 に よ り 行 わ れ る 居 宅 サ ー ビ ス (以 下 「 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 」 と
い う 。 )を 受 け た と き は 、 当 該 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 に 対 し 、 当 該 指 定 居 宅 サ ー ビ ス に 要
し た 費 用 (特 定 福 祉 用 具 の 購 入 に 要 し た 費 用 を 除 き 、 通 所 介 護 、 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
ン 、短 期 入 所 生 活 介 護 、短 期 入 所 療 養 介 護 及 び 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 に 要 し た 費 用 に
つ い て は 、食 事 の 提 供 に 要 す る 費 用 、滞 在 に 要 す る 費 用 そ の 他 の 日 常 生 活 に 要 す る 費 用
と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 費 用 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )に つ い て 、 居 宅
介 護 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。 た だ し 、 当 該 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 が 、 第37条 第 1項 の 規 定
に よ る 指 定 を 受 け て い る 場 合 に お い て 、当 該 指 定 に 係 る 種 類 以 外 の 居 宅 サ ー ビ ス を 受け
た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

2 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 が 必 要 と 認 め る 場
合 に 限 り 、 支 給 す る も の と す る 。  

以 下  略  
 
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
 (居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 が 必 要 と 認 め る 場 合 等 ) 
第62条  訪 問 看 護 、訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 又 は 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 係 る 居 宅 介護

サ ー ビ ス 費 は 、そ れ ぞ れ 第6条 、第 8条 又 は 第 11条 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 し て い る 居 宅 要
介 護 被 保 険 者 (法 第 41条 第 1項 に 規 定 す る 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 )に 係
る も の と 認 め ら れ る も の に 限 り 支 給 す る も の と す る 。  

2 短 期 入 所 療 養 介 護 に 係 る 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 は 、 第 13条 に 規 定 す る 居 宅 要 介 護 被 保 険
者 に 係 る も の と 認 め ら れ る も の に 限 り 支 給 す る も の と す る 。  
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ID: 385   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 42条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第42条 第1項 各 号 及 び 政 令 第15条 の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第42条  市 町 村 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に は 、居 宅 要 介 護 被 保 険 者 に 対 し 、特 例 居 宅 介 護 サ ー

ビ ス 費 を 支 給 す る 。  
(1) 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 が 、 当 該 要 介 護 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、 緊 急 そ の 他 や む

を 得 な い 理 由 に よ り 指 定 居 宅 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と
き 。  

(2) 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 が 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 以 外 の 居 宅 サ ー ビ ス 又 は こ れ に 相 当 す
る サ ー ビ ス (指 定 居 宅 サ ー ビ ス の 事 業 に 係 る 第 74条 第 1項 の 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る
基 準 及 び 同 項 の 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 員 数 並 び に 同 条 第 2項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ
ー ビ ス の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の う ち 、都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る も の を 満
た す と 認 め ら れ る 事 業 を 行 う 事 業 所 に よ り 行 わ れ る も の に 限 る 。次 号 及 び 次 項 に お い
て「 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 」と い う 。)を 受 け た 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と
き 。  

(3) 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 及 び 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る 離 島 そ の
他 の 地 域 で あ っ て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る も の に 住 所 を 有 す る 居 宅 要
介 護 被 保 険 者 が 、指 定 居 宅 サ ー ビ ス 及 び 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 以 外 の 居 宅 サ ー ビ ス 又
は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

(4) そ の 他 政 令 で 定 め る と き 。  
以 下  略  
  
 介 護 保 険 法 施 行 令  
 (特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 場 合 ) 
第15条  法 第 42条 第1項 第4号 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る と き は 、 次 の と お り と す る 。  
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(1) 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 (法 第 41条 第 1項 に 規 定 す る 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 を い う 。 以 下
同 じ 。 )が 、 緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 被 保 険 者 証 を 提 示 し な い で 指 定 居 宅
サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

(2) 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 が 、 当 該 要 介 護 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、 緊 急 そ の 他 や む
を 得 な い 理 由 に よ り 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス (法 第 42条 第 1項 第 2号 に 規 定 す る 基 準 該 当
居 宅 サ ー ビ ス を い う 。 次 号 、 第22条 の5及 び 第29条 の 5に お い て 同 じ 。 )を 受 け た 場 合
に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

(3) 法 第 42条 第 1項 第 3号 に 規 定 す る 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 が 、 当 該 要 介 護 認 定 の 効 力 が
生 じ た 日 前 に 、緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 及 び 基 準 該 当 居
宅 サ ー ビ ス 以 外 の 居 宅 サ ー ビ ス 又 は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、
必 要 が あ る と 認 め る と き 。  
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ID: 386   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 44条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第44条 第2項 及 び 省 令 第70条 の 規 定 に よ る 。  
 (居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 の 支 給 ) 
第44条  市 町 村 は 、居 宅 要 介 護 被 保 険 者 が 、特 定 福 祉 用 具 販 売 に 係 る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス事

業 者 か ら 当 該 指 定 に 係 る 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 を 行 う 事 業 所 に お い て 販 売 さ れ る 特 定 福 祉
用 具 を 購 入 し た と き は 、当 該 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 に 対 し 、居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 を 支
給 す る 。  

2 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 が 必 要 と 認 め
る 場 合 に 限 り 、 支 給 す る も の と す る 。  

以 下  略  
 
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
 (居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 の 支 給 が 必 要 と 認 め る 場 合 ) 
第70条  居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 は 、当 該 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 の 日 常 生 活 の 自 立 を 助 け る

た め に 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 支 給 す る も の と す る 。  
2 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 は 、 当 該 購 入 を 行 っ た 日 の 属 す る 第 72条 に 規 定 す る 居 宅 介 護

福 祉 用 具 購 入 費 支 給 限 度 額 管 理 期 間 に お い て 、当 該 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 が 当 該 購 入 した
特 定 福 祉 用 具 (法 第 8条 第 13項 に 規 定 す る 特 定 福 祉 用 具 を い う 。 以 下 同 じ 。 )と 同 一 の 種
目 の 特 定 福 祉 用 具 又 は 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 (法 第 8条 の 2第11項 に 規 定 す る 特 定 介 護 予
防 福 祉 用 具 を い う 。以 下 同 じ 。)(当 該 購 入 し た 特 定 福 祉 用 具 と 用 途 及 び 機 能 が 著 し く 異
な る も の を 除 く 。 )を 既 に 購 入 し て お り 、 か つ 、 そ の 購 入 に つ い て 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購
入 費 又 は 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 が 支 給 さ れ て い る 場 合 に つ い て は 、支 給 し な い も のと
す る 。た だ し 、当 該 既 に 購 入 し た 特 定 福 祉 用 具 又 は 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 が 破 損 し た場
合 、当 該 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 の 介 護 の 必 要 の 程 度 が 著 し く 高 く な っ た 場 合 そ の 他 特 別の
事 情 が あ る 場 合 で あ っ て 、市 町 村 が 当 該 申 請 に 係 る 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 の 支 給 が必
要 と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
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ID: 387   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 45条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第45条 第2項 及 び 省 令 第74条 の 規 定 に よ る 。  
 (居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 の 支 給 ) 
第45条  市 町 村 は 、居 宅 要 介 護 被 保 険 者 が 、手 す り の 取 付 け そ の 他 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定め

る 種 類 の 住 宅 の 改 修 (以 下「 住 宅 改 修 」と い う 。)を 行 っ た と き は 、当 該 居 宅 要 介 護 被 保
険 者 に 対 し 、 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 を 支 給 す る 。  

2 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 が 必 要 と 認 め る 場
合 に 限 り 、 支 給 す る も の と す る 。  

以 下  略  
  
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
 (居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 の 支 給 が 必 要 と 認 め る 場 合 ) 
第74条  居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 は 、当 該 住 宅 改 修 が 当 該 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 が 現 に 居 住 す る

住 宅 に つ い て 行 わ れ た も の で あ り 、か つ 、当 該 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 の 心 身 の 状 況 、住宅
の 状 況 等 を 勘 案 し て 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 支 給 す る も の と す る 。  

 

標 準 処 理 期
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 388   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 46条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第 46条 第 7項 に お い て 準 用 す る 法 第 41条 第 2項 及 び 法 第 41条 第 2項 の 規 定 に よ る 省 令
第62条 の 規 定 に よ る 。  

 (居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 の 支 給 ) 
第46条  市 町 村 は 、居 宅 要 介 護 被 保 険 者 が 、当 該 市 町 村 の 長 又 は 他 の 市 町 村 の 長 が 指 定す

る 者 (以 下「 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 」と い う 。)か ら 当 該 指 定 に 係 る 居 宅 介 護 支 援 事 業
を 行 う 事 業 所 に よ り 行 わ れ る 居 宅 介 護 支 援 (以 下「 指 定 居 宅 介 護 支 援 」と い う 。)を 受 け
た と き は 、当 該 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 に 対 し 、当 該 指 定 居 宅 介 護 支 援 に 要 し た 費 用 に つ い
て 、 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 を 支 給 す る 。  

第2項 か ら 第 6項 ま で  略  
7 第 41条 第2項 、第3項 、第10項 及 び 第 11項 の 規 定 は 、居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 の 支 給 に

つ い て 、 同 条 第 8項 の 規 定 は 、 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に
お い て 、 こ れ ら の 規 定 に 関 し 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

8 略  
 
 (居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第41条   
2 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 町 村 が 必 要 と 認 め る

場 合 に 限 り 、 支 給 す る も の と す る 。  
以 下  略  
  
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
 (居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 が 必 要 と 認 め る 場 合 等 ) 
第62条  訪 問 看 護 、訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 又 は 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 係 る 居 宅 介護

サ ー ビ ス 費 は 、そ れ ぞ れ 第6条 、第 8条 又 は 第 11条 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 し て い る 居 宅 要
介 護 被 保 険 者 (法 第 41条 第 1項 に 規 定 す る 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 )に 係
る も の と 認 め ら れ る も の に 限 り 支 給 す る も の と す る 。  
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2 短 期 入 所 療 養 介 護 に 係 る 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 は 、 第 13条 に 規 定 す る 居 宅 要 介 護 被 保 険
者 に 係 る も の と 認 め ら れ る も の に 限 り 支 給 す る も の と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 389   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 47条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第47条 第1項 各 号 及 び 政 令 第20条 の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 の 支 給 ) 
第47条  市 町 村 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に は 、居 宅 要 介 護 被 保 険 者 に 対 し 、特 例 居 宅 介 護 サ ー

ビ ス 計 画 費 を 支 給 す る 。  
(1) 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 が 、 指 定 居 宅 介 護 支 援 以 外 の 居 宅 介 護 支 援 又 は こ れ に 相 当 す

る サ ー ビ ス (指 定 居 宅 介 護 支 援 の 事 業 に 係 る 第 81条 第 1項 の 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 員
数 及 び 同 条 第 2項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 介 護 支 援 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 の う ち 、 当
該 市 町 村 の 条 例 で 定 め る も の を 満 た す と 認 め ら れ る 事 業 を 行 う 事 業 所 に よ り 行 わ れ
る も の に 限 る 。次 号 及 び 次 項 に お い て「 基 準 該 当 居 宅 介 護 支 援 」と い う 。)を 受 け た 場
合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

(2) 指 定 居 宅 介 護 支 援 及 び 基 準 該 当 居 宅 介 護 支 援 の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る 離 島 そ の
他 の 地 域 で あ っ て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る も の に 住 所 を 有 す る 居 宅 要
介 護 被 保 険 者 が 、指 定 居 宅 介 護 支 援 及 び 基 準 該 当 居 宅 介 護 支 援 以 外 の 居 宅 介 護 支 援 又
は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

(3) そ の 他 政 令 で 定 め る と き 。  
以 下  略  
 
 介 護 保 険 法 施 行 令  
 (特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 を 支 給 す る 場 合 ) 
第20条  法 第 47条 第1項 第3号 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る と き は 、居 宅 要 介 護 被 保 険 者 が 、緊

急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 被 保 険 者 証 を 提 示 し な い で 指 定 居 宅 介 護 支 援 を 受 け
た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き と す る 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 390   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 48条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第 48条 第 1項 及 び 同 条 第 7項 に お い て 準 用 す る 第 41条 第 2項 並 び に 省 令 第 80条 の 規 定
に よ る 。  

 (施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第 48条  市 町 村 は 、 要 介 護 被 保 険 者 が 、 次 に 掲 げ る 施 設 サ ー ビ ス (以 下 「 指 定 施 設 サ ー ビ

ス 等 」と い う 。)を 受 け た と き は 、当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 対 し 、当 該 指 定 施 設 サ ー ビ ス 等
に 要 し た 費 用 (食 事 の 提 供 に 要 す る 費 用 、 居 住 に 要 す る 費 用 そ の 他 の 日 常 生 活 に 要 す る
費 用 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 費 用 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )に つ い て 、
施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。 た だ し 、 当 該 要 介 護 被 保 険 者 が 、 第37条 第 1項 の 規 定
に よ る 指 定 を 受 け て い る 場 合 に お い て 、当 該 指 定 に 係 る 種 類 以 外 の 施 設 サ ー ビ ス を 受け
た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 都 道 府 県 知 事 が 指 定 す る 介 護 老 人 福 祉 施 設 (以 下 「 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 」 と い

う 。)に よ り 行 わ れ る 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス (以 下「 指 定 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 」と い
う 。 ) 

(2) 介 護 保 健 施 設 サ ー ビ ス  
(3) 介 護 医 療 院 サ ー ビ ス  

第2項 か ら 第 6項 ま で  略  
7 第 41条 第 2項 、 第 3項 、 第 10項 及 び 第 11項 の 規 定 は 、 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 に つ い

て 、 同 条 第 8項 の 規 定 は 、 介 護 保 険 施 設 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら
の 規 定 に 関 し 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

8 略  
  
 (居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第41条   
2 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 が 必 要 と 認 め る 場

合 に 限 り 、 支 給 す る も の と す る 。  
以 下  略  



law_0390.docx 

 

  
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
 (施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 が 必 要 と 認 め る 場 合 ) 
第 80条  介 護 保 健 施 設 サ ー ビ ス に 係 る 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 (法 第 48条 第 1項 に 規 定 す る 施

設 介 護 サ ー ビ ス 費 を い う 。 以 下 同 じ 。 )は 、 第 20条 に 規 定 す る 要 介 護 者 に 限 り 支 給 す る
も の と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 391   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 49条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第49条 第1項 各 号 及 び 政 令 第22条 の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第49条  市 町 村 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に は 、要 介 護 被 保 険 者 に 対 し 、特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス

費 を 支 給 す る 。  
(1) 要 介 護 被 保 険 者 が 、 当 該 要 介 護 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、 緊 急 そ の 他 や む を 得

な い 理 由 に よ り 指 定 施 設 サ ー ビ ス 等 を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と
き 。  

(2) そ の 他 政 令 で 定 め る と き 。  
以 下  略  
  
 介 護 保 険 法 施 行 令  
 (特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 場 合 ) 
第22条  法 第 49条 第1項 第2号 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る と き は 、要 介 護 被 保 険 者 が 、緊 急 そ

の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 被 保 険 者 証 を 提 示 し な い で 法 第 48条 第 1項 に 規 定 す る 指 定
施 設 サ ー ビ ス 等 を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き と す る 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 392   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 額 の 特 例  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 50条  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第50条 及 び 省 令 第 83条 の 規 定 に よ る 。  
 (居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 額 の 特 例 ) 
第50条  市 町 村 が 、災 害 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る こ と に よ り 、居

宅 サ ー ビ ス (こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 含 む 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)、地 域 密 着 型
サ ー ビ ス (こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 含 む 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)若 し く は 施 設 サ
ー ビ ス 又 は 住 宅 改 修 に 必 要 な 費 用 を 負 担 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め た 要 介 護 被 保 険
者 が 受 け る 前 条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 介 護 給 付 に つ い て 当 該 各 号 に 定 め る 規 定 を 適 用 す る
場 合 (同 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 除 く 。)に お い て は 、こ れ ら の 規 定 中
「100分 の90」と あ る の は 、「 100分 の 90を 超 え100分 の100以 下 の 範 囲 内 に お い て 市 町 村
が 定 め た 割 合 」 と す る 。  

2 市 町 村 が 、 災 害 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る こ と に よ り 、 居 宅 サ
ー ビ ス 、地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 若 し く は 施 設 サ ー ビ ス 又 は 住 宅 改 修 に 必 要 な 費 用 を 負 担す
る こ と が 困 難 で あ る と 認 め た 要 介 護 被 保 険 者 が 受 け る 前 条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 介 護 給 付
に つ い て 当 該 各 号 に 定 め る 規 定 を 適 用 す る 場 合 (同 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る
場 合 に 限 る 。)に お い て は 、同 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る こ れ ら の 規 定 中「 100
分 の 80」 と あ る の は 、「 100分 の 80を 超 え 100分 の 100以 下 の 範 囲 内 に お い て 市 町 村 が 定
め た 割 合 」 と す る 。  

3 市 町 村 が 、 災 害 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る こ と に よ り 、 居 宅 サ
ー ビ ス 、地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 若 し く は 施 設 サ ー ビ ス 又 は 住 宅 改 修 に 必 要 な 費 用 を 負 担す
る こ と が 困 難 で あ る と 認 め た 要 介 護 被 保 険 者 が 受 け る 前 条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 介 護 給 付
に つ い て 当 該 各 号 に 定 め る 規 定 を 適 用 す る 場 合 (同 条 第 2項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適
用 す る 場 合 に 限 る 。)に お い て は 、同 条 第2項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る こ れ ら の
規 定 中「100分 の70」と あ る の は 、「 100分 の 70を 超 え 100分 の100以 下 の 範 囲 内 に お い て
市 町 村 が 定 め た 割 合 」 と す る 。  

 
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
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 (居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 額 の 特 例 ) 
第83条  法 第 50条 各 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 要 介 護 被 保 険 者 又 は そ の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 が 、 震 災 、 風 水
害 、火 災 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 災 害 に よ り 、住 宅 、家 財 又 は そ の 他 の 財 産 に つ い て 著
し い 損 害 を 受 け た こ と 。  

(2) 要 介 護 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 が 死 亡 し た こ と 、 又 は
そ の 者 が 心 身 に 重 大 な 障 害 を 受 け 、若 し く は 長 期 間 入 院 し た こ と に よ り 、そ の 者 の 収
入 が 著 し く 減 少 し た こ と 。  

(3) 要 介 護 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 の 収 入 が 、 事 業 又 は 業
務 の 休 廃 止 、 事 業 に お け る 著 し い 損 失 、 失 業 等 に よ り 著 し く 減 少 し た こ と 。  

(4) 要 介 護 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 の 収 入 が 、 干 ば つ 、 冷
害 、凍 霜 害 等 に よ る 農 作 物 の 不 作 、不 漁 そ の 他 こ れ に 類 す る 理 由 に よ り 著 し く 減 少 し
た こ と 。  

2 過 去 に 法 第 50条 第 1項 、 第 2項 又 は 第 3項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た 要 介 護 被 保 険 者 に つ い
て 第76条 第1項 第2号 、第92条 及 び 第 95条 第3号 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、こ れ
ら の 規 定 中 「 70分 の 100」 と あ る の は 、「 70分 の 100、 法 第 50条 第 1項 の 規 定 が 適 用 さ れ
る 場 合 に あ っ て は 100分 の 100を 同 項 に 規 定 す る 100分 の 90を 超 え 100分 の 100以 下 の 範
囲 内 に お い て 市 町 村 が 定 め た 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 、 同 条 第 2項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場
合 に あ っ て は 100分 の 100を 同 項 に 規 定 す る 100分 の 80を 超 え 100分 の 100以 下 の 範 囲 内
に お い て 市 町 村 が 定 め た 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 、 同 条 第 3項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に
あ っ て は 100分 の 100を 同 項 に 規 定 す る 100分 の 70を 超 え 100分 の 100以 下 の 範 囲 内 に お
い て 市 町 村 が 定 め た 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 」 と す る 。  
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要 
高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 51条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第51条 及 び 政 令 第 22条 の 2の2の 規 定 に よ る 。  
 (高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第 51条  市 町 村 は 、 要 介 護 被 保 険 者 が 受 け た 居 宅 サ ー ビ ス (こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 含

む 。)、地 域 密 着 型 サ ー ビ ス (こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 含 む 。)又 は 施 設 サ ー ビ ス に 要 し
た 費 用 の 合 計 額 と し て 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 か ら 、当 該 費 用 に つ き 支給
さ れ た 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 、特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 、地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 、特
例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 、施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 及 び 特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 の 合計
額 を 控 除 し て 得 た 額 (次 条 第1項 に お い て「 介 護 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 額 」と い う 。)が 、著
し く 高 額 で あ る と き は 、 当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 対 し 、 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る。 

2 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 要 件 、 支 給 額 そ の 他 高 額 介 護
サ ー ビ ス 費 の 支 給 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、居 宅 サ ー ビ ス 、地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 又 は 施 設
サ ー ビ ス に 必 要 な 費 用 の 負 担 の 家 計 に 与 え る 影 響 を 考 慮 し て 、 政 令 で 定 め る 。  

 
 介 護 保 険 法 施 行 令  

(高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 ) 
第22条 の 2の2 法 第51条 第1項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 は 、要介

護 被 保 険 者 が 受 け た 居 宅 サ ー ビ ス 等 (居 宅 サ ー ビ ス 若 し く は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス 、
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 若 し く は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス 又 は 施 設 サ ー ビ ス を い う 。以 下同
じ 。 )に 係 る 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 、 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 、 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス
費 、特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 、施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 及 び 特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費
の 合 計 額 (以 下「 介 護 サ ー ビ ス 費 合 計 額 」と い う 。)に90分 の100(法 第49条 の 2第1項 の 規
定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 80分 の 100、 同 条 第 2項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ
て は 70分 の 100、 法 第 50条 第 1項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 100分 の 100を 同 項
に 規 定 す る 100分 の 90を 超 え 100分 の 100以 下 の 範 囲 内 に お い て 市 町 村 が 定 め た 割 合 (次
項 第1号 に お い て「 第1市 町 村 特 例 割 合 」と い う 。)で 除 し て 得 た 割 合 、同 条 第2項 の 規 定
が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 100分 の 100を 同 項 に 規 定 す る 100分 の 80を 超 え 100分 の
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100以 下 の 範 囲 内 に お い て 市 町 村 が 定 め た 割 合 (次 項 第 1号 に お い て 「 第 2市 町 村 特 例 割
合 」 と い う 。 )で 除 し て 得 た 割 合 、 同 条 第 3項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 100分
の 100を 同 項 に 規 定 す る 100分 の 70を 超 え 100分 の 100以 下 の 範 囲 内 に お い て 市 町 村 が 定
め た 割 合 (次 項 第 1号 に お い て 「 第 3市 町 村 特 例 割 合 」 と い う 。 )で 除 し て 得 た 割 合 )を 乗
じ て 得 た 額 と す る 。  

2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 は 、同 一 の 世 帯 に 属 す る 要 介 護 被 保 険 者 等 (法 第62条 に 規 定 す る 要
介 護 被 保 険 者 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 )が 同 一 の 月 に 受 け た 居 宅 サ ー ビ ス 等 及 び 介 護 予 防
サ ー ビ ス 等 (介 護 予 防 サ ー ビ ス 若 し く は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス 又 は 地 域 密 着 型 介 護 予
防 サ ー ビ ス 若 し く は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を い う 。 以 下 同 じ 。 )に 係 る 次 に 掲 げ る 額
を 合 算 し た 額 (以 下 「 利 用 者 負 担 世 帯 合 算 額 」 と い う 。 )が4万4,400円 を 超 え る 場 合 に 、
当 該 月 に 居 宅 サ ー ビ ス 等 を 受 け た 要 介 護 被 保 険 者 (被 保 護 者 を 除 く 。 以 下 こ の 項 、 次 項
及 び 第 5項 か ら 第 7項 ま で に お い て 同 じ 。 )に 支 給 す る も の と し 、 そ の 額 は 、 利 用 者 負 担
世 帯 合 算 額 か ら 4万 4,400円 を 控 除 し て 得 た 額 に 要 介 護 被 保 険 者 按 (あ ん )分 率 (要 介 護 被
保 険 者 が 当 該 月 に 受 け た 居 宅 サ ー ビ ス 等 に 係 る 第 1号 及 び 第 2号 に 掲 げ る 額 の 合 算 額 (以
下 「 要 介 護 被 保 険 者 利 用 者 負 担 合 算 額 」 と い う 。 )を 利 用 者 負 担 世 帯 合 算 額 で 除 し て 得
た 率 を い う 。 )を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  
(1) 要 介 護 被 保 険 者 が 受 け た 居 宅 サ ー ビ ス 等 (次 号 に 規 定 す る 特 定 給 付 対 象 居 宅 サ ー

ビ ス 等 を 除 く 。 )に 係 る 介 護 サ ー ビ ス 費 合 計 額 に 90分 の 10(法 第 49条 の 2第 1項 の 規 定
が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は80分 の20、同 条 第2項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て
は 70分 の 30、 法 第 50条 第 1項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 100分 の 100か ら 第 1
市 町 村 特 例 割 合 を 控 除 し て 得 た 割 合 を 第 1市 町 村 特 例 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 、 同 条 第
2項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 100分 の 100か ら 第 2市 町 村 特 例 割 合 を 控 除 し
て 得 た 割 合 を 第 2市 町 村 特 例 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 、同 条 第3項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場
合 に あ っ て は 100分 の 100か ら 第 3市 町 村 特 例 割 合 を 控 除 し て 得 た 割 合 を 第 3市 町 村 特
例 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 。 次 項 、 第 4項 及 び 第10項 に お い て 同 じ 。 )を 乗 じ て 得 た 額  

(2) 要 介 護 被 保 険 者 が 原 子 爆 弾 被 爆 者 に 対 す る 援 護 に 関 す る 法 律 に よ る 一 般 疾 病 医 療
費 の 支 給 (以 下「 原 爆 一 般 疾 病 医 療 費 の 支 給 」と い う 。)そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る
給 付 が 行 わ れ る べ き 居 宅 サ ー ビ ス 等 (以 下 こ の 号 及 び 次 項 に お い て 「 特 定 給 付 対 象 居
宅 サ ー ビ ス 等 」と い う 。)を 受 け た 場 合 に 、当 該 特 定 給 付 対 象 居 宅 サ ー ビ ス 等 (居 宅 介
護 サ ー ビ ス 費 若 し く は 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 、地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 若 し く は
特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 又 は 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 若 し く は 特 例 施 設 介 護 サ ー
ビ ス 費 の 支 給 の 対 象 と な る 部 分 に 限 る 。 )に つ い て 当 該 要 介 護 被 保 険 者 が な お 負 担 す
べ き 額  

(3) 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 (法 第 53条 第 1項 に 規 定 す る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 を い う 。 以 下
同 じ 。)(被 保 護 者 を 除 く 。次 号 並 び に 第 29条 の2の 2第2項 、第3項 及 び 第5項 か ら 第 7項
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ま で に お い て 同 じ 。)が 受 け た 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 (次 号 に 規 定 す る 特 定 給 付 対 象 介 護
予 防 サ ー ビ ス 等 を 除 く 。 )に 係 る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 、 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 、 地
域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 及 び 特 例 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 合 計 額 (以 下
「 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 合 計 額 」と い う 。)に90分 の10(法 第59条 の2第 1項 の 規 定 が 適 用
さ れ る 場 合 に あ っ て は 80分 の 20、同 条 第2項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 70分
の30、法 第 60条 第1項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 100分 の100か ら 同 項 に 規 定
す る 100分 の 90を 超 え 100分 の 100以 下 の 範 囲 内 に お い て 市 町 村 が 定 め た 割 合 (以 下 こ
の 号 及 び 第 29条 の2の2第1項 に お い て 「 第 1市 町 村 特 例 割 合 」 と い う 。 )を 控 除 し て 得
た 割 合 を 第 1市 町 村 特 例 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 、 法 第 60条 第 2項 の 規 定 が 適 用 さ れ る
場 合 に あ っ て は 100分 の 100か ら 同 項 に 規 定 す る 100分 の 80を 超 え 100分 の 100以 下 の
範 囲 内 に お い て 市 町 村 が 定 め た 割 合 (以 下 こ の 号 及 び 第29条 の2の2第1項 に お い て「 第
2市 町 村 特 例 割 合 」 と い う 。 )を 控 除 し て 得 た 割 合 を 第 2市 町 村 特 例 割 合 で 除 し て 得 た
割 合 、法 第 60条 第3項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 100分 の100か ら 同 項 に 規 定
す る 100分 の 70を 超 え 100分 の 100以 下 の 範 囲 内 に お い て 市 町 村 が 定 め た 割 合 (以 下 こ
の 号 及 び 第 29条 の2の2第1項 に お い て 「 第 3市 町 村 特 例 割 合 」 と い う 。 )を 控 除 し て 得
た 割 合 を 第3市 町 村 特 例 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 。第29条 の 2の2第3項 、第4項 及 び 第 10
項 に お い て 同 じ 。 )を 乗 じ て 得 た 額  

(4) 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 原 爆 一 般 疾 病 医 療 費 の 支 給 そ の 他 第 2号 に 規 定 す る 厚 生 労
働 省 令 で 定 め る 給 付 が 行 わ れ る べ き 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 (以 下 こ の 号 及 び 第 29条 の 2
の 2第 3項 に お い て 「 特 定 給 付 対 象 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 」 と い う 。 )を 受 け た 場 合 に 、
当 該 特 定 給 付 対 象 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 (介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 若 し く は 特 例 介 護 予 防 サ
ー ビ ス 費 又 は 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 若 し く は 特 例 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー
ビ ス 費 の 支 給 の 対 象 と な る 部 分 に 限 る 。 )に つ い て 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が な お 負
担 す べ き 額  

3 要 介 護 被 保 険 者 が 特 定 給 付 対 象 居 宅 サ ー ビ ス 等 を 受 け た 場 合 に お い て 、 当 該 要 介 護 被
保 険 者 が 同 一 の 月 に 受 け た 当 該 特 定 給 付 対 象 居 宅 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 サ ー ビ ス 費 合
計 額 に90分 の10を 乗 じ て 得 た 額 が4万 4,400円 を 超 え る と き は 、当 該 得 た 額 か ら4万 4,400
円 を 控 除 し て 得 た 額 を 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 と し て 当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 支 給 す る 。  

4 要 介 護 被 保 険 者 が 被 保 護 者 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 要 介 護 被 保 険 者 が 同 一 の 月 に お
い て 受 け た 居 宅 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 サ ー ビ ス 費 合 計 額 に 90分 の 10を 乗 じ て 得 た 額 が
1万5,000円 を 超 え る と き は 、当 該 得 た 額 か ら 1万5,000円 を 控 除 し て 得 た 額 を 高 額 介 護 サ
ー ビ ス 費 と し て 当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 支 給 す る 。  

5 第2項 の 場 合 に お い て 、 要 介 護 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 に 属 す る 第 1号 被 保 険 者 の い ず れ
か の 居 宅 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 の 属 す る 年 の 前 年 (居 宅 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 が 1月 か
ら 7月 ま で の 場 合 に あ っ て は 、 前 々 年 。 以 下 こ の 項 、 次 項 及 び 第 9項 に お い て 同 じ 。 )の
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所 得 に つ い て 、第 1号 に 掲 げ る 額 (当 該 居 宅 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 の 属 す る 年 の 前 年 の 12
月 31日 に お い て 世 帯 主 で あ っ て 、 同 日 に お い て 当 該 世 帯 主 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 19歳
未 満 の 者 で 同 年 の 合 計 所 得 金 額 が38万 円 以 下 で あ る も の (第2号 に お い て 「 控 除 対 象 者 」
と い う 。 )を 有 す る 者 に あ っ て は 、 第 1号 に 掲 げ る 額 か ら 第 2号 に 掲 げ る 額 を 控 除 し て 得
た 額 。 次 項 に お い て 同 じ 。 )が 690万 円 以 上 で あ る と き は 、 第 2項 中 「 4万4,400円 」 と あ
る の は 、「 14万100円 」 と す る 。  
(1) 当 該 所 得 が 生 じ た 年 の 翌 年 の 4月 1日 の 属 す る 年 度 分 の 地 方 税 法 の 規 定 に よ る 市 町

村 民 税 (同 法 の 規 定 に よ る 特 別 区 民 税 を 含 む 。 次 条 第 6項 第 3号 ヘ 並 び に 第 7項 第 1号 ヘ
及 び 第2号 ヘ 、第 29条 の 2の2第 5項 第1号 並 び に 附 則 第21条 第1項 第3号 イ 及 び 第22条 第
1項 第 3号 イ に お い て 同 じ 。 )に 係 る 同 法 第 314条 の 2第 1項 に 規 定 す る 総 所 得 金 額 及 び
山 林 所 得 金 額 並 び に 他 の 所 得 と 区 分 し て 計 算 さ れ る 所 得 の 金 額 (同 法 附 則 第 33条 の 2
第5項 に 規 定 す る 上 場 株 式 等 に 係 る 配 当 所 得 等 の 金 額 (同 法 附 則 第35条 の 2の6第8項 又
は 第11項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 適 用 後 の 金 額 )、 同 法 附 則 第33条 の3第5
項 に 規 定 す る 土 地 等 に 係 る 事 業 所 得 等 の 金 額 、 同 法 附 則 第 34条 第 4項 に 規 定 す る 長 期
譲 渡 所 得 の 金 額 (租 税 特 別 措 置 法 第 33条 の4第1項 若 し く は 第 2項 、第34条 第 1項 、第34
条 の2第 1項、第34条 の 3第1項 、第35条 第1項 、第35条 の2第 1項、第 35条 の 3第1項 又 は
第36条 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、こ れ ら の 規 定 の 適 用 に よ り 同 法 第31条 第1項 に
規 定 す る 長 期 譲 渡 所 得 の 金 額 か ら 控 除 す る 金 額 を 控 除 し た 金 額 )、 地 方 税 法 附 則 第 35
条 第5項 に 規 定 す る 短 期 譲 渡 所 得 の 金 額 (租 税 特 別 措 置 法 第 33条 の 4第1項 若 し く は 第 2
項 、 第 34条 第 1項 、 第 34条 の2第 1項 、 第 34条 の 3第1項 、 第 35条 第1項 又 は 第 36条 の 規
定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 こ れ ら の 規 定 の 適 用 に よ り 同 法 第 32条 第 1項 に 規 定 す る 短
期 譲 渡 所 得 の 金 額 か ら 控 除 す る 金 額 を 控 除 し た 金 額 )、 地 方 税 法 附 則 第 35条 の 2第 5項
に 規 定 す る 一 般 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 (同 法 附 則 第 35条 の 3第 15項 の 規 定 の
適 用 が あ る 場 合 に は 、そ の 適 用 後 の 金 額 )、同 法 附 則 第35条 の2の2第 5項 に 規 定 す る 上
場 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 (同 法 附 則 第 35条 の 2の 6第 11項 又 は 第 35条 の 3第 13
項 若 し く は 第 15項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 適 用 後 の 金 額 )、 同 法 附 則 第 35
条 の 4第 4項 に 規 定 す る 先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 (同 法 附 則 第 35条 の 4の 2第 7項
の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 適 用 後 の 金 額 )、 外 国 居 住 者 等 の 所 得 に 対 す る 相
互 主 義 に よ る 所 得 税 等 の 非 課 税 等 に 関 す る 法 律 (昭 和 37年 法 律 第 144号 )第 8条 第 2項
(同 法 第12条 第5項 及 び 第16条 第 2項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)に 規 定 す る 特 例 適
用 利 子 等 の 額 、同 法 第 8条 第 4項(同 法 第12条 第6項 及 び 第 16条 第3項 に お い て 準 用 す る
場 合 を 含 む 。 )に 規 定 す る 特 例 適 用 配 当 等 の 額 、 租 税 条 約 等 の 実 施 に 伴 う 所 得 税 法 、
法 人 税 法 及 び 地 方 税 法 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 (昭 和 44年 法 律 第 46号 )第 3条 の 2の 2第
10項 に 規 定 す る 条 約 適 用 利 子 等 の 額 及 び 同 条 第 12項 に 規 定 す る 条 約 適 用 配 当 等 の 額
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を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 合 計 額 か ら 地 方 税 法 第314条 の2第1項 各 号 及 び 第2項 の 規 定 に
よ る 控 除 を し た 後 の 金 額  

(2) 当 該 居 宅 サ ー ビ ス 等 が あ っ た 月 の 属 す る 年 の 前 年 の 12月 31日 に お い て 16歳 未 満 の
控 除 対 象 者 の 数 を 33万 円 に 乗 じ て 得 た 額 及 び 同 日 に お い て 16歳 以 上 の 控 除 対 象 者 の
数 を12万 円 に 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額  

6 第2項 の 場 合 に お い て 、 要 介 護 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 に 属 す る 第 1号 被 保 険 者 の い ず れ
か の 居 宅 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 の 属 す る 年 の 前 年 の 所 得 に つ い て 、 前 項 第 1号 に 掲 げ る
額 が380万 円 以 上690万 円 未 満 で あ る と き は 、第2項 中「 4万4,400円 」と あ る の は 、「 9万
3,000円 」 と す る 。  

7 第 2項 の 場 合 に お い て 、要 介 護 被 保 険 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、同項
中 「4万 4,400円 」 と あ る の は 、「 2万4,600円 」 と す る 。  
(1) そ の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 が 居 宅 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 の 属 す る

年 度 (居 宅 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 が 4月 か ら7月 ま で の 場 合 に あ っ て は 、前 年 度)分 の 地
方 税 法 の 規 定 に よ る 市 町 村 民 税 が 課 さ れ て い な い 者 又 は 市 町 村 の 条 例 で 定 め る と こ
ろ に よ り 当 該 市 町 村 民 税 を 免 除 さ れ た 者 (当 該 市 町 村 民 税 の 賦 課 期 日 に お い て 同 法 の
施 行 地 に 住 所 を 有 し な い 者 を 除 く 。 )で あ る 者 (第 9項 に お い て 「 市 町 村 民 税 世 帯 非 課
税 者 」 と い う 。 ) 

(2) そ の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 が 居 宅 サ ー ビ ス 等 が あ っ た 月 に お い て
要 保 護 者 (生 活 保 護 法 第6条 第 2項 に 規 定 す る 要 保 護 者 を い う 。以 下 同 じ 。)で あ る 者 で
あ っ て 、第2項 及 び 第29条 の 2の2第2項 中「4万4,400円」と あ る の を「2万4,600円 」と
読 み 替 え て こ れ ら の 規 定 が 適 用 さ れ た な ら ば 保 護 (生 活 保 護 法 第 2条 に 規 定 す る 保 護
を い う 。 以 下 同 じ 。 )を 必 要 と し な い 状 態 と な る も の  

8 第 2項 の 場 合 に お い て 、要 介 護 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 が 居 宅
サ ー ビ ス 等 が あ っ た 月 に お い て 要 保 護 者 で あ る 者 で あ っ て 、同 項 及 び 第29条 の2の2第2
項 中「4万4,400円 」と あ る の を「1万5,000円 」と 読 み 替 え て こ れ ら の 規 定 が 適 用 さ れ た
な ら ば 保 護 を 必 要 と し な い 状 態 と な る も の (前 項 第 2号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 )で あ る と き
は 、 第2項 中 「 4万4,400円 」 と あ る の は 、「 1万5,000円 」 と す る 。  

9 要 介 護 被 保 険 者 (被 保 護 者 及 び 前 項 に 規 定 す る 要 保 護 者 を 除 く 。 )が 、 市 町 村 民 税 世 帯
非 課 税 者 で あ り 、か つ 、居 宅 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 の 属 す る 年 の 前 年 中 の 公 的 年 金 等 の
収 入 金 額 及 び 同 年 の 合 計 所 得 金 額 か ら 所 得 税 法 第 35条 第 2項 第 1号 に 掲 げ る 金 額 を 控 除
し て 得 た 額 の 合 計 額 が 80万 円 以 下 で あ る 場 合 又 は 国 民 年 金 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律
(昭 和60年 法 律 第34号 。以 下「 昭 和60年 国 民 年 金 等 改 正 法 」と い う 。)附 則 第 32条 第1項
の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る も の と さ れ た 昭 和 60年 国 民 年 金 等 改 正 法 第 1条 の 規 定
に よ る 改 正 前 の 国 民 年 金 法 (昭 和 34年 法 律 第 141号 )に 基 づ く 老 齢 福 祉 年 金 (そ の 全 額 に
つ き 支 給 が 停 止 さ れ て い る も の を 除 く 。以 下「 老 齢 福 祉 年 金 」と い う 。)の 受 給 権 を 有 し
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て い る 場 合 で あ っ て 、当 該 要 介 護 被 保 険 者 が 同 一 の 月 に 受 け た 居 宅 サ ー ビ ス 等 に 係 る要
介 護 被 保 険 者 利 用 者 負 担 合 算 額 か ら 1万 5,000円 を 控 除 し て 得 た 額 が 、 第 7項 の 規 定 に よ
り 読 み 替 え て 適 用 す る 第 2項 の 規 定 に よ り 当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 対 し て 支 給 さ れ る べ き
高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 の 額 を 超 え る と き は 、当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 対 し て 支 給 さ れ る 高額
介 護 サ ー ビ ス 費 の 額 は 、第7項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 第 2項 の 規 定 に か か わら
ず 、 当 該 要 介 護 被 保 険 者 利 用 者 負 担 合 算 額 か ら1万 5,000円 を 控 除 し て 得 た 額 と す る 。  

10 要 介 護 被 保 険 者 が 法 第 41条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 、 法 第 42条 の 2
第 1項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 又 は 介 護 保 険 施 設 (以 下 こ の 項 に お い
て 「 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 等 」 と い う 。 )に つ い て 原 爆 一 般 疾 病 医 療 費 の 支 給 そ の 他
厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 給 付 (第29条 の2の 2第10項 に お い て「 特 定 公 費 負 担 給 付 」と い う 。)
が 行 わ れ る べ き 居 宅 サ ー ビ ス 等 を 受 け た 場 合 又 は 被 保 護 者 で あ る 要 介 護 被 保 険 者 が 指
定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 等 に つ い て 居 宅 サ ー ビ ス 等 を 受 け た 場 合 に お い て 、当 該 居 宅 サー
ビ ス 等 に 係 る 介 護 サ ー ビ ス 費 合 計 額 に 90分 の 10を 乗 じ て 得 た 額 の 支 払 が 行 わ れ な か っ
た と き は 、市 町 村 は 、当 該 居 宅 サ ー ビ ス 等 に 要 し た 費 用 の う ち 第 3項 又 は 第4項 の 規 定 に
よ る 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 と し て 要 介 護 被 保 険 者 に 支 給 す べ き 額 に 相 当 す る 額 を 当 該 指
定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 等 に 支 払 う も の と す る 。  

11 前 項 の 規 定 に よ る 支 払 が あ っ た と き は 、要 介 護 被 保 険 者 に 対 し 、第 3項 又 は 第4項 の 規
定 に よ る 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 が あ っ た も の と み な す 。  

12 要 介 護 被 保 険 者 が 同 一 の 月 に お い て 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 と し て の 期 間 を 有 す る 場 合
は 、当 該 要 介 護 被 保 険 者 が 当 該 月 に 受 け た 居 宅 サ ー ビ ス 等 及 び 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に係
る 第 2項 か ら 前 項 ま で の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 要 介 護 被 保 険 者 は 当 該 月 を 通 じ て
要 介 護 被 保 険 者 で あ っ た も の と み な し 、当 該 月 に 当 該 要 介 護 被 保 険 者 が 受 け た 介 護 予防
サ ー ビ ス 等 に 関 し て 支 給 さ れ る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 若 し く は 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費
又 は 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 若 し く は 特 例 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 は 、居
宅 介 護 サ ー ビ ス 費 若 し く は 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 又 は 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 若
し く は 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 と し て 支 給 さ れ る も の と み な す 。  

13 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 に 関 す る 手 続 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め
る 。  

 
標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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ID: 394   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 53条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第 53条 第 7項 に て 準 用 す る 法 第 41条 第 2項 並 び に 省 令 第 85条 に お い て 準 用 す る 省 令 第
62条 の 規 定 に よ る 省 令 第6条 、 第 8条 、 第11条 及 び 第13条 の 規 定 に よ る 。  

 (介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第 53条  市 町 村 は 、 要 支 援 認 定 を 受 け た 被 保 険 者 の う ち 居 宅 に お い て 支 援 を 受 け る も の

(以 下「 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 」と い う 。)が 、都 道 府 県 知 事 が 指 定 す る 者 (以 下「 指 定 介 護
予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 」 と い う 。 )か ら 当 該 指 定 に 係 る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 を 行 う 事 業
所 に よ り 行 わ れ る 介 護 予 防 サ ー ビ ス (以 下「 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 」と い う 。)を 受 け た
と き (当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、 第 58条 第 4項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項 に 規 定 す る 指 定
介 護 予 防 支 援 を 受 け る こ と に つ き あ ら か じ め 市 町 村 に 届 け 出 て い る 場 合 で あ っ て 、当該
指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス が 当 該 指 定 介 護 予 防 支 援 の 対 象 と な っ て い る と き そ の 他 の 厚 生
労 働 省 令 で 定 め る と き に 限 る 。 )は 、 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 対 し 、 当 該 指 定 介 護 予
防 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 (特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 の 購 入 に 要 し た 費 用 を 除 き 、 介 護 予 防
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 、介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 、介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 及 び
介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 に 要 し た 費 用 に つ い て は 、 食 事 の 提 供 に 要 す る 費 用、
滞 在 に 要 す る 費 用 そ の 他 の 日 常 生 活 に 要 す る 費 用 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 費 用 を
除 く 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)に つ い て 、介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。た だ し 、
当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、第 37条 第1項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け て い る 場 合 に お い て 、
当 該 指 定 に 係 る 種 類 以 外 の 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 受 け た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

第2項 か ら 第 6項 ま で  略  
7  第41条 第 2項 、第3項 、第10項 及 び 第11項 の 規 定 は 、介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 に つ い

て 、 同 条 第 8項 の 規 定 は 、 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に
お い て 、 こ れ ら の 規 定 に 関 し 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

以 下  略  
 
 (居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第41条   
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2 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 が 必 要 と 認 め る 場
合 に 限 り 、 支 給 す る も の と す る 。  

以 下  略  
 
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
 (準 用) 
第85条  第 62条 、第63条 及 び 第65条 の 規 定 は 、居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 係 る 介 護 予 防 サ ー ビ

ス 費 の 支 給 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第62条 第 1項 中 「 第6条 、 第8条 又 は
第11条 」と あ る の は「 第22条 の 5、第 22条 の7又 は 第22条 の11」と、第62条 第 2項 中「 第
13条 」と あ る の は「 第 22条 の 13」と、第65条 中「 第41条 第8項 」と あ る の は「 第53条 第
7項 に お い て 準 用 す る 法 第41条 第8項 」と 、「 同 条 第4項 第 1号 又 は 第 2号 」と あ る の は「 法
第53条 第 2項 第1号 又 は 第2号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 
 (居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 が 必 要 と 認 め る 場 合 等 ) 
第62条  訪 問 看 護 、訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 又 は 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 係 る 居 宅 介護

サ ー ビ ス 費 は 、そ れ ぞ れ 第6条 、第 8条 又 は 第 11条 に 規 定 す る 基 準 に 適 合 し て い る 居 宅 要
介 護 被 保 険 者 (法 第 41条 第 1項 に 規 定 す る 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 )に 係
る も の と 認 め ら れ る も の に 限 り 支 給 す る も の と す る 。  

2 短 期 入 所 療 養 介 護 に 係 る 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 は 、 第 13条 に 規 定 す る 居 宅 要 介 護 被 保 険
者 に 係 る も の と 認 め ら れ る も の に 限 り 支 給 す る も の と す る 。  

 
 (法 第8条 第4項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 ) 
第 6条  法 第 8条 第4項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 病 状 が 安 定 期 に あ り 、 居 宅 に お い

て 看 護 師 又 は 次 条 に 規 定 す る 者 が 行 う 療 養 上 の 世 話 又 は 必 要 な 診 療 の 補 助 を 要 す る こ
と と す る 。  

  
 (法 第8条 第5項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 ) 
第 8条  法 第 8条 第5項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 病 状 が 安 定 期 に あ り 、 居 宅 に お い

て 、心 身 の 機 能 の 維 持 回 復 及 び 日 常 生 活 上 の 自 立 を 図 る た め に 、診 療 に 基 づ き 実 施 さ れ
る 計 画 的 な 医 学 的 管 理 の 下 に お け る 理 学 療 法 、作 業 療 法 そ の 他 必 要 な リ ハ ビ リ テ ー ショ
ン を 要 す る こ と と す る 。  

  
 (法 第8条 第8項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 ) 
第11条  法 第 8条 第8項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 は 、病 状 が 安 定 期 に あ り 、次 条 に 規 定

す る 施 設 に お い て 、心 身 の 機 能 の 維 持 回 復 及 び 日 常 生 活 上 の 自 立 を 図 る た め に 、診 療 に
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基 づ き 実 施 さ れ る 計 画 的 な 医 学 的 管 理 の 下 に お け る 理 学 療 法 、作 業 療 法 そ の 他 必 要 なリ
ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 要 す る こ と と す る 。  

 
 (法 第8条 第10項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 居 宅 要 介 護 者 ) 
第13条  法 第 8条 第10項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 居 宅 要 介 護 者 は 、 病 状 が 安 定 期 に あ り 、

次 条 に 規 定 す る 施 設 に 短 期 間 入 所 し て 、看 護 、医 学 的 管 理 の 下 に お け る 介 護 及 び 機 能 訓
練 そ の 他 必 要 な 医 療 を 要 す る 居 宅 要 介 護 者 と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
 



law_0395.docx 

 

ID: 395   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 54条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第54条 第1項 各 号 及 び 政 令 第24条 各 号 の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第54条  市 町 村 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に は 、居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 対 し 、特 例 介 護 予 防 サ ー

ビ ス 費 を 支 給 す る 。  
(1) 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、 当 該 要 支 援 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、 緊 急 そ の 他 や む

を 得 な い 理 由 に よ り 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め
る と き 。  

(2) 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 以 外 の 介 護 予 防 サ ー ビ ス 又 は こ れ
に 相 当 す る サ ー ビ ス (指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 に 係 る 第 115条 の 4第 1項 の 都 道 府
県 の 条 例 で 定 め る 基 準 及 び 同 項 の 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 員 数 並 び に 同 条 第 2項 に 規
定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る
基 準 及 び 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の う ち 、都 道 府 県
の 条 例 で 定 め る も の を 満 た す と 認 め ら れ る 事 業 を 行 う 事 業 所 に よ り 行 わ れ る も の に
限 る 。次 号 及 び 次 項 に お い て「 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス 」と い う 。)を 受 け た 場 合 に
お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

(3) 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 及 び 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る
離 島 そ の 他 の 地 域 で あ っ て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る も の に 住 所 を 有 す
る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 及 び 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス 以 外
の 介 護 予 防 サ ー ビ ス 又 は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、必 要 が あ る
と 認 め る と き 。  

(4) そ の 他 政 令 で 定 め る と き 。  
2 略  
  
 介 護 保 険 法 施 行 令  
 (特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 場 合 ) 
第24条  法 第 54条 第1項 第4号 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る と き は 、 次 の と お り と す る 。  
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(1) 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、 緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 被 保 険 者 証 を 提 示 し
な い で 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

(2) 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、 当 該 要 支 援 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、 緊 急 そ の 他 や む
を 得 な い 理 由 に よ り 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス (法 第 54条 第 1項 第 2号 に 規 定 す る 基 準
該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 )を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が
あ る と 認 め る と き 。  

(3) 法 第 54条 第 1項 第 3号 に 規 定 す る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、 当 該 要 支 援 認 定 の 効 力 が
生 じ た 日 前 に 、緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 及 び 基 準 該
当 介 護 予 防 サ ー ビ ス 以 外 の 介 護 予 防 サ ー ビ ス 又 は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 受 け た
場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 396   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 56条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第56条 第2項 及 び 省 令 第89条 の 規 定 に よ る 。  
 (介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 の 支 給 ) 
第56条  市 町 村 は 、居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 に 係 る 指 定 介 護予

防 サ ー ビ ス 事 業 者 か ら 当 該 指 定 に 係 る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 を 行 う 事 業 所 に お い て 販
売 さ れ る 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 を 購 入 し た と き は 、当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 対 し 、介
護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 を 支 給 す る 。  

2 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 が 必 要 と 認 め
る 場 合 に 限 り 、 支 給 す る も の と す る 。  

以 下  略  
  
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
 (介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 の 支 給 が 必 要 と 認 め る 場 合 ) 
第89条  介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 は 、当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 の 日 常 生 活 の 自 立 を 助 け る

た め に 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 支 給 す る も の と す る 。  
2 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 は 、 当 該 購 入 を 行 っ た 日 の 属 す る 第 91条 に 規 定 す る 介 護 予 防

福 祉 用 具 購 入 費 支 給 限 度 額 管 理 期 間 に お い て 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 当 該 購 入 し た
特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 と 同 一 の 種 目 の 特 定 福 祉 用 具 又 は 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 (当 該 購
入 し た 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 と 用 途 及 び 機 能 が 著 し く 異 な る も の を 除 く 。 )を 既 に 購 入
し て お り 、か つ 、そ の 購 入 に つ い て 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 又 は 介 護 予 防 福 祉 用 具 購入
費 を 支 給 し て い る 場 合 に つ い て は 、支 給 し な い も の と す る 。た だ し 、当 該 既 に 購 入 した
特 定 福 祉 用 具 又 は 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 が 破 損 し た 場 合 そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る 場 合
で あ っ て 、市 町 村 が 当 該 申 請 に 係 る 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 の 支 給 が 必 要 と 認 め る とき
は 、 こ の 限 り で な い 。  
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ID: 397   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
介 護 予 防 住 宅 改 修 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 57条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第57条 第2項 及 び 省 令 第93条 の 規 定 に よ る 。  
 (介 護 予 防 住 宅 改 修 費 の 支 給 ) 
第57条  市 町 村 は 、居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、住 宅 改 修 を 行 っ た と き は 、当 該 居 宅 要 支 援 被

保 険 者 に 対 し 、 介 護 予 防 住 宅 改 修 費 を 支 給 す る 。  
2 介 護 予 防 住 宅 改 修 費 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 が 必 要 と 認 め る 場

合 に 限 り 、 支 給 す る も の と す る 。  
以 下  略  
  
 介 護 保 険 法 施 行 規 則  
 (介 護 予 防 住 宅 改 修 費 の 支 給 が 必 要 と 認 め る 場 合 ) 
第93条  介 護 予 防 住 宅 改 修 費 は 、当 該 住 宅 改 修 が 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 現 に 居 住 す る

住 宅 に つ い て 行 わ れ た も の で あ り 、か つ 、当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 の 心 身 の 状 況 、住宅
の 状 況 等 を 勘 案 し て 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 支 給 す る も の と す る 。  
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ID: 398   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 58条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第58条 第7項 に お い て 準 用 す る 法 第 41条 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 の 支 給 ) 
第 58条  市 町 村 は 、 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、 当 該 市 町 村 (住 所 地 特 例 適 用 居 宅 要 支 援 被 保

険 者 に 係 る 介 護 予 防 支 援 に あ っ て は 、施 設 所 在 市 町 村 )の 長 が 指 定 す る 者 (以 下「 指 定 介
護 予 防 支 援 事 業 者 」 と い う 。 )か ら 当 該 指 定 に 係 る 介 護 予 防 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所 に よ
り 行 わ れ る 介 護 予 防 支 援 (以 下「 指 定 介 護 予 防 支 援 」と い う 。)を 受 け た と き は 、当 該 居
宅 要 支 援 被 保 険 者 に 対 し 、当 該 指 定 介 護 予 防 支 援 に 要 し た 費 用 に つ い て 、介 護 予 防 サ ー
ビ ス 計 画 費 を 支 給 す る 。  

第2項 か ら 第 6項 ま で  略  
7  第 41条 第 2項 、 第 3項 、 第 10項 及 び 第 11項 の 規 定 は 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 の 支 給 に

つ い て 、 同 条 第 8項 の 規 定 は 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お
い て 、 こ れ ら の 規 定 に 関 し 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

  
 (居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第41条   
2 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 が 必 要 と 認 め る 場

合 に 限 り 、 支 給 す る も の と す る 。  
以 下  略  
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ID: 399   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 59条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第59条 第1項 各 号 及 び 政 令 第29条 の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 の 支 給 ) 
第59条  市 町 村 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に は 、居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 対 し 、特 例 介 護 予 防 サ ー

ビ ス 計 画 費 を 支 給 す る 。  
(1) 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、 指 定 介 護 予 防 支 援 以 外 の 介 護 予 防 支 援 又 は こ れ に 相 当 す

る サ ー ビ ス (指 定 介 護 予 防 支 援 の 事 業 に 係 る 第115条 の24第 1項 の 市 町 村 の 条 例 で 定 め
る 基 準 及 び 同 項 の 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 員 数 並 び に 同 条 第 2項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予
防 支 援 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 及 び 指 定 介 護 予 防
支 援 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 の う ち 、当 該 市 町 村 の 条 例 で 定 め る も の を 満 た す と 認
め ら れ る 事 業 を 行 う 事 業 者 に よ り 行 わ れ る も の に 限 る 。次 号 及 び 次 項 に お い て「 基 準
該 当 介 護 予 防 支 援 」 と い う 。 )を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

(2) 指 定 介 護 予 防 支 援 及 び 基 準 該 当 介 護 予 防 支 援 の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る 離 島 そ の
他 の 地 域 で あ っ て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る も の に 住 所 を 有 す る 居 宅 要
支 援 被 保 険 者 が 、指 定 介 護 予 防 支 援 及 び 基 準 該 当 介 護 予 防 支 援 以 外 の 介 護 予 防 支 援 又
は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

(3) そ の 他 政 令 で 定 め る と き 。  
以 下  略  
  
 介 護 保 険 法 施 行 令  
 (特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 を 支 給 す る 場 合 ) 
第29条  法 第 59条 第1項 第3号 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る と き は 、居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、緊

急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 被 保 険 者 証 を 提 示 し な い で 指 定 介 護 予 防 支 援 を 受 け
た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き と す る 。  
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ID: 400   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 等 の 額 の 特 例  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 60条  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第60条 及 び 省 令 第 97条 の 規 定 に よ る 。  
 (介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 等 の 額 の 特 例 ) 
第60条  市 町 村 が 、災 害 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る こ と に よ り 、介

護 予 防 サ ー ビ ス (こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 含 む 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)、地 域 密
着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス (こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 含 む 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)又
は 住 宅 改 修 に 必 要 な 費 用 を 負 担 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め た 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が
受 け る 前 条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 予 防 給 付 に つ い て 当 該 各 号 に 定 め る 規 定 を 適 用 す る 場 合
(同 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 除 く 。)に お い て は 、こ れ ら の 規 定 中「 100
分 の 90」 と あ る の は 、「 100分 の 90を 超 え 100分 の 100以 下 の 範 囲 内 に お い て 市 町 村 が 定
め た 割 合 」 と す る 。  

2 市 町 村 が 、 災 害 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る こ と に よ り 、 介 護 予
防 サ ー ビ ス 、地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 又 は 住 宅 改 修 に 必 要 な 費 用 を 負 担 す る こ とが
困 難 で あ る と 認 め た 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 受 け る 前 条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 予 防 給 付 に つ
い て 当 該 各 号 に 定 め る 規 定 を 適 用 す る 場 合 (同 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合
に 限 る 。)に お い て は 、同 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る こ れ ら の 規 定 中「 100分 の
80」 と あ る の は 、「 100分 の 80を 超 え 100分 の 100以 下 の 範 囲 内 に お い て 市 町 村 が 定 め た
割 合 」 と す る 。  

3 市 町 村 が 、 災 害 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る こ と に よ り 、 介 護 予
防 サ ー ビ ス 、地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 又 は 住 宅 改 修 に 必 要 な 費 用 を 負 担 す る こ とが
困 難 で あ る と 認 め た 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 受 け る 前 条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 予 防 給 付 に つ
い て 当 該 各 号 に 定 め る 規 定 を 適 用 す る 場 合 (同 条 第 2項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す
る 場 合 に 限 る 。)に お い て は 、同 条 第2項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る こ れ ら の 規 定
中「100分 の70」と あ る の は 、「 100分 の 70を 超 え100分 の100以 下 の 範 囲 内 に お い て 市 町
村 が 定 め た 割 合 」 と す る 。  
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 (介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 等 の 額 の 特 例 ) 
第 97条  法 第 60条 各 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 は 、 次 の と お り と す

る 。  
(1) 要 支 援 被 保 険 者 又 は そ の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 が 、 震 災 、 風 水

害 、火 災 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 災 害 に よ り 、住 宅 、家 財 又 は そ の 他 の 財 産 に つ い て 著
し い 損 害 を 受 け た こ と 。  

(2) 要 支 援 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 が 死 亡 し た こ と 、 又 は
そ の 者 が 心 身 に 重 大 な 障 害 を 受 け 、若 し く は 長 期 間 入 院 し た こ と に よ り 、そ の 者 の 収
入 が 著 し く 減 少 し た こ と 。  

(3) 要 支 援 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 の 収 入 が 、 事 業 又 は 業
務 の 休 廃 止 、 事 業 に お け る 著 し い 損 失 、 失 業 等 に よ り 著 し く 減 少 し た こ と 。  

(4) 要 支 援 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 の 収 入 が 、 干 ば つ 、 冷
害 、凍 霜 害 等 に よ る 農 作 物 の 不 作 、不 漁 そ の 他 こ れ に 類 す る 理 由 に よ り 著 し く 減 少 し
た こ と 。  

2 過 去 に 法 第 60条 第 1項 、 第 2項 又 は 第 3項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た 要 支 援 被 保 険 者 に つ い
て 第 73条 、 第 76条 第 3号 及 び 第 95条 第 2号 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 こ れ ら の
規 定 中 「 70分 の 100」 と あ る の は 、「 70分 の 100、 法 第 60条 第 1項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場
合 に あ っ て は 100分 の 100を 同 項 に 規 定 す る 100分 の 90を 超 え 100分 の 100以 下 の 範 囲 内
に お い て 市 町 村 が 定 め た 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 、 同 条 第 2項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に
あ っ て は 100分 の 100を 同 項 に 規 定 す る 100分 の 80を 超 え 100分 の 100以 下 の 範 囲 内 に お
い て 市 町 村 が 定 め た 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 、 同 条 第 3項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ
て は 100分 の 100を 同 項 に 規 定 す る 100分 の 70を 超 え 100分 の 100以 下 の 範 囲 内 に お い て
市 町 村 が 定 め た 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 」 と す る 。  
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担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 61条 第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第61条 及 び 政 令 第 29条 の 2の2の 規 定 に よ る 。  
 (高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第 61条  市 町 村 は 、 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 受 け た 介 護 予 防 サ ー ビ ス (こ れ に 相 当 す る サー

ビ ス を 含 む 。 )又 は 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス (こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 含 む 。 )に
要 し た 費 用 の 合 計 額 と し て 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 か ら 、当 該 費 用 に つき
支 給 さ れ た 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 、特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 、地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ
ス 費 及 び 特 例 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 合 計 額 を 控 除 し て 得 た 額 (次 条 第 1項 に
お い て「 介 護 予 防 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 額 」と い う 。)が 、著 し く 高 額 で あ る と き は 、当 該
居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 対 し 、 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。  

2 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 要 件 、 支 給 額 そ の 他 高 額
介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、介 護 予 防 サ ー ビ ス 又 は 地 域 密 着 型介
護 予 防 サ ー ビ ス に 必 要 な 費 用 の 負 担 の 家 計 に 与 え る 影 響 を 考 慮 し て 、 政 令 で 定 め る 。  

 
 介 護 保 険 法 施 行 令  

(高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 ) 
第29条 の 2の2 法 第61条 第1項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 は 、居宅

要 支 援 被 保 険 者 が 受 け た 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 合 計 額 に 90分
の 100(法 第 59条 の 2第 1項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 80分 の 100、 同 条 第 2項 の
規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 70分 の 100、 法 第 60条 第 1項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合
に あ っ て は 100分 の 100を 第 1市 町 村 特 例 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 、 同 条 第 2項 の 規 定 が 適
用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 100分 の 100を 第 2市 町 村 特 例 割 合 で 除 し て 得 た 割 合 、 同 条 第 3
項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 100分 の 100を 第 3市 町 村 特 例 割 合 で 除 し て 得 た
割 合 )を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 は 、 同 一 の 世 帯 に 属 す る 要 介 護 被 保 険 者 等 が 同 一 の 月 に 受 け
た 居 宅 サ ー ビ ス 等 及 び 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 利 用 者 負 担 世 帯 合 算 額 が 4万 4400円
を 超 え る 場 合 に 、当 該 月 に 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 を 受 け た 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 支 給 する
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も の と し 、そ の 額 は 、 利 用 者 負 担 世 帯 合 算 額 か ら4万 4400円 を 控 除 し て 得 た 額 に 要 支 援
被 保 険 者 按 分 率 (居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 当 該 月 に 受 け た 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 第 22
条 の 2の 2第 2項 第 3号 及 び 第 4号 に 掲 げ る 額 の 合 算 額 (以 下 「 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 利 用 者
負 担 合 算 額 」と い う 。)を 利 用 者 負 担 世 帯 合 算 額 で 除 し て 得 た 率 を い う 。)を 乗 じ て 得 た
額 と す る 。  

3 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 特 定 給 付 対 象 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 を 受 け た 場 合 に お い て 、 当 該
居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 同 一 の 月 に 受 け た 当 該 特 定 給 付 対 象 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る
介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 合 計 額 に90分 の10を 乗 じ て 得 た 額 が4万 4400円 を 超 え る と き は 、当
該 得 た 額 か ら 4万 4400円 を 控 除 し て 得 た 額 を 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 と し て 当 該 居 宅
要 支 援 被 保 険 者 に 支 給 す る 。  

4 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 被 保 護 者 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 同 一
の 月 に お い て 受 け た 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 合 計 額 に 90分 の 10
を 乗 じ て 得 た 額 が 1万 5000円 を 超 え る と き は 、 当 該 得 た 額 か ら 1万 5000円 を 控 除 し て 得
た 額 を 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 と し て 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 支 給 す る 。  

5 第2項 の 場 合 に お い て 、 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 に 属 す る 第 1号 被 保 険 者 の い
ず れ か の 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 の 属 す る 年 の 前 年 (介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の あ っ
た 月 が 1月 か ら 7月 ま で の 場 合 に あ っ て は 、 前 々 年 。 以 下 こ の 項 、 次 項 及 び 第 9項 に お い
て 同 じ 。 )の 所 得 に つ い て 、 第 1号 に 掲 げ る 額 (当 該 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 の 属
す る 年 の 前 年 の 12月 31日 に お い て 世 帯 主 で あ っ て 、 同 日 に お い て 当 該 世 帯 主 と 同 一 の
世 帯 に 属 す る 19歳 未 満 の 者 で 同 年 の 合 計 所 得 金 額 が 38万 円 以 下 で あ る も の (第 2号 に お
い て 「 控 除 対 象 者 」 と い う 。 )を 有 す る 者 に あ っ て は 、 第 1号 に 掲 げ る 額 か ら 第 2号 に 掲
げ る 額 を 控 除 し て 得 た 額 。 次 項 に お い て 同 じ 。 )が690万 円 以 上 で あ る と き は 、 第 2項 中
「4万 4400円 」 と あ る の は 、「 14万100円 」 と す る 。  
(1) 当 該 所 得 が 生 じ た 年 の 翌 年 の 4月 1日 の 属 す る 年 度 分 の 地 方 税 法 の 規 定 に よ る 市 町

村 民 税 に 係 る 同 法 第 314条 の 2第 1項 に 規 定 す る 総 所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 並 び に
他 の 所 得 と 区 分 し て 計 算 さ れ る 所 得 の 金 額 の 合 計 額 か ら 同 項 各 号 及 び 同 条 第 2項 の 規
定 に よ る 控 除 を し た 後 の 金 額  

(2) 当 該 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 が あ っ た 月 の 属 す る 年 の 前 年 の 12月 31日 に お い て16歳 未
満 の 控 除 対 象 者 の 数 を 33万 円 に 乗 じ て 得 た 額 及 び 同 日 に お い て 16歳 以 上 の 控 除 対 象
者 の 数 を12万 円 に 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額  

6 第2項 の 場 合 に お い て 、 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 に 属 す る 第 1号 被 保 険 者 の い
ず れ か の 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 の 属 す る 年 の 前 年 の 所 得 に つ い て 、 前 項 第 1号
に 掲 げ る 額 が 380万 円 以 上 690万 円 未 満 で あ る と き は 、 第 2項 中 「 4万 4400円 」 と あ る の
は 、「 9万3000円 」 と す る 。  
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7 第 2項 の 場 合 に お い て 、 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、
同 項 中 「4万 4400円 」 と あ る の は 、「 2万4600円 」 と す る 。  
(1) そ の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 が 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 の 属

す る 年 度 (介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 が 4月 か ら 7月 ま で の 場 合 に あ っ て は 、 前 年
度 )分 の 地 方 税 法 の 規 定 に よ る 市 町 村 民 税 が 課 さ れ て い な い 者 又 は 市 町 村 の 条 例 で 定
め る と こ ろ に よ り 当 該 市 町 村 民 税 を 免 除 さ れ た 者 (当 該 市 町 村 民 税 の 賦 課 期 日 に お い
て 同 法 の 施 行 地 に 住 所 を 有 し な い 者 を 除 く 。 )で あ る 者 (第 9項 に お い て 「 市 町 村 民 税
世 帯 非 課 税 者 」 と い う 。 ) 

(2) そ の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 が 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 が あ っ た 月 に お
い て 要 保 護 者 で あ る 者 で あ っ て 、第 22条 の2の2第 2項 及 び 第2項 中「4万 4400円 」と あ
る の を「 2万4600円 」 と 読 み 替 え て こ れ ら の 規 定 が 適 用 さ れ た な ら ば 保 護 を 必 要 と し
な い 状 態 と な る も の  

8 第 2項 の 場 合 に お い て 、居 宅 要 支 援 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 が
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 が あ っ た 月 に お い て 要 保 護 者 で あ る 者 で あ っ て 、第 22条 の2の2第2
項 及 び 第2項 中「 4万4400円 」と あ る の を「 1万5000円 」と 読 み 替 え て こ れ ら の 規 定 が 適
用 さ れ た な ら ば 保 護 を 必 要 と し な い 状 態 と な る も の (前 項 第 2号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 )で
あ る と き は 、 第 2項 中 「4万 4400円 」 と あ る の は 、「 1万5000円 」 と す る 。  

9 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 (被 保 護 者 及 び 前 項 に 規 定 す る 要 保 護 者 を 除 く 。 )が 、 市 町 村 民 税
世 帯 非 課 税 者 で あ り 、か つ 、介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の あ っ た 月 の 属 す る 年 の 前 年 中 の 公 的
年 金 等 の 収 入 金 額 及 び 同 年 の 合 計 所 得 金 額 か ら 所 得 税 法 第 35条 第 2項 第 1号 に 掲 げ る 金
額 を 控 除 し て 得 た 額 の 合 計 額 が 80万 円 以 下 で あ る 場 合 又 は 老 齢 福 祉 年 金 の 受 給 権 を 有
し て い る 場 合 で あ っ て 、当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 同 一 の 月 に 受 け た 介 護 予 防 サ ー ビス
等 に 係 る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 利 用 者 負 担 合 算 額 か ら1万 5000円 を 控 除 し て 得 た 額 が 、第
7項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 第 2項 の 規 定 に よ り 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 対
し て 支 給 さ れ る べ き 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 額 を 超 え る と き は 、当 該 居 宅 要 支 援 被保
険 者 に 対 し て 支 給 さ れ る 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 額 は 、 第 7項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え
て 適 用 す る 第 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 利 用 者 負 担 合 算 額 か ら
1万5000円 を 控 除 し て 得 た 額 と す る 。  

10 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 法 第 53条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 又 は
法 第 54条 の 2第 1項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 (以 下 こ の 項 にお
い て 「 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 等 」 と い う 。 )に つ い て 特 定 公 費 負 担 給 付 が 行 わ れ
る べ き 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 を 受 け た 場 合 又 は 被 保 護 者 で あ る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 指
定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 等 に つ い て 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 を 受 け た 場 合 に お い て 、当該
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 合 計 額 に 90分 の 10を 乗 じ て 得 た 額 の 支
払 が 行 わ れ な か っ た と き は 、市 町 村 は 、当 該 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 要 し た 費 用 の う ち第
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3項 又 は 第 4項 の 規 定 に よ る 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 と し て 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 支 給
す べ き 額 に 相 当 す る 額 を 当 該 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 等 に 支 払 う も の と す る 。  

11 前 項 の 規 定 に よ る 支 払 が あ っ た と き は 、居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 対 し 、第 3項 又 は 第4項
の 規 定 に よ る 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 が あ っ た も の と み な す 。  

12 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 同 一 の 月 に お い て 要 介 護 被 保 険 者 と し て の 期 間 を 有 す る 場 合
は 、 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 当 該 月 に 受 け た 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に つ い て は 、 第 2項
か ら 前 項 ま で の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

13 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 に 関 す る 手 続 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、厚 生 労 働 省 令 で
定 め る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 491   

担当部署 : 総務課  

処 分 の 概

要 
投 票 実 施 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 施 行 令  第 13条 第 2項  

法 令 番 号 平 成17年 政 令 第55号  

【基準】 

 政 令 第13条 の 規 定 に よ る 。  
 (投 票 実 施 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付 等 ) 
第 13条  法 第 4条 第 11項 の 規 定 に よ り 合 併 協 議 会 設 置 協 議 に つ い て 選 挙 人 の 投 票 に 付 す

る よ う 請 求 し よ う と す る 代 表 者 (以 下「 投 票 実 施 請 求 代 表 者 」と い う 。)は 、同 条 第 9項 に
規 定 す る 基 準 日 か ら 20日 以 内 に 、 そ の 請 求 の 内 容 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 書 面 (以
下「 投 票 実 施 請 求 書 」と い う 。)を 添 え て 、そ の 者 の 属 す る 市 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会 に 対
し 、投 票 実 施 請 求 代 表 者 で あ る こ と を 証 明 す る 書 面 (以 下「 投 票 実 施 請 求 代 表 者 証 明 書 」
と い う 。 )の 交 付 を 文 書 で 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 市 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会 は 、 直 ち に 、 投
票 実 施 請 求 代 表 者 が 選 挙 人 名 簿 に 登 録 さ れ た 者 で あ る こ と の 確 認 を 行 い 、そ の 者 に 投票
実 施 請 求 代 表 者 証 明 書 を 交 付 し 、 か つ 、 そ の 旨 を 告 示 し な け れ ば な ら な い 。  

3 投 票 実 施 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 投 票 実 施 請 求 代 表 者 が 2人 以 上 あ る 場 合 に
お い て 、 そ の 一 部 の 投 票 実 施 請 求 代 表 者 が 法 第 5条 第30項 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法
第74条 第 6項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、 他 の 投 票 実 施 請 求 代 表 者 は 、
当 該 投 票 実 施 請 求 代 表 者 証 明 書 を 添 え て 、当 該 市 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会 に 届 け 出 て 、当
該 投 票 実 施 請 求 代 表 者 証 明 書 に 投 票 実 施 請 求 代 表 者 の 変 更 に 係 る 記 載 を 受 け な け れ ば
な ら な い 。  

4 当 該 市 町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会 は 、 前 項 の 届 出 を 受 け た 場 合 そ の 他 投 票 実 施 請 求 代 表 者
証 明 書 の 交 付 を 受 け た 投 票 実 施 請 求 代 表 者 が 法 第 5条 第30項 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治
法 第 74条 第 6項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 知 っ た と き は 、 直 ち に そ の 旨 を 告 示 し
な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 492   

担当部署 : 総務課  

処 分 の 概

要 
同 一 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 施 行 令  第 27条 第 4項  

法 令 番 号 平 成17年 政 令 第55号  

【基準】 

 政 令 第27条 の 規 定 に よ る 。  
 (同 一 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付 等 ) 
第27条  同 一 請 求 代 表 者 は 、 前 条 第 2項 の 規 定 に よ り 合 併 協 議 会 設 置 同 一 請 求 書 の 返 付 を

受 け た 日 か ら 7日 以 内 に 、 当 該 合 併 協 議 会 設 置 同 一 請 求 書 を 添 え て 、 そ の 者 の 属 す る 同
一 請 求 関 係 市 町 村 の 長 に 対 し 、 同 一 請 求 代 表 者 で あ る こ と を 証 明 す る 書 面 (以 下 「 同 一
請 求 代 表 者 証 明 書 」 と い う 。 )の 交 付 を 文 書 で 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 同 一 請 求 関 係 市 町 村 の 長 は 、 直 ち に 、 市
町 村 の 選 挙 管 理 委 員 会 に 対 し 、同 一 請 求 代 表 者 が 選 挙 人 名 簿 に 登 録 さ れ た 者 で あ る かど
う か の 確 認 を 求 め 、そ の 確 認 が あ っ た と き は 、そ の 旨 を 当 該 同 一 請 求 関 係 市 町 村 を 包 括
す る 都 道 府 県 の 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

3 同 一 請 求 関 係 市 町 村 を 包 括 す る 都 道 府 県 の 知 事 は 、 す べ て の 同 一 請 求 関 係 市 町 村 の 長
か ら 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き は 、そ の 旨 を す べ て の 同 一 請 求 関 係 市 町 村 の長
に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

4 同 一 請 求 関 係 市 町 村 の 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、 同 一 請 求 代 表 者
に 対 し 、同 一 請 求 代 表 者 証 明 書 を 交 付 す る と と も に 、そ の 旨 を 告 示 し 、か つ 、当 該 同 一
請 求 関 係 市 町 村 を 包 括 す る 都 道 府 県 の 知 事 に 対 し 、 こ れ ら を 報 告 し な け れ ば な ら な い。 

5 1の 同 一 請 求 関 係 市 町 村 に お い て 同 一 請 求 代 表 者 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 同 一 請 求 代 表
者 が 2人 以 上 あ る 場 合 に お い て 、 そ の 一 部 の 同 一 請 求 代 表 者 が 法 第 5条 第 30項 に お い て
準 用 す る 地 方 自 治 法 第 74条 第6項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、 他 の 同 一
請 求 代 表 者 は 、当 該 同 一 請 求 代 表 者 証 明 書 を 添 え て 、当 該 同 一 請 求 代 表 者 証 明 書 を 交 付
し た 同 一 請 求 関 係 市 町 村 の 長 に 届 け 出 て 、当 該 同 一 請 求 代 表 者 証 明 書 に 同 一 請 求 代 表者
の 変 更 に 係 る 記 載 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 
標 準 処 理 期

間 
7日  



law_0492.docx 

 

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_0494.docx 

 

ID: 494   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
要 支 援 状 態 区 分 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 33条 の 2第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第33条 の2の 規 定 に よ る 。  
 (要 支 援 状 態 区 分 の 変 更 の 認 定 ) 
第33条 の 2 要 支 援 認 定 を 受 け た 被 保 険 者 は 、 そ の 支 援 の 必 要 の 程 度 が 現 に 受 け て い る 要

支 援 認 定 に 係 る 要 支 援 状 態 区 分 以 外 の 要 支 援 状 態 区 分 に 該 当 す る と 認 め る と き は 、厚生
労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 に 対 し 、要 支 援 状 態 区 分 の 変 更 の 認 定 の 申 請 を
す る こ と が で き る 。  

2 第 28条 第5項 か ら 第 8項 ま で 及 び 第 32条 の 規 定 は 、前 項 の 申 請 及 び 当 該 申 請 に 係 る 要 支
援 状 態 区 分 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、こ れ ら の 規 定 に 関 し 必 要 な 技
術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

 

標 準 処 理 期

間 

30日 以 内 (法 第 33条 の 2第 2項 に お い て 準 用 す る 法 第 32条 第 9項 に お い て
準 用 す る 法 第 27条 第11項 ) 
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ID: 496   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 42条 の 2第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第42条 の2第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第42条 の 2 市 町 村 は 、要 介 護 被 保 険 者 が 、当 該 市 町 村 (住 所 地 特 例 適 用 被 保 険 者 で あ る 要

介 護 被 保 険 者 (以 下「 住 所 地 特 例 適 用 要 介 護 被 保 険 者 」と い う 。)に 係 る 特 定 地 域 密 着 型
サ ー ビ ス に あ っ て は 、施 設 所 在 市 町 村 を 含 む 。)の 長 が 指 定 す る 者 (以 下「 指 定 地 域 密着
型 サ ー ビ ス 事 業 者 」 と い う 。 )か ら 当 該 指 定 に 係 る 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 を 行 う 事 業
所 に よ り 行 わ れ る 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス (以 下「 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 」と い う 。)を 受
け た と き は 、当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 対 し 、当 該 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 (地
域 密 着 型 通 所 介 護 、認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 、小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 、認 知 症 対 応 型共
同 生 活 介 護 、地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 及 び 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入所
者 生 活 介 護 に 要 し た 費 用 に つ い て は 、食 事 の 提 供 に 要 す る 費 用 、居 住 に 要 す る 費 用 そ の
他 の 日 常 生 活 に 要 す る 費 用 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 費 用 を 除 く 。以 下 こ の 条 に おい
て 同 じ 。)に つ い て 、地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。た だ し 、当 該 要 介 護 被 保 険
者 が 、 第 37条 第 1項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け て い る 場 合 に お い て 、 当 該 指 定 に 係 る 種 類
以 外 の 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス を 受 け た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
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ID: 497   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 42条 の 3第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第42条 の3第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第42条 の 3 市 町 村 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 要 介 護 被 保 険 者 に 対 し 、 特 例 地 域 密 着 型 介

護 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。  
(1) 要 介 護 被 保 険 者 が 、 当 該 要 介 護 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、 緊 急 そ の 他 や む を 得

な い 理 由 に よ り 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る
と き 。  

(2) 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス (地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 を 除 く 。以
下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る 離 島 そ の 他 の 地 域 で あ っ て 厚 生
労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る も の に 住 所 を 有 す る 要 介 護 被 保 険 者 が 、指 定 地 域 密
着 型 サ ー ビ ス 以 外 の 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス (地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介
護 を 除 く 。 )又 は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め
る と き 。  

(3) そ の 他 政 令 で 定 め る と き 。  
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ID: 498   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 51条 の 3第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第51条 の3第1項 及 び 省 令 第83条 の5の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第51条 の 3 市 町 村 は 、 要 介 護 被 保 険 者 の う ち 所 得 及 び 資 産 の 状 況 そ の 他 の 事 情 を し ん 酌

し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の が 、次 に 掲 げ る 指 定 施 設 サ ー ビ ス 等 、指 定 地 域 密 着 型 サ
ー ビ ス 又 は 指 定 居 宅 サ ー ビ ス (以 下 こ の 条 及 び 次 条 第1項 に お い て 「 特 定 介 護 サ ー ビ ス 」
と い う 。)を 受 け た と き は 、当 該 要 介 護 被 保 険 者 (以 下 こ の 条 及 び 次 条 第1項 に お い て「 特
定 入 所 者 」と い う 。)に 対 し 、当 該 特 定 介 護 サ ー ビ ス を 行 う 介 護 保 険 施 設 、指 定 地 域 密 着
型 サ ー ビ ス 事 業 者 又 は 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 (以 下 こ の 条 に お い て 「 特 定 介 護 保 険 施
設 等 」と い う 。)に お け る 食 事 の 提 供 に 要 し た 費 用 及 び 居 住 又 は 滞 在 (以 下「 居 住 等 」と
い う 。)に 要 し た 費 用 に つ い て 、特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。た だ し 、当 該 特
定 入 所 者 が 、 第 37条 第 1項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け て い る 場 合 に お い て 、 当 該 指 定 に 係
る 種 類 以 外 の 特 定 介 護 サ ー ビ ス を 受 け た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 指 定 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス  
(2) 介 護 保 健 施 設 サ ー ビ ス  
(3) 介 護 医 療 院 サ ー ビ ス  
(4) 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護  
(5) 短 期 入 所 生 活 介 護  
(6) 短 期 入 所 療 養 介 護  

 
(法 第51条 の3第 1項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 要 介 護 被 保 険 者 ) 

第83条 の 5 法 第51条 の3第 1項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 要 介 護 被 保 険 者 は 、次 の い ず れ か
に 該 当 し て い る こ と に つ き 市 町 村 の 認 定 を 受 け て い る 者 (短 期 入 所 生 活 介 護 及 び 短 期 入
所 療 養 介 護 を 受 け た 者 に つ い て は 、当 該 サ ー ビ ス に つ き 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 又 は 特 例居
宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 を 受 け る 者 に 限 る 。 )と す る 。  
(1) そ の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 並 び に そ の 者 の 配 偶 者 (婚 姻 の 届 出 を

し て い な い が 、事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 み 、配 偶 者 が 行 方 不 明 と な
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っ た 場 合 、要 介 護 被 保 険 者 が 配 偶 者 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 等 に 関 す る 法
律 (平 成 13年 法 律 第 31号 )第 1条 第 1項 に 規 定 す る 配 偶 者 か ら の 暴 力 を 受 け た 場 合 そ の
他 こ れ ら に 準 ず る 場 合 に お け る 当 該 配 偶 者 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 )が 特 定 介 護 サ ー ビ ス
(法 第51条 の3第 1項 に 規 定 す る 特 定 介 護 サ ー ビ ス を い う 。以 下 同 じ 。)を 受 け る 日 の 属
す る 年 度 (当 該 特 定 介 護 サ ー ビ ス を 受 け る 日 の 属 す る 月 が 4月 か ら 7月 ま で の 場 合 に あ
っ て は 、 前 年 度 )分 の 地 方 税 法 (昭 和 25年 法 律 第 226号 )の 規 定 に よ る 市 町 村 民 税 (同 法
の 規 定 に よ る 特 別 区 民 税 を 含 む も の と し 、 同 法 第 328条 の 規 定 に よ っ て 課 す る 所 得 割
を 除 く 。第97条 の3に お い て 同 じ 。)が 課 さ れ て い な い 者 又 は 市 町 村 の 条 例 で 定 め る と
こ ろ に よ り 当 該 市 町 村 民 税 が 免 除 さ れ た 者 (当 該 市 町 村 民 税 の 賦 課 期 日 に お い て 同 法
の 施 行 地 に 住 所 を 有 し な い 者 を 除 く 。同 条 に お い て 同 じ 。)で あ り 、か つ 、当 該 要 介 護
被 保 険 者 及 び そ の 者 の 配 偶 者 が 所 有 す る 現 金 、 所 得 税 法 (昭 和 40年 法 律 第 33号 )第 2条
第1項 第 10号 に 規 定 す る 預 貯 金 、同 項 第 11号 に 規 定 す る 合 同 運 用 信 託 、同 項 第 15号 の
3に 規 定 す る 公 募 公 社 債 等 運 用 投 資 信 託 及 び 同 項 第 17号 に 規 定 す る 有 価 証 券 そ の 他 こ
れ ら に 類 す る 資 産 の 合 計 額 と し て 市 町 村 長 が 認 定 し た 額 (第 97条 の 3第 1号 に お い て
「 現 金 等 」と い う 。)が 、次 の イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、当 該 イ か ら ホ ま で に
定 め る 額 以 下 で あ る も の  
イ  第 1号 被 保 険 者 (ホ に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ロ 及 び ハ に お い て 同 じ 。 )で あ っ て 、 次 の

(1)か ら (3)ま で に 掲 げ る 額 の 合 計 額 (ロ 及 び ハ に お い て「 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 等 」
と い う 。 )が 120万 円 を 超 え る 場 合  1500万 円 (当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 配 偶 者 が な い
場 合 に あ っ て は 、 500万 円 ) 
(1) 当 該 特 定 介 護 サ ー ビ ス を 受 け る 日 の 属 す る 年 の 前 年 (当 該 特 定 介 護 サ ー ビ ス

を 受 け る 日 の 属 す る 月 が1月 か ら 7月 ま で の 場 合 に あ っ て は 、前 々 年 。(2)及 び(3)
並 び に 第4号 イ 並 び に 次 条 第1項 第 6号 に お い て 同 じ 。)中 の 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額
(所 得 税 法 第35条 第2項 第1号 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 を い う 。第4号 イ に
お い て 同 じ 。 ) 

(2) 当 該 特 定 介 護 サ ー ビ ス を 受 け る 日 の 属 す る 年 の 前 年 の 合 計 所 得 金 額 (地 方 税
法 第 292条 第 1項 第 13号 に 規 定 す る 合 計 所 得 金 額 を い い 、 当 該 合 計 所 得 金 額 に 所
得 税 法 第 28条 第 1項 に 規 定 す る 給 与 所 得 が 含 ま れ て い る 場 合 に は 、 当 該 給 与 所 得
に つ い て は 、 同 条 第 2項 の 規 定 に よ っ て 計 算 し た 金 額 (租 税 特 別 措 置 法 (昭 和 32年
法 律 第 26号 )第 41条 の 3の 3第 2項 の 規 定 に よ る 控 除 が 行 わ れ て い る 場 合 に は 、 そ
の 控 除 前 の 金 額 )か ら10万 円 を 控 除 し て 得 た 額 (当 該 額 が 零 を 下 回 る 場 合 に は 、零
と す る 。)に よ る も の と し 、租 税 特 別 措 置 法 第 33条 の 4第1項 若 し く は 第2項 、第 34
条 第 1項 、 第 34条 の 2第 1項 、 第34条 の 3第1項 、 第 35条 第 1項 、 第 35条 の 2第 1項 、
第 35条 の 3第 1項 又 は 第 36条 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 当 該 合 計 所 得 金 額 か
ら 特 別 控 除 額 (同 法 第33条 の 4第1項 若 し く は 第2項 、第 34条 第1項 、第34条 の 2第1
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項 、第34条 の3第 1項、第35条 第 1項、第 35条 の2第 1項、第35条 の3第1項 又 は 第 36
条 の 規 定 に よ り 同 法 第 31条 第1項 に 規 定 す る 長 期 譲 渡 所 得 の 金 額 か ら 控 除 す べ き
金 額 及 び 同 法 第 33条 の 4第 1項 若 し く は 第 2項 、 第 34条 第 1項 、 第 34条 の 2第 1項 、
第 34条 の 3第 1項 、 第 35条 第 1項 又 は 第 36条 の 規 定 に よ り 同 法 第 32条 第 1項 に 規 定
す る 短 期 譲 渡 所 得 の 金 額 か ら 控 除 す べ き 金 額 の 合 計 額 を い う 。 )を 控 除 し て 得 た
額 と し 、 当 該 合 計 所 得 金 額 が 零 を 下 回 る 場 合 に は 、 零 と す る 。 第 4号 イ に お い て
同 じ 。)か ら 所 得 税 法 第 35条 第 2項 第1号 に 掲 げ る 金 額 を 控 除 し て 得 た 額 (当 該 額 が
零 を 下 回 る 場 合 に は 、 零 と す る 。 第 4号 イ に お い て 同 じ 。 ) 

(3) 当 該 特 定 介 護 サ ー ビ ス を 受 け る 日 の 属 す る 年 の 前 年 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る
年 金 の 収 入 金 額 の 総 額  

ロ  第 1号 被 保 険 者 で あ っ て 、 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 等 が 80万 円 を 超 え 120万 円 以 下
で あ る 場 合  1550万 円 (当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 配 偶 者 が な い 場 合 に あ っ て は 、 550
万 円 ) 

ハ  第 1 号 被 保 険 者 で あ っ て 、 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 等 が 80 万 円 以 下 で あ る 場 合  
1650万 円(当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 配 偶 者 が な い 場 合 に あ っ て は 、 650万 円 ) 

ニ  第2号 被 保 険 者 (ホ に 掲 げ る 者 を 除 く 。)で あ る 場 合  2000万 円 (当 該 要 介 護 被 保 険
者 に 配 偶 者 が な い 場 合 に あ っ て は 、 1000万 円 ) 

ホ  令 第 22条 の 2の 2第 7項 に 規 定 す る 老 齢 福 祉 年 金 (以 下 「 老 齢 福 祉 年 金 」 と い う 。 )
の 受 給 権 を 有 す る 者 で あ る 場 合  2000万 円 (当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 配 偶 者 が な い 場
合 に あ っ て は 、 1000万 円 ) 

(2) そ の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び す べ て の 世 帯 員 が 特 定 介 護 サ ー ビ ス を 受 け る 日 の 属
す る 月 に お い て 要 保 護 者 (生 活 保 護 法 (昭 和 25年 法 律 第 144号 )第 6条 第 2項 に 規 定 す る
要 保 護 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 )で あ る 者 で あ っ て 、 当 該 特 定 介 護 サ ー ビ ス に 係 る 特 定
入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 (法 第51条 の 3第1項 に 規 定 す る 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 を い
う 。 以 下 同 じ 。 )を 支 給 さ れ た と す れ ば 、 保 護 (生 活 保 護 法 第 2条 に 規 定 す る 保 護 を い
う 。 以 下 同 じ 。 )を 必 要 と し な い 状 態 と な る も の  

(3) 被 保 護 者 (生 活 保 護 法 第6条 第 1項 に 規 定 す る 被 保 護 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 
(4) 前 3号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、介 護 保 険 施 設 又 は 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に 入 所 す

る 者 で あ っ て 、 そ の 属 す る 世 帯 の 構 成 員 の 数 (そ の 者 の 配 偶 者 が 同 一 の 世 帯 に 属 し て
い な い と き は 、 そ の 数 に 1を 加 え た 数 )が 2以 上 で あ り 、 か つ 、 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず
れ に も 該 当 す る も の  
イ  そ の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 (当 該 世 帯 主 又 は 世 帯 員 の い ず れ か に

つ い て 特 定 介 護 サ ー ビ ス を 行 う 介 護 保 険 施 設 又 は 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に
入 所 す る こ と に よ り 当 該 者 が 世 帯 を 異 に し て も 、当 該 者 は 、な お 同 一 の 世 帯 に 属 す
る も の と み な す 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 )並 び に そ の 者 の 配 偶 者 の 特 定 介 護 サ
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ー ビ ス を 受 け る 日 の 属 す る 年 の 前 年 中 の 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 及 び 当 該 特 定 介 護
サ ー ビ ス を 受 け る 日 の 属 す る 年 の 前 年 の 合 計 所 得 金 額 か ら 所 得 税 法 第35条 第 2項 第
1号 に 掲 げ る 金 額 を 控 除 し て 得 た 額 の 合 計 額 か ら 当 該 特 定 介 護 サ ー ビ ス に 係 る 施 設
介 護 サ ー ビ ス 費 又 は 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 の 見 込 額 に 90分 の 10(法 第 49条 の 2
第 1項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 80分 の 20、 同 条 第 2項 の 規 定 が 適 用 さ れ
る 場 合 に あ っ て は 70分 の 30)を 乗 じ て 得 た 額 (高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 が 支 給 さ れ る 見
込 み が あ る と き は 、 当 該 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 の 見 込 額 を 控 除 す る 。 )の 年 額 並 び に
食 事 の 提 供 に 要 す る 費 用 及 び 居 住 に 要 す る 費 用 と し て 支 払 う 見 込 額 の 年 額 の 合 計
額 を 控 除 し て 得 た 額 が 、80万 円 以 下 で あ る こ と 。  

ロ  イ に 規 定 す る 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 並 び に そ の 者 の 配 偶 者 が 所 有 す る 現 金 、所
得 税 法 第2条 第 1項 第10号 に 規 定 す る 預 貯 金 、同 項 第11号 に 規 定 す る 合 同 運 用 信 託 、
同 項 第 15号 の 3に 規 定 す る 公 募 公 社 債 等 運 用 投 資 信 託 及 び 同 項 第 17号 に 規 定 す る
有 価 証 券 の 合 計 額 と し て 市 町 村 長 が 認 定 し た 額 が 、450万 円 以 下 で あ る こ と 。  

ハ  イ に 規 定 す る 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 並 び に そ の 者 の 配 偶 者 が そ の 居 住 の 用 に
供 す る 家 屋 そ の 他 日 常 生 活 の た め に 必 要 な 資 産 以 外 に 利 用 し 得 る 資 産 を 所 有 し て
い な い こ と 。  

ニ  イ に 規 定 す る 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 並 び に そ の 者 の 配 偶 者 に つ い て 、災 害 その
他 の 特 別 の 事 情 が あ る と 市 町 村 長 が 認 め る 場 合 を 除 き 、 第 1号 被 保 険 者 に あ っ て は
保 険 料 の 、 第 2号 被 保 険 者 に あ っ て は 医 療 保 険 各 法 の 定 め る と こ ろ に よ り 当 該 者 が
納 付 義 務 又 は 払 込 義 務 を 負 う 保 険 料 (地 方 税 法 の 規 定 に よ る 国 民 健 康 保 険 税 を 含
む 。 )又 は 掛 金 の 滞 納 が な い こ と 。  
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ID: 499   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 51条 の 4第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第51条 の4及 び 政 令 第22条 の5の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第51条 の 4 市 町 村 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 特 定 入 所 者 に 対 し 、 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ

ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。  
(1) 特 定 入 所 者 が 、 当 該 要 介 護 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、 緊 急 そ の 他 や む を 得 な い

理 由 に よ り 特 定 介 護 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  
(2) そ の 他 政 令 で 定 め る と き 。  

2 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 の 額 は 、当 該 食 事 の 提 供 に 要 し た 費 用 に つ い て 食 費 の 基
準 費 用 額 か ら 食 費 の 負 担 限 度 額 を 控 除 し た 額 及 び 当 該 居 住 等 に 要 し た 費 用 に つ い て 居
住 費 の 基 準 費 用 額 か ら 居 住 費 の 負 担 限 度 額 を 控 除 し た 額 の 合 計 額 を 基 準 と し て 、市 町村
が 定 め る 。  

 
 (特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 場 合 ) 
第22条 の 5 法 第51条 の4第 1項 第2号 の 政 令 で 定 め る と き は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 特 定 入 所 者 (法 第 51条 の 3第1項 に 規 定 す る 特 定 入 所 者 を い う 。以 下 こ の 条 に お い て
同 じ 。)が 、基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス (短 期 入 所 生 活 介 護 及 び 短 期 入 所 療 養 介 護 に 係 る も
の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る
と き 。  

(2) 指 定 居 宅 サ ー ビ ス (短 期 入 所 生 活 介 護 及 び 短 期 入 所 療 養 介 護 に 係 る も の に 限 る 。以
下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )及 び 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る 離 島
そ の 他 の 地 域 で あ っ て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る も の に 住 所 を 有 す る 特
定 入 所 者 が 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 及 び 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 以 外 の 居 宅 サ ー ビ ス (短 期
入 所 生 活 介 護 及 び 短 期 入 所 療 養 介 護 に 係 る も の に 限 る 。第5号 に お い て 同 じ 。)又 は こ
れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  
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(3) 特 定 入 所 者 が 、 緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 被 保 険 者 証 を 提 示 し な い で 特
定 介 護 サ ー ビ ス (法 第51条 の 3第1項 に 規 定 す る 特 定 介 護 サ ー ビ ス を い う 。)を 受 け た 場
合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

(4) 特 定 入 所 者 が 、 当 該 要 介 護 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、 緊 急 そ の 他 や む を 得 な い
理 由 に よ り 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。 

(5) 第 2号 に 規 定 す る 特 定 入 所 者 が 、当 該 要 介 護 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、緊 急 そ の
他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 及 び 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 以 外 の 居 宅
サ ー ビ ス 又 は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と
き 。  

 

標 準 処 理 期
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 500   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 54条 の 2第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第54条 の2第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第54条 の 2 市 町 村 は 、居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、当 該 市 町 村 (住 所 地 特 例 適 用 被 保 険 者 で あ

る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 (以 下「 住 所 地 特 例 適 用 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 」と い う 。)に 係 る 特
定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に あ っ て は 、 施 設 所 在 市 町 村 を 含 む 。 )の 長 が 指 定 す る
者 (以 下「 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 」と い う 。)か ら 当 該 指 定 に 係 る 地 域
密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 を 行 う 事 業 所 に よ り 行 わ れ る 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ
ス (以 下「 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 」と い う 。)を 受 け た と き (当 該 居 宅 要 支 援 被
保 険 者 が 、 第 58条 第 4項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 支 援 を 受 け る
こ と に つ き あ ら か じ め 市 町 村 に 届 け 出 て い る 場 合 で あ っ て 、当 該 指 定 地 域 密 着 型 介 護予
防 サ ー ビ ス が 当 該 指 定 介 護 予 防 支 援 の 対 象 と な っ て い る と き そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で
定 め る と き に 限 る 。 )は 、 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 対 し 、 当 該 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予
防 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 (食 事 の 提 供 に 要 す る 費 用 そ の 他 の 日 常 生 活 に 要 す る 費 用 と し
て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 費 用 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )に つ い て 、 地 域 密 着
型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。 た だ し 、 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、 第 37条 第 1項
の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け て い る 場 合 に お い て 、当 該 指 定 に 係 る 種 類 以 外 の 地 域 密 着 型介
護 予 防 サ ー ビ ス を 受 け た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
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ID: 501   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
特 例 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 54条 の 3第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第54条 の3第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第54条 の 3 市 町 村 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 対 し 、 特 例 地 域 密 着

型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。  
(1) 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が 、 当 該 要 支 援 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、 緊 急 そ の 他 や む

を 得 な い 理 由 に よ り 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、必 要 が
あ る と 認 め る と き 。  

(2) 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る 離 島 そ の 他 の 地 域 で
あ っ て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る も の に 住 所 を 有 す る 居 宅 要 支 援 被 保 険
者 が 、指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 以 外 の 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 又 は こ れ
に 相 当 す る サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

(3) そ の 他 政 令 で 定 め る と き 。  
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ID: 502   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 61条 の 3第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第61条 の3第1項 及 び 省 令 第97条 の3の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第61条 の 3 市 町 村 は 、 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 の う ち 所 得 及 び 資 産 の 状 況 そ の 他 の 事 情 を し

ん 酌 し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の が 、 次 に 掲 げ る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス (以 下 こ の 条
及 び 次 条 第1項 に お い て「 特 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 」と い う 。)を 受 け た と き は 、当 該 居 宅
要 支 援 被 保 険 者 (以 下 こ の 条 及 び 次 条 第 1項 に お い て「 特 定 入 所 者 」と い う 。)に 対 し 、当
該 特 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 行 う 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 (以 下 こ の 条 に お い て 「 特
定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 」 と い う 。 )に お け る 食 事 の 提 供 に 要 し た 費 用 及 び 滞 在 に 要
し た 費 用 に つ い て 、特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。た だ し 、当 該 特 定 入所
者 が 、 第 37条 第 1項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け て い る 場 合 に お い て 、 当 該 指 定 に 係 る 種 類
以 外 の 特 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 受 け た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護  
(2) 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護  

 
(法 第61条 の3第 1項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 ) 

第97条 の 3 法 第61条 の3第 1項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 は 、次 の い ず
れ か に 該 当 し て い る こ と に つ き 市 町 村 の 認 定 を 受 け て い る 者 (介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介
護 及 び 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 に つ い て 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 又 は 特 例 介 護 予 防 サ ー
ビ ス 費 の 支 給 を 受 け る 者 に 限 る 。 )と す る 。  
(1) そ の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯 員 並 び に そ の 者 の 配 偶 者 が 特 定 介 護 予 防

サ ー ビ ス (法 第61条 の 3第1項 に 規 定 す る 特 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を い う 。以 下 同 じ 。)を
受 け る 日 の 属 す る 年 度 (当 該 特 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 受 け る 日 の 属 す る 月 が 4月 か ら 7
月 ま で の 場 合 に あ っ て は 、 前 年 度 )分 の 地 方 税 法 の 規 定 に よ る 市 町 村 民 税 が 課 さ れ て
い な い 者 又 は 市 町 村 の 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 当 該 市 町 村 民 税 が 免 除 さ れ た 者 で
あ り 、か つ 、当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 及 び そ の 者 の 配 偶 者 が 所 有 す る 現 金 等 が 、次 の
イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 イ か ら ホ ま で に 定 め る 額 以 下 で あ る も の 。  
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イ  第 1号 被 保 険 者 (ホ に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ロ 及 び ハ に お い て 同 じ 。 )で あ っ て 、 次 の
(1)か ら (3)ま で に 掲 げ る 額 の 合 計 額 (ロ 及 び ハ に お い て「 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 等 」
と い う 。 )が 120万 円 を 超 え る 場 合  1500万 円 (当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 配 偶 者 が
な い 場 合 に あ っ て は 、 500万 円) 
(1) 当 該 特 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 受 け る 日 の 属 す る 年 の 前 年 (当 該 特 定 介 護 予 防

サ ー ビ ス を 受 け る 日 の 属 す る 月 が1月 か ら 7月 ま で の 場 合 に あ っ て は 、前 々 年 。(2)
及 び (3)に お い て 同 じ 。 )中 の 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 (所 得 税 法 第 35条 第 2項 第 1号
に 規 定 す る 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 を い う 。 ) 

(2) 当 該 特 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 受 け る 日 の 属 す る 年 の 前 年 の 合 計 所 得 金 額 (地
方 税 法 第 292条 第 1項 第 13号 に 規 定 す る 合 計 所 得 金 額 を い い 、 当 該 合 計 所 得 金 額
に 所 得 税 法 第 28条 第 1項 に 規 定 す る 給 与 所 得 が 含 ま れ て い る 場 合 に は 、 当 該 給 与
所 得 に つ い て は 、同 条 第2項 の 規 定 に よ っ て 計 算 し た 金 額 (租 税 特 別 措 置 法 第41条
の3の 3第2項 の 規 定 に よ る 控 除 が 行 わ れ て い る 場 合 に は 、そ の 控 除 前 の 金 額 )か ら
10万 円 を 控 除 し て 得 た 額 (当 該 額 が 零 を 下 回 る 場 合 に は 、零 と す る 。)に よ る も の
と し 、租 税 特 別 措 置 法 第33条 の 4第1項 若 し く は 第2項 、第 34条 第1項 、第34条 の2
第 1項 、 第 34条 の 3第 1項 、 第 35条 第 1項 、 第 35条 の2第 1項 、 第 35条 の 3第1項 又 は
第 36条 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 当 該 合 計 所 得 金 額 か ら 特 別 控 除 額 (同 法 第
33条 の 4第1項 若 し く は 第2項 、第 34条 第1項 、第34条 の 2第1項 、第34条 の3第 1項 、
第35条 第 1項 、第 35条 の2第 1項 、第35条 の3第1項 又 は 第 36条 の 規 定 に よ り 同 法 第
31条 第 1項 に 規 定 す る 長 期 譲 渡 所 得 の 金 額 か ら 控 除 す べ き 金 額 及 び 同 法 第 33条
の 4第 1項 若 し く は 第 2項 、 第 34条 第 1項 、 第 34条 の 2第 1項 、 第 34条 の 3第 1項 、 第
35条 第 1項 又 は 第 36条 の 規 定 に よ り 同 法 第 32条 第 1項 に 規 定 す る 短 期 譲 渡 所 得 の
金 額 か ら 控 除 す べ き 金 額 の 合 計 額 を い う 。 )を 控 除 し て 得 た 額 と し 、 当 該 合 計 所
得 金 額 が 零 を 下 回 る 場 合 に は 、 零 と す る 。 )か ら 所 得 税 法 第 35条 第 2項 第1号 に 掲
げ る 金 額 を 控 除 し て 得 た 額 (当 該 額 が 零 を 下 回 る 場 合 に は 、 零 と す る 。 ) 

(3) 当 該 特 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 受 け る 日 の 属 す る 年 の 前 年 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定
め る 年 金 の 収 入 金 額 の 総 額  

ロ  第 1号 被 保 険 者 で あ っ て 、 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 等 が 80万 円 を 超 え 120万 円 以 下
で あ る 場 合  1550万 円 (当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 配 偶 者 が な い 場 合 に あ っ て は 、
550万 円) 

ハ  第 1 号 被 保 険 者 で あ っ て 、 公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 等 が 80 万 円 以 下 で あ る 場 合  
1650万 円(当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 配 偶 者 が な い 場 合 に あ っ て は 、650万 円) 

ニ  第2号 被 保 険 者 (ホ に 掲 げ る 者 を 除 く 。)で あ る 場 合  2000万 円 (当 該 居 宅 要 支 援 被
保 険 者 に 配 偶 者 が な い 場 合 に あ っ て は 、 1000万 円 ) 
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ホ  老 齢 福 祉 年 金 の 受 給 権 を 有 す る 者 で あ る 場 合  2000万 円 (当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険
者 に 配 偶 者 が な い 場 合 に あ っ て は 、 1000万 円 ) 

(2) そ の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び す べ て の 世 帯 員 が 特 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 受 け る 日
の 属 す る 月 に お い て 要 保 護 者 で あ る 者 で あ っ て 、当 該 特 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 特
定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 (法 第 61条 の 3第 1項 に 規 定 す る 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー
ビ ス 費 を い う 。 以 下 同 じ 。 )を 支 給 さ れ た と す れ ば 、 保 護 を 必 要 と し な い 状 態 と な る
も の  

(3) 被 保 護 者  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 503   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 61条 の 4第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第61条 の4及 び 政 令 第29条 の5の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第61条 の 4 市 町 村 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 特 定 入 所 者 に 対 し 、 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予

防 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。  
(1) 特 定 入 所 者 が 、 当 該 要 支 援 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、 緊 急 そ の 他 や む を 得 な い

理 由 に よ り 特 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。 
(2) そ の 他 政 令 で 定 め る と き 。  

2 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 額 は 、 当 該 食 事 の 提 供 に 要 し た 費 用 に つ い て 食
費 の 基 準 費 用 額 か ら 食 費 の 負 担 限 度 額 を 控 除 し た 額 及 び 当 該 滞 在 に 要 し た 費 用 に つ い
て 滞 在 費 の 基 準 費 用 額 か ら 滞 在 費 の 負 担 限 度 額 を 控 除 し た 額 の 合 計 額 を 基 準 と し て 、市
町 村 が 定 め る 。  

 
 (特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 場 合 ) 
第29条 の 5 法 第61条 の4第 1項 第2号 の 政 令 で 定 め る と き は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 特 定 入 所 者 (法 第 61条 の 3第1項 に 規 定 す る 特 定 入 所 者 を い う 。以 下 こ の 条 に お い て
同 じ 。)が 、基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス (短 期 入 所 生 活 介 護 及 び 短 期 入 所 療 養 介 護 に 係 る も
の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る
と き 。  

(2) 特 定 居 宅 サ ー ビ ス (法 第61条 の3第 1項 に 規 定 す る 特 定 居 宅 サ ー ビ ス を い う 。以 下 こ
の 条 に お い て 同 じ 。 )及 び 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る 離 島 そ の
他 の 地 域 で あ っ て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る も の に 住 所 を 有 す る 特 定 入
所 者 が 、 特 定 居 宅 サ ー ビ ス 及 び 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 以 外 の 居 宅 サ ー ビ ス (短 期 入 所
生 活 介 護 及 び 短 期 入 所 療 養 介 護 に 係 る も の に 限 る 。第5号 に お い て 同 じ 。)又 は こ れ に
相 当 す る サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  

(3) 特 定 入 所 者 が 、 緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 被 保 険 者 証 を 提 示 し な い で 特
定 居 宅 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。  
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(4) 特 定 入 所 者 が 、 当 該 要 支 援 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、 緊 急 そ の 他 や む を 得 な い
理 由 に よ り 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き 。 

(5) 第 2号 に 規 定 す る 特 定 入 所 者 が 、当 該 要 支 援 認 定 の 効 力 が 生 じ た 日 前 に 、緊 急 そ の
他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 特 定 居 宅 サ ー ビ ス 及 び 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 以 外 の 居 宅
サ ー ビ ス 又 は こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と
き 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 504   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 78条 の 2第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第78条 の2第1項 、 第4項 及 び 第 6項 の 規 定 に よ る 。  
 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 ) 
第78条 の 2 第42条 の 2第1項 本 文 の 指 定 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、地 域 密

着 型 サ ー ビ ス 事 業 を 行 う 者 (地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 を 行 う 事 業 に
あ っ て は 、 老 人 福 祉 法 第20条 の 5に 規 定 す る 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の う ち 、 そ の 入 所 定 員
が 29人 以 下 で あ っ て 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 数 で あ る も の の 開 設 者 )の 申 請 に よ り 、 地 域
密 着 型 サ ー ビ ス の 種 類 及 び 当 該 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 種 類 に 係 る 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス
事 業 を 行 う 事 業 所 (第78条 の 13第1項 及 び 第78条 の14第1項 を 除 き 、以 下 こ の 節 に お い て
「 事 業 所 」 と い う 。 )ご と に 行 い 、 当 該 指 定 を す る 市 町 村 長 が そ の 長 で あ る 市 町 村 が 行
う 介 護 保 険 の 被 保 険 者 (特 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 係 る 指 定 に あ っ て は 、 当 該 市 町 村 の
区 域 内 に 所 在 す る 住 所 地 特 例 対 象 施 設 に 入 所 等 を し て い る 住 所 地 特 例 適 用 要 介 護 被 保
険 者 を 含 む 。 )に 対 す る 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 及 び 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費
の 支 給 に つ い て 、 そ の 効 力 を 有 す る 。  

 
同 条 第4項  
4 市 町 村 長 は 、 第 1項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 (病 院 又 は 診 療 所 に よ り 行

わ れ る 複 合 型 サ ー ビ ス (厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。 第 6項 に お い て 同 じ 。 )に 係
る 指 定 の 申 請 に あ っ て は 、第 6号 の2、第 6号 の3、第 10号 及 び 第 12号 を 除 く 。)の い ず れ
か に 該 当 す る と き は 、 第42条 の 2第1項 本 文 の 指 定 を し て は な ら な い 。  
(1) 申 請 者 が 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 者 で な い と き 。  
(2) 当 該 申 請 に 係 る 事 業 所 の 従 業 者 の 知 識 及 び 技 能 並 び に 人 員 が 、 第 78条 の 4第 1項 の

市 町 村 の 条 例 で 定 め る 基 準 若 し く は 同 項 の 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 員 数 又 は 同 条 第 5項
に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 従 事 す る 従 業 者 に 関 す る 基 準 を 満 た し て い な
い と き 。  
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(3) 申 請 者 が 、第 78条 の4第 2項 又 は 第5項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の
設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に 従 っ て 適 正 な 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 の 運 営 を す る こ
と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。  

(4) 当 該 申 請 に 係 る 事 業 所 が 当 該 市 町 村 の 区 域 の 外 に あ る 場 合 で あ っ て 、 そ の 所 在 地
の 市 町 村 長 (以 下 こ の 条 に お い て「 所 在 地 市 町 村 長 」と い う 。)の 同 意 を 得 て い な い と
き 。  

(4)の2 申 請 者 が 、禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ
と が な く な る ま で の 者 で あ る と き 。  

(5) 申 請 者 が 、 こ の 法 律 そ の 他 国 民 の 保 健 医 療 若 し く は 福 祉 に 関 す る 法 律 で 政 令 で 定
め る も の の 規 定 に よ り 罰 金 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ
と が な く な る ま で の 者 で あ る と き 。  

(5)の2 申 請 者 が 、労 働 に 関 す る 法 律 の 規 定 で あ っ て 政 令 で 定 め る も の に よ り 罰 金 の刑
に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な る ま で の 者 で あ る と
き 。  

(5)の3 申 請 者 が 、保 険 料 等 に つ い て 、当 該 申 請 を し た 日 の 前 日 ま で に 、納 付 義 務 を 定
め た 法 律 の 規 定 に 基 づ く 滞 納 処 分 を 受 け 、か つ 、当 該 処 分 を 受 け た 日 か ら 正 当 な 理 由
な く 3月 以 上 の 期 間 に わ た り 、 当 該 処 分 を 受 け た 日 以 降 に 納 期 限 の 到 来 し た 保 険 料 等
の 全 て を 引 き 続 き 滞 納 し て い る 者 で あ る と き 。  

(6) 申 請 者 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 地 域
密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 を 除 く 。 )が 、 第 78条 の
10(第 2号 か ら 第 5号 ま で を 除 く 。 )の 規 定 に よ り 指 定 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地
域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護
に 係 る 指 定 を 除 く 。)を 取 り 消 さ れ 、そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い 者
(当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 取 消 し の 処 分 に 係 る
行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 法 人 の 役 員 等 で あ
っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の を 含 み 、 当 該 指 定 を 取 り
消 さ れ た 者 が 法 人 で な い 事 業 所 で あ る 場 合 に お い て は 、当 該 通 知 が あ っ た 日 前60日 以
内 に 当 該 事 業 所 の 管 理 者 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い
も の を 含 む 。)で あ る と き 。た だ し 、当 該 指 定 の 取 消 し が 、指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事
業 者 の 指 定 の 取 消 し の う ち 当 該 指 定 の 取 消 し の 処 分 の 理 由 と な っ た 事 実 及 び 当 該 事
実 の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 に よ る 業 務 管 理 体 制
の 整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の 当 該 事 実 に 関 し て 当 該 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ
ス 事 業 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮 し て 、こ の 号 本 文 に 規 定 す る 指 定 の 取 消 し に
該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る も の と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定
め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  
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(6)の 2 申 請 者 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は
地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 に 限 る 。 )が 、 第 78
条 の10(第2号 か ら 第 5号 ま で を 除 く 。)の 規 定 に よ り 指 定 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、
地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介
護 に 係 る 指 定 に 限 る 。)を 取 り 消 さ れ 、そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い
者 (当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 取 消 し の 処 分 に 係
る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 法 人 の 役 員 等 で
あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の を 含 み 、 当 該 指 定 を 取
り 消 さ れ た 者 が 法 人 で な い 事 業 所 で あ る 場 合 に お い て は 、当 該 通 知 が あ っ た 日 前 60日
以 内 に 当 該 事 業 所 の 管 理 者 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な
い も の を 含 む 。)で あ る と き 。た だ し 、当 該 指 定 の 取 消 し が 、指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス
事 業 者 の 指 定 の 取 消 し の う ち 当 該 指 定 の 取 消 し の 処 分 の 理 由 と な っ た 事 実 及 び 当 該
事 実 の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 に よ る 業 務 管 理 体
制 の 整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の 当 該 事 実 に 関 し て 当 該 指 定 地 域 密 着 型 サ ー
ビ ス 事 業 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮 し て 、こ の 号 本 文 に 規 定 す る 指 定 の 取 消 し
に 該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る も の と し て 厚 生 労 働 省 令 で
定 め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

(6)の 3 申 請 者 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 (地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護
に 係 る 指 定 の 申 請 者 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を 除 く 。 )が 、 第 78条 の 10(第2号 か ら 第
5号 ま で を 除 く 。 )の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年
を 経 過 し て い な い と き 。た だ し 、当 該 指 定 の 取 消 し が 、指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業
者 の 指 定 の 取 消 し の う ち 当 該 指 定 の 取 消 し の 処 分 の 理 由 と な っ た 事 実 及 び 当 該 事 実
の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 に よ る 業 務 管 理 体 制 の
整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の 当 該 事 実 に 関 し て 当 該 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス
事 業 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮 し て 、こ の 号 本 文 に 規 定 す る 指 定 の 取 消 し に 該
当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る も の と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め
る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

(7) 申 請 者 が 、 第 78条 の 10(第 2号 か ら 第 5号 ま で を 除 く 。 )の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し
の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 か ら 当 該 処 分 を す る 日
又 は 処 分 を し な い こ と を 決 定 す る 日 ま で の 間 に 第 78条 の 5第 2項 の 規 定 に よ る 事 業 の
廃 止 の 届 出 を し た 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)又 は 第 78
条 の 8の 規 定 に よ る 指 定 の 辞 退 を し た 者 (当 該 指 定 の 辞 退 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る
者 を 除 く 。)で 、当 該 届 出 又 は 指 定 の 辞 退 の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の で あ
る と き 。  
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(7)の 2 前 号 に 規 定 す る 期 間 内 に 第 78条 の 5第 2項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 の 届 出 又 は
第78条 の 8の 規 定 に よ る 指 定 の 辞 退 が あ っ た 場 合 に お い て 、 申 請 者 が 、 同 号 の 通 知 の
日 前 60日 以 内 に 当 該 届 出 に 係 る 法 人 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 法 人
を 除 く 。)の 役 員 等 若 し く は 当 該 届 出 に 係 る 法 人 で な い 事 業 所 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い
て 相 当 の 理 由 が あ る も の を 除 く 。 )の 管 理 者 で あ っ た 者 又 は 当 該 指 定 の 辞 退 に 係 る 法
人 (当 該 指 定 の 辞 退 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 法 人 を 除 く 。)の 役 員 等 若 し く は 当 該 指
定 の 辞 退 に 係 る 法 人 で な い 事 業 所 (当 該 指 定 の 辞 退 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る も の を
除 く 。)の 管 理 者 で あ っ た 者 で 、当 該 届 出 又 は 指 定 の 辞 退 の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経 過
し な い も の で あ る と き 。  

(8) 申 請 者 が 、指 定 の 申 請 前5年 以 内 に 居 宅 サ ー ビ ス 等 に 関 し 不 正 又 は 著 し く 不 当 な行
為 を し た 者 で あ る と き 。  

(9) 申 請 者 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 地 域
密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 を 除 く 。 )が 、 法 人 で 、
そ の 役 員 等 の う ち に 第 4号 の 2か ら 第 6号 ま で 又 は 前 3号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ
る も の で あ る と き 。  

(10) 申 請 者 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 地
域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 に 限 る 。)が 、法 人 で 、
そ の 役 員 等 の う ち に 第 4号 の 2か ら 第 5号 の 3ま で 、 第 6号 の 2又 は 第 7号 か ら 第 8号 ま で
の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ る も の で あ る と き 。  

(11) 申 請 者 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 地
域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 を 除 く 。 )が 、 法 人 で
な い 事 業 所 で 、そ の 管 理 者 が 第4号 の 2か ら 第 6号 ま で 又 は 第 7号 か ら 第8号 ま で の い ず
れ か に 該 当 す る 者 で あ る と き 。  

(12) 申 請 者 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 地
域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 に 限 る 。 )が 、 法 人 で
な い 事 業 所 で 、そ の 管 理 者 が 第4号 の 2か ら 第 5号 の 3ま で 、第6号 の 2又 は 第7号 か ら 第
8号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る と き 。  

 
同 条 第6項  
6 市 町 村 長 は 、 第 1項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 (病 院 又 は 診 療 所 に よ り 行

わ れ る 複 合 型 サ ー ビ ス に 係 る 指 定 の 申 請 に あ っ て は 、第1号 の2、第1号 の3、第3号 の 2及
び 第3号 の 4か ら 第5号 ま で を 除 く 。)の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、第42条 の 2第1項 本 文
の 指 定 を し な い こ と が で き る 。  
(1) 申 請 者 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 地 域

密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 を 除 く 。 )が 、 第 78条 の
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10第2号 か ら 第 5号 ま で の 規 定 に よ り 指 定 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特
定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定
を 除 く 。 )を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い 者 (当 該 指 定
を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、当 該 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法
第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 法 人 の 役 員 等 で あ っ た 者 で 当
該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の を 含 み 、 当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者
が 法 人 で な い 事 業 所 で あ る 場 合 に お い て は 、当 該 通 知 が あ っ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 事
業 所 の 管 理 者 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の を 含
む 。 )で あ る と き 。  

(1)の 2 申 請 者 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は
地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 に 限 る 。 )が 、 第 78
条 の 10第 2号 か ら 第 5号 ま で の 規 定 に よ り 指 定 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着
型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る
指 定 に 限 る 。 )を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い 者 (当 該
指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、当 該 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手
続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 法 人 の 役 員 等 で あ っ た 者
で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の を 含 み 、 当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ
た 者 が 法 人 で な い 事 業 所 で あ る 場 合 に お い て は 、当 該 通 知 が あ っ た 日 前60日 以 内 に 当
該 事 業 所 の 管 理 者 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の を
含 む 。 )で あ る と き 。  

(1)の 3 申 請 者 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 (地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護
に 係 る 指 定 の 申 請 者 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を 除 く 。 )が 、 第78条 の10第 2号 か ら 第5
号 ま で の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し て
い な い と き 。  

(2) 申 請 者 が 、 第 78条 の10第2号 か ら 第 5号 ま で の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し の 処 分 に 係
る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 か ら 当 該 処 分 を す る 日 又 は 処 分 を
し な い こ と を 決 定 す る 日 ま で の 間 に 第 78条 の 5第 2項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 の 届 出
を し た 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。 )又 は 第 78条 の 8の 規
定 に よ る 指 定 の 辞 退 を し た 者 (当 該 指 定 の 辞 退 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)
で 、 当 該 届 出 又 は 指 定 の 辞 退 の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

(2)の2 申 請 者 が 、第 78条 の 7第1項 の 規 定 に よ る 検 査 が 行 わ れ た 日 か ら 聴 聞 決 定 予 定 日
(当 該 検 査 の 結 果 に 基 づ き 第 78条 の 10の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し の 処 分 に 係 る 聴 聞 を
行 う か 否 か の 決 定 を す る こ と が 見 込 ま れ る 日 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に
よ り 市 町 村 長 が 当 該 申 請 者 に 当 該 検 査 が 行 わ れ た 日 か ら 10日 以 内 に 特 定 の 日 を 通 知
し た 場 合 に お け る 当 該 特 定 の 日 を い う 。 )ま で の 間 に 第 78条 の 5第 2項 の 規 定 に よ る 事
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業 の 廃 止 の 届 出 を し た 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)又 は
第 78条 の 8の 規 定 に よ る 指 定 の 辞 退 を し た 者 (当 該 指 定 の 辞 退 に つ い て 相 当 の 理 由 が
あ る 者 を 除 く 。)で、当 該 届 出 又 は 指 定 の 辞 退 の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の
で あ る と き 。  

(2)の 3 第2号 に 規 定 す る 期 間 内 に 第 78条 の 5第 2項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 の 届 出 又 は
第78条 の 8の 規 定 に よ る 指 定 の 辞 退 が あ っ た 場 合 に お い て 、 申 請 者 が 、 同 号 の 通 知 の
日 前 60日 以 内 に 当 該 届 出 に 係 る 法 人 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 法 人
を 除 く 。)の 役 員 等 若 し く は 当 該 届 出 に 係 る 法 人 で な い 事 業 所 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い
て 相 当 の 理 由 が あ る も の を 除 く 。 )の 管 理 者 で あ っ た 者 又 は 当 該 指 定 の 辞 退 に 係 る 法
人 (当 該 指 定 の 辞 退 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 法 人 を 除 く 。)の 役 員 等 若 し く は 当 該 指
定 の 辞 退 に 係 る 法 人 で な い 事 業 所 (当 該 指 定 の 辞 退 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る も の を
除 く 。)の 管 理 者 で あ っ た 者 で 、当 該 届 出 又 は 指 定 の 辞 退 の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経 過
し な い も の で あ る と き 。  

(3) 申 請 者 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 地 域
密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 を 除 く 。 )が 、 法 人 で 、
そ の 役 員 等 の う ち に 第 1号 又 は 前 3号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ る も の で あ る と き 。 

(3)の 2 申 請 者 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は
地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 に 限 る 。 )が 、 法 人
で 、そ の 役 員 等 の う ち に 第1号 の 2又 は 第2号 か ら 第2号 の 3ま で の い ず れ か に 該 当 す る
者 の あ る も の で あ る と き 。  

(3)の 3 申 請 者 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は
地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 を 除 く 。 )が 、 法 人
で な い 事 業 所 で 、 そ の 管 理 者 が 第 1号 又 は 第 2号 か ら 第 2号 の 3ま で の い ず れ か に 該 当
す る 者 で あ る と き 。  

(3)の 4 申 請 者 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は
地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 に 限 る 。 )が 、 法 人
で な い 事 業 所 で 、そ の 管 理 者 が 第1号 の 2又 は 第2号 か ら 第 2号 の3ま で の い ず れ か に 該
当 す る 者 で あ る と き 。  

(4) 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 地 域 密 着 型
介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 に つ き 第 1項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 市
町 村 又 は 当 該 申 請 に 係 る 事 業 所 の 所 在 地 を 含 む 区 域 (第 117条 第 2項 第 1号 の 規 定 に よ
り 当 該 市 町 村 が 定 め る 区 域 と す る 。 以 下 こ の 号 及 び 次 号 イ に お い て 「 日 常 生 活 圏 域 」
と い う 。)に お け る 当 該 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 利 用 定 員 の 総 数 が 、同 条 第1項 の 規 定 に
よ り 当 該 市 町 村 が 定 め る 市 町 村 介 護 保 険 事 業 計 画 に お い て 定 め る 当 該 市 町 村 又 は 当
該 日 常 生 活 圏 域 に お け る 当 該 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 必 要 利 用 定 員 総 数 に 既 に 達 し て
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い る か 、又 は 当 該 申 請 に 係 る 事 業 者 の 指 定 に よ っ て こ れ を 超 え る こ と に な る と 認 め る
と き 、そ の 他 の 当 該 市 町 村 介 護 保 険 事 業 計 画 の 達 成 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認
め る と き 。  

(5) 地 域 密 着 型 通 所 介 護 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に つ き 第
1項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、第 42条 の 2第1項 本 文 の 指 定 を 受 け て 定 期 巡 回・ 随
時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 等 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生
活 介 護 及 び 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 以 外 の 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス
で あ っ て 、定 期 巡 回・随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 、小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 そ の 他 の 厚
生 労 働 省 令 で 定 め る も の を い う 。 )の 事 業 を 行 う 者 の 当 該 指 定 に 係 る 当 該 事 業 を 行 う
事 業 所 (イ に お い て「 定 期 巡 回・随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 等 事 業 所 」と い う 。)が 当 該
市 町 村 の 区 域 に あ る 場 合 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 場 合 に 該 当 し 、か つ、当 該 市
町 村 長 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き 。  
イ  当 該 市 町 村 又 は 当 該 定 期 巡 回・随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 等 事 業 所 の 所 在 地 を 含 む

日 常 生 活 圏 域 に お け る 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス (地 域 密 着 型 通 所 介 護 そ の 他 の 厚 生 労 働
省 令 で 定 め る も の に 限 る 。以 下 こ の イ に お い て 同 じ 。)の 種 類 ご と の 量 が 、第 117条
第 1項 の 規 定 に よ り 当 該 市 町 村 が 定 め る 市 町 村 介 護 保 険 事 業 計 画 に お い て 定 め る 当
該 市 町 村 又 は 当 該 日 常 生 活 圏 域 に お け る 当 該 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 種 類 ご と の 見
込 量 に 既 に 達 し て い る か 、又 は 当 該 申 請 に 係 る 事 業 者 の 指 定 に よ っ て こ れ を 超 え る
こ と に な る と き 。  

ロ  そ の 他 第 117条 第 1項 の 規 定 に よ り 当 該 市 町 村 が 定 め る 市 町 村 介 護 保 険 事 業 計 画
の 達 成 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と き 。  
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ID: 505   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 の 更 新 (第70条 の2の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 78条 の 12 

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 準 用 す る 法 第 70条 の 2の 規 定 に よ る 。  
 (指 定 の 更 新) 
第70条 の 2 第41条 第 1項 本 文 の 指 定 は 、6年 ご と に そ の 更 新 を 受 け な け れ ば 、そ の 期 間 の

経 過 に よ っ て 、 そ の 効 力 を 失 う 。  
2 前 項 の 更 新 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、同 項 の 期 間 (以 下 こ の 条 に お い て「 指 定 の 有

効 期 間 」 と い う 。 )の 満 了 の 日 ま で に そ の 申 請 に 対 す る 処 分 が さ れ な い と き は 、 従 前 の
指 定 は 、指 定 の 有 効 期 間 の 満 了 後 も そ の 処 分 が さ れ る ま で の 間 は 、な お そ の 効 力 を 有 す
る 。  

3 前 項 の 場 合 に お い て 、 指 定 の 更 新 が さ れ た と き は 、 そ の 指 定 の 有 効 期 間 は 、 従 前 の 指
定 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 す る も の と す る 。  

4 前 条 の 規 定 は 、 第 1項 の 指 定 の 更 新 に つ い て 準 用 す る 。  
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ID: 506   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 115条 の12第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第115条 の12第 1項 か ら 第4項 ま で の 規 定 に よ る 。  
 (指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 ) 
第115条 の12 第54条 の2第 1項 本 文 の 指 定 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、地 域

密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 を 行 う 者 の 申 請 に よ り 、地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の種
類 及 び 当 該 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 種 類 に 係 る 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事
業 を 行 う 事 業 所 (以 下 こ の 節 に お い て「 事 業 所 」と い う 。)ご と に 行 い 、当 該 指 定 を す る
市 町 村 長 が そ の 長 で あ る 市 町 村 が 行 う 介 護 保 険 の 被 保 険 者 (特 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ
ー ビ ス に 係 る 指 定 に あ っ て は 、当 該 市 町 村 の 区 域 内 に 所 在 す る 住 所 地 特 例 対 象 施 設 に入
所 等 を し て い る 住 所 地 特 例 適 用 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 を 含 む 。 )に 対 す る 地 域 密 着 型 介 護
予 防 サ ー ビ ス 費 及 び 特 例 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 に つ い て 、そ の 効 力 を有
す る 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き
は 、 第54条 の2第1項 本 文 の 指 定 を し て は な ら な い 。  
(1) 申 請 者 が 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 者 で な い と き 。  
(2) 当 該 申 請 に 係 る 事 業 所 の 従 業 者 の 知 識 及 び 技 能 並 び に 人 員 が 、 第115条 の14第1項

の 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 基 準 若 し く は 同 項 の 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 員 数 又 は 同 条 第 5
項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 従 事 す る 従 業 者 に 関 す る 基 準 を 満
た し て い な い と き 。  

(3) 申 請 者 が 、 第 115条 の 14第 2項 又 は 第 5項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー
ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 又 は 指 定 地 域 密 着 型
介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に 従 っ て 適 正 な 地 域 密 着 型 介
護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 の 運 営 を す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。  

(4) 当 該 申 請 に 係 る 事 業 所 が 当 該 市 町 村 の 区 域 の 外 に あ る 場 合 で あ っ て 、 そ の 所 在 地
の 市 町 村 長 の 同 意 を 得 て い な い と き 。  

(4)の2 申 請 者 が 、禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ
と が な く な る ま で の 者 で あ る と き 。  
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(5) 申 請 者 が 、 こ の 法 律 そ の 他 国 民 の 保 健 医 療 若 し く は 福 祉 に 関 す る 法 律 で 政 令 で 定
め る も の の 規 定 に よ り 罰 金 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ
と が な く な る ま で の 者 で あ る と き 。  

(5)の2 申 請 者 が 、労 働 に 関 す る 法 律 の 規 定 で あ っ て 政 令 で 定 め る も の に よ り 罰 金 の刑
に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な る ま で の 者 で あ る と
き 。  

(5)の3 申 請 者 が 、保 険 料 等 に つ い て 、当 該 申 請 を し た 日 の 前 日 ま で に 、納 付 義 務 を 定
め た 法 律 の 規 定 に 基 づ く 滞 納 処 分 を 受 け 、か つ 、当 該 処 分 を 受 け た 日 か ら 正 当 な 理 由
な く 3月 以 上 の 期 間 に わ た り 、 当 該 処 分 を 受 け た 日 以 降 に 納 期 限 の 到 来 し た 保 険 料 等
の 全 て を 引 き 続 き 滞 納 し て い る 者 で あ る と き 。  

(6) 申 請 者 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 を 除 く 。 )が 、 第
115条 の19(第2号 か ら 第5号 ま で を 除 く 。)の 規 定 に よ り 指 定 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共
同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 を 除 く 。)を 取 り 消 さ れ 、そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経
過 し な い 者 (当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 取 消 し の
処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 法 人 の
役 員 等 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の を 含 み 、 当 該
指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で な い 事 業 所 で あ る 場 合 に お い て は 、当 該 通 知 が あ っ た
日 前 60日 以 内 に 当 該 事 業 所 の 管 理 者 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を
経 過 し な い も の を 含 む 。)で あ る と き 。た だ し 、当 該 指 定 の 取 消 し が 、指 定 地 域 密 着 型
介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 の 取 消 し の う ち 当 該 指 定 の 取 消 し の 処 分 の 理 由 と な
っ た 事 実 及 び 当 該 事 実 の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ
ス 事 業 者 に よ る 業 務 管 理 体 制 の 整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の 当 該 事 実 に 関 し
て 当 該 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮 し て 、
こ の 号 本 文 に 規 定 す る 指 定 の 取 消 し に 該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と 認
め ら れ る も の と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

(6)の2 申 請 者 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 に 限 る 。 )が 、
第115条 の19(第2号 か ら 第5号 ま で を 除 く 。)の 規 定 に よ り 指 定 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 に 限 る 。)を 取 り 消 さ れ 、そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て5年 を
経 過 し な い 者 (当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 取 消 し
の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 法 人
の 役 員 等 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の を 含 み 、 当
該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で な い 事 業 所 で あ る 場 合 に お い て は 、当 該 通 知 が あ っ
た 日 前 60日 以 内 に 当 該 事 業 所 の 管 理 者 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年
を 経 過 し な い も の を 含 む 。)で あ る と き 。た だ し 、当 該 指 定 の 取 消 し が 、指 定 地 域 密 着
型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 の 取 消 し の う ち 当 該 指 定 の 取 消 し の 処 分 の 理 由 と
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な っ た 事 実 及 び 当 該 事 実 の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー
ビ ス 事 業 者 に よ る 業 務 管 理 体 制 の 整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の 当 該 事 実 に 関
し て 当 該 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮 し
て 、こ の 号 本 文 に 規 定 す る 指 定 の 取 消 し に 該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と
認 め ら れ る も の と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

(6)の3 申 請 者 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 が 、第115条 の19(第2号 か ら 第5号 ま で を 除 く 。)
の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し て い な い
と き 。た だ し 、当 該 指 定 の 取 消 し が 、指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定
の 取 消 し の う ち 当 該 指 定 の 取 消 し の 処 分 の 理 由 と な っ た 事 実 及 び 当 該 事 実 の 発 生 を
防 止 す る た め の 当 該 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 に よ る 業 務 管 理 体 制 の
整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の 当 該 事 実 に 関 し て 当 該 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮 し て 、こ の 号 本 文 に 規 定 す る 指 定 の 取
消 し に 該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る も の と し て 厚 生 労 働 省
令 で 定 め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

(7) 申 請 者 が 、第 115条 の19(第2号 か ら 第 5号 ま で を 除 く 。)の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し
の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 か ら 当 該 処 分 を す る 日
又 は 処 分 を し な い こ と を 決 定 す る 日 ま で の 間 に 第 115条 の 15第 2項 の 規 定 に よ る 事 業
の 廃 止 の 届 出 を し た 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)で 、当
該 届 出 の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

(7)の 2 前 号 に 規 定 す る 期 間 内 に 第 115条 の 15第 2項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 の 届 出 が
あ っ た 場 合 に お い て 、申 請 者 が 、同 号 の 通 知 の 日 前60日 以 内 に 当 該 届 出 に 係 る 法 人 (当
該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 法 人 を 除 く 。 )の 役 員 等 又 は 当 該 届 出 に 係 る
法 人 で な い 事 業 所 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る も の を 除 く 。)の 管 理 者
で あ っ た 者 で 、 当 該 届 出 の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

(8) 申 請 者 が 、指 定 の 申 請 前5年 以 内 に 居 宅 サ ー ビ ス 等 に 関 し 不 正 又 は 著 し く 不 当 な行
為 を し た 者 で あ る と き 。  

(9) 申 請 者 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 を 除 く 。)が 、法 人
で 、 そ の 役 員 等 の う ち に 第 4号 の 2か ら 第 6号 ま で 又 は 前 3号 の い ず れ か に 該 当 す る 者
の あ る も の で あ る と き 。  

(10) 申 請 者 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 に 限 る 。)が 、法
人 で 、 そ の 役 員 等 の う ち に 第 4号 の 2か ら 第 5号 の 3ま で 、 第 6号 の 2又 は 第 7号 か ら 第 8
号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ る も の で あ る と き 。  

(11) 申 請 者 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 を 除 く 。)が 、法
人 で な い 事 業 所 で 、そ の 管 理 者 が 第 4号 の2か ら 第6号 ま で 又 は 第 7号 か ら 第8号 ま で の
い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る と き 。  
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(12) 申 請 者 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 に 限 る 。)が 、法
人 で な い 事 業 所 で 、そ の 管 理 者 が 第 4号 の2か ら 第5号 の 3ま で 、第6号 の2又 は 第 7号 か
ら 第8号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る と き 。  

3 市 町 村 が 前 項 第 1号 の 条 例 を 定 め る に 当 た っ て は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 に 従 い 定
め る も の と す る 。  

4 市 町 村 長 は 、第 1項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る とき
は 、 第54条 の2第1項 本 文 の 指 定 を し な い こ と が で き る 。  
(1) 申 請 者 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 を 除 く 。 )が 、 第

115条 の 19第 2号 か ら 第 5号 ま で の 規 定 に よ り 指 定 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介
護 に 係 る 指 定 を 除 く 。)を 取 り 消 さ れ 、そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い
者 (当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 取 消 し の 処 分 に 係
る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 法 人 の 役 員 等 で
あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の を 含 み 、 当 該 指 定 を 取
り 消 さ れ た 者 が 法 人 で な い 事 業 所 で あ る 場 合 に お い て は 、当 該 通 知 が あ っ た 日 前 60日
以 内 に 当 該 事 業 所 の 管 理 者 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な
い も の を 含 む 。 )で あ る と き 。  

(1)の2 申 請 者 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 に 限 る 。 )が 、
第 115条 の 19第 2号 か ら 第 5号 ま で の 規 定 に よ り 指 定 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活
介 護 に 係 る 指 定 に 限 る 。)を 取 り 消 さ れ 、そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経 過 し な
い 者 (当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 取 消 し の 処 分 に
係 る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 法 人 の 役 員 等
で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の を 含 み 、 当 該 指 定 を
取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で な い 事 業 所 で あ る 場 合 に お い て は 、当 該 通 知 が あ っ た 日 前 60
日 以 内 に 当 該 事 業 所 の 管 理 者 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し
な い も の を 含 む 。 )で あ る と き 。  

(1)の3 申 請 者 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 が 、第115条 の19第2号 か ら 第5号 ま で の 規 定 に
よ り 指 定 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経 過 し て い な い と き 。  

(2) 申 請 者 が 、 第 115条 の 19第 2号 か ら 第 5号 ま で の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し の 処 分 に
係 る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 か ら 当 該 処 分 を す る 日 又 は 処 分
を し な い こ と を 決 定 す る 日 ま で の 間 に 第 115条 の 15第 2項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 の
届 出 を し た 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)で 、当 該 届 出 の
日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

(2)の 2 申 請 者 が 、 第 115条 の 17第 1項 の 規 定 に よ る 検 査 が 行 わ れ た 日 か ら 聴 聞 決 定 予
定 日 (当 該 検 査 の 結 果 に 基 づ き 第 115条 の 19の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し の 処 分 に 係 る
聴 聞 を 行 う か 否 か の 決 定 を す る こ と が 見 込 ま れ る 日 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と
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こ ろ に よ り 市 町 村 長 が 当 該 申 請 者 に 当 該 検 査 が 行 わ れ た 日 か ら 10日 以 内 に 特 定 の 日
を 通 知 し た 場 合 に お け る 当 該 特 定 の 日 を い う 。 )ま で の 間 に 第115条 の15第 2項 の 規 定
に よ る 事 業 の 廃 止 の 届 出 を し た 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除
く 。 )で 、 当 該 届 出 の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

(2)の 3 第 2号 に 規 定 す る 期 間 内 に 第 115条 の 15第 2項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 の 届 出
が あ っ た 場 合 に お い て 、申 請 者 が 、同 号 の 通 知 の 日 前60日 以 内 に 当 該 届 出 に 係 る 法 人
(当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 法 人 を 除 く 。)の 役 員 等 又 は 当 該 届 出 に 係
る 法 人 で な い 事 業 所 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る も の を 除 く 。)の 管 理
者 で あ っ た 者 で 、 当 該 届 出 の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

(3) 申 請 者 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 を 除 く 。)が 、法 人
で 、そ の 役 員 等 の う ち に 第1号 又 は 前 3号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ る も の で あ る と
き 。  

(4) 申 請 者 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 に 限 る 。)が 、法 人
で 、そ の 役 員 等 の う ち に 第1号 の 2又 は 第2号 か ら 第2号 の 3ま で の い ず れ か に 該 当 す る
者 の あ る も の で あ る と き 。  

(5) 申 請 者 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 を 除 く 。)が 、法 人
で な い 事 業 所 で 、 そ の 管 理 者 が 第 1号 又 は 第 2号 か ら 第 2号 の 3ま で の い ず れ か に 該 当
す る 者 で あ る と き 。  

(6) 申 請 者 (介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に 係 る 指 定 の 申 請 者 に 限 る 。)が 、法 人
で な い 事 業 所 で 、そ の 管 理 者 が 第1号 の 2又 は 第2号 か ら 第 2号 の3ま で の い ず れ か に 該
当 す る 者 で あ る と き 。  
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ID: 507   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 の 更 新 (第70条 の2の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 115条 の21 

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 準 用 す る 法 第 70条 の 2の 規 定 に よ る 。  
 (指 定 の 更 新) 
第70条 の 2 第41条 第 1項 本 文 の 指 定 は 、6年 ご と に そ の 更 新 を 受 け な け れ ば 、そ の 期 間 の

経 過 に よ っ て 、 そ の 効 力 を 失 う 。  
2 前 項 の 更 新 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、同 項 の 期 間 (以 下 こ の 条 に お い て「 指 定 の 有

効 期 間 」 と い う 。 )の 満 了 の 日 ま で に そ の 申 請 に 対 す る 処 分 が さ れ な い と き は 、 従 前 の
指 定 は 、指 定 の 有 効 期 間 の 満 了 後 も そ の 処 分 が さ れ る ま で の 間 は 、な お そ の 効 力 を 有 す
る 。  

3 前 項 の 場 合 に お い て 、 指 定 の 更 新 が さ れ た と き は 、 そ の 指 定 の 有 効 期 間 は 、 従 前 の 指
定 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 す る も の と す る 。  

4 前 条 の 規 定 は 、 第 1項 の 指 定 の 更 新 に つ い て 準 用 す る 。  
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ID: 508   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 115条 の22第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第115条 の22第 1項 及 び 第2項 の 規 定 に よ る 。  
(指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 の 指 定 ) 

第115条 の22 第58条 第1項 の 指 定 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、第115条 の 46
第 1項 に 規 定 す る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 設 置 者 又 は 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 の 申 請 に
よ り 、介 護 予 防 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所 (以 下 こ の 節 に お い て「 事 業 所 」と い う 。)ご と に
行 い 、 当 該 指 定 を す る 市 町 村 長 が そ の 長 で あ る 市 町 村 が 行 う 介 護 保 険 の 被 保 険 者 (当 該
市 町 村 が 行 う 介 護 保 険 の 住 所 地 特 例 適 用 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 を 除 き 、当 該 市 町 村 の 区域
内 に 所 在 す る 住 所 地 特 例 対 象 施 設 に 入 所 等 を し て い る 住 所 地 特 例 適 用 居 宅 要 支 援 被 保
険 者 を 含 む 。 )に 対 す る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 及 び 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 の 支
給 に つ い て 、 そ の 効 力 を 有 す る 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き
は 、 第58条 第1項 の 指 定 を し て は な ら な い 。  
(1) 申 請 者 が 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 者 で な い と き 。  
(2) 当 該 申 請 に 係 る 事 業 所 の 従 業 者 の 知 識 及 び 技 能 並 び に 人 員 が 、 第115条 の24第1項

の 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 基 準 及 び 同 項 の 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 員 数 を 満 た し て い な
い と き 。  

(3) 申 請 者 が 、 第 115条 の24第2項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 支 援 に 係 る 介 護 予 防 の た め
の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 又 は 指 定 介 護 予 防 支 援 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 基
準 に 従 っ て 適 正 な 介 護 予 防 支 援 事 業 の 運 営 を す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。 

(3)の2 申 請 者 が 、禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ
と が な く な る ま で の 者 で あ る と き 。  

(4) 申 請 者 が 、 こ の 法 律 そ の 他 国 民 の 保 健 医 療 若 し く は 福 祉 に 関 す る 法 律 で 政 令 で 定
め る も の の 規 定 に よ り 罰 金 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ
と が な く な る ま で の 者 で あ る と き 。  
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(4)の2 申 請 者 が 、労 働 に 関 す る 法 律 の 規 定 で あ っ て 政 令 で 定 め る も の に よ り 罰 金 の刑
に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な る ま で の 者 で あ る と
き 。  

(4)の3 申 請 者 が 、保 険 料 等 に つ い て 、当 該 申 請 を し た 日 の 前 日 ま で に 、納 付 義 務 を 定
め た 法 律 の 規 定 に 基 づ く 滞 納 処 分 を 受 け 、か つ 、当 該 処 分 を 受 け た 日 か ら 正 当 な 理 由
な く 3月 以 上 の 期 間 に わ た り 、 当 該 処 分 を 受 け た 日 以 降 に 納 期 限 の 到 来 し た 保 険 料 等
の 全 て を 引 き 続 き 滞 納 し て い る 者 で あ る と き 。  

(5) 申 請 者 が 、第115条 の29の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 さ れ 、そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算
し て5年 を 経 過 し な い 者 (当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、当
該 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 前 60日 以 内 に
当 該 法 人 の 役 員 等 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の を
含 み 、当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で な い 事 業 所 で あ る 場 合 に お い て は 、当 該 通
知 が あ っ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 事 業 所 の 管 理 者 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起
算 し て5年 を 経 過 し な い も の を 含 む 。)で あ る と き 。た だ し 、当 該 指 定 の 取 消 し が 、指
定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 の 指 定 の 取 消 し の う ち 当 該 指 定 の 取 消 し の 処 分 の 理 由 と な っ
た 事 実 及 び 当 該 事 実 の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 に よ る 業
務 管 理 体 制 の 整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の 当 該 事 実 に 関 し て 当 該 指 定 介 護 予
防 支 援 事 業 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮 し て 、こ の 号 本 文 に 規 定 す る 指 定 の 取 消
し に 該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る も の と し て 厚 生 労 働 省 令
で 定 め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

(5)の 2 申 請 者 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 が 、 第115条 の29の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 さ
れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し て い な い と き 。 た だ し 、 当 該 指 定 の 取
消 し が 、指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 の 指 定 の 取 消 し の う ち 当 該 指 定 の 取 消 し の 処 分 の 理
由 と な っ た 事 実 及 び 当 該 事 実 の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者
に よ る 業 務 管 理 体 制 の 整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の 当 該 事 実 に 関 し て 当 該 指
定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮 し て 、こ の 号 本 文 に 規 定 す る 指
定 の 取 消 し に 該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る も の と し て 厚 生
労 働 省 令 で 定 め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

(6) 申 請 者 が 、 第 115条 の 29の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 第 15
条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 か ら 当 該 処 分 を す る 日 又 は 処 分 を し な い こ と を 決 定
す る 日 ま で の 間 に 第 115条 の 25第2項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 の 届 出 を し た 者 (当 該 事
業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)で 、当 該 届 出 の 日 か ら 起 算 し て5年 を
経 過 し な い も の で あ る と き 。  

(6)の 2 申 請 者 が 、 第 115条 の 27第 1項 の 規 定 に よ る 検 査 が 行 わ れ た 日 か ら 聴 聞 決 定 予
定 日 (当 該 検 査 の 結 果 に 基 づ き 第 115条 の 29の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し の 処 分 に 係 る
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聴 聞 を 行 う か 否 か の 決 定 を す る こ と が 見 込 ま れ る 日 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と
こ ろ に よ り 市 町 村 長 が 当 該 申 請 者 に 当 該 検 査 が 行 わ れ た 日 か ら 10日 以 内 に 特 定 の 日
を 通 知 し た 場 合 に お け る 当 該 特 定 の 日 を い う 。 )ま で の 間 に 第115条 の25第 2項 の 規 定
に よ る 事 業 の 廃 止 の 届 出 を し た 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除
く 。 )で 、 当 該 届 出 の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

(6)の 3 第 6号 に 規 定 す る 期 間 内 に 第 115条 の 25第 2項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 の 届 出
が あ っ た 場 合 に お い て 、申 請 者 が 、同 号 の 通 知 の 日 前60日 以 内 に 当 該 届 出 に 係 る 法 人
(当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 法 人 を 除 く 。)の 役 員 等 又 は 当 該 届 出 に 係
る 法 人 で な い 事 業 所 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る も の を 除 く 。)の 管 理
者 で あ っ た 者 で 、 当 該 届 出 の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

(7) 申 請 者 が 、指 定 の 申 請 前5年 以 内 に 居 宅 サ ー ビ ス 等 に 関 し 不 正 又 は 著 し く 不 当 な行
為 を し た 者 で あ る と き 。  

(8) 申 請 者 が 、 法 人 で 、 そ の 役 員 等 の う ち に 第 3号 の 2か ら 第 5号 ま で 又 は 第 6号 か ら 前
号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ る も の で あ る と き 。  

(9) 申 請 者 が 、 法 人 で な い 事 業 所 で 、 そ の 管 理 者 が 第 3号 の 2か ら 第 5号 ま で 又 は 第 6号
か ら 第7号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る と き 。  

 

標 準 処 理 期
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 509   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 の 指 定 の 更 新 (第70条 の2の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 115条 の31 

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 準 用 す る 法 第 70条 の 2の 規 定 に よ る 。  
 (指 定 の 更 新) 
第70条 の 2 第41条 第 1項 本 文 の 指 定 は 、6年 ご と に そ の 更 新 を 受 け な け れ ば 、そ の 期 間 の

経 過 に よ っ て 、 そ の 効 力 を 失 う 。  
2 前 項 の 更 新 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、同 項 の 期 間 (以 下 こ の 条 に お い て「 指 定 の 有

効 期 間 」 と い う 。 )の 満 了 の 日 ま で に そ の 申 請 に 対 す る 処 分 が さ れ な い と き は 、 従 前 の
指 定 は 、指 定 の 有 効 期 間 の 満 了 後 も そ の 処 分 が さ れ る ま で の 間 は 、な お そ の 効 力 を 有 す
る 。  

3 前 項 の 場 合 に お い て 、 指 定 の 更 新 が さ れ た と き は 、 そ の 指 定 の 有 効 期 間 は 、 従 前 の 指
定 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 す る も の と す る 。  

4 前 条 の 規 定 は 、 第 1項 の 指 定 の 更 新 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
15日  
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ID: 510   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
優 良 田 園 住 宅 の 建 設 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 4条 第 1項  

法 令 番 号 平 成10年 法 律 第41号  

【基準】 

 法 第4条 第 1項 か ら 第 3項 ま で の 規 定 に よ る 。  
 (優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 の 認 定 ) 
第4条  優 良 田 園 住 宅 を 建 設 し よ う と す る 者 は 、そ の 建 設 に 関 す る 計 画 (以 下「 優 良 田 園 住

宅 建 設 計 画 」と い う 。)を 作 成 し 、こ れ を 市 町 村 に 提 出 し て 、当 該 優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画
が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

2 優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 建 設 し よ う と す る 住 宅 の 用 に 供 す る 土 地 の 所 在 、 地 番 、 地 目 及 び 面 積  
(2) 建 設 し よ う と す る 住 宅 の 建 築 面 積 の 敷 地 面 積 に 対 す る 割 合 及 び 延 べ 面 積 の 敷 地 面

積 に 対 す る 割 合  
(3) 建 設 し よ う と す る 住 宅 の 階 数  
(4) そ の 他 農 林 水 産 省 令 ・ 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 事 項  

3 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、そ の 優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 が次
の 各 号 の い ず れ に も 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を す る も の と す る。 
(1) 優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 の 内 容 が 基 本 方 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) 優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 に 係 る 住 宅 が 優 良 田 園 住 宅 で あ る こ と 。  
(3) 優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 に 係 る 住 宅 の 用 に 供 す る 土 地 の 所 在 及 び 面 積 並 び に 周 辺 の

土 地 利 用 の 状 況 、公 共 施 設 の 整 備 の 状 況 等 か ら み て 、当 該 土 地 を 住 宅 の 用 に 供 す る こ
と が 適 当 で あ り 、 か つ 、 良 好 な 居 住 環 境 の 形 成 が 見 込 ま れ る こ と 。  
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ID: 511   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
優 良 田 園 住 宅 の 建 設 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 4条 第 6項  

法 令 番 号 平 成10年 法 律 第41号  

【基準】 

 法 第4条 第 1項 と 同 様 に 法 第4条 第 1項 か ら 第 3項 ま で の 規 定 に よ る 。  
 (優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 の 認 定 ) 
第4条  優 良 田 園 住 宅 を 建 設 し よ う と す る 者 は 、そ の 建 設 に 関 す る 計 画 (以 下「 優 良 田 園 住

宅 建 設 計 画 」と い う 。)を 作 成 し 、こ れ を 市 町 村 に 提 出 し て 、当 該 優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画
が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

2 優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 建 設 し よ う と す る 住 宅 の 用 に 供 す る 土 地 の 所 在 、 地 番 、 地 目 及 び 面 積  
(2) 建 設 し よ う と す る 住 宅 の 建 築 面 積 の 敷 地 面 積 に 対 す る 割 合 及 び 延 べ 面 積 の 敷 地 面

積 に 対 す る 割 合  
(3) 建 設 し よ う と す る 住 宅 の 階 数  
(4) そ の 他 農 林 水 産 省 令 ・ 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 事 項  

3 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、そ の 優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 が次
の 各 号 の い ず れ に も 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を す る も の と す る。 
(1) 優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 の 内 容 が 基 本 方 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) 優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 に 係 る 住 宅 が 優 良 田 園 住 宅 で あ る こ と 。  
(3) 優 良 田 園 住 宅 建 設 計 画 に 係 る 住 宅 の 用 に 供 す る 土 地 の 所 在 及 び 面 積 並 び に 周 辺 の

土 地 利 用 の 状 況 、公 共 施 設 の 整 備 の 状 況 等 か ら み て 、当 該 土 地 を 住 宅 の 用 に 供 す る こ
と が 適 当 で あ り 、 か つ 、 良 好 な 居 住 環 境 の 形 成 が 見 込 ま れ る こ と 。  
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ID: 514   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
一 部 負 担 金 の 減 額 、 免 除 及 び 徴 収 猶 予  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法  第 44条 第1項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第192号  

【基準】 

 法 第44条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
第44条  市 町 村 及 び 組 合 は 、特 別 の 理 由 が あ る 被 保 険 者 で 、保 険 医 療 機 関 等 に 第 42条 又 は

前 条 の 規 定 に よ る 一 部 負 担 金 を 支 払 う こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る も の に 対 し 、次の
各 号 の 措 置 を 採 る こ と が で き る 。  
(1) 一 部 負 担 金 を 減 額 す る こ と 。  
(2) 一 部 負 担 金 の 支 払 を 免 除 す る こ と 。  
(3) 保 険 医 療 機 関 等 に 対 す る 支 払 に 代 え て 、 一 部 負 担 金 を 直 接 に 徴 収 す る こ と と し 、

そ の 徴 収 を 猶 予 す る こ と 。  
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ID: 515   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
介 護 給 付 費 等 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 19条 第1
項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第19条 第1項 、 第20条 第 1項 か ら 第3項 ま で 、 第21条 及 び 第22条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (介 護 給 付 費 等 の 支 給 決 定 ) 
第 19条  介 護 給 付 費 、 特 例 介 護 給 付 費 、 訓 練 等 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 (以 下 「 介護

給 付 費 等 」 と い う 。 )の 支 給 を 受 け よ う と す る 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者 は 、 市 町 村 の
介 護 給 付 費 等 を 支 給 す る 旨 の 決 定 (以 下「 支 給 決 定 」と い う。)を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

 (申 請) 
第20条  支 給 決 定 を 受 け よ う と す る 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者 は 、主 務 省 令 で 定 め る と こ

ろ に よ り 、 市 町 村 に 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。  
2 市 町 村 は 、前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 次 条 第1項 及 び 第 22条 第1項 の 規 定 に よ り 障 害

支 援 区 分 の 認 定 及 び 同 項 に 規 定 す る 支 給 要 否 決 定 を 行 う た め 、主 務 省 令 で 定 め る と ころ
に よ り 、 当 該 職 員 を し て 、 当 該 申 請 に 係 る 障 害 者 等 又 は 障 害 児 の 保 護 者 に 面 接 を さ せ、
そ の 心 身 の 状 況 、そ の 置 か れ て い る 環 境 そ の 他 主 務 省 令 で 定 め る 事 項 に つ い て 調 査 をさ
せ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 は 、当 該 調 査 を 第 51条 の14第 1項 に 規 定 す
る 指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者 そ の 他 の 主 務 省 令 で 定 め る 者 (以 下 こ の 条 に お い て 「 指 定 一
般 相 談 支 援 事 業 者 等 」 と い う 。 )に 委 託 す る こ と が で き る 。  

3 前 項 後 段 の 規 定 に よ り 委 託 を 受 け た 指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者 等 は 、 障 害 者 等 の 保 健 又
は 福 祉 に 関 す る 専 門 的 知 識 及 び 技 術 を 有 す る も の と し て 主 務 省 令 で 定 め る 者 に 当 該 委
託 に 係 る 調 査 を 行 わ せ る も の と す る 。  

 (障 害 支 援 区 分 の 認 定 ) 
第21条  市 町 村 は 、 前 条 第 1項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 町

村 審 査 会 が 行 う 当 該 申 請 に 係 る 障 害 者 等 の 障 害 支 援 区 分 に 関 す る 審 査 及 び 判 定 の 結 果
に 基 づ き 、 障 害 支 援 区 分 の 認 定 を 行 う も の と す る 。  

2 市 町 村 審 査 会 は 、 前 項 の 審 査 及 び 判 定 を 行 う に 当 た っ て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、
当 該 審 査 及 び 判 定 に 係 る 障 害 者 等 、そ の 家 族 、医 師 そ の 他 の 関 係 者 の 意 見 を 聴 く こ と が
で き る 。  

 (支 給 要 否 決 定 等) 
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第22条  市 町 村 は 、第 20条 第 1項 の 申 請 に 係 る 障 害 者 等 の 障 害 支 援 区 分 、当 該 障 害 者 等 の
介 護 を 行 う 者 の 状 況 、当 該 障 害 者 等 の 置 か れ て い る 環 境 、当 該 申 請 に 係 る 障 害 者 等 又 は
障 害 児 の 保 護 者 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 意 向 そ の 他 の 主 務 省 令 で 定 め る 事
項 を 勘 案 し て 介 護 給 付 費 等 の 支 給 の 要 否 の 決 定 (以 下 こ の 条 及 び 第 27条 に お い て 「 支 給
要 否 決 定 」 と い う 。 )を 行 う も の と す る 。  
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ID: 516   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
支 給 決 定 の 変 更  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 24条 第1
項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第24条 の 規 定 に よ る 。  
 (支 給 決 定 の 変 更) 
第24条  支 給 決 定 障 害 者 等 は 、 現 に 受 け て い る 支 給 決 定 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 、

支 給 量 そ の 他 の 主 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 変 更 す る 必 要 が あ る と き は 、主 務 省 令 で 定 める
と こ ろ に よ り 、 市 町 村 に 対 し 、 当 該 支 給 決 定 の 変 更 の 申 請 を す る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 は 、 前 項 の 申 請 又 は 職 権 に よ り 、 第 22条 第 1項 の 主 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 勘 案
し 、支 給 決 定 障 害 者 等 に つ き 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、支 給 決 定 の 変 更 の 決 定 を行
う こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 は 、当 該 決 定 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 に対
し 受 給 者 証 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。  

3 第 19条(第 1項 を 除 く 。)、第20条(第 1項 を 除 く 。)及 び 第22条(第1項 を 除 く 。)の 規 定 は 、
前 項 の 支 給 決 定 の 変 更 の 決 定 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、必 要 な 技 術 的 読 替
え は 、 政 令 で 定 め る 。  

4 市 町 村 は 、第 2項 の 支 給 決 定 の 変 更 の 決 定 を 行 う に 当 た り 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、
障 害 支 援 区 分 の 変 更 の 認 定 を 行 う こ と が で き る 。  

5 第21条 の 規 定 は 、 前 項 の 障 害 支 援 区 分 の 変 更 の 認 定 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お
い て 、 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

6 市 町 村 は 、第 2項 の 支 給 決 定 の 変 更 の 決 定 を 行 っ た 場 合 に は 、受 給 者 証 に 当 該 決 定 に係
る 事 項 を 記 載 し 、 こ れ を 返 還 す る も の と す る 。  
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ID: 517   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
自 立 支 援 医 療 費 の 支 給 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 52条 第1
項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第52条 第1項 、 第53条 第 1項 及 び 第54条 第 1項 の 規 定 に よ る 。  
 (自 立 支 援 医 療 費 の 支 給 認 定 ) 
第52条  自 立 支 援 医 療 費 の 支 給 を 受 け よ う と す る 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者 は 、市 町 村 等

の 自 立 支 援 医 療 費 を 支 給 す る 旨 の 認 定 (以 下「 支 給 認 定 」と い う 。)を 受 け な け れ ば な ら
な い 。  

 (申 請) 
第53条  支 給 認 定 を 受 け よ う と す る 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者 は 、主 務 省 令 で 定 め る と こ

ろ に よ り 、 市 町 村 等 に 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。  
 (支 給 認 定 等) 
第54条  市 町 村 等 は 、 前 条 第 1項 の 申 請 に 係 る 障 害 者 等 が 、 そ の 心 身 の 障 害 の 状 態 か ら み

て 自 立 支 援 医 療 を 受 け る 必 要 が あ り 、か つ 、当 該 障 害 者 等 又 は そ の 属 す る 世 帯 の 他 の世
帯 員 の 所 得 の 状 況 、治 療 状 況 そ の 他 の 事 情 を 勘 案 し て 政 令 で 定 め る 基 準 に 該 当 す る 場合
に は 、主 務 省 令 で 定 め る 自 立 支 援 医 療 の 種 類 ご と に 支 給 認 定 を 行 う も の と す る 。た だ し 、
当 該 障 害 者 等 が 、自 立 支 援 医 療 の う ち 主 務 省 令 で 定 め る 種 類 の 医 療 を 、戦 傷 病 者 特 別 援
護 法 (昭 和 38年 法 律 第 168号 )又 は 心 神 喪 失 等 の 状 態 で 重 大 な 他 害 行 為 を 行 っ た 者 の 医 療
及 び 観 察 等 に 関 す る 法 律 (平 成 15年 法 律 第 110号 )の 規 定 に よ り 受 け る こ と が で き る と き
は 、 こ の 限 り で な い 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 518   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
支 給 認 定 の 変 更  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 56条 第1
項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第56条 第1項 及 び 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (支 給 認 定 の 変 更) 
第56条  支 給 認 定 障 害 者 等 は 、現 に 受 け て い る 支 給 認 定 に 係 る 第 54条 第2項 の 規 定 に よ り

定 め ら れ た 指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 そ の 他 の 主 務 省 令 で 定 め る 事 項 に つ い て 変 更 の 必 要
が あ る と き は 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 等 に 対 し 、支 給 認 定 の 変 更 の申
請 を す る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 等 は 、 前 項 の 申 請 又 は 職 権 に よ り 、 支 給 認 定 障 害 者 等 に つ き 、 同 項 の 主 務 省 令
で 定 め る 事 項 に つ い て 変 更 の 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ によ
り 、支 給 認 定 の 変 更 の 認 定 を 行 う こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 等 は 、当 該
支 給 認 定 障 害 者 等 に 対 し 医 療 受 給 者 証 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 519   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
補 装 具 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 76条 第1
項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第76条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
第76条  市 町 村 は 、障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者 か ら 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、当 該 申請

に 係 る 障 害 者 等 の 障 害 の 状 態 か ら み て 、当 該 障 害 者 等 が 補 装 具 の 購 入 、借 受 け 又 は 修 理
(以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て「 購 入 等 」と い う 。)を 必 要 と す る 者 で あ る と 認 め る と き
(補 装 具 の 借 受 け に あ っ て は 、 補 装 具 の 借 受 け に よ る こ と が 適 当 で あ る 場 合 と し て 主 務
省 令 で 定 め る 場 合 に 限 る 。)は 、当 該 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者 (以 下 こ の 条 に お い て「 補
装 具 費 支 給 対 象 障 害 者 等 」 と い う 。 )に 対 し 、 当 該 補 装 具 の 購 入 等 に 要 し た 費 用 に つ い
て 、補 装 具 費 を 支 給 す る 。た だ し 、当 該 申 請 に 係 る 障 害 者 等 又 は そ の 属 す る 世 帯 の 他の
世 帯 員 の う ち 政 令 で 定 め る 者 の 所 得 が 政 令 で 定 め る 基 準 以 上 で あ る と き は 、こ の 限 りで
な い 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 520   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
児 童 扶 養 手 当 の 受 給 資 格 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 扶 養 手 当 法  第 6条 第1項  

法 令 番 号 昭 和36年 法 律 第238号  

【基準】 

 法 第4条 及 び 第 4条 の 2の 規 定 に よ る 。  
 (支 給 要 件) 
第4条  都 道 府 県 知 事 、市 長 (特 別 区 の 区 長 を 含 む 。以 下 同 じ 。)及 び 福 祉 事 務 所 (社 会 福 祉

法 (昭 和 26年 法 律 第 45号 )に 定 め る 福 祉 に 関 す る 事 務 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 )を 管 理 す る
町 村 長 (以 下「 都 道 府 県 知 事 等 」と い う 。)は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、そ
れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 者 に 対 し 、 児 童 扶 養 手 当 (以 下 「 手 当 」 と い う 。 )を 支 給 す る 。 
(1) 次 の イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 児 童 の 母 が 当 該 児 童 を 監 護 す る 場 合  当

該 母  
イ  父 母 が 婚 姻 を 解 消 し た 児 童  
ロ  父 が 死 亡 し た 児 童  
ハ  父 が 政 令 で 定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 に あ る 児 童  
ニ  父 の 生 死 が 明 ら か で な い 児 童  
ホ  そ の 他 イ か ら ニ ま で に 準 ず る 状 態 に あ る 児 童 で 政 令 で 定 め る も の  

(2) 次 の イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 児 童 の 父 が 当 該 児 童 を 監 護 し 、 か つ 、 こ
れ と 生 計 を 同 じ く す る 場 合  当 該 父  
イ  父 母 が 婚 姻 を 解 消 し た 児 童  
ロ  母 が 死 亡 し た 児 童  
ハ  母 が 前 号 ハ の 政 令 で 定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 に あ る 児 童  
ニ  母 の 生 死 が 明 ら か で な い 児 童  
ホ  そ の 他 イ か ら ニ ま で に 準 ず る 状 態 に あ る 児 童 で 政 令 で 定 め る も の  

(3) 第 1号 イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 児 童 を 母 が 監 護 し な い 場 合 若 し く は 同
号 イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 児 童 (同 号 ロ に 該 当 す る も の を 除 く 。)の 母 が な
い 場 合 で あ つ て 、 当 該 母 以 外 の 者 が 当 該 児 童 を 養 育 す る (児 童 と 同 居 し て 、 こ れ を 監
護 し 、か つ 、そ の 生 計 を 維 持 す る こ と を い う 。以 下 同 じ 。)と き 、前 号 イ か ら ホ ま で の
い ず れ か に 該 当 す る 児 童 を 父 が 監 護 し な い か 、若 し く は こ れ と 生 計 を 同 じ く し な い 場
合 (父 が な い 場 合 を 除 く 。 )若 し く は 同 号 イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 児 童 (同
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号 ロ に 該 当 す る も の を 除 く 。 )の 父 が な い 場 合 で あ つ て 、 当 該 父 以 外 の 者 が 当 該 児 童
を 養 育 す る と き 、又 は 父 母 が な い 場 合 で あ つ て 、当 該 父 母 以 外 の 者 が 当 該 児 童 を 養 育
す る と き  当 該 養 育 者  

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、手 当 は 、母 又 は 養 育 者 に 対 す る 手 当 に あ つ て は 児 童 が 第 1号
か ら 第4号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る と き 、父 に 対 す る 手 当 に あ つ て は 児 童 が 第 1号 、第
2号 、第 5号 又 は 第6号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、当 該 児 童 に つ い て は 、支 給 し な い 。 
(1) 日 本 国 内 に 住 所 を 有 し な い と き 。  
(2) 児 童 福 祉 法 (昭 和 22年 法 律 第 164号 )第 6条 の 4に 規 定 す る 里 親 に 委 託 さ れ て い る と

き 。  
(3) 父 と 生 計 を 同 じ く し て い る と き 。た だ し 、そ の 者 が 前 項 第 1号 ハ に 規 定 す る 政 令 で

定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 に あ る と き を 除 く 。  
(4) 母 の 配 偶 者 (前 項 第 1号 ハ に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 に あ る 父 を 除

く 。 )に 養 育 さ れ て い る と き 。  
(5) 母 と 生 計 を 同 じ く し て い る と き 。た だ し 、そ の 者 が 前 項 第 1号 ハ に 規 定 す る 政 令 で

定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 に あ る と き を 除 く 。  
(6) 父 の 配 偶 者 (前 項 第 1号 ハ に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 に あ る 母 を 除

く 。 )に 養 育 さ れ て い る と き 。  
3 第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、手 当 は 、母 に 対 す る 手 当 に あ つ て は 当 該 母 が 、父 に 対 す る

手 当 に あ つ て は 当 該 父 が 、養 育 者 に 対 す る 手 当 に あ つ て は 当 該 養 育 者 が 、日 本 国 内 に 住
所 を 有 し な い と き は 、 支 給 し な い 。  

 (支 給 の 調 整) 
第4条 の 2 同 一 の 児 童 に つ い て 、 父 及 び 母 の い ず れ も が 手 当 の 支 給 要 件 に 該 当 す る と き 、

又 は 父 及 び 養 育 者 の い ず れ も が 手 当 の 支 給 要 件 に 該 当 す る と き は 、当 該 父 に 対 す る 手当
は 、 当 該 児 童 に つ い て は 、 支 給 し な い 。  

2 同 一 の 児 童 に つ い て 、 母 及 び 養 育 者 の い ず れ も が 手 当 の 支 給 要 件 に 該 当 す る と き は 、
当 該 養 育 者 に 対 す る 手 当 は 、 当 該 児 童 に つ い て は 、 支 給 し な い 。  
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ID: 1080   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
医 療 受 給 者 証 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 令  第
33条 第 1項  

法 令 番 号 平 成18年 政 令 第10号  

【基準】 

 政 令 第33条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (医 療 受 給 者 証 の 再 交 付 ) 
第33条  市 町 村 等 は 、医 療 受 給 者 証 を 破 り 、汚 し 、又 は 失 っ た 支 給 認 定 障 害 者 等 か ら 、支

給 認 定 の 有 効 期 間 内 に お い て 、医 療 受 給 者 証 の 再 交 付 の 申 請 が あ っ た と き は 、内 閣 府 令・
厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 医 療 受 給 者 証 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1081   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
受 給 者 証 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 令  第
16条  

法 令 番 号 平 成18年 政 令 第10号  

【基準】 

 政 令 第16条 の 規 定 に よ る 。  
 (受 給 者 証 の 再 交 付 ) 
第16条  市 町 村 は 、受 給 者 証 (法 第22条 第8項 に 規 定 す る 受 給 者 証 を い う 。以 下 こ の 条 に お

い て 同 じ 。)を 破 り 、汚 し 、又 は 失 っ た 支 給 決 定 障 害 者 等 か ら 、支 給 決 定 の 有 効 期 間 内 に
お い て 、受 給 者 証 の 再 交 付 の 申 請 が あ っ た と き は 、内 閣 府 令・厚 生 労 働 省 令 で 定 め ると
こ ろ に よ り 、 受 給 者 証 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1087   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
被 保 険 者 証 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法 施 行 規 則  第27条 第 1項  

法 令 番 号 平 成11年 厚 生 省 令 第36号  

【基準】 

 省 令 第27条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
(被 保 険 者 証 の 再 交 付 及 び 返 還 ) 

第27条  被 保 険 者 証 の 交 付 を 受 け て い る 者 は 、当 該 被 保 険 者 証 を 破 り 、汚 し 、又 は 失 っ た
と き は 、直 ち に 、第 1号 に 掲 げ る 事 項 (第2号 に 掲 げ る 書 類 を 提 示 す る 場 合 に は 、第 1号 イ
及 び ハ に 掲 げ る 事 項 )を 記 載 し た 申 請 書 を 市 町 村 に 提 出 し て 、 そ の 再 交 付 を 申 請 し な け
れ ば な ら な い 。  
(1) 次 に 掲 げ る 事 項  

イ  氏 名 、 生 年 月 日 及 び 住 所  
ロ  個 人 番 号  
ハ  再 交 付 申 請 の 理 由  

(2) 氏 名 及 び 生 年 月 日 又 は 住 所 (以 下「 個 人 識 別 事 項 」と い う 。)が 記 載 さ れ た 書 類 で あ
っ て 、 次 に 掲 げ る も の の い ず れ か に 該 当 す る も の  
イ  個 人 番 号 カ ー ド (番 号 利 用 法 第 2条 第 7項 に 規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド を い う 。 以 下

同 じ 。 )又 は 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る
法 律 施 行 規 則 (平 成26年 内 閣 府・総 務 省 令 第 3号 。以 下「 番 号 利 用 法 施 行 規 則 」と い
う 。 )第1条 第1項 第1号 に 掲 げ る 書 類  

ロ  イ に 掲 げ る も の の ほ か 、官 公 署 か ら 発 行 さ れ 、又 は 発 給 さ れ た 書 類 そ の 他 こ れ に
類 す る 書 類 で あ っ て 、写 真 の 表 示 そ の 他 の 当 該 書 類 に 施 さ れ た 措 置 に よ っ て 、当 該
申 請 を 行 う 被 保 険 者 が 当 該 書 類 に 記 載 さ れ た 個 人 識 別 事 項 に よ り 識 別 さ れ る 特 定
の 個 人 と 同 一 の 者 で あ る こ と を 確 認 す る こ と が で き る も の と し て 市 町 村 長 が 適 当
と 認 め る も の  

ハ  イ 及 び ロ に 掲 げ る も の の ほ か 、 番 号 利 用 法 施 行 規 則 第 2条 第 3項 第 1号 に 掲 げ る 書
類 (介 護 保 険 の 被 保 険 者 証 を 除 く 。)又 は 官 公 署 か ら 発 行 さ れ 、若 し く は 発 給 さ れ た
書 類 そ の 他 こ れ に 類 す る 書 類 で あ っ て 市 町 村 長 が 適 当 と 認 め る も の の う ち 2以 上 の
書 類  
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2 被 保 険 者 証 を 破 り 、 又 は 汚 し た 場 合 の 前 項 の 申 請 に は 、 同 項 の 申 請 書 に 、 そ の 被 保 険
者 証 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

3 被 保 険 者 は 、 被 保 険 者 証 の 再 交 付 を 受 け た 後 、 失 っ た 被 保 険 者 証 を 発 見 し た と き は 、
直 ち に 、 発 見 し た 被 保 険 者 証 を 市 町 村 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 1091   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
漁 港 施 設 の 利 用 (変 更 含 む 。 )許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律  第 38条  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第137号  

【基準】 

 法 第38条 の 規 定 に よ る 。  
(漁 港 施 設 の 利 用) 

第38条  国 及 び 漁 港 管 理 者 以 外 の 者 が 基 本 施 設 で あ る 漁 港 施 設 を 他 人 に 利 用 さ せ 、又 は こ
れ ら の 施 設 の 使 用 料 を 徴 収 し よ う と す る と き は 、利 用 方 法 及 び 料 率 を 定 め て 、漁 港 管 理
者 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 こ れ を 変 更 し よ う と す る と き も 、 同 様 と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
45日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1098   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 例 介 護 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 30条 第1
項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第30条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 介 護 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 ) 
第30条  市 町 村 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、主 務 省 令 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 当 該 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 又 は 第 2号 に 規 定 す る 基 準 該 当 障 害 福
祉 サ ー ビ ス (支 給 量 の 範 囲 内 の も の に 限 る 。)に 要 し た 費 用 (特 定 費 用 を 除 く 。)に つ い て 、
特 例 介 護 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 す る こ と が で き る 。  
(1) 支 給 決 定 障 害 者 等 が 、第 20条 第1項 の 申 請 を し た 日 か ら 当 該 支 給 決 定 の 効 力 が 生じ

た 日 の 前 日 ま で の 間 に 、緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等
を 受 け た と き 。  

(2) 支 給 決 定 障 害 者 等 が 、指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 以 外 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス (次 に 掲 げ
る 事 業 所 又 は 施 設 に よ り 行 わ れ る も の に 限 る 。以 下「 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 」と
い う 。 )を 受 け た と き 。  
イ  第 43条 第 1項 の 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 基 準 又 は 同 条 第 2項 の 都 道 府 県 の 条 例 で

定 め る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に 定 め る 事 項 の
う ち 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る も の を 満 た す と 認 め ら れ る 事 業 を 行 う 事 業 所 (以 下
「 基 準 該 当 事 業 所 」 と い う 。 ) 

ロ  第 44条 第 1項 の 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 基 準 又 は 同 条 第 2項 の 都 道 府 県 の 条 例 で
定 め る 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に 定 め る 事 項 の う ち 都
道 府 県 の 条 例 で 定 め る も の を 満 た す と 認 め ら れ る 施 設 (以 下 「 基 準 該 当 施 設 」 と い
う 。 ) 

(3) そ の 他 政 令 で 定 め る と き 。  
2 都 道 府 県 が 前 項 第 2号 イ 及 び ロ の 条 例 を 定 め る に 当 た っ て は 、 第 1号 か ら 第 3号 ま で に

掲 げ る 事 項 に つ い て は 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 に 従 い 定 め る も の と し 、 第 4号 に 掲 げ る 事
項 に つ い て は 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 を 標 準 と し て 定 め る も の と し 、そ の 他 の 事 項 に つい
て は 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 を 参 酌 す る も の と す る 。  
(1) 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 従 事 す る 従 業 者 及 び そ の 員 数  
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(2) 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 に 係 る 居 室 及 び 病 室 の 床 面 積  
(3) 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 の 運 営 に 関 す る 事 項 で あ っ て 、 障 害 者 又 は 障 害

児 の 保 護 者 の サ ー ビ ス の 適 切 な 利 用 の 確 保 、障 害 者 等 の 安 全 の 確 保 及 び 秘 密 の 保 持 等
に 密 接 に 関 連 す る も の と し て 主 務 省 令 で 定 め る も の  

(4) 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 に 係 る 利 用 定 員  
3 特 例 介 護 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 の 額 は 、1月 に つ き 、同 一 の 月 に 受 け た 次 の 各号

に 掲 げ る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 額 を 合 計 し た 額 か ら 、そ れ
ぞ れ 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 の 家 計 の 負 担 能 力 そ の 他 の 事 情 を し ん 酌 し て 政 令 で 定 め る
額 (当 該 政 令 で 定 め る 額 が 当 該 合 計 し た 額 の 100分 の10に 相 当 す る 額 を 超 え る と き は 、当
該 相 当 す る 額 )を 控 除 し て 得 た 額 を 基 準 と し て 、 市 町 村 が 定 め る 。  
(1) 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等  前 条 第 3項 第 1号 の 主 務 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し

た 費 用 の 額 (そ の 額 が 現 に 当 該 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 に 要 し た 費 用 (特 定 費 用 を 除
く 。 )の 額 を 超 え る と き は 、 当 該 現 に 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 に 要 し た 費 用 の 額 ) 

(2) 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス  障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 ご と に 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ
ー ビ ス に 通 常 要 す る 費 用 (特 定 費 用 を 除 く 。)に つ き 主 務 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定
し た 費 用 の 額 (そ の 額 が 現 に 当 該 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 (特 定 費 用
を 除 く 。 )の 額 を 超 え る と き は 、 当 該 現 に 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 の
額 ) 

4 前 3項 に 定 め る も の の ほ か 、特 例 介 護 給 付 費 及 び 特 例 訓 練 等 給 付 費 の 支 給 に 関 し 必 要 な
事 項 は 、 主 務 省 令 で 定 め る 。  

 
標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1107   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 41条 第 3項  

法 令 番 号 平 成18年 法 律 第91号  

【基準】 

 法 第41条 及 び 第43条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 締 結 等 ) 
第 41条  移 動 等 円 滑 化 促 進 地 区 内 又 は 重 点 整 備 地 区 内 の 一 団 の 土 地 の 所 有 者 及 び 建 築 物

そ の 他 の 工 作 物 の 所 有 を 目 的 と す る 借 地 権 そ の 他 の 当 該 土 地 を 使 用 す る 権 利 (臨 時 設 備
そ の 他 一 時 使 用 の た め 設 定 さ れ た こ と が 明 ら か な も の を 除 く 。以 下「 借 地 権 等 」と い う 。)
を 有 す る 者 (土 地 区 画 整 理 法 第 98条 第 1項 (大 都 市 地 域 に お け る 住 宅 及 び 住 宅 地 の 供 給 の
促 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 (昭 和50年 法 律 第67号 。第45条 第 2項 に お い て「 大 都 市 住 宅 等 供
給 法 」と い う 。)第83条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。以 下 同 じ 。)の 規 定 に よ り 仮 換 地
と し て 指 定 さ れ た 土 地 に あ っ て は 、当 該 土 地 に 対 応 す る 従 前 の 土 地 の 所 有 者 及 び 借 地権
等 を 有 す る 者 。以 下「 土 地 所 有 者 等 」と 総 称 す る 。)は 、そ の 全 員 の 合 意 に よ り 、当 該 土
地 の 区 域 に お け る 移 動 等 円 滑 化 の た め の 経 路 の 整 備 又 は 管 理 に 関 す る 協 定 (以 下 「 移 動
等 円 滑 化 経 路 協 定 」と い う 。)を 締 結 す る こ と が で き る 。た だ し 、当 該 土 地 (土 地 区 画 整
理 法 第 98条 第 1項 の 規 定 に よ り 仮 換 地 と し て 指 定 さ れ た 土 地 に あ っ て は 、 当 該 土 地 に 対
応 す る 従 前 の 土 地 )の 区 域 内 に 借 地 権 等 の 目 的 と な っ て い る 土 地 が あ る 場 合 (当 該 借 地
権 等 が 地 下 又 は 空 間 に つ い て 上 下 の 範 囲 を 定 め て 設 定 さ れ た も の で 、当 該 土 地 の 所 有者
が 当 該 土 地 を 使 用 し て い る 場 合 を 除 く 。 )に お い て は 、 当 該 借 地 権 等 の 目 的 と な っ て い
る 土 地 の 所 有 者 の 合 意 を 要 し な い 。  

2 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 定 め る も の と す る 。  
(1) 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 目 的 と な る 土 地 の 区 域 (以 下 「 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 区

域 」 と い う 。 )及 び 経 路 の 位 置  
(2) 次 に 掲 げ る 移 動 等 円 滑 化 の た め の 経 路 の 整 備 又 は 管 理 に 関 す る 事 項 の う ち 、 必 要

な も の  
イ  前 号 の 経 路 に お け る 移 動 等 円 滑 化 に 関 す る 基 準  
ロ  前 号 の 経 路 を 構 成 す る 施 設 (エ レ ベ ー タ ー 、 エ ス カ レ ー タ ー そ の 他 の 移 動 等 円 滑

化 の た め に 必 要 な 設 備 を 含 む 。 )の 整 備 又 は 管 理 に 関 す る 事 項  
ハ  そ の 他 移 動 等 円 滑 化 の た め の 経 路 の 整 備 又 は 管 理 に 関 す る 事 項  
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(3) 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 有 効 期 間  
(4) 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 に 違 反 し た 場 合 の 措 置  

3 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 は 、 市 町 村 長 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
 (移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 認 可 ) 
第 43条  市 町 村 長 は 、 第 41条 第 3項 の 認 可 の 申 請 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と き

は 、 同 項 の 認 可 を し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 手 続 が 法 令 に 違 反 し な い こ と 。  
(2) 土 地 又 は 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 利 用 を 不 当 に 制 限 す る も の で な い こ と 。  
(3) 第 41条 第 2項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で

あ る こ と 。  
 

標 準 処 理 期

間 
40日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_1108.docx 

 

ID: 1108   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 変 更 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 44条 第 1項  

法 令 番 号 平 成18年 法 律 第91号  

【基準】 

 法 第44条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 変 更 ) 
第 44条  移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 区 域 内 に お け る 土 地 所 有 者 等 (当 該 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定

の 効 力 が 及 ば な い 者 を 除 く 。 )は 、 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 に お い て 定 め た 事 項 を 変 更 し
よ う と す る 場 合 に お い て は 、そ の 全 員 の 合 意 を も っ て そ の 旨 を 定 め 、市 町 村 長 の 認 可 を
受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 前 2条 の 規 定 は 、 前 項 の 変 更 の 認 可 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期
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40日  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1109   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 廃 止 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 48条 第 1項  

法 令 番 号 平 成18年 法 律 第91号  

【基準】 

 法 第48条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 廃 止 ) 
第 48条  移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 (当 該 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 効 力

が 及 ば な い 者 を 除 く 。 )は 、 第41条 第 3項 又 は 第44条 第 1項 の 認 可 を 受 け た 移 動 等 円 滑 化
経 路 協 定 を 廃 止 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、 そ の 過 半 数 の 合 意 を も っ て そ の 旨 を 定
め 、 市 町 村 長 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 認 可 を し た と き は 、 そ の 旨 を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。  
 

標 準 処 理 期

間 
40日  

備
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ID: 1110   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
一 の 所 有 者 に よ る 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 50条 第 1項  

法 令 番 号 平 成18年 法 律 第91号  

【基準】 

 法 第50条 の 規 定 に よ る 。  
 (一 の 所 有 者 に よ る 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 設 定 ) 
第50条  移 動 等 円 滑 化 促 進 地 区 内 又 は 重 点 整 備 地 区 内 の 一 団 の 土 地 で 、一 の 所 有 者 以 外 に

土 地 所 有 者 等 が 存 し な い も の の 所 有 者 は 、移 動 等 円 滑 化 の た め 必 要 が あ る と 認 め る とき
は 、市 町 村 長 の 認 可 を 受 け て 、当 該 土 地 の 区 域 を 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 区 域 と す る 移 動
等 円 滑 化 経 路 協 定 を 定 め る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 長 は 、前 項 の 認 可 の 申 請 が 第 43条 第1項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し 、か つ 、当 該 移
動 等 円 滑 化 経 路 協 定 が 移 動 等 円 滑 化 の た め 必 要 で あ る と 認 め る 場 合 に 限 り 、前 項 の 認可
を す る も の と す る 。  

3 第 43条 第2項 の 規 定 は 、 第1項 の 認 可 に つ い て 準 用 す る 。  
4 第1項 の 認 可 を 受 け た 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 は 、 認 可 の 日 か ら 起 算 し て 3年 以 内 に お い

て 当 該 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 区 域 内 の 土 地 に 二 以 上 の 土 地 所 有 者 等 が 存 す る こ と に な
っ た 時 か ら 、 第 43条 第 2項 の 規 定 に よ る 認 可 の 公 告 の あ っ た 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 と 同
一 の 効 力 を 有 す る 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 と な る 。  
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ID: 1111   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
介 護 給 付 費 又 は 訓 練 等 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 29条 第1
項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第29条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (介 護 給 付 費 又 は 訓 練 等 給 付 費 ) 
第29条  市 町 村 は 、支 給 決 定 障 害 者 等 が 、支 給 決 定 の 有 効 期 間 内 に お い て 、都 道 府 県 知 事

が 指 定 す る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 を 行 う 者 (以 下 「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 」 と い
う 。)若 し く は 障 害 者 支 援 施 設 (以 下「 指 定 障 害 者 支 援 施 設 」と い う 。)か ら 当 該 指 定 に 係
る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス (以 下「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 」と い う 。)を 受 け た と き 、又 は の ぞ
み の 園 か ら 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 受 け た と き は 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当
該 支 給 決 定 障 害 者 等 に 対 し 、 当 該 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 又 は 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス (支
給 量 の 範 囲 内 の も の に 限 る 。 以 下 「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 」 と い う 。 )に 要 し た 費 用
(食 事 の 提 供 に 要 す る 費 用 、 居 住 若 し く は 滞 在 に 要 す る 費 用 そ の 他 の 日 常 生 活 に 要 す る
費 用 又 は 創 作 的 活 動 若 し く は 生 産 活 動 に 要 す る 費 用 の う ち 主 務 省 令 で 定 め る 費 用 (以 下
「 特 定 費 用 」 と い う 。 )を 除 く 。)に つ い て 、 介 護 給 付 費 又 は 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 す る。 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1112   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 34条 第1
項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第34条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 ) 
第34条  市 町 村 は 、施 設 入 所 支 援 、共 同 生 活 援 助 そ の 他 の 政 令 で 定 め る 障 害 福 祉 サ ー ビス

(以 下 こ の 項 に お い て「 特 定 入 所 等 サ ー ビ ス 」と い う 。)に 係 る 支 給 決 定 を 受 け た 障 害 者
の う ち 所 得 の 状 況 そ の 他 の 事 情 を し ん 酌 し て 主 務 省 令 で 定 め る も の (以 下 こ の 項 及 び 次
条 第1項 に お い て「 特 定 障 害 者 」と い う 。)が 、支 給 決 定 の 有 効 期 間 内 に お い て 、指 定 障
害 者 支 援 施 設 若 し く は の ぞ み の 園 (以 下 「 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 」 と い う 。 )に 入 所 し 、
又 は 共 同 生 活 援 助 を 行 う 住 居 に 入 居 し て 、当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 又 は 指 定 障 害 福祉
サ ー ビ ス 事 業 者 か ら 特 定 入 所 等 サ ー ビ ス を 受 け た と き は 、当 該 特 定 障 害 者 に 対 し 、当 該
指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 又 は 共 同 生 活 援 助 を 行 う 住 居 に お け る 食 事 の 提 供 に 要 し た 費 用
又 は 居 住 に 要 し た 費 用 (同 項 に お い て「 特 定 入 所 等 費 用 」と い う 。)に つ い て 、政 令 で 定
め る と こ ろ に よ り 、 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 を 支 給 す る 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1113   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 35条 第1
項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第35条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 ) 
第35条  市 町 村 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、特 定 障 害 者 に

対 し 、当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 若 し く は 基 準 該 当 施 設 又 は 共 同 生 活 援 助 を 行 う 住 居に
お け る 特 定 入 所 等 費 用 に つ い て 、政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付
費 を 支 給 す る こ と が で き る 。  
(1) 特 定 障 害 者 が 、第 20条 第 1項 の 申 請 を し た 日 か ら 当 該 支 給 決 定 の 効 力 が 生 じ た 日 の

前 日 ま で の 間 に 、緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 を 受 け
た と き 。  

(2) 特 定 障 害 者 が 、 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 受 け た と き 。  
2 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 主

務 省 令 で 定 め る 。  
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ID: 1114   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
自 立 支 援 医 療 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 58条 第1
項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第58条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (自 立 支 援 医 療 費 の 支 給 ) 
第58条  市 町 村 等 は 、支 給 認 定 に 係 る 障 害 者 等 が 、支 給 認 定 の 有 効 期 間 内 に お い て 、第 54

条 第 2項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 か ら 当 該 指 定 に 係 る 自 立 支 援 医
療 (以 下「 指 定 自 立 支 援 医 療 」と い う 。)を 受 け た と き は 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ
り 、当 該 支 給 認 定 障 害 者 等 に 対 し 、当 該 指 定 自 立 支 援 医 療 に 要 し た 費 用 に つ い て 、自立
支 援 医 療 費 を 支 給 す る 。  
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ID: 1115   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
療 養 介 護 医 療 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 70条 第1
項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第70条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (療 養 介 護 医 療 費 の 支 給 ) 
第70条  市 町 村 は 、介 護 給 付 費 (療 養 介 護 に 係 る も の に 限 る 。)に 係 る 支 給 決 定 を 受 け た 障

害 者 が 、支 給 決 定 の 有 効 期 間 内 に お い て 、指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等 か ら 当 該 指 定
に 係 る 療 養 介 護 医 療 を 受 け た と き は 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 支 給 決 定 に
係 る 障 害 者 に 対 し 、当 該 療 養 介 護 医 療 に 要 し た 費 用 に つ い て 、療 養 介 護 医 療 費 を 支 給 す
る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
40日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1116   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
基 準 該 当 療 養 介 護 医 療 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 71条 第1
項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第71条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (基 準 該 当 療 養 介 護 医 療 費 の 支 給 ) 
第71条  市 町 村 は 、特 例 介 護 給 付 費 (療 養 介 護 に 係 る も の に 限 る 。)に 係 る 支 給 決 定 を 受 け

た 障 害 者 が 、 基 準 該 当 事 業 所 又 は 基 準 該 当 施 設 か ら 当 該 療 養 介 護 医 療 (以 下 「 基 準 該 当
療 養 介 護 医 療 」と い う 。)を 受 け た と き は 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 支 給 決
定 に 係 る 障 害 者 に 対 し 、当 該 基 準 該 当 療 養 介 護 医 療 に 要 し た 費 用 に つ い て 、基 準 該 当 療
養 介 護 医 療 費 を 支 給 す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
40日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1120   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
食 事 療 養 減 額 認 定 証 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第26条 の3第5項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第26条 の3第5項 の 規 定 に よ る 。  
 (食 事 療 養 標 準 負 担 額 の 減 額 に 係 る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 ) 
第26条 の 3 
5 世 帯 主 又 は 組 合 員 は 、 食 事 療 養 減 額 認 定 証 を 破 り 、 汚 し 、 又 は 失 つ た と き は 、 直 ち に

申 請 書 を 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 又 は 組 合 に 提 出 し て 、そ の 再 交 付 を 申 請 しな
け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1125   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
児 童 扶 養 手 当 の 増 額 改 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 扶 養 手 当 法  第 8条 第1項  

法 令 番 号 昭 和36年 法 律 第238号  

【基準】 

 法 第8条 の 規 定 に よ る 。  
 (手 当 の 額 の 改 定 時 期 ) 
第 8条  手 当 の 支 給 を 受 け て い る 者 に つ き 、 新 た に 監 護 等 児 童 が あ る に 至 つ た 場 合 に お け

る 手 当 の 額 の 改 定 は 、そ の 者 が そ の 改 定 後 の 額 に つ き 認 定 の 請 求 を し た 日 の 属 す る 月の
翌 月 か ら 行 う 。  

2 前 条 第 2項 の 規 定 は 、 前 項 の 改 定 に つ い て 準 用 す る 。  
3 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 者 に つ き 、 監 護 等 児 童 の 数 が 減 じ た 場 合 に お け る 手 当 の 額 の

改 定 は 、 そ の 減 じ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 か ら 行 う 。  
 

標 準 処 理 期

間 
5日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1131   

担当部署 : 教育委員会事務局  学校教育課  

処 分 の 概

要 
小 学 校 、 中 学 校 等 へ の 就 学 義 務 の 猶 予 又 は 免 除  

法 令 名 

根 拠 条 項 
学 校 教 育 法  第 18条  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第26号  

【基準】 

 法 第18条 及 び 省 令 第 34条 の 規 定 に よ る 。  
第18条  前 条 第 1項 又 は 第 2項 の 規 定 に よ つ て 、 保 護 者 が 就 学 さ せ な け れ ば な ら な い 子 (以

下 そ れ ぞ れ「 学 齢 児 童 」又 は「 学 齢 生 徒 」と い う 。)で 、病 弱 、発 育 不 完 全 そ の 他 や む を
得 な い 事 由 の た め 、就 学 困 難 と 認 め ら れ る 者 の 保 護 者 に 対 し て は 、市 町 村 の 教 育 委 員 会
は 、文 部 科 学 大 臣 の 定 め る と こ ろ に よ り 、同 条 第1項 又 は 第 2項 の 義 務 を 猶 予 又 は 免 除 す
る こ と が で き る 。  

 
 省 令 第34条  
第34条  学 齢 児 童 又 は 学 齢 生 徒 で 、学 校 教 育 法 第18条 に 掲 げ る 事 由 が あ る と き は 、そ の 保

護 者 は 、就 学 義 務 の 猶 予 又 は 免 除 を 市 町 村 の 教 育 委 員 会 に 願 い 出 な け れ ば な ら な い 。こ
の 場 合 に お い て は 、当 該 市 町 村 の 教 育 委 員 会 の 指 定 す る 医 師 そ の 他 の 者 の 証 明 書 等 その
事 由 を 証 す る に 足 る 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1132   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 51条 の 2第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第51条 の2第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第51条 の 2 市 町 村 は 、 要 介 護 被 保 険 者 の 介 護 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 額 (前 条 第 1項 の 高 額 介

護 サ ー ビ ス 費 が 支 給 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 支 給 額 に 相 当 す る 額 を 控 除 し て 得 た
額 )及 び 当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 係 る 健 康 保 険 法 第 115条 第 1項 に 規 定 す る 一 部 負 担 金 等 の
額 (同 項 の 高 額 療 養 費 が 支 給 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 支 給 額 に 相 当 す る 額 を 控 除 し
て 得 た 額 )そ の 他 の 医 療 保 険 各 法 又 は 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 (昭 和 57年 法 律
第 80号 )に 規 定 す る こ れ に 相 当 す る 額 と し て 政 令 で 定 め る 額 の 合 計 額 が 、 著 し く 高 額 で
あ る と き は 、 当 該 要 介 護 被 保 険 者 に 対 し 、 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 1133   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 61条 の 2第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第61条 の2第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 の 支 給 ) 
第61条 の 2 市 町 村 は 、 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 の 介 護 予 防 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 額 (前 条 第 1項

の 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 が 支 給 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、当 該 支 給 額 に 相 当 す る 額 を控
除 し て 得 た 額 )及 び 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 係 る 健 康 保 険 法 第 115条 第1項 に 規 定 す る
一 部 負 担 金 等 の 額 (同 項 の 高 額 療 養 費 が 支 給 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 支 給 額 に 相 当
す る 額 を 控 除 し て 得 た 額 )そ の 他 の 医 療 保 険 各 法 又 は 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律
に 規 定 す る こ れ に 相 当 す る 額 と し て 政 令 で 定 め る 額 の 合 計 額 が 、著 し く 高 額 で あ る とき
は 、 当 該 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 に 対 し 、 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 1208   

担当部署 : 企画課  

処 分 の 概

要 
地 域 再 生 推 進 法 人 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 域 再 生 法  第 19条 第 1項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第24号  

【基準】 

 法 第19条 の 規 定 に よ る 。  
 (地 域 再 生 推 進 法 人 の 指 定 ) 
第 19条  地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 2条 第 2項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利

活 動 法 人 、一 般 社 団 法 人 若 し く は 一 般 財 団 法 人 そ の 他 の 営 利 を 目 的 と し な い 法 人 又 は地
域 再 生 の 推 進 を 図 る 活 動 を 行 う こ と を 目 的 と す る 会 社 で あ っ て 、次 条 に 規 定 す る 業 務を
適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で き る と 認 め ら れ る も の を 、そ の 申 請 に よ り 、地 域 再 生 推 進
法 人 (以 下 「 推 進 法 人 」 と い う 。 )と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

2 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た と き は 、 当 該 推 進 法 人 の 名 称 、 住
所 及 び 事 務 所 の 所 在 地 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

3 推 進 法 人 は 、 そ の 名 称 、 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か
じ め 、 そ の 旨 を 地 方 公 共 団 体 の 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

4 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 項 を
公 示 し な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 1210   

担当部署 : 水道課  

処 分 の 概

要 
給 水 開 始 前 の 水 質 検 査 及 び 施 設 検 査 (法 第48条 の2第 1項 に お け る 読 替 え ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
水 道 法  第13条 第1項  

法 令 番 号 昭 和32年 法 律 第177号  

【基準】 

 法 第13条 の 規 定 に よ る 。  
(給 水 開 始 前 の 届 出 及 び 検 査 ) 

第13条  水 道 事 業 者 は 、配 水 施 設 以 外 の 水 道 施 設 又 は 配 水 池 を 新 設 し 、増 設 し 、又 は 改 造
し た 場 合 に お い て 、そ の 新 設 、増 設 又 は 改 造 に 係 る 施 設 を 使 用 し て 給 水 を 開 始 し よ う と
す る と き は 、あ ら か じ め 、国 土 交 通 大 臣 に そ の 旨 を 届 け 出 て 、か つ 、環 境 省 令 の 定 め る
と こ ろ に よ り 水 質 検 査 を 行 い 、及 び 国 土 交 通 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 施 設 検 査 を 行わ
な け れ ば な ら な い 。  

2 水 道 事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 水 質 検 査 及 び 施 設 検 査 を 行 つ た と き は 、 こ れ に 関 す
る 記 録 を 作 成 し 、 そ の 検 査 を 行 つ た 日 か ら 起 算 し て 5年 間 、 こ れ を 保 存 し な け れ ば な ら
な い 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1211   

担当部署 : 水道課  

処 分 の 概

要 
工 事 設 計 の 確 認 (法 第48条 の 2第1項 に お け る 読 替 え ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
水 道 法  第32条  

法 令 番 号 昭 和32年 法 律 第177号  

【基準】 

 法 第32条 及 び 第33条 の 規 定 に よ る 。  
 (確 認) 
第32条  専 用 水 道 の 布 設 工 事 を し よ う と す る 者 は 、そ の 工 事 に 着 手 す る 前 に 、当 該 工 事の

設 計 が 第 5条 の 規 定 に よ る 施 設 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と に つ い て 、 都 道 府 県 知 事
の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
(確 認 の 申 請) 

第33条  前 条 の 確 認 の 申 請 を す る に は 、申 請 書 に 、工 事 設 計 書 そ の 他 国 土 交 通 省 令 で 定め
る 書 類 (図 面 を 含 む 。 )を 添 え て 、 こ れ を 都 道 府 県 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 者 の 住 所 及 び 氏 名 (法 人 又 は 組 合 に あ つ て は 、主 た る 事 務 所 の 所 在 地 及 び 名 称

並 び に 代 表 者 の 氏 名 ) 
(2) 水 道 事 務 所 の 所 在 地  

3 専 用 水 道 の 設 置 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 申 請 書 の 記 載 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は 、 速 や
か に 、 そ の 旨 を 都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

4 第 1項 の 工 事 設 計 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 1日 最 大 給 水 量 及 び1日 平 均 給 水 量  
(2) 水 源 の 種 別 及 び 取 水 地 点  
(3) 水 源 の 水 量 の 概 算 及 び 水 質 試 験 の 結 果  
(4) 水 道 施 設 の 概 要  
(5) 水 道 施 設 の 位 置 (標 高 及 び 水 位 を 含 む 。 )、 規 模 及 び 構 造  
(6) 浄 水 方 法  
(7) 工 事 の 着 手 及 び 完 了 の 予 定 年 月 日  
(8) そ の 他 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 事 項  

5 都 道 府 県 知 事 は 、 第 1項 の 申 請 を 受 理 し た 場 合 に お い て 、 当 該 工 事 の 設 計 が 第 5条 の 規
定 に よ る 施 設 基 準 に 適 合 す る こ と を 確 認 し た と き は 、申 請 者 に そ の 旨 を 通 知 し 、適 合 し
な い と 認 め た と き 、又 は 申 請 書 の 添 付 書 類 に よ つ て は 適 合 す る か し な い か を 判 断 す るこ
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と が で き な い と き は 、そ の 適 合 し な い 点 を 指 摘 し 、又 は そ の 判 断 す る こ と が で き な い 理
由 を 付 し て 、 申 請 者 に そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

6 前 項 の 通 知 は 、第 1項 の 申 請 を 受 理 し た 日 か ら 起 算 し て 30日 以 内 に 、書 面 を も つ て し な
け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
申 請 を 受 理 し た 日 か ら 起 算 し て30日 以 内(法 第33条 第 6項) 

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1283   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
高 額 介 護 合 算 療 養 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法  第 57条 の3第 1項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第192号  

【基準】 

 法 第57条 の3第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (高 額 介 護 合 算 療 養 費 ) 
第57条 の 3 市 町 村 及 び 組 合 は 、 一 部 負 担 金 等 の 額 (前 条 第 1項 の 高 額 療 養 費 が 支 給 さ れ る

場 合 に あ つ て は 、 当 該 支 給 額 に 相 当 す る 額 を 控 除 し て 得 た 額 )並 び に 介 護 保 険 法 第 51条
第 1項 に 規 定 す る 介 護 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 額 (同 項 の 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 が 支 給 さ れ る
場 合 に あ つ て は 、当 該 支 給 額 を 控 除 し て 得 た 額 )及 び 同 法 第61条 第 1項 に 規 定 す る 介 護予
防 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 額 (同 項 の 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 が 支 給 さ れ る 場 合 に あ つ て
は 、 当 該 支 給 額 を 控 除 し て 得 た 額 )の 合 計 額 が 著 し く 高 額 で あ る と き は 、 世 帯 主 又 は 組
合 員 に 対 し 、高 額 介 護 合 算 療 養 費 を 支 給 す る 。た だ し 、当 該 一 部 負 担 金 等 の 額 に 係 る療
養 の 給 付 、保 険 外 併 用 療 養 費 の 支 給 、療 養 費 の 支 給 、訪 問 看 護 療 養 費 の 支 給 若 し く は特
別 療 養 費 の 支 給 又 は 第 56条 第2項 の 規 定 に よ る 差 額 の 支 給 を 受 け な か つ た と き は 、 こ の
限 り で な い 。  

2 前 条 第 2項 の 規 定 は 、 高 額 介 護 合 算 療 養 費 の 支 給 に つ い て 準 用 す る 。  
 
 国 民 健 康 保 険 に お け る 高 額 介 護 合 算 療 養 費 の 支 給 等 の 事 務 の 取 扱 い に つ い て (平 成 21年

4月3日 保 国 発 第 0403002号 )参 照  

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1284   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
被 保 険 者 証 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第7条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第7条 の 規 定 に よ る 。  
(被 保 険 者 証 の 再 交 付 及 び 返 還 ) 

第 7条  世 帯 主 は 、 そ の 世 帯 に 属 す る 被 保 険 者 に 係 る 被 保 険 者 証 を 破 り 、 汚 し 、 又 は 失 つ
た と き は 、 直 ち に 、 第 1号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る
市 町 村 に 提 出 し 、第 2号 に 掲 げ る 書 類 (当 該 申 請 書 に 被 保 険 者 の 個 人 番 号 を 記 載 し な い 場
合 に 限 る 。 )を 提 示 し て 、 そ の 再 交 付 を 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 次 に 掲 げ る 事 項  

イ  被 保 険 者 の 氏 名 及 び 生 年 月 日  
ロ  被 保 険 者 の 個 人 番 号 又 は 被 保 険 者 記 号 ・ 番 号  
ハ  再 交 付 申 請 の 理 由  

(2) 世 帯 主 の 氏 名 及 び 生 年 月 日 又 は 住 所 (以 下 こ の 条 に お い て 「 個 人 識 別 事 項 」 と い
う 。 )が 記 載 さ れ た 書 類 で あ つ て 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の  
イ  個 人 番 号 カ ー ド (行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に

関 す る 法 律 第 2条 第 7項 に 規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド を い う 。 以 下 同 じ 。 )又 は 行 政 手
続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 (平 成
26年 内 閣 府 ・ 総 務 省 令 第3号 )第1条 第1号 に 掲 げ る 書 類  

ロ  イ に 掲 げ る も の の ほ か 、官 公 署 か ら 発 行 さ れ 、又 は 発 給 さ れ た 書 類 そ の 他 こ れ に
類 す る 書 類 で あ つ て 、写 真 の 表 示 そ の 他 の 当 該 書 類 に 施 さ れ た 措 置 に よ つ て 、当 該
世 帯 主 が 当 該 書 類 に 記 載 さ れ た 個 人 識 別 事 項 に よ り 識 別 さ れ る 特 定 の 個 人 と 同 一
の 者 で あ る こ と を 確 認 す る こ と が で き る も の と し て 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市
町 村 が 適 当 と 認 め る も の  

ハ  イ 及 び ロ に 掲 げ る も の の ほ か 、介 護 保 険 の 被 保 険 者 証 、児 童 扶 養 手 当 証 書 若 し く
は 特 別 児 童 扶 養 手 当 証 書 又 は 官 公 署 か ら 発 行 さ れ 、若 し く は 発 給 さ れ た 書 類 そ の 他
こ れ に 類 す る 書 類 で あ つ て 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 が 適 当 と 認 め る も の
の う ち2以 上 の 書 類  
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2 被 保 険 者 証 を 破 り 、 又 は 汚 し た 場 合 の 前 項 の 申 請 に は 、 同 項 の 申 請 書 に 、 そ の 被 保 険
者 証 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

3 世 帯 主 は 、 被 保 険 者 証 の 再 交 付 を 受 け た 後 、 失 つ た 被 保 険 者 証 を 発 見 し た と き は 、 直
ち に 、発 見 し た 被 保 険 者 証 を 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 に 返 還 し な け れ ば な らな
い 。  

4 世 帯 主 以 外 の 者 が 世 帯 主 を 代 理 し て 第 1項 の 申 請 を す る 場 合 に は 、 同 項 第 1号 に 掲 げ る
事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 に 提 出 し 、当 該 世 帯 主 以 外の
者 の 個 人 識 別 事 項 が 記 載 さ れ た 書 類 で あ つ て 、 当 該 世 帯 主 以 外 の 者 に 係 る 同 項 第 2号 イ
か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当 す る も の (当 該 申 請 書 に 被 保 険 者 の 個 人 番 号 を 記 載 し な い
場 合 に 限 る 。)を 提 示 し て 、そ の 再 交 付 を 申 請 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、
当 該 世 帯 主 以 外 の 者 は 、当 該 申 請 書 に 、当 該 世 帯 主 以 外 の 者 の 個 人 識 別 事 項 が 記 載 され
た 書 類 で あ つ て 、当 該 個 人 識 別 事 項 に よ り 識 別 さ れ る 特 定 の 個 人 が 世 帯 主 の 依 頼 に より
又 は 法 令 の 規 定 に よ り 世 帯 主 の 代 理 人 と し て 再 交 付 の 申 請 を す る こ と を 証 明 す る も の
と し て 次 に 掲 げ る い ず れ か の 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  
(1) 世 帯 主 の 代 理 人 と し て 再 交 付 を 申 請 す る 者 が 法 定 代 理 人 で あ る 場 合 に は 、 戸 籍 謄

本 そ の 他 そ の 資 格 を 証 明 す る 書 類  
(2) 世 帯 主 の 代 理 人 と し て 再 交 付 を 申 請 す る 者 が 法 定 代 理 人 以 外 の 者 で あ る 場 合 に

は 、 委 任 状  
(3) 前 2号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え る こ と が 困 難 で あ る 場 合 に は 、官 公 署 か ら 世 帯 主 に 対 し

1に 限 り 発 行 さ れ 、 又 は 発 給 さ れ た 書 類 そ の 他 の 世 帯 主 の 代 理 人 と し て 再 交 付 の 申 請
を す る こ と を 証 明 す る も の と し て 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 が 適 当 と 認 め る
書 類  

5 前 項 後 段 の 規 定 に か か わ ら ず 、 市 町 村 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 に よ り 証 明 す べ き 事
実 を 公 簿 等 に よ つ て 確 認 す る こ と が で き る と き 又 は 同 項 の 世 帯 主 以 外 の 者 が 当 該 世 帯
主 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 で あ る と き は 、 当 該 書 類 を 省 略 さ せ る こ と が で き る 。  

 
標 準 処 理 期

間 
7日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1285   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
高 齢 受 給 者 証 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第7条 の 4第1項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第7条 の 4第1項 の 規 定 に よ る 。  
(高 齢 受 給 者 証 の 交 付 等 ) 

第7条 の 4 市 町 村 は 、法 第42条 第1項 第3号 又 は 第4号 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 被 保 険 者 の 属
す る 世 帯 の 世 帯 主 (当 該 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 世 帯 主 に 限 る 。)に 対 し 、当 該 被
保 険 者 に 係 る 様 式 第 1号 の2の 2に よ る 被 保 険 者 証 を 交 付 し た 場 合 を 除 き 、様 式 第 1号 の4
又 は 様 式 第1号 の 5に よ る 一 部 負 担 金 の 割 合 を 記 載 し た 証 (以 下「 高 齢 受 給 者 証 」と い う 。)
を 、 有 効 期 限 を 定 め て 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 



law_1285.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1286   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
高 齢 受 給 者 証 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第7条 の 4第4項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第7条 の 4第4項 の 規 定 に よ る 。  
(高 齢 受 給 者 証 の 交 付 等 ) 

第7条 の 4 
4 世 帯 主 は 、 そ の 世 帯 に 属 す る 被 保 険 者 に 係 る 高 齢 受 給 者 証 を 破 り 、 汚 し 、 又 は 失 つ た

と き は 、直 ち に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村に
提 出 し 、第 7条 第1項 第2号 に 掲 げ る 書 類 (当 該 申 請 書 に 被 保 険 者 の 個 人 番 号 を 記 載 し な い
場 合 に 限 る 。 )を 提 示 し て 、 そ の 再 交 付 を 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 被 保 険 者 の 氏 名 及 び 生 年 月 日  
(2) 被 保 険 者 の 個 人 番 号 又 は 被 保 険 者 記 号 ・ 番 号  
(3) 再 交 付 申 請 の 理 由  

 

標 準 処 理 期

間 
7日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1287   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 定 疾 病 受 療 証 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第27条 の13第8項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第27条 の13第8項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 疾 病 に 係 る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 ) 
第27条 の 13 
8 世 帯 主 又 は 組 合 員 は 、 特 定 疾 病 受 療 証 を 破 り 、 汚 し 、 又 は 失 つ た と き は 、 直 ち に 申 請

書 を 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 又 は 組 合 に 提 出 し て 、そ の 再 交 付 を 申 請 し な けれ
ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
7日  

備

考 
 



law_1287.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1288   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
限 度 額 適 用 認 定 証 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第27条 の14の2第 2項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第27条 の14の2第2項 の 規 定 に よ る 。  
(令 第29条 の4第 1項 第1号 又 は 第2号 の 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 ) 

第27条 の 14の2 
2 市 町 村 又 は 組 合 は 、認 定 を 受 け た 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 で あ つ て 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ る 限 度 額 適 用 認 定 証 (以 下
こ の 条 に お い て 「 限 度 額 適 用 認 定 証 」 と い う 。 )の 交 付 を 受 け よ う と す る も の か ら 申 請
書 の 提 出 が あ つ た と き は 、限 度 額 適 用 認 定 証 を 、当 該 世 帯 主 又 は 組 合 員 に 交 付 し な け れ
ば な ら な い 。た だ し 、当 該 被 保 険 者 が 減 額 認 定 証 の 交 付 を 受 け て お り 、市 町 村 又 は 組合
が 当 該 減 額 認 定 証 に 限 度 額 適 用 認 定 証 を 兼 ね る 旨 を 明 記 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い。 
(1) 市 町 村  様 式 第 1号 の8に よ る 限 度 額 適 用 認 定 証  
(2) 組 合  様 式 第 1号 の8の 2に よ る 限 度 額 適 用 認 定 証  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1289   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
限 度 額 適 用 認 定 証 の 再 交 付 (第26条 の3第 5項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第27条 の14の2第 5項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第27条 の14の2第5項 及 び 準 用 す る 省 令 第26条 の3第5項 の 規 定 に よ る 。  
(令 第29条 の4第 1項 第1号 又 は 第2号 の 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 ) 

第27条 の 14の2 
5 第 7条 の2(第 3項 た だ し 書 を 除 く 。)及 び 第26条 の 3第5項 か ら 第 8項 ま で の 規 定 は 、限 度

額 適 用 認 定 証 に つ い て 準 用 す る 。  
 
 (食 事 療 養 標 準 負 担 額 の 減 額 に 係 る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 ) 
第26条 の 3 
5 世 帯 主 又 は 組 合 員 は 、 食 事 療 養 減 額 認 定 証 を 破 り 、 汚 し 、 又 は 失 つ た と き は 、 直 ち に

申 請 書 を 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 又 は 組 合 に 提 出 し て 、そ の 再 交 付 を 申 請 しな
け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
7日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1291   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 別 療 養 証 明 書 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第28条 第2項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第28条 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 別 療 養 給 付 の 申 請 ) 
第28条  
2 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 市 町 村 又 は 組 合 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

区 分 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ る 特 別 療 養 証 明 書 (以 下 こ の 条 に お い て 「 特
別 療 養 証 明 書 」と い う 。)を 、遅 滞 な く 、前 項 の 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 に 交
付 し な け れ ば な ら な い 。た だ し、前 項 の 者 が 被 保 険 者 の 資 格 を 喪 失 し た 際 そ の 世 帯 主又
は 組 合 員 が 前 項 の 者 に 係 る 被 保 険 者 資 格 証 明 書 の 交 付 を 受 け て い た 場 合 は 、こ の 限 りで
な い 。  
(1) 市 町 村  様 式 第 2に よ る 特 別 療 養 証 明 書  
(2) 組 合  様 式 第 2の 2に よ る 特 別 療 養 証 明 書  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1292   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 別 療 養 証 明 書 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第28条 第6項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第28条 第6項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 別 療 養 給 付 の 申 請 ) 
第28条  
6 世 帯 主 又 は 組 合 員 は 、 特 別 療 養 証 明 書 を 破 り 、 汚 し 、 又 は 失 つ た と き は 、 直 ち に 申 請

書 を 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 又 は 組 合 に 提 出 し て 、そ の 再 交 付 を 申 請 し な けれ
ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
7日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1293   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 別 障 害 者 手 当 の 受 給 資 格 の 再 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法 律  第 26条 の 5 

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第134号  

【基準】 

 法 第26条 の5に お い て 準 用 す る 法 第 5条 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (認 定) 
第5条  
2 前 項 の 認 定 を 受 け た 者 が 、 手 当 の 支 給 要 件 に 該 当 し な く な つ た 後 再 び そ の 要 件 に 該 当

す る に 至 つ た 場 合 に お い て 、そ の 該 当 す る に 至 つ た 後 の 期 間 に 係 る 手 当 の 支 給 を 受 けよ
う と す る と き も 、 同 項 と 同 様 と す る 。  

 
 障 害 児 童 福 祉 手 当 及 び 特 別 障 害 者 手 当 の 障 害 程 度 認 定 基 準 に つ い て (昭 和60年12月28日

社 更 第162号)参 照  

標 準 処 理 期

間 
20日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1340   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
沿 道 整 備 推 進 機 構 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
幹 線 道 路 の 沿 道 の 整 備 に 関 す る 法 律  第 13条 の2第 1項  

法 令 番 号 昭 和55年 法 律 第34号  

【基準】 

 法 第13条 の2第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (沿 道 整 備 推 進 機 構 の 指 定 ) 
第13条 の 2 市 町 村 長 は 、 一 般 社 団 法 人 又 は 一 般 財 団 法 人 で あ つ て 、 次 条 に 規 定 す る 業 務

を 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で き る と 認 め ら れ る も の を 、そ の 申 請 に よ り 、沿 道 整 備 推
進 機 構 (以 下 「 機 構 」 と い う 。 )と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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law_1340.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1455   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
一 般 廃 棄 物 収 集 ・ 運 搬 業 の 許 可 の 更 新  

法 令 名 

根 拠 条 項 
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律  第 7条 第2項  

法 令 番 号 昭 和45年 法 律 第137号  

【基準】 

 法 第7条 第 2項 の 規 定 に よ る 。  
 (一 般 廃 棄 物 処 理 業 ) 
第7条   
2 前 項 の 許 可 は 、1年 を 下 ら な い 政 令 で 定 め る 期 間 ご と に そ の 更 新 を 受 け な け れ ば 、その

期 間 の 経 過 に よ つ て 、 そ の 効 力 を 失 う 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1456   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
一 般 廃 棄 物 処 分 業 の 許 可 の 更 新  

法 令 名 

根 拠 条 項 
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律  第 7条 第7項  

法 令 番 号 昭 和45年 法 律 第137号  

【基準】 

 法 第7条 第 7項 の 規 定 に よ る 。  
 (一 般 廃 棄 物 処 理 業 ) 
第7条   
7 前 項 の 許 可 は 、1年 を 下 ら な い 政 令 で 定 め る 期 間 ご と に そ の 更 新 を 受 け な け れ ば 、その

期 間 の 経 過 に よ つ て 、 そ の 効 力 を 失 う 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1530   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
介 護 給 付 費 等 の 負 担 額 の 特 例 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 31条  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第31条 の 規 定 に よ る 。   
 (介 護 給 付 費 等 の 額 の 特 例 ) 
第31条  市 町 村 が 、災 害 そ の 他 の 主 務 省 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 が あ る こ と に よ り 、障 害福

祉 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 を 負 担 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め た 支 給 決 定 障 害 者 等 が 受
け る 介 護 給 付 費 又 は 訓 練 等 給 付 費 の 支 給 に つ い て 第 29条 第 3項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に
お い て は 、 同 項 第 2号 中 「 額 )」 と あ る の は 、「 額 )の 範 囲 内 に お い て 市 町 村 が 定 め る 額 」
と す る 。  

2 前 項 に 規 定 す る 支 給 決 定 障 害 者 等 が 受 け る 特 例 介 護 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 の 支
給 に つ い て 前 条 第 3項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 同 項 中 「 を 控 除 し て 得 た 額 を
基 準 と し て 、 市 町 村 が 定 め る 」 と あ る の は 、「 の 範 囲 内 に お い て 市 町 村 が 定 め る 額 を 控
除 し て 得 た 額 と す る 」 と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1539   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 定 疾 病 給 付 対 象 療 養 に 係 る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 令  第29条 の2第7項  

法 令 番 号 昭 和33年 政 令 第362号  

【基準】 

 政 令 第29条 の2第7項 の 規 定 に よ る 。  
 (月 間 の 高 額 療 養 費 の 支 給 要 件 及 び 支 給 額 ) 
第29条 の 2 
7 被 保 険 者 が 特 定 疾 病 給 付 対 象 療 養 (特 定 給 付 対 象 療 養 (当 該 被 保 険 者 が 次 項 の 規 定 に よ

る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 を 受 け た 場 合 に お け る 同 項 に 規 定 す る 療 養 を 除 く 。 )の う ち 健
康 保 険 法 施 行 令 第 41条 第 7項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 医 療 に 関 す る 給 付 が 行 わ
れ る べ き も の を い う 。 第29条 の 3第8項 に お い て 同 じ 。 )を 受 け た 場 合 に お い て 、 当 該 特
定 疾 病 給 付 対 象 療 養 を 受 け た 被 保 険 者 が 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 市 町 村 又
は 組 合 の 認 定 を 受 け た も の で あ り 、か つ 、当 該 被 保 険 者 が 同 一 の 月 に そ れ ぞ れ 一 の 病院
等 か ら 受 け た 当 該 特 定 疾 病 給 付 対 象 療 養 に 係 る 第 1項 第 1号 イ か ら ヌ ま で に 掲 げ る 額 が
高 額 療 養 費 算 定 基 準 額 を 超 え る と き は 、当 該 同 号 イ か ら ヌ ま で に 掲 げ る 額 か ら 高 額 療養
費 算 定 基 準 額 を 控 除 し た 額 を 高 額 療 養 費 と し て 支 給 す る 。  

 
 省 令 第27条 の12の2第1項 及 び 第 2項 の 規 定 に よ る 。  

(特 定 疾 病 給 付 対 象 療 養 に 係 る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 ) 
第 27条 の 12の 2 令 第 29条 の 2第 7項 の 規 定 に よ る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 (以 下 こ の 条 に お

い て「 認 定 」と い う 。)を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 は 、
次 に 掲 げ る 事 項 を 、 健 康 保 険 法 施 行 令 (大 正 15年 勅 令 第 243号 )第 41条 第 7項 に 規 定 す る
厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 医 療 に 関 す る 給 付 の 実 施 機 関 (以 下 こ の 条 に お い て 「 実 施 機 関 」
と い う 。 )を 経 由 し て 、 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 又 は 組 合 に 申 し 出 な け れ ば な
ら な い 。  
(1) 認 定 を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 の 氏 名 、 生 年 月 日 及 び 個 人 番 号  
(2) 認 定 を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 が 受 け る べ き 健 康 保 険 法 施 行 令 第 41条 第 7項 に 規

定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 医 療 に 関 す る 給 付 の 名 称  
(3) 被 保 険 者 記 号 ・ 番 号  
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2 認 定 を 受 け よ う と す る 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 は 、 前 項 の 申 出 の 際
に 、令 第 29条 の3第1項 各 号 又 は 第4項 各 号 に 掲 げ る 場 合 の い ず れ か に 該 当 し て い る 旨を
証 す る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、市 町 村 又 は 組 合 は 、当 該 事 実 を 公 簿等
又 は そ の 写 し に よ つ て 確 認 す る こ と が で き る と き は 、当 該 書 類 を 省 略 さ せ る こ と が でき
る 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1568   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
負 担 限 度 額 認 定 証 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 

介 護 保 険 法 施 行 規 則  第 83条 の 6第 7項 (第 97条 の 4及 び 第 172条 の 2に お い て
準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 

法 令 番 号 平 成11年 厚 生 省 令 第36号  

【基準】 

 省 令 第83条 の6第7項 の 規 定 に よ る 。  
(特 定 入 所 者 の 負 担 限 度 額 に 係 る 市 町 村 の 認 定 ) 

第83条 の 6 
7 要 介 護 被 保 険 者 は 、認 定 証 を 破 り 、汚 し 、又 は 失 っ た と き は 、直 ち に 、第1号 に 掲 げ る

事 項 (第2号 に 掲 げ る 書 類 を 提 示 す る 場 合 に は 、第1号 イ 及 び ハ に 掲 げ る 事 項 )を 記 載 し た
申 請 書 を 市 町 村 に 提 出 し て 、 そ の 再 交 付 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
(1) 次 に 掲 げ る 事 項  

イ  氏 名 、 生 年 月 日 及 び 住 所  
ロ  個 人 番 号  
ハ  再 交 付 申 請 の 理 由  

(2) 個 人 識 別 事 項 が 記 載 さ れ た 書 類 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も の の い ず れ か に 該 当 す る
も の  
イ  個 人 番 号 カ ー ド 又 は 番 号 利 用 法 施 行 規 則 第1条 第 1項 第1号 に 掲 げ る 書 類  
ロ  イ に 掲 げ る も の の ほ か 、官 公 署 か ら 発 行 さ れ 、又 は 発 給 さ れ た 書 類 そ の 他 こ れ に

類 す る 書 類 で あ っ て 、写 真 の 表 示 そ の 他 の 当 該 書 類 に 施 さ れ た 措 置 に よ っ て 、当 該
申 請 を 行 う 要 介 護 被 保 険 者 が 当 該 書 類 に 記 載 さ れ た 個 人 識 別 事 項 に よ り 識 別 さ れ
る 特 定 の 個 人 と 同 一 の 者 で あ る こ と を 確 認 す る こ と が で き る も の と し て 市 町 村 長
が 適 当 と 認 め る も の  

ハ  イ 及 び ロ に 掲 げ る も の の ほ か 、 番 号 利 用 法 施 行 規 則 第 2条 第 3項 第 1号 に 掲 げ る 書
類 又 は 官 公 署 か ら 発 行 さ れ 、若 し く は 発 給 さ れ た 書 類 そ の 他 こ れ に 類 す る 書 類 で あ
っ て 市 町 村 長 が 適 当 と 認 め る も の の う ち 2以 上 の 書 類  
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ID: 1571   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
特 定 入 所 者 の 負 担 限 度 額 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 

介 護 保 険 法 施 行 規 則  第 83条 の 6第 1項 (第 97条 の 4及 び 第 172条 の 2に お い て
準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 

法 令 番 号 平 成11年 厚 生 省 令 第36号  

【基準】 

 省 令 第83条 の6第1項 の 規 定 に よ る 。   
(特 定 入 所 者 の 負 担 限 度 額 に 係 る 市 町 村 の 認 定 ) 

第 83条 の 6 前 条 の 規 定 に よ る 市 町 村 の 認 定 (以 下 こ の 条 に お い て 「 認 定 」 と い う 。 )を 受
け よ う と す る 要 介 護 被 保 険 者 は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 市 町 村 に 提 出 しな
け れ ば な ら な い 。  
(1) 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 旨  
(2) 氏 名 、 生 年 月 日 、 住 所 及 び 個 人 番 号  
(3) 指 定 施 設 サ ー ビ ス 等 又 は 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 を 受 け て い

る 場 合 に あ っ て は 、当 該 指 定 施 設 サ ー ビ ス 等 又 は 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者
生 活 介 護 を 受 け て い る 介 護 保 険 施 設 又 は 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 名 称 及 び 所
在 地  

(4) 前 号 の 介 護 保 険 施 設 又 は 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に 入 所 し 、 又 は 入 院 し た 年
月 日  

(5) 被 保 険 者 証 の 番 号  
(6) 特 定 介 護 サ ー ビ ス を 受 け る 日 の 属 す る 年 の 前 年 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 年 金 た る

給 付 の 支 払 を 受 け て い る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 給 付 の 種 別  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 1574   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
負 担 限 度 額 及 び 特 定 負 担 限 度 額 の 差 額 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

介 護 保 険 法 施 行 規 則  第 83条 の 8第 1項 (第 97条 の 4及 び 第 172条 の 2に お い て
準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 

法 令 番 号 平 成11年 厚 生 省 令 第36号  

【基準】 

 省 令 第83条 の8第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 入 所 者 の 負 担 限 度 額 に 関 す る 特 例 ) 
第83条 の 8 市 町 村 は 、 認 定 証 を 特 定 介 護 保 険 施 設 等 に 提 示 で き な か っ た た め に 食 事 の 提

供 に 要 す る 費 用 及 び 居 住 又 は 滞 在 (以 下「 居 住 等 」と い う 。)に 要 す る 費 用 と し て 食 費 の
基 準 費 用 額 (法 第 51条 の 3第 2項 第 1号 に 規 定 す る 食 費 の 基 準 費 用 額 を い う 。 )及 び 居 住 費
の 基 準 費 用 額 (同 項 第 2号 に 規 定 す る 居 住 費 の 基 準 費 用 額 を い う 。 )を 超 え な い 金 額 を 支
払 っ た 要 介 護 被 保 険 者 に つ い て 、そ の 提 示 で き な か っ た こ と が や む を 得 な い も の と 認め
ら れ る 場 合 に 、当 該 金 額 か ら 食 費 の 負 担 限 度 額 (同 項 第1号 に 規 定 す る 食 費 の 負 担 限 度 額
を い う 。第3項 に お い て 同 じ 。)及 び 居 住 費 の 負 担 限 度 額 (法 第51条 の 3第2項 第 2号 に 規 定
す る 居 住 費 の 負 担 限 度 額 を い う 。第3項 に お い て 同 じ 。)を 控 除 し た 額 に 相 当 す る 額 を 特
定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 と し て 支 給 す る こ と が で き る 。  
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ID: 1595   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
複 合 型 サ ー ビ ス に 係 る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 の 公 募 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 78条 の 13第 1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第78条 の13第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (公 募 指 定) 
第 78条 の 13 市 町 村 長 は 、 第 117条 第 1項 の 規 定 に よ り 当 該 市 町 村 が 定 め る 市 町 村 介 護 保

険 事 業 計 画 に お い て 定 め る 当 該 市 町 村 又 は 同 条 第 2項 第 1号 の 規 定 に よ り 当 該 市 町 村 が
定 め る 区 域 に お け る 定 期 巡 回・随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 等 (認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、
地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 及 び 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護
以 外 の 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス で あ っ て 、定 期 巡 回・随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 、小 規 模 多機
能 型 居 宅 介 護 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 )
の 見 込 量 の 確 保 及 び 質 の 向 上 の た め に 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、そ の 定 め る 期間
(以 下「 市 町 村 長 指 定 期 間 」と い う 。)中 は 、当 該 見 込 量 の 確 保 の た め 公 募 に よ り 第 42条
の 2第 1項 本 文 の 指 定 を 行 う こ と が 適 当 な 区 域 と し て 定 め る 区 域 (以 下 「 市 町 村 長 指 定 区
域 」と い う 。)に 所 在 す る 事 業 所 (定 期 巡 回・随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 等 の う ち 当 該 市 町
村 長 が 定 め る も の (以 下「 市 町 村 長 指 定 定 期 巡 回・随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 等 」と い う 。)
の 事 業 を 行 う 事 業 所 に 限 る 。以 下「 市 町 村 長 指 定 区 域・サ ー ビ ス 事 業 所 」と い う 。)に 係
る 同 項 本 文 の 指 定 を 、 公 募 に よ り 行 う も の と す る 。  
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ID: 1596   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
施 行 者 に よ る 管 理 規 約 の 設 定 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律  第94条 第1項 及 び 第3項  

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第94条 の 規 定 に よ る 。  
 (施 行 者 に よ る 管 理 規 約 の 設 定 ) 
第94条  施 行 者 は 、政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、都 道 府 県 知 事 等 の 認 可 を 受 け 、施 行 再 建

マ ン シ ョ ン 、 そ の 敷 地 及 び そ の 附 属 の 建 物 (マ ン シ ョ ン 建 替 事 業 の 施 行 に よ り 建 築 さ れ
る も の に 限 る 。 )の 管 理 又 は 使 用 に 関 す る 区 分 所 有 者 相 互 間 の 事 項 に つ き 、 管 理 規 約 を
定 め る こ と が で き る 。  

2 前 項 の 管 理 規 約 は 、 区 分 所 有 法 第 30条 第 1項 の 規 約 と み な す 。  
3 施 行 者 は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 都 道 府 県 知 事 等 の 認 可 を 受 け 、 施 行 再 建 マ ン

シ ョ ン に 係 る 区 分 所 有 法 第 66条 に 規 定 す る 土 地 等 又 は 区 分 所 有 法 第 68条 第 1項 各 号 に
掲 げ る 物 (附 属 施 設 に あ っ て は 、 マ ン シ ョ ン 建 替 事 業 の 施 行 に よ り 建 設 さ れ た も の に 限
る 。 )の 管 理 又 は 使 用 に 関 す る 団 地 建 物 所 有 者 相 互 間 の 事 項 に つ き 、 管 理 規 約 を 定 め る
こ と が で き る 。  

4 前 項 の 管 理 規 約 は 、 区 分 所 有 法 第 66条 に お い て 準 用 す る 区 分 所 有 法 第 30条 第 1項 の 規
約 と み な す 。  
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ID: 1601   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 入 居 者 資 格 の 特 例 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 

地 域 に お け る 多 様 な 需 要 に 応 じ た 公 的 賃 貸 住 宅 等 の 整 備 等 に 関 す る 特 別 措
置 法  第13条 第1項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第13条 の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 入 居 者 の 資 格 に 係 る 認 定 の 基 準 の 特 例 ) 
第 13条  第 6条 第 7項 の 規 定 に よ り 地 域 住 宅 計 画 に 配 慮 入 居 者 及 び 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 当

該 配 慮 入 居 者 に 対 す る 賃 貸 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 地 方 公 共 団 体 の 区 域 内 に お い て 、特
定 優 良 賃 貸 住 宅 法 第 5条 第1項 に 規 定 す る 認 定 事 業 者 (第3項 に お い て「 認 定 事 業 者 」と い
う 。 )は 、 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 法 第 3条 第 4号 に
規 定 す る 資 格 を 有 す る 入 居 者 を 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 期 間 以 上 確 保 す る こ と が で き な
い と き は 、 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 法 の 規 定 に か か わ ら ず 、 都 道 府 県 知 事 (市 の 区 域 内 に あ っ
て は 、当 該 市 の 長 。以 下 同 じ 。)の 承 認 を 受 け て 、そ の 全 部 又 は 一 部 を 当 該 地 域 住 宅 計 画
に 記 載 さ れ た 配 慮 入 居 者 に 賃 貸 す る こ と が で き る 。  

2 前 項 の 規 定 に よ り 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 全 部 又 は 一 部 を 賃 貸 す る 場 合 に お い て は 、 当 該
賃 貸 借 を 、 借 地 借 家 法 (平 成 3年 法 律 第 90号 )第 38条 第 1項 の 規 定 に よ る 建 物 の 賃 貸 借 (国
土 交 通 省 令 で 定 め る 期 間 を 上 回 ら な い 期 間 を 定 め た も の に 限 る 。 )と し な け れ ば な ら な
い 。  

3 認 定 事 業 者 が 第 1項 の 規 定 に よ る 都 道 府 県 知 事 の 承 認 を 受 け た 場 合 に お け る 特 定 優 良
賃 貸 住 宅 法 第 11条 第1項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、同 項 中「 処 分 」と あ る の は 、「 処 分 又
は 地 域 に お け る 多 様 な 需 要 に 応 じ た 公 的 賃 貸 住 宅 等 の 整 備 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 (平 成
17年 法 律 第 79号 )第13条 第2項 の 規 定 」 と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 



law_1601.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_1602.docx 

 

ID: 1602   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
地 域 相 談 支 援 給 付 費 等 の 相 談 支 援 給 付 決 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 51条 の5
第1項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第51条 の5及 び 第51条 の 7の 規 定 に よ る 。  
 (地 域 相 談 支 援 給 付 費 等 の 相 談 支 援 給 付 決 定 ) 
第51条 の 5 地 域 相 談 支 援 給 付 費 又 は 特 例 地 域 相 談 支 援 給 付 費 (以 下「 地 域 相 談 支 援 給 付 費

等 」 と い う 。 )の 支 給 を 受 け よ う と す る 障 害 者 は 、 市 町 村 の 地 域 相 談 支 援 給 付 費 等 を 支
給 す る 旨 の 決 定 (以 下 「 地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 」 と い う 。 )を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 第 19条(第 1項 を 除 く 。)の 規 定 は 、地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合
に お い て 、 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

 (給 付 要 否 決 定 等) 
第51条 の 7 市 町 村 は 、前 条 第 1項 の 申 請 が あ っ た と き は 、当 該 申 請 に 係 る 障 害 者 の 心 身 の

状 態 、当 該 障 害 者 の 地 域 相 談 支 援 の 利 用 に 関 す る 意 向 そ の 他 の 主 務 省 令 で 定 め る 事 項を
勘 案 し て 地 域 相 談 支 援 給 付 費 等 の 支 給 の 要 否 の 決 定 (以 下 こ の 条 及 び 第 51条 の 12に お い
て 「 給 付 要 否 決 定 」 と い う 。 )を 行 う も の と す る 。  

2 市 町 村 は 、 給 付 要 否 決 定 を 行 う に 当 た っ て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 主 務 省 令 で 定
め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 審 査 会 、身 体 障 害 者 更 生 相 談 所 等 そ の 他 主 務 省 令 で 定 め る 機
関 の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

3 市 町 村 審 査 会 、 身 体 障 害 者 更 生 相 談 所 等 又 は 前 項 の 主 務 省 令 で 定 め る 機 関 は 、 同 項 の
意 見 を 述 べ る に 当 た っ て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 給 付 要 否 決 定 に 係 る 障 害 者、
そ の 家 族 、 医 師 そ の 他 の 関 係 者 の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

4 市 町 村 は 、 給 付 要 否 決 定 を 行 う に 当 た っ て 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 と し て 主 務 省 令 で 定
め る 場 合 に は 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、前 条 第1項 の 申 請 に 係 る 障 害 者 に 対 し 、
第 51条 の 17第 1項 第 1号 に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 が 作 成 す る サ ー ビ ス 等 利 用
計 画 案 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。  

5 前 項 の 規 定 に よ り サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 の 提 出 を 求 め ら れ た 障 害 者 は 、 主 務 省 令 で 定
め る 場 合 に は 、同 項 の サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 に 代 え て 主 務 省 令 で 定 め る サ ー ビ ス 等 利用
計 画 案 を 提 出 す る こ と が で き る 。  
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6 市 町 村 は 、 前 2項 の サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 の 提 出 が あ っ た 場 合 に は 、 第 1項 の 主 務 省 令
で 定 め る 事 項 及 び 当 該 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 を 勘 案 し て 給 付 要 否 決 定 を 行 う も の と す
る 。  

7 市 町 村 は 、 地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 を 行 う 場 合 に は 、 地 域 相 談 支 援 の 種 類 ご と に 月 を 単
位 と し て 主 務 省 令 で 定 め る 期 間 に お い て 地 域 相 談 支 援 給 付 費 等 を 支 給 す る 地 域 相 談 支
援 の 量 (以 下 「 地 域 相 談 支 援 給 付 量 」 と い う 。 )を 定 め な け れ ば な ら な い 。  

8 市 町 村 は 、 地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 を 行 っ た と き は 、 当 該 地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 障 害 者
に 対 し 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、地 域 相 談 支 援 給 付 量 そ の 他 の 主 務 省 令 で 定 め
る 事 項 を 記 載 し た 地 域 相 談 支 援 受 給 者 証 (以 下「 地 域 相 談 支 援 受 給 者 証 」と い う 。)を 交
付 し な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 1603   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 の 変 更  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 51条 の9
第1項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第51条 の9の 規 定 に よ る 。  
 (地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 の 変 更 ) 
第51条 の 9 地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 障 害 者 は 、 現 に 受 け て い る 地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 に 係

る 地 域 相 談 支 援 の 種 類 、地 域 相 談 支 援 給 付 量 そ の 他 の 主 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 変 更 する
必 要 が あ る と き は 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 に 対 し 、当 該 地 域 相 談 支援
給 付 決 定 の 変 更 の 申 請 を す る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 は 、前 項 の 申 請 又 は 職 権 に よ り 、 第51条 の 7第1項 の 主 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 勘
案 し 、地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 障 害 者 に つ き 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、地 域 相 談 支援
給 付 決 定 の 変 更 の 決 定 を 行 う こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 は 、当 該 決 定に
係 る 地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 障 害 者 に 対 し 地 域 相 談 支 援 受 給 者 証 の 提 出 を 求 め る も の と
す る 。  

3 第19条 (第 1項 を 除 く 。 )、 第 20条 (第 1項 を 除 く 。 )及 び 第 51条 の 7(第 1項 を 除 く 。 )の 規
定 は 、前 項 の 地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 の 変 更 の 決 定 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、
必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

4 市 町 村 は 、第 2項 の 地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 の 変 更 の 決 定 を 行 っ た 場 合 に は 、地 域 相 談支
援 受 給 者 証 に 当 該 決 定 に 係 る 事 項 を 記 載 し 、 こ れ を 返 還 す る も の と す る 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
地 域 相 談 支 援 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 51条 の
14第 1項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第51条 の14第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (地 域 相 談 支 援 給 付 費 ) 
第51条 の 14 市 町 村 は 、地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 障 害 者 が 、地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 の 有 効 期

間 内 に お い て 、 都 道 府 県 知 事 が 指 定 す る 一 般 相 談 支 援 事 業 を 行 う 者 (以 下 「 指 定 一 般 相
談 支 援 事 業 者 」 と い う 。 )か ら 当 該 指 定 に 係 る 地 域 相 談 支 援 (以 下 「 指 定 地 域 相 談 支 援 」
と い う 。 )を 受 け た と き は 、 主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 地 域 相 談 支 援 給 付 決
定 障 害 者 に 対 し 、 当 該 指 定 地 域 相 談 支 援 (地 域 相 談 支 援 給 付 量 の 範 囲 内 の も の に 限 る 。
以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 )に 要 し た 費 用 に つ い て 、 地 域 相 談 支 援 給 付 費 を 支
給 す る 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 例 地 域 相 談 支 援 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 51条 の
15第 1項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第51条 の15第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 地 域 相 談 支 援 給 付 費 ) 
第 51条 の 15 市 町 村 は 、 地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 障 害 者 が 、 第 51条 の 6第 1項 の 申 請 を し た

日 か ら 当 該 地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 の 効 力 が 生 じ た 日 の 前 日 ま で の 間 に 、緊 急 そ の 他 やむ
を 得 な い 理 由 に よ り 指 定 地 域 相 談 支 援 を 受 け た 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る とき
は 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 指 定 地 域 相 談 支 援 に 要 し た 費 用 に つ い て 、特
例 地 域 相 談 支 援 給 付 費 を 支 給 す る こ と が で き る 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
計 画 相 談 支 援 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 51条 の
17第 1項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第51条 の17第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (計 画 相 談 支 援 給 付 費 ) 
第51条 の 17 市 町 村 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 者 (以 下「 計 画 相 談 支 援 対 象 障 害 者 等 」と い う 。)

に 対 し 、当 該 各 号 に 定 め る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 規 定 す る 計 画 相 談 支 援 に 要 し
た 費 用 に つ い て 、 計 画 相 談 支 援 給 付 費 を 支 給 す る 。  
(1) 第 22条 第 4項 (第 24条 第 3項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定 に よ り 、 サ ー ビ

ス 等 利 用 計 画 案 の 提 出 を 求 め ら れ た 第 20条 第 1項 若 し く は 第 24条 第 1項 の 申 請 に 係 る
障 害 者 若 し く は 障 害 児 の 保 護 者 又 は 第 51条 の 7第 4項 (第 51条 の 9第 3項 に お い て 準 用
す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定 に よ り 、 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 案 の 提 出 を 求 め ら れ た 第 51条
の 6第 1項 若 し く は 第 51条 の 9第 1項 の 申 請 に 係 る 障 害 者  市 町 村 長 が 指 定 す る 特 定 相
談 支 援 事 業 を 行 う 者 (以 下「 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 」と い う 。)か ら 当 該 指 定 に 係 る
サ ー ビ ス 利 用 支 援 (次 項 に お い て「 指 定 サ ー ビ ス 利 用 支 援 」と い う 。)を 受 け た 場 合 で
あ っ て 、 当 該 申 請 に 係 る 支 給 決 定 等 を 受 け た と き 。  

(2) 支 給 決 定 障 害 者 等 又 は 地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 障 害 者  指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 か
ら 当 該 指 定 に 係 る 継 続 サ ー ビ ス 利 用 支 援 (次 項 に お い て「 指 定 継 続 サ ー ビ ス 利 用 支 援 」
と い う 。 )を 受 け た と き 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 例 計 画 相 談 支 援 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 51条 の
18第 1項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第51条 の18第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 例 計 画 相 談 支 援 給 付 費 ) 
第51条 の 18 市 町 村 は 、計 画 相 談 支 援 対 象 障 害 者 等 が 、指 定 計 画 相 談 支 援 以 外 の 計 画 相 談

支 援 (第51条 の 24第1項 の 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 及 び 同 条 第 2項 の 主 務 省 令 で 定 め る 指 定
計 画 相 談 支 援 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 に 定 め る 事 項 の う ち 主 務 省 令 で 定 め る も の を
満 た す と 認 め ら れ る 事 業 を 行 う 事 業 所 に よ り 行 わ れ る も の に 限 る 。以 下 こ の 条 に お いて
「 基 準 該 当 計 画 相 談 支 援 」 と い う 。 )を 受 け た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き
は 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、基 準 該 当 計 画 相 談 支 援 に 要 し た 費 用 に つ い て 、特
例 計 画 相 談 支 援 給 付 費 を 支 給 す る こ と が で き る 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 51条 の
20第 1項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第51条 の20第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定 ) 
第 51条 の 20 第 51条 の 17第 1項 第 1号 の 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定 は 、 主 務 省 令 で 定

め る と こ ろ に よ り 、総 合 的 に 相 談 支 援 を 行 う 者 と し て 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 に 該 当 する
者 の 申 請 に よ り 、 特 定 相 談 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所 (以 下 こ の 款 に お い て 「 特 定 相 談 支 援
事 業 所 」 と い う 。 )ご と に 行 う 。  

2 第 36条 第3項 (第4号 、第 10号 及 び 第13号 を 除 く 。)の 規 定 は 、第 51条 の 17第1項 第1号 の
指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 36条 第 3項 第
1号 中「 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 者 」と あ る の は 、「 法 人 」と 読 み 替 え る ほ か 、必 要 な 技
術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定 の 更 新  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 51条 の
21第 1項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第51条 の21第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (指 定 の 更 新)  
第 51条 の 21 第 51条 の 14第 1項 の 指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者 及 び 第 51条 の 17第 1項 第 1号 の

指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定 は 、 6年 ご と に そ れ ら の 更 新 を 受 け な け れ ば 、 そ の 期 間
の 経 過 に よ っ て 、 そ れ ら の 効 力 を 失 う 。  

2 第 41条 第2項 及 び 第 3項 並 び に 前 2条 の 規 定 は 、前 項 の 指 定 の 更 新 に つ い て 準 用 す る 。こ
の 場 合 に お い て 、 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律  第 76条 の2
第1項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第123号  

【基準】 

 法 第76条 の2第1項 の 規 定 に よ る 。  
第76条 の 2 市 町 村 は 、次 に 掲 げ る 者 が 受 け た 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 及 び 介 護 保 険 法 第 24条 第

2項 に 規 定 す る 介 護 給 付 等 対 象 サ ー ビ ス の う ち 政 令 で 定 め る も の 並 び に 補 装 具 の 購 入 等
に 要 し た 費 用 の 合 計 額 (そ れ ぞ れ 主 務 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 (そ の
額 が 現 に 要 し た 費 用 の 額 を 超 え る と き は 、当 該 現 に 要 し た 額 )の 合 計 額 を 限 度 と す る 。)
か ら 当 該 費 用 に つ き 支 給 さ れ た 介 護 給 付 費 等 及 び 同 法 第 20条 に 規 定 す る 介 護 給 付 等 の
う ち 政 令 で 定 め る も の 並 び に 補 装 具 費 の 合 計 額 を 控 除 し て 得 た 額 が 、著 し く 高 額 で ある
と き は 、 当 該 者 に 対 し 、 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費 を 支 給 す る 。  
(1) 支 給 決 定 障 害 者 等  
(2) 65歳 に 達 す る 前 に 長 期 間 に わ た り 障 害 福 祉 サ ー ビ ス (介 護 保 険 法 第 24条 第 2項 に 規

定 す る 介 護 給 付 等 対 象 サ ー ビ ス に 相 当 す る も の と し て 政 令 で 定 め る も の に 限 る 。 )に
係 る 支 給 決 定 を 受 け て い た 障 害 者 で あ っ て 、同 項 に 規 定 す る 介 護 給 付 等 対 象 サ ー ビ ス
(障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 相 当 す る も の と し て 政 令 で 定 め る も の に 限 る 。)を 受 け て い る も
の (支 給 決 定 を 受 け て い な い 者 に 限 る 。)の う ち 、当 該 障 害 者 の 所 得 の 状 況 及 び 障 害 の
程 度 そ の 他 の 事 情 を 勘 案 し て 政 令 で 定 め る も の  

2 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費 の 支 給 要 件 、 支 給 額 そ の 他
高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、障 害 福 祉 サ ー ビ ス 及 び 補装
具 の 購 入 等 に 要 す る 費 用 の 負 担 の 家 計 に 与 え る 影 響 を 考 慮 し て 、 政 令 で 定 め る 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
地 域 相 談 支 援 受 給 者 証 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 令  第
26条 の 8 

法 令 番 号 平 成18年 政 令 第10号  

【基準】 

 政 令 第26条 の8の 規 定 に よ る 。  
 (地 域 相 談 支 援 受 給 者 証 の 再 交 付 ) 
第 26条 の 8 市 町 村 は 、 地 域 相 談 支 援 受 給 者 証 (法 第 51条 の 7第 8項 に 規 定 す る 地 域 相 談 支

援 受 給 者 証 を い う 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)を 破 り 、汚 し 、又 は 失 っ た 地 域 相 談 支 援
給 付 決 定 障 害 者 か ら 、地 域 相 談 支 援 給 付 決 定 の 有 効 期 間 内 に お い て 、地 域 相 談 支 援 受 給
者 証 の 再 交 付 の 申 請 が あ っ た と き は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、地 域 相 談 支
援 受 給 者 証 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法  第 21条 の 5の3第 1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第164号  

【基準】 

 法 第21条 の5の3及 び 第21条 の 5の7の 規 定 に よ る 。  
第21条 の 5の3 市 町 村 は 、通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 、第21条 の 5の7第 8項 に 規 定 す る 通 所 給

付 決 定 の 有 効 期 間 内 に お い て 、 都 道 府 県 知 事 が 指 定 す る 障 害 児 通 所 支 援 事 業 を 行 う 者
(以 下 「 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 」 と い う 。 )か ら 障 害 児 通 所 支 援 (以 下 「 指 定 通 所 支
援 」と い う 。)を 受 け た と き は 、当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 対 し 、当 該 指 定 通 所 支 援 (同
条 第7項 に 規 定 す る 支 給 量 の 範 囲 内 の も の に 限 る 。以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。)
に 要 し た 費 用 (食 事 の 提 供 に 要 す る 費 用 そ の 他 の 日 常 生 活 に 要 す る 費 用 の う ち 内 閣 府 令
で 定 め る 費 用 (以 下「 通 所 特 定 費 用 」と い う 。)を 除 く 。)に つ い て 、障 害 児 通 所 給 付 費 を
支 給 す る 。  

2 障 害 児 通 所 給 付 費 の 額 は 、1月 に つ き 、第 1号 に 掲 げ る 額 か ら 第 2号 に 掲 げ る 額 を 控 除 し
て 得 た 額 と す る 。  
(1) 同 一 の 月 に 受 け た 指 定 通 所 支 援 に つ い て 、 障 害 児 通 所 支 援 の 種 類 ご と に 指 定 通 所

支 援 に 通 常 要 す る 費 用 (通 所 特 定 費 用 を 除 く 。)に つ き 、内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る 基 準 に
よ り 算 定 し た 費 用 の 額 (そ の 額 が 現 に 当 該 指 定 通 所 支 援 に 要 し た 費 用 (通 所 特 定 費 用
を 除 く 。)の 額 を 超 え る と き は 、当 該 現 に 指 定 通 所 支 援 に 要 し た 費 用 の 額 )を 合 計 し た
額  

(2) 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 の 家 計 の 負 担 能 力 そ の 他 の 事 情 を し ん 酌 し て 政 令 で 定 め
る 額 (当 該 政 令 で 定 め る 額 が 前 号 に 掲 げ る 額 の 100分 の 10に 相 当 す る 額 を 超 え る と き
は 、 当 該 相 当 す る 額 ) 

 
第21条 の 5の7 市 町 村 は 、前 条 第 1項 の 申 請 が 行 わ れ た と き は 、当 該 申 請 に 係 る 障 害 児 の

心 身 の 状 態 、当 該 障 害 児 の 介 護 を 行 う 者 の 状 況 、当 該 障 害 児 及 び そ の 保 護 者 の 障 害 児 通
所 支 援 の 利 用 に 関 す る 意 向 そ の 他 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 項 を 勘 案 し て 障 害 児 通 所 給 付
費 等 の 支 給 の 要 否 の 決 定 (以 下 こ の 条 及 び 第 33条 の 23の 2第 1項 第 2号 に お い て 「 通 所 支
給 要 否 決 定 」 と い う 。 )を 行 う も の と す る 。  
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2 市 町 村 は 、 通 所 支 給 要 否 決 定 を 行 う に 当 た つ て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 児 童 相 談
所 そ の 他 内 閣 府 令 で 定 め る 機 関 (次 項 、 第 21条 の 5の 10及 び 第 21条 の 5の 13第 3項 に お い
て 「 児 童 相 談 所 等 」 と い う 。 )の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

3 児 童 相 談 所 等 は 、 前 項 の 意 見 を 述 べ る に 当 た つ て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 通
所 支 給 要 否 決 定 に 係 る 障 害 児 、そ の 保 護 者 及 び 家 族 、医 師 そ の 他 の 関 係 者 の 意 見 を 聴 く
こ と が で き る 。  

4 市 町 村 は 、 通 所 支 給 要 否 決 定 を 行 う に 当 た つ て 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 と し て 内 閣 府 令
で 定 め る 場 合 に は 、 内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 条 第 1項 の 申 請 に 係 る 障 害 児 の
保 護 者 に 対 し 、 第 24条 の 26第 1項 第 1号 に 規 定 す る 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 が 作 成 す
る 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。  

5 前 項 の 規 定 に よ り 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 の 提 出 を 求 め ら れ た 障 害 児 の 保 護 者 は 、 内 閣
府 令 で 定 め る 場 合 に は 、同 項 の 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 に 代 え て 内 閣 府 令 で 定 め る 障 害児
支 援 利 用 計 画 案 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

6 市 町 村 は 、 前 2項 の 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 の 提 出 が あ つ た 場 合 に は 、 第 1項 の 内 閣 府 令
で 定 め る 事 項 及 び 当 該 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 を 勘 案 し て 通 所 支 給 要 否 決 定 を 行 う も の
と す る 。  

7 市 町 村 は 、 通 所 給 付 決 定 を 行 う 場 合 に は 、 障 害 児 通 所 支 援 の 種 類 ご と に 月 を 単 位 と し
て 内 閣 府 令 で 定 め る 期 間 に お い て 障 害 児 通 所 給 付 費 等 を 支 給 す る 障 害 児 通 所 支 援 の 量
(以 下 「 支 給 量 」 と い う 。 )を 定 め な け れ ば な ら な い 。  

8 通 所 給 付 決 定 は 、内 閣 府 令 で 定 め る 期 間 (以 下「 通 所 給 付 決 定 の 有 効 期 間 」と い う 。)内
に 限 り 、 そ の 効 力 を 有 す る 。  

9 市 町 村 は 、 通 所 給 付 決 定 を し た と き は 、 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 対 し 、 内 閣 府 令 で
定 め る と こ ろ に よ り 、支 給 量 、通 所 給 付 決 定 の 有 効 期 間 そ の 他 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 項
を 記 載 し た 通 所 受 給 者 証 (以 下 「 通 所 受 給 者 証 」 と い う 。 )を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。 

10 指 定 通 所 支 援 を 受 け よ う と す る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ
り 、指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 に 通 所 受 給 者 証 を 提 示 し て 当 該 指 定 通 所 支 援 を 受 け るも
の と す る 。た だ し 、緊 急 の 場 合 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 の あ る 場 合 に つ い て は 、こ の限
り で な い 。  

11 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 か ら 指 定 通 所 支 援 を 受 け た と き (当
該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 当 該 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 に 通 所 受 給 者 証 を 提 示 し た と
き に 限 る 。 )は 、 市 町 村 は 、 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 当 該 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者
に 支 払 う べ き 当 該 指 定 通 所 支 援 に 要 し た 費 用 (通 所 特 定 費 用 を 除 く 。)に つ い て 、障 害 児
通 所 給 付 費 と し て 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 支 給 す べ き 額 の 限 度 に お い て 、当 該 通 所給
付 決 定 保 護 者 に 代 わ り 、 当 該 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 に 支 払 う こ と が で き る 。  
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12 前 項 の 規 定 に よ る 支 払 が あ つ た と き は 、当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 対 し 障 害 児 通 所 給
付 費 の 支 給 が あ つ た も の と み な す 。  

13 市 町 村 は 、 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 か ら 障 害 児 通 所 給 付 費 の 請 求 が あ つ た と き は 、
第 21条 の 5の 3第 2項 第 1号 の 内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る 基 準 及 び 第 21条 の 5の 19第 2項 の 指 定
通 所 支 援 の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 (指 定 通 所 支 援 の 取 扱 い に 関 す る 部 分 に 限
る 。 )に 照 ら し て 審 査 の 上 、 支 払 う も の と す る 。  

14 市 町 村 は 、前 項 の 規 定 に よ る 審 査 及 び 支 払 に 関 す る 事 務 を 連 合 会 に 委 託 す る こ と がで
き る 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法  第 21条 の 5の4第 1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第164号  

【基準】 

 法 第21条 の5の4及 び 第21条 の 5の7の 規 定 に よ る 。  
第21条 の 5の4 市 町 村 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、内 閣 府

令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 指 定 通 所 支 援 又 は 第2号 に 規 定 す る 基 準 該 当 通 所 支 援 (第
21条 の 5の 7第7項 に 規 定 す る 支 給 量 の 範 囲 内 の も の に 限 る 。 )に 要 し た 費 用 (通 所 特 定 費
用 を 除 く 。 )に つ い て 、 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 を 支 給 す る こ と が で き る 。  
(1) 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 、第 21条 の5の6第1項 の 申 請 を し た 日 か ら 当 該 通 所 給 付 決 定

の 効 力 が 生 じ た 日 の 前 日 ま で の 間 に 、緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 指 定 通 所 支
援 を 受 け た と き 。  

(2) 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 、指 定 通 所 支 援 以 外 の 障 害 児 通 所 支 援 (第21条 の5の 19第1項
の 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 基 準 又 は 同 条 第 2項 の 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 指 定 通 所 支
援 の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に 定 め る 事 項 の う ち 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る
も の を 満 た す と 認 め ら れ る 事 業 を 行 う 事 業 所 に よ り 行 わ れ る も の に 限 る 。以 下「 基 準
該 当 通 所 支 援 」 と い う 。 )を 受 け た と き 。  

(3) そ の 他 政 令 で 定 め る と き 。  
2 都 道 府 県 が 前 項 第 2号 の 条 例 を 定 め る に 当 た つ て は 、 第 1号 か ら 第 3号 ま で に 掲 げ る 事

項 に つ い て は 内 閣 府 令 で 定 め る 基 準 に 従 い 定 め る も の と し 、 第 4号 に 掲 げ る 事 項 に つ い
て は 内 閣 府 令 で 定 め る 基 準 を 標 準 と し て 定 め る も の と し 、そ の 他 の 事 項 に つ い て は 内閣
府 令 で 定 め る 基 準 を 参 酌 す る も の と す る 。  
(1) 基 準 該 当 通 所 支 援 に 従 事 す る 従 業 者 及 び そ の 員 数  
(2) 基 準 該 当 通 所 支 援 の 事 業 に 係 る 居 室 の 床 面 積 そ の 他 基 準 該 当 通 所 支 援 の 事 業 の 設

備 に 関 す る 事 項 で あ つ て 障 害 児 の 健 全 な 発 達 に 密 接 に 関 連 す る も の と し て 内 閣 府 令
で 定 め る も の  

(3) 基 準 該 当 通 所 支 援 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 事 項 で あ つ て 、 障 害 児 の 保 護 者 の サ ー ビ
ス の 適 切 な 利 用 の 確 保 、障 害 児 の 安 全 の 確 保 及 び 秘 密 の 保 持 に 密 接 に 関 連 す る も の と
し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の  

(4) 基 準 該 当 通 所 支 援 の 事 業 に 係 る 利 用 定 員  
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3 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 の 額 は 、1月 に つ き 、同 一 の 月 に 受 け た 次 の 各 号 に 掲 げ る 障 害 児
通 所 支 援 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 額 を 合 計 し た 額 か ら 、そ れ ぞ れ 当 該 通 所 給 付
決 定 保 護 者 の 家 計 の 負 担 能 力 そ の 他 の 事 情 を し ん 酌 し て 政 令 で 定 め る 額 (当 該 政 令 で 定
め る 額 が 当 該 合 計 し た 額 の100分 の10に 相 当 す る 額 を 超 え る と き は 、当 該 相 当 す る 額 )を
控 除 し て 得 た 額 を 基 準 と し て 、 市 町 村 が 定 め る 。  
(1) 指 定 通 所 支 援  前 条 第 2項 第 1号 の 内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用

の 額 (そ の 額 が 現 に 当 該 指 定 通 所 支 援 に 要 し た 費 用 (通 所 特 定 費 用 を 除 く 。 )の 額 を 超
え る と き は 、 当 該 現 に 指 定 通 所 支 援 に 要 し た 費 用 の 額 ) 

(2) 基 準 該 当 通 所 支 援  障 害 児 通 所 支 援 の 種 類 ご と に 基 準 該 当 通 所 支 援 に 通 常 要 す る
費 用 (通 所 特 定 費 用 を 除 く 。)に つ き 内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の
額 (そ の 額 が 現 に 当 該 基 準 該 当 通 所 支 援 に 要 し た 費 用 (通 所 特 定 費 用 を 除 く 。 )の 額 を
超 え る と き は 、 当 該 現 に 基 準 該 当 通 所 支 援 に 要 し た 費 用 の 額 ) 

 
第21条 の 5の7 市 町 村 は 、前 条 第 1項 の 申 請 が 行 わ れ た と き は 、当 該 申 請 に 係 る 障 害 児 の

心 身 の 状 態 、当 該 障 害 児 の 介 護 を 行 う 者 の 状 況 、当 該 障 害 児 及 び そ の 保 護 者 の 障 害 児 通
所 支 援 の 利 用 に 関 す る 意 向 そ の 他 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 項 を 勘 案 し て 障 害 児 通 所 給 付
費 等 の 支 給 の 要 否 の 決 定 (以 下 こ の 条 及 び 第 33条 の 23の 2第 1項 第 2号 に お い て 「 通 所 支
給 要 否 決 定 」 と い う 。 )を 行 う も の と す る 。  

2 市 町 村 は 、 通 所 支 給 要 否 決 定 を 行 う に 当 た つ て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 児 童 相 談
所 そ の 他 内 閣 府 令 で 定 め る 機 関 (次 項 、 第 21条 の 5の 10及 び 第 21条 の 5の 13第 3項 に お い
て 「 児 童 相 談 所 等 」 と い う 。 )の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

3 児 童 相 談 所 等 は 、 前 項 の 意 見 を 述 べ る に 当 た つ て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 通
所 支 給 要 否 決 定 に 係 る 障 害 児 、そ の 保 護 者 及 び 家 族 、医 師 そ の 他 の 関 係 者 の 意 見 を 聴 く
こ と が で き る 。  

4 市 町 村 は 、 通 所 支 給 要 否 決 定 を 行 う に 当 た つ て 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 と し て 内 閣 府 令
で 定 め る 場 合 に は 、 内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 条 第 1項 の 申 請 に 係 る 障 害 児 の
保 護 者 に 対 し 、 第 24条 の 26第 1項 第 1号 に 規 定 す る 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 が 作 成 す
る 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。  

5 前 項 の 規 定 に よ り 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 の 提 出 を 求 め ら れ た 障 害 児 の 保 護 者 は 、 内 閣
府 令 で 定 め る 場 合 に は 、同 項 の 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 に 代 え て 内 閣 府 令 で 定 め る 障 害児
支 援 利 用 計 画 案 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

6 市 町 村 は 、 前 2項 の 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 の 提 出 が あ つ た 場 合 に は 、 第 1項 の 内 閣 府 令
で 定 め る 事 項 及 び 当 該 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 を 勘 案 し て 通 所 支 給 要 否 決 定 を 行 う も の
と す る 。  
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7 市 町 村 は 、 通 所 給 付 決 定 を 行 う 場 合 に は 、 障 害 児 通 所 支 援 の 種 類 ご と に 月 を 単 位 と し
て 内 閣 府 令 で 定 め る 期 間 に お い て 障 害 児 通 所 給 付 費 等 を 支 給 す る 障 害 児 通 所 支 援 の 量
(以 下 「 支 給 量 」 と い う 。 )を 定 め な け れ ば な ら な い 。  

8 通 所 給 付 決 定 は 、内 閣 府 令 で 定 め る 期 間 (以 下「 通 所 給 付 決 定 の 有 効 期 間 」と い う 。)内
に 限 り 、 そ の 効 力 を 有 す る 。  

9 市 町 村 は 、 通 所 給 付 決 定 を し た と き は 、 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 対 し 、 内 閣 府 令 で
定 め る と こ ろ に よ り 、支 給 量 、通 所 給 付 決 定 の 有 効 期 間 そ の 他 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 項
を 記 載 し た 通 所 受 給 者 証 (以 下 「 通 所 受 給 者 証 」 と い う 。 )を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。 

10 指 定 通 所 支 援 を 受 け よ う と す る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ
り 、指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 に 通 所 受 給 者 証 を 提 示 し て 当 該 指 定 通 所 支 援 を 受 け るも
の と す る 。た だ し 、緊 急 の 場 合 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 の あ る 場 合 に つ い て は 、こ の限
り で な い 。  

11 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 か ら 指 定 通 所 支 援 を 受 け た と き (当
該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 当 該 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 に 通 所 受 給 者 証 を 提 示 し た と
き に 限 る 。 )は 、 市 町 村 は 、 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 当 該 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者
に 支 払 う べ き 当 該 指 定 通 所 支 援 に 要 し た 費 用 (通 所 特 定 費 用 を 除 く 。)に つ い て 、障 害 児
通 所 給 付 費 と し て 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 支 給 す べ き 額 の 限 度 に お い て 、当 該 通 所給
付 決 定 保 護 者 に 代 わ り 、 当 該 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 に 支 払 う こ と が で き る 。  

12 前 項 の 規 定 に よ る 支 払 が あ つ た と き は 、当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 対 し 障 害 児 通 所 給
付 費 の 支 給 が あ つ た も の と み な す 。  

13 市 町 村 は 、 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 か ら 障 害 児 通 所 給 付 費 の 請 求 が あ つ た と き は 、
第 21条 の 5の 3第 2項 第 1号 の 内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る 基 準 及 び 第 21条 の 5の 19第 2項 の 指 定
通 所 支 援 の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 (指 定 通 所 支 援 の 取 扱 い に 関 す る 部 分 に 限
る 。 )に 照 ら し て 審 査 の 上 、 支 払 う も の と す る 。  

14 市 町 村 は 、前 項 の 規 定 に よ る 審 査 及 び 支 払 に 関 す る 事 務 を 連 合 会 に 委 託 す る こ と がで
き る 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
通 所 給 付 決 定 の 変 更 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法  第 21条 の 5の8第 1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第164号  

【基準】 

 法 第21条 の5の8の 規 定 に よ る 。  
第 21条 の 5の 8 通 所 給 付 決 定 保 護 者 は 、 現 に 受 け て い る 通 所 給 付 決 定 に 係 る 障 害 児 通 所

支 援 の 支 給 量 そ の 他 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 項 を 変 更 す る 必 要 が あ る と き は 、内 閣 府 令で
定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 に 対 し 、当 該 通 所 給 付 決 定 の 変 更 の 申 請 を す る こ と が で き
る 。  

2 市 町 村 は 、 前 項 の 申 請 又 は 職 権 に よ り 、 前 条 第1項 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 項 を 勘 案 し 、
通 所 給 付 決 定 保 護 者 に つ き 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、通 所 給 付 決 定 の 変 更 の 決 定 を
行 う こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 は 、当 該 決 定 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護者
に 対 し 通 所 受 給 者 証 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。  

3 第 21条 の 5の 5第 2項 、 第 21条 の 5の 6(第 1項 を 除 く 。 )及 び 前 条 (第 1項 を 除 く 。 )の 規 定
は 、前 項 の 通 所 給 付 決 定 の 変 更 の 決 定 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、必 要 な技
術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

4 市 町 村 は 、第 2項 の 通 所 給 付 決 定 の 変 更 の 決 定 を 行 つ た 場 合 に は 、通 所 受 給 者 証 に 当該
決 定 に 係 る 事 項 を 記 載 し 、 こ れ を 返 還 す る も の と す る 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法  第 21条 の 5の12第1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第164号  

【基準】 

 法 第21条 の5の12の 規 定 に よ る 。  
第21条 の 5の12 市 町 村 は 、通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 受 け た 障 害 児 通 所 支 援 に 要 し た 費 用 の

合 計 額 (内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 (そ の 額 が 現 に 要 し た 費 用
の 額 を 超 え る と き は 、当 該 現 に 要 し た 額 )の 合 計 額 を 限 度 と す る 。)か ら 当 該 費 用 に つ き
支 給 さ れ た 障 害 児 通 所 給 付 費 及 び 特 例 障 害 児 通 所 給 付 費 の 合 計 額 を 控 除 し て 得 た 額 が、
著 し く 高 額 で あ る と き は 、当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 対 し 、高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 を 支
給 す る 。  

2 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 の 支 給 要 件 、 支 給 額 そ の 他 高 額 障 害
児 通 所 給 付 費 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、指 定 通 所 支 援 に 要 す る 費 用 の 負 担 の 家 計 に与
え る 影 響 を 考 慮 し て 、 政 令 で 定 め る 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 障 害 児 通 所 給 付 費 等 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法  第 21条 の 5の13第1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第164号  

【基準】 

 法 第21条 の5の13の 規 定 に よ る 。  
第21条 の 5の13 市 町 村 は 、 第 21条 の5の 3第 1項 、 第21条 の 5の4第 1項 又 は 前 条 第 1項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス を 受 け て い る 障 害 児 (以 下 こ の 項 に お い て 「 通
所 者 」 と い う 。 )に つ い て 、 引 き 続 き 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス を 受 け な け れ ば そ の 福 祉 を
損 な う お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、当 該 通 所 者 が 満18歳 に 達 し た 後 に お い て も 、当 該
通 所 者 か ら の 申 請 に よ り 、当 該 通 所 者 が 満 20歳 に 達 す る ま で 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ
に よ り 、引 き 続 き 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス に 係 る 障 害 児 通 所 給 付 費 、特 例 障 害 児 通 所 給 付
費 又 は 高 額 障 害 児 通 所 給 付 費 (次 項 に お い て 「 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 障 害 児 通 所 給 付 費
等 」と い う 。)を 支 給 す る こ と が で き る 。た だ し 、当 該 通 所 者 が 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社
会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 第 5条 第 7項 に 規 定 す る 生 活 介 護 そ の 他 の 支 援 を
受 け る こ と が で き る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

2 前 項 の 規 定 に よ り 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 障 害 児 通 所 給 付 費 等 を 支 給 す る こ と が で き る
こ と と さ れ た 者 に つ い て は 、そ の 者 を 障 害 児 又 は 障 害 児 の 保 護 者 と み な し て 、第21条 の
5の3か ら 前 条 ま で の 規 定 を 適 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、必 要 な 技 術 的 読 替 え そ の 他 こ
れ ら の 規 定 の 適 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 政 令 で 定 め る 。  

3 市 町 村 は 、第 1項 の 場 合 に お い て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、児 童 相 談 所 等 の 意 見 を聴
く こ と が で き る 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法  第 21条 の 5の29第1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第164号  

【基準】 

 法 第21条 の5の29の 規 定 に よ る 。  
第21条 の 5の29 市 町 村 は 、通 所 給 付 決 定 に 係 る 障 害 児 が 、通 所 給 付 決 定 の 有 効 期 間 内 に

お い て 、 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 (病 院 そ の 他 内 閣 府 令 で 定 め る 施 設 に 限 る 。 以 下 こ
の 款 に お い て 同 じ 。)か ら 児 童 発 達 支 援 の う ち 治 療 に 係 る も の (以 下 こ の 条 に お い て「 肢
体 不 自 由 児 通 所 医 療 」 と い う 。 )を 受 け た と き は 、 当 該 障 害 児 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護
者 に 対 し 、当 該 肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 に 要 し た 費 用 に つ い て 、肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 費
を 支 給 す る 。  

2 肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 費 の 額 は 、1月 に つ き 、肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 (食 事 療 養 を 除 く 。)
に つ き 健 康 保 険 の 療 養 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 方 法 の 例 に よ り 算 定 し た 額 か ら 、当 該通
所 給 付 決 定 保 護 者 の 家 計 の 負 担 能 力 そ の 他 の 事 情 を し ん 酌 し て 政 令 で 定 め る 額 (当 該 政
令 で 定 め る 額 が 当 該 算 定 し た 額 の100分 の10に 相 当 す る 額 を 超 え る と き は 、当 該 相 当 す
る 額 )を 控 除 し て 得 た 額 と す る 。  

3 通 所 給 付 決 定 に 係 る 障 害 児 が 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 か ら 肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 を
受 け た と き は 、市 町 村 は 、当 該 障 害 児 に 係 る 通 所 給 付 決 定 保 護 者 が 当 該 指 定 障 害 児 通 所
支 援 事 業 者 に 支 払 う べ き 当 該 肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 に 要 し た 費 用 に つ い て 、肢 体 不 自由
児 通 所 医 療 費 と し て 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 支 給 す べ き 額 の 限 度 に お い て 、当 該 通所
給 付 決 定 保 護 者 に 代 わ り 、 当 該 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 に 支 払 う こ と が で き る 。  

4 前 項 の 規 定 に よ る 支 払 が あ つ た と き は 、 当 該 通 所 給 付 決 定 保 護 者 に 対 し 肢 体 不 自 由 児
通 所 医 療 費 の 支 給 が あ つ た も の と み な す 。  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法  第 24条 の 26第 1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第164号  

【基準】 

 法 第24条 の26の 規 定 に よ る 。  
第24条 の 26 市 町 村 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 者 (以 下 こ の 条 及 び 次 条 第 1項 に お い て「 障 害 児

相 談 支 援 対 象 保 護 者 」と い う 。)に 対 し 、当 該 各 号 に 定 め る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号
に 規 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 に 要 し た 費 用 に つ い て 、 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 を 支 給 す る。 
(1) 第 21条 の5の7第 4項 (第21条 の5の 8第3項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定 に

よ り 、 障 害 児 支 援 利 用 計 画 案 の 提 出 を 求 め ら れ た 第 21条 の 5の 6第 1項 又 は 第 21条 の 5
の 8第 1項 の 申 請 に 係 る 障 害 児 の 保 護 者  市 町 村 長 が 指 定 す る 障 害 児 相 談 支 援 事 業 を
行 う 者 (以 下「 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 」と い う 。)か ら 当 該 指 定 に 係 る 障 害 児 支 援
利 用 援 助 (次 項 に お い て「 指 定 障 害 児 支 援 利 用 援 助 」と い う。)を 受 け た 場 合 で あ つ て 、
当 該 申 請 に 係 る 給 付 決 定 等 を 受 け た と き 。  

(2) 通 所 給 付 決 定 保 護 者  指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 か ら 当 該 指 定 に 係 る 継 続 障 害 児
支 援 利 用 援 助 (次 項 に お い て「 指 定 継 続 障 害 児 支 援 利 用 援 助 」と い う 。)を 受 け た と き 。 

2 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 額 は 、 指 定 障 害 児 支 援 利 用 援 助 又 は 指 定 継 続 障 害 児 支 援 利 用
援 助 (以 下「 指 定 障 害 児 相 談 支 援 」と い う 。)に 通 常 要 す る 費 用 に つ き 、内 閣 総 理 大 臣 が
定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 (そ の 額 が 現 に 当 該 指 定 障 害 児 相 談 支 援 に 要 し た 費
用 の 額 を 超 え る と き は 、 当 該 現 に 指 定 障 害 児 相 談 支 援 に 要 し た 費 用 の 額 )と す る 。  

3 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護 者 が 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 か ら 指 定 障 害 児 相 談 支 援 を 受
け た と き は 、市 町 村 は 、当 該 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護 者 が 当 該 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業
者 に 支 払 う べ き 当 該 指 定 障 害 児 相 談 支 援 に 要 し た 費 用 に つ い て 、障 害 児 相 談 支 援 給 付費
と し て 当 該 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護 者 に 対 し 支 給 す べ き 額 の 限 度 に お い て 、当 該 障 害児
相 談 支 援 対 象 保 護 者 に 代 わ り 、 当 該 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 に 支 払 う こ と が で き る。 

4 前 項 の 規 定 に よ る 支 払 が あ つ た と き は 、 障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護 者 に 対 し 障 害 児 相 談
支 援 給 付 費 の 支 給 が あ つ た も の と み な す 。  

5 市 町 村 は 、 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 か ら 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 請 求 が あ つ た と き
は 、 第 2項 の 内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る 基 準 及 び 第 24条 の 31第 2項 の 内 閣 府 令 で 定 め る 指 定
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障 害 児 相 談 支 援 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 (指 定 障 害 児 相 談 支 援 の 取 扱 い に 関 す る 部 分
に 限 る 。 )に 照 ら し て 審 査 の 上 、 支 払 う も の と す る 。  

6 市 町 村 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 審 査 及 び 支 払 に 関 す る 事 務 を 連 合 会 に 委 託 す る こ と が で
き る 。  

7 前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 支 給 及 び 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事
業 者 の 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 請 求 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 内 閣 府 令 で 定 め る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1625   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
特 例 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法  第 24条 の 27第 1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第164号  

【基準】 

 法 第24条 の27の 規 定 に よ る 。  
第24条 の 27 市 町 村 は 、障 害 児 相 談 支 援 対 象 保 護 者 が 、指 定 障 害 児 相 談 支 援 以 外 の 障 害 児

相 談 支 援 (第24条 の 31第1項 の 内 閣 府 令 で 定 め る 基 準 及 び 同 条 第 2項 の 内 閣 府 令 で 定 め る
指 定 障 害 児 相 談 支 援 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 に 定 め る 事 項 の う ち 内 閣 府 令 で 定 め る
も の を 満 た す と 認 め ら れ る 事 業 を 行 う 事 業 所 に よ り 行 わ れ る も の に 限 る 。以 下 こ の 条に
お い て「 基 準 該 当 障 害 児 相 談 支 援 」と い う 。)を 受 け た 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め
る と き は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、基 準 該 当 障 害 児 相 談 支 援 に 要 し た 費 用 に つ
い て 、 特 例 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 を 支 給 す る こ と が で き る 。  

2 特 例 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 額 は 、当 該 基 準 該 当 障 害 児 相 談 支 援 に つ い て 前 条 第 2項 の
内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 (そ の 額 が 現 に 当 該 基 準 該 当 障 害 児
相 談 支 援 に 要 し た 費 用 の 額 を 超 え る と き は 、当 該 現 に 基 準 該 当 障 害 児 相 談 支 援 に 要 した
費 用 の 額 )を 基 準 と し て 、 市 町 村 が 定 め る 。  

3 前 2項 に 定 め る も の の ほ か 、特 例 障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、内
閣 府 令 で 定 め る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1626   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法  第 24条 の 28第 1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第164号  

【基準】 

 法 第24条 の28の 規 定 に よ る 。  
第 24条 の 28 第 24条 の 26第 1項 第 1号 の 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定 は 、 内 閣 府 令 で

定 め る と こ ろ に よ り 、総 合 的 に 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る ため
の 法 律 第 5条 第 18項 に 規 定 す る 相 談 支 援 を 行 う 者 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る 基 準 に 該 当 す
る 者 の 申 請 に よ り 、 障 害 児 相 談 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所 (以 下 「 障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 」
と い う 。 )ご と に 行 う 。  

2 第 21条 の5の15第 3項 (第4号 、第11号 及 び 第14号 を 除 く 。)の 規 定 は 、第24条 の 26第1項
第 1号 の 指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 21
条 の5の 15第3項 第1号 中「 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 者 」と あ る の は 、「 法 人 」と 読 み 替 え
る ほ か 、 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1627   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
指 定 障 害 児 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定 の 更 新  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法  第 24条 の 29第 1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第164号  

【基準】 

 法 第24条 の29の 規 定 に よ る 。  
第24条 の 29 第24条 の 26第 1項 第1号 の 指 定 は 、6年 ご と に そ の 更 新 を 受 け な け れ ば 、そ の

期 間 の 経 過 に よ つ て 、 そ の 効 力 を 失 う 。  
2 前 項 の 更 新 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、同 項 の 期 間 (以 下 こ の 条 に お い て「 指 定 の 有

効 期 間 」 と い う 。 )の 満 了 の 日 ま で に そ の 申 請 に 対 す る 処 分 が さ れ な い と き は 、 従 前 の
指 定 は 、指 定 の 有 効 期 間 の 満 了 後 も そ の 処 分 が さ れ る ま で の 間 は 、な お そ の 効 力 を 有 す
る 。  

3 前 項 の 場 合 に お い て 、 指 定 の 更 新 が さ れ た と き は 、 そ の 指 定 の 有 効 期 間 は 、 従 前 の 指
定 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 す る も の と す る 。  

4 前 条 の 規 定 は 、第 1項 の 指 定 の 更 新 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、必 要 な 技 術
的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1632   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
通 所 受 給 者 証 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法 施 行 規 則  第18条 の 6第9項  

法 令 番 号 昭 和23年 厚 生 省 令 第11号  

【基準】 

 省 令 第18条 の6第9項 の 規 定 に よ る 。  
第18条 の 6  
9 市 町 村 は 、 通 所 受 給 者 証 を 破 り 、 汚 し 、 又 は 失 つ た 通 所 給 付 決 定 保 護 者 か ら 、 通 所 給

付 決 定 の 有 効 期 間 内 に お い て 、通 所 受 給 者 証 の 再 交 付 の 申 請 が あ つ た と き は 、通 所 受 給
者 証 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1633   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
商 店 街 整 備 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
中 小 小 売 商 業 振 興 法  第4条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和48年 法 律 第101号  

【基準】 

 法 第4条 第 1項 及 び 政 令 第2条 の 規 定 に よ る 。  
 (高 度 化 事 業 計 画 の 認 定 等 ) 
第 4条  商 店 街 振 興 組 合 等 (商 店 街 振 興 組 合 若 し く は 商 店 街 振 興 組 合 連 合 会 、 事 業 協 同 組

合 、 事 業 協 同 小 組 合 若 し く は 協 同 組 合 連 合 会 又 は 中 小 企 業 団 体 の 組 織 に 関 す る 法 律 (昭
和32年 法 律 第 185号 )第 9条 た だ し 書 に 規 定 す る 商 店 街 組 合 若 し く は こ れ を 会 員 と す る 商
工 組 合 連 合 会 を い う 。 )は 、 主 と し て 中 小 小 売 商 業 者 で あ る 組 合 員 又 は 所 属 員 の 経 営 の
近 代 化 を 図 る た め 、商 店 街 の 区 域 に お い て 店 舗 、ア ー ケ ー ド 、街 路 灯 そ の 他 の 施 設 又は
設 備 を 設 置 す る 事 業 に つ い て 、商 店 街 整 備 計 画 を 作 成 し 、こ れ を 経 済 産 業 大 臣 に 提 出 し
て 、当 該 商 店 街 整 備 計 画 が 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る 旨 の 認 定 を 受 け るこ
と が で き る 。  

 
 (商 店 街 整 備 計 画 の 認 定 の 基 準 ) 
第2条  法 第 4条 第1項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 当 該 商 店 街 振 興 組 合 等 の 組 合 員 又 は 所 属 員 の 数 が 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 数 以 上 で
あ る こ と 。  

(2) 当 該 商 店 街 振 興 組 合 等 の 組 合 員 又 は 所 属 員 の 3分 の 2以 上 が 中 小 小 売 商 業 者 又 は 中
小 サ ー ビ ス 業 者 (サ ー ビ ス 業 に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む 者 で あ つ て 、 法 第
2条 第 1項 第 2号 の 2又 は 第 3号 か ら 第 5号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る も の を い う 。 以 下
同 じ 。)で あ り 、か つ 、中 小 小 売 商 業 者 の 数 が 中 小 サ ー ビ ス 業 者 の 数 以 上 で あ る こ と 。 

(3) 法 第 4条 第7項 第1号 に 掲 げ る 事 項 が 振 興 指 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(4) 法 第 4条 第 7項 第 2号 及 び 第 3号 に 掲 げ る 事 項 が 当 該 事 業 を 確 実 に 遂 行 す る た め に 適

切 な も の で あ る こ と 。  
(5) 当 該 商 店 街 振 興 組 合 等 の 組 合 員 又 は 所 属 員 が そ の 店 舗 そ の 他 の 施 設 を 新 設 し 、 又

は 改 造 す る 事 業 に あ つ て は 、当 該 組 合 員 又 は 所 属 員 が 新 設 し 、又 は 改 造 す る 店 舗 そ の
他 の 施 設 の 敷 地 面 積 の 合 計 の う ち 中 小 企 業 者 が 新 設 し 、又 は 改 造 す る 店 舗 そ の 他 の 施
設 に 係 る 部 分 が 3分 の 2以 上 で あ り 、 か つ 、 当 該 組 合 員 又 は 所 属 員 の 2分 の1以 上 (経 済
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産 業 省 令 で 定 め る 場 合 に あ つ て は 、当 該 組 合 員 又 は 所 属 員 の う ち 経 済 産 業 省 令 で 定 め
る 数 以 上 の 者 )が 当 該 事 業 に 参 加 す る こ と 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1634   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
店 舗 集 団 化 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
中 小 小 売 商 業 振 興 法  第4条 第 2項  

法 令 番 号 昭 和48年 法 律 第101号  

【基準】 

 法 第4条 第 2項 及 び 政 令 第3条 の 規 定 に よ る 。  
 (高 度 化 事 業 計 画 の 認 定 等 ) 
第4条  
2 事 業 協 同 組 合 、 事 業 協 同 小 組 合 又 は 協 同 組 合 連 合 会 は 、 主 と し て 中 小 小 売 商 業 者 で あ

る 組 合 員 又 は 所 属 員 の 経 営 の 近 代 化 を 図 る た め 、店 舗 を 一 の 団 地 に 集 団 し て 設 置 す る事
業 (当 該 事 業 に 併 せ て ア ー ケ ー ド 、 街 路 灯 そ の 他 の 施 設 又 は 設 備 を 設 置 す る 事 業 を 含
む 。)に つ い て 、店 舗 集 団 化 計 画 を 作 成 し 、こ れ を 経 済 産 業 大 臣 に 提 出 し て 、当 該 店 舗 集
団 化 計 画 が 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

 
 (店 舗 集 団 化 計 画 の 認 定 の 基 準 ) 
第3条  法 第 4条 第2項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 事 業 協 同 組 合 、 事 業 協 同 小 組 合 又 は 協 同 組 合 連 合 会 (次 号 及 び 第 5号 に お い て 「 事
業 協 同 組 合 等 」 と い う 。 )の 組 合 員 又 は 所 属 員 の 数 が 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 数 以 上 で
あ る こ と 。  

(2) 当 該 事 業 協 同 組 合 等 の 組 合 員 又 は 所 属 員 の 3分 の 2以 上 が 中 小 小 売 商 業 者 又 は 中 小
サ ー ビ ス 業 者 で あ り 、か つ 、中 小 小 売 商 業 者 の 数 が 中 小 サ ー ビ ス 業 者 の 数 以 上 で あ る
こ と 。  

(3) 法 第 4条 第7項 第1号 に 掲 げ る 事 項 が 振 興 指 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(4) 法 第 4条 第 7項 第 2号 及 び 第 3号 に 掲 げ る 事 項 が 当 該 事 業 を 確 実 に 遂 行 す る た め に 適

切 な も の で あ る こ と 。  
(5) 当 該 事 業 協 同 組 合 等 の す べ て の 組 合 員 又 は 所 属 員 が 当 該 団 地 に 店 舗 を 設 置 す る こ

と 。  
 
標 準 処 理 期

間 
30日  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_1635.docx 

 

ID: 1635   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
共 同 店 舗 等 整 備 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
中 小 小 売 商 業 振 興 法  第4条 第 3項  

法 令 番 号 昭 和48年 法 律 第101号  

【基準】 

 法 第4条 第 3項 及 び 政 令 第4条 の 規 定 に よ る 。  
 (高 度 化 事 業 計 画 の 認 定 等 ) 
第4条  
3 第 1号 又 は 第 2号 に 掲 げ る 組 合 は 当 該 各 号 に 定 め る 事 業 に つ い て 、 第 3号 に 掲 げ る 中 小

小 売 商 業 者 は 、当 該 合 併 又 は 出 資 を し よ う と す る 他 の 中 小 小 売 商 業 者 と 共 同 し て 同 号に
定 め る 事 業 に つ い て 、 第 4号 に 掲 げ る 会 社 は 同 号 に 定 め る 事 業 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 共 同
店 舗 等 整 備 計 画 を 作 成 し 、こ れ を 経 済 産 業 大 臣 に 提 出 し て 、当 該 共 同 店 舗 等 整 備 計 画 が
政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  
(1) 事 業 協 同 組 合 又 は 事 業 協 同 小 組 合  中 小 小 売 商 業 者 で あ る 組 合 員 の た め の 共 同 店

舗 又 は 休 憩 所 、 集 会 場 そ の 他 の 共 同 店 舗 と 併 設 さ れ る 施 設 若 し く は 共 同 店 舗 の 設 備
(以 下 こ の 項 及 び 第8項 に お い て 「 共 同 店 舗 等 」 と い う 。 )の 設 置 の 事 業  

(2) 協 業 組 合  組 合 の 店 舗 又 は 休 憩 所 、 集 会 場 そ の 他 の 店 舗 と 併 設 さ れ る 施 設 若 し く
は 店 舗 の 設 備 (次 号 に お い て 「 店 舗 等 」 と い う 。 )の 設 置 の 事 業  

(3) 他 の 中 小 小 売 商 業 者 と 合 併 を し よ う と し 、 又 は 他 の 中 小 小 売 商 業 者 と と も に 資 本
金 の 額 若 し く は 出 資 の 総 額 の 大 部 分 を 出 資 し て 会 社 を 設 立 し よ う と す る 中 小 小 売 商
業 者  次 に 掲 げ る 事 業  
イ  合 併 又 は 出 資 に よ り 設 立 さ れ る 小 売 業 に 属 す る 事 業 を 主 た る 事 業 と し て 営 む 会

社 (合 併 後 存 続 す る 会 社 を 含 む 。 )の 店 舗 等 の 設 置 の 事 業   
ロ  出 資 に よ り 設 立 さ れ る 会 社 及 び そ の 会 社 に 出 資 し よ う と す る 中 小 小 売 商 業 者 の

た め の 共 同 店 舗 等 の 設 置 の 事 業   
(4) 2以 上 の 中 小 小 売 商 業 者 が 資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 の 大 部 分 を 出 資 し て い る 会

社  当 該 会 社 及 び 当 該 会 社 に 出 資 し て い る 中 小 小 売 商 業 者 の た め の 共 同 店 舗 等 の 設
置 の 事 業  

 (共 同 店 舗 等 整 備 計 画 の 認 定 の 基 準 ) 
第 4条  法 第 4条 第 3項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 同 項 第 1号 に 掲 げ る 組 合 が 作 成 す る 共 同 店

舗 等 整 備 計 画 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  
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(1) 当 該 組 合 の 組 合 員 の 数 が 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 数 以 上 で あ る こ と 。  
(2) 当 該 組 合 の 組 合 員 の 3分 の 2以 上 が 中 小 小 売 商 業 者 又 は 中 小 サ ー ビ ス 業 者 で あ り 、

か つ 、 中 小 小 売 商 業 者 の 数 が 中 小 サ ー ビ ス 業 者 の 数 以 上 で あ る こ と 。  
(3) 法 第 4条 第7項 第1号 に 掲 げ る 事 項 が 振 興 指 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(4) 法 第 4条 第 7項 第 2号 及 び 第 3号 に 掲 げ る 事 項 が 当 該 事 業 を 確 実 に 遂 行 す る た め に 適

切 な も の で あ る こ と 。  
(5) 当 該 組 合 の 組 合 員 で あ つ て 中 小 小 売 商 業 者 で あ る も の の す べ て が 当 該 共 同 店 舗 に

お い て 小 売 業 に 属 す る 事 業 を 営 む こ と 。  
(6) 当 該 共 同 店 舗 の う ち 小 売 業 に 属 す る 事 業 の 用 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 が 経 済 産 業 省

令 で 定 め る 面 積 以 上 で あ る こ と 。  
2 法 第 4条 第 3項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 同 項 第 2号 に 掲 げ る 組 合 が 作 成 す る 共 同 店 舗 等

整 備 計 画 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  
(1) 当 該 組 合 の 組 合 員 の 数 が 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 数 以 上 で あ る こ と 。  
(2) 当 該 組 合 が 中 小 小 売 商 業 者 で あ る こ と 。  
(3) 法 第 4条 第7項 第1号 に 掲 げ る 事 項 が 振 興 指 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(4) 法 第 4条 第 7項 第 2号 及 び 第 3号 に 掲 げ る 事 項 が 当 該 事 業 を 確 実 に 遂 行 す る た め に 適

切 な も の で あ る こ と 。  
(5) 当 該 組 合 が 当 該 店 舗 を 主 と し て 小 売 業 に 属 す る 事 業 の 用 に 供 す る こ と 。  
(6) 当 該 店 舗 の う ち 小 売 業 に 属 す る 事 業 の 用 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 が 前 項 第 6号 の 経

済 産 業 省 令 で 定 め る 面 積 以 上 で あ る こ と 。  
3 法 第 4条 第 3項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 同 項 第 3号 に 掲 げ る 中 小 小 売 商 業 者 が 当 該 合 併

又 は 出 資 を し よ う と す る 他 の 中 小 小 売 商 業 者 と 共 同 し て 作 成 す る 共 同 店 舗 等 整 備 計 画
及 び 同 項 第 4号 に 掲 げ る 会 社 が 作 成 す る 共 同 店 舗 等 整 備 計 画 に つ い て は 、 次 の と お り と
す る 。  
(1) 当 該 合 併 若 し く は 出 資 を し よ う と し 、 又 は 当 該 出 資 を し て い る 中 小 小 売 商 業 者 の

数 が 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 数 以 上 で あ る こ と 。  
(2) 出 資 に よ り 設 立 さ れ る 会 社 又 は 法 第 4条 第3項 第 4号 に 掲 げ る 会 社 に あ つ て は 、中 小

小 売 商 業 者 の 所 有 に 係 る 当 該 会 社 の 株 式 の 数 の 当 該 会 社 の 発 行 済 株 式 の 総 数 に 対 す
る 割 合 又 は 中 小 小 売 商 業 者 の 当 該 会 社 へ の 出 資 の 金 額 の 当 該 会 社 の 出 資 の 総 額 に 対
す る 割 合 が10分 の7以 上 で あ る こ と 。  

(3) 法 第 4条 第7項 第1号 に 掲 げ る 事 項 が 振 興 指 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(4) 法 第 4条 第 7項 第 2号 及 び 第 3号 に 掲 げ る 事 項 が 当 該 事 業 を 確 実 に 遂 行 す る た め に 適

切 な も の で あ る こ と 。  
(5) 法 第 4条 第3項 第3号 イ に 定 め る 事 業 に あ つ て は 、同 号 イ に 規 定 す る 会 社 が 当 該 店 舗

を 主 と し て 小 売 業 に 属 す る 事 業 の 用 に 供 す る こ と 。  
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(6) 法 第 4条 第 3項 第 3号 ロ に 定 め る 事 業 又 は 同 項 第 4号 に 定 め る 事 業 に あ つ て は 、 当 該
共 同 店 舗 が 主 と し て 同 項 第 3号 ロ に 規 定 す る 会 社 若 し く は そ の 会 社 に 出 資 し よ う と す
る 中 小 小 売 商 業 者 又 は 同 項 第 4号 に 掲 げ る 会 社 若 し く は そ の 会 社 に 出 資 し て い る 中 小
小 売 商 業 者 が 営 む 小 売 業 に 属 す る 事 業 の 用 に 供 さ れ る こ と 。  

(7) 当 該 店 舗 又 は 共 同 店 舗 の う ち 小 売 業 に 属 す る 事 業 の 用 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 が 第
1項 第 6号 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 面 積 以 上 で あ る こ と 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1636   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
商 店 街 整 備 等 支 援 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
中 小 小 売 商 業 振 興 法  第4条 第 6項  

法 令 番 号 昭 和48年 法 律 第101号  

【基準】 

 法 第4条 第 6項 並 び に 政 令 第7条 及 び 第 8条 の 規 定 に よ る 。  
 (高 度 化 事 業 計 画 の 認 定 等 ) 
第4条  
6 中 小 企 業 者 が 出 資 し て い る 会 社 で あ つ て 政 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る も の (以 下「 特定

会 社 」 と い う 。 )若 し く は 一 般 社 団 法 人 若 し く は 一 般 財 団 法 人 (以 下 「 一 般 社 団 法 人 等 」
と い う 。 )又 は 特 定 会 社 を 設 立 し よ う と す る 者 は 、 商 店 街 の 区 域 、 団 地 又 は 建 物 の 内 部
に 集 団 し て 事 業 を 営 む 中 小 小 売 商 業 者 の 経 営 の 近 代 化 を 支 援 す る た め 、共 同 店 舗 、アー
ケ ー ド 、休 憩 所 そ の 他 の 施 設 又 は 設 備 を 設 置 す る 事 業 に つ い て 、商 店 街 整 備 等 支 援 計 画
を 作 成 し 、こ れ を 経 済 産 業 大 臣 に 提 出 し て 、当 該 商 店 街 整 備 等 支 援 計 画 が 政 令 で 定 め る
基 準 に 適 合 す る も の で あ る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

 
 (特 定 会 社 の 要 件) 
第7条  法 第 4条 第6項 の 政 令 で 定 め る 要 件 は 、中 小 企 業 者 以 外 の 会 社 (以 下 こ の 条 及 び 次 条

に お い て 「 大 企 業 者 」 と い う 。 )の 所 有 に 係 る 当 該 会 社 の 株 式 の 数 の 当 該 会 社 の 発 行 済
株 式 の 総 数 に 対 す る 割 合 又 は 大 企 業 者 の 当 該 会 社 へ の 出 資 の 金 額 の 当 該 会 社 の 出 資 の
総 額 に 対 す る 割 合 が 2分 の 1未 満 で あ る こ と (独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 が 出 資
す る 場 合 に あ つ て は 、独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 の 出 資 後 に お い て 、大 企 業 者
の 所 有 に 係 る 当 該 会 社 の 株 式 の 数 の 当 該 会 社 の 発 行 済 株 式 の 総 数 に 対 す る 割 合 又 は 大
企 業 者 の 当 該 会 社 へ の 出 資 の 金 額 の 当 該 会 社 の 出 資 の 総 額 に 対 す る 割 合 が 2分 の 1未 満
と な る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る こ と )と す る 。  

 (商 店 街 整 備 等 支 援 計 画 の 認 定 の 基 準 ) 
第8条  法 第 4条 第6項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 法 第 4条 第7項 第1号 に 掲 げ る 事 項 が 振 興 指 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) 法 第 4条 第 7項 第 2号 及 び 第 3号 に 掲 げ る 事 項 が 当 該 事 業 を 確 実 に 遂 行 す る た め に 適

切 な も の で あ る こ と 。  
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(3) 法 第 4条 第 6項 の 特 定 会 社 が 当 該 事 業 を 実 施 す る 場 合 に あ つ て は 、 次 の い ず れ に も
該 当 す る も の で あ る こ と 。  
イ  当 該 特 定 会 社 に 出 資 し よ う と し 、又 は 出 資 し て い る 者 の 3分 の2以 上 が 中 小 企 業 者

で あ る こ と 。  
ロ  大 企 業 者 が 当 該 特 定 会 社 の 最 大 株 主 又 は 最 大 出 資 者 と な ら な い こ と 。  
ハ  い ず れ の 大 企 業 者 に つ い て も 、そ の 所 有 に 係 る 当 該 特 定 会 社 の 株 式 の 数 の 当 該 特

定 会 社 の 発 行 済 株 式 の 総 数 に 対 す る 割 合 又 は そ の 当 該 特 定 会 社 へ の 出 資 の 金 額 の
当 該 特 定 会 社 の 出 資 の 総 額 に 対 す る 割 合 が 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 割 合 未 満 で あ る
こ と 。  

(4) 共 同 店 舗 を 設 置 す る 場 合 に あ つ て は 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の で あ る こ と 。  
イ  当 該 共 同 店 舗 に お い て 事 業 を 営 む 者 の 3分 の 2以 上 が 中 小 小 売 商 業 者 又 は 中 小 サ

ー ビ ス 業 者 で あ り 、か つ 、中 小 小 売 商 業 者 の 数 が 中 小 サ ー ビ ス 業 者 の 数 以 上 で あ る
こ と 。  

ロ  当 該 共 同 店 舗 の う ち 小 売 業 に 属 す る 事 業 の 用 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 が 第 4条 第 1
項 第6号 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る 面 積 以 上 で あ る こ と 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1637   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
高 度 化 事 業 計 画 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
中 小 小 売 商 業 振 興 法 施 行 令  第9条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和48年 政 令 第286号  

【基準】 

 政 令 第9条 第 1項 の 規 定 に よ る 。  
 (認 定 計 画 の 変 更 等 ) 
第 9条  法 第 4条 第 1項 か ら 第 6項 ま で の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 者 、 同 条 第 3項 第 3号 イ 若

し く は ロ 若 し く は 第 4項 第 2号 に 規 定 す る 会 社 又 は 同 条 第 6項 に 規 定 す る 特 定 会 社 は 、 同
条 第 1項 か ら 第 6項 ま で の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 高 度 化 事 業 計 画 (次 項 に お い て 「 認 定
計 画 」と い う 。)の 変 更 を し よ う と す る と き は 、当 該 変 更 が 第2条 か ら 前 条 ま で に 規 定す
る 要 件 に 適 合 す る も の で あ る 旨 の 経 済 産 業 大 臣 (法 第 4条 第 4項 又 は 第 5項 の 規 定 に よ る
認 定 を 受 け た 高 度 化 事 業 計 画 の 変 更 に つ い て は 、 主 務 大 臣 )の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら
な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1639   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 9条 第1項  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第84号  

【基準】 

 法 第9条 及 び 第 10条 の 規 定 に よ る 。  
 (集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 の 認 定 ) 
第 9条  第 7条 第 2項 第 2号 イ に 掲 げ る 事 項 が 記 載 さ れ た 低 炭 素 ま ち づ く り 計 画 に 係 る 計 画

区 域 内 に お け る 病 院 、共 同 住 宅 そ の 他 の 多 数 の 者 が 利 用 す る 建 築 物 (以 下「 特 定 建 築 物 」
と い う 。)及 び そ の 敷 地 の 整 備 に 関 す る 事 業 (こ れ と 併 せ て 整 備 す る 道 路 、公 園 そ の 他 の
公 共 施 設 (次 条 第1項 第 3号 に お い て「 特 定 公 共 施 設 」と い う 。)の 整 備 に 関 す る 事 業 を 含
む 。 )並 び に こ れ に 附 帯 す る 事 業 で あ っ て 、 都 市 機 能 の 集 約 を 図 る た め の 拠 点 の 形 成 に
資 す る も の (以 下「 集 約 都 市 開 発 事 業 」と い う 。)を 施 行 し よ う と す る 者 は 、国 土 交 通 省
令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 低 炭 素 ま ち づ く り 計 画 に 即 し て 集 約 都 市 開 発 事 業 に 関す
る 計 画 (以 下「 集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 」と い う 。)を 作 成 し 、市 町 村 長 の 認 定 を 申 請 す る
こ と が で き る 。  

2 集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 集 約 都 市 開 発 事 業 を 施 行 す る 区 域  
(2) 集 約 都 市 開 発 事 業 の 内 容  
(3) 集 約 都 市 開 発 事 業 の 施 行 予 定 期 間  
(4) 集 約 都 市 開 発 事 業 の 資 金 計 画  
(5) 集 約 都 市 開 発 事 業 の 施 行 に よ る 都 市 の 低 炭 素 化 の 効 果  
(6) そ の 他 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 事 項  
(集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 の 認 定 基 準 等 ) 

第10条  市 町 村 長 は 、 前 条 第 1項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 申
請 に 係 る 集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 が 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、そ の 認定
を す る こ と が で き る 。  
(1) 当 該 集 約 都 市 開 発 事 業 が 、 都 市 機 能 の 集 約 を 図 る た め の 拠 点 の 形 成 に 貢 献 し 、 こ

れ を 通 じ て 、 二 酸 化 炭 素 の 排 出 を 抑 制 す る も の で あ る と 認 め ら れ る こ と 。  
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(2) 集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 (特 定 建 築 物 の 整 備 に 係 る 部 分 に 限 る 。 次 項 か ら 第 4項 ま で
及 び 第6項 に お い て 同 じ 。 )が 第54条 第 1項 第 1号 及 び 第 2号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る も
の で あ る こ と 。  

(3) 当 該 集 約 都 市 開 発 事 業 に よ り 整 備 さ れ る 特 定 建 築 物 の 敷 地 又 は 特 定 公 共 施 設 に お
い て 緑 化 そ の 他 の 都 市 の 低 炭 素 化 の た め の 措 置 が 講 じ ら れ る も の で あ る こ と 。  

(4) 集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 に 記 載 さ れ た 事 項 が 当 該 集 約 都 市 開 発 事 業 を 確 実 に 遂 行 す
る た め 適 切 な も の で あ る こ と 。  

(5) 当 該 集 約 都 市 開 発 事 業 の 施 行 に 必 要 な 経 済 的 基 礎 及 び こ れ を 的 確 に 遂 行 す る た め
に 必 要 な そ の 他 の 能 力 が 十 分 で あ る こ と 。  

2 建 築 主 事 又 は 建 築 副 主 事 を 置 か な い 市 町 村 (そ の 区 域 内 に お い て 施 行 さ れ る 集 約 都 市
開 発 事 業 に よ り 整 備 さ れ る 特 定 建 築 物 が 政 令 で 定 め る 建 築 物 で あ る 場 合 に お け る 建 築
基 準 法 (昭 和 25年 法 律 第 201号 )第 97条 の 2第 1項 若 し く は 第 2項 又 は 第 97条 の 3第 1項 若 し
く は 第2項 の 規 定 に よ り 建 築 主 事 又 は 建 築 副 主 事 を 置 く 市 町 村 を 含 む 。 )の 市 町 村 長 は 、
前 項 の 認 定 を し よ う と す る と き は 、 当 該 認 定 に 係 る 集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 が 同 項 第 2号
に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る こ と に つ い て 、あ ら か じ め 、都 道 府 県 知 事 に 協 議 し 、そ の 同意
を 得 な け れ ば な ら な い 。  

3 前 条 第 1項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 を す る 者 は 、市 町 村 長 に 対 し 、当 該 市 町 村 長 が 当該
申 請 に 係 る 集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 を 建 築 主 事 又 は 建 築 副 主 事 に 通 知 し 、当 該 集 約 都 市開
発 事 業 計 画 が 建 築 基 準 法 第 6条 第 1項 に 規 定 す る 建 築 基 準 関 係 規 定 に 適 合 す る か ど う か
の 審 査 を 受 け る よ う 申 し 出 る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 申 請 に 併 せ て、
同 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

4 前 項 の 規 定 に よ る 申 出 を 受 け た 市 町 村 長 は 、 速 や か に 、 当 該 申 出 に 係 る 集 約 都 市 開 発
事 業 計 画 を 建 築 主 事 又 は 建 築 副 主 事 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

5 建 築 基 準 法 第 18条 第 3項 及 び 第 14項 の 規 定 は 、 建 築 主 事 又 は 建 築 副 主 事 が 前 項 の 規 定
に よ る 通 知 を 受 け た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

6 市 町 村 長 が 、 前 項 に お い て 準 用 す る 建 築 基 準 法 第 18条 第 3項 の 規 定 に よ る 確 認 済 証 の
交 付 を 受 け た 場 合 に お い て 、 第 1項 の 認 定 を し た と き は 、 当 該 認 定 を 受 け た 集 約 都 市 開
発 事 業 計 画 は 、 同 法 第 6条 第 1項 の 確 認 済 証 の 交 付 が あ っ た も の と み な す 。  

7 市 町 村 長 は 、 第 5項 に お い て 準 用 す る 建 築 基 準 法 第 18条 第 14項 の 規 定 に よ る 通 知 書 の
交 付 を 受 け た 場 合 に お い て は 、 第1項 の 認 定 を し て は な ら な い 。  

8 建 築 基 準 法 第 12条 第8項 及 び 第 9項 並 び に 第93条 か ら 第 93条 の3ま で の 規 定 は 、第 5項 に
お い て 準 用 す る 同 法 第 18条 第 3項 及 び 第 14項 の 規 定 に よ る 確 認 済 証 及 び 通 知 書 の 交 付
に つ い て 準 用 す る 。  

9 集 約 都 市 開 発 事 業 を 施 行 し よ う と す る 者 が そ の 集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 に つ い て 第 1項
の 認 定 を 受 け た と き は 、 当 該 集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 に 基 づ く 特 定 建 築 物 の 整 備 の う ち、
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建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 (平 成27年 法 律 第53号)第 12条 第1項
の 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 を 受 け な け れ ば な ら な い も の に つ い て は 、 第 3
項 の 規 定 に よ る 申 出 が あ っ た 場 合 及 び 同 法 第 2条 第 2項 の 条 例 が 定 め ら れ て い る 場 合 を
除 き 、 同 法 第 12条 第 3項 の 規 定 に よ り 適 合 判 定 通 知 書 の 交 付 を 受 け た も の と み な し て 、
同 条 第6項 か ら 第 8項 ま で の 規 定 を 適 用 す る 。  

10 集 約 都 市 開 発 事 業 を 施 行 し よ う と す る 者 が そ の 集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 に つ い て 第 1項
の 認 定 を 受 け た と き は 、 当 該 集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 に 基 づ く 特 定 建 築 物 の 整 備 の う ち、
建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 19条 第 1項 の 規 定 に よ る 届 出 を し
な け れ ば な ら な い も の に つ い て は 、 同 法 第 2条 第 2項 の 条 例 が 定 め ら れ て い る 場 合 を 除
き 、 同 法 第 19条 第1項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た も の と み な す 。 こ の 場 合 に お い て は 、 同
条 第2項 及 び 第 3項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1640   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 11条 第1項  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第84号  

【基準】 

 法 第11条 の 規 定 に よ る 。  
 (集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 の 変 更 ) 
第 11条  前 条 第 1項 の 認 定 を 受 け た 者 (以 下 「 認 定 集 約 都 市 開 発 事 業 者 」 と い う 。 )は 、 当

該 認 定 を 受 け た 集 約 都 市 開 発 事 業 計 画 の 変 更 (国 土 交 通 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除
く 。 )を し よ う と す る と き は 、 市 町 村 長 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 前 条 の 規 定 は 、 前 項 の 認 定 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1641   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
地 位 の 承 継 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 13条  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第84号  

【基準】 

 法 第13条 の 規 定 に よ る 。  
 (地 位 の 承 継) 
第 13条  認 定 集 約 都 市 開 発 事 業 者 の 一 般 承 継 人 又 は 認 定 集 約 都 市 開 発 事 業 者 か ら 認 定 集

約 都 市 開 発 事 業 計 画 に 係 る 第 9条 第 2項 第1号 の 区 域 内 の 土 地 の 所 有 権 そ の 他 当 該 認 定 集
約 都 市 開 発 事 業 の 施 行 に 必 要 な 権 原 を 取 得 し た 者 は 、市 町 村 長 の 承 認 を 受 け て 、当 該 認
定 集 約 都 市 開 発 事 業 者 が 有 し て い た 第 10条 第 1項 の 認 定 に 基 づ く 地 位 を 承 継 す る こ と が
で き る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1645   

担当部署 : 水道課  

処 分 の 概

要 
公 共 下 水 道 等 の 排 水 施 設 か ら の 下 水 の 取 水 等 及 び 変 更 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 47条 第1項 及 び 第 3項  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第84号  

【基準】 

 法 第47条 の 規 定 に よ る 。  
(公 共 下 水 道 等 の 排 水 施 設 か ら の 下 水 の 取 水 等 ) 

第 47条  低 炭 素 ま ち づ く り 計 画 に 記 載 さ れ た 第 7条 第 3項 第 5号 イ に 規 定 す る 事 業 の 実 施
主 体 は 、条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 、公 共 下 水 道 管 理 者 等 の 許 可 を 受 け て 、公 共 下 水道
等 (下 水 道 法 第 2条 第 3号 に 規 定 す る 公 共 下 水 道 又 は 同 条 第 4号 に 規 定 す る 流 域 下 水 道 (同
号 イ に 該 当 す る も の に 限 る 。)を い う 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)の 排 水 施 設 (こ れ を 補
完 す る 施 設 を 含 む 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)に 接 続 設 備 (公 共 下 水 道 等 の 排 水 施 設 と
第 7条 第 3項 第5号 イ に 規 定 す る 設 備 と を 接 続 す る 設 備 を い う 。 第 7項 に お い て 同 じ 。 )を
設 け 、当 該 接 続 設 備 に よ り 当 該 公 共 下 水 道 等 の 排 水 施 設 か ら 下 水 を 取 水 し 、及 び 当 該 公
共 下 水 道 等 の 排 水 施 設 に 当 該 下 水 を 流 入 さ せ る こ と が で き る 。  

2 公 共 下 水 道 管 理 者 等 は 、 前 項 の 許 可 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 申 請 に 係 る 事
項 が 政 令 で 定 め る 基 準 を 参 酌 し て 条 例 で 定 め る 技 術 上 の 基 準 に 適 合 す る と 認 め る と き
で な け れ ば 、 許 可 を し て は な ら な い 。  

3 第 1項 の 許 可 を 受 け た 者 (以 下 こ の 条 に お い て「 許 可 事 業 者 」と い う 。)は 、当 該 許 可 を
受 け た 事 項 の 変 更 (条 例 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。)を し よ う と す る と き は 、公 共 下 水
道 管 理 者 等 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て は 、 前 2項 の 規 定 を 準 用
す る 。  

4 下 水 道 法 第 33条 の 規 定 は 、 第1項 又 は 前 項 の 許 可 に つ い て 準 用 す る 。  
5 許 可 事 業 者 は 、 第 1項 又 は 第 3項 の 許 可 を 受 け て 公 共 下 水 道 等 の 排 水 施 設 に 流 入 さ せ る

下 水 に 当 該 下 水 以 外 の 物 (第 7条 第 3項 第 5号 イ に 規 定 す る 設 備 の 管 理 上 必 要 な 政 令 で 定
め る も の を 除 く 。 )を 混 入 し て は な ら な い 。  

6 許 可 事 業 者 に つ い て は 、 下 水 道 法 第 38条 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条
第1項 中「 公 共 下 水 道 管 理 者 、流 域 下 水 道 管 理 者 又 は 都 市 下 水 路 管 理 者 」と あ る の は「 都
市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 (以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 都 市 低 炭 素 化 法 」 と
い う 。 )第 7条 第 4項 第 1号 に 規 定 す る 公 共 下 水 道 管 理 者 等 (以 下 こ の 条 に お い て 「 公 共 下
水 道 管 理 者 等 」と い う 。)」と 、「 こ の 法 律 の 規 定 に よ つ て し た 許 可 若 し く は 承 認 」と あ
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る の は 「 都 市 低 炭 素 化 法 第47条 第1項 若 し く は 第3項 の 許 可 」 と 、 同 項 第1号 中 「 こ の 法
律 (第 11条 の 3第 1項 及 び 第 12条 の 9第 1項 (第 25条 の 30第 1項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含
む 。)の 規 定 を 除 く 。)又 は こ の 法 律 に 基 づ く 命 令 若 し く は 条 例 」と あ る の は「 都 市 低 炭
素 化 法 第47条 第3項 又 は 第5項 」と 、同 項 第 2号 及 び 第3号 並 び に 同 条 第2項 中「 こ の 法 律
の 規 定 に よ る 許 可 又 は 承 認 」 と あ る の は 「 都 市 低 炭 素 化 法 第 47条 第 1項 又 は 第 3項 の 許
可 」と 、同 項 か ら 同 条 第4項 ま で 及 び 同 条 第 6項 中「 公 共 下 水 道 管 理 者 、流 域 下 水 道 管 理
者 又 は 都 市 下 水 路 管 理 者 」 と あ り 、 並 び に 同 条 第 3項 中 「 公 共 下 水 道 管 理 者 、 流 域 下 水
道 管 理 者 若 し く は 都 市 下 水 路 管 理 者 」 と あ る の は 「 公 共 下 水 道 管 理 者 等 」 と 、 同 条 第 2
項 第 1号 中 「 公 共 下 水 道 、 流 域 下 水 道 又 は 都 市 下 水 路 」 と あ る の は 「 都 市 低 炭 素 化 法 第
47条 第 1項 に 規 定 す る 公 共 下 水 道 等 (次 号 及 び 第3号 に お い て「 公 共 下 水 道 等 」と い う 。)」
と 、同 項 第2号 及 び 第 3号 中「 公 共 下 水 道 、流 域 下 水 道 又 は 都 市 下 水 路 」と あ る の は「 公
共 下 水 道 等 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

7 許 可 事 業 者 が 公 共 下 水 道 等 の 排 水 施 設 に 接 続 設 備 を 設 け る 場 合 に つ い て は 、 下 水 道 法
第24条 又 は 第 25条 の29の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1650   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
測 量 標 の 使 用 の 承 認 (公 共 測 量 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
測 量 法  第39条 に お い て 準 用 す る 第 26条  

法 令 番 号 昭 和24年 法 律 第188号  

【基準】 

 準 用 す る 法 第 26条 の 規 定 に よ る 。  
 (測 量 標 の 使 用) 
第26条  基 本 測 量 以 外 の 測 量 を 実 施 し よ う と す る 者 は 、国 土 地 理 院 の 長 の 承 認 を 得 て 、基

本 測 量 の 測 量 標 を 使 用 す る こ と が で き る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1651   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
河 川 協 力 団 体 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 58条 の 8第1項  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第58条 の8第1項 及 び 省 令 第33条 の8の 規 定 に よ る 。  
 (河 川 協 力 団 体 の 指 定 ) 
第58条 の 8 河 川 管 理 者 は 、 次 条 に 規 定 す る 業 務 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で き る と 認

め ら れ る 法 人 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の と し て 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 団 体 を 、そ の 申 請に
よ り 、 河 川 協 力 団 体 と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

 
 (河 川 協 力 団 体 と し て 指 定 す る こ と が で き る 法 人 に 準 ず る 団 体 ) 
第 33条 の 8 法 第 58条 の 8第 1項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 団 体 は 、 法 人 で な い 団 体 で あ つ

て 、事 務 所 の 所 在 地 、構 成 員 の 資 格 、代 表 者 の 選 任 方 法 、総 会 の 運 営 、会 計 に 関 す る 事
項 そ の 他 当 該 団 体 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 を 内 容 と す る 規 約 そ の 他 こ れ に 準 ず る
も の を 有 し て い る も の と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 



law_1651.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1653   

担当部署 : 防災安全課  

処 分 の 概

要 
罹 災 証 明 書 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
災 害 対 策 基 本 法  第 90条 の2第 1項  

法 令 番 号 昭 和36年 法 律 第223号  

【基準】 

 法 第90条 の2の 規 定 に よ る 。  
 (罹 災 証 明 書 の 交 付 ) 
第90条 の 2 市 町 村 長 は 、 当 該 市 町 村 の 地 域 に 係 る 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、 当 該 災

害 の 被 災 者 か ら 申 請 が あ つ た と き は 、遅 滞 な く 、住 家 の 被 害 そ の 他 当 該 市 町 村 長 が 定 め
る 種 類 の 被 害 の 状 況 を 調 査 し 、当 該 災 害 に よ る 被 害 の 程 度 を 証 明 す る 書 面 (第4項 に お い
て 「 罹 災 証 明 書 」 と い う 。 )を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 調 査 に 必 要 な 限 度 で 、 そ の 保 有 す る 被 災 者 の 住 家 に 関
す る 情 報 を 、そ の 保 有 に 当 た つ て 特 定 さ れ た 利 用 の 目 的 以 外 の 目 的 の た め に 内 部 で 利用
す る こ と が で き る 。  

3 特 別 区 の 区 長 は 、第1項 の 規 定 に よ る 調 査 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、都 知 事 に
対 し て 、 被 災 者 の 住 家 に 関 す る 情 報 の 提 供 を 求 め る こ と が で き る 。  

4 市 町 村 長 は 、 災 害 の 発 生 に 備 え 、 罹 災 証 明 書 の 交 付 に 必 要 な 業 務 の 実 施 体 制 の 確 保 を
図 る た め 、第 1項 の 規 定 に よ る 調 査 に つ い て 専 門 的 な 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 職 員 の 育 成 、
当 該 市 町 村 と 他 の 地 方 公 共 団 体 又 は 民 間 の 団 体 と の 連 携 の 確 保 そ の 他 必 要 な 措 置 を 講
ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  
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ID: 1661   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
流 水 の 占 用 の 登 録  

法 令 名 

根 拠 条 項 
河 川 法  第100条 に お い て 準 用 す る 第 23条 の 2 

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第167号  

【基準】 

 法 第23条 の2、 第23条 の3及 び 第 23条 の4の 規 定 に よ る 。  
 (流 水 の 占 用 の 登 録 ) 
第23条 の 2 前 条 の 許 可 を 受 け た 水 利 使 用 (流 水 の 占 用 又 は 第 26条 第1項 に 規 定 す る 工 作 物

で 流 水 の 占 用 の た め の も の の 新 築 若 し く は 改 築 を い う 。 以 下 同 じ 。 )の た め に 取 水 し た
流 水 そ の 他 こ れ に 類 す る 流 水 と し て 政 令 で 定 め る も の の み を 利 用 す る 発 電 の た め に 河
川 の 流 水 を 占 用 し よ う と す る 者 は 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、河 川 管 理 者 の
登 録 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 (登 録 の 実 施) 
第23条 の 3 河 川 管 理 者 は 、 前 条 の 登 録 の 申 請 が あ つ た と き は 、 次 条 の 規 定 に よ り 登 録 を

拒 否 す る 場 合 を 除 き 、 政 令 で 定 め る 事 項 を 第 12条 第2項 の 水 利 台 帳 に 登 録 し な け れ ば な
ら な い 。  

 (登 録 の 拒 否) 
第 23条 の 4 河 川 管 理 者 は 、 第 23条 の 2の 登 録 の 申 請 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場

合 に は 、 そ の 登 録 を 拒 否 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 者 が こ の 法 律 の 規 定 に 違 反 し て 罰 金 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り、

又 は そ の 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ た 日 か ら2年 を 経 過 し な い 者 で あ る と き 。  
(2) 申 請 者 が 第 75条 第1項 の 規 定 に よ り 許 可 、登 録 又 は 承 認 の 取 消 し を 受 け 、そ の 取 消

し の 日 か ら2年 を 経 過 し な い 者 で あ る と き 。  
(3) 申 請 者 が 法 人 又 は 団 体 で あ つ て 、そ の 役 員 が 前2号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る

と き 。  
(4) 第 23条 の 許 可 を 受 け た 水 利 使 用 の た め に 取 水 し た 流 水 を 利 用 す る 発 電 の た め に 河

川 の 流 水 を 占 用 し よ う と す る 場 合 に お い て 、申 請 者 と 当 該 許 可 を 受 け た 者 と が 異 な る
と き は 、当 該 申 請 者 が 当 該 申 請 に 係 る 流 水 の 占 用 に つ い て 当 該 許 可 を 受 け た 者 の 同 意
を 得 て い な い と き 。  

(5) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 場 合 に 該 当 す る と き 。  
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ID: 1666   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
設 備 整 備 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 

農 林 漁 業 の 健 全 な 発 展 と 調 和 の と れ た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の 発 電 の 促
進 に 関 す る 法 律  第 7条 第3項  

法 令 番 号 平 成25年 法 律 第81号  

【基準】 

 法 第7条 の 規 定 に よ る 。  
(設 備 整 備 計 画 の 認 定 ) 

第 7条  再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 整 備 を 行 お う と す る 者 は 、 農 林 水 産 省 令 ・ 環 境 省
令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 整 備 に 関 す る 計 画 (以 下「 設 備 整 備 計 画 」と い う 。)を 作
成 し 、基 本 計 画 を 作 成 し た 市 町 村 (以 下「 計 画 作 成 市 町 村 」と い う 。)の 認 定 を 申 請 す る
こ と が で き る 。  

2 設 備 整 備 計 画 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 整 備 を し よ う と す る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 種 類 及 び 規 模 そ の 他 の 当 該 再

生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 整 備 の 内 容 並 び に 当 該 整 備 を 行 う 期 間  
(2) 前 号 の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 整 備 と 併 せ て 行 う 農 林 地 の 農 林 業 上 の 効 率

的 か つ 総 合 的 な 利 用 の 確 保 、農 林 漁 業 関 連 施 設 の 整 備 、農 林 漁 業 者 の 農 林 漁 業 経 営 の
改 善 の 促 進 、農 林 水 産 物 の 生 産 又 は 加 工 に 伴 い 副 次 的 に 得 ら れ た 物 品 の 有 効 な 利 用 の
推 進 そ の 他 の 農 林 漁 業 の 健 全 な 発 展 に 資 す る 取 組 の 内 容  

(3) 第 1号 の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 又 は 前 号 の 農 林 漁 業 関 連 施 設 の 用 に 供 す る
土 地 の 所 在 、 地 番 、 地 目 及 び 面 積 又 は 水 域 の 範 囲  

(4) 第 1号 の 整 備 及 び 第2号 の 取 組 を 実 施 す る た め に 必 要 な 資 金 の 額 及 び そ の 調 達 方 法  
(5) そ の 他 農 林 水 産 省 令 ・ 環 境 省 令 で 定 め る 事 項  

3 計 画 作 成 市 町 村 は 、第1項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、そ の 申 請 に 係 る 設
備 整 備 計 画 が 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、そ の 認 定 を す るも
の と す る 。  
(1) 設 備 整 備 計 画 の 内 容 が 基 本 計 画 に 適 合 す る も の で あ り 、 か つ 、 申 請 者 が 当 該 設 備

整 備 計 画 を 実 施 す る 見 込 み が 確 実 で あ る こ と 。  
(2) 設 備 整 備 計 画 に 記 載 さ れ た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 等 (前 項 第 1号 の 再 生 可 能

エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 及 び 同 項 第2号 の 農 林 漁 業 関 連 施 設 を い う 。以 下 同 じ 。)の 整 備 に
係 る 行 為 が 、当 該 計 画 作 成 市 町 村 が 管 理 す る 漁 港 の 区 域 内 の 水 域 又 は 公 共 空 地 に お い
て 行 う 行 為 で あ っ て 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 39条 第 1項 の 許 可 を 受 け な
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け れ ば な ら な い も の で あ る 場 合 に は 、当 該 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 等 の 整 備 に 関
す る 事 項 が 同 条 第 2項 の 規 定 に よ り 当 該 許 可 を し な け れ ば な ら な い 場 合 に 該 当 す る こ
と 。  

(3) 設 備 整 備 計 画 に 記 載 さ れ た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 等 の 整 備 に 係 る 行 為 が 、
当 該 計 画 作 成 市 町 村 が 管 理 す る 海 岸 保 全 区 域 (海 岸 法 (昭 和 31年 法 律 第 101号 )第 3条 の
規 定 に よ り 指 定 さ れ た 海 岸 保 全 区 域 を い い 、同 法 第40条 第1項 第2号 及 び 第3号 に 規 定
す る も の に 限 る 。次 項 第6号 及 び 第 13条 に お い て 同 じ 。)内 に お い て 行 う 行 為 で あ っ て
同 法 第7条 第 1項 又 は 第 8条 第 1項 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い も の で あ る 場 合 に は 、
当 該 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 等 の 整 備 に 関 す る 事 項 が 同 法 第 7条 第 2項 (同 法 第 8
条 第2項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)の 規 定 に よ り こ れ ら の 許 可 を し て は な ら な い
場 合 に 該 当 し な い こ と 。  

4 計 画 作 成 市 町 村 は 、 前 項 の 認 定 を し よ う と す る 場 合 に お い て 、 そ の 申 請 に 係 る 設 備 整
備 計 画 に 記 載 さ れ た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 等 の 整 備 に 係 る 行 為 が 次 の 各 号 に 掲
げ る 行 為 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、当 該 設 備 整 備 計 画 に つ い て 、あ ら か じ め 、それ
ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 者 に 協 議 し 、当 該 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 等 の 整 備 に 係 る行
為 が 第 1号 及 び 第 3号 か ら 第 9号 ま で に 掲 げ る 行 為 の い ず れ か に 該 当 す る も の で あ る 場 合
に あ っ て は 、 そ の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  
(1) 農 地 を 農 地 以 外 の も の に し 、 又 は 農 用 地 を 農 用 地 以 外 の も の に す る た め 当 該 農 用

地 に つ い て 所 有 権 若 し く は 使 用 及 び 収 益 を 目 的 と す る 権 利 を 取 得 す る 行 為 で あ っ て 、
農 地 法 第 4条 第 1項 又 は 第 5条 第 1項 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い も の  都 道 府 県 知
事  

(2) 集 約 酪 農 地 域 (酪 農 及 び 肉 用 牛 生 産 の 振 興 に 関 す る 法 律 (昭 和 29年 法 律 第 182号 )第
3条 第1項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 集 約 酪 農 地 域 を い う 。 第 10条 に お い て 同 じ 。 )の 区
域 内 に あ る 草 地 (同 法 第2条 第 3項 に 規 定 す る 草 地 を い う 。第 10条 に お い て 同 じ 。)に お
い て 行 う 行 為 で あ っ て 、 同 法 第 9条 の 規 定 に よ る 届 出 を し な け れ ば な ら な い も の  都
道 府 県 知 事  

(3) 森 林 法 (昭 和 26年 法 律 第 249号 )第 5条 第 1項 の 規 定 に よ り た て ら れ た 地 域 森 林 計 画
の 対 象 と な っ て い る 同 項 に 規 定 す る 民 有 林 (保 安 林 (同 法 第 25条 又 は 第 25条 の 2の 規 定
に よ り 指 定 さ れ た 保 安 林 を い う 。 以 下 同 じ 。 )並 び に 同 法 第 41条 の 規 定 に よ り 指 定 さ
れ た 保 安 施 設 地 区 の 区 域 内 及 び 海 岸 法 第 3条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 海 岸 保 全 区 域 内
の 森 林 (森 林 法 第2条 第 1項 に 規 定 す る 森 林 を い う 。)を 除 く 。第 11条 第1項 に お い て「 対
象 民 有 林 」 と い う 。 )に お い て 行 う 行 為 で あ っ て 、 森 林 法 第 10条 の 2第1項 の 許 可 を 受
け な け れ ば な ら な い も の  都 道 府 県 知 事  

(4) 保 安 林 に お い て 行 う 行 為 で あ っ て 、 森 林 法 第 34条 第 1項 又 は 第 2項 の 許 可 を 受 け な
け れ ば な ら な い も の  都 道 府 県 知 事  
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(5)  都 道 府 県 が 管 理 す る 漁 港 の 区 域 内 の 水 域 又 は 公 共 空 地 に お い て 行 う 行 為 で あ っ
て 、 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 39条 第 1項 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い
も の  都 道 府 県 知 事  

(6) 海 岸 保 全 区 域 (当 該 計 画 作 成 市 町 村 が 管 理 す る も の を 除 く 。 )内 に お い て 行 う 行 為
で あ っ て 、海 岸 法 第 7条 第1項 又 は 第 8条 第1項 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い も の  海
岸 管 理 者 (同 法 第2条 第 3項 に 規 定 す る 海 岸 管 理 者 を い う 。 第 8項 に お い て 同 じ 。 ) 

(7) 国 立 公 園 (自 然 公 園 法 (昭 和 32年 法 律 第 161号 )第 2条 第 2号 に 規 定 す る 国 立 公 園 を い
う 。第14条 に お い て 同 じ 。)の 区 域 内 に お い て 行 う 行 為 で あ っ て 、同 法 第20条 第3項 の
許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い も の 又 は 同 法 第 33条 第1項 の 届 出 を し な け れ ば な ら な い
も の  環 境 大 臣  

(8) 国 定 公 園 (自 然 公 園 法 第 2条 第 3号 に 規 定 す る 国 定 公 園 を い う 。 第 14条 に お い て 同
じ 。)の 区 域 内 に お い て 行 う 行 為 で あ っ て 、同 法 第20条 第3項 の 許 可 を 受 け な け れ ば な
ら な い も の 又 は 同 法 第 33条 第 1項 の 届 出 を し な け れ ば な ら な い も の  都 道 府 県 知 事  

(9) 温 泉 法 (昭 和23年 法 律 第125号)第 3条 第1項 又 は 第11条 第1項 の 許 可 を 受 け な け れ ば
な ら な い 行 為  都 道 府 県 知 事  

5 都 道 府 県 知 事 は 、前 項 第1号 に 掲 げ る 行 為 に 係 る 設 備 整 備 計 画 に つ い て の 協 議 が あ った
場 合 に お い て 、当 該 協 議 に 係 る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 等 の 整 備 に 係 る 行 為 が 、次
に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 同 項 の 同 意 を す る も の と す る 。  
(1) 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場 合 に あ っ て は 、 農 地 法 第 4条 第 6項 の 規 定 に よ り 同

条 第1項 の 許 可 を す る こ と が で き な い 場 合 に 該 当 し な い こ と 。  
(2) 農 用 地 を 農 用 地 以 外 の も の に す る た め 当 該 農 用 地 に つ い て 所 有 権 又 は 使 用 及 び 収

益 を 目 的 と す る 権 利 を 取 得 す る 場 合 に あ っ て は 、農 地 法 第5条 第 2項 の 規 定 に よ り 同 条
第1項 の 許 可 を す る こ と が で き な い 場 合 に 該 当 し な い こ と 。  

6 環 境 大 臣 又 は 都 道 府 県 知 事 は 、 第 4項 第7号 又 は 第 8号 に 掲 げ る 行 為 (自 然 公 園 法 第20条
第3項 の 許 可 に 係 る も の に 限 る 。)に 係 る 設 備 整 備 計 画 に つ い て の 協 議 が あ っ た 場 合 にお
い て 、 当 該 協 議 に 係 る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 等 の 整 備 に 係 る 行 為 が 、 同 条 第 4項
の 規 定 に よ り 同 条 第 3項 の 許 可 を し て は な ら な い 場 合 に 該 当 し な い と 認 め る と き は 、 第
4項 の 同 意 を す る も の と す る 。  

7 都 道 府 県 知 事 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 に 係 る 設 備 整 備 計 画 に つ い て の 協 議 が あ っ た
場 合 に お い て 、当 該 協 議 に 係 る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 等 の 整 備 に 係 る 行 為 が 、そ
れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 要 件 に 該 当 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 第 4項 の 同 意 を す
る も の と す る 。  
(1) 第 4項 第 3号 に 掲 げ る 行 為  森 林 法 第 10条 の 2第 2項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項 の 許 可

を し な け れ ば な ら な い 場 合 に 該 当 す る こ と 。  
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(2) 第 4項 第4号 に 掲 げ る 行 為  森 林 法 第 34条 第 3項 若 し く は 第 4項 の 規 定 に よ り 同 条 第
1項 の 許 可 を し な け れ ば な ら な い 場 合 又 は 同 条 第 5項 の 規 定 に よ り 同 条 第 2項 の 許 可 を
し な け れ ば な ら な い 場 合 に 該 当 す る こ と 。  

(3) 第 4項 第 5号 に 掲 げ る 行 為  漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 39条 第 2項 の 規
定 に よ り 同 条 第 1項 の 許 可 を し な け れ ば な ら な い 場 合 に 該 当 す る こ と 。  

(4) 第 4項 第 9号 に 掲 げ る 行 為  温 泉 法 第 4条 第 1項 (同 法 第 11条 第 2項 又 は 第 3項 に お い
て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定 に よ り 同 法 第 3条 第 1項 又 は 第 11条 第 1項
の 許 可 を し な け れ ば な ら な い 場 合 に 該 当 す る こ と 。  

8 海 岸 管 理 者 は 、 第 4項 第 6号 に 掲 げ る 行 為 に 係 る 設 備 整 備 計 画 に つ い て の 協 議 が あ っ た
場 合 に お い て 、当 該 協 議 に 係 る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 等 の 整 備 に 係 る 行 為 が 、海
岸 法 第 7条 第 2項 (同 法 第 8条 第 2項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定 に よ り 同 法 第 7
条 第 1項 又 は 第 8条 第 1項 の 許 可 を し て は な ら な い 場 合 に 該 当 し な い と 認 め る と き は 、 第
4項 の 同 意 を す る も の と す る 。  

9 都 道 府 県 知 事 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 に 係 る 設 備 整 備 計 画 に つ い て の 協 議 が あ っ た
場 合 に お い て 、 第 4項 の 同 意 を し よ う と す る と き は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 者 に 協
議 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 第 4項 第 1号 に 掲 げ る 行 為 (当 該 行 為 に 係 る 土 地 に 4ヘ ク タ ー ル を 超 え る 農 地 が 含 ま

れ る 場 合 に 限 る 。 ) 農 林 水 産 大 臣  
(2) 第 4項 第 9号 に 掲 げ る 行 為 (隣 接 都 府 県 に お け る 温 泉 (温 泉 法 第 2条 第 1項 に 規 定 す る

温 泉 を い う 。)の 湧 出 量 、温 度 又 は 成 分 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 場 合 に 限 る 。) 環
境 大 臣  

10 環 境 大 臣 は 、 前 項 第 2号 の 規 定 に よ る 協 議 を 受 け た と き は 、 関 係 都 府 県 の 利 害 関 係 者
の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

11 都 道 府 県 知 事 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 に 係 る 設 備 整 備 計 画 に つ い て の 協 議 が あ った
場 合 に お い て 、 第 4項 の 同 意 を し よ う と す る と き は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 者 の 意
見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  
(1) 第 4項 第 1号 に 掲 げ る 行 為  農 業 委 員 会 (農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 (昭 和 26年 法 律

第 88号 )第 3条 第 1項 た だ し 書 又 は 第 5項 の 規 定 に よ り 農 業 委 員 会 を 置 か な い 市 町 村 に
あ っ て は 、 市 町 村 長 。 次 項 及 び 第13項 に お い て 同 じ 。 ) 

(2) 第 4項 第3号 に 掲 げ る 行 為  都 道 府 県 森 林 審 議 会  
(3) 第 4項 第 9号 に 掲 げ る 行 為  自 然 環 境 保 全 法 (昭 和 47年 法 律 第 85号)第 51条 の 規 定 に

よ り 置 か れ る 審 議 会 そ の 他 の 合 議 制 の 機 関  
12 農 業 委 員 会 は 、 前 項 (第 1号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。 )

の 規 定 に よ り 意 見 を 述 べ よ う と す る と き (前 項 の 協 議 に 係 る 同 号 に 掲 げ る 行 為 が 30ア ー
ル を 超 え る 農 地 が 含 ま れ る 土 地 に 係 る も の で あ る と き に 限 る 。 )は 、 あ ら か じ め 、 農 業
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委 員 会 等 に 関 す る 法 律 第43条 第 1項 に 規 定 す る 都 道 府 県 機 構 (次 項 に お い て「 都 道 府 県 機
構 」と い う。)の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。た だ し、同 法 第 42条 第1項 の 規 定 に よ る
都 道 府 県 知 事 の 指 定 が さ れ て い な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

13 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、農 業 委 員 会 は 、第 11項 の 規 定 に よ り 意 見 を 述 べ る た め 必 要
が あ る と 認 め る と き は 、 都 道 府 県 機 構 の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

14 計 画 作 成 市 町 村 が 農 地 法 第 4条 第1項 に 規 定 す る 指 定 市 町 村 (次 項 及 び 第 24条 に お い て
「 指 定 市 町 村 」と い う 。)で あ る 場 合 に お け る 第3項 及 び 第 4項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、
第 3項 中 「 要 件 」 と あ る の は 「 要 件 及 び 第 5項 各 号 に 掲 げ る 要 件 」 と 、 第 4項 中 「 次 の 各
号 」 と あ り 、 及 び 「 当 該 各 号 」 と あ る の は 「 第2号 か ら 第 9号 ま で 」 と 、「 第1号 及 び 第 3
号 」 と あ る の は 「 第 3号 」 と す る 。  

15 第 9項 及 び 第11項 の 規 定 は 、 指 定 市 町 村 で あ る 計 画 作 成 市 町 村 が 設 備 整 備 計 画 (第4項
第 1号 に 掲 げ る 行 為 に 係 る 部 分 に 限 る 。 )に つ い て 第 3項 の 認 定 を し よ う と す る と き に つ
い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、第9項 及 び 第11項 中「 次 の 各 号 」と あ る の は「 第1号 」
と 、「 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 」 と あ る の は 「 同 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  
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ID: 1667   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
設 備 整 備 計 画 の 変 更  

法 令 名 

根 拠 条 項 

農 林 漁 業 の 健 全 な 発 展 と 調 和 の と れ た 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 電 気 の 発 電 の 促
進 に 関 す る 法 律  第 8条 第1項  

法 令 番 号 平 成25年 法 律 第81号  

【基準】 

 法 第8条 の 規 定 に よ る 。  
(設 備 整 備 計 画 の 変 更 等 ) 

第8条  前 条 第 3項 の 認 定 を 受 け た 者 (以 下「 認 定 設 備 整 備 者 」と い う 。)は 、当 該 認 定 に 係
る 設 備 整 備 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、農 林 水 産 省 令・環 境 省 令 で 定 め る と こ ろ に
よ り 、計 画 作 成 市 町 村 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、農 林 水 産 省 令・環 境 省
令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

2 認 定 設 備 整 備 者 は 、 前 項 た だ し 書 の 農 林 水 産 省 令 ・ 環 境 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を し
た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 計 画 作 成 市 町 村 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

3 計 画 作 成 市 町 村 は 、認 定 設 備 整 備 者 が 前 条 第3項 の 認 定 に 係 る 設 備 整 備 計 画 (第1項 の 規
定 に よ る 変 更 の 認 定 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 が あ っ た と き は 、そ の 変 更 後 のも
の 。以 下「 認 定 設 備 整 備 計 画 」と い う 。)に 従 っ て 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 等 の 整 備
を 行 っ て い な い と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

4 前 条 第 3項 か ら 第 15項 ま で の 規 定 は 、 第 1項 の 規 定 に よ る 変 更 の 認 定 に つ い て 準 用 す
る 。  
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ID: 1669   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
青 年 等 就 農 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法  第14条 の4第1項  

法 令 番 号 昭 和55年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第14条 の4の 規 定 に よ る 。  
 (青 年 等 就 農 計 画 の 認 定 ) 
第 14条 の 4 同 意 市 町 村 の 区 域 内 に お い て 新 た に 農 業 経 営 を 営 も う と す る 青 年 等 (新 た に

農 業 経 営 を 営 む 青 年 等 で 農 業 経 営 を 開 始 し て か ら 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 期 間 を 経 過 し
な い も の (次 項 第1号 に お い て「 既 に 農 業 経 営 を 開 始 し た 青 年 等 」と い う 。)を 含 み 、認 定
農 業 者 を 除 く 。)は 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、青 年 等 就 農 計 画 を 作 成 し 、こ
れ を 同 意 市 町 村 に 提 出 し て 、当 該 青 年 等 就 農 計 画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を 受 け る こ とが
で き る 。  

2 前 項 の 青 年 等 就 農 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 農 業 経 営 の 開 始 の 時 に お け る 農 業 経 営 の 状 況 (既 に 農 業 経 営 を 開 始 し た 青 年 等 に

あ つ て は 、 農 業 経 営 の 現 状 ) 
(2) 農 業 経 営 の 開 始 か ら 相 当 の 期 間 を 経 過 し た 時 に お け る 農 業 経 営 に 関 す る 目 標  
(3) 前 号 の 目 標 を 達 成 す る た め に 必 要 な 施 設 の 設 置 、 機 械 の 購 入 そ の 他 の 措 置 に 関 す

る 事 項  
(4) 第 4条 第2項 第2号 に 掲 げ る 者 に あ つ て は 、 そ の 有 す る 知 識 及 び 技 能 に 関 す る 事 項  
(5) そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項  

3 同 意 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、そ の 青 年 等 就 農 計 画 が 次に
掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 基 本 構 想 に 照 ら し 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
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ID: 1670   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
青 年 等 就 農 計 画 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法  第14条 の5第1項  

法 令 番 号 昭 和55年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第14条 の5の 規 定 に よ る 。  
 (青 年 等 就 農 計 画 の 変 更 等 ) 
第14条 の 5 前 条 第1項 の 認 定 を 受 け た 者 (以 下「 認 定 就 農 者 」と い う 。)は 、当 該 認 定 に 係

る 青 年 等 就 農 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、同 意 市 町 村 の 認 定 を 受 け な け れ ば な らな
い 。  

2 同 意 市 町 村 は 、 前 条 第 1項 の 認 定 に 係 る 青 年 等 就 農 計 画 (前 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 認 定
が あ つ た と き は 、そ の 変 更 後 の も の 。以 下「 認 定 就 農 計 画 」と い う 。)が 同 条 第 3項 各 号
に 掲 げ る 要 件 に 該 当 し な い も の と 認 め ら れ る に 至 つ た と き 、又 は 認 定 就 農 者 が 認 定 就農
計 画 に 従 つ て 同 条 第 2項 第 2号 の 目 標 を 達 成 す る た め に と る べ き 措 置 を 講 じ て い な い と
認 め る と き は 、 そ の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

3 認 定 就 農 者 が 第 12条 第1項 の 認 定 を 受 け た と き は 、当 該 認 定 就 農 者 に 係 る 前 条 第 1項 の
認 定 は 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

4 前 条 第 3項 の 規 定 は 、 第1項 の 規 定 に よ る 変 更 の 認 定 に つ い て 準 用 す る 。  
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ID: 1672   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
就 労 自 立 給 付 金 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
生 活 保 護 法  第 55条 の 4第1項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第144号  

【基準】 

 法 第55条 の4の 規 定 に よ る 。  
 (就 労 自 立 給 付 金 の 支 給 ) 
第55条 の 4 都 道 府 県 知 事 、 市 長 及 び 福 祉 事 務 所 を 管 理 す る 町 村 長 は 、 被 保 護 者 の 自 立 の

助 長 を 図 る た め 、 そ の 管 理 に 属 す る 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 内 に 居 住 地 を 有 す る (居 住 地
が な い か 、 又 は 明 ら か で な い と き は 、 当 該 所 管 区 域 内 に あ る )被 保 護 者 で あ つ て 、 厚 生
労 働 省 令 で 定 め る 安 定 し た 職 業 に 就 い た こ と そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 由 に よ り
保 護 を 必 要 と し な く な つ た と 認 め た も の に 対 し て 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ
り 、 就 労 自 立 給 付 金 を 支 給 す る 。  

2 前 項 の 規 定 に よ り 就 労 自 立 給 付 金 を 支 給 す る 者 は 、 就 労 自 立 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 事
務 の 全 部 又 は 一 部 を 、 そ の 管 理 に 属 す る 行 政 庁 に 限 り 、 委 任 す る こ と が で き る 。  

3 第 1項 の 規 定 に よ り 就 労 自 立 給 付 金 を 支 給 す る 者 は 、就 労 自 立 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 事
務 の 一 部 を 、政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、他 の 就 労 自 立 給 付 金 を 支 給 す る 者 に 委 託 し て
行 う こ と を 妨 げ な い 。  

 
 生 活 保 護 法 に よ る 就 労 自 立 給 付 金 の 支 給 に つ い て (平 成 26年 4月 25日 社 援 発 0425第 3号

通 知 )に よ る 。  
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ID: 1673   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
特 定 入 居 者 の 賃 貸 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 28条 第1項  

法 令 番 号 平 成7年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第28条 の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 入 居 者 の 資 格 に 係 る 認 定 の 基 準 の 特 例 ) 
第 28条  第 5条 第 3項 第 4号 の 規 定 に よ り 都 道 府 県 耐 震 改 修 促 進 計 画 に 特 定 優 良 賃 貸 住 宅

の 特 定 入 居 者 に 対 す る 賃 貸 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 都 道 府 県 の 区 域 内 に お い て 、特 定優
良 賃 貸 住 宅 法 第 5条 第1項 に 規 定 す る 認 定 事 業 者 は 、特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 全 部 又 は 一 部 に
つ い て 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 法 第 3条 第 4号 に 規 定 す る 資 格 を 有 す る 入 居 者 を 国 土 交 通 省 令
で 定 め る 期 間 以 上 確 保 す る こ と が で き な い と き は 、特 定 優 良 賃 貸 住 宅 法 の 規 定 に か かわ
ら ず 、都 道 府 県 知 事 (市 の 区 域 内 に あ っ て は 、当 該 市 の 長 。第 3項 に お い て 同 じ 。)の 承 認
を 受 け て 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 特 定 入 居 者 に 賃 貸 す る こ と が で き る 。  

2 前 項 の 規 定 に よ り 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 の 全 部 又 は 一 部 を 賃 貸 す る 場 合 に お い て は 、 当 該
賃 貸 借 を 、 借 地 借 家 法 (平 成 3年 法 律 第 90号 )第 38条 第 1項 の 規 定 に よ る 建 物 の 賃 貸 借 (国
土 交 通 省 令 で 定 め る 期 間 を 上 回 ら な い 期 間 を 定 め た も の に 限 る 。 )と し な け れ ば な ら な
い 。  

3 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 法 第 5条 第 1項 に 規 定 す る 認 定 事 業 者 が 第 1項 の 規 定 に よ る 都 道 府 県
知 事 の 承 認 を 受 け た 場 合 に お け る 特 定 優 良 賃 貸 住 宅 法 第 11条 第1項 の 規 定 の 適 用 に つ い
て は 、同 項 中「 処 分 」と あ る の は 、「 処 分 又 は 建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進 に 関 す る 法 律 (平
成7年 法 律 第 123号 )第28条 第 2項 の 規 定 」 と す る 。  
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ID: 1675   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
海 岸 協 力 団 体 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
海 岸 法  第23条 の3第1項  

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第101号  

【基準】 

 法 第23条 の3の 規 定 に よ る 。  
 (海 岸 協 力 団 体 の 指 定 ) 
第23条 の 3 海 岸 管 理 者 は 、 次 条 に 規 定 す る 業 務 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で き る と 認

め ら れ る 法 人 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の と し て 主 務 省 令 で 定 め る 団 体 を 、 そ の 申 請 に よ
り 、 海 岸 協 力 団 体 と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

2 海 岸 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た と き は 、 当 該 海 岸 協 力 団 体 の 名 称 、 住 所
及 び 事 務 所 の 所 在 地 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

3 海 岸 協 力 団 体 は 、 そ の 名 称 、 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ
ら か じ め 、 そ の 旨 を 海 岸 管 理 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

4 海 岸 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ つ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 項 を 公 示 し
な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 1678   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法  第 31条  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第129号  

【基準】 

 法 第31条 及 び 政 令 第 27条 か ら 第 29条 ま で の 規 定 に よ る 。  
 (母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 ) 
第31条  都 道 府 県 等 は 、配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の の 雇 用 の 安 定 及

び 就 職 の 促 進 を 図 る た め 、政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 を
扶 養 し て い る も の 又 は 事 業 主 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 給 付 金 (以 下 「 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付
金 」 と い う 。 )を 支 給 す る こ と が で き る 。  
(1) 配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の が 、 内 閣 府 令 で 定 め る 教 育 訓 練

を 受 け 、 当 該 教 育 訓 練 を 修 了 し た 場 合 に 、 そ の 者 に 支 給 す る 給 付 金 (以 下 「 母 子 家 庭
自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 」 と い う 。 ) 

(2) 配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の が 、 安 定 し た 職 業 に 就 く こ と を
容 易 に す る た め 必 要 な 資 格 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の を 取 得 す る た め 養 成 機 関 に
お い て 修 業 す る 場 合 に 、そ の 修 業 と 生 活 と の 両 立 を 支 援 す る た め そ の 者 に 支 給 す る 給
付 金 (以 下 「 母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 」 と い う 。 ) 

(3) 前 2号 に 掲 げ る 給 付 金 以 外 の 給 付 金 で あ つ て 、 政 令 で 定 め る も の  
 

(母 子 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 ) 
第 27条  法 第 31条 第 1号 に 規 定 す る 母 子 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 (以 下 単 に 「 母 子 家

庭 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 」 と い う 。 )は 、 配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い
る も の で あ つ て 、 前 年 (1月 か ら 7月 ま で に 母 子 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 の 請
求 を す る 場 合 に あ つ て は 、前 々 年 と す る 。以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。)の 所 得 が 、そ の 者
の 扶 養 親 族 及 び そ の 者 の 扶 養 親 族 で な い 児 童 で そ の 者 が 前 年 の 12月 31日 に お い て 生 計
を 維 持 し た も の の 有 無 及 び 数 に 応 じ て 、 児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令 第 2条 の 4第2項 の 表 の 第
2欄 に 定 め る 額 未 満 で あ る も の (以 下 こ の 項 及 び 第3項 に お い て「 受 給 資 格 者 」と い う 。)
が 、雇 用 の 安 定 及 び 就 職 の 促 進 を 図 る た め に 必 要 な 職 業 に 関 す る 教 育 訓 練 を 受 け 、当 該
教 育 訓 練 を 修 了 し た 場 合 に 、 当 該 受 給 資 格 者 に 対 し 支 給 す る も の と す る 。  
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2 前 項 に 規 定 す る 所 得 の 範 囲 及 び そ の 額 の 計 算 方 法 に つ い て は 、 児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令
第3条 第 1項 並 び に 第4条 第1項 及 び 第 2項 の 規 定 の 例 に よ る 。  

3 母 子 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 の 額 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 受 給 資 格 者 の 区 分 に 応 じ 、
当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  
(1) 雇 用 保 険 法 (昭 和 49年 法 律 第 116号 )の 規 定 に よ る 教 育 訓 練 給 付 金 (次 号 及 び 第 3号

に お い て「 教 育 訓 練 給 付 金 」と い う 。)の 支 給 を 受 け る こ と が で き な い 受 給 資 格 者 (次
号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。) 当 該 受 給 資 格 者 が 第 1項 に 規 定 す る 教 育 訓 練 の 受 講 の た め に
支 払 つ た 費 用 (入 学 料 及 び 授 業 料 に 限 る 。)の 額 に100分 の60を 乗 じ て 得 た 額 (そ の 額 が
20万 円 を 超 え る と き は 、20万 円 ) 

(2) 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き な い 受 給 資 格 者 (職 業 に 必 要 な 実 践 的
か つ 専 門 的 な も の と し て 法 第 8条 第 1項 に 規 定 す る 都 道 府 県 知 事 等 が 指 定 す る 教 育 訓
練 (以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て「 指 定 教 育 訓 練 」と い う 。)を 受 け る 者 に 限 る 。) 当
該 受 給 資 格 者 が 当 該 指 定 教 育 訓 練 の 受 講 の た め に 支 払 つ た 費 用 (入 学 料 及 び 授 業 料 に
限 る 。)の 額 に100分 の60を 乗 じ て 得 た 額 (そ の 額 が160万 円 を 超 え る と き は 、160万 円 ) 

(3) 教 育 訓 練 給 付 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 受 給 資 格 者  第 1号 (指 定 教 育 訓 練 を
受 け る 者 で あ る と き は 、 前 号 )に 定 め る 額 か ら 雇 用 保 険 法 第 60条 の 2第4項 の 規 定 に よ
り 当 該 受 給 資 格 者 が 支 給 を 受 け る こ と が で き る 教 育 訓 練 給 付 金 の 額 を 差 し 引 い た 額  

4 第 1項 及 び 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、同 項 の 規 定 に よ り 母 子 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付
金 の 額 と し て 算 定 さ れ た 額 が1万 2000円 を 超 え な い と き は 、母 子 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練
給 付 金 は 、 支 給 し な い 。  
(母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 ) 

第 28条  法 第 31条 第 2号 に 規 定 す る 母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 (以 下 単 に 「 母 子 家
庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 」 と い う 。 )は 、 配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い
る も の で あ つ て 、 前 年 (1月 か ら 7月 ま で に 当 該 母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給
の 請 求 を す る 場 合 に あ つ て は 、前 々 年 と す る 。以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。)の 所 得 が 、そ
の 者 の 扶 養 親 族 及 び そ の 者 の 扶 養 親 族 で な い 児 童 で そ の 者 が 前 年 の 12月 31日 に お い て
生 計 を 維 持 し た も の の 有 無 及 び 数 に 応 じ て 、 児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令 第 2条 の4第 2項 の 表
の 第2欄 に 定 め る 額 未 満 で あ る も の (以 下 こ の 条 に お い て「 受 給 資 格 者 」と い う 。)が 、就
職 を 容 易 に す る た め に 必 要 な 資 格 を 取 得 す る た め 養 成 機 関 に お い て 6月 以 上 修 業 す る 場
合 に 、 当 該 受 給 資 格 者 に 対 し 支 給 す る も の と す る 。  

2 前 項 に 規 定 す る 所 得 の 範 囲 及 び そ の 額 の 計 算 方 法 に つ い て は 、 児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令
第3条 第 1項 並 び に 第4条 第1項 及 び 第 2項 の 規 定 の 例 に よ る 。  

3 母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 の 額 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 受 給 資 格 者 の 区 分 に 応 じ 、
当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  
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(1) 受 給 資 格 者 及 び 当 該 受 給 資 格 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 が 母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練
促 進 給 付 金 の 支 給 の 請 求 を す る 月 の 属 す る 年 度 (4月 か ら 7月 ま で に 当 該 母 子 家 庭 高 等
職 業 訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給 の 請 求 を す る 場 合 に あ つ て は 、前 年 度 )分 の 地 方 税 法 (昭 和
25年 法 律 第 226号 )の 規 定 に よ る 市 町 村 民 税 (同 法 の 規 定 に よ る 特 別 区 民 税 を 含 む も の
と し 、同 法 第 328条 の 規 定 に よ つ て 課 す る 所 得 割 を 除 く 。次 条 第 4項 第1号 に お い て 同
じ 。)が 課 さ れ な い 者 (市 町 村 (特 別 区 を 含 む 。)の 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 当 該 市 町
村 民 税 を 免 除 さ れ た 者 及 び 法 第 31条 に 規 定 す る 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 に 係 る 所 得
が な い も の と し た 場 合 に 当 該 市 町 村 民 税 が 課 さ れ な い こ と と な る 者 を 含 む も の と し 、
当 該 市 町 村 民 税 の 賦 課 期 日 に お い て 地 方 税 法 の 施 行 地 に 住 所 を 有 し な い 者 を 除 く 。次
条 第4項 第 1号 に お い て 同 じ 。) 第 1項 の 養 成 機 関 に お け る 課 程 の 修 了 ま で の 期 間 が 12
月 以 上 で あ る 場 合 に あ つ て は 月 額 10万 円 (当 該 期 間 の 最 後 の 12月 間 に つ い て は 、 月 額
14万 円 )、 当 該 期 間 が 12月 未 満 で あ る 場 合 に あ つ て は 月 額 14万 円  

(2) 前 号 に 掲 げ る 者 以 外 の 者  第 1項 の 養 成 機 関 に お け る 課 程 の 修 了 ま で の 期 間 が 12
月 以 上 で あ る 場 合 に あ つ て は 月 額 7万500円 (当 該 期 間 の 最 後 の 12月 間 に つ い て は 、 月
額11万 500円 )、 当 該 期 間 が12月 未 満 で あ る 場 合 に あ つ て は 月 額 11万 500円  

4 母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給 期 間 は 、受 給 資 格 者 が 第1項 の 養 成 機 関 に お い
て 修 業 す る 期 間 に 相 当 す る 期 間 (そ の 期 間 が48月 を 超 え る と き は 、48月 )を 超 え な い 期 間
と す る 。  
(母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 修 了 支 援 給 付 金 ) 

第29条  法 第 31条 第3号 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 給 付 金 は 、母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 修 了 支
援 給 付 金 と す る 。  

2 母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 修 了 支 援 給 付 金 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 (第 4項 に
お い て 「 受 給 資 格 者 」 と い う 。 )に 対 し 支 給 す る も の と す る 。  
(1) 前 条 第 1項 の 養 成 機 関 に お い て 6月 以 上 の 課 程 を 修 了 し た 者 (次 号 及 び 第 3号 に お い

て 「 養 成 課 程 修 了 者 」 と い う 。 )で あ つ て 、 当 該 養 成 機 関 に お け る 修 業 を 開 始 し た 日
(次 号 に お い て「 修 業 開 始 日 」と い う 。)及 び 当 該 養 成 機 関 に お け る 課 程 を 修 了 し た 日
(第 3号 及 び 第 4項 第 1号 に お い て 「 修 了 日 」 と い う 。 )に お い て 、 配 偶 者 の な い 女 子 で
現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の  

(2) 養 成 課 程 修 了 者 の 修 業 開 始 日 の 属 す る 年 の 前 年 (修 業 開 始 日 の 属 す る 月 が 1月 か ら
7月 ま で の 場 合 に あ つ て は 、前 々 年 と す る 。以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。)の 所 得 が 、そ
の 者 の 扶 養 親 族 及 び そ の 者 の 扶 養 親 族 で な い 児 童 で そ の 者 が 修 業 開 始 日 の 属 す る 年
の 前 年 の 12月 31日 に お い て 生 計 を 維 持 し た も の の 有 無 及 び 数 に 応 じ て 、 児 童 扶 養 手
当 法 施 行 令 第 2条 の4第 2項 の 表 の 第 2欄 に 定 め る 額 未 満 で あ る も の  

(3) 養 成 課 程 修 了 者 の 修 了 日 の 属 す る 年 の 前 年 (修 了 日 の 属 す る 月 が 1月 か ら 7月 ま で
の 場 合 に あ つ て は 、前 々 年 と す る 。以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。)の 所 得 が 、そ の 者 の 扶
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養 親 族 及 び そ の 者 の 扶 養 親 族 で な い 児 童 で そ の 者 が 修 了 日 の 属 す る 年 の 前 年 の 12月
31日 に お い て 生 計 を 維 持 し た も の の 有 無 及 び 数 に 応 じ て 、 児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令 第 2
条 の4第 2項 の 表 の 第2欄 に 定 め る 額 未 満 で あ る も の  

3 前 項 第2号 及 び 第 3号 に 規 定 す る 所 得 の 範 囲 及 び そ の 額 の 計 算 方 法 に つ い て は 、 前 条 第
2項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

4 母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 修 了 支 援 給 付 金 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 受 給 資 格 者 の 区 分 に
応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  
(1) 受 給 資 格 者 及 び 当 該 受 給 資 格 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 が 修 了 日 の 属 す る 年 度

(修 了 日 の 属 す る 月 が4月 か ら7月 ま で の 場 合 に あ つ て は 、前 年 度 )分 の 地 方 税 法 の 規 定
に よ る 市 町 村 民 税 が 課 さ れ な い 者  5万 円  

(2) 前 号 に 掲 げ る 者 以 外 の 者  2万 5000円  
 

標 準 処 理 期

間 
14日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1681   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
父 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法  第 31条 の10に お い て 準 用 す る 第 31条  

法 令 番 号 昭 和39年 法 律 第129号  

【基準】 

準 用 す る 法 第 31条 及 び 法 第31条 の10の 規 定 に よ る 。  
 (母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 ) 
第31条  都 道 府 県 等 は 、配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の の 雇 用 の 安 定 及

び 就 職 の 促 進 を 図 る た め 、政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 を
扶 養 し て い る も の 又 は 事 業 主 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 給 付 金 (以 下 「 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付
金 」 と い う 。 )を 支 給 す る こ と が で き る 。  
(1) 配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の が 、 内 閣 府 令 で 定 め る 教 育 訓 練

を 受 け 、 当 該 教 育 訓 練 を 修 了 し た 場 合 に 、 そ の 者 に 支 給 す る 給 付 金 (以 下 「 母 子 家 庭
自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 」 と い う 。 ) 

(2) 配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の が 、 安 定 し た 職 業 に 就 く こ と を
容 易 に す る た め 必 要 な 資 格 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の を 取 得 す る た め 養 成 機 関 に
お い て 修 業 す る 場 合 に 、そ の 修 業 と 生 活 と の 両 立 を 支 援 す る た め そ の 者 に 支 給 す る 給
付 金 (以 下 「 母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 」 と い う 。 ) 

(3) 前 2号 に 掲 げ る 給 付 金 以 外 の 給 付 金 で あ つ て 、 政 令 で 定 め る も の  
 (父 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 ) 
第31条 の 10 第31条 か ら 第31条 の4ま で の 規 定 は 、配 偶 者 の な い 男 子 で 現 に 児 童 を 扶 養 し

て い る も の に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、第 31条 中「 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 」
と あ る の は 「 父 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 」 と 、 同 条 第 1号 中 「 母 子 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練
給 付 金 」 と あ る の は 「 父 子 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 」 と 、 同 条 第 2号 中 「 母 子 家 庭
高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 」と あ る の は「 父 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 」と 、第31条
の 2中 「 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 」 と あ る の は 「 父 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 」 と 、 第 31条
の 3及 び 第 31条 の 4中 「 母 子 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 又 は 母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促
進 給 付 金 」と あ る の は「 父 子 家 庭 自 立 支 援 教 育 訓 練 給 付 金 又 は 父 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促
進 給 付 金 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  
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ID: 1697   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
買 受 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律  第109条 第1項  

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第109条 及 び 第110条 の 規 定 に よ る 。  
(買 受 計 画 の 認 定) 

第 109条  マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 決 議 が 予 定 さ れ て い る 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン に つ い
て 、マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 決 議 が あ っ た 場 合 に こ れ を 買 い 受 け よ う と す る 者 は 、当 該 特 定
要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン ご と に 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、マ ン シ ョ ン 敷 地 売
却 決 議 が さ れ た 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン (以 下 「 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン 」 と
い う 。)の 買 受 け 及 び 除 却 並 び に 代 替 建 築 物 の 提 供 等 (決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン に
代 わ る べ き 建 築 物 又 は そ の 部 分 の 提 供 又 は あ っ せ ん を い う 。 以 下 同 じ 。 )に 関 す る 計 画
(以 下「 買 受 計 画 」と い う 。)を 作 成 し 、都 道 府 県 知 事 等 の 認 定 を 申 請 す る こ と が で き る 。 

2 買 受 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン を 買 い 受 け た 日 か ら 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ

ン を 除 却 す る 日 ま で の 間 に お け る 当 該 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン の 管 理 に 関 す
る 事 項  

(2) 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン の 買 受 け 及 び 除 却 の 予 定 時 期  
(3) 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン の 買 受 け 及 び 除 却 に 関 す る 資 金 計 画  
(4) 代 替 建 築 物 の 提 供 等 に 関 す る 計 画 (次 条 第 3号 に お い て 「 代 替 建 築 物 提 供 等 計 画 」

と い う 。 ) 
(5) 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン を 除 却 し た 後 の 土 地 の 利 用 に 関 す る 事 項  
(6) そ の 他 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 事 項  
(買 受 計 画 の 認 定 基 準 ) 

第110条  都 道 府 県 知 事 等 は 、前 条 第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、次 の 各 号 の
い ず れ に も 該 当 す る と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン を 買 い 受 け た 日 か ら 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ

ン が 除 却 さ れ る 日 ま で の 間 に 、当 該 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン に つ い て 新 た な 権
利 が 設 定 さ れ な い こ と が 確 実 で あ る こ と 。  
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(2) 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン の 買 受 け 及 び 除 却 に 関 す る 資 金 計 画 が 当 該 買 受 け
及 び 除 却 を 遂 行 す る た め 適 切 な も の で あ り 、当 該 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン が 買
い 受 け ら れ 、 か つ 、 除 却 さ れ る こ と が 確 実 で あ る こ と 。  

(3) 代 替 建 築 物 提 供 等 計 画 が 当 該 決 議 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 者 又 は 借
家 権 者 の 要 請 に 係 る 代 替 建 築 物 の 提 供 等 を 確 実 に 遂 行 す る た め 適 切 な も の で あ る こ
と 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_1698.docx 

 

ID: 1698   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
買 受 計 画 の 変 更 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律  第111条 第1項  

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第111条 の 規 定 に よ る 。  
 (買 受 計 画 の 変 更) 
第111条  第109条 第1項 の 認 定 を 受 け た 者 (以 下 「 認 定 買 受 人 」 と い う 。 )は 、 買 受 計 画 の

変 更 (国 土 交 通 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。)を し よ う と す る と き は 、国 土 交 通 省 令
で 定 め る と こ ろ に よ り 、 都 道 府 県 知 事 等 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 前 条 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1699   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
組 合 設 立 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律  第120条 第1項  

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第120条 及 び 第121条 の 規 定 に よ る 。  
 (設 立 の 認 可) 
第 120条  第 108条 第 10項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 区 分 所 有 法 第 64条 の 規 定 に よ り マ

ン シ ョ ン 敷 地 売 却 決 議 の 内 容 に よ り マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 を 行 う 旨 の 合 意 を し た も の と
み な さ れ た 者 (マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 権 又 は 敷 地 利 用 権 を 有 す る 者 で あ っ て そ の 後 に 当
該 マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 決 議 の 内 容 に よ り 当 該 マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 を 行 う 旨 の 同 意 を し
た も の を 含 む 。以 下「 マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 合 意 者 」と い う 。)は 、5人 以 上 共 同 し て 、定
款 及 び 資 金 計 画 を 定 め 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、都 道 府 県 知 事 等 の 認 可 を
受 け て 組 合 を 設 立 す る こ と が で き る 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 認 可 を 申 請 し よ う と す る マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 合 意 者 は 、 組 合 の 設 立
に つ い て 、 マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 合 意 者 の 4分 の 3以 上 の 同 意 (同 意 し た 者 の 区 分 所 有 法 第
38条 の 議 決 権 の 合 計 が マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 合 意 者 の 同 条 の 議 決 権 の 合 計 の 4分 の 3以 上
で あ り 、か つ 、同 意 し た 者 の 敷 地 利 用 権 の 持 分 の 価 格 の 合 計 が マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 合意
者 の 敷 地 利 用 権 の 持 分 の 価 格 の 合 計 の 4分 の 3以 上 と な る 場 合 に 限 る 。 )を 得 な け れ ば な
ら な い 。  

3 前2項 の 場 合 に お い て 、 マ ン シ ョ ン の 1の 専 有 部 分 が 数 人 の 共 有 に 属 す る と き は 、 そ の
数 人 を1人 の マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 合 意 者 と み な す 。  

 (認 可 の 基 準) 
第121条  都 道 府 県 知 事 等 は 、 前 条 第 1項 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、

次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と 認 め る と き は 、 そ の 認 可 を し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 手 続 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(2) 定 款 又 は 資 金 計 画 の 決 定 手 続 又 は 内 容 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(3) 当 該 マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 事 業 を 遂 行 す る た め に 必 要 な 経 済 的 基 礎 及 び こ れ を 的 確

に 遂 行 す る た め に 必 要 な そ の 他 の 能 力 が 十 分 で あ る こ と 。  
(4) そ の 他 基 本 方 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_1700.docx 

 

ID: 1700   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
定 款 又 は 資 金 計 画 の 変 更 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律  第134条 第1項  

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第134条 及 び 第121条 の 規 定 に よ る 。  
 (定 款 又 は 資 金 計 画 の 変 更 ) 
第134条  組 合 は 、 定 款 又 は 資 金 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 国 土 交 通 省 令 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 都 道 府 県 知 事 等 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
2 第 121条 及 び 第123条 の 規 定 は 、前 項 の 規 定 に よ る 認 可 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に

お い て 、 同 条 第 2項 中 「 組 合 の 成 立 又 は 定 款 若 し く は 資 金 計 画 」 と あ る の は 「 定 款 又 は
資 金 計 画 の 変 更 」 と 、「 組 合 員 そ の 他 の 」 と あ る の は 「 そ の 変 更 に つ い て 第 134条 第 1項
の 規 定 に よ る 認 可 が あ っ た 際 に 従 前 か ら 組 合 員 で あ っ た 者 以 外 の 」と 読 み 替 え る も のと
す る 。  

3 組 合 は 、 事 業 に 要 す る 経 費 の 分 担 に 関 し 定 款 又 は 資 金 計 画 を 変 更 し よ う と す る 場 合 に
お い て 、マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 事 業 の 実 施 の た め の 借 入 金 が あ る と き は 、そ の 変 更 に つ い
て そ の 債 権 者 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 (認 可 の 基 準) 
第121条  都 道 府 県 知 事 等 は 、 前 条 第 1項 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、

次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と 認 め る と き は 、 そ の 認 可 を し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 手 続 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(2) 定 款 又 は 資 金 計 画 の 決 定 手 続 又 は 内 容 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(3) 当 該 マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 事 業 を 遂 行 す る た め に 必 要 な 経 済 的 基 礎 及 び こ れ を 的 確

に 遂 行 す る た め に 必 要 な そ の 他 の 能 力 が 十 分 で あ る こ と 。  
(4) そ の 他 基 本 方 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
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ID: 1701   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
組 合 解 散 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律  第137条 第4項  

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第137条 の 規 定 に よ る 。  
 (解 散) 
第137条  組 合 は 、 次 に 掲 げ る 理 由 に よ り 解 散 す る 。  

(1) 設 立 に つ い て の 認 可 の 取 消 し  
(2) 総 会 の 議 決  
(3) 事 業 の 完 了 又 は そ の 完 了 の 不 能  

2 前 項 第 2号 の 議 決 は 、 権 利 消 滅 期 日 前 に 限 り 行 う こ と が で き る も の と す る 。  
3 組 合 は 、第 1項 第2号 又 は 第3号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 解 散 し よ う と す る 場 合 に お い て 、借

入 金 が あ る と き は 、 解 散 に つ い て 債 権 者 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  
4 組 合 は 、第 1項 第2号 又 は 第3号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 解 散 し よ う と す る と き は 、国 土 交 通

省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 都 道 府 県 知 事 等 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
5 都 道 府 県 知 事 等 は 、 組 合 の 設 立 に つ い て の 認 可 を 取 り 消 し た と き 、 又 は 前 項 の 規 定 に

よ る 認 可 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。  
6 組 合 は 、 前 項 の 公 告 が あ る ま で は 、 解 散 を も っ て 組 合 員 以 外 の 第 三 者 に 対 抗 す る こ と

が で き な い 。  
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ID: 1702   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
分 配 金 取 得 計 画 の 認 可 及 び 変 更 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 

マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律  第 141条 第 1項 (第 145条 に お
い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第141条 及 び 第144条 の 規 定 に よ る 。  
 (分 配 金 取 得 計 画 の 決 定 及 び 認 可 ) 
第141条  組 合 は 、第123条 第 1項 の 公 告 後 、遅 滞 な く 、分 配 金 取 得 計 画 を 定 め な け れ ば な

ら な い 。こ の 場 合 に お い て は 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、都 道 府 県 知 事 等の
認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 組 合 は 、 前 項 後 段 の 規 定 に よ る 認 可 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 分 配 金 取 得 計 画 に つ
い て 、あ ら か じ め 、総 会 の 議 決 を 経 る と と も に 、売 却 マ ン シ ョ ン の 敷 地 利 用 権 が 賃 借権
で あ る と き は 、 売 却 マ ン シ ョ ン の 敷 地 の 所 有 権 を 有 す る 者 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な
い 。た だ し 、そ の 所 有 権 を も っ て 組 合 に 対 抗 す る こ と が で き な い 者 に つ い て は 、こ の限
り で な い 。  

 (認 可 の 基 準) 
第144条  都 道 府 県 知 事 等 は 、第 141条 第1項 後 段 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 が あ っ た 場 合 に

お い て 、次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と 認 め る と き は 、そ の 認 可 を し な け れ ば な ら な
い 。  
(1) 申 請 手 続 又 は 分 配 金 取 得 計 画 の 決 定 手 続 若 し く は 内 容 が 法 令 に 違 反 す る も の で な

い こ と 。  
(2) マ ン シ ョ ン 敷 地 売 却 決 議 の 内 容 に 適 合 し て い る こ と 。  
(3) 売 却 マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 権 又 は 敷 地 利 用 権 に つ い て 先 取 特 権 等 を 有 す る 者 の 権

利 を 不 当 に 害 す る も の で な い こ と 。  
(4) そ の 他 基 本 方 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
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ID: 1705-1   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
事 業 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 の 有 す る 多 面 的 機 能 の 発 揮 の 促 進 に 関 す る 法 律  第7条 第 5項  

法 令 番 号 平 成26年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第7条 の 規 定 に よ る 。  
 (事 業 計 画 の 認 定) 
第 7条  促 進 計 画 に 基 づ い て 当 該 促 進 計 画 に 定 め ら れ た 前 条 第 2項 第 1号 の 区 域 内 に お い て

多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 を 実 施 し よ う と す る 農 業 者 団 体 等 は 、そ の 実 施 し よ う と す る多
面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 に 関 す る 計 画 (以 下「 事 業 計 画 」と い う 。)を 作 成 し 、当 該 促 進 計
画 を 作 成 し た 市 町 村 (以 下 「 特 定 市 町 村 」 と い う 。 )の 認 定 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

2 事 業 計 画 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 の 目 標  
(2) 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 の 内 容 に 関 す る 次 に 掲 げ る 事 項  

イ  多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 の 種 類 及 び 実 施 区 域  
ロ  第 3条 第 3項 第 1号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 業 に

係 る 施 設 の 所 在 及 び 種 類 、当 該 施 設 の 管 理 に 関 し 行 う 同 号 イ に 掲 げ る 活 動 又 は 同 号
ロ に 掲 げ る 活 動 の 別 及 び 当 該 活 動 の 内 容 そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項  

ハ  第 3条 第 3項 第 2号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 業 に
係 る 農 業 生 産 活 動 の 内 容 、当 該 農 業 生 産 活 動 の 継 続 的 な 実 施 を 推 進 す る た め の 活 動
の 内 容 そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項  

ニ  第 3条 第 3項 第 3号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 業 に
係 る 自 然 環 境 の 保 全 に 資 す る 農 業 の 生 産 方 式 の 内 容 、当 該 生 産 方 式 を 導 入 し た 農 業
生 産 活 動 の 実 施 を 推 進 す る た め の 活 動 の 内 容 そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項  

(3) 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 の 実 施 期 間  
(4) そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項  

3 農 業 者 団 体 等 で あ っ て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の は 、 土 地 改 良 法 (昭 和24年 法 律 第 195
号 )第85条 第1項 に 規 定 す る 都 道 府 県 営 土 地 改 良 事 業 に よ っ て 生 じ た 同 法 第2条 第 2項 第1
号 に 規 定 す る 土 地 改 良 施 設 (次 項 に お い て「 土 地 改 良 施 設 」と い う 。)に つ い て 第 3条 第3
項 第 1号 に 掲 げ る 事 業 (同 号 ロ に 掲 げ る 活 動 を 行 う も の に 限 る 。 )を 実 施 し よ う と す る と
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き は 、前 項 第 2号 ロ に 掲 げ る 事 項 に 、第 12条 第 1項 の 規 定 に よ る 委 託 を 受 け て 行 う 当 該 土
地 改 良 施 設 に つ い て の 管 理 に 関 す る 事 項 を 記 載 す る こ と が で き る 。  

4 前 項 に 規 定 す る 農 業 者 団 体 等 は 、 同 項 の 規 定 に よ り 事 業 計 画 に 土 地 改 良 施 設 に つ い て
の 管 理 に 関 す る 事 項 を 記 載 し よ う と す る と き は 、当 該 事 項 に つ い て 、あ ら か じ め 、都道
府 県 (土 地 改 良 法 第 94条 の 10第 1項 の 規 定 に よ り 当 該 都 道 府 県 が 当 該 土 地 改 良 施 設 を 同
法 第 94条 の 3第 1項 に 規 定 す る 土 地 改 良 区 等 に 管 理 さ せ て い る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 土
地 改 良 区 等 を 含 む 。 )の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

5 特 定 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、そ の 事 業 計 画 が 次 の 各 号の
い ず れ に も 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 当 該 事 業 計 画 が 促 進 計 画 に 照 ら し 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) 当 該 事 業 計 画 に 定 め る 事 項 が 当 該 事 業 計 画 に 係 る 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 を 確 実

に 実 施 す る た め に 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(3) 当 該 事 業 計 画 に 記 載 さ れ た 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 の 実 施 区 域 (当 該 事 業 計 画 に 2

以 上 の 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 が 記 載 さ れ て い る 場 合 に あ っ て は 、そ の 全 て の 実 施 区
域 )内 に 、 現 に 耕 作 又 は 養 畜 の 目 的 に 供 さ れ て お ら ず 、 か つ 、 引 き 続 き 耕 作 又 は 養 畜
の 目 的 に 供 さ れ な い と 見 込 ま れ る 農 用 地 と し て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の が な い こ
と 。  

6 特 定 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 を し た と き は 、遅 滞 な く 、当 該 認 定 に 係 る 事 業 計 画 の 概要
(当 該 認 定 に 係 る 事 業 計 画 に 、 前 条 第 2項 第 4号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 区 域 内 に お い て
実 施 さ れ る 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 が 記 載 さ れ て い る 場 合 に あ っ て は 、そ の 旨 を 含 む 。)
を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 1705-2   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
事 業 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 の 有 す る 多 面 的 機 能 の 発 揮 の 促 進 に 関 す る 法 律  第7条 第 5項  

法 令 番 号 平 成26年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第7条 の 規 定 に よ る 。  
 (事 業 計 画 の 認 定) 
第 7条  促 進 計 画 に 基 づ い て 当 該 促 進 計 画 に 定 め ら れ た 前 条 第 2項 第 1号 の 区 域 内 に お い て

多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 を 実 施 し よ う と す る 農 業 者 団 体 等 は 、そ の 実 施 し よ う と す る多
面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 に 関 す る 計 画 (以 下「 事 業 計 画 」と い う 。)を 作 成 し 、当 該 促 進 計
画 を 作 成 し た 市 町 村 (以 下 「 特 定 市 町 村 」 と い う 。 )の 認 定 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

2 事 業 計 画 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 の 目 標  
(2) 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 の 内 容 に 関 す る 次 に 掲 げ る 事 項  

イ  多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 の 種 類 及 び 実 施 区 域  
ロ  第 3条 第 3項 第 1号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 業 に

係 る 施 設 の 所 在 及 び 種 類 、当 該 施 設 の 管 理 に 関 し 行 う 同 号 イ に 掲 げ る 活 動 又 は 同 号
ロ に 掲 げ る 活 動 の 別 及 び 当 該 活 動 の 内 容 そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項  

ハ  第 3条 第 3項 第 2号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 業 に
係 る 農 業 生 産 活 動 の 内 容 、当 該 農 業 生 産 活 動 の 継 続 的 な 実 施 を 推 進 す る た め の 活 動
の 内 容 そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項  

ニ  第 3条 第 3項 第 3号 に 掲 げ る 事 業 を 実 施 し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 業 に
係 る 自 然 環 境 の 保 全 に 資 す る 農 業 の 生 産 方 式 の 内 容 、当 該 生 産 方 式 を 導 入 し た 農 業
生 産 活 動 の 実 施 を 推 進 す る た め の 活 動 の 内 容 そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項  

(3) 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 の 実 施 期 間  
(4) そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項  

3 農 業 者 団 体 等 で あ っ て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の は 、 土 地 改 良 法 (昭 和24年 法 律 第 195
号 )第85条 第1項 に 規 定 す る 都 道 府 県 営 土 地 改 良 事 業 に よ っ て 生 じ た 同 法 第2条 第 2項 第1
号 に 規 定 す る 土 地 改 良 施 設 (次 項 に お い て「 土 地 改 良 施 設 」と い う 。)に つ い て 第 3条 第3
項 第 1号 に 掲 げ る 事 業 (同 号 ロ に 掲 げ る 活 動 を 行 う も の に 限 る 。 )を 実 施 し よ う と す る と
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き は 、前 項 第 2号 ロ に 掲 げ る 事 項 に 、第 12条 第 1項 の 規 定 に よ る 委 託 を 受 け て 行 う 当 該 土
地 改 良 施 設 に つ い て の 管 理 に 関 す る 事 項 を 記 載 す る こ と が で き る 。  

4 前 項 に 規 定 す る 農 業 者 団 体 等 は 、 同 項 の 規 定 に よ り 事 業 計 画 に 土 地 改 良 施 設 に つ い て
の 管 理 に 関 す る 事 項 を 記 載 し よ う と す る と き は 、当 該 事 項 に つ い て 、あ ら か じ め 、都道
府 県 (土 地 改 良 法 第 94条 の 10第 1項 の 規 定 に よ り 当 該 都 道 府 県 が 当 該 土 地 改 良 施 設 を 同
法 第 94条 の 3第 1項 に 規 定 す る 土 地 改 良 区 等 に 管 理 さ せ て い る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 土
地 改 良 区 等 を 含 む 。 )の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

5 特 定 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、そ の 事 業 計 画 が 次 の 各 号の
い ず れ に も 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 当 該 事 業 計 画 が 促 進 計 画 に 照 ら し 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) 当 該 事 業 計 画 に 定 め る 事 項 が 当 該 事 業 計 画 に 係 る 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 を 確 実

に 実 施 す る た め に 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(3) 当 該 事 業 計 画 に 記 載 さ れ た 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 の 実 施 区 域 (当 該 事 業 計 画 に 2

以 上 の 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 が 記 載 さ れ て い る 場 合 に あ っ て は 、そ の 全 て の 実 施 区
域 )内 に 、 現 に 耕 作 又 は 養 畜 の 目 的 に 供 さ れ て お ら ず 、 か つ 、 引 き 続 き 耕 作 又 は 養 畜
の 目 的 に 供 さ れ な い と 見 込 ま れ る 農 用 地 と し て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の が な い こ
と 。  

6 特 定 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 を し た と き は 、遅 滞 な く 、当 該 認 定 に 係 る 事 業 計 画 の 概要
(当 該 認 定 に 係 る 事 業 計 画 に 、 前 条 第 2項 第 4号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 区 域 内 に お い て
実 施 さ れ る 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 が 記 載 さ れ て い る 場 合 に あ っ て は 、そ の 旨 を 含 む 。)
を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

 
標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
【 共 通 担 当 部 署 】  
農 政 課  
耕 地 林 務 課  
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ID: 1706-1   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
事 業 計 画 の 変 更 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 の 有 す る 多 面 的 機 能 の 発 揮 の 促 進 に 関 す る 法 律  第8条 第 1項  

法 令 番 号 平 成26年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第8条 の 規 定 に よ る 。  
 (事 業 計 画 の 変 更 等 ) 
第8条  前 条 第 1項 の 認 定 を 受 け た 農 業 者 団 体 等 (以 下 「 認 定 農 業 者 団 体 等 」 と い う 。 )は 、

当 該 認 定 に 係 る 事 業 計 画 の 変 更 を し よ う と す る と き は 、特 定 市 町 村 の 認 定 を 受 け な けれ
ば な ら な い 。た だ し 、そ の 変 更 が 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 で あ る と き は 、この
限 り で な い 。  

2 特 定 市 町 村 は 、 認 定 農 業 者 団 体 等 が 前 条 第 1項 の 認 定 に 係 る 事 業 計 画 (前 項 の 変 更 の 認
定 又 は 同 項 た だ し 書 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 が あ っ た と き は 、そ の 変 更 後の
も の 。以 下 こ の 条 に お い て「 認 定 事 業 計 画 」と い う 。)に 従 っ て 当 該 認 定 事 業 計 画 に 記 載
さ れ た 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 (以 下「 認 定 事 業 」と い う 。)を 実 施 し て い な い と 認 め る
と き は 、 当 該 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

3 特 定 市 町 村 は 、認 定 事 業 計 画 が 前 条 第 5項 各 号 の い ず れ か に 適 合 し な い も の と な っ たと
認 め る と き は 、認 定 農 業 者 団 体 等 に 対 し 、当 該 認 定 事 業 計 画 の 変 更 を 指 示 し 、又 は 同条
第1項 の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

4 前 条 第4項 か ら 第 6項 ま で の 規 定 は 、 認 定 事 業 計 画 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合
に お い て 、 同 条 第 5項 及 び 第 6項 中 「 第1項 」 と あ る の は 、「 次 条 第 1項 」 と 読 み 替 え る も
の と す る 。  
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【 共 通 担 当 部 署 】  
農 政 課  
耕 地 林 務 課  
 
設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1706-2   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
事 業 計 画 の 変 更 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 の 有 す る 多 面 的 機 能 の 発 揮 の 促 進 に 関 す る 法 律  第8条 第 1項  

法 令 番 号 平 成26年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第8条 の 規 定 に よ る 。  
 (事 業 計 画 の 変 更 等 ) 
第8条  前 条 第 1項 の 認 定 を 受 け た 農 業 者 団 体 等 (以 下 「 認 定 農 業 者 団 体 等 」 と い う 。 )は 、

当 該 認 定 に 係 る 事 業 計 画 の 変 更 を し よ う と す る と き は 、特 定 市 町 村 の 認 定 を 受 け な けれ
ば な ら な い 。た だ し 、そ の 変 更 が 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 で あ る と き は 、この
限 り で な い 。  

2 特 定 市 町 村 は 、 認 定 農 業 者 団 体 等 が 前 条 第 1項 の 認 定 に 係 る 事 業 計 画 (前 項 の 変 更 の 認
定 又 は 同 項 た だ し 書 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 が あ っ た と き は 、そ の 変 更 後の
も の 。以 下 こ の 条 に お い て「 認 定 事 業 計 画 」と い う 。)に 従 っ て 当 該 認 定 事 業 計 画 に 記 載
さ れ た 多 面 的 機 能 発 揮 促 進 事 業 (以 下「 認 定 事 業 」と い う 。)を 実 施 し て い な い と 認 め る
と き は 、 当 該 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

3 特 定 市 町 村 は 、認 定 事 業 計 画 が 前 条 第 5項 各 号 の い ず れ か に 適 合 し な い も の と な っ たと
認 め る と き は 、認 定 農 業 者 団 体 等 に 対 し 、当 該 認 定 事 業 計 画 の 変 更 を 指 示 し 、又 は 同条
第1項 の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

4 前 条 第4項 か ら 第 6項 ま で の 規 定 は 、 認 定 事 業 計 画 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合
に お い て 、 同 条 第 5項 及 び 第 6項 中 「 第1項 」 と あ る の は 、「 次 条 第 1項 」 と 読 み 替 え る も
の と す る 。  
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【 共 通 担 当 部 署 】  
農 政 課  
耕 地 林 務 課  
 
設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1708   

担当部署 : 教育委員会事務局  学校教育課  

処 分 の 概

要 
公 私 連 携 法 人 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 

就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 
第34条 第 1項  

法 令 番 号 平 成18年 法 律 第77号  

【基準】 

 法 第34条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (公 私 連 携 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 関 す る 特 例 ) 
第34条  市 町 村 長 (特 別 区 の 区 長 を 含 む 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)は 、当 該 市 町 村 に お

け る 保 育 の 実 施 に 対 す る 需 要 の 状 況 等 に 照 ら し 適 当 で あ る と 認 め る と き は 、公 私 連 携幼
保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 (次 項 に 規 定 す る 協 定 に 基 づ き 、 当 該 市 町 村 か ら 必 要 な 設 備 の 貸
付 け 、譲 渡 そ の 他 の 協 力 を 得 て 、当 該 市 町 村 と の 連 携 の 下 に 教 育 及 び 保 育 等 を 行 う 幼 保
連 携 型 認 定 こ ど も 園 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )の 運 営 を 継 続 的 か つ 安 定 的 に
行 う こ と が で き る 能 力 を 有 す る も の で あ る と 認 め ら れ る も の (学 校 法 人 又 は 社 会 福 祉 法
人 に 限 る 。 )を 、 そ の 申 請 に よ り 、 公 私 連 携 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 設 置 及 び 運 営 を
目 的 と す る 法 人 (以 下 こ の 条 に お い て「 公 私 連 携 法 人 」と い う 。)と し て 指 定 す る こ と が
で き る 。  
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ID: 1716   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法  第6条 第 1項  

法 令 番 号 平 成25年 法 律 第105号  

【基準】 

 法 第6条 の 規 定 に よ る 。  
 (生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 の 支 給 ) 
第 6条  都 道 府 県 等 は 、 そ の 設 置 す る 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 内 に 居 住 地 を 有 す る 生 活 困 窮

者 の う ち 第 3条 第 3項 に 規 定 す る も の (当 該 生 活 困 窮 者 及 び 当 該 生 活 困 窮 者 と 同 一 の 世 帯
に 属 す る 者 の 資 産 及 び 収 入 の 状 況 そ の 他 の 事 情 を 勘 案 し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の
に 限 る 。 )に 対 し 、 生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 を 支 給 す る も の と す る 。  

2 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 の 額 及 び 支 給 期 間 そ の 他 生 活
困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1718   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
指 定 事 業 者 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 115条 の45の 5 

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第115条 の45の 5及 び 省 令 第140条 の63の 6の 規 定 に よ る 。  
 (指 定 事 業 者 の 指 定 ) 
第 115条 の 45の 5 第 115条 の 45の 3第 1項 の 指 定 (第 115条 の 45の 7第 1項 を 除 き 、 以 下 こ の

章 に お い て「 指 定 事 業 者 の 指 定 」と い う 。)は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、第
1号 事 業 を 行 う 者 の 申 請 に よ り 、当 該 事 業 の 種 類 及 び 当 該 事 業 の 種 類 に 係 る 当 該 第 1号 事
業 を 行 う 事 業 所 ご と に 行 う 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 申 請 者 が 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基
準 に 従 っ て 適 正 に 第 1号 事 業 を 行 う こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き は 、 指 定 事 業 者 の
指 定 を し て は な ら な い 。  

 
(法 第115条 の 45の5第2項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 ) 

第140条 の63の6 法 第 115条 の45の5第 2項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 は 、市町
村 が 定 め る 基 準 で あ っ て 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。  
(1) 第 1号 事 業 (第 1号 生 活 支 援 事 業 を 除 く 。 )に 係 る 基 準 と し て 、 次 に 掲 げ る い ず れ か

に 該 当 す る 基 準  
イ  介 護 保 険 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 (平 成 27年 厚 生 労 働 省 令 第 4号 )第 5

条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、設 備 及 び 運 営 並 び
に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る
基 準 (平 成18年 厚 生 労 働 省 令 第35号 。ロ に お い て「 旧 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 」
と い う 。 )に 規 定 す る 旧 介 護 予 防 訪 問 介 護 若 し く は 旧 介 護 予 防 通 所 介 護 に 係 る 基 準
そ の 他 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 の 例 に よ る 基 準 又 は 指 定 介 護 予 防 支 援 等 基 準 (地
域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 設 置 者 で あ る 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 に 係 る 部 分 に 限 る 。 )
に 規 定 す る 介 護 予 防 支 援 に 係 る 基 準 の 例 に よ る 基 準  

ロ  旧 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 に 規 定 す る 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス (旧 介 護 予
防 訪 問 介 護 及 び 旧 介 護 予 防 通 所 介 護 に 係 る も の に 限 る 。 )に 係 る 基 準 そ の 他 厚 生 労
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働 大 臣 が 定 め る 基 準 又 は 指 定 介 護 予 防 支 援 等 基 準 に 規 定 す る 基 準 該 当 介 護 予 防 支
援 に 係 る 基 準 の 例 に よ る 基 準  

ハ  平 成 26年 改 正 前 法 第 54条 第 1項 第 3号 又 は 法 第 59条 第 1項 第 2号 に 規 定 す る 離 島 そ
の 他 の 地 域 で あ っ て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る も の に 住 所 を 有 す る 居
宅 要 支 援 被 保 険 者 等 が 、平 成26年 改 正 前 法 第 54条 第 1項 第3号 又 は 法 第59条 第 1項 第
2号 に 規 定 す る サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 に お け る 当 該 サ ー ビ ス の 内 容 を 勘 案 し た 基 準  

(2) 第 1号 事 業 に 係 る 基 準 と し て 、 当 該 第 1号 事 業 に 係 る サ ー ビ ス の 内 容 等 を 勘 案 し た
基 準 (前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ) 

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1719   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
指 定 事 業 者 の 指 定 の 更 新  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 115条 の45の 6第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第115条 の45の 6の 規 定 に よ る 。  
 (指 定 の 更 新) 
第 115条 の 45の 6 指 定 事 業 者 の 指 定 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 期 間 ご と に そ の 更 新 を 受

け な け れ ば 、 そ の 期 間 の 経 過 に よ っ て 、 そ の 効 力 を 失 う 。  
2 前 項 の 更 新 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、同 項 の 期 間 (以 下 こ の 条 に お い て「 有 効 期 間 」

と い う 。 )の 満 了 の 日 ま で に そ の 申 請 に 対 す る 処 分 が さ れ な い と き は 、 従 前 の 指 定 事 業
者 の 指 定 は 、有 効 期 間 の 満 了 後 も そ の 処 分 が さ れ る ま で の 間 は 、な お そ の 効 力 を 有 す る 。 

3 前 項 の 場 合 に お い て 、 指 定 事 業 者 の 指 定 の 更 新 が さ れ た と き は 、 そ の 有 効 期 間 は 、 従
前 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 す る も の と す る 。  

4 前 条 の 規 定 は 、 指 定 事 業 者 の 指 定 の 更 新 に つ い て 準 用 す る 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 1724   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
家 庭 的 保 育 事 業 等 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法  第 34条 の 15第 2項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第164号  

【基準】 

 法 第34条 の15の 規 定 に よ る 。  
第34条 の 15 市 町 村 は 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う こ と が で き る 。  
2 国 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 以 外 の 者 は 、 内 閣 府 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 町 村 長 の 認

可 を 得 て 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う こ と が で き る 。  
3 市 町 村 長 は 、家 庭 的 保 育 事 業 等 に 関 す る 前 項 の 認 可 の 申 請 が あ つ た と き は 、次 条 第 1項

の 条 例 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る か ど う か を 審 査 す る ほ か 、 次 に 掲 げ る 基 準 (当 該 認 可 の
申 請 を し た 者 が 社 会 福 祉 法 人 又 は 学 校 法 人 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 第 4号 に 掲 げ る 基 準
に 限 る 。 )に よ つ て 、 そ の 申 請 を 審 査 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 当 該 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う た め に 必 要 な 経 済 的 基 礎 が あ る こ と 。  
(2) 当 該 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う 者 (そ の 者 が 法 人 で あ る 場 合 に あ つ て は 、経 営 担 当 役

員 (業 務 を 執 行 す る 社 員 、取 締 役 、執 行 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 を い う 。第 35条 第5項
第2号 に お い て 同 じ 。 )と す る 。 )が 社 会 的 信 望 を 有 す る こ と 。  

(3) 実 務 を 担 当 す る 幹 部 職 員 が 社 会 福 祉 事 業 に 関 す る 知 識 又 は 経 験 を 有 す る こ と 。  
(4) 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。  

イ  申 請 者 が 、禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と
が な く な る ま で の 者 で あ る と き 。  

ロ  申 請 者 が 、こ の 法 律 そ の 他 国 民 の 福 祉 に 関 す る 法 律 で 政 令 で 定 め る も の の 規 定 に
よ り 罰 金 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な る ま
で の 者 で あ る と き 。  

ハ  申 請 者 が 、労 働 に 関 す る 法 律 の 規 定 で あ つ て 政 令 で 定 め る も の に よ り 罰 金 の 刑 に
処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な る ま で の 者 で あ る と
き 。  

ニ  申 請 者 が 、 第 58条 第 2項 の 規 定 に よ り 認 可 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 起
算 し て 5年 を 経 過 し な い 者 (当 該 認 可 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て
は 、 当 該 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ た 日 前 60
日 以 内 に 当 該 法 人 の 役 員 (業 務 を 執 行 す る 社 員 、 取 締 役 、 執 行 役 又 は こ れ ら に 準 ず
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る 者 を い い 、相 談 役 、顧 問 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る 者 で あ る か を 問 わ ず 、法 人
に 対 し 業 務 を 執 行 す る 社 員 、取 締 役 、執 行 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 と 同 等 以 上 の 支
配 力 を 有 す る も の と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。 ホ に お い て 同 じ 。 )又 は そ の 事 業 を 管 理
す る 者 そ の 他 の 政 令 で 定 め る 使 用 人 (以 下 こ の 号 及 び 第 35条 第 5項 第 4号 に お い て
「 役 員 等 」と い う 。)で あ つ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も
の を 含 み 、当 該 認 可 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で な い 場 合 に お い て は 、当 該 通 知 が あ
つ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 事 業 を 行 う 者 の 管 理 者 で あ つ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら
起 算 し て5年 を 経 過 し な い も の を 含 む 。)で あ る と き 。た だ し 、当 該 認 可 の 取 消 し が 、
家 庭 的 保 育 事 業 等 の 認 可 の 取 消 し の う ち 当 該 認 可 の 取 消 し の 処 分 の 理 由 と な つ た
事 実 及 び 当 該 事 実 の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う 者 に よ る
業 務 管 理 体 制 の 整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の 当 該 事 実 に 関 し て 当 該 家 庭 的
保 育 事 業 等 を 行 う 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮 し て 、ニ 本 文 に 規 定 す る 認 可 の
取 消 し に 該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る も の と し て 内 閣 府
令 で 定 め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

ホ  申 請 者 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 (申 請 者 (法 人 に 限 る 。 以 下 ホ に お い て 同 じ 。 )の
役 員 に 占 め る そ の 役 員 の 割 合 が2分 の 1を 超 え 、若 し く は 当 該 申 請 者 の 株 式 の 所 有 そ
の 他 の 事 由 を 通 じ て 当 該 申 請 者 の 事 業 を 実 質 的 に 支 配 し 、若 し く は そ の 事 業 に 重 要
な 影 響 を 与 え る 関 係 に あ る 者 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の (以 下 ホ に お い て 「 申 請
者 の 親 会 社 等 」 と い う 。 )、 申 請 者 の 親 会 社 等 の 役 員 と 同 一 の 者 が そ の 役 員 に 占 め
る 割 合 が2分 の 1を 超 え 、若 し く は 申 請 者 の 親 会 社 等 が 株 式 の 所 有 そ の 他 の 事 由 を 通
じ て そ の 事 業 を 実 質 的 に 支 配 し 、若 し く は そ の 事 業 に 重 要 な 影 響 を 与 え る 関 係 に あ
る 者 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の 又 は 当 該 申 請 者 の 役 員 と 同 一 の 者 が そ の 役 員 に
占 め る 割 合 が 2分 の1を 超 え 、若 し く は 当 該 申 請 者 が 株 式 の 所 有 そ の 他 の 事 由 を 通 じ
て そ の 事 業 を 実 質 的 に 支 配 し 、若 し く は そ の 事 業 に 重 要 な 影 響 を 与 え る 関 係 に あ る
者 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の の う ち 、当 該 申 請 者 と 内 閣 府 令 で 定 め る 密 接 な 関 係
を 有 す る 法 人 を い う 。第35条 第 5項 第4号 ホ に お い て 同 じ 。)が 、第58条 第2項 の 規 定
に よ り 認 可 を 取 り 消 さ れ 、そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経 過 し て い な い と き 。
た だ し 、当 該 認 可 の 取 消 し が 、家 庭 的 保 育 事 業 等 の 認 可 の 取 消 し の う ち 当 該 認 可 の
取 消 し の 処 分 の 理 由 と な つ た 事 実 及 び 当 該 事 実 の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 家 庭
的 保 育 事 業 等 を 行 う 者 に よ る 業 務 管 理 体 制 の 整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の
当 該 事 実 に 関 し て 当 該 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮
し て 、ホ 本 文 に 規 定 す る 認 可 の 取 消 し に 該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と
認 め ら れ る も の と し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

ヘ  申 請 者 が 、第58条 第2項 の 規 定 に よ る 認 可 の 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 第 15
条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ た 日 か ら 当 該 処 分 を す る 日 又 は 処 分 を し な い こ と を 決
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定 す る 日 ま で の 間 に 第 7項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 を し た 者 (当 該 廃 止 に つ い て 相
当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)で 、当 該 事 業 の 廃 止 の 承 認 の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経過
し な い も の で あ る と き 。  

ト  申 請 者 が 、第34条 の17第 1項 の 規 定 に よ る 検 査 が 行 わ れ た 日 か ら 聴 聞 決 定 予 定 日
(当 該 検 査 の 結 果 に 基 づ き 第 58条 第 2項 の 規 定 に よ る 認 可 の 取 消 し の 処 分 に 係 る 聴
聞 を 行 う か 否 か の 決 定 を す る こ と が 見 込 ま れ る 日 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ
に よ り 市 町 村 長 が 当 該 申 請 者 に 当 該 検 査 が 行 わ れ た 日 か ら 10日 以 内 に 特 定 の 日 を
通 知 し た 場 合 に お け る 当 該 特 定 の 日 を い う 。)ま で の 間 に 第 7項 の 規 定 に よ る 事 業 の
廃 止 を し た 者 (当 該 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)で、当 該 事 業 の 廃 止
の 承 認 の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

チ  ヘ に 規 定 す る 期 間 内 に 第 7項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 の 承 認 の 申 請 が あ つ た 場 合
に お い て 、 申 請 者 が 、 ヘ の 通 知 の 日 前 60日 以 内 に 当 該 申 請 に 係 る 法 人 (当 該 事 業 の
廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 法 人 を 除 く 。 )の 役 員 等 又 は 当 該 申 請 に 係 る 法 人 で
な い 事 業 を 行 う 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る も の を 除 く 。)の 管 理
者 で あ つ た 者 で 、 当 該 事 業 の 廃 止 の 承 認 の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の で
あ る と き 。  

リ  申 請 者 が 、 認 可 の 申 請 前 5年 以 内 に 保 育 に 関 し 不 正 又 は 著 し く 不 当 な 行 為 を し た
者 で あ る と き 。  

ヌ  申 請 者 が 、法 人 で 、そ の 役 員 等 の う ち に イ か ら ニ ま で 又 は ヘ か ら リ ま で の い ず れ
か に 該 当 す る 者 の あ る も の で あ る と き 。  

ル  申 請 者 が 、法 人 で な い 者 で 、そ の 管 理 者 が イ か ら ニ ま で 又 は ヘ か ら リ ま で の い ず
れ か に 該 当 す る 者 で あ る と き 。  

4 市 町 村 長 は 、第2項 の 認 可 を し よ う と す る と き は 、あ ら か じ め 、市 町 村 児 童 福 祉 審 議会
を 設 置 し て い る 場 合 に あ つ て は そ の 意 見 を 、そ の 他 の 場 合 に あ つ て は 児 童 の 保 護 者 その
他 児 童 福 祉 に 係 る 当 事 者 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

5 市 町 村 長 は 、 第 3項 に 基 づ く 審 査 の 結 果 、 そ の 申 請 が 次 条 第 1項 の 条 例 で 定 め る 基 準 に
適 合 し て お り 、か つ 、そ の 事 業 を 行 う 者 が 第 3項 各 号 に 掲 げ る 基 準 (そ の 者 が 社 会 福 祉 法
人 又 は 学 校 法 人 で あ る 場 合 に あ つ て は 、同 項 第4号 に 掲 げ る 基 準 に 限 る 。)に 該 当 す る と
認 め る と き は 、 第 2項 の 認 可 を す る も の と す る 。 た だ し 、 市 町 村 長 は 、 当 該 申 請 に 係 る
家 庭 的 保 育 事 業 等 の 所 在 地 を 含 む 教 育 ・ 保 育 提 供 区 域 (子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 61条 第
2項 第 1号 の 規 定 に よ り 当 該 市 町 村 が 定 め る 教 育・保 育 提 供 区 域 と す る 。以 下 こ の 項 に お
い て 同 じ 。)に お け る 特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 (同 法 第29条 第3項 第1号 に 規 定 す る 特 定 地 域
型 保 育 事 業 所 を い い 、 事 業 所 内 保 育 事 業 に お け る 同 法 第 43条 第1項 に 規 定 す る 労 働 者 等
の 監 護 す る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 係 る 部 分 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 )の 利 用
定 員 の 総 数 (同 法 第 19条 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 に 係 る も の に 限 る 。 )
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が 、 同 法 第 61条 第1項 の 規 定 に よ り 当 該 市 町 村 が 定 め る 市 町 村 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業
計 画 に お い て 定 め る 当 該 教 育・保 育 提 供 区 域 の 特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 に 係 る 必 要 利 用定
員 総 数 (同 法 第 19条 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 に 係 る も の に 限 る 。 )に 既
に 達 し て い る か 、又 は 当 該 申 請 に 係 る 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 開 始 に よ つ て こ れ を 超 え るこ
と に な る と 認 め る と き 、そ の 他 の 当 該 市 町 村 子 ど も・子 育 て 支 援 事 業 計 画 の 達 成 に 支 障
を 生 ず る お そ れ が あ る 場 合 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る 場 合 に 該 当 す る と 認 め る と き は 、第
2項 の 認 可 を し な い こ と が で き る 。  

6 市 町 村 長 は 、家 庭 的 保 育 事 業 等 に 関 す る 第2項 の 申 請 に 係 る 認 可 を し な い と き は 、速 や
か に そ の 旨 及 び 理 由 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

7 国 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 以 外 の 者 は 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 廃 止 し 、 又 は 休 止 し よ う と
す る と き は 、内 閣 府 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 
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ID: 1725   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
家 庭 的 保 育 事 業 等 の 廃 止 又 は 休 止 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
児 童 福 祉 法  第 34条 の 15第 7項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第164号  

【基準】 

 法 第34条 の15の 規 定 に よ る 。  
第34条 の 15 市 町 村 は 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う こ と が で き る 。  
2 国 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 以 外 の 者 は 、 内 閣 府 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 町 村 長 の 認

可 を 得 て 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う こ と が で き る 。  
3 市 町 村 長 は 、家 庭 的 保 育 事 業 等 に 関 す る 前 項 の 認 可 の 申 請 が あ つ た と き は 、次 条 第 1項

の 条 例 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る か ど う か を 審 査 す る ほ か 、 次 に 掲 げ る 基 準 (当 該 認 可 の
申 請 を し た 者 が 社 会 福 祉 法 人 又 は 学 校 法 人 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 第 4号 に 掲 げ る 基 準
に 限 る 。 )に よ つ て 、 そ の 申 請 を 審 査 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 当 該 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う た め に 必 要 な 経 済 的 基 礎 が あ る こ と 。  
(2) 当 該 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う 者 (そ の 者 が 法 人 で あ る 場 合 に あ つ て は 、経 営 担 当 役

員 (業 務 を 執 行 す る 社 員 、取 締 役 、執 行 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 を い う 。第 35条 第5項
第2号 に お い て 同 じ 。 )と す る 。 )が 社 会 的 信 望 を 有 す る こ と 。  

(3) 実 務 を 担 当 す る 幹 部 職 員 が 社 会 福 祉 事 業 に 関 す る 知 識 又 は 経 験 を 有 す る こ と 。  
(4) 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。  

イ  申 請 者 が 、禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と
が な く な る ま で の 者 で あ る と き 。  

ロ  申 請 者 が 、こ の 法 律 そ の 他 国 民 の 福 祉 に 関 す る 法 律 で 政 令 で 定 め る も の の 規 定 に
よ り 罰 金 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な る ま
で の 者 で あ る と き 。  

ハ  申 請 者 が 、労 働 に 関 す る 法 律 の 規 定 で あ つ て 政 令 で 定 め る も の に よ り 罰 金 の 刑 に
処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な る ま で の 者 で あ る と
き 。  

ニ  申 請 者 が 、 第 58条 第 2項 の 規 定 に よ り 認 可 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 起
算 し て 5年 を 経 過 し な い 者 (当 該 認 可 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て
は 、 当 該 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ た 日 前 60
日 以 内 に 当 該 法 人 の 役 員 (業 務 を 執 行 す る 社 員 、 取 締 役 、 執 行 役 又 は こ れ ら に 準 ず
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る 者 を い い 、相 談 役 、顧 問 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る 者 で あ る か を 問 わ ず 、法 人
に 対 し 業 務 を 執 行 す る 社 員 、取 締 役 、執 行 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 と 同 等 以 上 の 支
配 力 を 有 す る も の と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。 ホ に お い て 同 じ 。 )又 は そ の 事 業 を 管 理
す る 者 そ の 他 の 政 令 で 定 め る 使 用 人 (以 下 こ の 号 及 び 第 35条 第 5項 第 4号 に お い て
「 役 員 等 」と い う 。)で あ つ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も
の を 含 み 、当 該 認 可 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で な い 場 合 に お い て は 、当 該 通 知 が あ
つ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 事 業 を 行 う 者 の 管 理 者 で あ つ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら
起 算 し て5年 を 経 過 し な い も の を 含 む 。)で あ る と き 。た だ し 、当 該 認 可 の 取 消 し が 、
家 庭 的 保 育 事 業 等 の 認 可 の 取 消 し の う ち 当 該 認 可 の 取 消 し の 処 分 の 理 由 と な つ た
事 実 及 び 当 該 事 実 の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う 者 に よ る
業 務 管 理 体 制 の 整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の 当 該 事 実 に 関 し て 当 該 家 庭 的
保 育 事 業 等 を 行 う 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮 し て 、ニ 本 文 に 規 定 す る 認 可 の
取 消 し に 該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る も の と し て 内 閣 府
令 で 定 め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

ホ  申 請 者 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 (申 請 者 (法 人 に 限 る 。 以 下 ホ に お い て 同 じ 。 )の
役 員 に 占 め る そ の 役 員 の 割 合 が2分 の 1を 超 え 、若 し く は 当 該 申 請 者 の 株 式 の 所 有 そ
の 他 の 事 由 を 通 じ て 当 該 申 請 者 の 事 業 を 実 質 的 に 支 配 し 、若 し く は そ の 事 業 に 重 要
な 影 響 を 与 え る 関 係 に あ る 者 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の (以 下 ホ に お い て 「 申 請
者 の 親 会 社 等 」 と い う 。 )、 申 請 者 の 親 会 社 等 の 役 員 と 同 一 の 者 が そ の 役 員 に 占 め
る 割 合 が2分 の 1を 超 え 、若 し く は 申 請 者 の 親 会 社 等 が 株 式 の 所 有 そ の 他 の 事 由 を 通
じ て そ の 事 業 を 実 質 的 に 支 配 し 、若 し く は そ の 事 業 に 重 要 な 影 響 を 与 え る 関 係 に あ
る 者 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の 又 は 当 該 申 請 者 の 役 員 と 同 一 の 者 が そ の 役 員 に
占 め る 割 合 が 2分 の1を 超 え 、若 し く は 当 該 申 請 者 が 株 式 の 所 有 そ の 他 の 事 由 を 通 じ
て そ の 事 業 を 実 質 的 に 支 配 し 、若 し く は そ の 事 業 に 重 要 な 影 響 を 与 え る 関 係 に あ る
者 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の の う ち 、当 該 申 請 者 と 内 閣 府 令 で 定 め る 密 接 な 関 係
を 有 す る 法 人 を い う 。第35条 第 5項 第4号 ホ に お い て 同 じ 。)が 、第58条 第2項 の 規 定
に よ り 認 可 を 取 り 消 さ れ 、そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経 過 し て い な い と き 。
た だ し 、当 該 認 可 の 取 消 し が 、家 庭 的 保 育 事 業 等 の 認 可 の 取 消 し の う ち 当 該 認 可 の
取 消 し の 処 分 の 理 由 と な つ た 事 実 及 び 当 該 事 実 の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 家 庭
的 保 育 事 業 等 を 行 う 者 に よ る 業 務 管 理 体 制 の 整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の
当 該 事 実 に 関 し て 当 該 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 行 う 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮
し て 、ホ 本 文 に 規 定 す る 認 可 の 取 消 し に 該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と
認 め ら れ る も の と し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

ヘ  申 請 者 が 、第58条 第2項 の 規 定 に よ る 認 可 の 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 第 15
条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ つ た 日 か ら 当 該 処 分 を す る 日 又 は 処 分 を し な い こ と を 決
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定 す る 日 ま で の 間 に 第 7項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 を し た 者 (当 該 廃 止 に つ い て 相
当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)で 、当 該 事 業 の 廃 止 の 承 認 の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経過
し な い も の で あ る と き 。  

ト  申 請 者 が 、第34条 の17第 1項 の 規 定 に よ る 検 査 が 行 わ れ た 日 か ら 聴 聞 決 定 予 定 日
(当 該 検 査 の 結 果 に 基 づ き 第 58条 第 2項 の 規 定 に よ る 認 可 の 取 消 し の 処 分 に 係 る 聴
聞 を 行 う か 否 か の 決 定 を す る こ と が 見 込 ま れ る 日 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ
に よ り 市 町 村 長 が 当 該 申 請 者 に 当 該 検 査 が 行 わ れ た 日 か ら 10日 以 内 に 特 定 の 日 を
通 知 し た 場 合 に お け る 当 該 特 定 の 日 を い う 。)ま で の 間 に 第 7項 の 規 定 に よ る 事 業 の
廃 止 を し た 者 (当 該 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)で、当 該 事 業 の 廃 止
の 承 認 の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

チ  ヘ に 規 定 す る 期 間 内 に 第 7項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 の 承 認 の 申 請 が あ つ た 場 合
に お い て 、 申 請 者 が 、 ヘ の 通 知 の 日 前 60日 以 内 に 当 該 申 請 に 係 る 法 人 (当 該 事 業 の
廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 法 人 を 除 く 。 )の 役 員 等 又 は 当 該 申 請 に 係 る 法 人 で
な い 事 業 を 行 う 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る も の を 除 く 。)の 管 理
者 で あ つ た 者 で 、 当 該 事 業 の 廃 止 の 承 認 の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の で
あ る と き 。  

リ  申 請 者 が 、 認 可 の 申 請 前 5年 以 内 に 保 育 に 関 し 不 正 又 は 著 し く 不 当 な 行 為 を し た
者 で あ る と き 。  

ヌ  申 請 者 が 、法 人 で 、そ の 役 員 等 の う ち に イ か ら ニ ま で 又 は ヘ か ら リ ま で の い ず れ
か に 該 当 す る 者 の あ る も の で あ る と き 。  

ル  申 請 者 が 、法 人 で な い 者 で 、そ の 管 理 者 が イ か ら ニ ま で 又 は ヘ か ら リ ま で の い ず
れ か に 該 当 す る 者 で あ る と き 。  

4 市 町 村 長 は 、第2項 の 認 可 を し よ う と す る と き は 、あ ら か じ め 、市 町 村 児 童 福 祉 審 議会
を 設 置 し て い る 場 合 に あ つ て は そ の 意 見 を 、そ の 他 の 場 合 に あ つ て は 児 童 の 保 護 者 その
他 児 童 福 祉 に 係 る 当 事 者 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

5 市 町 村 長 は 、 第 3項 に 基 づ く 審 査 の 結 果 、 そ の 申 請 が 次 条 第 1項 の 条 例 で 定 め る 基 準 に
適 合 し て お り 、か つ 、そ の 事 業 を 行 う 者 が 第 3項 各 号 に 掲 げ る 基 準 (そ の 者 が 社 会 福 祉 法
人 又 は 学 校 法 人 で あ る 場 合 に あ つ て は 、同 項 第4号 に 掲 げ る 基 準 に 限 る 。)に 該 当 す る と
認 め る と き は 、 第 2項 の 認 可 を す る も の と す る 。 た だ し 、 市 町 村 長 は 、 当 該 申 請 に 係 る
家 庭 的 保 育 事 業 等 の 所 在 地 を 含 む 教 育 ・ 保 育 提 供 区 域 (子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 第 61条 第
2項 第 1号 の 規 定 に よ り 当 該 市 町 村 が 定 め る 教 育・保 育 提 供 区 域 と す る 。以 下 こ の 項 に お
い て 同 じ 。)に お け る 特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 (同 法 第29条 第3項 第1号 に 規 定 す る 特 定 地 域
型 保 育 事 業 所 を い い 、 事 業 所 内 保 育 事 業 に お け る 同 法 第 43条 第1項 に 規 定 す る 労 働 者 等
の 監 護 す る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 係 る 部 分 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 )の 利 用
定 員 の 総 数 (同 法 第 19条 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 に 係 る も の に 限 る 。 )
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が 、 同 法 第 61条 第1項 の 規 定 に よ り 当 該 市 町 村 が 定 め る 市 町 村 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業
計 画 に お い て 定 め る 当 該 教 育・保 育 提 供 区 域 の 特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 に 係 る 必 要 利 用定
員 総 数 (同 法 第 19条 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 に 係 る も の に 限 る 。 )に 既
に 達 し て い る か 、又 は 当 該 申 請 に 係 る 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 開 始 に よ つ て こ れ を 超 え るこ
と に な る と 認 め る と き 、そ の 他 の 当 該 市 町 村 子 ど も・子 育 て 支 援 事 業 計 画 の 達 成 に 支 障
を 生 ず る お そ れ が あ る 場 合 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る 場 合 に 該 当 す る と 認 め る と き は 、第
2項 の 認 可 を し な い こ と が で き る 。  

6 市 町 村 長 は 、家 庭 的 保 育 事 業 等 に 関 す る 第2項 の 申 請 に 係 る 認 可 を し な い と き は 、速 や
か に そ の 旨 及 び 理 由 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

7 国 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 以 外 の 者 は 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 を 廃 止 し 、 又 は 休 止 し よ う と
す る と き は 、内 閣 府 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1733   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
教 育 ・ 保 育 給 付 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法  第20条 第1項 及 び 第3項  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第20条 の 規 定 に よ る 。  
 (市 町 村 の 認 定 等) 
第20条  前 条 各 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 保 護 者 は 、子 ど も の た め の 教 育・保 育給

付 を 受 け よ う と す る と き は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 に 対 し 、そ の 小学
校 就 学 前 子 ど も ご と に 、子 ど も の た め の 教 育・保 育 給 付 を 受 け る 資 格 を 有 す る こ と 及 び
そ の 該 当 す る 同 条 各 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 に つ い て の 認 定 を 申 請 し 、そ
の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 認 定 は 、 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 保 護 者 の 居 住 地 の 市 町 村 が 行 う も の と す る 。 た
だ し 、小 学 校 就 学 前 子 ど も の 保 護 者 が 居 住 地 を 有 し な い と き 、又 は 明 ら か で な い と き は 、
そ の 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 保 護 者 の 現 在 地 の 市 町 村 が 行 う も の と す る 。  

3 市 町 村 は 、第 1項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、当 該 申 請 に 係 る 小 学 校 就学
前 子 ど も が 前 条 第 2号 又 は 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る と 認 め る と き
は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 係 る 保 育 必 要 量 (月 を 単 位
と し て 内 閣 府 令 で 定 め る 期 間 に お い て 施 設 型 給 付 費 、特 例 施 設 型 給 付 費 、地 域 型 保 育 給
付 費 又 は 特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 を 支 給 す る 保 育 の 量 を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 認 定 を 行 う
も の と す る 。  

4 市 町 村 は 、第 1項 及 び 前 項 の 認 定 (以 下「 教 育・保 育 給 付 認 定 」と い う 。)を 行 っ た と き
は 、 そ の 結 果 を 当 該 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 に 係 る 保 護 者 (以 下 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護
者 」と い う 。)に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、市 町 村 は 、内 閣 府 令 で 定
め る と こ ろ に よ り 、当 該 教 育・保 育 給 付 認 定 に 係 る 小 学 校 就 学 前 子 ど も (以 下「 教 育・保
育 給 付 認 定 子 ど も 」と い う 。)の 該 当 す る 前 条 各 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 、
保 育 必 要 量 そ の 他 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 認 定 証 (以 下 「 支 給 認 定 証 」 と い
う 。 )を 交 付 す る も の と す る 。  

5 市 町 村 は 、第1項 の 規 定 に よ る 申 請 に つ い て 、当 該 保 護 者 が 子 ど も の た め の 教 育・保 育
給 付 を 受 け る 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ な い と き は 、理 由 を 付 し て 、そ の 旨 を 当 該 申 請に
係 る 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。  
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6 第 1項 の 規 定 に よ る 申 請 に 対 す る 処 分 は 、 当 該 申 請 の あ っ た 日 か ら 30日 以 内 に し な け
れ ば な ら な い 。た だ し 、当 該 申 請 に 係 る 保 護 者 の 労 働 又 は 疾 病 の 状 況 の 調 査 に 日 時 を 要
す る こ と そ の 他 の 特 別 な 理 由 が あ る 場 合 に は 、当 該 申 請 の あ っ た 日 か ら30日 以 内 に 、当
該 保 護 者 に 対 し 、当 該 申 請 に 対 す る 処 分 を す る た め に な お 要 す る 期 間 (次 項 に お い て「 処
理 見 込 期 間 」 と い う 。 )及 び そ の 理 由 を 通 知 し 、 こ れ を 延 期 す る こ と が で き る 。  

7 第 1項 の 規 定 に よ る 申 請 を し た 日 か ら 30日 以 内 に 当 該 申 請 に 対 す る 処 分 が さ れ な い と
き 、若 し く は 前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 通 知 が な い と き 、又 は 処 理 見 込 期 間 が 経 過 し た
日 ま で に 当 該 申 請 に 対 す る 処 分 が さ れ な い と き は 、当 該 申 請 に 係 る 保 護 者 は 、市 町 村 が
当 該 申 請 を 却 下 し た も の と み な す こ と が で き る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
申 請 の あ っ た 日 か ら 30日 以 内 (第20条 第6項 ) 

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1734   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 の 変 更  

法 令 名 

根 拠 条 項 
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法  第23条 第1項  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第23条 の 規 定 に よ る 。  
 (教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 の 変 更 ) 
第23条  教 育・保 育 給 付 認 定 保 護 者 は 、現 に 受 け て い る 教 育・保 育 給 付 認 定 に 係 る 当 該 教

育・保 育 給 付 認 定 子 ど も の 該 当 す る 第 19条 各 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 、保
育 必 要 量 そ の 他 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 項 を 変 更 す る 必 要 が あ る と き は 、内 閣 府 令 で 定め
る と こ ろ に よ り 、市 町 村 に 対 し 、教 育・保 育 給 付 認 定 の 変 更 の 認 定 を 申 請 す る こ と がで
き る 。  

2 市 町 村 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 に よ り 、 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 に つ き 、 必 要 が
あ る と 認 め る と き は 、教 育・保 育 給 付 認 定 の 変 更 の 認 定 を 行 う こ と が で き る 。こ の 場合
に お い て 、市 町 村 は 、当 該 変 更 の 認 定 に 係 る 教 育・保 育 給 付 認 定 保 護 者 に 対 し 、支 給 認
定 証 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。  

3 第 20条 第2項 、第 3項 、第 4項 前 段 及 び 第5項 か ら 第7項 ま で の 規 定 は 、前 項 の 教 育・保 育
給 付 認 定 の 変 更 の 認 定 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 必 要 な 技 術 的 読 替 え は、
政 令 で 定 め る 。  

4 市 町 村 は 、職 権 に よ り 、教 育・保 育 給 付 認 定 保 護 者 に つ き 、第 19条 第 3号 に 掲 げ る 小 学
校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育・保 育 給 付 認 定 子 ど も (以 下「 満3歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も 」
と い う 。)が 満 3歳 に 達 し た と き そ の 他 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、内 閣 府 令 で 定 め る と
こ ろ に よ り 、教 育・保 育 給 付 認 定 の 変 更 の 認 定 を 行 う こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て、
市 町 村 は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 変 更 の 認 定 に 係 る 教 育・保 育 給 付 認定
保 護 者 に 対 し 、 支 給 認 定 証 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。  

5 第 20条 第2項 、第3項 及 び 第4項 前 段 の 規 定 は 、前 項 の 教 育・保 育 給 付 認 定 の 変 更 の 認 定
に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

6 市 町 村 は 、 第 2項 又 は 第 4項 の 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 の 変 更 の 認 定 を 行 っ た 場 合 に は 、 内
閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、支 給 認 定 証 に 当 該 変 更 の 認 定 に 係 る 事 項 を 記 載 し 、こ れ
を 返 還 す る も の と す る 。  
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間 
申 請 の あ っ た 日 か ら 30日 以 内 (第20条 第6項 ) 
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ID: 1740   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 確 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法  第31条 第1項  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第31条 の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 確 認 ) 
第31条  第 27条 第1項 の 確 認 は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置

者 (国 (国 立 大 学 法 人 法 (平 成 15年 法 律 第 112号 )第 2条 第 1項 に 規 定 す る 国 立 大 学 法 人 を 含
む 。第58条 の9第2項 、第3項 及 び 第 6項 、第65条 第4号 及 び 第 5号 並 び に 附 則 第7条 に お い
て 同 じ 。)及 び 公 立 大 学 法 人 (地 方 独 立 行 政 法 人 法 (平 成15年 法 律 第 118号 )第68条 第 1項 に
規 定 す る 公 立 大 学 法 人 を い う 。第 58条 の4第1項 第1号 、第 58条 の9第 2項 並 び に 第 65条 第
3号 及 び 第 4号 に お い て 同 じ 。)を 除 き 、法 人 に 限 る 。以 下 同 じ 。)の 申 請 に よ り 、次 の 各
号 に 掲 げ る 教 育・保 育 施 設 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分
ご と の 利 用 定 員 を 定 め て 、 市 町 村 長 が 行 う 。  
(1) 認 定 こ ど も 園  第19条 各 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分  
(2) 幼 稚 園  第 19条 第1号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分  
(3) 保 育 所  第 19条 第 2号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 及 び 同 条 第 3号 に 掲 げ る

小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分  
2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 利 用 定 員 を 定 め よ う と す る と き

は 、 第 72条 第 1項 の 審 議 会 そ の 他 の 合 議 制 の 機 関 を 設 置 し て い る 場 合 に あ っ て は そ の 意
見 を 、そ の 他 の 場 合 に あ っ て は 子 ど も の 保 護 者 そ の 他 子 ど も・子 育 て 支 援 に 係 る 当 事 者
の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

3 市 町 村 長 は 、第1項 の 規 定 に よ り 特 定 教 育・保 育 施 設 の 利 用 定 員 を 定 め た と き は 、内 閣
府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 1741   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 確 認 の 変 更  

法 令 名 

根 拠 条 項 
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法  第32条 第1項  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第32条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 確 認 の 変 更 ) 
第32条  特 定 教 育・保 育 施 設 の 設 置 者 は 、利 用 定 員 (第27条 第1項 の 確 認 に お い て 定 め ら れ

た 利 用 定 員 を い う 。 第 34条 第 3項 第1号 を 除 き 、 以 下 こ の 款 に お い て 同 じ 。 )を 増 加 しよ
う と す る と き は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 特 定 教 育・保 育 施 設 に 係 る 第 27
条 第1項 の 確 認 の 変 更 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

2 前 条 第 3項 の 規 定 は 、前 項 の 確 認 の 変 更 の 申 請 が あ っ た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。こ の場
合 に お い て 、 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

3 市 町 村 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 前 条 第 3項 の 規 定 を 準 用 す る 場 合 の ほ か 、利 用 定 員 を 変
更 し た と き は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な
い 。  
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ID: 1744   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 の 確 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法  第43条 第1項  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第43条 の 規 定 に よ る 。  
(特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 の 確 認 ) 

第43条  第 29条 第1項 の 確 認 は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 地 域 型 保 育 事 業 を 行 う
者 の 申 請 に よ り 、地 域 型 保 育 の 種 類 及 び 当 該 地 域 型 保 育 の 種 類 に 係 る 地 域 型 保 育 事 業を
行 う 事 業 所 (以 下 「 地 域 型 保 育 事 業 所 」 と い う 。 )ご と に 、 第 19条 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校
就 学 前 子 ど も に 係 る 利 用 定 員 (事 業 所 内 保 育 の 事 業 を 行 う 事 業 所 (以 下「 事 業 所 内 保 育 事
業 所 」 と い う 。 )に あ っ て は 、 そ の 雇 用 す る 労 働 者 の 監 護 す る 小 学 校 就 学 前 子 ど も を 保
育 す る た め 当 該 事 業 所 内 保 育 の 事 業 を 自 ら 施 設 を 設 置 し 、又 は 委 託 し て 行 う 事 業 主 に係
る 当 該 小 学 校 就 学 前 子 ど も (当 該 事 業 所 内 保 育 の 事 業 が 、 事 業 主 団 体 に 係 る も の に あ っ
て は 事 業 主 団 体 の 構 成 員 で あ る 事 業 主 の 雇 用 す る 労 働 者 の 監 護 す る 小 学 校 就 学 前 子 ど
も と し 、共 済 組 合 等 (児 童 福 祉 法 第6条 の 3第12項 第1号 ハ に 規 定 す る 共 済 組 合 等 を い う 。)
に 係 る も の に あ っ て は 共 済 組 合 等 の 構 成 員 (同 号 ハ に 規 定 す る 共 済 組 合 等 の 構 成 員 を い
う 。 )の 監 護 す る 小 学 校 就 学 前 子 ど も と す る 。 以 下 「 労 働 者 等 の 監 護 す る 小 学 校 就 学 前
子 ど も 」と い う 。)及 び そ の 他 の 小 学 校 就 学 前 子 ど も ご と に 定 め る 第 19条 第 3号 に 掲 げ る
小 学 校 就 学 前 子 ど も に 係 る 利 用 定 員 と す る 。 )を 定 め て 、 市 町 村 長 が 行 う 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 特 定 地 域 型 保 育 事 業 (特 定 地 域 型 保 育 を 行 う 事 業 を い
う 。以 下 同 じ 。)の 利 用 定 員 を 定 め よ う と す る と き は 、第 72条 第1項 の 審 議 会 そ の 他 の 合
議 制 の 機 関 を 設 置 し て い る 場 合 に あ っ て は そ の 意 見 を 、そ の 他 の 場 合 に あ っ て は 子 ども
の 保 護 者 そ の 他 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 に 係 る 当 事 者 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 1745   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 の 確 認 の 変 更  

法 令 名 

根 拠 条 項 
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法  第44条  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第44条 の 規 定 に よ る 。  
(特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 の 確 認 の 変 更 ) 

第 44条  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 は 、 利 用 定 員 (第 29条 第 1項 の 確 認 に お い て 定 め ら れ た 利
用 定 員 を い う 。 第 46条 第 3項 第 1号 を 除 き 、 以 下 こ の 款 に お い て 同 じ 。 )を 増 加 し よ う と
す る と き は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に 係 る 第 29条
第1項 の 確 認 の 変 更 を 申 請 す る こ と が で き る 。  
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ID: 1750   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
支 給 認 定 証 の 再 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 施 行 規 則  第 16条 第1項  

法 令 番 号 平 成26年 内 閣 府 令 第44号  

【基準】 

 府 令 第16条 の 規 定 に よ る 。  
(支 給 認 定 証 の 再 交 付 ) 

第16条  市 町 村 は 、支 給 認 定 証 を 破 り 、汚 し 、又 は 失 っ た 教 育・保 育 給 付 認 定 保 護 者 か ら 、
教 育・保 育 給 付 認 定 の 有 効 期 間 内 に お い て 、支 給 認 定 証 の 再 交 付 の 申 請 が あ っ た と き は 、
支 給 認 定 証 を 交 付 す る も の と す る 。  

2 前 項 の 申 請 を し よ う と す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記
載 し た 申 請 書 を 、 市 町 村 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 当 該 申 請 を 行 う 教 育・保 育 給 付 認 定 保 護 者 の 氏 名 、居 住 地 、生 年 月 日 、個 人 番 号 及

び 連 絡 先 (保 護 者 が 法 人 で あ る と き は 、 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所
の 所 在 地 並 び に 当 該 申 請 に 係 る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 居 住 地 ) 

(2) 当 該 申 請 に 係 る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 氏 名 、 生 年 月 日 、 個 人 番 号 及 び 教 育 ・ 保 育
給 付 認 定 保 護 者 と の 続 柄  

(3) 申 請 の 理 由  
3 支 給 認 定 証 を 破 り 、 又 は 汚 し た 場 合 の 前 項 の 申 請 に は 、 同 項 の 申 請 書 に 、 そ の 支 給 認

定 証 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  
4 支 給 認 定 証 の 再 交 付 を 受 け た 後 、 失 っ た 支 給 認 定 証 を 発 見 し た と き は 、 速 や か に こ れ

を 市 町 村 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 1757   

担当部署 : 農業委員会事務局  

処 分 の 概

要 
農 地 の 転 用 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 地 法  第4条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和27年 法 律 第229号  

【基準】 

 法 第4条 の 規 定 に よ る 。  
(農 地 の 転 用 の 制 限) 

第4条  農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 者 は 、都 道 府 県 知 事 (農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 農 業 上 の
効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 の 確 保 に 関 す る 施 策 の 実 施 状 況 を 考 慮 し て 農 林 水 産 大 臣 が 指
定 す る 市 町 村 (以 下「 指 定 市 町 村 」と い う 。)の 区 域 内 に あ つ て は 、指 定 市 町 村 の 長 。以
下「 都 道 府 県 知 事 等 」と い う 。)の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、次 の 各 号 の い
ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 次 条 第 1項 の 許 可 に 係 る 農 地 を そ の 許 可 に 係 る 目 的 に 供 す る 場 合  
(2) 国 又 は 都 道 府 県 等 (都 道 府 県 又 は 指 定 市 町 村 を い う 。以 下 同 じ 。)が 、道 路、農 業 用

用 排 水 施 設 そ の 他 の 地 域 振 興 上 又 は 農 業 振 興 上 の 必 要 性 が 高 い と 認 め ら れ る 施 設 で
あ つ て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の の 用 に 供 す る た め 、農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 場
合  

(3) 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 18条 第 7項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た 農
用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 設 定 さ れ 、 又 は 移 転 さ れ た 同 条 第 1
項 の 権 利 に 係 る 農 地 を 当 該 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 に 定 め る 利 用 目 的 に 供 す る 場
合  

(4) 特 定 農 山 村 地 域 に お け る 農 林 業 等 の 活 性 化 の た め の 基 盤 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律
第 9条 第 1項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た 所 有 権 移 転 等 促 進 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ つ
て 設 定 さ れ 、 又 は 移 転 さ れ た 同 法 第 2条 第 3項 第 3号 の 権 利 に 係 る 農 地 を 当 該 所 有 権 移
転 等 促 進 計 画 に 定 め る 利 用 目 的 に 供 す る 場 合  

(5) 農 山 漁 村 の 活 性 化 の た め の 定 住 等 及 び 地 域 間 交 流 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 5条 第 1項
の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た 活 性 化 計 画 (同 条 第 4項 各 号 に 掲 げ る 事 項 が 記 載 さ れ た も の
に 限 る 。 )に 従 つ て 農 地 を 同 条 第 2項 第 2号 に 規 定 す る 活 性 化 事 業 の 用 に 供 す る 場 合 又
は 同 法 第 9条 第 1項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た 所 有 権 移 転 等 促 進 計 画 の 定 め る と こ ろ
に よ つ て 設 定 さ れ 、 若 し く は 移 転 さ れ た 同 法 第 5条 第10項 の 権 利 に 係 る 農 地 を 当 該 所
有 権 移 転 等 促 進 計 画 に 定 め る 利 用 目 的 に 供 す る 場 合  
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(6) 土 地 収 用 法 そ の 他 の 法 律 に よ つ て 収 用 し 、 又 は 使 用 し た 農 地 を そ の 収 用 又 は 使 用
に 係 る 目 的 に 供 す る 場 合  

(7) 市 街 化 区 域 (都 市 計 画 法 (昭 和 43年 法 律 第 100号 )第 7条 第 1項 の 市 街 化 区 域 と 定 め ら
れ た 区 域 (同 法 第23条 第1項 の 規 定 に よ る 協 議 を 要 す る 場 合 に あ つ て は 、当 該 協 議 が 調
つ た も の に 限 る 。)を い う 。)内 に あ る 農 地 を 、政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り あ ら か じ め
農 業 委 員 会 に 届 け 出 て 、 農 地 以 外 の も の に す る 場 合  

(8) そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 場 合  
2 前 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 農 林 水 産 省

令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 、農 業 委 員 会 を 経 由 し て 、都 道 府 県 知 事 等 に 提 出 し
な け れ ば な ら な い 。  

3 農 業 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 申 請 書 の 提 出 が あ つ た と き は 、 農 林 水 産 省 令 で 定 め
る 期 間 内 に 、 当 該 申 請 書 に 意 見 を 付 し て 、 都 道 府 県 知 事 等 に 送 付 し な け れ ば な ら な い。 

4 農 業 委 員 会 は 、前 項 の 規 定 に よ り 意 見 を 述 べ よ う と す る と き (同 項 の 申 請 書 が 同 一 の 事
業 の 目 的 に 供 す る た め 30ア ー ル を 超 え る 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 行 為 に 係 る も の
で あ る と き に 限 る 。)は 、あ ら か じ め 、農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 (昭 和26年 法 律 第88号 )
第 43条 第 1項 に 規 定 す る 都 道 府 県 機 構 (以 下 「 都 道 府 県 機 構 」 と い う 。 )の 意 見 を 聴 か な
け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 法 第 42条 第1項 の 規 定 に よ る 都 道 府 県 知 事 の 指 定 が さ れ て
い な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

5 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、農 業 委 員 会 は 、第3項 の 規 定 に よ り 意 見 を 述 べ る た め 必 要
が あ る と 認 め る と き は 、 都 道 府 県 機 構 の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

6 第 1項 の 許 可 は、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、す る こ と が で き な い 。た だ
し 、第 1号 及 び 第2号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 土 地 収 用 法 第 26条 第1項 の 規 定 に よ る 告 示
(他 の 法 律 の 規 定 に よ る 告 示 又 は 公 告 で 同 項 の 規 定 に よ る 告 示 と み な さ れ る も の を 含
む 。次 条 第2項 に お い て 同 じ 。)に 係 る 事 業 の 用 に 供 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に し
よ う と す る と き 、 第 1号 イ に 掲 げ る 農 地 を 農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 第 8条 第 4項
に 規 定 す る 農 用 地 利 用 計 画 (以 下 単 に「 農 用 地 利 用 計 画 」と い う 。)に お い て 指 定 さ れ た
用 途 に 供 す る た め 農 地 以 外 の も の に し よ う と す る と き そ の 他 政 令 で 定 め る 相 当 の 事 由
が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 次 に 掲 げ る 農 地 を 農 地 以 外 の も の に し よ う と す る 場 合  

イ  農 用 地 区 域 (農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 第 8条 第 2項 第 1号 に 規 定 す る 農 用
地 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 )内 に あ る 農 地  

ロ  イ に 掲 げ る 農 地 以 外 の 農 地 で 、集 団 的 に 存 在 す る 農 地 そ の 他 の 良 好 な 営 農 条 件 を
備 え て い る 農 地 と し て 政 令 で 定 め る も の (市 街 化 調 整 区 域 (都 市 計 画 法 第 7条 第 1項
の 市 街 化 調 整 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 )内 に あ る 政 令 で 定 め る 農 地 以 外 の 農 地 に あ
つ て は 、 次 に 掲 げ る 農 地 を 除 く 。 ) 
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(1) 市 街 地 の 区 域 内 又 は 市 街 地 化 の 傾 向 が 著 し い 区 域 内 に あ る 農 地 で 政 令 で 定 め
る も の  

(2) (1)の 区 域 に 近 接 す る 区 域 そ の 他 市 街 地 化 が 見 込 ま れ る 区 域 内 に あ る 農 地 で
政 令 で 定 め る も の  

(2) 前 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 農 地 (同 号 ロ(1)に 掲 げ る 農 地 を 含 む 。)以 外 の 農 地 を 農 地 以
外 の も の に し よ う と す る 場 合 に お い て 、申 請 に 係 る 農 地 に 代 え て 周 辺 の 他 の 土 地 を 供
す る こ と に よ り 当 該 申 請 に 係 る 事 業 の 目 的 を 達 成 す る こ と が で き る と 認 め ら れ る と
き 。  

(3) 申 請 者 に 申 請 に 係 る 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 行 為 を 行 う た め に 必 要 な 資 力 及
び 信 用 が あ る と 認 め ら れ な い こ と 、申 請 に 係 る 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 行 為 の 妨
げ と な る 権 利 を 有 す る 者 の 同 意 を 得 て い な い こ と そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 由
に よ り 、申 請 に 係 る 農 地 の 全 て を 住 宅 の 用 、事 業 の 用 に 供 す る 施 設 の 用 そ の 他 の 当 該
申 請 に 係 る 用 途 に 供 す る こ と が 確 実 と 認 め ら れ な い 場 合  

(4) 申 請 に 係 る 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る こ と に よ り 、 土 砂 の 流 出 又 は 崩 壊 そ の 他
の 災 害 を 発 生 さ せ る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 、農 業 用 用 排 水 施 設 の 有 す る 機 能
に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 そ の 他 の 周 辺 の 農 地 に 係 る 営 農 条 件
に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合  

(5) 申 請 に 係 る 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る こ と に よ り 、 地 域 に お け る 効 率 的 か つ 安
定 的 な 農 業 経 営 を 営 む 者 に 対 す る 農 地 の 利 用 の 集 積 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と
認 め ら れ る 場 合 そ の 他 の 地 域 に お け る 農 地 の 農 業 上 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 の 確
保 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 と し て 政 令 で 定 め る 場 合  

(6) 仮 設 工 作 物 の 設 置 そ の 他 の 一 時 的 な 利 用 に 供 す る た め 農 地 を 農 地 以 外 の も の に し
よ う と す る 場 合 に お い て 、そ の 利 用 に 供 さ れ た 後 に そ の 土 地 が 耕 作 の 目 的 に 供 さ れ る
こ と が 確 実 と 認 め ら れ な い と き 。  

7 第 1項 の 許 可 は 、 条 件 を 付 け て す る こ と が で き る 。  
8 国 又 は 都 道 府 県 等 が 農 地 を 農 地 以 外 の も の に し よ う と す る 場 合 (第 1項 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 )に お い て は 、 国 又 は 都 道 府 県 等 と 都 道 府 県 知 事 等 と の 協 議 が
成 立 す る こ と を も つ て 同 項 の 許 可 が あ つ た も の と み な す 。  

9 都 道 府 県 知 事 等 は 、 前 項 の 協 議 を 成 立 さ せ よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 農 業 委 員
会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

10 第 4項 及 び 第 5項 の 規 定 は 、 農 業 委 員 会 が 前 項 の 規 定 に よ り 意 見 を 述 べ よ う と す る 場
合 に つ い て 準 用 す る 。  

11 第 1項 に 規 定 す る も の の ほ か 、指 定 市 町 村 の 指 定 及 び そ の 取 消 し に 関 し 必 要 な 事 項 は 、
政 令 で 定 め る 。  
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ID: 1758   

担当部署 : 農業委員会事務局  

処 分 の 概

要 
農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 転 用 の た め の 権 利 移 動 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 地 法  第5条 第 1項  

法 令 番 号 昭 和27年 法 律 第229号  

【基準】 

 法 第5条 の 規 定 に よ る 。  
(農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 転 用 の た め の 権 利 移 動 の 制 限 ) 

第 5条  農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る た め 又 は 採 草 放 牧 地 を 採 草 放 牧 地 以 外 の も の (農 地
を 除 く 。次 項 及 び 第 4項 に お い て 同 じ 。)に す る た め 、こ れ ら の 土 地 に つ い て 第3条 第 1項
本 文 に 掲 げ る 権 利 を 設 定 し 、又 は 移 転 す る 場 合 に は 、当 事 者 が 都 道 府 県 知 事 等 の 許 可 を
受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、こ の 限 り でな
い 。  
(1) 国 又 は 都 道 府 県 等 が 、 前 条 第 1項 第 2号 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 施 設 の 用 に 供 す る

た め 、 こ れ ら の 権 利 を 取 得 す る 場 合  
(2) 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 を 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 18条 第 7項 の 規 定

に よ る 公 告 が あ つ た 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 に 定 め る 利 用 目 的 に 供 す る た め 当 該
農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 同 条 第 1項 の 権 利 が 設 定 さ れ 、 又
は 移 転 さ れ る 場 合  

(3) 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 を 特 定 農 山 村 地 域 に お け る 農 林 業 等 の 活 性 化 の た め の 基 盤 整
備 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 9条 第 1項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た 所 有 権 移 転 等 促 進 計 画
に 定 め る 利 用 目 的 に 供 す る た め 当 該 所 有 権 移 転 等 促 進 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ つ て
同 法 第2条 第 3項 第3号 の 権 利 が 設 定 さ れ 、 又 は 移 転 さ れ る 場 合  

(4) 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 を 農 山 漁 村 の 活 性 化 の た め の 定 住 等 及 び 地 域 間 交 流 の 促 進 に
関 す る 法 律 第 9条 第 1項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た 所 有 権 移 転 等 促 進 計 画 に 定 め る 利
用 目 的 に 供 す る た め 当 該 所 有 権 移 転 等 促 進 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 同 法 第 5条 第
10項 の 権 利 が 設 定 さ れ 、 又 は 移 転 さ れ る 場 合  

(5) 土 地 収 用 法 そ の 他 の 法 律 に よ つ て 農 地 若 し く は 採 草 放 牧 地 又 は こ れ ら に 関 す る 権
利 が 収 用 さ れ 、 又 は 使 用 さ れ る 場 合  

(6) 前 条 第 1項 第 7号 に 規 定 す る 市 街 化 区 域 内 に あ る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 に つ き 、 政 令
で 定 め る と こ ろ に よ り あ ら か じ め 農 業 委 員 会 に 届 け 出 て 、農 地 及 び 採 草 放 牧 地 以 外 の
も の に す る た め こ れ ら の 権 利 を 取 得 す る 場 合  
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(7) そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 場 合  
2 前 項 の 許 可 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 す る こ と が で き な い 。 た だ

し 、第 1号 及 び 第2号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 土 地 収 用 法 第 26条 第1項 の 規 定 に よ る 告 示
に 係 る 事 業 の 用 に 供 す る た め 第3条 第 1項 本 文 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ う と す る と き 、第
1号 イ に 掲 げ る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 に つ き 農 用 地 利 用 計 画 に お い て 指 定 さ れ た 用 途 に 供
す る た め こ れ ら の 権 利 を 取 得 し よ う と す る と き そ の 他 政 令 で 定 め る 相 当 の 事 由 が あ る
と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 次 に 掲 げ る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 に つ き 第 3条 第 1項 本 文 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ う

と す る 場 合  
イ  農 用 地 区 域 内 に あ る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地  
ロ  イ に 掲 げ る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 以 外 の 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 で 、集 団 的 に 存 在 す る

農 地 又 は 採 草 放 牧 地 そ の 他 の 良 好 な 営 農 条 件 を 備 え て い る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 と
し て 政 令 で 定 め る も の (市 街 化 調 整 区 域 内 に あ る 政 令 で 定 め る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地
以 外 の 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 を 除 く 。 ) 
(1) 市 街 地 の 区 域 内 又 は 市 街 地 化 の 傾 向 が 著 し い 区 域 内 に あ る 農 地 又 は 採 草 放 牧

地 で 政 令 で 定 め る も の  
(2) (1)の 区 域 に 近 接 す る 区 域 そ の 他 市 街 地 化 が 見 込 ま れ る 区 域 内 に あ る 農 地 又

は 採 草 放 牧 地 で 政 令 で 定 め る も の  
(2) 前 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 農 地 (同 号 ロ(1)に 掲 げ る 農 地 を 含 む 。)以 外 の 農 地 を 農 地 以

外 の も の に す る た め 第 3条 第 1項 本 文 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ う と す る 場 合 又 は 同 号
イ 及 び ロ に 掲 げ る 採 草 放 牧 地 (同 号 ロ (1)に 掲 げ る 採 草 放 牧 地 を 含 む 。 )以 外 の 採 草 放
牧 地 を 採 草 放 牧 地 以 外 の も の に す る た め こ れ ら の 権 利 を 取 得 し よ う と す る 場 合 に お
い て 、申 請 に 係 る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 に 代 え て 周 辺 の 他 の 土 地 を 供 す る こ と に よ り 当
該 申 請 に 係 る 事 業 の 目 的 を 達 成 す る こ と が で き る と 認 め ら れ る と き 。  

(3) 第 3条 第 1項 本 文 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ う と す る 者 に 申 請 に 係 る 農 地 を 農 地 以 外
の も の に す る 行 為 又 は 申 請 に 係 る 採 草 放 牧 地 を 採 草 放 牧 地 以 外 の も の に す る 行 為 を
行 う た め に 必 要 な 資 力 及 び 信 用 が あ る と 認 め ら れ な い こ と 、申 請 に 係 る 農 地 を 農 地 以
外 の も の に す る 行 為 又 は 申 請 に 係 る 採 草 放 牧 地 を 採 草 放 牧 地 以 外 の も の に す る 行 為
の 妨 げ と な る 権 利 を 有 す る 者 の 同 意 を 得 て い な い こ と そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る
事 由 に よ り 、申 請 に 係 る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 全 て を 住 宅 の 用 、事 業 の 用 に 供 す る 施
設 の 用 そ の 他 の 当 該 申 請 に 係 る 用 途 に 供 す る こ と が 確 実 と 認 め ら れ な い 場 合  

(4) 申 請 に 係 る 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る こ と 又 は 申 請 に 係 る 採 草 放 牧 地 を 採 草 放
牧 地 以 外 の も の に す る こ と に よ り 、土 砂 の 流 出 又 は 崩 壊 そ の 他 の 災 害 を 発 生 さ せ る お
そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 、農 業 用 用 排 水 施 設 の 有 す る 機 能 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ
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が あ る と 認 め ら れ る 場 合 そ の 他 の 周 辺 の 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 に 係 る 営 農 条 件 に 支 障
を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合  

(5) 申 請 に 係 る 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る こ と 又 は 申 請 に 係 る 採 草 放 牧 地 を 採 草 放
牧 地 以 外 の も の に す る こ と に よ り 、地 域 に お け る 効 率 的 か つ 安 定 的 な 農 業 経 営 を 営 む
者 に 対 す る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 利 用 の 集 積 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら
れ る 場 合 そ の 他 の 地 域 に お け る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 農 業 上 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な
利 用 の 確 保 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 と し て 政 令 で 定 め る 場 合  

(6) 仮 設 工 作 物 の 設 置 そ の 他 の 一 時 的 な 利 用 に 供 す る た め 所 有 権 を 取 得 し よ う と す る
場 合  

(7) 仮 設 工 作 物 の 設 置 そ の 他 の 一 時 的 な 利 用 に 供 す る た め 、 農 地 に つ き 所 有 権 以 外 の
第 3条 第 1項 本 文 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ う と す る 場 合 に お い て そ の 利 用 に 供 さ れ た
後 に そ の 土 地 が 耕 作 の 目 的 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ な い と き 、又 は 採 草 放 牧
地 に つ き こ れ ら の 権 利 を 取 得 し よ う と す る 場 合 に お い て そ の 利 用 に 供 さ れ た 後 に そ
の 土 地 が 耕 作 の 目 的 若 し く は 主 と し て 耕 作 若 し く は 養 畜 の 事 業 の た め の 採 草 若 し く
は 家 畜 の 放 牧 の 目 的 に 供 さ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ な い と き 。  

(8) 農 地 を 採 草 放 牧 地 に す る た め 第 3条 第 1項 本 文 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ う と す る 場
合 に お い て 、同 条 第2項 の 規 定 に よ り 同 条 第 1項 の 許 可 を す る こ と が で き な い 場 合 に 該
当 す る と 認 め ら れ る と き 。  

3 第 3条 第5項 及 び 第6項 並 び に 前 条 第 2項 か ら 第5項 ま で の 規 定 は 、第1項 の 場 合 に 準 用 す
る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 4項 中 「 申 請 書 が 」 と あ る の は 「 申 請 書 が 、 農 地 を 農 地
以 外 の も の に す る た め 又 は 採 草 放 牧 地 を 採 草 放 牧 地 以 外 の も の (農 地 を 除 く 。)に す る た
め こ れ ら の 土 地 に つ い て 第 3条 第 1項 本 文 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 す る 行 為 で あ つ て 、」 と 、
「 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 行 為 」と あ る の は「 農 地 又 は そ の 農 地 と 併 せ て 採 草 放 牧
地 に つ い て こ れ ら の 権 利 を 取 得 す る も の 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

4 国 又 は 都 道 府 県 等 が 、 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る た め 又 は 採 草 放 牧 地 を 採 草 放 牧 地
以 外 の も の に す る た め 、こ れ ら の 土 地 に つ い て 第3条 第 1項 本 文 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 し よ
う と す る 場 合 (第 1項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 )に お い て は 、 国 又 は 都 道
府 県 等 と 都 道 府 県 知 事 等 と の 協 議 が 成 立 す る こ と を も つ て 第 1項 の 許 可 が あ つ た も の と
み な す 。  

5 前 条 第 9項 及 び 第 10項 の 規 定 は 、 都 道 府 県 知 事 等 が 前 項 の 協 議 を 成 立 さ せ よ う と す る
場 合 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、同 条 第10項 中「 準 用 す る 」と あ る の は 、「 準
用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 4項 中 「 申 請 書 が 」 と あ る の は 「 申 請 書 が 、 農 地 を 農 地
以 外 の も の に す る た め 又 は 採 草 放 牧 地 を 採 草 放 牧 地 以 外 の も の (農 地 を 除 く 。)に す る た
め こ れ ら の 土 地 に つ い て 第 3条 第 1項 本 文 に 掲 げ る 権 利 を 取 得 す る 行 為 で あ つ て 、」 と 、
「 農 地 を 農 地 以 外 の も の に す る 行 為 」と あ る の は「 農 地 又 は そ の 農 地 と 併 せ て 採 草 放 牧
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地 に つ い て こ れ ら の 権 利 を 取 得 す る も の 」と 読 み 替 え る も の と す る 」と 読 み 替 え る も の
と す る 。  
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担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
農 用 地 区 域 内 に お け る 開 発 行 為 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律  第 15条 の 2第1項  

法 令 番 号 昭 和44年 法 律 第58号  

【基準】 

 法 第15条 の2の 規 定 に よ る 。  
(農 用 地 区 域 内 に お け る 開 発 行 為 の 制 限 ) 

第15条 の 2 農 用 地 区 域 内 に お い て 開 発 行 為 (宅 地 の 造 成 、土 石 の 採 取 そ の 他 の 土 地 の 形 質
の 変 更 又 は 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 新 築 、 改 築 若 し く は 増 築 を い う 。 以 下 同 じ 。 )を し
よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 、 農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 都 道 府 県 知 事 (農
用 地 の 農 業 上 の 効 率 的 か つ 総 合 的 な 利 用 の 確 保 に 関 す る 施 策 の 実 施 状 況 を 考 慮 し て 農
林 水 産 大 臣 が 指 定 す る 市 町 村 (以 下 こ の 条 に お い て「 指 定 市 町 村 」と い う 。)の 区 域 内 に
あ つ て は 、指 定 市 町 村 の 長 。以 下「 都 道 府 県 知 事 等 」と い う 。)の 許 可 を 受 け な け れ ば な
ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 、 道 路 、 農 業 用 用 排 水 施 設 そ の 他 の 地 域 振 興 上 又 は 農 業 振

興 上 の 必 要 性 が 高 い と 認 め ら れ る 施 設 で あ つ て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の の 用 に 供
す る た め に 行 う 行 為  

(2) 土 地 改 良 法 第 2条 第2項 に 規 定 す る 土 地 改 良 事 業 の 施 行 と し て 行 う 行 為  
(3) 農 地 法 (昭 和 27年 法 律 第 229号 )第 4条 第 1項 又 は 第 5条 第 1項 の 許 可 に 係 る 土 地 を そ

の 許 可 に 係 る 目 的 に 供 す る た め に 行 う 行 為  
(4) 農 地 法 第 2条 第 1項 に 規 定 す る 農 地 を 同 法 第 43条 第 1項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 同

条 第2項 に 規 定 す る 農 作 物 栽 培 高 度 化 施 設 の 用 に 供 す る た め に 行 う 行 為  
(5) 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 (平 成25年 法 律 第 101号 )第18条 第7項 の 規 定

に よ る 公 告 が あ つ た 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 設 定 さ れ 、又
は 移 転 さ れ た 同 条 第 1項 の 権 利 に 係 る 土 地 を 当 該 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 に 定 め る
利 用 目 的 に 供 す る た め に 行 う 行 為  

(6) 特 定 農 山 村 地 域 に お け る 農 林 業 等 の 活 性 化 の た め の 基 盤 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律
(平 成 5年 法 律 第 72号 )第 9条 第 1項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ つ た 所 有 権 移 転 等 促 進 計 画 の
定 め る と こ ろ に よ つ て 設 定 さ れ 、 又 は 移 転 さ れ た 同 法 第 2条 第 3項 第 3号 の 権 利 に 係 る
土 地 を 当 該 所 有 権 移 転 等 促 進 計 画 に 定 め る 利 用 目 的 に 供 す る た め に 行 う 行 為  
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(7) 農 山 漁 村 の 活 性 化 の た め の 定 住 等 及 び 地 域 間 交 流 の 促 進 に 関 す る 法 律 (平 成 19年
法 律 第 48号 )第5条 第 1項 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た 活 性 化 計 画 (同 条 第 4項 各 号 に 掲 げ る
事 項 が 記 載 さ れ た も の に 限 る 。 )に 従 つ て 同 条 第 2項 第 2号 に 規 定 す る 活 性 化 事 業 の 用
に 供 す る た め に 行 う 行 為  

(8) 通 常 の 管 理 行 為 、 軽 易 な 行 為 そ の 他 の 行 為 で 農 林 水 産 省 令 で 定 め る も の  
(9) 非 常 災 害 の た め に 必 要 な 応 急 措 置 と し て 行 う 行 為  
(10) 公 益 性 が 特 に 高 い と 認 め ら れ る 事 業 の 実 施 に 係 る 行 為 の う ち 農 業 振 興 地 域 整 備

計 画 の 達 成 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が 少 な い と 認 め ら れ る も の で 農 林 水 産 省 令
で 定 め る も の  

(11) 農 用 地 区 域 が 定 め ら れ 、 又 は 拡 張 さ れ た 際 既 に 着 手 し て い た 行 為  
2 前 項 の 許 可 の 申 請 は 、 当 該 開 発 行 為 に 係 る 土 地 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町 村 長 を 経 由 し

て し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、当 該 市 町 村 長 が 指 定 市 町 村 の 長 で あ る 場 合 は 、こ の限
り で な い 。  

3 市 町 村 長 (指 定 市 町 村 の 長 を 除 く 。 )は 、 前 項 の 規 定 に よ り 許 可 の 申 請 書 を 受 理 し た と
き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 都 道 府 県 知 事 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て、
当 該 市 町 村 長 は 、 当 該 申 請 書 に 意 見 を 付 す こ と が で き る 。  

4 都 道 府 県 知 事 等 は 、第1項 の 許 可 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、次 の 各 号 の い ず れ か に
該 当 す る と 認 め る と き は 、 こ れ を 許 可 し て は な ら な い 。  
(1) 当 該 開 発 行 為 に よ り 当 該 開 発 行 為 に 係 る 土 地 を 農 用 地 等 と し て 利 用 す る こ と が 困

難 と な る た め 、 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 達 成 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る こ と 。  
(2) 当 該 開 発 行 為 に よ り 当 該 開 発 行 為 に 係 る 土 地 の 周 辺 の 農 用 地 等 に お い て 土 砂 の 流

出 又 は 崩 壊 そ の 他 の 耕 作 又 は 養 畜 の 業 務 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す 災 害 を 発 生 さ せ る お
そ れ が あ る こ と 。  

(3) 当 該 開 発 行 為 に よ り 当 該 開 発 行 為 に 係 る 土 地 の 周 辺 の 農 用 地 等 に 係 る 農 業 用 用 排
水 施 設 の 有 す る 機 能 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る こ と 。  

5 第 1項 の 許 可 に は 、当 該 開 発 行 為 に 係 る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 農 用 地 等 の 農 業 上 の 利 用を
確 保 す る た め に 必 要 な 限 度 に お い て 、 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

6 都 道 府 県 知 事 等 は 、 第 1項 の 許 可 を し よ う と す る と き (当 該 許 可 に 係 る 開 発 行 為 が 30ア
ー ル を 超 え る 農 地 法 第 2条 第 1項 に 規 定 す る 農 地 (同 法 第 43条 第 1項 の 規 定 に よ り 農 作 物
の 栽 培 を 耕 作 に 該 当 す る も の と み な し て 適 用 す る 同 法 第 2条 第 1項 に 規 定 す る 農 地 を 含
む 。第17条 に お い て 同 じ 。)が 含 ま れ る 土 地 に 係 る も の で あ る と き に 限 る 。)は 、あ ら か
じ め 、 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 (昭 和 26年 法 律 第 88号 )第43条 第 1項 に 規 定 す る 都 道 府
県 機 構 (次 項 に お い て「 都 道 府 県 機 構 」と い う 。)の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。た だ
し 、 同 法 第 42条 第1項 の 規 定 に よ る 都 道 府 県 知 事 の 指 定 が さ れ て い な い 場 合 は 、 こ の 限
り で な い 。  
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7 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、都 道 府 県 知 事 等 は 、第1項 の 許 可 を す る た め 必 要 が あ る と
認 め る と き は 、 都 道 府 県 機 構 の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

8 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 農 用 地 区 域 内 に お い て 開 発 行 為 (第 1項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す
る 行 為 を 除 く 。 )を し よ う と す る 場 合 に お い て は 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 と 都 道 府 県 知 事
等 と の 協 議 が 成 立 す る こ と を も つ て 同 項 の 許 可 が あ つ た も の と み な す 。  

9 第 6項 及 び 第7項 の 規 定 は 、 前 項 の 協 議 を 成 立 さ せ よ う と す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  
10 第 1項 に 規 定 す る も の の ほ か 、指 定 市 町 村 の 指 定 及 び そ の 取 消 し に 関 し 必 要 な 事 項 は 、

政 令 で 定 め る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 1762   

担当部署 : 建設課  

処 分 の 概

要 
道 路 協 力 団 体 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
道 路 法  第48条 の60第 1項  

法 令 番 号 昭 和27年 法 律 第180号  

【基準】 

 法 第48条 の60及 び 省 令 第4条 の 25の 規 定 に よ る 。  
(道 路 協 力 団 体 の 指 定 ) 

第 48条 の 60 道 路 管 理 者 は 、 次 条 に 規 定 す る 業 務 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で き る と
認 め ら れ る 法 人 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の と し て 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 団 体 を 、そ の 申請
に よ り 、 道 路 協 力 団 体 と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

2 道 路 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た と き は 、 当 該 道 路 協 力 団 体 の 名 称 、 住 所
及 び 事 務 所 の 所 在 地 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

3 道 路 協 力 団 体 は 、 そ の 名 称 、 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ
ら か じ め 、 そ の 旨 を 道 路 管 理 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

4 道 路 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ つ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 項 を 公 示 し
な け れ ば な ら な い 。  

 
(道 路 協 力 団 体 と し て 指 定 す る こ と が で き る 法 人 に 準 ず る 団 体 ) 

第 4条 の 25 法 第 48条 の 60第 1項 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 団 体 は 、 法 人 で な い 団 体 で あ つ
て 、事 務 所 の 所 在 地 、構 成 員 の 資 格 、代 表 者 の 選 任 方 法 、総 会 の 運 営 、会 計 に 関 す る 事
項 そ の 他 当 該 団 体 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 を 内 容 と す る 規 約 そ の 他 こ れ に 準 ず る
も の を 有 し て い る も の と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
評 議 員 会 の 招 集 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
社 会 福 祉 法  第 45条 の 9第5項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第45号  

【基準】 

 法 第45条 の9第5項 の 規 定 に よ る 。  
 (評 議 員 会 の 運 営) 
第45条 の 9  
5 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 を し た 評 議 員 は 、 所 轄 庁 の 許 可 を 得 て 、

評 議 員 会 を 招 集 す る こ と が で き る 。  
(1) 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 の 後 遅 滞 な く 招 集 の 手 続 が 行 わ れ な い 場 合  
(2) 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ つ た 日 か ら 6週 間 (こ れ を 下 回 る 期 間 を 定 款 で 定 め た 場

合 に あ つ て は 、 そ の 期 間 )以 内 の 日 を 評 議 員 会 の 日 と す る 評 議 員 会 の 招 集 の 通 知 が 発
せ ら れ な い 場 合  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
定 款 の 変 更 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
社 会 福 祉 法  第 45条 の 36第 2項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第45号  

【基準】 

 法 第45条 の36の 規 定 に よ る 。  
第45条 の 36 定 款 の 変 更 は 、 評 議 員 会 の 決 議 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  
2 定 款 の 変 更 (厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る も の を 除 く 。 )は 、 所 轄 庁 の 認 可 を 受 け

な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。  
3 第 32条 の 規 定 は 、 前 項 の 認 可 に つ い て 準 用 す る 。  
4 社 会 福 祉 法 人 は 、 第2項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る 定 款 の 変 更 を し た と き は 、

遅 滞 な く そ の 旨 を 所 轄 庁 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  
 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
吸 収 合 併 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
社 会 福 祉 法  第 50条 第 3項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第45号  

【基準】 

 法 第50条 の 規 定 に よ る 。  
 (吸 収 合 併 の 効 力 の 発 生 等 ) 
第50条  社 会 福 祉 法 人 の 吸 収 合 併 は 、吸 収 合 併 存 続 社 会 福 祉 法 人 の 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

に お い て 合 併 の 登 記 を す る こ と に よ つ て 、 そ の 効 力 を 生 ず る 。  
2 吸 収 合 併 存 続 社 会 福 祉 法 人 は 、 吸 収 合 併 の 登 記 の 日 に 、 吸 収 合 併 消 滅 社 会 福 祉 法 人 の

一 切 の 権 利 義 務 (当 該 吸 収 合 併 消 滅 社 会 福 祉 法 人 が そ の 行 う 事 業 に 関 し 行 政 庁 の 認 可 そ
の 他 の 処 分 に 基 づ い て 有 す る 権 利 義 務 を 含 む 。 )を 承 継 す る 。  

3 吸 収 合 併 は 、 所 轄 庁 の 認 可 を 受 け な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。  
4 第 32条 の 規 定 は 、 前 項 の 認 可 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1786   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
新 設 合 併 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
社 会 福 祉 法  第 54条 の 6第2項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第45号  

【基準】 

 法 第54条 の6の 規 定 に よ る 。  
 (新 設 合 併 の 効 力 の 発 生 等 ) 
第54条 の 6 新 設 合 併 設 立 社 会 福 祉 法 人 は 、 そ の 成 立 の 日 に 、 新 設 合 併 消 滅 社 会 福 祉 法 人

の 一 切 の 権 利 義 務 (当 該 新 設 合 併 消 滅 社 会 福 祉 法 人 が そ の 行 う 事 業 に 関 し 行 政 庁 の 認 可
そ の 他 の 処 分 に 基 づ い て 有 す る 権 利 義 務 を 含 む 。 )を 承 継 す る 。  

2 新 設 合 併 は 、 所 轄 庁 の 認 可 を 受 け な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。  
3 第 32条 の 規 定 は 、 前 項 の 認 可 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
社 会 福 祉 充 実 計 画 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
社 会 福 祉 法  第 55条 の 2第1項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第45号  

【基準】 

 法 第55条 の2の 規 定 に よ る 。  
 (社 会 福 祉 充 実 計 画 の 承 認 ) 
第55条 の 2 社 会 福 祉 法 人 は 、毎 会 計 年 度 に お い て 、第 1号 に 掲 げ る 額 が 第2号 に 掲 げ る 額

を 超 え る と き は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 会 計 年 度 の 前 会 計 年 度 の 末
日 (同 号 に お い て「 基 準 日 」と い う 。)に お い て 現 に 行 つ て い る 社 会 福 祉 事 業 若 し く は 公
益 事 業 (以 下 こ の 項 及 び 第3項 第 1号 に お い て「 既 存 事 業 」と い う。)の 充 実 又 は 既 存 事 業
以 外 の 社 会 福 祉 事 業 若 し く は 公 益 事 業 (同 項 第 1号 に お い て 「 新 規 事 業 」 と い う 。 )の 実
施 に 関 す る 計 画 (以 下「 社 会 福 祉 充 実 計 画 」と い う 。)を 作 成 し 、こ れ を 所 轄 庁 に 提 出 し
て 、そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、当 該 会 計 年 度 前 の 会 計 年 度 に お い て作
成 し た 第11項 に 規 定 す る 承 認 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 実 施 期 間 中 は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 当 該 会 計 年 度 の 前 会 計 年 度 に 係 る 貸 借 対 照 表 の 資 産 の 部 に 計 上 し た 額 か ら 負 債 の

部 に 計 上 し た 額 を 控 除 し て 得 た 額  
(2) 基 準 日 に お い て 現 に 行 つ て い る 事 業 を 継 続 す る た め に 必 要 な 財 産 の 額 と し て 厚 生

労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額  
2 前 項 の 承 認 の 申 請 は 、 第59条 の 規 定 に よ る 届 出 と 同 時 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
3 社 会 福 祉 充 実 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 既 存 事 業 (充 実 す る 部 分 に 限 る 。)又 は 新 規 事 業 (以 下 こ の 条 に お い て「 社 会 福 祉 充
実 事 業 」 と い う 。 )の 規 模 及 び 内 容  

(2) 社 会 福 祉 充 実 事 業 を 行 う 区 域 (以 下 こ の 条 に お い て 「 事 業 区 域 」 と い う 。 ) 
(3) 社 会 福 祉 充 実 事 業 の 実 施 に 要 す る 費 用 の 額 (第5項 に お い て 「 事 業 費 」 と い う 。 ) 
(4) 第 1項 第 1号 に 掲 げ る 額 か ら 同 項 第 2号 に 掲 げ る 額 を 控 除 し て 得 た 額 (第 5項 及 び 第 9

項 第1号 に お い て 「 社 会 福 祉 充 実 残 額 」 と い う 。 ) 
(5) 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 実 施 期 間  
(6) そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項  
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4 社 会 福 祉 法 人 は 、前 項 第1号 に 掲 げ る 事 項 の 記 載 に 当 た つ て は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る
と こ ろ に よ り 、次 に 掲 げ る 事 業 の 順 に そ の 実 施 に つ い て 検 討 し 、行 う 事 業 を 記 載 し な け
れ ば な ら な い 。  
(1) 社 会 福 祉 事 業 又 は 公 益 事 業 (第2条 第4項 第4号 に 掲 げ る 事 業 に 限 る 。 ) 
(2) 公 益 事 業 (第 2条 第 4項 第 4号 に 掲 げ る 事 業 を 除 き 、 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 上 の 支 援

を 必 要 と す る 事 業 区 域 の 住 民 に 対 し 、無 料 又 は 低 額 な 料 金 で 、そ の 需 要 に 応 じ た 福 祉
サ ー ビ ス を 提 供 す る も の に 限 る 。 第 6項 及 び 第 9項 第3号 に お い て 「 地 域 公 益 事 業 」 と
い う 。 ) 

(3) 公 益 事 業 (前2号 に 掲 げ る 事 業 を 除 く 。 ) 
5 社 会 福 祉 法 人 は 、 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 作 成 に 当 た つ て は 、 事 業 費 及 び 社 会 福 祉 充 実 残

額 に つ い て 、公 認 会 計 士 、税 理 士 そ の 他 財 務 に 関 す る 専 門 的 な 知 識 経 験 を 有 す る 者 と し
て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 者 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

6 社 会 福 祉 法 人 は 、 地 域 公 益 事 業 を 行 う 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 作 成 に 当 た つ て は 、 当 該 地
域 公 益 事 業 の 内 容 及 び 事 業 区 域 に お け る 需 要 に つ い て 、当 該 事 業 区 域 の 住 民 そ の 他 の関
係 者 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

7 社 会 福 祉 充 実 計 画 は 、 評 議 員 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
8 所 轄 庁 は 、 社 会 福 祉 法 人 に 対 し 、 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 作 成 及 び 円 滑 か つ 確 実 な 実 施 に

関 し 必 要 な 助 言 そ の 他 の 支 援 を 行 う も の と す る 。  
9 所 轄 庁 は 、第 1項 の 承 認 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、当 該 申 請 に 係 る 社 会 福 祉 充 実計

画 が 、次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、そ の 承
認 を す る も の と す る 。  
(1) 社 会 福 祉 充 実 事 業 と し て 記 載 さ れ て い る 社 会 福 祉 事 業 又 は 公 益 事 業 の 規 模 及 び 内

容 が 、 社 会 福 祉 充 実 残 額 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) 社 会 福 祉 充 実 事 業 と し て 社 会 福 祉 事 業 が 記 載 さ れ て い る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 規

模 及 び 内 容 が 、当 該 社 会 福 祉 事 業 に 係 る 事 業 区 域 に お け る 需 要 及 び 供 給 の 見 通 し に 照
ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  

(3) 社 会 福 祉 充 実 事 業 と し て 地 域 公 益 事 業 が 記 載 さ れ て い る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 規
模 及 び 内 容 が 、当 該 地 域 公 益 事 業 に 係 る 事 業 区 域 に お け る 需 要 に 照 ら し て 適 切 な も の
で あ る こ と 。  

(4) そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 要 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
10 所 轄 庁 は 、 社 会 福 祉 充 実 計 画 が 前 項 第 2号 及 び 第 3号 に 適 合 し て い る か ど う か を 調 査

す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、関 係 地 方 公 共 団 体 の 長 に 対 し て 、資 料 の 提 供 そ の
他 必 要 な 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。  
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11 第 1項 の 承 認 を 受 け た 社 会 福 祉 法 人 は 、同 項 の 承 認 が あ つ た 社 会 福 祉 充 実 計 画 (次 条 第
1項 の 変 更 の 承 認 が あ つ た と き は 、そ の 変 更 後 の も の 。同 項 及 び 第 55条 の 4に お い て「 承
認 社 会 福 祉 充 実 計 画 」 と い う 。 )に 従 つ て 事 業 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1788   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
社 会 福 祉 充 実 計 画 の 変 更 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
社 会 福 祉 法  第 55条 の 3第1項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第45号  

【基準】 

 法 第55条 の3の 規 定 に よ る 。  
 (社 会 福 祉 充 実 計 画 の 変 更 ) 
第 55条 の 3 前 条 第 1項 の 承 認 を 受 け た 社 会 福 祉 法 人 は 、 承 認 社 会 福 祉 充 実 計 画 の 変 更 を

し よ う と す る と き は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、あ ら か じ め 、所 轄 庁 の 承認
を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、この
限 り で な い 。  

2 前 条 第 1項 の 承 認 を 受 け た 社 会 福 祉 法 人 は 、前 項 た だ し 書 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 軽 微
な 変 更 を し た と き は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、遅 滞 な く 、そ の 旨 を 所 轄庁
に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

3 前 条 第 3項 か ら 第10項 ま で の 規 定 は 、 第 1項 の 変 更 の 申 請 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1789   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
社 会 福 祉 充 実 計 画 の 終 了 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
社 会 福 祉 法  第 55条 の 4 

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第45号  

【基準】 

 法 第55条 の4の 規 定 に よ る 。  
 (社 会 福 祉 充 実 計 画 の 終 了 ) 
第55条 の 4 第55条 の 2第1項 の 承 認 を 受 け た 社 会 福 祉 法 人 は 、や む を 得 な い 事 由 に よ り承

認 社 会 福 祉 充 実 計 画 に 従 つ て 事 業 を 行 う こ と が 困 難 で あ る と き は 、厚 生 労 働 省 令 で 定め
る と こ ろ に よ り 、あ ら か じ め 、所 轄 庁 の 承 認 を 受 け て 、当 該 承 認 社 会 福 祉 充 実 計 画 を終
了 す る こ と が で き る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1790   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
共 有 林 の 一 部 の 森 林 所 有 者 が 不 確 知 で あ る 旨 等 の 公 告  

法 令 名 

根 拠 条 項 
森 林 法  第10条 の12の 3 

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第249号  

【基準】 

 法 第10条 の12の3の 規 定 に よ る 。  
 (公 告) 
第10条 の 12の3 市 町 村 の 長 は 、前 条 第1項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、当 該

申 請 が 相 当 で あ る と 認 め る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 公 告 す る も の と す る 。  
(1) 当 該 共 有 者 不 確 知 森 林 の 土 地 の 所 在 、 地 番 、 地 目 及 び 面 積  
(2) 当 該 共 有 者 不 確 知 森 林 の 森 林 所 有 者 の 一 部 を 確 知 す る こ と が で き な い 旨  
(3) 当 該 共 有 者 不 確 知 森 林 の 土 地 の 所 有 者 の 全 部 又 は 一 部 を 確 知 す る こ と が で き な い

場 合 に は 、 そ の 旨  
(4) 次 に 掲 げ る 者 は 、公 告 の 日 か ら 起 算 し て 6月 以 内 に 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る と ころ

に よ り 、 そ の 権 原 を 証 す る 書 面 を 添 え て 、 市 町 村 の 長 に 申 し 出 る べ き 旨  
イ  当 該 共 有 者 不 確 知 森 林 の 森 林 所 有 者 又 は 当 該 共 有 者 不 確 知 森 林 の 土 地 の 所 有 者

で 、 確 知 す る こ と が で き な い も の (第10条 の 12の 7第1項 に お い て 「 不 確 知 森 林 共 有
者 等 」 と い う 。 ) 

ロ  当 該 共 有 者 不 確 知 森 林 に 関 し 所 有 権 以 外 の 権 利 を 有 す る 者 で 、当 該 共 有 者 不 確 知
森 林 の 伐 採 及 び 伐 採 後 の 造 林 に つ い て 異 議 の あ る も の  

(5) そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1795   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
設 置 等 予 定 者 の 選 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 公 園 法  第 5条 の4第3項  

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第5条 の 4の 規 定 に よ る 。  
 (設 置 等 予 定 者 の 選 定 ) 
第 5条 の4 公 園 管 理 者 は 、 前 条 第 1項 の 規 定 に よ り 公 募 対 象 公 園 施 設 を 設 け 、 又 は 管 理 し

よ う と す る 者 か ら 公 募 設 置 等 計 画 が 提 出 さ れ た と き は 、当 該 公 募 設 置 等 計 画 が 次 に 掲げ
る 基 準 に 適 合 し て い る か ど う か を 審 査 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 当 該 公 募 設 置 等 計 画 が 公 募 設 置 等 指 針 に 照 ら し 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(2) 当 該 公 募 対 象 公 園 施 設 が 第5条 第 2項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  
(3) 当 該 公 募 設 置 等 計 画 を 提 出 し た 者 が 不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 を す る お そ れ が 明 ら か

な 者 で な い こ と 。  
2 公 園 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 審 査 し た 結 果 、 公 募 設 置 等 計 画 が 同 項 各 号 に 掲 げ る

基 準 に 適 合 し て い る と 認 め ら れ る と き は 、 第 5条 の 2第2項 第9号 の 評 価 の 基 準 に 従 つ て 、
そ の 適 合 し て い る と 認 め ら れ た 全 て の 公 募 設 置 等 計 画 に つ い て 評 価 を 行 う も の と す る。 

3 公 園 管 理 者 は 、 前 項 の 評 価 に 従 い 、 都 市 公 園 の 機 能 を 損 な う こ と な く そ の 利 用 者 の 利
便 の 向 上 を 図 る 上 で 最 も 適 切 で あ る と 認 め ら れ る 公 募 設 置 等 計 画 を 提 出 し た 者 を 設 置
等 予 定 者 と し て 選 定 す る も の と す る 。  

4 公 園 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 設 置 等 予 定 者 を 選 定 し よ う と す る と き は 、 国 土 交 通
省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 、 学 識 経 験 者 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い。 

5 公 園 管 理 者 は 、第 3項 の 規 定 に よ り 設 置 等 予 定 者 を 選 定 し た と き は 、そ の 者 に そ の 旨を
通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 
標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1796   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
公 募 設 置 等 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 公 園 法  第 5条 の5第1項  

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第5条 の 5の 規 定 に よ る 。  
 (公 募 設 置 等 計 画 の 認 定 ) 
第 5条 の5 公 園 管 理 者 は 、 前 条 第 5項 の 規 定 に よ り 通 知 し た 設 置 等 予 定 者 が 提 出 し た 公 募

設 置 等 計 画 に つ い て 、公 募 対 象 公 園 施 設 の 場 所 を 指 定 し て 、当 該 公 募 設 置 等 計 画 が 適 当
で あ る 旨 の 認 定 を す る も の と す る 。  

2 公 園 管 理 者 は 、 前 項 の 認 定 を し た と き は 、 当 該 認 定 を し た 日 及 び 認 定 の 有 効 期 間 並 び
に 同 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 公 募 対 象 公 園 施 設 の 場 所 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1797   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
公 募 設 置 等 計 画 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 公 園 法  第 5条 の6第1項  

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第5条 の 6の 規 定 に よ る 。  
 (公 募 設 置 等 計 画 の 変 更 等 ) 
第 5条 の 6 前 条 第 1項 の 認 定 を 受 け た 者 (以 下 「 認 定 計 画 提 出 者 」 と い う 。 )は 、 当 該 認 定

を 受 け た 公 募 設 置 等 計 画 を 変 更 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、公 園 管 理 者 の 認 定 を 受け
な け れ ば な ら な い 。  

2 公 園 管 理 者 は 、 前 項 の 変 更 の 認 定 の 申 請 が あ つ た と き は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る
と 認 め る 場 合 に 限 り 、 そ の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 変 更 後 の 公 募 設 置 等 計 画 が 第 5条 の 4第 1項 第 1号 及 び 第 2号 に 掲 げ る 基 準 を 満 た し

て い る こ と 。  
(2) 当 該 公 募 設 置 等 計 画 の 変 更 を す る こ と に つ い て 、 都 市 公 園 の 利 用 者 の 利 便 の 一 層

の 向 上 に 寄 与 す る も の で あ る と 見 込 ま れ る こ と 又 は や む を 得 な い 事 情 が あ る こ と 。  
3 前 条 第 2項 の 規 定 は 、 第1項 の 変 更 の 認 定 を し た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1798   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
地 位 の 承 継 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 公 園 法  第 5条 の8 

法 令 番 号 昭 和31年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第5条 の 8の 規 定 に よ る 。  
 (地 位 の 承 継) 
第5条 の 8 次 に 掲 げ る 者 は 、公 園 管 理 者 の 承 認 を 受 け て 、認 定 計 画 提 出 者 が 有 し て い た計

画 の 認 定 に 基 づ く 地 位 を 承 継 す る こ と が で き る 。  
(1) 認 定 計 画 提 出 者 の 一 般 承 継 人  
(2) 認 定 計 画 提 出 者 か ら 、 認 定 公 募 設 置 等 計 画 に 基 づ き 設 置 又 は 管 理 が 行 わ れ る 公 募

対 象 公 園 施 設 の 所 有 権 そ の 他 当 該 公 募 対 象 公 園 施 設 の 設 置 又 は 管 理 に 必 要 な 権 原 を
取 得 し た 者  

 

標 準 処 理 期
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ID: 1799   

担当部署 : 耕地林務課  

処 分 の 概

要 
樹 木 等 管 理 協 定 の 締 結 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 38条 第4項  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第84号  

【基準】 

 法 第38条 第4項 及 び 第40条 の 規 定 に よ る 。  
 (樹 木 等 管 理 協 定 の 締 結 等 ) 
第38条  
4 第 1項 の 緑 地 保 全・緑 化 推 進 法 人 が 樹 木 等 管 理 協 定 を 締 結 し よ う と す る と き は 、あ らか

じ め 、 市 町 村 長 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
 (樹 木 等 管 理 協 定 の 認 可 ) 
第40条  市 町 村 長 は 、 第38条 第 4項 の 樹 木 等 管 理 協 定 の 認 可 の 申 請 が 、次 の 各 号 の い ず れ

に も 該 当 す る と き は 、 当 該 樹 木 等 管 理 協 定 を 認 可 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 手 続 が 法 令 に 違 反 し な い こ と 。  
(2) 樹 木 等 管 理 協 定 の 内 容 が 、第 38条 第 3項 各 号 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す るも

の で あ る こ と 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 



law_1799.docx 
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ID: 1809   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 79条  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第79条 の 規 定 に よ る 。  
 (指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 の 指 定 ) 
第79条  第 46条 第1項 の 指 定 は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、居 宅 介 護 支 援 事 業

を 行 う 者 の 申 請 に よ り 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所 (以 下 こ の 節 に お い て 単 に 「 事
業 所 」 と い う 。 )ご と に 行 う 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き
は 、 第46条 第1項 の 指 定 を し て は な ら な い 。  
(1) 申 請 者 が 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 者 で な い と き 。  
(2) 当 該 申 請 に 係 る 事 業 所 の 介 護 支 援 専 門 員 の 人 員 が 、第 81条 第 1項 の 市 町 村 の 条 例で

定 め る 員 数 を 満 た し て い な い と き 。  
(3) 申 請 者 が 、第 81条 第2項 に 規 定 す る 指 定 居 宅 介 護 支 援 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準に

従 っ て 適 正 な 居 宅 介 護 支 援 事 業 の 運 営 を す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。  
(3)の2 申 請 者 が 、禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ

と が な く な る ま で の 者 で あ る と き 。  
(4) 申 請 者 が 、 こ の 法 律 そ の 他 国 民 の 保 健 医 療 若 し く は 福 祉 に 関 す る 法 律 で 政 令 で 定

め る も の の 規 定 に よ り 罰 金 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ
と が な く な る ま で の 者 で あ る と き 。  

(4)の2 申 請 者 が 、労 働 に 関 す る 法 律 の 規 定 で あ っ て 政 令 で 定 め る も の に よ り 罰 金 の刑
に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な る ま で の 者 で あ る と
き 。  

(4)の3 申 請 者 が 、保 険 料 等 に つ い て 、当 該 申 請 を し た 日 の 前 日 ま で に 、納 付 義 務 を 定
め た 法 律 の 規 定 に 基 づ く 滞 納 処 分 を 受 け 、か つ 、当 該 処 分 を 受 け た 日 か ら 正 当 な 理 由
な く 3月 以 上 の 期 間 に わ た り 、 当 該 処 分 を 受 け た 日 以 降 に 納 期 限 の 到 来 し た 保 険 料 等
の 全 て を 引 き 続 き 滞 納 し て い る 者 で あ る と き 。  

(5) 申 請 者 が 、第 84条 第1項 又 は 第 115条 の35第6項 の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 さ れ 、そ
の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い 者 (当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で
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あ る 場 合 に お い て は 、当 該 取 消 し の 処 分 に 係 る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が
あ っ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 法 人 の 役 員 等 で あ っ た 者 で 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5
年 を 経 過 し な い も の を 含 み 、当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 で な い 事 業 所 で あ る 場
合 に お い て は 、当 該 通 知 が あ っ た 日 前 60日 以 内 に 当 該 事 業 所 の 管 理 者 で あ っ た 者 で 当
該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て5年 を 経 過 し な い も の を 含 む 。)で あ る と き 。た だ し 、当 該
指 定 の 取 消 し が 、指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 の 指 定 の 取 消 し の う ち 当 該 指 定 の 取 消 し の
処 分 の 理 由 と な っ た 事 実 及 び 当 該 事 実 の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 指 定 居 宅 介 護 支
援 事 業 者 に よ る 業 務 管 理 体 制 の 整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の 当 該 事 実 に 関 し
て 当 該 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮 し て 、こ の 号 本 文 に 規
定 す る 指 定 の 取 消 し に 該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る も の と
し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

(5)の2 申 請 者 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 が 、第84条 第 1項 又 は 第115条 の35第6項 の 規 定
に よ り 指 定 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し て い な い と き 。
た だ し 、当 該 指 定 の 取 消 し が 、指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 の 指 定 の 取 消 し の う ち 当 該 指
定 の 取 消 し の 処 分 の 理 由 と な っ た 事 実 及 び 当 該 事 実 の 発 生 を 防 止 す る た め の 当 該 指
定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 に よ る 業 務 管 理 体 制 の 整 備 に つ い て の 取 組 の 状 況 そ の 他 の 当
該 事 実 に 関 し て 当 該 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 が 有 し て い た 責 任 の 程 度 を 考 慮 し て 、こ
の 号 本 文 に 規 定 す る 指 定 の 取 消 し に 該 当 し な い こ と と す る こ と が 相 当 で あ る と 認 め
ら れ る も の と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。  

(6) 申 請 者 が 、 第 84条 第 1項 又 は 第 115条 の 35第 6項 の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し の 処 分
に 係 る 行 政 手 続 法 第 15条 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 日 か ら 当 該 処 分 を す る 日 又 は 処
分 を し な い こ と を 決 定 す る 日 ま で の 間 に 第 82条 第 2項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 の 届 出
を し た 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)で 、当 該 届 出 の 日 か
ら 起 算 し て5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

(6)の2 申 請 者 が 、第 83条 第 1項 の 規 定 に よ る 検 査 が 行 わ れ た 日 か ら 聴 聞 決 定 予 定 日 (当
該 検 査 の 結 果 に 基 づ き 第84条 第 1項 の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し の 処 分 に 係 る 聴 聞 を 行
う か 否 か の 決 定 を す る こ と が 見 込 ま れ る 日 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ
り 市 町 村 長 が 当 該 申 請 者 に 当 該 検 査 が 行 わ れ た 日 か ら 10日 以 内 に 特 定 の 日 を 通 知 し
た 場 合 に お け る 当 該 特 定 の 日 を い う 。)ま で の 間 に 第82条 第2項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃
止 の 届 出 を し た 者 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 者 を 除 く 。)で 、当 該 届
出 の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

(6)の 3 第 6号 に 規 定 す る 期 間 内 に 第 82条 第 2項 の 規 定 に よ る 事 業 の 廃 止 の 届 出 が あ っ
た 場 合 に お い て 、 申 請 者 が 、 同 号 の 通 知 の 日 前 60日 以 内 に 当 該 届 出 に 係 る 法 人 (当 該
事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る 法 人 を 除 く 。 )の 役 員 等 又 は 当 該 届 出 に 係 る 法
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人 で な い 事 業 所 (当 該 事 業 の 廃 止 に つ い て 相 当 の 理 由 が あ る も の を 除 く 。)の 管 理 者 で
あ っ た 者 で 、 当 該 届 出 の 日 か ら 起 算 し て 5年 を 経 過 し な い も の で あ る と き 。  

(7) 申 請 者 が 、指 定 の 申 請 前5年 以 内 に 居 宅 サ ー ビ ス 等 に 関 し 不 正 又 は 著 し く 不 当 な行
為 を し た 者 で あ る と き 。  

(8) 申 請 者 が 、 法 人 で 、 そ の 役 員 等 の う ち に 第 3号 の 2か ら 第 5号 ま で 又 は 第 6号 か ら 前
号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ る も の で あ る と き 。  

(9) 申 請 者 が 、 法 人 で な い 事 業 所 で 、 そ の 管 理 者 が 第 3号 の 2か ら 第 5号 ま で 又 は 第 6号
か ら 第7号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る と き 。  

3 市 町 村 が 前 項 第 1号 の 条 例 を 定 め る に 当 た っ て は 、厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 に 従 い 定
め る も の と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 1810   

担当部署 : 長寿介護課  

処 分 の 概

要 
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 の 指 定 の 更 新  

法 令 名 

根 拠 条 項 
介 護 保 険 法  第 79条 の 2第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 123号  

【基準】 

 法 第79条 の2の 規 定 に よ る 。  
 (指 定 の 更 新) 
第79条 の 2 第46条 第 1項 の 指 定 は 、6年 ご と に そ の 更 新 を 受 け な け れ ば 、そ の 期 間 の 経 過

に よ っ て 、 そ の 効 力 を 失 う 。  
2 前 項 の 更 新 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、同 項 の 期 間 (以 下 こ の 条 に お い て「 指 定 の 有

効 期 間 」 と い う 。 )の 満 了 の 日 ま で に そ の 申 請 に 対 す る 処 分 が さ れ な い と き は 、 従 前 の
指 定 は 、指 定 の 有 効 期 間 の 満 了 後 も そ の 処 分 が さ れ る ま で の 間 は 、な お そ の 効 力 を 有 す
る 。  

3 前 項 の 場 合 に お い て 、 指 定 の 更 新 が さ れ た と き は 、 そ の 指 定 の 有 効 期 間 は 、 従 前 の 指
定 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 す る も の と す る 。  

4 前 条 の 規 定 は 、 第 1項 の 指 定 の 更 新 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 5 年 4 月 1 日  
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ID: 1816   

担当部署 : 企画課  

処 分 の 概

要 
地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 計 画 の 認 定 及 び 変 更 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 域 再 生 法  第 17条 の 7第8項 及 び 第 13項  

法 令 番 号 平 成17年 法 律 第24号  

【基準】 

 法 第17条 の7の 規 定 に よ る 。  
(地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 計 画 の 認 定 等 ) 

第 17条 の 7 第 5条 第 4項 第 6号 に 規 定 す る 事 業 が 記 載 さ れ た 地 域 再 生 計 画 が 同 条 第 15項 の
認 定 を 受 け た と き は 、当 該 認 定 の 日 以 後 は 、地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 実 施 団 体 は 、内
閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 の 実 施 に 関 す る 計 画 (以 下「 地
域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 計 画 」 と い う 。 )を 作 成 し 、 当 該 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 計
画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 地 方 公 共 団 体 で あ る 市 町 村 (以 下「 認 定 市 町 村 」と い う 。)の 長
の 認 定 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

2 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 を 実 施 す る 区 域  
(2) 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 の 目 標  
(3) 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 の 内 容  
(4) 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 に よ り 事 業 者 が 受 け る と 見 込 ま れ る 利 益 の 内 容 及 び 程

度  
(5) 前 号 の 利 益 を 受 け る 事 業 者 の 範 囲  
(6) 計 画 期 間 (5年 を 超 え な い も の に 限 る 。 ) 
(7) 資 金 計 画  
(8) そ の 他 内 閣 府 令 で 定 め る 事 項  

3 前 項 第 7号 の 資 金 計 画 に は 、 同 項 第 5号 の 事 業 者 (以 下 「 受 益 事 業 者 」 と い う 。 )が 負 担
す る こ と と な る 負 担 金 の 額 及 び 徴 収 方 法 の 素 案 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

4 第 2項 第 3号 に 掲 げ る 事 項 に は 、 都 市 公 園 (都 市 公 園 法 (昭 和 31年 法 律 第 79号 )第 2条 第 1
項 に 規 定 す る 都 市 公 園 を い う 。 以 下 同 じ 。 )に お け る 自 転 車 駐 車 場 、 観 光 案 内 所 そ の 他
の 来 訪 者 等 の 利 便 の 増 進 に 寄 与 す る 施 設 又 は 物 件 で あ っ て 政 令 で 定 め る も の の 設 置 (都
市 公 園 の 環 境 の 維 持 及 び 向 上 を 図 る た め の 清 掃 そ の 他 の 措 置 で あ っ て 当 該 施 設 又 は 物
件 の 設 置 に 伴 い 必 要 と な る も の が 併 せ て 講 じ ら れ る も の に 限 る 。 )に 関 す る 事 項 を 記 載
す る こ と が で き る 。  
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5 第 1項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 を し よ う と す る 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 実 施 団 体 は 、
当 該 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 計 画 に つ い て 、総 受 益 事 業 者 の 3分 の2以 上 で あ っ て 、そ
の 負 担 す る こ と と な る 負 担 金 の 合 計 額 が 総 受 益 事 業 者 の 負 担 す る こ と と な る 負 担 金 の
総 額 の3分 の 2以 上 と な る 受 益 事 業 者 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

6 認 定 市 町 村 は 、第 1項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 が あ っ た と き は 、内 閣 府 令 で 定 め る とこ
ろ に よ り 、 そ の 旨 を 公 告 し 、 当 該 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 計 画 を 当 該 公 告 の 日 か ら 1
月 間 公 衆 の 縦 覧 に 供 し な け れ ば な ら な い 。  

7 前 項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ っ た と き は 、 受 益 事 業 者 は 、 同 項 の 縦 覧 期 間 満 了 の 日 ま で
に 、縦 覧 に 供 さ れ た 当 該 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 計 画 に つ い て 、認 定 市 町 村 に 、意見
書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

8 認 定 市 町 村 の 長 は 、第1項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、当 該 地 域 来
訪 者 等 利 便 増 進 活 動 計 画 が 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、そ の 認 定 を する
も の と す る 。  
(1) 認 定 地 域 再 生 計 画 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(2) 受 益 事 業 者 の 事 業 機 会 の 増 大 又 は 収 益 性 の 向 上 及 び 第 2項 第 1号 の 区 域 に お け る 経

済 効 果 の 増 進 に 寄 与 す る も の で あ る と 認 め ら れ る こ と 。  
(3) 円 滑 か つ 確 実 に 実 施 さ れ る と 見 込 ま れ る も の で あ る こ と 。  
(4) 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 に よ り 受 益 事 業 者 が 受 け る と 見 込 ま れ る 利 益 の 限 度 に

お い て 、 受 益 事 業 者 が 負 担 金 を 負 担 す る も の で あ る こ と 。  
(5) 特 定 の 者 に 対 し 不 当 に 差 別 的 な 取 扱 い を す る も の で な い こ と 。  

9 認 定 市 町 村 の 長 は 、 前 項 の 認 定 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 認 定 市 町 村
の 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。  

10 認 定 市 町 村 は 、 前 項 の 議 決 を 経 よ う と す る と き は 、 第 7項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 意
見 書 の 要 旨 を 当 該 認 定 市 町 村 の 議 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

11 認 定 市 町 村 は 、 第 4項 に 規 定 す る 事 項 が 記 載 さ れ た 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 計 画 に
つ い て 、 第 8項 の 認 定 を し よ う と す る と き は 、 当 該 事 項 に つ い て 、 あ ら か じ め 、 当 該 都
市 公 園 の 公 園 管 理 者 (都 市 公 園 法 第 5条 第1項 に 規 定 す る 公 園 管 理 者 を い う 。 第 17条 の10
に お い て 同 じ 。 )に 協 議 し 、 そ の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

12 認 定 市 町 村 の 長 は 、 第 8項 の 認 定 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 公 表 し な け れ ば な
ら な い 。  

13 第 8項 の 認 定 を 受 け た 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 実 施 団 体 (以 下「 認 定 地 域 来 訪 者 等 利
便 増 進 活 動 実 施 団 体 」 と い う 。 )は 、 当 該 認 定 を 受 け た 地 域 来 訪 者 等 利 便 増 進 活 動 計 画
の 変 更 (内 閣 府 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。)を し よ う と す る と き は 、認 定 市 町 村 の 長
の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

14 第 3項 及 び 第5項 か ら 第12項 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 認 定 に つ い て 準 用 す る 。  
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ID: 1823   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
進 学 準 備 給 付 金 の 支 給  

法 令 名 

根 拠 条 項 
生 活 保 護 法  第 55条 の 5第1項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第144号  

【基準】 

 法 第55条 の5の 規 定 に よ る 。  
 (進 学 準 備 給 付 金 の 支 給 ) 
第55条 の 5 都 道 府 県 知 事 、 市 長 及 び 福 祉 事 務 所 を 管 理 す る 町 村 長 は 、 そ の 管 理 に 属 す る

福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 内 に 居 住 地 を 有 す る (居 住 地 が な い か 、 又 は 明 ら か で な い と き は
当 該 所 管 区 域 内 に あ る )被 保 護 者 (18歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 3月 31日 ま で の 間 に あ る
者 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 者 に 限 る 。 )で あ つ て 教 育 訓 練 施 設 の う ち 教 育 訓 練 の 内
容 そ の 他 の 事 情 を 勘 案 し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の (次 条 に お い て 「 特 定 教 育 訓 練 施
設 」 と い う 。 )に 確 実 に 入 学 す る と 見 込 ま れ る も の に 対 し て 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と
こ ろ に よ り 、 進 学 準 備 給 付 金 を 支 給 す る 。  

2 前 条 第 2項 及 び 第3項 の 規 定 は 、 進 学 準 備 給 付 金 の 支 給 に つ い て 準 用 す る 。  
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ID: 1848   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
移 動 等 円 滑 化 施 設 協 定 の 認 可 (第41条 第3項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 51条 の 2第3項  

法 令 番 号 平 成18年 法 律 第91号  

【基準】 

 準 用 規 定 法 第 41条 第 3項 及 び 第 43条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
 (移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 締 結 等 ) 
第41条  
3 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 は 、 市 町 村 長 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
 (移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 認 可 ) 
第 43条  市 町 村 長 は 、 第 41条 第 3項 の 認 可 の 申 請 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と き

は 、 同 項 の 認 可 を し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 手 続 が 法 令 に 違 反 し な い こ と 。  
(2) 土 地 又 は 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 の 利 用 を 不 当 に 制 限 す る も の で な い こ と 。  
(3) 第 41条 第 2項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 主 務 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で

あ る こ と 。  
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ID: 1849   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
移 動 等 円 滑 化 施 設 協 定 の 変 更 認 可 (第44条 第 1項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 51条 の 2第3項  

法 令 番 号 平 成18年 法 律 第91号  

【基準】 

 準 用 規 定 法 第 44条 第 1項 の 規 定 に よ る 。  
 (移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 変 更 ) 
第 44条  移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 区 域 内 に お け る 土 地 所 有 者 等 (当 該 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定

の 効 力 が 及 ば な い 者 を 除 く 。 )は 、 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 に お い て 定 め た 事 項 を 変 更 し
よ う と す る 場 合 に お い て は 、そ の 全 員 の 合 意 を も っ て そ の 旨 を 定 め 、市 町 村 長 の 認 可 を
受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 前 2条 の 規 定 は 、 前 項 の 変 更 の 認 可 に つ い て 準 用 す る 。  
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ID: 1850   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
移 動 等 円 滑 化 施 設 協 定 の 廃 止 認 可 (第48条 第 1項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 51条 の 2第3項  

法 令 番 号 平 成18年 法 律 第91号  

【基準】 

 準 用 規 定 法 第 48条 第 1項 の 規 定 に よ る 。  
 (移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 廃 止 ) 
第 48条  移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 (当 該 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 効 力

が 及 ば な い 者 を 除 く 。 )は 、 第41条 第 3項 又 は 第44条 第 1項 の 認 可 を 受 け た 移 動 等 円 滑 化
経 路 協 定 を 廃 止 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、 そ の 過 半 数 の 合 意 を も っ て そ の 旨 を 定
め 、 市 町 村 長 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 認 可 を し た と き は 、 そ の 旨 を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_1851.docx 

 

ID: 1851   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
一 の 所 有 者 に よ る 移 動 等 円 滑 化 施 設 協 定 の 認 可 (第50条 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 51条 の 2第3項  

法 令 番 号 平 成18年 法 律 第91号  

【基準】 

 準 用 規 定 法 第 50条 の 規 定 に よ る 。  
 (一 の 所 有 者 に よ る 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 の 設 定 ) 
第50条  移 動 等 円 滑 化 促 進 地 区 内 又 は 重 点 整 備 地 区 内 の 一 団 の 土 地 で 、一 の 所 有 者 以 外 に

土 地 所 有 者 等 が 存 し な い も の の 所 有 者 は 、移 動 等 円 滑 化 の た め 必 要 が あ る と 認 め る とき
は 、市 町 村 長 の 認 可 を 受 け て 、当 該 土 地 の 区 域 を 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 区 域 と す る 移 動
等 円 滑 化 経 路 協 定 を 定 め る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 長 は 、前 項 の 認 可 の 申 請 が 第 43条 第1項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し 、か つ 、当 該 移
動 等 円 滑 化 経 路 協 定 が 移 動 等 円 滑 化 の た め 必 要 で あ る と 認 め る 場 合 に 限 り 、前 項 の 認可
を す る も の と す る 。  

3 第 43条 第2項 の 規 定 は 、 第1項 の 認 可 に つ い て 準 用 す る 。  
4 第1項 の 認 可 を 受 け た 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 は 、 認 可 の 日 か ら 起 算 し て 3年 以 内 に お い

て 当 該 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 区 域 内 の 土 地 に 二 以 上 の 土 地 所 有 者 等 が 存 す る こ と に な
っ た 時 か ら 、 第 43条 第 2項 の 規 定 に よ る 認 可 の 公 告 の あ っ た 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 と 同
一 の 効 力 を 有 す る 移 動 等 円 滑 化 経 路 協 定 と な る 。  
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ID: 1852   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
施 設 等 利 用 給 付 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法  第30条 の5第1項  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第30条 の4及 び 第30条 の 5の 規 定 に よ る 。  
 (支 給 要 件) 
第30条 の 4 子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 は 、次 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も (保 育 認 定

子 ど も に 係 る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 が 、 現 に 施 設 型 給 付 費 、 特 例 施 設 型 給 付 費 (第
28条 第 1項 第3号 に 係 る も の を 除 く 。次 条 第 7項 に お い て 同 じ 。)、地 域 型 保 育 給 付 費 若 し
く は 特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 の 支 給 を 受 け て い る 場 合 に お け る 当 該 保 育 認 定 子 ど も 又 は
第 7条 第 10項 第 4号 ハ の 政 令 で 定 め る 施 設 を 利 用 し て い る 小 学 校 就 学 前 子 ど も を 除 く 。
以 下 こ の 節 及 び 第 58条 の3に お い て 同 じ 。)の 保 護 者 に 対 し 、そ の 小 学 校 就 学 前 子 ど も の
第30条 の 11第1項 に 規 定 す る 特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 の 利 用 に つ い て 行 う 。  
(1) 満 3歳 以 上 の 小 学 校 就 学 前 子 ど も (次 号 及 び 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に

該 当 す る も の を 除 く 。 ) 
(2) 満 3歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 3月 31日 を 経 過 し た 小 学 校 就 学 前 子 ど も で あ っ て 、

第19条 第 2号 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 由 に よ り 家 庭 に お い て 必 要 な 保 育 を 受 け る こ と が
困 難 で あ る も の  

(3) 満 3歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 3月 31日 ま で の 間 に あ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も で あ っ
て 、 第 19条 第 2号 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 由 に よ り 家 庭 に お い て 必 要 な 保 育 を 受 け る こ
と が 困 難 で あ る も の の う ち 、そ の 保 護 者 及 び 当 該 保 護 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 が 第
30条 の 11第1項 に 規 定 す る 特 定 子 ど も・子 育 て 支 援 の あ っ た 月 の 属 す る 年 度 (政 令 で 定
め る 場 合 に あ っ て は 、前 年 度 )分 の 地 方 税 法 (昭 和25年 法 律 第226号 )の 規 定 に よ る 市 町
村 民 税 (同 法 の 規 定 に よ る 特 別 区 民 税 を 含 み 、同 法 第328条 の 規 定 に よ っ て 課 す る 所 得
割 を 除 く 。以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。)を 課 さ れ な い 者 (こ れ に 準 ず る 者 と し て 政 令 で
定 め る 者 を 含 む も の と し 、当 該 市 町 村 民 税 の 賦 課 期 日 に お い て 同 法 の 施 行 地 に 住 所 を
有 し な い 者 を 除 く 。 次 条 第 7項 第 2号 に お い て 「 市 町 村 民 税 世 帯 非 課 税 者 」 と い う 。 )
で あ る も の  

(市 町 村 の 認 定 等) 
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第30条 の 5 前 条 各 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 保 護 者 は 、 子 育 て の た め の 施 設 等 利
用 給 付 を 受 け よ う と す る と き は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 に 対 し 、その
小 学 校 就 学 前 子 ど も ご と に 、子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 を 受 け る 資 格 を 有 す る こと
及 び そ の 該 当 す る 同 条 各 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 に つ い て の 認 定 を 申 請
し 、 そ の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 認 定 (以 下「 施 設 等 利 用 給 付 認 定 」と い う 。)は 、小 学 校 就 学 前 子 ど も の 保 護 者 の
居 住 地 の 市 町 村 が 行 う も の と す る 。た だ し 、小 学 校 就 学 前 子 ど も の 保 護 者 が 居 住 地 を有
し な い と き 、又 は 明 ら か で な い と き は 、そ の 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 保 護 者 の 現 在 地 の 市
町 村 が 行 う も の と す る 。  

3 市 町 村 は 、 施 設 等 利 用 給 付 認 定 を 行 っ た と き は 、 内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ
の 結 果 そ の 他 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 項 を 当 該 施 設 等 利 用 給 付 認 定 に 係 る 保 護 者 (以 下
「 施 設 等 利 用 給 付 認 定 保 護 者 」 と い う 。 )に 通 知 す る も の と す る 。  

4 市 町 村 は 、第 1項 の 規 定 に よ る 申 請 に つ い て 、当 該 保 護 者 が 子 育 て の た め の 施 設 等 利用
給 付 を 受 け る 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ な い と き は 、理 由 を 付 し て 、そ の 旨 を 当 該 申 請に
係 る 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

5 第 1項 の 規 定 に よ る 申 請 に 対 す る 処 分 は 、 当 該 申 請 の あ っ た 日 か ら 30日 以 内 に し な け
れ ば な ら な い 。た だ し 、当 該 申 請 に 係 る 保 護 者 の 労 働 又 は 疾 病 の 状 況 の 調 査 に 日 時 を 要
す る こ と そ の 他 の 特 別 な 理 由 が あ る 場 合 に は 、当 該 申 請 の あ っ た 日 か ら30日 以 内 に 、当
該 保 護 者 に 対 し 、当 該 申 請 に 対 す る 処 分 を す る た め に な お 要 す る 期 間 (次 項 に お い て「 処
理 見 込 期 間 」 と い う 。 )及 び そ の 理 由 を 通 知 し 、 こ れ を 延 期 す る こ と が で き る 。  

6 第 1項 の 規 定 に よ る 申 請 を し た 日 か ら 30日 以 内 に 当 該 申 請 に 対 す る 処 分 が さ れ な い と
き 、若 し く は 前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 通 知 が な い と き 、又 は 処 理 見 込 期 間 が 経 過 し た
日 ま で に 当 該 申 請 に 対 す る 処 分 が さ れ な い と き は 、当 該 申 請 に 係 る 保 護 者 は 、市 町 村 が
当 該 申 請 を 却 下 し た も の と み な す こ と が で き る 。  

7 次 の 各 号 に 掲 げ る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 で あ っ て 、 そ の 保 育 認 定 子 ど も に つ い て
現 に 施 設 型 給 付 費 、特 例 施 設 型 給 付 費 、地 域 型 保 育 給 付 費 又 は 特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 の
支 給 を 受 け て い な い も の は 、 第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 申 請 を
す る こ と を 要 し な い 。こ の 場 合 に お い て 、当 該 教 育・保 育 給 付 認 定 保 護 者 は 、子 育 て の
た め の 施 設 等 利 用 給 付 を 受 け る 資 格 を 有 す る こ と 及 び 当 該 保 育 認 定 子 ど も が 当 該 各 号
に 定 め る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 に 該 当 す る こ と に つ い て の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 を
受 け た も の と み な す 。  
(1) 第 19条 第 2号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も

(満3歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の3月 31日 ま で の 間 に あ る も の を 除 く 。)に 係 る 教 育・保
育 給 付 認 定 保 護 者  前 条 第2号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も  
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(2) 第 19条 第 2号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も
(満 3歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 3月 31日 ま で の 間 に あ る も の に 限 る 。 )又 は 満 3歳 未 満
保 育 認 定 子 ど も に 係 る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 (そ の 者 及 び そ の 者 と 同 一 の 世 帯 に
属 す る 者 が 市 町 村 民 税 世 帯 非 課 税 者 で あ る 場 合 に 限 る 。) 前 条 第 3号 に 掲 げ る 小 学 校
就 学 前 子 ど も  

 

標 準 処 理 期

間 
申 請 の あ っ た 日 か ら 30日 以 内 (第30条 の5第 5項 ) 

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1853   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 変 更  

法 令 名 

根 拠 条 項 
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法  第30条 の8第1項  

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第30条 の8の 規 定 に よ る 。  
 (施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 変 更 ) 
第30条 の 8 施 設 等 利 用 給 付 認 定 保 護 者 は 、 現 に 受 け て い る 施 設 等 利 用 給 付 認 定 に 係 る 小

学 校 就 学 前 子 ど も (以 下 「 施 設 等 利 用 給 付 認 定 子 ど も 」 と い う 。 )の 該 当 す る 第 30条 の 4
各 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 区 分 そ の 他 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 項 を 変 更 す る 必
要 が あ る と き は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 に 対 し 、施 設 等 利 用 給 付 認定
の 変 更 の 認 定 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 に よ り 、 施 設 等 利 用 給 付 認 定 保 護 者 に つ き 、 必 要 が
あ る と 認 め る と き は 、 施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 変 更 の 認 定 を 行 う こ と が で き る 。  

3 第 30条 の 5第 2項 か ら 第 6項 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 変 更 の 認 定 に
つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

4 市 町 村 は 、職 権 に よ り 、施 設 等 利 用 給 付 認 定 保 護 者 に つ き 、第 30条 の 4第3号 に 掲 げ る
小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 施 設 等 利 用 給 付 認 定 子 ど も が 満 3歳 に 達 す る 日 以 後 の 最
初 の3月 31日 を 経 過 し た 日 以 後 引 き 続 き 同 一 の 特 定 子 ど も・子 育 て 支 援 施 設 等 (第30条 の
11第 1項 に 規 定 す る 特 定 子 ど も・子 育 て 支 援 施 設 等 を い う 。)を 利 用 す る と き そ の 他 必 要
が あ る と 認 め る と き は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 変 更 の
認 定 を 行 う こ と が で き る 。  

5 第 30条 の 5第 2項 及 び 第 3項 の 規 定 は 、 前 項 の 施 設 等 利 用 給 付 認 定 の 変 更 の 認 定 に つ い
て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 必 要 な 技 術 的 読 替 え は 、 政 令 で 定 め る 。  

 
標 準 処 理 期

間 
申 請 の あ っ た 日 か ら 30日 以 内 (第30条 の5第 5項 ) 

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1855   

担当部署 : こども未来課  

処 分 の 概

要 
特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 の 確 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法  第58条 の2 

法 令 番 号 平 成24年 法 律 第65号  

【基準】 

 法 第58条 の2の 規 定 に よ る 。  
 (特 定 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 施 設 等 の 確 認 ) 
第58条 の 2 第30条 の 11第1項 の 確 認 は 、内 閣 府 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、子 ど も・子 育 て

支 援 施 設 等 で あ る 施 設 の 設 置 者 又 は 事 業 を 行 う 者 の 申 請 に よ り 、 市 町 村 長 が 行 う 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1859   

担当部署 : 教育委員会事務局  文化財課  

処 分 の 概

要 
文 化 財 保 存 活 用 支 援 団 体 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
文 化 財 保 護 法  第 192条 の2第 1項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第214号  

【基準】 

 法 第192条 の2の 規 定 に よ る 。  
 (文 化 財 保 存 活 用 支 援 団 体 の 指 定 ) 
第 192条 の 2 市 町 村 の 教 育 委 員 会 は 、 法 人 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の と し て 文 部 科 学 省 令

で 定 め る 団 体 で あ つ て 、次 条 に 規 定 す る 業 務 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で き る と 認め
ら れ る も の を 、 そ の 申 請 に よ り 、 文 化 財 保 存 活 用 支 援 団 体 (以 下 こ の 節 に お い て 「 支 援
団 体 」 と い う 。 )と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 の 教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た と き は 、 当 該 支 援 団 体 の 名 称 、
住 所 及 び 事 務 所 の 所 在 地 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

3 支 援 団 体 は 、 そ の 名 称 、 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か
じ め 、 そ の 旨 を 市 町 村 の 教 育 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

4 市 町 村 の 教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ つ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 項
を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
60日  

備
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1862   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
排 水 設 備 の 設 置 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
浄 化 槽 法  第 12条 の10第1項  

法 令 番 号 昭 和58年 法 律 第43号  

【基準】 

 法 第12条 の10第1項 の 規 定 に よ る 。  
(排 水 設 備 の 設 置 の 承 認 ) 

第 12条 の 10 汚 水 を 公 共 浄 化 槽 に 流 入 さ せ る た め に 必 要 な 排 水 設 備 を 第 12条 の 5第 3項 の
規 定 に よ る 同 意 に 係 る 建 築 物 以 外 の 建 築 物 に 設 置 し よ う と す る 者 は 、環 境 省 令 で 定 める
と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 、 市 町 村 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 前 2条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 承 認 を 受 け た 者 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1889   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
生 活 療 養 減 額 認 定 証 の 再 交 付 (第26条 の3第 5項 の 準 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第26条 の6の4第4項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第26条 の6の4第 4項 及 び 準 用 す る 省 令 第26条 の 3第5項 の 規 定 に よ る 。  
(生 活 療 養 標 準 負 担 額 の 減 額 に 係 る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 等 ) 

第26条 の 6の4 
4 第 7条 の2(第 3項 た だ し 書 を 除 く 。)及 び 第26条 の 3第5項 か ら 第 8項 ま で の 規 定 は 、生 活

療 養 減 額 認 定 証 に つ い て 準 用 す る 。  
 
 (食 事 療 養 標 準 負 担 額 の 減 額 に 係 る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 ) 
第26条 の 3 
5 世 帯 主 又 は 組 合 員 は 、 食 事 療 養 減 額 認 定 証 を 破 り 、 汚 し 、 又 は 失 つ た と き は 、 直 ち に

申 請 書 を 当 該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 又 は 組 合 に 提 出 し て 、そ の 再 交 付 を 申 請 しな
け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
7日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1891   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
生 活 療 養 減 額 認 定 証 の 交 付  

法 令 名 

根 拠 条 項 
国 民 健 康 保 険 法 施 行 規 則  第26条 の6の4第2項  

法 令 番 号 昭 和33年 厚 生 省 令 第53号  

【基準】 

 省 令 第26条 の6の4第 1項 か ら 第 3項 ま で の 規 定 に よ る 。  
(生 活 療 養 標 準 負 担 額 の 減 額 に 係 る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 等 ) 

第26条 の 6の4 市 町 村 又 は 組 合 は 、被 保 険 者 が 、令 第29条 の 3第1項 第5号 イ 及 び ロ の 区 分
に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 号 イ 及 び ロ に 定 め る 者 (第 3項 第 1号 に お い て 「 生 活 療 養 減 額 認 定 世
帯 員 」 と い う 。 )の 全 て に つ い て 前 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 健 康 保 険 法 施 行
規 則 第62条 の3第1号 に 定 め る 者 で あ る と き は 、有 効 期 限 を 定 め て 、健 康 保 険 法 第 85条 の
2第 2項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 者 と し て 前 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す
る 健 康 保 険 法 施 行 規 則 第 62条 の 3第 1号 の 規 定 に よ る 市 町 村 又 は 組 合 の 認 定 (第 27条 の
14の 2及 び 第27条 の 14の5に 規 定 す る 認 定 を 除 く 。以 下 こ の 条 に お い て「 認 定」と い う 。)
を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

2 市 町 村 又 は 組 合 は 、認 定 を 受 け た 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 で あ つ て 、
次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ て 、当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ る 生 活 療 養 標 準 負 担 額 減額
認 定 証 (以 下「 生 活 療 養 減 額 認 定 証 」と い う 。)の 交 付 を 受 け よ う と す る も の か ら 申 請 書
の 提 出 が あ つ た と き は 、生 活 療 養 減 額 認 定 証 を 当 該 世 帯 主 又 は 組 合 員 に 交 付 し な け れば
な ら な い 。た だ し 、当 該 被 保 険 者 が 食 事 療 養 減 額 認 定 証 の 交 付 を 受 け て お り 、市 町 村又
は 組 合 が 当 該 食 事 療 養 減 額 認 定 証 に 生 活 療 養 減 額 認 定 証 を 兼 ね る 旨 を 明 記 し た 場 合 は、
こ の 限 り で は な い 。  
(1) 市 町 村  様 式 第 1号 の6の 3に よ る 生 活 療 養 標 準 負 担 額 減 額 認 定 証  
(2) 組 合  様 式 第 1号 の6の 4に よ る 生 活 療 養 標 準 負 担 額 減 額 認 定 証  

3 認 定 を 受 け た 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 又 は 組 合 員 が 前 項 の 規 定 に よ り 生 活 療 養
減 額 認 定 証 の 交 付 を 受 け た 場 合 で あ つ て 、認 定 を 受 け た 被 保 険 者 が 次 の 各 号 の い ず れか
に 該 当 す る に 至 つ た と き は 、世 帯 主 又 は 組 合 員 は 、遅 滞 な く 、生 活 療 養 減 額 認 定 証 を当
該 世 帯 主 が 住 所 を 有 す る 市 町 村 又 は 組 合 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 生 活 療 養 減 額 認 定 世 帯 員 の い ず れ か が 前 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 健 康

保 険 法 施 行 規 則 第 62条 の3第 1号 に 定 め る 者 で な く な つ た と き 。  



law_1891.docx 

 

(2) 生 活 療 養 減 額 認 定 証 の 有 効 期 限 に 至 つ た 場 合 で あ つ て 、 当 該 市 町 村 又 は 組 合 か ら
生 活 療 養 減 額 認 定 証 の 返 還 の 求 め が あ つ た と き 。  

 

標 準 処 理 期

間 
7日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1892   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
雨 水 貯 留 浸 透 施 設 整 備 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
下 水 道 法  第 25条 の10第1項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第25条 の10及 び 第 25条 の 11の 規 定 に よ る 。  
(雨 水 貯 留 浸 透 施 設 整 備 計 画 の 認 定 ) 

第 25条 の 10 浸 水 被 害 対 策 区 域 (特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 (平 成 15年 法 律 第 77号 )第 2
条 第 2項 に 規 定 す る 特 定 都 市 河 川 流 域 の 区 域 を 除 く 。 )に お い て 、 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 (雨
水 を 一 時 的 に 貯 留 し 、又 は 地 下 に 浸 透 さ せ る 機 能 を 有 す る 施 設 で あ つ て 、浸 水 被 害 の 防
止 を 目 的 と す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 設 置 及 び 管 理 を し よ う と す る 者 は 、 国 土 交
通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 計 画 (以
下「 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 整 備 計 画 」と い う 。)を 作 成 し 、公 共 下 水 道 管 理 者 の 認 定 を 申 請 す
る こ と が で き る 。  

2 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 整 備 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 位 置  
(2) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 規 模  
(3) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 構 造 及 び 設 備  
(4) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 設 置 に 係 る 資 金 計 画  
(5) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 管 理 の 方 法 及 び 期 間  
(6) そ の 他 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 事 項  

3 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 整 備 計 画 に は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 か
ら 公 共 下 水 道 に 雨 水 を 排 除 す る た め に 必 要 な 排 水 施 設 そ の 他 の 公 共 下 水 道 の 施 設 に 関
す る 工 事 に 関 す る 事 項 を 記 載 す る こ と が で き る 。  
(認 定 の 基 準) 

第25条 の 11 公 共 下 水 道 管 理 者 は 、前 条 第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、当 該
申 請 に 係 る 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 整 備 計 画 が 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、そ
の 認 定 を す る こ と が で き る 。  
(1) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 規 模 が 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 規 模 以 上 で あ る こ と 。  
(2) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 構 造 及 び 設 備 が 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で

あ る こ と 。  
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(3) 資 金 計 画 が 当 該 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 設 置 を 確 実 に 遂 行 す る た め 適 切 な も の で あ る
こ と 。  

(4) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 管 理 の 方 法 が 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ
る こ と 。  

(5) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 管 理 の 期 間 が 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 期 間 以 上 で あ る こ と 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1893   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
雨 水 貯 留 浸 透 施 設 整 備 計 画 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
下 水 道 法  第 25条 の13第1項  

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第25条 の13及 び 第 25条 の 11の 規 定 に よ る 。  
(雨 水 貯 留 浸 透 施 設 整 備 計 画 の 変 更 ) 

第25条 の 13 第25条 の 10第 1項 の 認 定 を 受 け た 者 は 、当 該 認 定 を 受 け た 雨 水 貯 留 浸 透 施 設
整 備 計 画 の 変 更 (国 土 交 通 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。)を し よ う と す る と き は 、公
共 下 水 道 管 理 者 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 前 2条 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  
(認 定 の 基 準) 

第25条 の 11 公 共 下 水 道 管 理 者 は 、前 条 第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、当 該
申 請 に 係 る 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 整 備 計 画 が 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、そ
の 認 定 を す る こ と が で き る 。  
(1) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 規 模 が 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 規 模 以 上 で あ る こ と 。  
(2) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 構 造 及 び 設 備 が 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で

あ る こ と 。  
(3) 資 金 計 画 が 当 該 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 設 置 を 確 実 に 遂 行 す る た め 適 切 な も の で あ る

こ と 。  
(4) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 管 理 の 方 法 が 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ

る こ と 。  
(5) 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 管 理 の 期 間 が 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 期 間 以 上 で あ る こ と 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1894   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
地 位 の 承 継 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
下 水 道 法  第 25条 の19 

法 令 番 号 昭 和33年 法 律 第79号  

【基準】 

 法 第25条 の19の 規 定 に よ る 。  
(地 位 の 承 継) 

第 25条 の 19 認 定 事 業 者 の 一 般 承 継 人 又 は 認 定 事 業 者 か ら 認 定 計 画 に 係 る 雨 水 貯 留 浸 透
施 設 の 敷 地 で あ る 土 地 の 所 有 権 そ の 他 当 該 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 設 置 及 び 管 理 に 必 要 な
権 原 を 取 得 し た 者 は 、公 共 下 水 道 管 理 者 の 承 認 を 受 け て 、当 該 認 定 事 業 者 が 有 し て い た
計 画 の 認 定 に 基 づ く 地 位 を 承 継 す る こ と が で き る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1897   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
先 端 設 備 等 導 入 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
中 小 企 業 等 経 営 強 化 法  第52条 第1項  

法 令 番 号 平 成11年 法 律 第18号  

【基準】 

 法 第52条 の 規 定 に よ る 。  
(先 端 設 備 等 導 入 計 画 の 認 定 ) 

第 52条  同 意 導 入 促 進 基 本 計 画 に 基 づ く 先 端 設 備 等 の 導 入 (以 下 「 先 端 設 備 等 導 入 」 と い
う 。 )を し よ う と す る 中 小 企 業 者 は 、 そ の 実 施 し よ う と す る 先 端 設 備 等 導 入 に 関 す る 計
画 (以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て「 先 端 設 備 等 導 入 計 画 」と い う 。)を 作 成 し 、経 済 産 業
省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 導 入 す る 先 端 設 備 等 の 所 在 地 を 管 轄 す る 特 定 市 町 村
(同 意 導 入 促 進 基 本 計 画 を 作 成 し た 市 町 村 を い う 。以 下 同 じ 。)に 提 出 し て 、そ の 認 定 を
受 け る こ と が で き る 。  

2 2以 上 の 中 小 企 業 者 が 先 端 設 備 等 導 入 を 共 同 で 行 お う と す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 2以
上 の 中 小 企 業 者 は 共 同 し て 先 端 設 備 等 導 入 計 画 を 作 成 し 、前 項 の 認 定 を 受 け る こ と がで
き る 。  

3 先 端 設 備 等 導 入 計 画 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 先 端 設 備 等 の 種 類 及 び 導 入 時 期  
(2) 先 端 設 備 等 導 入 の 内 容  
(3) 先 端 設 備 等 導 入 に 必 要 な 資 金 の 額 及 び そ の 調 達 方 法  

4 特 定 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、そ の 先 端 設 備 等 導 入 計 画が
次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 す る と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 基 本 方 針 及 び 当 該 特 定 市 町 村 の 同 意 導 入 促 進 基 本 計 画 に 適 合 す る も の で あ る こ

と 。  
(2) 当 該 先 端 設 備 等 導 入 計 画 に 係 る 先 端 設 備 等 導 入 が 円 滑 か つ 確 実 に 実 施 さ れ る と 見

込 ま れ る も の で あ る こ と 。  
5 特 定 市 町 村 は 、第 1項 の 認 定 を し た と き は 、経 済 産 業 大 臣 に 対 し 、遅 滞 な く 、そ の 旨を

通 知 し な け れ ば な ら な い 。  
 
標 準 処 理 期

間 
30日  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1898   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
先 端 設 備 等 導 入 計 画 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
中 小 企 業 等 経 営 強 化 法  第53条 第1項  

法 令 番 号 平 成11年 法 律 第18号  

【基準】 

 法 第53条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
(先 端 設 備 等 導 入 計 画 の 変 更 等 ) 

第 53条  前 条 第 1項 の 認 定 を 受 け た 中 小 企 業 者 (以 下 「 認 定 先 端 設 備 等 導 入 事 業 者 」 と い
う 。 )は 、 当 該 認 定 に 係 る 先 端 設 備 等 導 入 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 経 済 産 業 省
令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 認 定 を し た 特 定 市 町 村 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い。 

2 特 定 市 町 村 は 、認 定 先 端 設 備 等 導 入 事 業 者 が 当 該 認 定 に 係 る 先 端 設 備 等 導 入 計 画 (前 項
の 規 定 に よ る 変 更 の 認 定 が あ っ た と き は 、そ の 変 更 後 の も の 。以 下「 認 定 先 端 設 備 等導
入 計 画 」 と い う 。 )に 従 っ て 先 端 設 備 等 導 入 を 行 っ て い な い と 認 め る と き は 、 そ の 認 定
を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

3 特 定 市 町 村 は 、認 定 先 端 設 備 等 導 入 計 画 が 前 条 第4項 各 号 の い ず れ か に 適 合 し な い もの
と な っ た と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

4 特 定 市 町 村 は 、 前 2項 の 規 定 に よ り 前 条 第 1項 の 認 定 を 取 り 消 し た と き は 、 そ の 旨 を 経
済 産 業 大 臣 に 通 知 す る も の と す る 。  

5 前 条 第 4項 及 び 第5項 の 規 定 は 、 第 1項 の 認 定 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備
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ID: 1900   

担当部署 : 財政課  

処 分 の 概

要 
指 定 納 付 受 託 者 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法  第 231条 の2の 3第1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第67号  

【基準】 

 法 第231条 の2の3第 1項 及 び 政 令 第 158条 の 規 定 に よ る 。  
(指 定 納 付 受 託 者) 

第 231条 の 2の 3 歳 入 等 の 納 付 に 関 す る 事 務 (以 下 「 納 付 事 務 」 と い う 。 )を 適 切 か つ 確 実
に 遂 行 す る こ と が で き る 者 と し て 政 令 で 定 め る 者 の う ち 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 が 総 務
省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 指 定 す る も の (以 下「 指 定 納 付 受 託 者 」と い う 。)は、総 務 省
令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、歳 入 等 を 納 付 し よ う と す る 者 の 委 託 を 受 け て 、納 付 事 務 を 行
う こ と が で き る 。  

2 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た と き は 、 指 定 納 付 受 託 者 の 名
称 、住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地 、指 定 納 付 受 託 者 が 行 う 納 付 事 務 に 係 る 歳 入 等 そ の 他 総 務
省 令 で 定 め る 事 項 を 告 示 し な け れ ば な ら な い 。  

3 指 定 納 付 受 託 者 は 、 そ の 名 称 、 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地 を 変 更 し よ う と す る と き は 、
総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、あ ら か じ め 、そ の 旨 を 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に 届 け 出
な け れ ば な ら な い 。  

4 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ つ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事
項 を 告 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 
(指 定 納 付 受 託 者 等 の 要 件 ) 

第 158条  地 方 自 治 法 第 231条 の 2の 3第 1項 及 び 第 231条 の 2の 4に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 者
は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  
(1) 地 方 自 治 法 第 231条 の2の 3第1項 に 規 定 す る 納 付 事 務 (次 号 に お い て「 納 付 事 務 」と

い う 。 )を 適 切 か つ 確 実 に 遂 行 す る こ と が で き る 財 産 的 基 礎 を 有 す る こ と 。  
(2) そ の 人 的 構 成 等 に 照 ら し て 、 納 付 事 務 を 適 切 か つ 確 実 に 遂 行 す る こ と が で き る 知

識 及 び 経 験 を 有 し 、 か つ 、 十 分 な 社 会 的 信 用 を 有 す る こ と 。  
 
標 準 処 理 期

間 
90日  
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1902   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
組 合 設 立 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律  第168条 第1項  

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第168条 及 び 第171条 の 規 定 に よ る 。  
(設 立 の 認 可) 

第 168条  第 115条 の 4第 10項 の 規 定 に よ り 敷 地 分 割 決 議 の 内 容 に よ り 敷 地 分 割 を 行 う 旨
の 合 意 を し た も の と み な さ れ た 者 (特 定 団 地 建 物 所 有 者 で あ っ て そ の 後 に 当 該 敷 地 分 割
決 議 の 内 容 に よ り 当 該 敷 地 分 割 を 行 う 旨 の 同 意 を し た も の を 含 む 。以 下「 敷 地 分 割 合 意
者 」と い う 。)は 、5人 以 上 共 同 し て 、定 款 及 び 事 業 計 画 を 定 め 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る
と こ ろ に よ り 、 都 道 府 県 知 事 等 の 認 可 を 受 け て 組 合 を 設 立 す る こ と が で き る 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 認 可 を 申 請 し よ う と す る 敷 地 分 割 合 意 者 は 、 組 合 の 設 立 に つ い て 、
敷 地 分 割 合 意 者 の 4分 の 3以 上 の 同 意 (同 意 し た 者 の 第 115条 の 4第 2項 の 議 決 権 の 合 計 が
敷 地 分 割 合 意 者 の 同 項 の 議 決 権 の 合 計 の 4分 の 3以 上 と な る 場 合 に 限 る 。 )を 得 な け れ ば
な ら な い 。  

3 前 2項 の 場 合 に お い て 、団 地 内 建 物 の 敷 地 に 現 に 存 す る 1の 建 物(専 有 部 分 の あ る 建 物 に
あ っ て は 、 1の 専 有 部 分 )が 数 人 の 共 有 に 属 す る と き は 、 そ の 数 人 を 1人 の 敷 地 分 割 合 意
者 と み な す 。  
(認 可 の 基 準) 

第171条  都 道 府 県 知 事 等 は 、第 168条 第1項 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い
て 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と 認 め る と き は 、 そ の 認 可 を し な け れ ば な ら な い。 
(1) 申 請 手 続 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(2) 定 款 又 は 事 業 計 画 の 決 定 手 続 又 は 内 容 が 法 令 (事 業 計 画 の 内 容 に あ っ て は 、前 条 第

3項 に 規 定 す る 都 道 府 県 知 事 等 の 命 令 を 含 む 。 )に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(3) 敷 地 分 割 が 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン の 除 却 の た め に 必 要 で あ る こ と 。  
(4) 除 却 マ ン シ ョ ン 敷 地 と な る べ き 土 地 と 非 除 却 マ ン シ ョ ン 敷 地 と な る べ き 土 地 と の

境 界 線 上 に 建 物 が 存 し な い こ と 。  
(5) 事 業 実 施 期 間 が 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(6) 当 該 敷 地 分 割 事 業 を 遂 行 す る た め に 必 要 な 経 済 的 基 礎 及 び こ れ を 的 確 に 遂 行 す る

た め に 必 要 な そ の 他 の 能 力 が 十 分 で あ る こ と 。  
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(7) そ の 他 基 本 方 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
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ID: 1903   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
定 款 又 は 事 業 計 画 の 変 更 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律  第183条 第1項  

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第183条 及 び 第171条 の 規 定 に よ る 。  
(定 款 又 は 事 業 計 画 の 変 更 ) 

第183条  組 合 は 、 定 款 又 は 事 業 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 国 土 交 通 省 令 で 定 め る
と こ ろ に よ り 、 都 道 府 県 知 事 等 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 第 170条 の 規 定 は 事 業 計 画 の 変 更 (国 土 交 通 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。)の 認 可 の
申 請 が あ っ た 場 合 に つ い て 、 第 171条 及 び 第 173条 の 規 定 は 前 項 の 規 定 に よ る 認 可 に つ
い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 2項 中 「 組 合 の 成 立 又 は 定 款 若 し
く は 事 業 計 画 」 と あ る の は 「 定 款 又 は 事 業 計 画 の 変 更 」 と 、「 組 合 員 そ の 他 の 」 と あ る
の は 「 そ の 変 更 に つ い て 第 183条 第 1項 の 規 定 に よ る 認 可 が あ っ た 際 に 従 前 か ら 組 合 員
で あ っ た 者 以 外 の 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

3 組 合 は 、 事 業 に 要 す る 経 費 の 分 担 に 関 し 定 款 又 は 事 業 計 画 を 変 更 し よ う と す る 場 合 に
お い て 、敷 地 分 割 事 業 の 実 施 の た め の 借 入 金 が あ る と き は 、そ の 変 更 に つ い て そ の 債 権
者 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  
(認 可 の 基 準) 

第171条  都 道 府 県 知 事 等 は 、第 168条 第1項 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い
て 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と 認 め る と き は 、 そ の 認 可 を し な け れ ば な ら な い。 
(1) 申 請 手 続 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(2) 定 款 又 は 事 業 計 画 の 決 定 手 続 又 は 内 容 が 法 令 (事 業 計 画 の 内 容 に あ っ て は 、前 条 第

3項 に 規 定 す る 都 道 府 県 知 事 等 の 命 令 を 含 む 。 )に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(3) 敷 地 分 割 が 特 定 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン の 除 却 の た め に 必 要 で あ る こ と 。  
(4) 除 却 マ ン シ ョ ン 敷 地 と な る べ き 土 地 と 非 除 却 マ ン シ ョ ン 敷 地 と な る べ き 土 地 と の

境 界 線 上 に 建 物 が 存 し な い こ と 。  
(5) 事 業 実 施 期 間 が 適 切 な も の で あ る こ と 。  
(6) 当 該 敷 地 分 割 事 業 を 遂 行 す る た め に 必 要 な 経 済 的 基 礎 及 び こ れ を 的 確 に 遂 行 す る

た め に 必 要 な そ の 他 の 能 力 が 十 分 で あ る こ と 。  
(7) そ の 他 基 本 方 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
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ID: 1904   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
組 合 解 散 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律  第186条 第4項  

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第186条 の 規 定 に よ る 。  
(解 散) 

第186条  組 合 は 、 次 に 掲 げ る 理 由 に よ り 解 散 す る 。  
(1) 設 立 に つ い て の 認 可 の 取 消 し  
(2) 総 会 の 議 決  
(3) 事 業 の 完 了 又 は そ の 完 了 の 不 能  

2 前 項 第 2号 の 議 決 は 、 敷 地 権 利 変 換 期 日 前 に 限 り 行 う こ と が で き る も の と す る 。  
3 組 合 は 、第 1項 第2号 又 は 第3号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 解 散 し よ う と す る 場 合 に お い て 、借

入 金 が あ る と き は 、 解 散 に つ い て 債 権 者 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  
4 組 合 は 、第 1項 第2号 又 は 第3号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 解 散 し よ う と す る と き は 、国 土 交 通

省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 都 道 府 県 知 事 等 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
5 都 道 府 県 知 事 等 は 、 組 合 の 設 立 に つ い て の 認 可 を 取 り 消 し た と き 、 又 は 前 項 の 規 定 に

よ る 認 可 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。  
6 組 合 は 、前 項 の 公 告 が あ る ま で は 、解 散 を も っ て 組 合 員 以 外 の 第3者 に 対 抗 す る こ と が

で き な い 。  
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ID: 1905   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
敷 地 権 利 変 換 計 画 の 認 可 及 び 変 更 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 

マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律  第 190条 第 1項 (第 197条 に お
い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) 

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第78号  

【基準】 

 法 第190条 及 び 第196条 の 規 定 に よ る 。  
(敷 地 権 利 変 換 計 画 の 決 定 及 び 認 可 ) 

第190条  組 合 は 、第173条 第 1項 の 公 告 後 、遅 滞 な く 、敷 地 権 利 変 換 計 画 を 定 め な け れ ば
な ら な い 。こ の 場 合 に お い て は 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、都 道 府 県 知 事等
の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 組 合 は 、 前 項 後 段 の 規 定 に よ る 認 可 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 敷 地 権 利 変 換 計 画 に
つ い て 、あ ら か じ め 、総 会 の 議 決 を 経 る と と も に 、組 合 員 以 外 に 分 割 実 施 敷 地 に つ いて
所 有 権 を 有 す る 者 が あ る と き は 、そ の 者 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。た だ し 、そ の所
有 権 を も っ て 組 合 に 対 抗 す る こ と が で き な い 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  
(認 可 の 基 準) 

第196条  都 道 府 県 知 事 等 は 、第 190条 第1項 後 段 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 が あ っ た 場 合 に
お い て 、次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と 認 め る と き は 、そ の 認 可 を し な け れ ば な ら な
い 。  
(1) 申 請 手 続 又 は 敷 地 権 利 変 換 計 画 の 決 定 手 続 若 し く は 内 容 が 法 令 に 違 反 す る も の で

な い こ と 。  
(2) 敷 地 分 割 決 議 の 内 容 に 適 合 し て い る こ と 。  
(3) 分 割 実 施 敷 地 持 分 に つ い て 先 取 特 権 等 を 有 す る 者 の 権 利 を 不 当 に 害 す る も の で な

い こ と 。  
(4) そ の 他 基 本 方 針 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
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ID: 1909   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
社 会 福 祉 連 携 推 進 法 人 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
社 会 福 祉 法  第 125条  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第45号  

【基準】 

 法 第125条 、 第127条 及 び 第128条 の 規 定 に よ る 。  
(社 会 福 祉 連 携 推 進 法 人 の 認 定 ) 

第 125条  次 に 掲 げ る 業 務 (以 下 こ の 章 に お い て 「 社 会 福 祉 連 携 推 進 業 務 」 と い う 。 )を 行
お う と す る 一 般 社 団 法 人 は 、 第 127条 各 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 一 般 社 団 法 人 で あ る
こ と に つ い て の 所 轄 庁 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  
(1) 地 域 福 祉 の 推 進 に 係 る 取 組 を 社 員 が 共 同 し て 行 う た め の 支 援  
(2) 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お け る 社 員 (社 会 福 祉 事 業 を 経 営 す る 者 に 限 る 。 次 号 、 第 5

号 及 び 第6号 に お い て 同 じ 。)が 提 供 す る 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 者 の 安 全 を 社 員 が 共 同 し
て 確 保 す る た め の 支 援  

(3) 社 員 が 経 営 す る 社 会 福 祉 事 業 の 経 営 方 法 に 関 す る 知 識 の 共 有 を 図 る た め の 支 援  
(4) 資 金 の 貸 付 け そ の 他 の 社 員 (社 会 福 祉 法 人 に 限 る 。 )が 社 会 福 祉 事 業 に 係 る 業 務 を

行 う の に 必 要 な 資 金 を 調 達 す る た め の 支 援 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の  
(5) 社 員 が 経 営 す る 社 会 福 祉 事 業 の 従 事 者 の 確 保 の た め の 支 援 及 び そ の 資 質 の 向 上 を

図 る た め の 研 修  
(6) 社 員 が 経 営 す る 社 会 福 祉 事 業 に 必 要 な 設 備 又 は 物 資 の 供 給  
(認 定 の 基 準) 

第127条  所 轄 庁 は 、 社 会 福 祉 連 携 推 進 認 定 の 申 請 を し た 一 般 社 団 法 人 が 次 に 掲 げ る 基 準
に 適 合 す る と 認 め る と き は 、当 該 法 人 に つ い て 社 会 福 祉 連 携 推 進 認 定 を す る こ と が でき
る 。  
(1) そ の 設 立 の 目 的 に つ い て 、 社 員 の 社 会 福 祉 に 係 る 業 務 の 連 携 を 推 進 し 、 並 び に 地

域 に お け る 良 質 か つ 適 切 な 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 及 び 社 会 福 祉 法 人 の 経 営 基 盤 の 強 化
に 資 す る こ と が 主 た る 目 的 で あ る こ と 。  

(2) 社 員 の 構 成 に つ い て 、 社 会 福 祉 法 人 そ の 他 社 会 福 祉 事 業 を 経 営 す る 者 又 は 社 会 福
祉 法 人 の 経 営 基 盤 を 強 化 す る た め に 必 要 な 者 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 者 を 社 員
と し 、 社 会 福 祉 法 人 で あ る 社 員 の 数 が 社 員 の 過 半 数 で あ る こ と 。  
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(3) 社 会 福 祉 連 携 推 進 業 務 を 適 切 か つ 確 実 に 行 う に 足 り る 知 識 及 び 能 力 並 び に 財 産 的
基 礎 を 有 す る も の で あ る こ と 。  

(4) 社 員 の 資 格 の 得 喪 に 関 し て 、第 1号 の 目 的 に 照 ら し 、不 当 に 差 別 的 な 取 扱 い を す る
条 件 そ の 他 の 不 当 な 条 件 を 付 し て い な い も の で あ る こ と 。  

(5) 定 款 に お い て 、一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 第 11条 第 1項 各 号 に 掲
げ る 事 項 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 又 は 記 録 し て い る こ と 。  
イ  社 員 が 社 員 総 会 に お い て 行 使 で き る 議 決 権 の 数 、議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る

事 項 、議 決 権 の 行 使 の 条 件 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 社 員 の 議 決 権 に 関 す る 事 項 
ロ  役 員 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 事 項  

(1) 理 事 6人 以 上 及 び 監 事2人 以 上 を 置 く 旨  
(2) 理 事 の う ち に 、各 理 事 に つ い て 、そ の 配 偶 者 又 は3親 等 以 内 の 親 族 そ の 他 各 理 事 と

厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 特 殊 の 関 係 が あ る 者 が 3人 を 超 え て 含 ま れ ず 、 並 び に 当 該 理 事
並 び に そ の 配 偶 者 及 び 3親 等 以 内 の 親 族 そ の 他 各 理 事 と 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 特 殊 の
関 係 が あ る 者 が 理 事 の 総 数 の3分 の 1を 超 え て 含 ま れ な い こ と と す る 旨  

(3) 監 事 の う ち に 、各 役 員 に つ い て 、そ の 配 偶 者 又 は3親 等 以 内 の 親 族 そ の 他 各 役 員 と
厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 特 殊 の 関 係 が あ る 者 が 含 ま れ な い こ と と す る 旨  

(4) 理 事 又 は 監 事 に つ い て 、 社 会 福 祉 連 携 推 進 業 務 に つ い て 識 見 を 有 す る 者 そ の 他 厚
生 労 働 省 令 で 定 め る 者 を 含 む こ と と す る 旨  
ハ  代 表 理 事 を 1人 置 く 旨  
ニ  理 事 会 を 置 く 旨 及 び そ の 理 事 会 に 関 す る 事 項  
ホ  そ の 事 業 の 規 模 が 政 令 で 定 め る 基 準 を 超 え る 一 般 社 団 法 人 に お い て は 、次 に 掲げ

る 事 項  
(1) 理 事 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 す る こ と を 確 保 す る た め の 体 制 そ の 他 当

該 一 般 社 団 法 人 の 業 務 の 適 正 を 確 保 す る た め に 必 要 な も の と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定
め る 体 制 の 整 備 に 関 す る 事 項 は 理 事 会 に お い て 決 議 す べ き 事 項 で あ る 旨  

(2) 会 計 監 査 人 を 置 く 旨 及 び 会 計 監 査 人 が 監 査 す る 事 項 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る
事 項  
ヘ  次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す 評 議 会 (第136条 に お い て「 社 会 福 祉 連 携 推 進 評 議 会 」と

い う 。 )を 置 く 旨 並 び に そ の 構 成 員 の 選 任 及 び 解 任 の 方 法  
(1) 福 祉 サ ー ビ ス を 受 け る 立 場 に あ る 者 、 社 会 福 祉 に 関 す る 団 体 、 学 識 経 験 を 有 す る

者 そ の 他 の 関 係 者 を も つ て 構 成 し て い る こ と 。  
(2) 当 該 一 般 社 団 法 人 が ト の 承 認 を す る に 当 た り 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 社 員

総 会 及 び 理 事 会 に お い て 意 見 を 述 べ る こ と が で き る も の で あ る こ と 。  
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(3) 社 会 福 祉 連 携 推 進 方 針 に 照 ら し 、 当 該 一 般 社 団 法 人 の 業 務 の 実 施 の 状 況 に つ い て
評 価 を 行 い 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、社 員 総 会 及 び 理 事 会 に お い て 意 見 を 述 べ る
こ と が で き る も の で あ る こ と 。  
ト  第 125条 第 4号 の 支 援 を 受 け る 社 会 福 祉 法 人 で あ る 社 員 が 当 該 社 会 福 祉 法 人 の 予

算 の 決 定 又 は 変 更 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 を 決 定 す る に 当 た つ て は 、あら
か じ め 、 当 該 一 般 社 団 法 人 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い こ と と す る 旨  

チ  資 産 に 関 す る 事 項  
リ  会 計 に 関 す る 事 項  
ヌ  解 散 に 関 す る 事 項  
ル  第 145条 第 1項 又 は 第 2項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 連 携 推 進 認 定 の 取 消 し の 処 分 を

受 け た 場 合 に お い て 、 第 146条 第 2項 に 規 定 す る 社 会 福 祉 連 携 推 進 目 的 取 得 財 産 残
額 が あ る と き は 、こ れ に 相 当 す る 額 の 財 産 を 当 該 社 会 福 祉 連 携 推 進 認 定 の 取 消 し の
処 分 の 日 か ら 1月 以 内 に 国 、地 方 公 共 団 体 又 は 次 条 第1号 イ に 規 定 す る 社 会 福 祉 連 携
推 進 法 人 、 社 会 福 祉 法 人 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 者 (ヲ に お い て 「 国 等 」 と
い う 。 )に 贈 与 す る 旨  

ヲ  清 算 を す る 場 合 に お い て 残 余 財 産 を 国 等 に 帰 属 さ せ る 旨  
ワ  定 款 の 変 更 に 関 す る 事 項  

(6) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 社 会 福 祉 連 携 推 進 業 務 を 適 切 に 行 う た め に 必 要 な も
の と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 要 件 に 該 当 す る も の で あ る こ と 。  

(欠 格 事 由) 
第128条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 一 般 社 団 法 人 は 、 社 会 福 祉 連 携 推 進 認 定 を 受 け

る こ と が で き な い 。  
(1) そ の 理 事 及 び 監 事 の う ち に 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 が あ る も の  

イ  社 会 福 祉 連 携 推 進 認 定 を 受 け た 一 般 社 団 法 人 (以 下 こ の 章 、 第 155条 第 1項 及 び 第
165条 に お い て「 社 会 福 祉 連 携 推 進 法 人 」と い う 。)が 第 145条 第 1項 又 は 第2項 の 規
定 に よ り 社 会 福 祉 連 携 推 進 認 定 を 取 り 消 さ れ た 場 合 に お い て 、そ の 取 消 し の 原 因 と
な つ た 事 実 が あ つ た 日 以 前 1年 内 に 当 該 社 会 福 祉 連 携 推 進 法 人 の 業 務 を 行 う 理 事 で
あ つ た 者 で そ の 取 消 し の 日 か ら5年 を 経 過 し な い も の  

ロ  こ の 法 律 そ の 他 社 会 福 祉 に 関 す る 法 律 で 政 令 で 定 め る も の の 規 定 に よ り 罰 金 以
上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ た 日 か ら
5年 を 経 過 し な い 者 (ハ に 該 当 す る 者 を 除 く 。 ) 

ハ  禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 刑 の 執 行 を 終 わ り 、又 は 刑 の 執 行 を 受 け る こ と が
な く な つ た 日 か ら 5年 を 経 過 し な い 者  

ニ  暴 力 団 員 等  
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(2) 第 145条 第1項 又 は 第2項 の 規 定 に よ り 社 会 福 祉 連 携 推 進 認 定 を 取 り 消 さ れ 、そ の 取
消 し の 日 か ら 5年 を 経 過 し な い も の  

(3) 暴 力 団 員 等 が そ の 事 業 活 動 を 支 配 す る も の  
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ID: 1910   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
定 款 の 変 更 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
社 会 福 祉 法  第 139条 第1項  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第45号  

【基準】 

 法 第139条 の 規 定 に よ る 。  
(定 款 の 変 更 等) 

第 139条  定 款 の 変 更 (厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る も の を 除 く 。 )は 、 社 会 福 祉 連 携
推 進 認 定 を し た 所 轄 庁 (以 下 こ の 章 に お い て「 認 定 所 轄 庁 」と い う 。)の 認 可 を 受 け な け
れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。  

2 認 定 所 轄 庁 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 が あ つ た と き は 、 そ の 定 款 の 内 容 が 法 令
の 規 定 に 違 反 し て い な い か ど う か 等 を 審 査 し た 上 で 、当 該 定 款 の 認 可 を 決 定 し な け れば
な ら な い 。  

3 社 会 福 祉 連 携 推 進 法 人 は 、第1項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る 定 款 の 変 更 を した
と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 認 定 所 轄 庁 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

4 第 34条 の2第3項 の 規 定 は 、社 会 福 祉 連 携 推 進 法 人 の 定 款 の 閲 覧 に つ い て 準 用 す る 。こ
の 場 合 に お い て 、 同 項 中 「 評 議 員 」 と あ る の は 、「 社 員 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1911   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
社 会 福 祉 連 携 推 進 方 針 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
社 会 福 祉 法  第 140条  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第45号  

【基準】 

 法 第140条 の 規 定 に よ る 。  
(社 会 福 祉 連 携 推 進 方 針 の 変 更 ) 

第140条  社 会 福 祉 連 携 推 進 法 人 は 、 社 会 福 祉 連 携 推 進 方 針 を 変 更 し よ う と す る と き は 、
認 定 所 轄 庁 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
 



law_1912.docx 

 

ID: 1912   

担当部署 : 福祉健康課  

処 分 の 概

要 
代 表 理 事 の 選 定 及 び 解 職 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
社 会 福 祉 法  第 142条  

法 令 番 号 昭 和26年 法 律 第45号  

【基準】 

 法 第142条 の 規 定 に よ る 。  
(代 表 理 事 の 選 定 及 び 解 職 ) 

第142条  代 表 理 事 の 選 定 及 び 解 職 は 、 認 定 所 轄 庁 の 認 可 を 受 け な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生
じ な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日 令 和 6 年 4 月 1 日  
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ID: 1914   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律  第 22条 の2第 1項  

法 令 番 号 平 成10年 法 律 第117号  

【基準】 

 法 第22条 の2第1項 か ら 第3項 ま で 、地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 地 域 脱
炭 素 化 促 進 事 業 計 画 の 認 定 等 に 関 す る 省 令 第 5条 及 び 第 6条 の 規 定 に よ る 。  
(地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 の 認 定 ) 

第22条 の 2 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、 単 独 で 又 は 共 同 し て 、 地 方 公 共
団 体 実 行 計 画 協 議 会 が 組 織 さ れ て い る と き は 当 該 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 協 議 会 に お け
る 協 議 を 経 て 、環 境 省 令・農 林 水 産 省 令・経 済 産 業 省 令・国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ
に よ り 、 当 該 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 の 実 施 に 関 す る 計 画 (以 下 「 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業
計 画 」 と い う 。 )を 作 成 し 、 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 (第 21条 第 5項 各 号 に 掲 げ る 事 項 が 定
め ら れ た も の に 限 る 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)を 策 定 し た 市 町 村 (以 下「 計 画 策 定 市
町 村 」 と い う 。 )の 認 定 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

2 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名  
(2) 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 の 目 標 (温 室 効 果 ガ ス の 排 出 の 量 の 削 減 等 に 関 す る 目 標 を

含 む 。 ) 
(3) 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 の 実 施 期 間  
(4) 整 備 を し よ う と す る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 の 種 類 及 び 規 模 そ の 他 の 当 該 地 域 脱 炭

素 化 促 進 施 設 の 整 備 の 内 容  
(5) 前 号 の 整 備 と 一 体 的 に 行 う 地 域 の 脱 炭 素 化 の た め の 取 組 の 内 容  
(6) 第 4号 の 整 備 及 び 前 号 の 取 組 の 用 に 供 す る 土 地 の 所 在 、地 番 、地 目 及 び 面 積 又 は 水

域 の 範 囲  
(7) 第 4号 の 整 備 及 び 第5号 の 取 組 を 実 施 す る た め に 必 要 な 資 金 の 額 及 び そ の 調 達 方 法  
(8) 第 4号 の 整 備 と 併 せ て 実 施 す る 次 に 掲 げ る 取 組 に 関 す る 事 項  

イ  地 域 の 環 境 の 保 全 の た め の 取 組  
ロ  地 域 の 経 済 及 び 社 会 の 持 続 的 発 展 に 資 す る 取 組  

(9) そ の 他 環 境 省 令 ・ 農 林 水 産 省 令 ・ 経 済 産 業 省 令 ・ 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 事 項  
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3 計 画 策 定 市 町 村 は 、第1項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、そ の 申 請 に 係 る 地
域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 が 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、その
認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 の 内 容 が 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 に 適 合 す る も の で あ る

こ と 。  
(2) 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 に 記 載 さ れ た 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 が 円 滑 か つ 確 実 に

実 施 さ れ る と 見 込 ま れ る も の で あ る こ と 。  
(3) そ の 他 環 境 省 令 ・ 農 林 水 産 省 令 ・ 経 済 産 業 省 令 ・ 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 基 準 に 適

合 す る も の で あ る こ と 。  
 

(地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 の 認 定 基 準 ) 
第 5条  法 第 22条 の 2第 3項 第 2号 の 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 に 記 載 さ れ た 地 域 脱 炭 素 化

促 進 事 業 が 円 滑 か つ 確 実 に 実 施 さ れ る と 見 込 ま れ る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  
(1) 認 定 の 申 請 に 係 る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 等 を 設 置 す る 場 所 に つ い て 所 有 権 そ の 他

の 使 用 の 権 原 を 有 す る か 、 又 は こ れ を 確 実 に 取 得 す る こ と が で き る と 認 め ら れ る こ
と 。  

(2) 認 定 の 申 請 に 係 る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 施 設 を 電 気 事 業 者 が 維 持 し 、 及 び 運 用
す る 電 線 路 と 電 気 的 に 接 続 す る 場 合 に あ っ て は 、当 該 接 続 に つ い て 電 気 事 業 者 の 同 意
を 得 て い る こ と 。  

(3) 認 定 の 申 請 に 係 る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 を 円 滑 か つ 確 実 に 実 施 す る た め に 必 要 な
関 係 法 令 の 規 定 を 遵 守 す る も の で あ る こ と 。  

第6条  法 第 22条 の2第 3項 第 3号 の 環 境 省 令・農 林 水 産 省 令・経 済 産 業 省 令・国 土 交 通 省 令
で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  
(1) 認 定 の 申 請 に 係 る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 等 を 適 切 に 保 守 点 検 し 、 及 び 維 持 管 理 す

る た め 、 柵 又 は 塀 の 設 置 (当 該 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 等 が 、 当 該 認 定 の 申 請 に 係 る 地
域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 を 行 お う と す る 者 そ の 他 の 関 係 者 以 外 の 者 が 立 ち 入 る こ と の で
き な い 場 所 に 設 置 さ れ る 場 合 を 除 く 。 )そ の 他 の 必 要 な 体 制 を 整 備 し 、 実 施 す る も の
で あ る こ と 。  

(2) 認 定 の 申 請 に 係 る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 等 に は 、 そ の 外 部 か ら 見 や す い よ う に 、
当 該 認 定 の 申 請 に 係 る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 を 行 お う と す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 そ の
他 の 事 項 に つ い て 記 載 し た 標 識 を 掲 げ る も の で あ る こ と 。た だ し 、高 度 化 法 施 行 令 第
4条 第 1号 に 掲 げ る も の を 電 気 に 変 換 す る 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 施 設 で あ っ て 、そ の
出 力 が20キ ロ ワ ッ ト 未 満 の も の 又 は 屋 根 に 設 置 さ れ る も の に あ っ て は 、こ の 限 り で な
い 。  
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(3) 認 定 の 申 請 に 係 る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 等 の 廃 棄 そ の 他 の 当 該 認 定 の 申 請 に 係 る
地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 を 廃 止 す る 際 の 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 等 の 取 扱 い に 関 す る 計
画 が 適 切 で あ る こ と 。  

(4) 認 定 の 申 請 に 係 る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 の 種 類 に 応 じ て 適 切 に 事 業 を 実 施 す る も
の で あ る こ と 。  

(5) 認 定 の 申 請 に 係 る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 を 営 む に 当 た っ て 、 関 係 法 令 の 規 定 を 遵
守 す る も の で あ る こ と 。  

(6) 認 定 の 申 請 に 係 る 書 類 に 虚 偽 の 記 載 が な い こ と 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1915   

担当部署 : 市民生活課  

処 分 の 概

要 
地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律  第 22条 の3第 1項  

法 令 番 号 平 成10年 法 律 第117号  

【基準】 

 法 第 22条 の 3第 1項 及 び 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 地 域 脱 炭 素 化 促 進
事 業 計 画 の 認 定 等 に 関 す る 省 令 第9条 の 規 定 に よ る 。  
(地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 の 変 更 等 ) 

第22条 の 3 前 条 第3項 の 認 定 を 受 け た 者 (以 下「 認 定 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 者 」と い う 。)
は 、当 該 認 定 に 係 る 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、地 方 公 共 団
体 実 行 計 画 協 議 会 が 組 織 さ れ て い る と き は 当 該 地 方 公 共 団 体 実 行 計 画 協 議 会 に お け る
協 議 を 経 て 、環 境 省 令・農 林 水 産 省 令・経 済 産 業 省 令・国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に
よ り 、計 画 策 定 市 町 村 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、環 境 省 令・農 林 水 産 省
令 ・ 経 済 産 業 省 令 ・ 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 
(地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 の 軽 微 な 変 更 ) 

第9条  法 第 22条 の3第 1項 た だ し 書 の 環 境 省 令 ・ 農 林 水 産 省 令・ 経 済 産 業 省 令 ・ 国 土 交 通
省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 は 、 次 に 掲 げ る 変 更 以 外 の 変 更 と す る 。  
(1) 認 定 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 者 の 変 更  
(2) 認 定 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 に 記 載 し た 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 等 の 設 置 の 場 所

若 し く は 形 態 、種 類 、規 模 、構 造 、出 力 又 は 色 彩 の 変 更 (色 彩 の 変 更 に あ っ て は 、認 定
地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 に 法 第 22条 の 2第 4項 第 5号 又 は 第 6号 に 掲 げ る 行 為 を 記 載
し た 場 合 に 限 る 。 ) 

(3) 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 認 定 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 に 記 載 し た 地 域 脱 炭 素
化 促 進 施 設 等 に 係 る 主 要 な 変 更  

(4) 認 定 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 に 記 載 し た 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 等 に 係 る 保 守 点
検 及 び 維 持 管 理 を 行 う 体 制 の 変 更  

(5) 認 定 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 に 記 載 し た 地 域 脱 炭 素 化 促 進 施 設 等 の 撤 去 及 び 原
状 回 復 に 関 す る 事 項 の 変 更  

(6) 認 定 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 に 記 載 し た 地 域 の 脱 炭 素 化 の た め の 取 組 の 内 容 の
変 更  
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(7) 認 定 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 に 記 載 し た 次 に 掲 げ る 取 組 に 関 す る 事 項 の 内 容 の
変 更  
イ  地 域 の 環 境 の 保 全 の た め の 取 組  
ロ  地 域 の 経 済 及 び 社 会 の 持 続 的 発 展 に 資 す る 取 組  

(8) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 に 記 載 し た 内 容 の 実 質 的
な 変 更  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_1917.docx 

 

ID: 1917   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
有 機 農 業 を 促 進 す る た め の 栽 培 管 理 に 関 す る 協 定 締 結 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 

環 境 と 調 和 の と れ た 食 料 シ ス テ ム の 確 立 の た め の 環 境 負 荷 低 減 事 業 活 動 の
促 進 等 に 関 す る 法 律  第31条 第 1項  

法 令 番 号 令 和4年 法 律 第 37号  

【基準】 

 法 第31条 及 び 第33条 の 規 定 に よ る 。  
(協 定 の 締 結 等) 

第 31条  同 意 基 本 計 画 に お い て 定 め ら れ た 特 定 区 域 内 に あ る 相 当 規 模 の 一 団 の 農 用 地 (農
地 又 は 採 草 放 牧 地 を い う 。以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。)に つ い て 所 有 権 、地 上 権 、永 小 作
権 、質 権 、賃 借 権 、使 用 貸 借 に よ る 権 利 又 は そ の 他 の 使 用 及 び 収 益 を 目 的 と す る 権 利を
有 す る 者 (国 及 び 地 方 公 共 団 体 を 除 く 。以 下「 農 用 地 所 有 者 等 」と い う 。)は、当 該 特 定
区 域 に お い て 特 定 環 境 負 荷 低 減 事 業 活 動 と し て 行 わ れ る 有 機 農 業 (有 機 農 業 の 推 進 に 関
す る 法 律 第2条 に 規 定 す る 有 機 農 業 を い う 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)の 生 産 団 地 を 形
成 す る た め 、 市 町 村 長 (次 項 第 1号 に 規 定 す る 協 定 区 域 が 2以 上 の 市 町 村 の 区 域 に わ た る
場 合 に あ っ て は 、都 道 府 県 知 事 。以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。)の 認 可 を 受 け て 、有 機 農 業
を 促 進 す る た め の 栽 培 管 理 に 関 す る 協 定 (以 下「 協 定 」と い う 。)を 締 結 す る こ と が で き
る 。  

2 協 定 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 定 め る も の と す る 。  
(1) 協 定 の 対 象 と な る 農 用 地 の 区 域 (以 下 「 協 定 区 域 」 と い う 。 ) 
(2) 有 機 農 業 及 び そ れ 以 外 の 農 業 に お け る 栽 培 の 管 理 に 関 す る 事 項  
(3) 協 定 の 有 効 期 間  
(4) 協 定 に 違 反 し た 場 合 の 措 置  
(5) そ の 他 必 要 な 事 項  

3 協 定 に つ い て は 、 協 定 区 域 内 の 農 用 地 に 係 る 農 用 地 所 有 者 等 の 全 員 の 合 意 が な け れ ば
な ら な い 。  

4 協 定 の 内 容 は 、 法 令 に 基 づ き 策 定 さ れ た 国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 計 画 に 適 合 す る も の で
な け れ ば な ら な い 。  

5 協 定 の 有 効 期 間 は 、5年 を 超 え て は な ら な い 。  
(協 定 の 認 可) 

第33条  市 町 村 長 は 、第31条 第 1項 の 認 可 の 申 請 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る と 認 め
る と き は 、 同 項 の 認 可 を す る も の と す る 。  
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(1) 申 請 の 手 続 又 は 協 定 の 内 容 が 法 令 に 違 反 す る も の で な い こ と 。  
(2) 協 定 の 内 容 が 土 地 の 利 用 を 不 当 に 制 限 す る も の で な い こ と そ の 他 妥 当 な も の で あ

る こ と 。  
(3) 協 定 の 内 容 が 同 意 基 本 計 画 の 達 成 に 資 す る と 認 め ら れ る も の で あ る こ と 。  

2 市 町 村 長 は 、 第 31条 第1項 の 認 可 を し た と き は 、 農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、
そ の 旨 を 公 告 し 、か つ 、当 該 協 定 の 写 し を 当 該 市 町 村 (協 定 区 域 が2以 上 の 市 町 村 の 区 域
に わ た る 場 合 に あ っ て は 、 都 道 府 県 )の 事 務 所 に 備 え て 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る と と も に 、
協 定 区 域 で あ る 旨 を 当 該 協 定 区 域 内 に 明 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 5 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1918   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
協 定 の 変 更 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 

環 境 と 調 和 の と れ た 食 料 シ ス テ ム の 確 立 の た め の 環 境 負 荷 低 減 事 業 活 動 の
促 進 等 に 関 す る 法 律  第34条 第 1項  

法 令 番 号 令 和4年 法 律 第 37号  

【基準】 

 法 第34条 の 規 定 に よ る 。  
(協 定 の 変 更) 

第34条  第 31条 第1項 の 認 可 を 受 け た 協 定 に 係 る 農 用 地 所 有 者 等 は 、当 該 協 定 に お い て 定
め た 事 項 を 変 更 し よ う と す る 場 合 に は 、全 員 の 合 意 を も っ て そ の 旨 を 定 め 、市 町 村 長 の
認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 前 2条 の 規 定 は 、 前 項 の 認 可 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 5 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1919   

担当部署 : 農政課  

処 分 の 概

要 
協 定 の 廃 止 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 

環 境 と 調 和 の と れ た 食 料 シ ス テ ム の 確 立 の た め の 環 境 負 荷 低 減 事 業 活 動 の
促 進 等 に 関 す る 法 律  第36条 第 1項  

法 令 番 号 令 和4年 法 律 第 37号  

【基準】 

 法 第36条 の 規 定 に よ る 。  
(協 定 の 廃 止) 

第 36条  第 31条 第 1項 又 は 第 34条 第 1項 の 認 可 を 受 け た 協 定 に 係 る 農 用 地 所 有 者 等 は 、 当
該 協 定 を 廃 止 し よ う と す る 場 合 に は 、そ の 過 半 数 の 合 意 を も っ て そ の 旨 を 定 め 、市 町 村
長 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 認 可 を し た と き は 、 そ の 旨 を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。  
 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 5 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1922   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
所 有 者 不 明 土 地 利 用 円 滑 化 等 推 進 法 人 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
所 有 者 不 明 土 地 の 利 用 の 円 滑 化 等 に 関 す る 特 別 措 置 法  第 47条 第1項  

法 令 番 号 平 成30年 法 律 第49号  

【基準】 

 法 第47条 の 規 定 に よ る 。  
(所 有 者 不 明 土 地 利 用 円 滑 化 等 推 進 法 人 の 指 定 ) 

第47条  市 町 村 長 は 、 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 (平 成10年 法 律 第 7号 )第2条 第 2項 に 規 定 す る
特 定 非 営 利 活 動 法 人 、一 般 社 団 法 人 若 し く は 一 般 財 団 法 人 又 は 所 有 者 不 明 土 地 の 利 用の
円 滑 化 等 の 推 進 を 図 る 活 動 を 行 う こ と を 目 的 と す る 会 社 で あ っ て 、次 条 各 号 に 掲 げ る業
務 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で き る と 認 め ら れ る も の を 、そ の 申 請 に よ り 、所 有 者 不
明 土 地 利 用 円 滑 化 等 推 進 法 人 (以 下「 推 進 法 人 」と い う。)と し て 指 定 す る こ と が で き る 。 

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た と き は 、 当 該 推 進 法 人 の 名 称 又 は 商 号 、 住
所 及 び 事 務 所 又 は 営 業 所 の 所 在 地 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

3 推 進 法 人 は 、 そ の 名 称 若 し く は 商 号 、 住 所 又 は 事 務 所 若 し く は 営 業 所 の 所 在 地 を 変 更
す る と き は 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を 市 町 村 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

4 市 町 村 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 項 を 公 示 し な
け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 5 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1925   

担当部署 : 文化財課  

処 分 の 概

要 
史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 に 関 す る 現 状 変 更 等 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
文 化 財 保 護 法  第 125条 第1項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第214号  

【基準】 

 法 第125条 及 び 政 令 第5条 第 4項 第1号 の 規 定 に よ る 。  
(現 状 変 更 等 の 制 限 及 び 原 状 回 復 の 命 令 ) 

第125条  史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 に 関 し そ の 現 状 を 変 更 し 、 又 は そ の 保 存 に 影 響 を 及 ぼ す 行
為 を し よ う と す る と き は 、文 化 庁 長 官 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、現 状変
更 に つ い て は 維 持 の 措 置 又 は 非 常 災 害 の た め に 必 要 な 応 急 措 置 を 執 る 場 合 、保 存 に 影響
を 及 ぼ す 行 為 に つ い て は 影 響 の 軽 微 で あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

2 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 維 持 の 措 置 の 範 囲 は 、 文 部 科 学 省 令 で 定 め る 。  
3 第 1項 の 規 定 に よ る 許 可 を 与 え る 場 合 に は 、第43条 第3項 の 規 定 を 、第1項 の 規 定 に よ る

許 可 を 受 け た 者 に は 、 同 条 第4項 の 規 定 を 準 用 す る 。  
4 第 1項 の 規 定 に よ る 処 分 に は 、 第 111条 第1項 の 規 定 を 準 用 す る 。  
5 第 1項 の 許 可 を 受 け る こ と が で き な か つ た こ と に よ り 、又 は 第 3項 で 準 用 す る 第 43条 第

3項 の 許 可 の 条 件 を 付 せ ら れ た こ と に よ つ て 損 失 を 受 け た 者 に 対 し て は 、 国 は 、 そ の 通
常 生 ず べ き 損 失 を 補 償 す る 。  

6 前 項 の 場 合 に は 、 第41条 第 2項 か ら 第4項 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。  
7 第 1項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け ず 、 又 は 第 3項 で 準 用 す る 第 43条 第 3項 の 規 定 に よ る 許

可 の 条 件 に 従 わ な い で 、史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 の 現 状 を 変 更 し 、又 は そ の 保 存 に 影 響 を 及
ぼ す 行 為 を し た 者 に 対 し て は 、文 化 庁 長 官 は 、原 状 回 復 を 命 ず る こ と が で き る 。こ の場
合 に は 、 文 化 庁 長 官 は 、 原 状 回 復 に 関 し 必 要 な 指 示 を す る こ と が で き る 。  

 
(都 道 府 県 又 は 市 の 教 育 委 員 会 が 処 理 す る 事 務 ) 

第5条  
4 次 に 掲 げ る 文 化 庁 長 官 の 権 限 に 属 す る 事 務 は 、 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 (第 1号 イ か ら リ

ま で 及 び ル に 掲 げ る 現 状 変 更 等 が 市 の 区 域 (法 第 115条 第 1項 に 規 定 す る 管 理 団 体 (以 下
こ の 条 及 び 次 条 第 2項 第 1号 イ に お い て 単 に 「 管 理 団 体 」 と い う 。 )が 都 道 府 県 で あ る 史
跡 名 勝 天 然 記 念 物 の 管 理 の た め の 計 画 (以 下 こ の 条 並 び に 次 条 第 2項 第 1号 イ 及 び ハ に お
い て「 管 理 計 画 」と い う 。)を 当 該 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 が 定 め て い る 区 域 を 除 く 。以 下
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こ の 項 に お い て「 市 の 特 定 区 域 」と い う 。)内 に お い て 行 わ れ る 場 合 、第 1号 ヌ に 掲 げ る
現 状 変 更 等 を 行 う 動 物 園 又 は 水 族 館 が 市 の 特 定 区 域 内 に 存 す る 場 合 並 び に 同 号 ヲ に 規
定 す る 指 定 区 域 が 市 の 特 定 区 域 内 に 存 す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 市 の 教 育 委 員 会 (当 該
市 が 特 定 地 方 公 共 団 体 で あ る 場 合 に あ つ て は 、当 該 市 の 長 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。))
が 行 う こ と と す る 。  
(1) 次 に 掲 げ る 現 状 変 更 等 (イ か ら チ ま で に 掲 げ る も の に あ つ て は 、史 跡 名 勝 天 然 記 念

物 の 指 定 に 係 る 地 域 内 に お い て 行 わ れ る も の に 限 る 。 )に 係 る 法 第 125条 第 1項 並 び に
同 条 第 3項 に お い て 準 用 す る 法 第 43条 第 3項 及 び 第 4項 の 規 定 に よ る 許 可 及 び そ の 取
消 し 並 び に 停 止 命 令  
イ  小 規 模 建 築 物 (階 数 が2以 下 で 、か つ 、地 階 を 有 し な い 木 造 又 は 鉄 骨 造 の 建 築 物 で

あ つ て 、 建 築 面 積 (増 築 又 は 改 築 に あ つ て は 、 増 築 又 は 改 築 後 の 建 築 面 積 )が 120平
方 メ ー ト ル 以 下 の も の を い う 。ロ に お い て 同 じ 。)で 2年 以 内 の 期 間 を 限 つ て 設 置 さ
れ る も の の 新 築 、 増 築 又 は 改 築  

ロ  小 規 模 建 築 物 の 新 築 、 増 築 又 は 改 築 (増 築 又 は 改 築 に あ つ て は 、 建 築 の 日 か ら 50
年 を 経 過 し て い な い 小 規 模 建 築 物 に 係 る も の に 限 る 。 )で あ つ て 、 指 定 に 係 る 地 域
の 面 積 が 百 五 十 ヘ ク タ ー ル 以 上 で あ る 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 に 係 る 都 市 計 画 法 (昭 和
43年 法 律 第 100号 )第8条 第1項 第 1号 の 第1種 低 層 住 居 専 用 地 域 、第 2種 低 層 住 居 専 用
地 域 又 は 田 園 住 居 地 域 に お け る も の  

ハ  工 作 物 (建 築 物 を 除 く 。 以 下 こ の ハ に お い て 同 じ 。 )の 設 置 若 し く は 改 修 (改 修 に
あ つ て は 、 設 置 の 日 か ら 50年 を 経 過 し て い な い 工 作 物 に 係 る も の に 限 る 。 )又 は 道
路 の 舗 装 若 し く は 修 繕 (そ れ ぞ れ 土 地 の 掘 削 、 盛 土 、 切 土 そ の 他 土 地 の 形 状 の 変 更
を 伴 わ な い も の に 限 る 。 ) 

ニ  法 第115条 第1項 (法 第120条 及 び 第172条 第5項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)に
規 定 す る 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 の 管 理 に 必 要 な 施 設 の 設 置 又 は 改 修  

ホ  電 柱 、電 線 、ガ ス 管 、水 管 、下 水 道 管 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 工 作 物 の 設 置 又 は 改
修  

ヘ  建 築 物 等 の 除 却 (建 築 又 は 設 置 の 日 か ら 50年 を 経 過 し て い な い 建 築 物 等 に 係 る も
の に 限 る 。 ) 

ト  木 竹 の 伐 採 (名 勝 又 は 天 然 記 念 物 の 指 定 に 係 る 木 竹 に つ い て は 、 危 険 防 止 の た め
必 要 な 伐 採 に 限 る 。 ) 

チ  史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 の 保 存 の た め 必 要 な 試 験 材 料 の 採 取  
リ  天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ た 動 物 の 個 体 の 保 護 若 し く は 生 息 状 況 の 調 査 又 は 当 該 動

物 に よ る 人 の 生 命 若 し く は 身 体 に 対 す る 危 害 の 防 止 の た め 必 要 な 捕 獲 及 び 当 該 捕
獲 し た 動 物 の 飼 育 、当 該 捕 獲 し た 動 物 へ の 標 識 若 し く は 発 信 機 の 装 着 又 は 当 該 捕 獲
し た 動 物 の 血 液 そ の 他 の 組 織 の 採 取  
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ヌ  天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ た 動 物 の 動 物 園 又 は 水 族 館 相 互 間 に お け る 譲 受 け 又 は 借
受 け  

ル  天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ た 鳥 類 の 巣 で 電 柱 に 作 ら れ た も の (現 に 繁 殖 の た め に 使 用
さ れ て い る も の を 除 く 。 )の 除 却  

ヲ  イ か ら ル ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 の 指 定 に 係 る 地 域 の う ち
指 定 区 域 (当 該 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 の 管 理 計 画 を 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 (当 該 管 理
計 画 が 市 の 区 域 (管 理 団 体 が 当 該 都 道 府 県 で あ る 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 の 指 定 に 係 る
地 域 内 の 区 域 に 限 る 。 )又 は 町 村 の 区 域 (次 条 第 7項 に 規 定 す る 特 定 認 定 市 町 村 で あ
る 町 村 で あ つ て 同 条 第 2項 に 規 定 す る 事 務 を 行 う こ と と さ れ た も の に あ つ て は 、 管
理 団 体 が 当 該 都 道 府 県 で あ る 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 の 指 定 に 係 る 地 域 内 の 区 域 に 限
る 。 )を 対 象 と す る 場 合 に 限 る 。 )又 は 市 の 教 育 委 員 会 (当 該 管 理 計 画 が 市 の 特 定 区
域 を 対 象 と す る 場 合 に 限 る 。 )が 定 め て い る 区 域 の う ち 当 該 都 道 府 県 又 は 市 の 教 育
委 員 会 の 申 出 に 係 る も の で 、現 状 変 更 等 の 態 様 、頻 度 そ の 他 の 状 況 を 勘 案 し て 文 化
庁 長 官 が 指 定 す る 区 域 を い う 。 )に お け る 現 状 変 更 等  
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ID: 1929   

担当部署 : まちづくり推進課  

処 分 の 概

要 
認 可 地 縁 団 体 の 合 併 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法  第 260条 の39第 3項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第67号  

【基準】 

 法 第260条 の38及 び 第260条 の39の 規 定 に よ る 。  
第260条 の38 認 可 地 縁 団 体 は 、同 一 市 町 村 内 の 他 の 認 可 地 縁 団 体 と 合 併 す る こ と が で き

る 。  
第260条 の39 認 可 地 縁 団 体 が 合 併 し よ う と す る と き は 、総 会 の 決 議 を 経 な け れ ば な ら な

い 。  
2 前 項 の 決 議 は 、 総 構 成 員 の 4分 の 3以 上 の 多 数 を も つ て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

規 約 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
3 合 併 は 、 市 町 村 長 の 認 可 を 受 け な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。  
4 第 260条 の2第2項 及 び 第5項 の 規 定 は 、前 項 の 認 可 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い

て 、 同 条 第 2項 第 1号 中 「 現 に そ の 活 動 を 」 と あ る の は 、「 合 併 し よ う と す る 各 認 可 地 縁
団 体 が 連 携 し て 当 該 目 的 に 資 す る 活 動 を 現 に 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  
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ID: 1931   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 

土 石 の 堆 積 に 関 す る 工 事 完 了 の 確 認 及 び 確 認 済 証 の 交 付 (第 87条 の 2第 1項 に
お い て 市 町 村 の 長 が 処 理 す る こ と と さ れ る 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法
第17条 第 4項 の 適 用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 再 生 特 別 措 置 法  第87条 の 2第1項  

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第22号  

【基準】 

 適 用 す る 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 第 17条 第 4項 の 規 定 に よ る 。  
(完 了 検 査 等) 

第 17条  宅 地 造 成 又 は 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 に つ い て 第 12条 第 1項 の 許 可 を 受 け た 者
は 、当 該 許 可 に 係 る 工 事 を 完 了 し た と き は 、主 務 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 、主 務 省 令 で定
め る と こ ろ に よ り 、 そ の 工 事 が 第 13条 第1項 の 規 定 に 適 合 し て い る か ど う か に つ い て 、
都 道 府 県 知 事 の 検 査 を 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

2 都 道 府 県 知 事 は 、前 項 の 検 査 の 結 果 、工 事 が 第13条 第1項 の 規 定 に 適 合 し て い る と 認 め
た 場 合 に お い て は 、 主 務 省 令 で 定 め る 様 式 の 検 査 済 証 を 第 12条 第 1項 の 許 可 を 受 け た 者
に 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

3 第 15条 第 2項 の 規 定 に よ り 第 12条 第 1項 の 許 可 を 受 け た も の と み な さ れ た 宅 地 造 成 又
は 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 に 係 る 都 市 計 画 法 第36条 第 1項 の 規 定 に よ る 届 出 又 は 同 条 第
2項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 検 査 済 証 は 、当 該 工 事 に 係 る 第 1項 の 規 定 に よ る 申 請 又 は 前
項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 検 査 済 証 と み な す 。  

4 土 石 の 堆 積 に 関 す る 工 事 に つ い て 第 12条 第 1項 の 許 可 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可 に 係 る
工 事 (堆 積 し た 全 て の 土 石 を 除 却 す る も の に 限 る 。)を 完 了 し た と き は 、主 務 省 令 で 定 め
る 期 間 内 に 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、堆 積 さ れ て い た 全 て の 土 石 の 除 却 が 行 わ
れ た か ど う か に つ い て 、 都 道 府 県 知 事 の 確 認 を 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

5 都 道 府 県 知 事 は 、 前 項 の 確 認 の 結 果 、 堆 積 さ れ て い た 全 て の 土 石 が 除 却 さ れ た と 認 め
た 場 合 に お い て は 、 主 務 省 令 で 定 め る 様 式 の 確 認 済 証 を 第 12条 第 1項 の 許 可 を 受 け た 者
に 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 1932   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 

宅 地 造 成 又 は 特 定 盛 土 等 に 関 す る 工 事 の 中 間 検 査 (第 87条 の 2第 1項 に お い て
市 町 村 の 長 が 処 理 す る こ と と さ れ る 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 第 18条
の 適 用 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都 市 再 生 特 別 措 置 法  第87条 の 2第1項  

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第22号  

【基準】 

 適 用 す る 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 第 18条 第 1項 の 規 定 に よ る 。  
 (中 間 検 査) 
第 18条  第 12条 第 1項 の 許 可 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可 に 係 る 宅 地 造 成 又 は 特 定 盛 土 等 (政

令 で 定 め る 規 模 の も の に 限 る 。)に 関 す る 工 事 が 政 令 で 定 め る 工 程 (以 下 こ の 条 に お い て
「 特 定 工 程 」と い う 。)を 含 む 場 合 に お い て 、当 該 特 定 工 程 に 係 る 工 事 を 終 え た と き は 、
そ の 都 度 主 務 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 、主 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、都 道 府 県 知 事 の
検 査 を 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

2 都 道 府 県 知 事 は 、前 項 の 検 査 の 結 果 、当 該 特 定 工 程 に 係 る 工 事 が 第13条 第 1項 の 規 定 に
適 合 し て い る と 認 め た 場 合 に お い て は 、主 務 省 令 で 定 め る 様 式 の 当 該 特 定 工 程 に 係 る中
間 検 査 合 格 証 を 第 12条 第1項 の 許 可 を 受 け た 者 に 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

3 特 定 工 程 ご と に 政 令 で 定 め る 当 該 特 定 工 程 後 の 工 程 に 係 る 工 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る
当 該 特 定 工 程 に 係 る 中 間 検 査 合 格 証 の 交 付 を 受 け た 後 で な け れ ば 、 す る こ と が で き な
い 。  

4 都 道 府 県 は 、第 1項 の 検 査 に つ い て 、宅 地 造 成 又 は 特 定 盛 土 等 に 伴 う 災 害 を 防 止 す るた
め に 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に お い て は 、同 項 の 政 令 で 定 め る 宅 地 造 成 若 し く は 特 定盛
土 等 の 規 模 を 当 該 規 模 未 満 で 条 例 で 定 め る 規 模 と し 、 又 は 特 定 工 程 (当 該 特 定 工 程 後 の
前 項 に 規 定 す る 工 程 を 含 む 。 )と し て 条 例 で 定 め る 工 程 を 追 加 す る こ と が で き る 。  

5 都 道 府 県 知 事 は 、第1項 の 検 査 に お い て 第13条 第 1項 の 規 定 に 適 合 す る こ と を 認 め ら れ
た 特 定 工 程 に 係 る 工 事 に つ い て は 、 前 条 第 1項 の 検 査 に お い て 当 該 工 事 に 係 る 部 分 の 検
査 を す る こ と を 要 し な い 。  
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ID: 1933   

担当部署 : 総務課  

処 分 の 概

要 
開 示 請 求 に 対 す る 決 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律  第82条  

法 令 番 号 平 成15年 法 律 第57号  

【基準】 

 法 第76条 及 び 第78条 か ら 第82条 ま で の 規 定 に よ る 。  
 (開 示 請 求 権) 
第76条  何 人 も 、こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、行 政 機 関 の 長 等 に 対 し 、当 該 行 政 機 関

の 長 等 の 属 す る 行 政 機 関 等 の 保 有 す る 自 己 を 本 人 と す る 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 請 求 す
る こ と が で き る 。  

2 未 成 年 者 若 し く は 成 年 被 後 見 人 の 法 定 代 理 人 又 は 本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 (以 下 こ の
節 に お い て 「 代 理 人 」 と 総 称 す る 。 )は 、 本 人 に 代 わ っ て 前 項 の 規 定 に よ る 開 示 の 請 求
(以 下 こ の 節 及 び 第127条 に お い て 「 開 示 請 求 」 と い う 。 )を す る こ と が で き る 。  

 (保 有 個 人 情 報 の 開 示 義 務 ) 
第78条  行 政 機 関 の 長 等 は 、開 示 請 求 が あ っ た と き は 、開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 に次

の 各 号 に 掲 げ る 情 報 (以 下 こ の 節 に お い て「 不 開 示 情 報 」と い う 。)の い ず れ か が 含 ま れ
て い る 場 合 を 除 き 、 開 示 請 求 者 に 対 し 、 当 該 保 有 個 人 情 報 を 開 示 し な け れ ば な ら な い。 
(1) 開 示 請 求 者 (第 76条 第 2項 の 規 定 に よ り 代 理 人 が 本 人 に 代 わ っ て 開 示 請 求 を す る 場

合 に あ っ て は 、当 該 本 人 を い う 。次 号 及 び 第 3号 、次 条 第 2項 並 び に 第86条 第 1項 に お
い て 同 じ 。 )の 生 命 、 健 康 、 生 活 又 は 財 産 を 害 す る お そ れ が あ る 情 報  

(2) 開 示 請 求 者 以 外 の 個 人 に 関 す る 情 報 (事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事 業 に 関 す る 情 報 を
除 く 。 )で あ っ て 、 当 該 情 報 に 含 ま れ る 氏 名 、 生 年 月 日 そ の 他 の 記 述 等 に よ り 開 示 請
求 者 以 外 の 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で き る も の (他 の 情 報 と 照 合 す る こ と に よ
り 、 開 示 請 求 者 以 外 の 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で き る こ と と な る も の を 含 む 。 )
若 し く は 個 人 識 別 符 号 が 含 ま れ る も の 又 は 開 示 請 求 者 以 外 の 特 定 の 個 人 を 識 別 す る
こ と は で き な い が 、開 示 す る こ と に よ り 、な お 開 示 請 求 者 以 外 の 個 人 の 権 利 利 益 を 害
す る お そ れ が あ る も の 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 除 く 。  
イ  法 令 の 規 定 に よ り 又 は 慣 行 と し て 開 示 請 求 者 が 知 る こ と が で き 、又 は 知 る こ とが

予 定 さ れ て い る 情 報  
ロ  人 の 生 命 、健 康 、生 活 又 は 財 産 を 保 護 す る た め 、開 示 す る こ と が 必 要 で あ る と 認

め ら れ る 情 報  
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ハ  当 該 個 人 が 公 務 員 等 (国 家 公 務 員 法 (昭 和 22年 法 律 第 120号 )第 2条 第 1項 に 規 定 す
る 国 家 公 務 員 (独 立 行 政 法 人 通 則 法 第 2条 第 4項 に 規 定 す る 行 政 執 行 法 人 の 職 員 を 除
く 。 )、 独 立 行 政 法 人 等 の 職 員 、 地 方 公 務 員 法 (昭 和 25年 法 律 第 261号 )第 2条 に 規 定
す る 地 方 公 務 員 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 の 職 員 を い う 。 )で あ る 場 合 に お い て 、 当 該
情 報 が そ の 職 務 の 遂 行 に 係 る 情 報 で あ る と き は 、当 該 情 報 の う ち 、当 該 公 務 員 等 の
職 及 び 当 該 職 務 遂 行 の 内 容 に 係 る 部 分  

(3) 法 人 そ の 他 の 団 体 (国、独 立 行 政 法 人 等 、地 方 公 共 団 体 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 を 除
く 。以 下 こ の 号 に お い て「 法 人 等 」と い う 。)に 関 す る 情 報 又 は 開 示 請 求 者 以 外 の 事 業
を 営 む 個 人 の 当 該 事 業 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も の 。 た だ し 、 人 の 生 命 、
健 康 、生 活 又 は 財 産 を 保 護 す る た め 、開 示 す る こ と が 必 要 で あ る と 認 め ら れ る 情 報 を
除 く 。  
イ  開 示 す る こ と に よ り 、当 該 法 人 等 又 は 当 該 個 人 の 権 利 、競 争 上 の 地 位 そ の 他 正 当

な 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る も の  
ロ  行 政 機 関 等 の 要 請 を 受 け て 、開 示 し な い と の 条 件 で 任 意 に 提 供 さ れ た も の で あ っ

て 、法 人 等 又 は 個 人 に お け る 通 例 と し て 開 示 し な い こ と と さ れ て い る も の そ の 他 の
当 該 条 件 を 付 す る こ と が 当 該 情 報 の 性 質 、当 時 の 状 況 等 に 照 ら し て 合 理 的 で あ る と
認 め ら れ る も の  

(4) 行 政 機 関 の 長 が 第82条 各 項 の 決 定 (以 下 こ の 節 に お い て「 開 示 決 定 等 」と い う 。)を
す る 場 合 に お い て 、開 示 す る こ と に よ り 、国 の 安 全 が 害 さ れ る お そ れ 、他 国 若 し く は
国 際 機 関 と の 信 頼 関 係 が 損 な わ れ る お そ れ 又 は 他 国 若 し く は 国 際 機 関 と の 交 渉 上 不
利 益 を 被 る お そ れ が あ る と 当 該 行 政 機 関 の 長 が 認 め る こ と に つ き 相 当 の 理 由 が あ る
情 報  

(5) 行 政 機 関 の 長 又 は 地 方 公 共 団 体 の 機 関 (都 道 府 県 の 機 関 に 限 る 。 )が 開 示 決 定 等 を
す る 場 合 に お い て 、 開 示 す る こ と に よ り 、 犯 罪 の 予 防 、 鎮 圧 又 は 捜 査 、 公 訴 の 維 持 、
刑 の 執 行 そ の 他 の 公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 当 該 行 政
機 関 の 長 又 は 地 方 公 共 団 体 の 機 関 が 認 め る こ と に つ き 相 当 の 理 由 が あ る 情 報  

(6) 国 の 機 関 、 独 立 行 政 法 人 等 、 地 方 公 共 団 体 及 び 地 方 独 立 行 政 法 人 の 内 部 又 は 相 互
間 に お け る 審 議 、検 討 又 は 協 議 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、開 示 す る こ と に よ り 、率 直 な
意 見 の 交 換 若 し く は 意 思 決 定 の 中 立 性 が 不 当 に 損 な わ れ る お そ れ 、不 当 に 国 民 の 間 に
混 乱 を 生 じ さ せ る お そ れ 又 は 特 定 の 者 に 不 当 に 利 益 を 与 え 若 し く は 不 利 益 を 及 ぼ す
お そ れ が あ る も の  

(7) 国 の 機 関 、 独 立 行 政 法 人 等 、 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 が 行 う 事 務 又 は
事 業 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、開 示 す る こ と に よ り 、次 に 掲 げ る お そ れ そ の 他 当 該 事 務
又 は 事 業 の 性 質 上 、当 該 事 務 又 は 事 業 の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る も の 
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イ  独 立 行 政 法 人 等 、地 方 公 共 団 体 の 機 関 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 が 開 示 決 定 等 を す る
場 合 に お い て 、国 の 安 全 が 害 さ れ る お そ れ 、他 国 若 し く は 国 際 機 関 と の 信 頼 関 係 が
損 な わ れ る お そ れ 又 は 他 国 若 し く は 国 際 機 関 と の 交 渉 上 不 利 益 を 被 る お そ れ  

ロ  独 立 行 政 法 人 等 、地 方 公 共 団 体 の 機 関 (都 道 府 県 の 機 関 を 除 く 。)又 は 地 方 独 立 行
政 法 人 が 開 示 決 定 等 を す る 場 合 に お い て 、犯 罪 の 予 防 、鎮 圧 又 は 捜 査 そ の 他 の 公 共
の 安 全 と 秩 序 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ  

ハ  監 査 、検 査 、取 締 り 、試 験 又 は 租 税 の 賦 課 若 し く は 徴 収 に 係 る 事 務 に 関 し 、正 確
な 事 実 の 把 握 を 困 難 に す る お そ れ 又 は 違 法 若 し く は 不 当 な 行 為 を 容 易 に し 、若 しく
は そ の 発 見 を 困 難 に す る お そ れ  

ニ  契 約 、交 渉 又 は 争 訟 に 係 る 事 務 に 関 し 、国 、独 立 行 政 法 人 等 、地 方 公 共 団 体 又 は
地 方 独 立 行 政 法 人 の 財 産 上 の 利 益 又 は 当 事 者 と し て の 地 位 を 不 当 に 害 す る お そ れ  

ホ  調 査 研 究 に 係 る 事 務 に 関 し 、そ の 公 正 か つ 能 率 的 な 遂 行 を 不 当 に 阻 害 す る お そ れ 
ヘ  人 事 管 理 に 係 る 事 務 に 関 し 、 公 正 か つ 円 滑 な 人 事 の 確 保 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ  
ト  独 立 行 政 法 人 等 、地 方 公 共 団 体 が 経 営 す る 企 業 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 に 係 る 事 業

に 関 し 、 そ の 企 業 経 営 上 の 正 当 な 利 益 を 害 す る お そ れ  
2 地 方 公 共 団 体 の 機 関 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 に つ い て の 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

同 項 中「 掲 げ る 情 報 (」と あ る の は 、「 掲 げ る 情 報 (情 報 公 開 条 例 の 規 定 に よ り 開 示 す る こ
と と さ れ て い る 情 報 と し て 条 例 で 定 め る も の を 除 く 。)又 は 行 政 機 関 情 報 公 開 法 第 5条に
規 定 す る 不 開 示 情 報 に 準 ず る 情 報 で あ っ て 情 報 公 開 条 例 に お い て 開 示 し な い こ と と さ
れ て い る も の の う ち 当 該 情 報 公 開 条 例 と の 整 合 性 を 確 保 す る た め に 不 開 示 と す る 必 要
が あ る も の と し て 条 例 で 定 め る も の (」 と す る 。  

 (部 分 開 示) 
第79条  行 政 機 関 の 長 等 は 、開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 に 不 開 示 情 報 が 含 ま れ て い る 場

合 に お い て 、不 開 示 情 報 に 該 当 す る 部 分 を 容 易 に 区 分 し て 除 く こ と が で き る と き は 、開
示 請 求 者 に 対 し 、 当 該 部 分 を 除 い た 部 分 に つ き 開 示 し な け れ ば な ら な い 。  

2 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 に 前 条 第 1項 第 2号 の 情 報 (開 示 請 求 者 以 外 の 特 定 の 個 人
を 識 別 す る こ と が で き る も の に 限 る 。)が 含 ま れ て い る 場 合 に お い て 、当 該 情 報 の う ち、
氏 名 、生 年 月 日 そ の 他 の 開 示 請 求 者 以 外 の 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で き る こ と とな
る 記 述 等 及 び 個 人 識 別 符 号 の 部 分 を 除 く こ と に よ り 、開 示 し て も 、開 示 請 求 者 以 外 の個
人 の 権 利 利 益 が 害 さ れ る お そ れ が な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 部 分 を 除 い た 部 分 は、
同 号 の 情 報 に 含 ま れ な い も の と み な し て 、 前 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 (裁 量 的 開 示) 
第80条  行 政 機 関 の 長 等 は 、開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 に 不 開 示 情 報 が 含 ま れ て い る 場

合 で あ っ て も 、個 人 の 権 利 利 益 を 保 護 す る た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、開 示 請
求 者 に 対 し 、 当 該 保 有 個 人 情 報 を 開 示 す る こ と が で き る 。  
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 (保 有 個 人 情 報 の 存 否 に 関 す る 情 報 ) 
第81条  開 示 請 求 に 対 し 、当 該 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 が 存 在 し て い る か 否 か を 答 え

る だ け で 、不 開 示 情 報 を 開 示 す る こ と と な る と き は 、行 政 機 関 の 長 等 は 、当 該 保 有 個人
情 報 の 存 否 を 明 ら か に し な い で 、 当 該 開 示 請 求 を 拒 否 す る こ と が で き る 。  

 (開 示 請 求 に 対 す る 措 置 ) 
第82条  行 政 機 関 の 長 等 は 、開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 全 部 又 は 一 部 を 開 示 す る と き

は 、そ の 旨 の 決 定 を し 、開 示 請 求 者 に 対 し 、そ の 旨 、開 示 す る 保 有 個 人 情 報 の 利 用 目 的
及 び 開 示 の 実 施 に 関 し 政 令 で 定 め る 事 項 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ
し 、第 62条 第2号 又 は 第3号 に 該 当 す る 場 合 に お け る 当 該 利 用 目 的 に つ い て は 、こ の 限 り
で な い 。  

2 行 政 機 関 の 長 等 は 、開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 全 部 を 開 示 し な い と き (前 条 の 規 定
に よ り 開 示 請 求 を 拒 否 す る と き 、及 び 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 を 保 有 し て い な いと
き を 含 む 。)は 、開 示 を し な い 旨 の 決 定 を し 、開 示 請 求 者 に 対 し 、そ の 旨 を 書 面 に よ り 通
知 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 

開 示 請 求 が あ っ た 日 か ら30日 以 内 (第83条 第1項 )、施 行 条 例 に 定 め が あ る
場 合 は 、 そ れ に よ る 。  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 5 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1934   

担当部署 : 総務課  

処 分 の 概

要 
訂 正 請 求 に 対 す る 決 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律  第93条  

法 令 番 号 平 成15年 法 律 第57号  

【基準】 

 法 第90条 、 第92条 及 び 第93条 の 規 定 に よ る 。  
 (訂 正 請 求 権) 
第90条  何 人 も 、自 己 を 本 人 と す る 保 有 個 人 情 報 (次 に 掲 げ る も の に 限 る 。第 98条 第1項 に

お い て 同 じ 。)の 内 容 が 事 実 で な い と 思 料 す る と き は 、こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、
当 該 保 有 個 人 情 報 を 保 有 す る 行 政 機 関 の 長 等 に 対 し 、 当 該 保 有 個 人 情 報 の 訂 正 (追 加 又
は 削 除 を 含 む 。以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。)を 請 求 す る こ と が で き る 。た だ し 、当 該 保 有
個 人 情 報 の 訂 正 に 関 し て 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 特 別 の 手 続 が 定 め ら れ て い る と き は 、こ
の 限 り で な い 。  
(1) 開 示 決 定 に 基 づ き 開 示 を 受 け た 保 有 個 人 情 報  
(2) 開 示 決 定 に 係 る 保 有 個 人 情 報 で あ っ て 、第 88条 第1項 の 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 開示

を 受 け た も の  
2 代 理 人 は 、 本 人 に 代 わ っ て 前 項 の 規 定 に よ る 訂 正 の 請 求 (以 下 こ の 節 及 び 第 127条 に お

い て 「 訂 正 請 求 」 と い う 。 )を す る こ と が で き る 。  
3 訂 正 請 求 は 、 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け た 日 か ら90日 以 内 に し な け れ ば な ら な い 。  
 (保 有 個 人 情 報 の 訂 正 義 務 ) 
第92条  行 政 機 関 の 長 等 は 、訂 正 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、当 該 訂 正 請 求 に 理 由 が ある

と 認 め る と き は 、 当 該 訂 正 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 利 用 目 的 の 達 成 に 必 要 な 範 囲 内
で 、 当 該 保 有 個 人 情 報 の 訂 正 を し な け れ ば な ら な い 。  

 (訂 正 請 求 に 対 す る 措 置 ) 
第93条  行 政 機 関 の 長 等 は 、訂 正 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 訂 正 を す る と き は 、そ の 旨の

決 定 を し 、 訂 正 請 求 者 に 対 し 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  
2 行 政 機 関 の 長 等 は 、 訂 正 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 訂 正 を し な い と き は 、 そ の 旨 の 決

定 を し 、 訂 正 請 求 者 に 対 し 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  
 
標 準 処 理 期

間 

訂 正 請 求 が あ っ た 日 か ら30日 以 内 (第94条 第1項 )、施 行 条 例 に 定 め が あ る
場 合 は 、 そ れ に よ る 。  
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備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 5 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1935   

担当部署 : 総務課  

処 分 の 概

要 
利 用 停 止 請 求 に 対 す る 決 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律  第101条  

法 令 番 号 平 成15年 法 律 第57号  

【基準】 

 法 第98条 、 第100条 及 び 第101条 の 規 定 に よ る 。  
 (利 用 停 止 請 求 権) 
第98条  何 人 も 、自 己 を 本 人 と す る 保 有 個 人 情 報 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 思料

す る と き は 、こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 保 有 個 人 情 報 を 保 有 す る 行 政 機 関 の
長 等 に 対 し 、当 該 各 号 に 定 め る 措 置 を 請 求 す る こ と が で き る 。た だ し 、当 該 保 有 個 人情
報 の 利 用 の 停 止 、消 去 又 は 提 供 の 停 止 (以 下 こ の 節 に お い て「 利 用 停 止 」と い う 。)に 関
し て 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 特 別 の 手 続 が 定 め ら れ て い る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
(1) 第 61条 第2項 の 規 定 に 違 反 し て 保 有 さ れ て い る と き 、第 63条 の 規 定 に 違 反 し て 取 り

扱 わ れ て い る と き 、第 64条 の 規 定 に 違 反 し て 取 得 さ れ た も の で あ る と き 、又 は 第 69条
第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 に 違 反 し て 利 用 さ れ て い る と き  当 該 保 有 個 人 情 報 の 利 用 の
停 止 又 は 消 去  

(2)  第 69条 第 1項 及 び 第 2項 又 は 第 71条 第 1項 の 規 定 に 違 反 し て 提 供 さ れ て い る と き  
当 該 保 有 個 人 情 報 の 提 供 の 停 止  

2 代 理 人 は 、 本 人 に 代 わ っ て 前 項 の 規 定 に よ る 利 用 停 止 の 請 求 (以 下 こ の 節 及 び 第 127条
に お い て 「 利 用 停 止 請 求 」 と い う 。 )を す る こ と が で き る 。  

3 利 用 停 止 請 求 は 、保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け た 日 か ら90日 以 内 に し な け れ ば な ら な い 。 
 (保 有 個 人 情 報 の 利 用 停 止 義 務 ) 
第100条  行 政 機 関 の 長 等 は 、 利 用 停 止 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 利 用 停 止 請 求 に

理 由 が あ る と 認 め る と き は 、当 該 行 政 機 関 の 長 等 の 属 す る 行 政 機 関 等 に お け る 個 人 情報
の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た め に 必 要 な 限 度 で 、当 該 利 用 停 止 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情報
の 利 用 停 止 を し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、当 該 保 有 個 人 情 報 の 利 用 停 止 を す る こ とに
よ り 、当 該 保 有 個 人 情 報 の 利 用 目 的 に 係 る 事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 、当 該 事 務 又 は 事 業 の
適 正 な 遂 行 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 こ の 限 り で な い。 

 (利 用 停 止 請 求 に 対 す る 措 置 ) 
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第101条  行 政 機 関 の 長 等 は 、利 用 停 止 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 利 用 停 止 を す る と き は 、
そ の 旨 の 決 定 を し 、利 用 停 止 請 求 者 に 対 し 、そ の 旨 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な
い 。  

2 行 政 機 関 の 長 等 は 、 利 用 停 止 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 利 用 停 止 を し な い と き は 、 そ
の 旨 の 決 定 を し 、利 用 停 止 請 求 者 に 対 し 、そ の 旨 を 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 

 

標 準 処 理 期

間 

利 用 停 止 請 求 が あ っ た 日 か ら 30日 以 内 (第102条 第 1項)、 施 行 条 例 に 定 め
が あ る 場 合 は 、 そ れ に よ る 。  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 5 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1936   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
特 定 法 人 に 対 す る 農 地 等 の 権 利 移 動 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
構 造 改 革 特 別 区 域 法  第24条 第 1項  

法 令 番 号 平 成14年 法 律 第189号  

【基準】 

 法 第24条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
(農 地 法 の 特 例) 

第24条  地 方 公 共 団 体 が 、そ の 区 域 内 に お い て 、農 地 等 (農 地 法(昭 和27年 法 律 第 229号 )第
2条 第 1項 に 規 定 す る 農 地 (同 法 第 43条 第 1項 の 規 定 に よ り 農 作 物 の 栽 培 を 耕 作 に 該 当 す
る も の と み な し て 適 用 す る 同 法 第 2条 第 1項 に 規 定 す る 農 地 を 含 む 。 )又 は 採 草 放 牧 地 を
い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )の 効 率 的 な 利 用 を 図 る 上 で 農 業 の 担 い 手 が 著 し く 不
足 し て お り 、か つ 、従 前 の 措 置 の み に よ っ て は 耕 作 (同 法 第43条 第 1項 の 規 定 に よ り 耕作
に 該 当 す る も の と み な さ れ る 農 作 物 の 栽 培 を 含 む 。 第 3号 及 び 第 4項 に お い て 同 じ 。 )の
目 的 に 供 さ れ て い な い 農 地 等 そ の 他 そ の 効 率 的 な 利 用 を 図 る 必 要 が あ る 農 地 等 の 面 積
が 著 し く 増 加 す る お そ れ が あ る こ と か ら 、 そ の 設 定 す る 構 造 改 革 特 別 区 域 内 に お い て、
農 地 等 の 効 率 的 な 利 用 を 通 じ た 地 域 の 活 性 化 を 図 る た め 同 法 第 2条 第 3項 に 規 定 す る 農
地 所 有 適 格 法 人 以 外 の 法 人 が 農 地 等 の 所 有 権 を 取 得 し て 農 業 経 営 を 行 う こ と が 必 要 で
あ る と 認 め て 内 閣 総 理 大 臣 の 認 定 を 申 請 し 、そ の 認 定 を 受 け た と き は 、当 該 認 定 の 日 以
後 は 、 当 該 構 造 改 革 特 別 区 域 内 に あ る 農 地 等 を 管 轄 す る 農 業 委 員 会 (農 業 委 員 会 等 に 関
す る 法 律 (昭 和 26年 法 律 第88号)第 3条 第1項 た だ し 書 又 は 第 5項 の 規 定 に よ り 農 業 委 員 会
を 置 か な い 市 町 村 に あ っ て は 、 市 町 村 長 。 第 3項 及 び 第 4項 に お い て 同 じ 。 )は 、 当 該 認
定 構 造 改 革 特 別 区 域 計 画 に 定 め ら れ た 別 表 第 14号 に 掲 げ る 事 業 の 実 施 主 体 で あ る 当 該
法 人 の う ち 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の 全 て を 満 た し て い る も の (以 下 こ の 条 及 び 同 表 第 14
号 に お い て 「 特 定 法 人 」 と い う 。 )が 当 該 構 造 改 革 特 別 区 域 内 に あ る 農 地 等 に つ い て 当
該 地 方 公 共 団 体 か ら 所 有 権 を 取 得 し よ う と す る 場 合 に は 、農 地 法 第 3条 第2項 (第2号 及 び
第4号 に 係 る 部 分 に 限 る 。)の 規 定 に か か わ ら ず 、同 条 第1項 の 許 可 を す る こ と が で き る 。 
(1) 当 該 法 人 が 、そ の 農 地 等 の 所 有 権 の 取 得 後 に お い て 第 4項 の 規 定 に よ る 通 知 が 行わ

れ た 場 合 そ の 他 そ の 農 地 等 を 適 正 に 利 用 し て い な い と 当 該 地 方 公 共 団 体 が 認 め た 場
合 に は 当 該 地 方 公 共 団 体 に 対 し 当 該 農 地 等 の 所 有 権 を 移 転 す る 旨 の 書 面 に よ る 契 約
を 当 該 地 方 公 共 団 体 と 締 結 し て い る こ と 。  
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(2) 当 該 法 人 が 地 域 の 農 業 に お け る 他 の 農 業 者 と の 適 切 な 役 割 分 担 の 下 に 継 続 的 か つ
安 定 的 に 農 業 経 営 を 行 う と 見 込 ま れ る こ と 。  

(3) 当 該 法 人 の 業 務 執 行 役 員 等 (農 地 法 第 3条 第 3項 第 3号 に 規 定 す る 業 務 執 行 役 員 等 を
い う 。第 4項 第4号 に お い て 同 じ 。)の う ち 、1人 以 上 の 者 が 当 該 法 人 の 行 う 耕 作 又 は 養
畜 の 事 業 に 常 時 従 事 す る と 認 め ら れ る こ と 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 6 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1937   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
管 理 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律  第5条 の 3第1項  

法 令 番 号 平 成12年 法 律 第149号  

【基準】 

 法 第5条 の 3及 び 第5条 の4の 規 定 に よ る 。  
(管 理 計 画 の 認 定) 

第5条 の 3 管 理 組 合 の 管 理 者 等 は 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 管 理 組 合に
よ る マ ン シ ョ ン の 管 理 に 関 す る 計 画 (以 下「 管 理 計 画 」と い う 。)を 作 成 し 、マ ン シ ョ ン
管 理 適 正 化 推 進 計 画 を 作 成 し た 都 道 府 県 等 の 長 (以 下 「 計 画 作 成 都 道 府 県 知 事 等 」 と い
う 。 )の 認 定 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

2 管 理 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 当 該 マ ン シ ョ ン の 修 繕 そ の 他 の 管 理 の 方 法  
(2) 当 該 マ ン シ ョ ン の 修 繕 そ の 他 の 管 理 に 係 る 資 金 計 画  
(3) 当 該 マ ン シ ョ ン の 管 理 組 合 の 運 営 の 状 況  
(4) そ の 他 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 事 項  
(認 定 基 準) 

第 5条 の4 計 画 作 成 都 道 府 県 知 事 等 は 、 前 条 第 1項 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、
当 該 申 請 に 係 る 管 理 計 画 が 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、そ の 認 定 を する
こ と が で き る 。  
(1) マ ン シ ョ ン の 修 繕 そ の 他 の 管 理 の 方 法 が 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も

の で あ る こ と 。  
(2) 資 金 計 画 が マ ン シ ョ ン の 修 繕 そ の 他 の 管 理 を 確 実 に 遂 行 す る た め 適 切 な も の で あ

る こ と 。  
(3) 管 理 組 合 の 運 営 の 状 況 が 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(4) そ の 他 マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化 指 針 及 び 都 道 府 県 等 マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化 指 針 に 照

ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
 
標 準 処 理 期

間 
30日  
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考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 6 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1938   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
管 理 計 画 の 認 定 の 更 新  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律  第5条 の 6第1項  

法 令 番 号 平 成12年 法 律 第149号  

【基準】 

 法 第5条 の 6の 規 定 に よ る 。  
(認 定 の 更 新) 

第5条 の 6 第5条 の4の 認 定 は 、5年 ご と に そ の 更 新 を 受 け な け れ ば 、そ の 期 間 の 経 過 に よ
っ て 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

2 前 3条 の 規 定 は 、 前 項 の 認 定 の 更 新 に つ い て 準 用 す る 。  
3 第 1項 の 認 定 の 更 新 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 同 項 の 期 間 (以 下 こ の 項 及 び 次 項 に

お い て 「 認 定 の 有 効 期 間 」 と い う 。 )の 満 了 の 日 ま で に そ の 申 請 に 対 す る 処 分 が さ れ な
い と き は 、従 前 の 認 定 は 、認 定 の 有 効 期 間 の 満 了 後 も そ の 処 分 が さ れ る ま で の 間 は 、な
お そ の 効 力 を 有 す る 。  

4 前 項 の 場 合 に お い て 、 認 定 の 更 新 が さ れ た と き は 、 そ の 認 定 の 有 効 期 間 は 、 従 前 の 認
定 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 す る も の と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 6 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1939   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
管 理 計 画 の 変 更 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律  第5条 の 7第1項  

法 令 番 号 平 成12年 法 律 第149号  

【基準】 

 法 第5条 の 7の 規 定 に よ る 。  
(認 定 を 受 け た 管 理 計 画 の 変 更 ) 

第 5条 の 7 認 定 管 理 者 等 は 、 第 5条 の 4の 認 定 を 受 け た 管 理 計 画 の 変 更 (国 土 交 通 省 令 で 定
め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。)を し よ う と す る と き は 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、
計 画 作 成 都 道 府 県 知 事 等 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2 第 5条 の4及 び 第5条 の5の 規 定 は 、 前 項 の 認 定 に つ い て 準 用 す る 。  
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ID: 1942   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
指 定 認 定 事 務 支 援 法 人 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 令  第 1条 第1項  

法 令 番 号 平 成13年 政 令 第238号  

【基準】 

 政 令 第1条 の 規 定 に よ る 。  
(指 定 認 定 事 務 支 援 法 人 の 指 定 ) 

第1条  マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 (以 下「 法 」と い う 。)第5条 の12第
1項 の 規 定 に よ る 指 定 (以 下「 指 定 」と い う 。)は 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、
計 画 作 成 都 道 府 県 等 の 委 託 を 受 け て 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 務 (以 下 「 認 定 支 援 事 務 」 と い
う 。 )を 行 お う と す る 法 人 の 申 請 に よ り 行 う 。  

2 計 画 作 成 都 道 府 県 知 事 等 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か
に 該 当 す る と き は 、 指 定 を し て は な ら な い 。  
(1) 当 該 申 請 を し た 法 人 が 、 認 定 支 援 事 務 の 運 営 に 関 す る 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 基 準

に 従 っ て 認 定 支 援 事 務 を 適 正 に 実 施 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。  
(2) 当 該 申 請 を し た 法 人 が 、法 の 規 定 に よ り 罰 金 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 執 行 を 終 わ り 、

又 は そ の 執 行 を 受 け る こ と が な く な っ た 日 か ら2年 を 経 過 し な い 法 人 で あ る と き 。  
(3) 当 該 申 請 を し た 法 人 が 、第4条 の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 さ れ 、そ の 取 消 し の 日 か

ら2年 を 経 過 し な い 法 人 で あ る と き 。  
(4) 当 該 申 請 を し た 法 人 の 役 員 の う ち に 、 法 の 規 定 に よ り 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を

終 わ り 、 又 は そ の 執 行 を 受 け る こ と が な く な っ た 日 か ら 2年 を 経 過 し な い 者 が あ る と
き 。  
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ID: 1944   

担当部署 : 防災安全課  

処 分 の 概

要 
空 家 等 管 理 活 用 支 援 法 人 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法  第 23条 第1項  

法 令 番 号 平 成26年 法 律 第127号  

【基準】 

 法 第23条 の 規 定 に よ る 。  
(空 家 等 管 理 活 用 支 援 法 人 の 指 定 ) 

第23条  市 町 村 長 は 、 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 (平 成10年 法 律 第 7号 )第2条 第 2項 に 規 定 す る
特 定 非 営 利 活 動 法 人 、一 般 社 団 法 人 若 し く は 一 般 財 団 法 人 又 は 空 家 等 の 管 理 若 し く は活
用 を 図 る 活 動 を 行 う こ と を 目 的 と す る 会 社 で あ っ て 、次 条 各 号 に 掲 げ る 業 務 を 適 正 かつ
確 実 に 行 う こ と が で き る と 認 め ら れ る も の を 、そ の 申 請 に よ り 、空 家 等 管 理 活 用 支 援法
人 (以 下 「 支 援 法 人 」 と い う 。 )と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た と き は 、 当 該 支 援 法 人 の 名 称 又 は 商 号 、 住
所 及 び 事 務 所 又 は 営 業 所 の 所 在 地 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

3 支 援 法 人 は 、 そ の 名 称 若 し く は 商 号 、 住 所 又 は 事 務 所 若 し く は 営 業 所 の 所 在 地 を 変 更
す る と き は 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を 市 町 村 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

4 市 町 村 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 項 を 公 示 し な
け れ ば な ら な い 。  

 
空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 23条  
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ID: 1949   

担当部署 : 会計課  

処 分 の 概

要 
指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
地 方 自 治 法  第 243条 の2第 1項  

法 令 番 号 昭 和22年 法 律 第67号  

【基準】 

 法 第243条 の2第1項 及 び 政 令 第173条 の 規 定 に よ る 。  
(指 定 公 金 事 務 取 扱 者 ) 

第 243条 の 2 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 公 金 の 徴 収 若 し く は 収 納 又 は 支 出 に 関 す る 事 務
(以 下 こ の 条 及 び 次 条 第 1項 に お い て 「 公 金 事 務 」 と い う 。 )を 適 切 か つ 確 実 に 遂 行 す る
こ と が で き る 者 と し て 政 令 で 定 め る 者 の う ち 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 が 総 務 省 令 で
定 め る と こ ろ に よ り 指 定 す る も の に 、こ の 条 か ら 第243条 の2の6ま で の 規 定 の 定 め る と
こ ろ に よ り 、 公 金 事 務 を 委 託 す る こ と が で き る 。  

2 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 委 託 を し た と き は 、 当 該 委 託 を 受 け た 者
(以 下「 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 」と い う 。)の 名 称 、住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地 、指 定 公 金 事
務 取 扱 者 に 委 託 し た 公 金 事 務 に 係 る 歳 入 等 又 は 歳 出 そ の 他 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 告
示 し な け れ ば な ら な い 。  

3 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 は 、 そ の 名 称 、 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地 を 変 更 し よ う と す る と き
は 、総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、あ ら か じ め 、そ の 旨 を 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に届
け 出 な け れ ば な ら な い 。  

4 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ つ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事
項 を 告 示 し な け れ ば な ら な い 。  

5 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 は 、第1項 の 規 定 に よ り 委 託 を 受 け た 公 金 事 務 の 一 部 に つ い て 、公
金 事 務 を 適 切 か つ 確 実 に 遂 行 す る こ と が で き る 者 と し て 政 令 で 定 め る 者 に 委 託 を す る
こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、指 定 公 金 事 務 取 扱 者 は 、あ ら か じ め 、当 該 委 託 に つ
い て 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

6 前 項 の 規 定 に よ り 公 金 事 務 の 一 部 の 委 託 を 受 け た 者 は 、 当 該 委 託 を し た 指 定 公 金 事 務
取 扱 者 の 許 諾 を 得 た 場 合 で あ つ て 、か つ 、公 金 事 務 を 適 切 か つ 確 実 に 遂 行 す る こ と がで
き る 者 と し て 政 令 で 定 め る 者 に 対 し て す る と き に 限 り 、そ の 一 部 の 再 委 託 を す る こ とが
で き る 。こ の 場 合 に お い て 、指 定 公 金 事 務 取 扱 者 は 、あ ら か じ め 、当 該 再 委 託 に つ い て
普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  



law_1949.docx 

 

7 前 項 の 規 定 に よ り 公 金 事 務 の 一 部 の 再 委 託 を 受 け た 者 は 、 当 該 公 金 事 務 の 一 部 の 委 託
を 受 け た 者 と み な し て 、 同 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

8 会 計 管 理 者 は 、 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 に つ い て 、 定 期 及 び 臨 時 に 公 金 事 務 の 状 況 を 検 査
し な け れ ば な ら な い 。  

9 会 計 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 検 査 を し た と き は 、 そ の 結 果 に 基 づ き 、 指 定 公 金 事
務 取 扱 者 に 対 し て 必 要 な 措 置 を 講 ず べ き こ と を 求 め る こ と が で き る 。  

10 監 査 委 員 は 、 第 8項 の 規 定 に よ る 検 査 に つ い て 、 会 計 管 理 者 に 対 し 報 告 を 求 め る こ と
が で き る 。  

 
(指 定 公 金 事 務 取 扱 者 等 の 要 件 ) 

第 173条  地 方 自 治 法 第 243条 の 2第 1項 、 第 5項 及 び 第 6項 (同 条 第 7項 の 規 定 に よ り 適 用 す
る 場 合 を 含 む 。 )に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該
当 す る 者 と す る 。  
(1) 地 方 自 治 法 第 243条 の 2第 1項 に 規 定 す る 公 金 事 務 (次 号 に お い て 「 公 金 事 務 」 と い

う 。 )を 適 切 か つ 確 実 に 遂 行 す る こ と が で き る 財 産 的 基 礎 を 有 す る こ と 。  
(2) そ の 人 的 構 成 等 に 照 ら し て 、 公 金 事 務 を 適 切 か つ 確 実 に 遂 行 す る こ と が で き る 知

識 及 び 経 験 を 有 し 、 か つ 、 十 分 な 社 会 的 信 用 を 有 す る こ と 。  
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ID: 1951   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
実 施 計 画 の 認 定 及 び 変 更 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律  第 43条 第1項 及 び 第 4項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第137号  

【基準】 

 法 第43条 の 規 定 に よ る 。  
(実 施 計 画 の 認 定 等) 

第43条  漁 港 管 理 者 は 、 前 条 第 1項 の 規 定 に よ る 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 当 該
申 請 に 係 る 実 施 計 画 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、その
認 定 を す る も の と す る 。  
(1) 当 該 実 施 計 画 の 内 容 が 当 該 漁 港 の 活 用 推 進 計 画 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  
(2) 当 該 実 施 計 画 の 内 容 が 当 該 漁 港 の 漁 業 上 の 利 用 を 阻 害 す る お そ れ が な い も の で あ

る こ と 。  
(3) 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 当 該 実 施 計 画 の 内 容 が 特 定 漁 港 漁 場 整 備 事 業 の 施 行 又

は 当 該 漁 港 の 利 用 を 著 し く 阻 害 し 、そ の 他 当 該 漁 港 の 保 全 に 著 し く 支 障 を 与 え る お そ
れ が な い も の で あ る こ と 。  

(4) 当 該 実 施 計 画 が 適 正 か つ 確 実 に 実 施 さ れ る と 見 込 ま れ る も の で あ る こ と 。  
2 漁 港 管 理 者 は 、 前 項 の 認 定 を す る と き は 、 あ ら か じ め 、 農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ

に よ り 、 当 該 認 定 を 申 請 し た 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 前 条 第 2項 第 1号 か ら 第 5号 ま で に 掲
げ る 事 項 の 概 要 の 公 告 、縦 覧 そ の 他 の 漁 港 施 設 の 貸 付 け 又 は 漁 港 の 区 域 内 の 水 域 若 しく
は 公 共 空 地 に お け る 水 面 若 し く は 土 地 の 占 用 が 公 正 な 手 続 に 従 つ て さ れ る こ と を 確 保
す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

3 漁 港 管 理 者 は 、第 1項 の 認 定 を し た と き は 、遅 滞 な く 、当 該 認 定 を 受 け た 者 の 氏 名 又は
名 称 、 前 条 第 2項 第 1号 か ら 第 5号 ま で に 掲 げ る 事 項 の 概 要 そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る
事 項 を 公 表 す る と と も に 、同 項 第 2号 に 掲 げ る 漁 港 施 設 の 所 有 者 (当 該 漁 港 管 理 者 で あ る
地 方 公 共 団 体 を 除 く 。 )に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

4 第 1項 の 認 定 を 受 け た 者 (以 下「 認 定 計 画 実 施 者 」と い う 。)は 、当 該 認 定 を 受 け た 実 施
計 画 の 変 更 (農 林 水 産 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。 )を し よ う と す る 場 合 に お い て
は 、 漁 港 管 理 者 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

5 第1項 か ら 第 3項 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 実 施 計 画 の 変 更 の 認 定 に つ い て 準 用
す る 。  
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標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
担 当 部 署 は 商 工 観 光 課 (た だ し ,漁 港 管 理 者 は 県 で あ る た め 裁 可 権 限 は 県 で あ り ,市 は 県 漁

港 管 理 条 例 に 一 部 関 わ る ) 
 
設 定 年 月 日 令 和 6 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1953   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
漁 港 水 面 施 設 運 営 権 に 関 す る 実 施 計 画 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律  第 50条 第1項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第137号  

【基準】 

 法 第50条 及 び 第51条 の 規 定 に よ る 。  
(漁 港 水 面 施 設 運 営 権 に 関 す る 実 施 計 画 に お け る 記 載 事 項 の 追 加 等 ) 

第50条  前 条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 定 め た 活 用 推 進 計 画 が 定 め ら れ た 漁 港 に お い て 、
そ の 実 施 し よ う と す る 漁 港 施 設 等 活 用 事 業 の た め に 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 設 定 を 受 け
よ う と す る 者 は 、 第 42条 第 2項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 定 め た 実 施
計 画 を 作 成 し 、 第 43条 第1項 の 認 定 を 申 請 す る も の と す る 。  
(1) 設 定 を 受 け よ う と す る 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 に 係 る 漁 港 施 設 等 活 用 事 業 の 内 容 及 び

そ の 実 施 期 間  
(2) 設 定 を 受 け よ う と す る 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 水 域  
(3) 設 定 を 受 け よ う と す る 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 存 続 期 間  
(4) 第 2号 に 掲 げ る 水 域 に お い て 活 用 事 業 施 設 を 設 置 し よ う と す る 場 合 に あ つ て は 、当

該 活 用 事 業 施 設 の 種 類 及 び 規 模 そ の 他 の 当 該 活 用 事 業 施 設 の 設 置 に 関 す る 事 項  
(5) 第 3号 に 掲 げ る 存 続 期 間 が 満 了 し た 場 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 水 域 に お い て 漁 港 水

面 施 設 運 営 権 の 設 定 を 受 け な い こ と と な つ た 場 合 に お け る 活 用 事 業 施 設 の 撤 去 の 方
法 そ の 他 の 当 該 水 域 を 原 状 に 回 復 す る た め の 措 置 の 内 容  

(6) 第 1号 の 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 に 係 る 漁 港 施 設 等 活 用 事 業 に 関 す る 資 金 計 画 及 び 収
支 計 画  

2 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 が 定 め ら れ た 実 施 計 画 の 認 定 に つ い て の 第 43条 第 2項 及 び 第 3
項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、同 条 第2項 中「 及 び 」と あ る の は「 並 び に 」と 、「 事 項 」と
あ る の は「 事 項 及 び 第 50条 第 1項 第1号 か ら 第 5号 ま で に 掲 げ る 事 項 」と 、「 又 は 漁 港 」と
あ る の は「 、漁 港 」と 、「 占 用 」と あ る の は「 占 用 又 は 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 設 定 」と 、
同 条 第3項 中「 掲 げ る 事 項 」と あ る の は「 掲 げ る 事 項 及 び 第 50条 第 1項 第 1号 か ら 第5号 ま
で に 掲 げ る 事 項 」 と 、「 同 項 第2号 」 と あ る の は 「 前 条 第 2項 第2号 」 と す る 。  
(欠 格 事 由) 

第51条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 前 条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 定 め た 実 施
計 画 の 認 定 の 申 請 を す る こ と が で き な い 。  
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(1) こ の 法 律 に 規 定 す る 罪 を 犯 し 、 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、 又 は そ の 執 行
を 受 け る こ と が な く な つ た 日 か ら5年 を 経 過 し な い 者  

(2) 第 59条 第 2項 (第 1号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )の 規 定 に よ り
漁 港 水 面 施 設 運 営 権 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら5年 を 経 過 し な い 者  

(3) 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 を 有 す る 者 (以 下「 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 者 」と い う 。)で 法 人 で
あ る も の が 第 59条 第 2項 の 規 定 に よ り 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 を 取 り 消 さ れ た 場 合 に お い
て 、そ の 取 消 し の 日 前 30日 以 内 に 当 該 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 者 の 役 員 で あ つ た 者 で 、そ
の 取 消 し の 日 か ら 5年 を 経 過 し な い も の  

(4) 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 者 で 法 人 で あ る も の が 第 59条 第 2項 の 規 定 に よ り 漁 港 水 面 施
設 運 営 権 を 取 り 消 さ れ た 場 合 に お い て 、そ の 取 消 し の 原 因 と な つ た 事 実 が 発 生 し た 当
時 現 に 当 該 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 者 の 親 会 社 等 (そ の 法 人 の 経 営 を 実 質 的 に 支 配 す る こ
と が 可 能 と な る 関 係 に あ る 法 人 と し て 政 令 で 定 め る も の を い う 。 第 8号 に お い て 同
じ 。 )で あ つ た 法 人 で 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 5年 を 経 過 し な い も の  

(5) 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 (平 成 3年 法 律 第 77号 )第 2条 第 6
号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 同 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 で な く な つ た 日 か ら 5年 を 経 過 し
な い 者 (第7号 に お い て 「 暴 力 団 員 等 」 と い う 。 ) 

(6) 法 人 で あ つ て 、 そ の 業 務 を 行 う 役 員 の う ち に 第 1号 か ら 第 3号 ま で 又 は 前 号 の い ず
れ か に 該 当 す る 者 が あ る も の  

(7) 暴 力 団 員 等 が そ の 事 業 活 動 を 支 配 す る 者  
(8) 法 人 で あ つ て 、 そ の 者 の 親 会 社 等 が 前 各 号 (第 3号 及 び 第 5号 を 除 く 。 )の い ず れ か

に 該 当 す る も の  
 
標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
担 当 部 署 は 商 工 観 光 課 (た だ し ,漁 港 管 理 者 は 県 で あ る た め 裁 可 権 限 は 県 で あ り ,市 は 県 漁

港 管 理 条 例 に 一 部 関 わ る ) 
 
設 定 年 月 日 令 和 6 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1954   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 移 転 の 許 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律  第 55条 第2項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第137号  

【基準】 

 法 第55条 の 規 定 に よ る 。  
(処 分 の 制 限 等) 

第55条  漁 港 水 面 施 設 運 営 権 は 、 分 割 し 、 又 は 併 合 す る こ と が で き な い 。  
2 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 移 転 を し よ う と す る と き は 、 当 該 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 移 転 を

受 け よ う と す る 者 は 、 漁 港 管 理 者 に 申 請 し て 、 そ の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
3 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を し よ う と す る 者 は 、 農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 移

転 を 受 け よ う と す る 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 に 係 る 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 者 の 氏 名 又 は 名 称
及 び 第 52条 第 2項 各 号 に 掲 げ る 事 項 並 び に 当 該 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 に 係 る 漁 港 施 設 等 活
用 事 業 に 関 す る 資 金 計 画 及 び 収 支 計 画 を 記 載 し た 申 請 書 を 、漁 港 管 理 者 に 提 出 し な けれ
ば な ら な い 。  

4 漁 港 管 理 者 は 、第 2項 の 許 可 を 行 お う と す る と き は 、次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る か どう
か を 審 査 し て 、 こ れ を し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 当 該 許 可 を 申 請 し た 者 が 第51条 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。  
(2) 当 該 許 可 を 申 請 し た 者 が 、 当 該 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 に 係 る 漁 港 施 設 等 活 用 事 業 を

移 転 前 の 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 者 が 認 定 を 受 け た 実 施 計 画 (第 50条 第 1項 第 1号 か ら 第 5
号 ま で に 掲 げ る 事 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。以 下「 移 転 前 認 定 計 画 」と い う 。)並 び に 前 項
に 規 定 す る 資 金 計 画 及 び 収 支 計 画 に 従 つ て 適 正 か つ 確 実 に 実 施 で き る と 認 め ら れ る
こ と 。  

(3) 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 移 転 が 活 用 推 進 計 画 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  
5 漁 港 管 理 者 は 、第 2項 の 許 可 を す る と き は 、あ ら か じ め 、農 林 水 産 省 令 で 定 め る と ころ

に よ り 、当 該 許 可 を 申 請 し た 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 移 転 前 認 定 計 画 の 概 要 の 公 告 、縦 覧
そ の 他 の 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 移 転 が 公 正 な 手 続 に 従 つ て さ れ る こ と を 確 保 す る た め
に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

6 漁 港 管 理 者 は 、第 2項 の 許 可 を し た と き は 、遅 滞 な く 、当 該 許 可 を 受 け た 者 の 氏 名 又は
名 称 、移 転 前 認 定 計 画 の 概 要 そ の 他 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項 を 公 表 し な け れ ば な らな
い 。  
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7 抵 当 権 の 設 定 が 登 録 さ れ て い る 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 に つ い て は 、 そ の 抵 当 権 者 の 同 意
が な け れ ば 、 こ れ を 放 棄 す る こ と が で き な い 。  

8 第 2項 の 許 可 を 受 け な い で 、又 は 前 項 の 同 意 を 得 な い で し た 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 移 転
又 は 放 棄 は 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
担 当 部 署 は 商 工 観 光 課 (た だ し ,漁 港 管 理 者 は 県 で あ る た め 裁 可 権 限 は 県 で あ り ,市 は 県 漁

港 管 理 条 例 に 一 部 関 わ る ) 
 
設 定 年 月 日 令 和 6 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1955   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 存 続 期 間 の 更 新  

法 令 名 

根 拠 条 項 
漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律  第 57条 第3項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第137号  

【基準】 

 法 第57条 の 規 定 に よ る 。  
(漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 存 続 期 間 ) 

第57条  漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 存 続 期 間 は 、 10年 以 内 と す る 。  
2 前 項 の 存 続 期 間 は 、 そ の 満 了 の 際 、 農 林 水 産 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 申 請 に よ り

更 新 す る こ と が で き る 。た だ し、そ の 期 間 は 、更 新 の 時 か ら10年 を 超 え る こ と が で き な
い 。  

3 漁 港 管 理 者 は 、 前 項 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 す る と
き は 、 漁 港 水 面 施 設 運 営 権 の 存 続 期 間 の 更 新 を す る も の と す る 。  
(1) そ の 申 請 を 行 つ た 者 が 第51条 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。  
(2) 当 該 更 新 後 の 存 続 期 間 の 末 日 が 第 50条 第 1項 第 1号 に 規 定 す る 漁 港 水 面 施 設 運 営 権

に 係 る 漁 港 施 設 等 活 用 事 業 の 実 施 期 間 の 末 日 以 前 で あ る こ と そ の 他 漁 港 水 面 施 設 運
営 権 の 存 続 期 間 の 更 新 が 認 定 計 画 の 内 容 に 照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
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担 当 部 署 は 商 工 観 光 課 (た だ し ,漁 港 管 理 者 は 県 で あ る た め 裁 可 権 限 は 県 で あ り ,市 は 県 漁

港 管 理 条 例 に 一 部 関 わ る ) 
 
設 定 年 月 日 令 和 6 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  

 



law_1957.docx 

 

ID: 1957   

担当部署 : 商工観光課  

処 分 の 概

要 
漁 港 協 力 団 体 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律  第 61条 第1項  

法 令 番 号 昭 和25年 法 律 第137号  

【基準】 

 法 第61条 、 第62条 及 び 省 令 第48条 の 規 定 に よ る 。  
(漁 港 協 力 団 体 の 指 定 ) 

第61条  漁 港 管 理 者 は 、次 条 に 規 定 す る 業 務 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で き る と 認 め ら
れ る 法 人 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の と し て 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 団 体 を 、 そ の 申 請 に よ
り 、 漁 港 協 力 団 体 と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

2 漁 港 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た と き は 、 当 該 漁 港 協 力 団 体 の 名 称 、 住 所
及 び 事 務 所 の 所 在 地 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

3 漁 港 協 力 団 体 は 、そ の 名 称 、住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地 を 変 更 す る と き は 、あ ら か じ め 、
そ の 旨 を 漁 港 管 理 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

4 漁 港 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ つ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 項 を 公 示 し
な け れ ば な ら な い 。  
(漁 港 協 力 団 体 の 業 務 ) 

第62条  漁 港 協 力 団 体 は 、当 該 漁 港 協 力 団 体 を 指 定 し た 漁 港 管 理 者 が 管 理 す る 漁 港 に つ い
て 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う も の と す る 。  
(1) 漁 港 管 理 者 に 協 力 し て 、 漁 港 環 境 整 備 施 設 そ の 他 の 漁 港 施 設 の 維 持 若 し く は 保 全

又 は 漁 港 の 区 域 内 の 水 域 若 し く は 公 共 空 地 の 漂 流 物 の 除 去 そ の 他 の 保 全 を 行 う こ と 。 
(2) 漁 港 の 維 持 管 理 若 し く は そ の 活 用 の 促 進 (以 下 こ の 条 に お い て 「 漁 港 の 維 持 管 理

等 」 と い う 。 )又 は 漁 港 の 発 展 に 関 す る 情 報 又 は 資 料 を 収 集 し 、 及 び 提 供 す る こ と 。  
(3) 漁 港 の 維 持 管 理 等 又 は 漁 港 の 発 展 に 関 す る 調 査 研 究 を 行 う こ と 。  
(4) 漁 港 の 維 持 管 理 等 又 は 漁 港 の 発 展 に 関 す る 知 識 の 普 及 及 び 啓 発 を 行 う こ と 。  
(5) 前 各 号 に 掲 げ る 業 務 に 附 帯 す る 業 務 を 行 う こ と 。  

 
(漁 港 協 力 団 体 と し て 指 定 す る こ と が で き る 法 人 に 準 ず る 団 体 ) 

第48条  法 第 61条 第1項 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 団 体 は 、法 人 で な い 団 体 で あ つ て 、事 務
所 の 所 在 地 、構 成 員 の 資 格 、代 表 者 の 選 任 方 法 、総 会 の 運 営 、会 計 に 関 す る 事 項 そ の 他
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当 該 団 体 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 を 内 容 と す る 規 約 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の を 有
し て い る も の と す る 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
担 当 部 署 は 商 工 観 光 課 (た だ し ,漁 港 管 理 者 は 県 で あ る た め 裁 可 権 限 は 県 で あ り ,市 は 県 漁

港 管 理 条 例 に 一 部 関 わ る ) 
 
設 定 年 月 日 令 和 6 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1960   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
熱 中 症 対 策 普 及 団 体 の 指 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
気 候 変 動 適 応 法  第 23条 第1項  

法 令 番 号 平 成30年 法 律 第50号  

【基準】 

 法 第23条 第1項 、 第2項 、 省 令 第6条 及 び 第 9条 の 規 定 に よ る 。  
(熱 中 症 対 策 普 及 団 体 ) 

第23条  市 町 村 長 は 、 一 般 社 団 法 人 又 は 一 般 財 団 法 人 、 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 (平 成 10年
法 律 第 7号 )第 2条 第 2項 に 規 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 そ の 他 環 境 省 令 で 定 め る 法 人 で
あ っ て 、第 3項 各 号 に 掲 げ る 事 業 (以 下 こ の 条 に お い て「 熱 中 症 対 策 普 及 事 業 」と い う 。)
に 関 し 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る と 認 め ら れ る も の を 、そ の 申 請 に よ り 、熱 中 症 対 策 普
及 団 体 (以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て「 普 及 団 体 」と い う 。)と し て 指 定 す る こ と が で き
る 。  
(1) 職 員 、 業 務 の 方 法 そ の 他 の 事 項 に つ い て の 熱 中 症 対 策 普 及 事 業 の 実 施 に 関 す る 計

画 が 適 正 な も の で あ り 、か つ、そ の 計 画 を 確 実 に 遂 行 す る に 足 り る 経 理 的 及 び 技 術 的
な 基 礎 を 有 す る と 認 め ら れ る こ と 。  

(2) 個 人 に 関 す る 情 報 の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た め の 措 置 そ の 他 熱 中 症 対 策 普 及 事
業 を 適 正 か つ 確 実 に 実 施 す る た め に 必 要 な 措 置 と し て 環 境 省 令 で 定 め る 措 置 が 講 じ
ら れ て い る こ と 。  

(3) 熱 中 症 対 策 普 及 事 業 以 外 の 事 業 を 行 っ て い る 場 合 に は 、 そ の 事 業 を 行 う こ と に よ
っ て 熱 中 症 対 策 普 及 事 業 の 適 正 か つ 確 実 な 実 施 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い も の で
あ る こ と 。  

(4) 前 3号 に 定 め る も の の ほ か 、熱 中 症 対 策 普 及 事 業 を 適 正 か つ 確 実 に 実 施 す る こ と が
で き る と 認 め ら れ る こ と 。  

2 市 町 村 長 は 、 前 項 の 申 請 を し た 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 同 項 の
規 定 に よ る 指 定 を し て は な ら な い 。  
(1) 第 6項 の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し の 日 か ら 2年 を 経 過 し な い 者 で

あ る こ と 。  
(2) そ の 役 員 の う ち に 、 こ の 法 律 に 規 定 す る 罪 を 犯 し て 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終

わ り 、 又 は そ の 執 行 を 受 け な く な っ た 日 か ら 2年 を 経 過 し な い 者 が あ る こ と 。  
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(熱 中 症 対 策 普 及 団 体 と し て 指 定 を 受 け る こ と が で き る 法 人 ) 
第 6条  法 第 23条 第 1項 の 環 境 省 令 で 定 め る 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 (昭 和 26年 法 律 第 45号 )第

22条 に 規 定 す る 社 会 福 祉 法 人 及 び 会 社 と す る 。  
(個 人 に 関 す る 情 報 の 取 扱 い ) 

第9条  法 第 23条 第1項 第2号 の 環 境 省 令 で 定 め る 措 置 は 、 次 の と お り と す る 。  
(1) 個 人 に 関 す る 情 報 の 適 正 な 取 扱 い の 方 法 そ の 他 熱 中 症 対 策 普 及 事 業 の 適 正 か つ 確

実 な 実 施 の 方 法 を 具 体 的 に 定 め た 実 施 要 領 を 策 定 す る こ と 。  
(2) 個 人 に 関 す る 情 報 の 適 正 な 取 扱 い そ の 他 熱 中 症 対 策 普 及 事 業 の 適 正 か つ 確 実 な 実

施 の た め の 研 修 の 計 画 を 策 定 し 、こ れ に 基 づ い て 熱 中 症 対 策 普 及 事 業 従 事 職 員 に 対 し
て 研 修 を 実 施 す る こ と 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 6 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 1963   

担当部署 : 担当部署未定  

処 分 の 概

要 
熱 中 症 対 策 普 及 団 体 の 名 称 等 の 変 更  

法 令 名 

根 拠 条 項 
気 候 変 動 適 応 法 施 行 規 則  第8条 第 1項  

法 令 番 号 令 和6年 環 境 省 令 第 2号  

【基準】 

 省 令 第8条 の 規 定 に よ る 。  
(名 称 等 の 変 更) 

第8条  熱 中 症 対 策 普 及 団 体 (次 項 に お い て「 普 及 団 体 」と い う 。)は 、前 条 第1項 各 号 に 掲
げ る 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、あ ら か じ め 変 更 し よ う と す る 事 項 を 記 載 し た 申請
書 を 市 町 村 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 普 及 団 体 は 、前 条 第2項 各 号 に 掲 げ る 書 類 の 内 容 に 変 更 が あ っ た と き は 、そ の 変 更 に 係
る 書 類 を 市 町 村 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
15日  

備

考 
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設 定 年 月 日 令 和 6 年 4 月 1 日  最終変更年月日  年   月   日  
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ID: 3001   

担当部署 : まちづくり推進課  

処 分 の 概

要 

設 立 の 認 証 (2以 上 の 市 町 村 の 区 域 内 に 事 務 所 を 設 置 す る 特 定 非 営 利 活 動 法
人 に 係 る も の を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 定 非 営 利 活 動 促 進 法  第10条 第1項  

法 令 番 号 平 成10年 法 律 第7号  

【基準】 

 法 第10条 及 び 第12条 の 規 定 に よ る 。  
(設 立 の 認 証) 

第10条  特 定 非 営 利 活 動 法 人 を 設 立 し よ う と す る 者 は 、都 道 府 県 又 は 指 定 都 市 の 条 例 で 定
め る と こ ろ に よ り 、次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し た 申 請 書 を 所 轄 庁 に 提 出 し て 、設 立 の 認 証
を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
(1) 定 款  
(2) 役 員 に 係 る 次 に 掲 げ る 書 類  

イ  役 員 名 簿 (役 員 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 並 び に 各 役 員 に つ い て の 報 酬 の 有 無 を 記
載 し た 名 簿 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 

ロ  各 役 員 が 第 20条 各 号 に 該 当 し な い こ と 及 び 第 21条 の 規 定 に 違 反 し な い こ と を 誓
約 し 、 並 び に 就 任 を 承 諾 す る 書 面 の 謄 本  

ハ  各 役 員 の 住 所 又 は 居 所 を 証 す る 書 面 と し て 都 道 府 県 又 は 指 定 都 市 の 条 例 で 定 め
る も の  

(3) 社 員 の う ち 10人 以 上 の 者 の 氏 名 (法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 )及
び 住 所 又 は 居 所 を 記 載 し た 書 面  

(4) 第 2条 第 2項 第 2号 及 び 第 12条 第 1項 第 3号 に 該 当 す る こ と を 確 認 し た こ と を 示 す 書
面  

(5) 設 立 趣 旨 書  
(6) 設 立 に つ い て の 意 思 の 決 定 を 証 す る 議 事 録 の 謄 本  
(7) 設 立 当 初 の 事 業 年 度 及 び 翌 事 業 年 度 の 事 業 計 画 書  
(8) 設 立 当 初 の 事 業 年 度 及 び 翌 事 業 年 度 の 活 動 予 算 書 (そ の 行 う 活 動 に 係 る 事 業 の 収

益 及 び 費 用 の 見 込 み を 記 載 し た 書 類 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 
2 所 轄 庁 は 、 前 項 の 認 証 の 申 請 が あ っ た 場 合 に は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 及 び 次 に 掲 げ る 事

項 を イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 内 閣 府 令 で 定 め る 方 法 に よ り 公 表 す る と と も に 、同
項 第1号 、 第 2号 イ 、 第 5号 、 第 7号 及 び 第8号 に 掲 げ る 書 類 (同 項 第2号 イ に 掲 げ る 書 類 に
つ い て は 、こ れ に 記 載 さ れ た 事 項 中 、役 員 の 住 所 又 は 居 所 に 係 る 記 載 の 部 分 を 除 い た も
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の 。 第 2号 に お い て 「 特 定 添 付 書 類 」 と い う 。 )を 、 申 請 書 を 受 理 し た 日 か ら 2週 間 、 そ
の 指 定 し た 場 所 に お い て 公 衆 の 縦 覧 に 供 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 申 請 の あ っ た 年 月 日  
(2) 特 定 添 付 書 類 に 記 載 さ れ た 事 項  

3 前 項 の 規 定 に よ る 公 表 は 、 第 12条 第 1項 の 規 定 に よ る 認 証 又 は 不 認 証 の 決 定 が さ れ る
ま で の 間 、 行 う も の と す る 。  

4 第 1項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 申 請 書 又 は 当 該 申 請 書 に 添 付 さ れ た 同 項 各 号 に 掲 げ る
書 類 に 不 備 が あ る と き は 、当 該 申 請 を し た 者 は 、当 該 不 備 が 都 道 府 県 又 は 指 定 都 市 の 条
例 で 定 め る 軽 微 な も の で あ る 場 合 に 限 り 、こ れ を 補 正 す る こ と が で き る 。た だ し 、所轄
庁 が 当 該 申 請 書 を 受 理 し た 日 か ら1週 間 を 経 過 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
(認 証 の 基 準 等) 

第12条  所 轄 庁 は 、第 10条 第 1項 の 認 証 の 申 請 が 次 の 各 号 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、そ
の 設 立 を 認 証 し な け れ ば な ら な い 。  
(1) 設 立 の 手 続 並 び に 申 請 書 及 び 定 款 の 内 容 が 法 令 の 規 定 に 適 合 し て い る こ と 。  
(2) 当 該 申 請 に 係 る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 が 第 2条 第 2項 に 規 定 す る 団 体 に 該 当 す る も の

で あ る こ と 。  
(3) 当 該 申 請 に 係 る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 が 次 に 掲 げ る 団 体 に 該 当 し な い も の で あ る こ

と 。  
イ  暴 力 団 (暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 (平 成 3年 法 律 第 77号 )

第2条 第 2号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。以 下 こ の 号 及 び 第47条 第6号 に お い て 同 じ 。) 
ロ  暴 力 団 又 は そ の 構 成 員 (暴 力 団 の 構 成 団 体 の 構 成 員 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て

同 じ 。 )若 し く は 暴 力 団 の 構 成 員 で な く な っ た 日 か ら 5年 を 経 過 し な い 者 (以 下 「 暴
力 団 の 構 成 員 等 」 と い う 。 )の 統 制 の 下 に あ る 団 体  

(4) 当 該 申 請 に 係 る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 が 10人 以 上 の 社 員 を 有 す る も の で あ る こ と 。  
2 前 項 の 規 定 に よ る 認 証 又 は 不 認 証 の 決 定 は 、正 当 な 理 由 が な い 限 り 、第 10条 第2項 の 期

間 を 経 過 し た 日 か ら 2月 (都 道 府 県 又 は 指 定 都 市 の 条 例 で こ れ よ り 短 い 期 間 を 定 め た と
き は 、 当 該 期 間 )以 内 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

3 所 轄 庁 は 、第 1項 の 規 定 に よ り 認 証 の 決 定 を し た と き は そ の 旨 を 、同 項 の 規 定 に よ り不
認 証 の 決 定 を し た と き は そ の 旨 及 び そ の 理 由 を 、 当 該 申 請 を し た 者 に 対 し 、 速 や か に、
書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 
標 準 処 理 期

間 
2月 (第12条 第 2項) 
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ID: 3003   

担当部署 : まちづくり推進課  

処 分 の 概

要 
定 款 の 変 更 の 認 証  

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 定 非 営 利 活 動 促 進 法  第25条 第3項  

法 令 番 号 平 成10年 法 律 第7号  

【基準】 

 法 第25条 第3項 の 規 定 に よ る 。  
(定 款 の 変 更) 

第25条  定 款 の 変 更 は 、定 款 で 定 め る と こ ろ に よ り 、社 員 総 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な らな
い 。  

2 前 項 の 議 決 は 、社 員 総 数 の2分 の 1以 上 が 出 席 し 、そ の 出 席 者 の 4分 の 3以 上 の 多 数 を も
っ て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 定 款 に 特 別 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い。 

3 定 款 の 変 更 (第 11条 第 1項 第 1号 か ら 第 3号 ま で 、 第 4号 (所 轄 庁 の 変 更 を 伴 う も の に 限
る 。 )、 第 5号 、 第 6号 (役 員 の 定 数 に 係 る も の を 除 く 。 )、 第 7号 、 第 11号 、 第 12号 (残 余
財 産 の 帰 属 す べ き 者 に 係 る も の に 限 る 。 )又 は 第 13号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 変 更 を 含 む も
の に 限 る 。 )は 、 所 轄 庁 の 認 証 を 受 け な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。  

4 特 定 非 営 利 活 動 法 人 は 、 前 項 の 認 証 を 受 け よ う と す る と き は 、 都 道 府 県 又 は 指 定 都 市
の 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 定 款 の 変 更 を 議 決 し た 社 員 総 会 の 議 事 録 の 謄 本 及び
変 更 後 の 定 款 を 添 付 し た 申 請 書 を 、所 轄 庁 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い
て 、 当 該 定 款 の 変 更 が 第 11条 第 1項 第 3号 又 は 第 11号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 変 更 を 含 む も
の で あ る と き は 、当 該 定 款 の 変 更 の 日 の 属 す る 事 業 年 度 及 び 翌 事 業 年 度 の 事 業 計 画 書及
び 活 動 予 算 書 を 併 せ て 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

5 第 10条 第2項 か ら 第 4項 ま で 及 び 第 12条 の 規 定 は 、 第3項 の 認 証 に つ い て 準 用 す る 。  
6 特 定 非 営 利 活 動 法 人 は 、 定 款 の 変 更 (第 3項 の 規 定 に よ り 所 轄 庁 の 認 証 を 受 け な け れ ば

な ら な い 事 項 に 係 る も の を 除 く 。 )を し た と き は 、 都 道 府 県 又 は 指 定 都 市 の 条 例 で 定 め
る と こ ろ に よ り 、遅 滞 な く 、当 該 定 款 の 変 更 を 議 決 し た 社 員 総 会 の 議 事 録 の 謄 本 及 び 変
更 後 の 定 款 を 添 え て 、 そ の 旨 を 所 轄 庁 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

7 特 定 非 営 利 活 動 法 人 は 、 定 款 の 変 更 に 係 る 登 記 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 当 該 登 記 を
し た こ と を 証 す る 登 記 事 項 証 明 書 を 所 轄 庁 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 3004   

担当部署 : まちづくり推進課  

処 分 の 概

要 
解 散 の 認 定  

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 定 非 営 利 活 動 促 進 法  第31条 第2項  

法 令 番 号 平 成10年 法 律 第7号  

【基準】 

 法 第31条 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (解 散 事 由) 
第31条  特 定 非 営 利 活 動 法 人 は 、 次 に 掲 げ る 事 由 に よ っ て 解 散 す る 。  

(1) 社 員 総 会 の 決 議  
(2) 定 款 で 定 め た 解 散 事 由 の 発 生  
(3) 目 的 と す る 特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 の 成 功 の 不 能  
(4) 社 員 の 欠 亡  
(5) 合 併  
(6) 破 産 手 続 開 始 の 決 定  
(7) 第 43条 の 規 定 に よ る 設 立 の 認 証 の 取 消 し  

2 前 項 第 3号 に 掲 げ る 事 由 に よ る 解 散 は 、所 轄 庁 の 認 定 が な け れ ば 、そ の 効 力 を 生 じ な い 。 
3 特 定 非 営 利 活 動 法 人 は 、 前 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る と き は 、 第 1項 第3号 に 掲 げ る 事

由 を 証 す る 書 面 を 、 所 轄 庁 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
4 清 算 人 は 、第 1項 第 1号 、第2号 、第4号 又 は 第6号 に 掲 げ る 事 由 に よ っ て 解 散 し た 場 合に

は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 所 轄 庁 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  
 

標 準 処 理 期
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ID: 3005   

担当部署 : まちづくり推進課  

処 分 の 概

要 
残 余 財 産 の 譲 渡 の 認 証  

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 定 非 営 利 活 動 促 進 法  第32条 第2項  

法 令 番 号 平 成10年 法 律 第7号  

【基準】 

 法 第32条 第2項 の 規 定 に よ る 。  
 (残 余 財 産 の 帰 属) 
第32条  解 散 し た 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 残 余 財 産 は 、合 併 及 び 破 産 手 続 開 始 の 決 定 に よ る

解 散 の 場 合 を 除 き 、所 轄 庁 に 対 す る 清 算 結 了 の 届 出 の 時 に お い て 、定 款 で 定 め る と こ ろ
に よ り 、 そ の 帰 属 す べ き 者 に 帰 属 す る 。  

2 定 款 に 残 余 財 産 の 帰 属 す べ き 者 に 関 す る 規 定 が な い と き は 、 清 算 人 は 、 所 轄 庁 の 認 証
を 得 て 、 そ の 財 産 を 国 又 は 地 方 公 共 団 体 に 譲 渡 す る こ と が で き る 。  

3 前 2項 の 規 定 に よ り 処 分 さ れ な い 財 産 は 、 国 庫 に 帰 属 す る 。  
 

標 準 処 理 期
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ID: 3006   

担当部署 : まちづくり推進課  

処 分 の 概

要 
合 併 の 認 証  

法 令 名 

根 拠 条 項 
特 定 非 営 利 活 動 促 進 法  第34条 第3項  

法 令 番 号 平 成10年 法 律 第7号  

【基準】 

 法 第34条 第3項 の 規 定 に よ る 。  
 (合 併 手 続) 
第34条  特 定 非 営 利 活 動 法 人 が 合 併 す る に は 、 社 員 総 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。  
2 前 項 の 議 決 は 、 社 員 総 数 の 4分 の 3以 上 の 多 数 を も っ て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

定 款 に 特 別 の 定 め が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  
3 合 併 は 、 所 轄 庁 の 認 証 を 受 け な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。  
4 特 定 非 営 利 活 動 法 人 は 、前 項 の 認 証 を 受 け よ う と す る と き は 、第1項 の 議 決 を し た 社 員

総 会 の 議 事 録 の 謄 本 を 添 付 し た 申 請 書 を 、 所 轄 庁 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
5 第 10条 及 び 第12条 の 規 定 は 、 第 3項 の 認 証 に つ い て 準 用 す る 。  
 

標 準 処 理 期

間 
2月  

備

考 
 



law_3006.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 26 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_3014.docx 

 

ID: 3014   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
個 人 施 行 者 の 防 災 街 区 整 備 事 業 の 施 行 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
密 集 市 街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 122条 第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 49号  

【基準】 

 法 第122条 第1項 及 び 第127条 の 規 定 に よ る 。  
(施 行 の 認 可) 

第 122条  第 119条 第 1項 の 規 定 に よ り 防 災 街 区 整 備 事 業 を 施 行 し よ う と す る 者 は 、 1人 で
施 行 し よ う と す る 者 に あ っ て は 規 準 及 び 事 業 計 画 を 定 め 、数 人 共 同 し て 施 行 し よ う とす
る 者 に あ っ て は 規 約 及 び 事 業 計 画 を 定 め 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 防
災 街 区 整 備 事 業 の 施 行 に つ い て 都 道 府 県 知 事 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
(施 行 の 認 可 の 基 準) 

第 127条  都 道 府 県 知 事 は 、 第 122条 第 1項 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い
て 、次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い と 認 め る と き は 、そ の 認 可 を し な け れ ば な ら な い 。 
(1) 申 請 手 続 が 法 令 に 違 反 し て い る こ と 。  
(2) 規 準 若 し く は 規 約 又 は 事 業 計 画 の 決 定 手 続 又 は 内 容 が 法 令 に 違 反 し て い る こ と 。  
(3) 施 行 地 区 が 、 施 行 区 域 の 内 外 に わ た っ て い る こ と 。  
(4) 事 業 計 画 の 内 容 が 施 行 地 区 内 の 土 地 に 係 る 都 市 計 画 に 適 合 せ ず 、 又 は 事 業 施 行 期

間 が 適 切 で な い こ と 。  
(5) 当 該 防 災 街 区 整 備 事 業 を 遂 行 す る た め に 必 要 な 経 済 的 基 礎 及 び こ れ を 的 確 に 遂 行

す る た め に 必 要 な そ の 他 の 能 力 が10分 で な い こ と 。  
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ID: 3015   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 

個 人 施 行 者 の 防 災 街 区 整 備 事 業 の 規 準 若 し く は 規 約 又 は 事 業 計 画 の 変 更 の
認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
密 集 市 街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 129条 第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 49号  

【基準】 

 法 第129条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
(規 準 又 は 規 約 及 び 事 業 計 画 の 変 更 ) 

第129条  個 人 施 行 者 は 、 規 準 若 し く は 規 約 又 は 事 業 計 画 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 国
土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 都 道 府 県 知 事 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
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ID: 3016   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
個 人 施 行 者 の 変 動 に 係 る 規 約 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 

密 集 市 街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 130条 に お い て
準 用 す る 都 市 再 開 発 法 第7条 の 17第4項 後 段  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 49号  

【基準】 

 準 用 す る 都 市 再 開 発 法 第7条 の 17第4項 の 規 定 に よ る 。  
(施 行 者 の 変 動) 

第7条 の 17 
4 1人 で 施 行 す る 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 に お い て 、 前 3項 の 規 定 に よ り 施 行 者 が 数 人 と

な つ た と き は 、 そ の 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 は 、 第 2条 の 2第1項 の 規 定 に よ り 数 人 共 同
し て 施 行 す る 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 と な る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、施 行 者 は 、
遅 滞 な く 、 第 7条 の 9第 1項 の 規 約 を 定 め 、 そ の 規 約 に つ い て 都 道 府 県 知 事 の 認 可 を 受 け
な け れ ば な ら な い 。  

 

標 準 処 理 期

間 
30日  

備

考 
 



law_3016.docx 

 

 
 

設 定 年 月 日 令 和 4 年 4 月 26 日  最終変更年月日  年   月   日  
 



law_3017.docx 

 

ID: 3017   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
個 人 施 行 者 の 審 査 委 員 の 選 任 の 承 認  

法 令 名 

根 拠 条 項 
密 集 市 街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 131条 第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 49号  

【基準】 

 法 第131条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
(審 査 委 員) 

第131条  個 人 施 行 者 は 、 都 道 府 県 知 事 の 承 認 を 受 け て 、 土 地 及 び 建 物 の 権 利 関 係 又 は 評
価 に つ い て 特 別 の 知 識 経 験 を 有 し 、か つ 、公 正 な 判 断 を す る こ と が で き る 者 の う ち か ら 、
こ の 法 律 及 び 規 準 又 は 規 約 で 定 め る 権 限 を 行 う 審 査 委 員 3人 以 上 を 選 任 し な け れ ば な ら
な い 。  

 

標 準 処 理 期
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ID: 3018   

担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
個 人 施 行 者 の 防 災 街 区 整 備 事 業 の 終 了 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 
密 集 市 街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 132条 第1項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 49号  

【基準】 

 法 第132条 第1項 の 規 定 に よ る 。  
(防 災 街 区 整 備 事 業 の 終 了 ) 

第132条  個 人 施 行 者 は 、 防 災 街 区 整 備 事 業 を 終 了 し よ う と す る と き は 、 国 土 交 通 省 令 で
定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 終 了 に つ い て 都 道 府 県 知 事 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い。 
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担当部署 : 都市政策課  

処 分 の 概

要 
防 災 街 区 整 備 事 業 組 合 の 設 立 の 認 可  

法 令 名 

根 拠 条 項 

密 集 市 街 地 に お け る 防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律  第 136条 第 1項 及
び 第2項  

法 令 番 号 平 成9年 法 律 第 49号  

【基準】 

 法 第136条 第1項 及 び 第2項 の 規 定 に よ る 。  
(設 立 の 認 可) 

第136条  施 行 区 域 内 の 宅 地 の 所 有 者 又 は 借 地 権 者 は 、5人 以 上 共 同 し て 、定 款 及 び 事 業 計
画 を 定 め 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、都 道 府 県 知 事 の 認 可 を 受 け て 事 業 組 合
を 設 立 す る こ と が で き る 。  

2 前 項 に 規 定 す る 者 は 、 事 業 計 画 の 決 定 に 先 立 っ て 事 業 組 合 を 設 立 す る 必 要 が あ る 場 合
に お い て は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 5人 以 上 共 同 し て 、 定 款 及 び 事 業 基 本 方 針 を 定
め 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、都 道 府 県 知 事 の 認 可 を 受 け て 事 業 組 合 を 設 立
す る こ と が で き る 。  
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